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5001 50010001 内藤　晴義 1
柔道整復師に必要な医師の同意を遠
隔診断で行えるよう要望します

医師法第20条における「自ら診察する」
という概念を遠隔診断も含めて考慮して
いただき、柔道整復師法第17条の骨折、
脱臼に必要とされている医師の同意を遠
隔診断にて行えるよう要望します。

現在、柔道整復師法第17条により、柔道整復師
は、応急手当を除き、骨折、脱臼の患部を施術
する場合、医師の同意が必要とされている。遠
隔診断による同意が可能となれば、患者の時間
的、経済的負担を少しでも軽減すると同時に、
より質の高い医療を即座に選択させることがで
きる環境を提供し得る。これにより柔道整復師
の、医療機関との連携が迅速になり、結果とし
て柔道整復師の資質向上も行われ、国民に対す
る信頼度、安心感をより向上させ、かつ複数の
医療機関を行き来するために生じる時間的、経
済的負担を軽減できるといった利便性を提供で
きるようになる。
これらは、超音波骨観察装置や、TV会議システ
ムなどを活用し、柔道整復師側から必要な情報
を医療機関に伝送し、その判断を医師が行い、
骨折、脱臼に対する施術の同意が得られるよう
になれば、即座に可能なことであり、現在、医
師による遠隔診断、指示というものが、医師対
医師の場合で僻地医療など限定された条件のみ
厚生省通達により可能となっているが、例外的
に心電図を伝送して医師の指示を仰ぎ患者に処
置を行う救急救命士もあり、上記事由から、そ
の解釈を柔道整復師法第17条の「医師の同意」
についても適応していただきたいと要望いたし
ます。

医師法第20条、柔道整復
師法第17条

厚生労働省

5002 50020001
医療法人 祥仁会
理事長　千葉憲哉

1
院内で合成されたＦＤＧ薬剤の院外（サ
テライト）供給規制緩和

サイクロトロン核医学利用専門委員会が
成熟技術とした放射性薬剤の(2001年改
定）では設置した医療機関が院内製造に
よって、同一敷地内での使用が可能であ
る。　　　　　　　サテライト(同一敷地
外）においても同一医療法人(事業所）に
よる製剤供給の規制緩和を要望する。
放射線障害防止法(文部科学省)上は対処
可能。

「がん」の早期発見､早期治療を
行うことにより､「がん」の死亡
率低下及び医療費の削減に取組む
為､PET診断装置を設置する計画で
2005年4月のオープンを目指して
おります。
当医療法人ではPET受診率を促進
する為､サテライト方式によるPET
検診施設の増設を検討しており､｢
がん｣の早期発見を図り治療費の
削減また死亡率の低下を目指す計
画です。
従って､院内サイクロトロン装置
により合成されたFDG製剤のサテ
ライト(院外）供給が不可欠とな
るため制度改正を要望いたしま
す。
なお、本件については「日本核医
学会」及び　｢日本アイソトープ
協会医学・薬学部会ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ核医
学利用専門委員会」が策定したガ
イドラインまた放射性薬剤の基準
により制度化され運用している
が､ガイドラインはあくまでも自
主規制と認識される。
よって薬事法､医療法上は何等明
確に規定されていない為､同一医
療法人内におけるFDG製剤の供給
可否が判断出来ない。　　そもそ
も｢がん検診」はニーズが高く本
件が実現出来る様に関係法上の要
件等との整合性を図っていただき
たい。

　(規制等の問題点）　・現在PET検査薬剤
(FDG)は医療機関に設置されたサイクロトロン
装置により製造されたものだけが使用されてい
る状況。････薬事法第2条第1項に規定する医薬
品に該当せず、障防法第2条第2項に該当。
・FDG製剤のデリバリーについては日本メジ
フィジックス（株）が全国８拠点にPETラボを
完成させており、薬事法上の承認を取得次第､
速やかに供給出来る体制を整備している。
・同一医療法人における薬剤供給については障
防法上は対処可能と思われるが､薬事法､医療法
上等の規制があり現状では不可能である。
（規制改革、民間開放の必要性）
・同一医療法人によるサテライト方式のPET検
査施設を計画しているがPET検査薬（FDG)のデ
リバリーに規制があり現状不可能。　　　（必
要性）
➀PET検診者の利便性　：サテライト方式によ
るPET検診施設の増設　➁PET検診費用の低減
：PETカメラのみの設備投資ですみ、検診料金
の低下に寄与できる　以上のことから検診､受
診者の利用増加が実現でき､「がん」の早期発
見に繋がり､最終的には医療費削減が期待でき
る。

・薬事法
・医療法
・障防法

文部科学省
厚生労働省

・医療法施行規則の一部
を改正する省令の施行等
について　　(医政発
0801001号）　・院内製
造されFDG  を用いてPET
検査を行うためのｶﾞｲﾄﾞﾗ
イﾝ(日本核医学会）
・ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ核医学利用専
門委員会が成熟技術とし
て認定した放射性薬剤の
基準　　　(2001年改
定）　　　　・第5回放
射線安全規制検討会配布
資料　資料５－１
資料５－４
資料５－５
資料５－６
・日本メジフィジックス
(株)のホームページ
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5003 50030001
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

1
投資顧問業者の投資（助言）対象の拡
大

投資一任（顧問）契約における投資（助
言）対象資産は証券取引法上の有価証券
に限定されているが、「投資信託及び投
資法人に関する法律」（以下「投信法」
という。）における主たる投資対象とし
て投信法施行令第３条に規定される「特
定資産」を、投資顧問業者の投資（助
言）対象として認めて頂きたい。

投資顧問業者の投資対象は証券取引法上の有価
証券に限られており、兼業承認を受けるにして
も手続上の負荷や時間的ロスを勘案すると機動
的な商品設計やタイムリーな顧客営業には大き
な障害となる。資産運用業において投資顧問業
者は他業態と比較しても運用の制約が大きく、
イコールフッティングには程遠いと言わざるを
得ない。投資顧問業者の投資対象を主として証
券取引法に定める有価証券とし、投信法で規定
する特定資産を投資対象として組入れることが
認められれば、年金基金等の機関投資家の多様
な運用ニーズへの対応が可能となり、これらの
資金が企業等の資金調達を容易にし、わが国経
済の活性化に資するものと考えられる。

投資顧問業法第2条、投
信法第2条、同施行令第3
条

金融庁

5003 50030002
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

2
投資顧問業務として行いうる取引等の
明確化

外国為替取引および有価証券の貸付に係
る指図ならびに助言を投資顧問業務とし
て行い得る旨を法令上明確にして頂きた
い。

①外国為替取引は、資産運用における付加価値
獲得の源泉の一つと考えられる。他業態とのイ
コールフッティングとして、投資顧問業者が
ノーアクションレターによることなく、運用の
一手法として外国為替取引を当然に行えること
を法令上明確にして頂きたい。②有価証券貸付
は一時的または暫定的に行う場合にのみ許容さ
れているが、付加価値獲得のための有効な運用
手法として定着しつつある現状に鑑み、信託銀
行等が自由に行える当該取引をイコールフッ
ティングの観点から投資顧問業者についても自
由に行えるようにして頂きたい。

投資顧問業法第2条 金融庁
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5003 50030003
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

3
議決権等株主権行使に係る指図ならび
に助言が投資顧問業務である旨の明
確化

議決権等株主権行使に係る指図ならびに
助言を、投資顧問業者が投資顧問業務と
して行い得る旨を法令上明確にして頂き
たい。

「議決権行使については、投資顧問業者と顧客
の間で契約条項を設けることにより対応は可
能」である旨既にご確認頂いているが、法的安
定性を確保するため投資助言業者が議決権行使
に係る助言についても当然行いうる業務である
ことを法令上明記して頂きたい。

投資顧問業法第2条 金融庁

5003 50030004
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

4
投資顧問業者が行える事務の外部委
託の具体的措置

投資顧問業者が銀行等に顧客紹介を依頼
することを法令上可能として頂きたい。

「外部委託の範囲については法令上制限は設け
られておらず、外部委託を行っても当該業務に
対して一定の責任を有する体制が整備されてい
る等適正な業務運営が確保されていれば外部委
託を行うことは可能」である旨ご確認頂いてい
るが、顧客勧誘（紹介）業務の銀行、証券会社
等への外部委託が可能となるよう法令上の措置
を講じて頂きたい。

投資顧問業法第2条、民
法第643条、保険業法施
行規則第51条第4号、事
務ガイドライン（預金取
扱い金融機関関係）

金融庁
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5003 50030005
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

5 兼業承認取得手続の届出化

認可投資顧問業者が兼業を行う場合は、
兼業承認申請手続きが必要とされている
が、当該業者が証券業または信託業務を
営む場合においては届出制が適用されて
いる。証券業または信託業務を兼営しな
い認可投資顧問業者についても届出制な
いし停止条件付届出制として頂きたい。

前回6月の要望時、「停止条件付届出制では足
りず、承認制を残すことが適当と考える。」と
のご回答を頂いているが、承認取得までに数ヶ
月を要する現行の兼業承認制の下では、商品開
発等に支障を生じ機動的なビジネス展開が困難
である。「停止条件付届出制」であれば、不適
当な兼業を速やかに排除することは可能であ
り、是非導入を検討して頂きたい。

投資顧問業法第31条 金融庁

5003 50030006
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

6
役員又は重要な使用人の住所に関す
る公衆縦覧の廃止等

①投資顧問業者登録簿における役員又は
重要な使用人の住所を公衆の縦覧に供す
ることは、廃止して頂きたい。②登録事
項の変更届出を、２週間以内の届出から
緩和して頂きたい。

①今般、金融分野における個人情報保護に関す
るガイドライン案が公表されたように、プライ
バシー保護、セキュリティー確保の重要性は一
層強く認識されているところである。その一方
で投資顧問業者の登録簿における役員又は重要
な使用人の住所は公衆の縦覧に供されている現
状に鑑み、喫緊の対応を検討して頂きたい。②
登録事項の変更届出について、「２週間以内」
の提出を、大型連休を挟んでも実務上支障が生
じないと考えられる「営業日ベースで10日以
内」の提出に変更することは、投資者保護の観
点から迅速な届出を行うべきとの当該規定の趣
旨を逸脱することはないはずである。実務上、
対応可能な見直しを是非検討して頂きたい。な
お、役員又は重要な使用人の住所変更について
は、変更の都度届出るのではなく、例えば年度
末ないし半期毎の定期的報告としても、投資者
保護の観点からは特に問題が生ずるとは考えら
れないことから、定期的届出制として頂きた
い。

投資顧問業法第5条、同
第6条、同第8条

金融庁
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5003 50030007
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

7 利害関係人の範囲の明瞭化

投資顧問業法施行令に規定される投資顧
問業者の利害関係人および密接な関係を
有する者の範囲を、簡潔明瞭な規定とし
て頂きたい。

前回6月の要望時に、「利害関係人の範囲につ
いては投資者保護に留意しつつ、他の法令との
整合性を図る方向で16年度中に検討を行う。」
との回答を頂いている。複雑かつ広範な要件に
より当該規定は依然として会員にとって業務遂
行に過大な負荷となっており、当該規定の簡潔
明瞭化に向け可及的速やかな対応をお願いした
い。

投資顧問業法施行令第8
条、同施行令第10条、投
信法施行令第20条、事務
ガイドライン（証券投資
顧問業者の監督関係）3-
4-3

金融庁

5003 50030008
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

8 赤字・赤枠規制の廃止

投資顧問業法第14条ならびに第15条に規
定する書面の交付について施行規則に定
める赤字・赤枠規制を廃止して頂きた
い。

投資一任契約において、当該書面は施行規則第
17条第4項第1号に規定される「当該書面の内容
を十分に読むべき旨」のみ赤字・赤枠で記載さ
れることが必要とされている。ラップ口座の普
及が見込まれるなど投資者保護の重要性は論を
待たないが、当該規定のように契約内容とは関
係のない文言にのみ、あえて赤字・赤枠規制を
適用する意義は殆どないものと考えられる。
又、商品投資顧問業者や商品投資販売業者につ
いては、既に赤字・赤枠規制は課されていない
現状に鑑み、投資顧問業者に赤字・赤枠規制を
適用し続けることは、他法令との比較において
も明らかに過剰規制であると考える。

投資顧問業法施行規則第
17条、第18条　商品投資
顧問業者に関する省令第
3条、第4条　商品販売業
者の業務に関する命令第
3条、第4条

金融庁
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5003 50030009
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

9 同一運用に関する規制の撤廃
同一運用に関する事務ガイドライン上の
規制を撤廃し、合同運用のみを規制する
こととして頂きたい。

合同運用と異なり、同一運用は顧客毎に別個の
ファンドを設定し運用管理する個別運用の一形
態であると考えられる。実務的にも認可投資顧
問業者が顧客に提供する運用商品は、各社の投
資哲学や運用スタイルに則りモデルポートフォ
リオを基準として統一的に運用されているケー
スが多いと考えられる。たとえ同一の資産管理
機関であっても顧客ファンドは個別に管理され
ており、投資者保護の観点からも問題はなく、
同一運用として規制する必要性はないものと考
える。

事務ガイドライン(証券
投資顧問会社の監督関
係)2-3-1，同2-3-2，同
3-1，同3-3-3

金融庁

5003 50030010
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

10
インターナルクロス取引に関する規制
の緩和

インターナルクロス取引を行う際には、
個別の取引毎に双方の顧客同意が必要と
されているが、個別事前同意を不要とす
るか、もしくは包括事前同意による取引
を可能として頂きたい。

本年4月の投資顧問業法施行規則等の改正に
よって認可投資顧問業者にもインターナルクロ
ス取引が認められることとなったが、個別の取
引毎に双方の顧客の同意が必要とされている。
信託銀行の行うインターナルクロス取引につい
ては特段の規制は設けられておらず、イコール
フッティング及びインターナルクロス取引の効
率的活用の観点から、取引毎の個別事前同意を
不要とするか、もしくは包括事前同意による取
引を可能として頂きたい。

投資顧問業法施行規則第
29条の2

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5003 50030011
社団法人　日本証券投資顧問
業協会

11
16条書面交付義務免除の承認規定の
拡大適用

証券業または信託業務を営む投資顧問業
者以外の投資顧問業者に対しても、16条
書面交付義務免除の承認規定を適用する
こととして頂きたい。

証券業または信託業務を営む投資顧問業者に
は、一定の条件の下で16条書面交付義務が免除
されている。それ以外の投資顧問業者について
も、イコールフッティングの観点から一定の要
件を満たす場合には、16条書面交付義務免除の
適用を検討して頂きたい。認可投資顧問業者に
ついては、16条書面交付が免除されたとして
も、32条書面に規定される報告書交付が義務付
けられており、投資者保護については問題ない
と考えられる。

投資顧問業法第16条 金融庁

5004 50040001

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

1
(1)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

利益の50%以上を社会福祉法人の経営する
高齢者・障害者施設等の社会的弱者施設
に当てる事業者に対して、国有河川敷地
を100年間無償を含め安価で賃貸する。
目覚ましい経済発展の中国制度を日本経
済はすぐ活用出来る仕組みとして、中国
は社会主義で、土地の所有権は認めず100
年間、国が賃貸する為、道路や公共事業
がやりやすく短期間で大型プロジェクト
を実現出来る。
上記制度を国有河川敷地や国有林に当て
る

河川敷地・新幹線駅・高速道路・
渡架橋等の社会的財産を有効に利
用し、地震・洪水に強い強固な
100年間建築保障構造物を建設す
る事で22世紀の安全確保構造物町
づくりモデルとする。
(1)29年前（昭和50年）に開通し
た新幹線小倉駅と博多駅の中間地
点に仮称筑豊駅の設置計画がある
ものを実現させる。
(2)上記(1)の同地横に九州高速道
路が同時期に開通している、その
近隣地点にインターチェンジ設置
計画があるものを実現させる。
(3)上記(1)(2)位置より中間市役
所橋との中間位置に鞍手町大字小
牧と北九州市八幡西区との渡架橋
計画が上記同時期あったものを実
現させる。
(4)新しい橋や駅の構造物を利用
してカジノやエンターテイメン
ト・スポーツビジネスを含むレ
ジャー産業施設を作る。

(1)前回まで2回に渡っての構造改革特区推進室
への構造改革特区・地域再生提案に対して、単
なる財政措置を講ずるものであるとの回答に対
して、反論の意見書を別添資料の様に送ってい
るが、その回答がない中で内閣府担当が人事異
動で替わり、社会福祉施設に特化した住みたく
なる町づくり特区・地域再生の具体的提案とし
て全国規制改革民間開放提案とした一つの理由
である。　　　　　　　　　　(2)これらの事
業に関して国及び地方公共団体の事務事業であ
り又、補助金等においても制限が行われ公的関
与の強い市場である。これらを一定の要件を満
たした中小企業の起業家に対して、ベンチャー
支援の立場から民間に解放して欲しい
(3)これらの事業の地方公共団体は全額100%が
税金で行われる。私の提案は国より50%総事業
に対して助成して頂き後の50%は民間資金（財
投資金を捻出）を活用して行う為、地方公共団
体より財政削減が50%出来る。

(1)地方財政法の改正及
び運用・解釈を弾力的に
行う
(2)各省庁の助成金等に
かかわる省令・通達の運
用・解釈を弾力的に行う
(3)財政投融資金活用法
の運用・解釈を弾力的に
行う

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A051
A053
A059
A095
A096
A097
A098
A099
A102
A103
A107
A108
A109
A176
A177
A178
A179
A180
A181
A182
A183
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040002

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

2
(2)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

※河川法・道路法・建築基準法・都市計
画法の弾力的運用とカジノ特別立法で、
昨年の11月・本年6月に応募している社会
福祉施設に特化した住みたくなる町づく
り特区・地域再生構想の実現を図る

(1)強い地域を作る社会福祉施設
に特化した住みたくなる町づくり
で国内的地域間競争や国家間の観
光都市競争に得意業で勝てる強い
地域にする
(2)地域特化自然と言う美しい財
産と勤勉な労働力を生かし少子高
齢化・グローバル化に対応した事
業で経済の活性化を行う
(3)歴史的発想の転換あらゆる価
値観や歴史観・人種に関係なく話
し合いで知恵・情報資金・土地・
労働を出し合って美しい自然と日
本の伝統文化を生かした町並みに
する為、建築協定や特区規約を作
り、地域の伝統とアイデアを発信
する　　　　　　　(4)経済の循
環性意識改革・個人資産を半分以
上持っている高齢者の現金や土地
を持っている裕福層の人々がカジ
ノで現金を使い遊び、分譲する、
バリアフリーマンションの住宅を
購入したり、賃貸で収入を得る事
が社会貢献になる事をPRし積極的
に推進する

地球環境の汚染からか？最近の異常気候を考え
れば集中豪雨（水害）地震と数多く発生し地域
の安全・安心が懸念される。人類が少なくとも
永河期より生きてきた一万年後は最低でも生き
れる様に後生に残す事が平和な現世を生きてき
た人々の責任と義務ではなかろうかと思える。
その観点より、人類が最初に集落を形成したと
される河川地域を現代日本建築・土木最先端技
術を発揮し、100年間安全・安心を保証した構
造物を作り22世紀をにらんだ町づくりのモデル
とする。

河川法
建築基準法
道路法
都市計画法
カジノ特別法の立法

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A130
A163
A167
A177

5004 50040003

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

3
(3)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

〔地方自治体事業を民間事業者に開放〕
29年前（昭和50年）に開通している新幹
線や高速道路・遠賀川河川敷地という社
会的財産を有効に利用して新幹線新駅仮
称筑豊駅・高速道路インターチェンジ・
新しい渡架橋を作る構造物を利用してカ
ジノやエンターテイメント・スポーツビ
ジネス施設を河川敷地内周辺に作り、日
本一の石炭産業として栄えた産炭地の地
域再生地域に認定して頂き、中小企業が
社会保証財源を自主的確保する。
社会的使命と経営能力を併せ持つビジネ
スモデル事業者の認定を頂きたい。

(1)〔単純なる慈善事業では経済
改革・雇用創出は出来ない〕
社会的弱者の福祉を充実させる資
金財源は社会的強者と言われる者
の福祉カジノやエンターテイメン
ト・スポーツビジネス等の経済活
動における利益の一部納付を義務
付け民間が主導的に運営する
(2)〔農業の発想転換（構造改
革）を実行する〕
河川敷地遊休地・休耕田を利用し
て、高齢者の健康増進の一つとし
て無農薬・有機法で環境を考えた
安全・高付加価値商品を限定産出
する仕組みを作り、農業のグロー
バル化に対応する。
(3)〔都市と地方のインフラ整備
の格差を是正する〕
自然と近代（構造物）の共生する
町づくりを行う手段として遅れた
下水道整備・農水路整備を早期に
実現させる
(4)〔新規事業者育成〕
国や地方自治体と不公平な競争条
件で競争しなければならない事業
を一定の要件を満たした、中小企
業の新規事業者に対して官制市場
を開放する

(1)民間事業者がいい計画を立案したとしても
地方公共団体が策定した都市計画に受付られな
かった場合は実現する可能性が低い
①構造改革は現状を改善する事であり総論賛成
各論になると既得権益に対して抵抗がある為、
地方自治体においては、構造改革に対する理解
がある所以外、新提案は受け付けられ得る事が
少ない　　　　　　　　　　　　　　②現実問
題として、平成元年より私は前鞍手町町長より
当計画原案を聞かされ平成元年から2年に掛け
て当時の建設省道路課長と50～70時間PFI事業
における民間活力を利用する事で肥大化した財
政を削減する事の議論と陳情を行った

河川法
建築基準法
道路法
都市計画法
各省庁助成金の省令
省通達の弾力的運用を行
う

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A180
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040004

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

4
(4)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

世界一（ギネスブック）の世界遺産・日
本建築コピーイメージで河川施設を作り
観光立国のシンボルにする（厳島寺社を
イメージ）　　　　　　　　　　①生命
や財産を洪水から守る為に河川の改修事
業の一つとして強固な構造物を同時に作
る事で川と水を安全に流す事業が効果
的・効率的に出来る
②新しい橋を作る場合（遠賀川大橋（中
間市役所前））長さ327mの場合、全体事
業費60億円、橋本体のみ46億円→（旧渡
架橋撤去費）の費用を有効に使用する事
で全体事業費の効率を高める
③介護・医療・教育・環境・農業とレ
ジャー産業の一体的町づくり事業で地域
再生・雇用の確保を図り、少子高齢化社
会とグローバル社会に対応する

①新渡架橋（鞍手と北九州八幡西
区を結ぶ地点）を利用して日本の
世界的遺産・神社・寺院をイメー
ジした強大建築物コピー内にカジ
ノ・エンターテイメントビジネス
を行う　　　　　　　　②新幹線
駅・インターチェンジより新渡架
橋（カジノ・エンターテイメン
ト）までの間の河川敷地内をス
ポーツビジネス・家畜園・高齢者
の健康増進用有機農園に利用する
③スポーツビジネス施設は多目的
施設にする（野球・サッカー・バ
スケット・バレー・ラグビー・格
闘スポーツ等）その周辺には保育
園・医療機関・法政大学の通信学
部スタジオ教育施設・高齢者・優
良賃貸住宅・分譲住宅等の総合町
づくり施設にする事で交通やその
他機能の利便性・安全性・効率性
を高める

①各省庁・各地方自治体の権益に対する抵抗は
すざましいものである。私は平成元年より行政
改革の必要性を訴えている為か社会福祉法人を
取得するまで13年と2億円の資金を使った為、
老人デイサービスセンターのみしか開設出来な
かった　　　　　　　　　　　　　　　　②平
成8年～10年当時通産省・経済産業政策局地域
振興係長は「行政の費用で調査・研究を行わな
ければならない事を本当に貴男がレポート通り
実施してきたたと言う事が事実であれば法律を
作る」と言って頂き、社会福祉法人認可を平成
13年9月取得するアドバイスを頂き感謝をして
いる　　　　　　　　　　　　　　　　　③平
成8年～平成13年にかけてPFI事業での社会福祉
施設集積所計画書を鞍手町へ提出したが財政難
の為、負担金を助成する事が出来ないので受け
付ける事が出来ないと言われた
④平成14年9月から総理大臣目安箱へ行政・特
殊法人の不作為や契約違反の実態をレポートす
る（24ヶ月間でA4・2500ページ）

地方財政法
河川法
建築基準法
都市計画法
各省庁省令
施行令
通達の弾力的運用

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A049
A050

5004 50040005

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

5
(1)社会福祉施設に特化した住みたくな
る町づくり構想

(1)遠賀川河川の水力・太陽光・風力エネ
ルギー利用活用で化石エネルギーから脱
皮で地球の温暖化対策、前衛的産業のシ
ンボル（近代的産業）と観光産業の目玉
にする　　　　　　　　　　　　　　①
河川敷地域の電力は、災害時（地震・水
害時）においても風力でのエネルギーを
利用した電力が常時安定した供給出来、
災害時緊急避難場所の役割をはたす
②送電線が配置され、すでに山林の景観
がくずれた国有林の隣接地を有効利用
し、風力発電の施設を積極的に作り環境
国家日本のイメージアップで観光のPR材
料にする

(1)河川の水力を利用する場合、
昔からの水車をイメージした景観
での施設を作る
(2)風力発電の高さ65mでハネの長
さ35m風速60mの台風にもびくとも
しない強大な基礎工事を必要な構
造物を利用した社会福祉施設（老
人ホーム・高齢者住宅）や法政大
学通信学部スタジオ教育施設・分
譲住宅を作る（基礎工事を一体的
に行い効率・効果を高める）
(3)日本の代表的世界遺産建築物
イメージの屋根は、太陽光エネル
ギーを利用出来る施設にする

(1)日本一の石炭産業であった遠賀川流域の産
業構造は製造業での第2次産業を中心に展開し
たが中国や東南アジア・インド等に安い人件費
の後発国に追い越され産業の空洞化が進行した
(製造業の中国進出）
(2)(1)上記の理由からGDP個人消費が50%以上し
める日本の国内サービス産業への産業構造を変
化させる必要がある所からエネルギー産業で繁
栄した地区を逆にクリーンな自然エネルギーで
の展開で観光産業の目玉シンボルにする。
(3)13億の人口を有する中国の目覚しい経済発
展の中で日本の平均所得を有する福岡県に近い
中国の上海等の海岸沿いの裕福層の5%・6500万
人をターゲットにした観光客と人件費の安い労
働力を輸入し、戦前から戦後の昭和30年代まで
発展した筑豊地区の経済再生を行う。

移民法と留学ビザ等の弾
力的運用
河川法・建築基準法の弾
力的運用

国土交通省
外務省

文部科学省
経済産業省
環境省

【別添資料】
文書番号
A181
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040006

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

6
(2)社会福祉施設に特化した住みたくな
る町づくり構想

(1)中国企業を元請にする事を一つの選択
肢で高コスト体質日本建設業界の構造改
革を行い、世界水準のコストで100年間保
証の強固な地震や水害等の災害に強い施
設を実現させる
①新幹線駅・高速道路インターチェンジ
までの河川敷専用バス道路にて渋滞対策
を講じやすくする
②分譲住宅の内装に関しては個別オー
ダー注文を受ける
例）300年間後世へ残す為、長年使用した
材木を使用して住み慣れたいくつかの部
屋を復元する（日本文化の伝承）事が出
来る様にする
③毎月活用しない分譲住宅の活用として
借上げウィクリーマンション・マンス
リーマンション・貸別荘・コンドミニア
ムとして使用しやすくする

(1)中国企業の投資を呼び建築ビ
ジネス・介護・教育・中国料理等
の進出をしやすくする為、一定地
域をチャイナタウンとして認め少
子化対策の一つとする
(2)戦前の発想（宮尊民碑や外国
アジア人に対しての偏見意識風土
を失くす為、文化交流が出来易い
事業を行う（スポーツ・音楽・映
画）
(3)中国の奥地の貧しい村との交
流を図り、日本並みの賃金で優秀
な人材を確保し、世界の将来を地
球規模で考え実現する人材を早く
育成出来る事業を行う。
その具体策として教育産業として
法政大学通信学部を作り、そこで
勉強しながら介護の仕事で費用を
捻出する

これらの事業計画の骨子は、平成元年より福岡
県鞍手町や建設省・通産省・大蔵省・労働省関
係者と協議して陳情してきた。平成15年4月総
理大臣目安箱担当者（内閣府広報室）より構造
改革特区に応募してはのアドバイスの基に平成
15年11月構造改革特区第4次応募、特区推進室
より私の提案「社会福祉施設に特化した住みた
くなる町づくり特区構想」は大きな構想であり
（555億）現状の法律で出来る事が沢山あるの
で平成16年度予算で各省庁と今まで通り詰めて
下さいと指示があり平成16年1月より毎月各省
庁担当と協議しているが各省庁からは地方公共
団体を通ったものでない限り予算がないと言う
返事で今頃になって人事異動で変った新しい担
当者は別枠予算は「ない」と回答しているので
心配になり要望した。

移民法の改正
留学ビザの弾力的運用
各省庁の助成金に関係す
る省令、施行規則運用・
解釈を弾力的に行って欲
しい

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省
外務省

【別添資料】
文書番号
A176
A183

5004 50040007

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

7
(3)社会福祉施設に特化した住みたくな
る町づくり構想

(1)事前研究調査・設計管理・事務費を総
事業費の15%相当を3段階で受け取れる様
にして頂きたい　　　　　　　①総事業
の5%を認定された後、手付金として支給
②中間金として事業が50%～70%完成した
時点で5%を支給→中小企業には資金的余
裕がない　　　　　　　　　　　　③最
後の5%は、事業目的が達成された時、効
果があると判定された時点で報奨金（利
益）として支払われるものとする

(1)平成元年より平成16年までの
16年間、私が社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づくり構想を
研究・調査・設計した費用の2億
5200万は当然行政が負担しなけれ
ばならないもので私が立て替えて
いる分である
(2)中間の2億5200万は、当然の16
年間の事務費としての費用分であ
る
(3)最後の2億5200万は、私の提案
が全体的財政削減や諸目的が達成
されると認定された分として報奨
金（利益）として支払えるように
して頂きたい

平成8年より10年頃、当時の通産省担当は上記
の事実を認め法律を作ると言って頂き、鞍手町
の町長や助役は、別途資料（A181）通り、意見
書を書いたりの支援はすると言われ各省庁の
PFI担当者・福岡県各関係者も文章で確認して
いる。又、財務省・地元の直方税務署・直方警
察署・福岡県監査委員会事務局にも情報を公開
しての要求審査は終了していると認識している
のが要望理由である

地方財政法
各省庁の助成金策定計画
に関する省令・省庁通達
の弾力的運用

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A114
A115
A116
A119　　　　　　　A120
A122
A125
A127
A128
A129
A132
A176
A180
A181
A183

10/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040008

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

8
(1)平成12年事前協議申請案件の補助
金申請については運用を緩和する。

※平成12年（介護保険導入）以前より、
社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉
施設等設備費の国庫負担（補助）につい
ても事前協議を地方公共団体や国へ継続
して陳情し地方公共団体の何らかの理由
で補助金申請が受け付けられない案件で
物件を所有確保しているものは、交付要
項平成3年11月25日厚生事務次官通知厚生
省社第1409号の運用について緩和し、国
庫負担金を平成12年当時の解釈で適用出
来る様にしてもらいたい。

１.福岡県福岡市東区箱崎1丁目15
－23ホワイトパレス箱崎
(1)特別養護老人ホーム
(2)デイサービスセンター
(3)保育所（児童館）
への大規模用途変更改装計画の実
現
２．福岡県鞍手郡鞍手町大字古門
2908　　　　　　　　前カラオケ
ハウスをグループホームへ用途変
更。増築計画の実現。
３．福岡県鞍手郡鞍手町大字古門
山ノ鼻2931－1
現デイサービスセンター横へ高齢
者優良賃貸住宅をｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟ
ﾗｲｽﾞ㈱で建設し社会福祉法人鞍手
会が運営する計画の実現→
ショートステイ・特別養護老人
ホーム・グループホーム・保育
園・診療所

(1)民間事業者がいい計画を立案しても地方公
共団体が策定した福祉計画に受け付けられな
かった場合には実現する可能性が低い。
①構造改革は、現状を改善する事である（現状
否定）既得権益に対しては、抵抗がある為民間
提案は受け付けられ得る事が少ない。
②別途資料通り、平成12年に鞍手町へ特別養護
老人ホーム・ショートステイの事前協議書を提
案したが受け付けられなかった。

交付要項平成3年11月25
日厚生事務次官通知厚生
省社第1409号の運用につ
いて緩和

厚生労働省

【別添資料】
文書番号
A008
A020
A021
A036
A037
A038
A039
A043
A046
A053
A055
A062
A066
A070
A073
A113
A116
A119
A123
A124
A128
A129
A131

5004 50040009

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

9
(2)平成12年事前協議申請案件の補助
金申請については運用を緩和する。

(1)東京都荒川区南千住7丁目23－18メゾ
ンエクレーレ南千住マンションを特別養
護老人ホーム・ショートステイ・グルー
プホーム・デイサービスセンターへ大規
模改造計画実現。
(2)東京都新宿区新宿御苑デイサービスセ
ンターと有料老人ホーム計画の実現

(1)上記計画は、日本全国の介護
保険導入以前5年間の補助金額
（地方自治体補助を含む）の補助
率75%を上限にして、国より総事
業費の50%を補助してもらいた
い、この事で地方自治体の補助金
を削減する事が出来る
(2)別途資料A149通り、上記の地
域で現在マンションを所有してい
る所有権者の部屋を介護老人施設
に譲渡しなければならない人は、
現在価格より20%資産価値アップ
で買取、現マンション住民を新マ
ンションへの移動をスムーズに行
いやすくする等の環境整備の助成
を国に求める

(1)上記案件は、別途資料通り、平成12年より
東京都保健福祉部や東京都新宿区老人福祉計画
課・厚生労働省老健局計画課と4年間事前協議
を行い相談してきた所である
(2)別紙資料通り4年間に渡り行政や特殊法人の
不作為や契約違反で不公正状況に落とし込まれ
たと認識する当方と行政側の認識違いから上記
物件が空室で、他の事業にも利用されないまま
になっている。これらを地域住民の協力で関係
者全員が20%の資産価値をアップさせる共同事
業で地域再生を行う事が出来得る事業である所
から要望した

交付要項平成3年11月25
日厚生事務次官通知厚生
省社第1409号の運用につ
いて緩和

厚生労働省

【別添資料】
文書番号
A110　・　A114
A118　・　A122
A123　・　A124
A127　・　A128
A129　・　A141
A142　・　A143
A145　・　A146
A147　・　A148
A149　・　A155
A156　・　A159
A160　・　A161
A162　・　A165
A167　・　A168
A169　・　A175
A176　・　A178
A183
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040010

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

10
公務員法を改正し、国・地方公共団体
等の公務員の数と人件費を半分にする

　　　　　　　　　　　　　　①組織が
複雑で人が多過ぎる為、組織をシンプル
ににし、判断に時間がかかり過ぎる事を
是正して欲しい
②公務員が半分になった数と人件費で民
間人で出来る仕事は民間人に任せ競争条
件を公平にし公正な状況を作って欲しい
③行政改革を提案した者が仕返し行政判
断を受け不公平な競争条件で不公正な状
況に落し込まれない様にセーフティー
ネットを完備して欲しい

(1)現行法で地方公共団体にしか
出来ない公共事業で民間に出来る
と思われる補助金が付いた公共事
業は一定の要件を満たした中小企
業の起業家にベンチャー支援措置
として実現させる
(2)国や地方自治体における局長
や部長クラスは民間人（マスコミ
関係者を含め）を採用し、行政権
力を分散化させ業務効率化と財政
負担の削減を行う
(3)補助金事業の監査を行う人は
民間人を事務局長（弁護士・公認
会計士・マスコミ関係・労働会代
表）にし、行政と民間人が競争条
件が公平・公正に行われているか
の監視を行う

別途資料通り、コンピューターの導入で事務手
続きが簡素化されたにもかかわらず人員が多い
為、いらない仕事を新に作り、民営化出来る事
業を遅らせている。　　　　　　平成元年よ
り、当時の建設省道路課長とPFI事業での肥大
化した公共事業を削減する議論を50時間～70時
間行い16年間行政に提案・実現の努力をしてき
た結果、社会福祉法人取得まで13年間と2億円
の資金を使い取得したが、現在ではデイサービ
スセンターのみしか出来ず、内閣府等各省庁へ
PFI事業での公共事業に資金的に余裕のない中
小企業の起業家に支援する提案を行ってから
41ヶ月間、助成金・寄付金・政府系金融機関の
低利融資が別途資料の様に止められている

公務員法
地方財政法
各省庁の助成金に関する
省令・通達の運用を弾力
的に行う

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A039
A040
A041
A042
A043
A050
A051
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A068
A069
A070
A074
A075

5004 50040011

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

11
カジノハウス特別法の設置（刑法賭博
罪）の規制

　　　　　　　　　　　　　　　①カジ
ノは日本では認められていないが、世界
の多くの国で設置されており、国際的に
は一般的なゲーシング産業として、経済
波及効果や雇用を創出する効果が期待出
来るものである　　　　　　　　　②現
在、カジノは賭博罪に当たる為、特別立
法の必要性がある

(1)国有河川敷地、29年前開通し
ている新幹線ｎ新駅設置、現在あ
る高速道路にインターチェンジを
設置、計画のある渡架橋の基礎工
事等を利用して、カジノハウス・
エンターテイメント施設・スポー
ツビジネス健康増進施設・宿泊施
設等での総合福祉施設を作る
(2)財政的に豊かな東京都で働
き、高齢化を迎えた人々が老後の
介護施設等、社会保障の財源をカ
ジノ等で捻出出来るものにする。
カジノを利用出来る人は、海外か
ら旅行者と一定の所得を確保出来
た裕福層でパスポートを持った人
のみしか利用できず近隣に住む一
般の人々は、利用出来ないものと
し、既存のパチンコ・モーター
ボート・競輪・競馬との差別化を
図る事で既存業者との共存・共栄
を図る

別途資料で述べている通り、行政や特殊法人の
不作為や不法行為で日本のあらゆる構造改革が
遅れ、財政赤字の原因を作っている。
団塊の世代と呼ばれる世代人口構成で一番多い
人々が高齢化を迎える。それらの人々が健康で
生きがいのある後半人生を楽しむ事が出来る様
にカジノ等のエンターテイメント施設を利用し
たり又、生きがいの中、今までの職業での知識
技術をボランティアで活動出来る雇用創出と町
づくりのシンボルにする

カジノハウス特別法の設
置　　　　　　　刑法賭
博罪の規制

厚生労働省
国土交通省
経済産業省
農林水産省
環境省

文部科学省
総務省
財務省

【別添資料】
文書番号
A039
A040
A041
A042
A043
A050
A051
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A068
A069
A070
A074
A075
A147
A148
A149
4－12
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040012

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

12
財投資金の活用を一定要件を満たした
中小起業家に直接民間銀行を通して活
用出来る様にする。

　　　　　　　　　　　①政府系銀行か
らも助成金を受ける事業に関しては、利
率等も同条件で借入れが出来る様にして
欲しい（時間の削減）
②債券発行や貸し出しに関して、地方公
共団体との要件を同様にして、行政との
競争条件を同じにして欲しい
③民間でやれる事業は民間で行い、透明
性の確保から効率や効果を上げ、行政
サービスのさらなる向上を求める

(1)国有河川敷地・新幹線新駅・
高速道路インターチェンジ新渡架
橋・風力発電施設・介護施設等の
調査・設計等に事務経費がかか
る。これらの費用に関して助成金
が出るまで財投資金を1ヶ月以内
で使用出来る様に認定して欲しい
(2)東京都荒川区南千住7丁目23－
18メゾンエクレーレ南千住マン
ションを特別養護老人ホーム・デ
イサービスセンターへ大規模改
装・改造計画実現の調査費に財投
資金活用を認定して欲しい
(3)福岡県福岡市東区箱崎1丁目
15-23ホワイトパレス箱崎
①特別養護老人ホーム
②デイサービスセンター
③保育所（児童館）への大規模用
途変更・改装計画実現での財投資
金活用を認めて欲しい

別途資料通り内閣府PFI担当へ平成13年5月に計
画書提出してから3年と5ヶ月（41ヶ月）内閣府
広報室へレポートを送付してから2年余り資金
が止められている　　　　　　　　　　(2)各
債権者より三つの民事裁判で債務不履行の訴訟
の被告人であり、今までは私個人資産を売却し
て、金融機関の借入れや債権者の支払いを今年
の9月14日まで行ってきたが個人資産を全部使
用してしまい9月15日から債務返済が出来なく
なった　　　　　　　　　　　　　　　　(3)
政府系金融機関や民間金融機関は助成金が出る
認定を早めてもらい確認されれば融資を開始す
るとの回答　　　　　　　　　　　　　・上記
の理由から助成金が16年予算より出来る事を竹
中大臣が8月にTV各局で表明されている別枠予
算の認定を早め実現して頂きたい。

財政投融資法の改正及び
弾力的運用
各省庁補助金に関する省
令通達の弾力的運用

財務省

【別添資料】
文書番号
A133
A134
A141
A143
A146
A149
1－6

5004 50040013

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

13
雇用創出助成金は本来目的にそって活
用して欲しい

(1)福岡県労働局への損害賠償3000万請求
案件を解決して欲しい　　　　　　　①
別紙資料（A061）の通り3000万円の事前
研究調査費を厚生労働省職業安定局に請
願している内容を内閣府別枠予算で解決
して欲しい
②上記(1)通り解決出来ない場合、どうす
れば出来る様になるか？出来ない理由を
具体的に質問状を送付していた内容通り
書面で項目別に回答と指導を頂きたい

(1)別途資料（A041・A047・
A061・A076・A078・A080・A166・
A174）の事実に基づく質問・意
見・要望に対して別紙2004・10・
18厚生省職業安定局：澤田育朗氏
と福岡労働局職業安定部職業対策
課長補佐 別紙 後藤透氏平成16年
11月11日回答通り、質問に対して
の回答になっていないものを書面
で項目別に回答を頂く様にしても
らいたい　　　　　　　　　①私
が平成13年～16年間にかけて3年
間書類等でA4で500ページ以上の
資料に基づき、延べ時間として
100時間以上協議してきたもの
で、上記通り、具体的回答がない
ものを私が納得する説明を求めて
いるものに対して、上記の要望が
達する様に頂いてきた

(1)別途資料通り、福岡労働局や厚生省職業安
定局職員の回答内容通り、説明責任がなく不作
為や行政手続法を堂々と破っている
(2)当くらて園が一時休業をした事をハロー
ワーク直方事業所の職員（人事異動）が現在、
当くらて園で働いている職員に対して「くらて
園は一時休業した所なので働かない方がいいと
その職員が受け取り一度は断念して、一ヵ月後
再応募している所を他のハローワーク職員が
「くらて園は今後伸びる事業所ですよ」と言わ
れて現在、一生懸命仕事をして頂いている様に
公務員の名誉毀損での営業妨害が堂々と行われ
ている事を抗議しても上記通りの無責任な回答
である事から最もと支援する立場である事を認
識して頂き、私の要望が実現出来る様にして頂
きたい事が要望理由である

・雇用保険法施行規則、
規制要件の強力的運用
・行政手続法の遵守
・公務員倫理規定の遵守

厚生労働省

【別添資料】
文書番号
A041
A061
A076
A078
A080
A166
A174
3－4
3－5
労職1
労職2
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5004 50040014

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

14 行政手続法に対して則則規定を設ける

(1)行政側の文章回答は、文章で回答請求
を行った案件に対して文章で回答しなけ
ればならないとの規定を設ける（メモで
も可）　　　　　　　　　(2)上記(1)の
内容で文章で回答出来ない理由のあるも
のに関しては、その出来ない理由を文章
で回答しなければならないとする規定を
行政側に義務付ける
(3)上記(1)(2)内容を1週間以内で文章回
答しない者に対して1週間以内に人事異動
を行う等の罰則規定を設ける

(1)葉書きサイズ（複写）の回答
メモの提出する事を公務員に義務
付け、協議内容・相談内容を双方
が確認が出来る事で事実確認と民
間の時間的コストを削減するよう
にする（5分間作業）
(2)行政を監査する所には民間の
弁護士・学識経験者・マスコミを
代表する人が事務局長になり官と
官のなれ合いを防ぐ
(3)国民が主権者であり、公務員
は全体の奉仕者である事を認識す
る為、地方自治体の職員が民間で
行える公共事業を行う一定要件を
満たした中小企業に出向して双方
の問題点を発見や解決する策を提
案し法律を作る

(1)別途資料通り、行政手続法に則罰規定がな
い為、300年前の発想「官尊民卑」という組織
風土が根強くIT機器の発達で事務手続きが簡素
化されたにも関らず、従来と同じ発想で仕事が
出来、身分が保証されている所が問題
(2)行政は、許認可権や助成金を出す強大な権
限を持っているにも関らず、行政手続法のその
他の自己に対して何らかの付与する処分を求め
る行為を条文解釈は行政庁が諾否の権限がある
事を盾に何百時間も相談したり100ページ以上
の質問状を文章で提出したものまでも具体的な
説明責任を求めている国民の権限を無視する行
為は、憲法違反である（憲法15条・16条）
(3)国民が憲法を盾に国家賠償の行政訴訟を起
こすには、時間とお金がかかり現実問題は解決
しない。内閣府や総務省で事実関係に基づき行
政を監査する所が指導を強化して欲しい

行政手続法 総務省

【別添資料】
文書番号
A177
A178
A180
A182
A183

5004 50040015

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

15
町づくり交付金の要綱の運用を弾力的
に行う

(1)各助成金要綱で事業主体は市町村とす
る運用規定を平成元年より、農業振興に
実績のある一定要件を満たした中小企業
や社会福祉法人に認める
(2)上記(1)の事業者には農業振興地域に
関する法律第6条 第一項の規定に基づき
指定され農業振興の規制の緩和して欲し
い　　　　　　　　(3)別添資料（A060・
A079・A081・A180）通り、上記(1)の事業
者には交付金を活用する

(1)平成13年より農村振興局に相
談していた福岡県鞍手町古門2908
と同上古門山ノ鼻2931－1施設環
境整備の地域農業活動拠点施設整
備と情報基盤施設整備・集落農園
整備の交付金を充てる
(2)国有河川敷地や周辺農業振興
地における無農薬・有機野菜を健
康増進策の一つと生きがいの為、
行う高齢者に対して施設環境整
備、集落農園整備市町村創造型整
備

(1)農家に生まれた長男として、父からの遺言
300年以上続いた農業が現代社会において通用
する事業になる様、東京での知識情報を生かし
て鞍手地区で実現させ様と言われた事を平成元
年より16年間考え構想を練り上げた
(2)上記の事を達成する手段として地方自治体
の助成金を使用せず国から助成金のみで達成す
る為、事業主体になる事を平成8年頃から農林
水産省へ陳情提案してきた
(3)この構想は、農家の長男として生まれたDNA
と鞍手町・福岡県・農林水産省の各行政機関と
真剣な議論で構想が出来上がった。ある時は訴
訟を前提とした村社会での和の社会とは到底考
えられない急激な改革提案に対する反発や反論
に対して、議論を重ね16年間訴え続けた結果の
日本の農業の有り方を変える国益を考えた構想
である

(1)村づくり総合整備事
業（平成15年4月1日付け
14農振第2400号農林水産
事務次官依命通知）
(2)農村振興会総合整備
事業等実施要綱に定める
農村振興総合整備総合補
助事業（平成3年3月30日
付12農振第1963号農林水
産事務次官依命通知）
(3)集落地域整備総合補
助事業実施要綱（平成7
年4月1日付7構改D第285
号農林水産事務次官依命
通知）
(4)農業集落排水資源環
境総合補助事業実施要綱
（平成14年3月27日付13
農振第3438号農林水産事
務次官依命通知）
(5)地域用水環境整備事
業実施要綱（平成12年3
月24日付12構改D第268号
農林水産事務次官依命通
知）

農林水産省

【別添資料】
文書番号
A060
A079
A081
A180
A181
3－7
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5005 50050001 とーのう薬局 1 処方せん調剤節減システム

処方せん調剤においては、部分的な処方
薬の削減、減量は処方医への確認と同意
が必要であるが、医師の判断を必要とし
ない処方薬の削減及び減量は、患者ある
いは薬剤師の判断でも可能とするよう法
令を緩和されたい。

処方せん調剤において、指定医薬
品は患者の希望の上薬剤師の判断
にて、要指示医薬品・指定医薬品
以外の医療用医薬品は患者の希望
により、処方薬の削除あるいは減
量を可能とする。

現状、処方せん調剤においては全ての調剤をし
ないという事はできるが、部分的削除あるいは
減量は医師の同意が必要である。
｢過度な医療費を抑制する｣という本来の医薬分
業への提案と考えます。

薬剤師法第23条
　薬剤師は、医師、歯科
医師又は獣医師の処方せ
んによらなければ、販売
又は授与の目的で調剤し
てはならない。２　薬剤
師は、処方せんに記載さ
れた医薬品につき、その
処方せんを交付した医
師、歯科医師又は獣医師
の同意を得た場合を除く
ほか、これを変更して調
剤してはならない。

厚生労働省

5005 50050002 とーのう薬局 2 処方せん調剤代替薬品選択システム

処方せん調剤においては、後発品あるい
は先発品の選択は処方せんの指示による
が、患者の希望に基づいての選択調剤が
行えるよう法令を緩和されたい。

処方せん調剤において、患者の希
望のうえ薬剤師の判断で、後発品
への移行あるいは先発品への移行
を可能とする。

本来、後発品あるいは先発品の選択は「患者側
の自由意志」によるものであると考えます。薬
剤師は患者に薬剤選択の助言と説明をする義務
があると思います。
｢患者主体医療｣という本来の医薬分業への提案
と考えます。

薬剤師法第23条
　薬剤師は、医師、歯科
医師又は獣医師の処方せ
んによらなければ、販売
又は授与の目的で調剤し
てはならない。２　薬剤
師は、処方せんに記載さ
れた医薬品につき、その
処方せんを交付した医
師、歯科医師又は獣医師
の同意を得た場合を除く
ほか、これを変更して調
剤してはならない。

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5005 50050003 とーのう薬局 3 処方せん再調剤システム

処方せん調剤においては、一度限りの調
剤が原則であるが、医師の判断を必要と
しない処方薬の再調剤は、患者あるいは
薬剤師の判断でも可能とするよう法令を
緩和されたい。

処方せん調剤において、指定医薬
品は患者の希望の上薬剤師の判断
にて、要指示医薬品・指定医薬品
以外の医療用医薬品は患者の希望
により、処方薬の再調剤を一定期
間（例：処方後1年間一ヶ月に一
度程度等）必要量（基本の処方量
以下で）を可能とする。

現状処方せん調剤において、湿布等の医師の判
断の必要が無い薬でも、その都度処方せんが必
要である。
「患者本位の医療を提供する」あるいは｢過度
な医療費を抑制する｣という、本来の医薬分業
への提案と考えます。

薬剤師法第23条
　薬剤師は、医師、歯科
医師又は獣医師の処方せ
んによらなければ、販売
又は授与の目的で調剤し
てはならない。２　薬剤
師は、処方せんに記載さ
れた医薬品につき、その
処方せんを交付した医
師、歯科医師又は獣医師
の同意を得た場合を除く
ほか、これを変更して調
剤してはならない。

厚生労働省

5005 50050004 とーのう薬局 4 移動車両式処方せん調剤システム

移動車両（バス・トレーラー・コンテナ
等）による処方せん調剤が、病院等の敷
地内でも可能となるよう法令を緩和され
たい。

薬局の調剤業務が適切に行えるよ
う移動式車両（バス・トレー
ラー・コンテナ等）を改造し、病
院等の敷地内で調剤業務を行う。

「病気」である患者が、遠方の薬局に行くのは
不合理であり、「患者本位の院外分業」の提案
と考えます。
移動車両式調剤システムは、構造的・機能的・
経済的に医療機関から独立しておりますので、
医療機関の敷地内での調剤業務を認めて頂きた
い。
将来的には、サンダーバード２号のような形式
で、緊急時等災害地域での調剤業務も可能と思
います。

薬事法　第26条　一般販
売業の許可は、店舗ごと
に、その店舗の所在地の
都道府県知事（専ら薬局
開設者、医薬品の製造業
者若しくは販売業者又は
病院、診療所若しくは飼
育動物診療施設の開設者
に対してのみ、業とし
て、医薬品を販売し又は
授与する一般販売業（以
下「卸売一般販売業」と
いう。）以外の一般販売
業にあつては、その店舗
の所在地が地域保健法
（昭和22年法律第101
号）第５条第１項の政令
で定める市（以下「保健
所を設置する市」とい
う。）又は特別区の区域
にある場合においては、
市長又は区長）が与え
る。２　前項の許可につ
いては、第６条の規定を
準用する。ただし、同条
第１号の２の規定は、卸
売一般販売業の許可につ
いては、準用しない。
薬局等構造設備規則（昭
和３６年２月１日厚生省
令第２号）

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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具体的事業の
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5005 50050005 とーのう薬局 5 処方せん調剤薬袋節減システム

処方せん調剤において、患者の希望に基
づき、薬剤師の判断で薬袋を節減し、薬
袋相当金額分を患者に還元できるよう法
令を緩和されたい。

慢性疾患などの患者で、服用医薬
品の用法・用量を熟知していてい
る事を薬剤師が確認し、本人の希
望があれば薬袋を節減する。節減
に伴い、相当金額（例えば１薬袋
１０円程度）を患者に還元する。

現状、患者は薬剤情報等で医薬品の用法・用量
は確認でき、あえて薬袋を必要としない患者は
多い。また、服用薬剤の用法・用量も患者に十
分理解して頂けるまで薬剤師が説明することも
必要と考えます。　わが国ににおける紙資源は
貴重ですから、資源の保全効果につながると思
います。
｢環境にやさしい｣あるいは「理解の行き届い
た」という、本来あるべき医薬分業への提案と
考えます。

薬剤師法　第25条　薬剤
師は、販売又は授与の目
的で調剤した薬剤の容器
又は被包に、処方せんに
記載された患者の氏名、
用法、用量その他厚生労
働省令で定める事項を記
載しなければならない。

厚生労働省

5005 50050006 とーのう薬局 6
医療用医薬品買取及び再販売（投薬）
システム

患者が不要とする医療用医薬品を薬局な
どが窓口になり、買取り及び再調剤可能
とするよう法令を緩和されたい。

外用薬等の期限が十分保証され未
開封の医療用医薬品を、薬局など
で一定手数料を科し、該当負担金
分及び該当保健金額を返金する。
また、買取医薬品は再調剤（再投
薬）医薬品として利用する。
将来的には、錠剤等の内服薬にも
品質期限を設けて頂き、医薬品全
般でご検討願いたい。

医薬品の処方期限の撤廃に伴い、湿布等大量に
残されている患者は多い。また、副作用等の問
題で服用できない医薬品が捨てられていく現実
がある。特に世界的にも突出した薬価を有する
医薬品の有効利用をはかり、「過度な医療費」
の抑制の一案件として提案いたします。

薬事法 第24条 薬局開
設者又は医薬品の販売業
の許可を受けた者でなけ
れば、業として、医薬品
を販売し、授与し、又は
販売若しくは授与の目的
で貯蔵し、若しくは陳列
（配慮することを含む。
以下同じ。）してはなら
ない。ただし、医薬品の
製造業者又は輸入販売業
者が、その製造し、又は
輸入した医薬品を、薬局
開設者又は医薬品の製造
業者若しくは販売業者に
販売し、授与し、又はそ
の販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳
列するときは、この限り
でない。
古物営業法　第３条　前
条第２項第１号に掲げる
営業を営もうとする者
は、営業所（営業所のな
い者にあつては、住所又
は居所をいう。以下同
じ。）が所在する都道府
県ごとに都道府県公安委
員会（以下「公安委員
会」という。）の許可を
受けなければならない。
《改正》平14法115２
前条第２項第２号に掲げ
る営業を営もうとする者
は、古物市場が所在する
都道府県ごとに公安委員
会の許可を受けなければ

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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補助
番号
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5006 50060001
ＮＰＯ法人にいがた奥阿賀
ネットワーク

1
体験交流型観光事業に対する旅行業
法の適用除外

以下の条件を満たす体験交流型の観光事
業に限り、旅行業法の適用除外としてほ
しい。　　　①実施団体が市町村の委託
を受けた法人（ＮＰＯ法人を含む。）で
あること。　　　　　　　②旅行の取扱
範囲を当該実施団体が属する過疎又は中
山間地域の市町村に限ること。
③旅行の内容は、地域の素材を活かした
体験交流型の観光事業（グリーンツーリ
ズム、都市と農山漁村との共生・対流）
に限定していること。　　　　　　④料
金は前払い制でないこと。
⑤事業の目的を「学校教育又は一般市民
の社会教育」とすること。

地域外の旅行業者に頼る必要がな
く、地域が主体的に地域の素材を
活かした交流事業が実施できるこ
とで、真の地域活性化が図られ
る。例えば、宿泊、体験指導料な
どの経済効果や人材育成、教育効
果のほか、当該交流事業による一
定の収入の見込みが立つことで、
他の地域からの人材を受け入れる
ことも可能となり、過疎対策にも
つながる。また、地域から離れた
所にある旅行業者では、インスト
ラクターの手配などの調整を行う
ことは、現実的には難しい。都市
と農山漁村との共生・対流を進め
ていく上でも、地域の自立は必要
であり、今回提案の緩和措置を実
施することで、地域の自立が促進
される。

①体験交流型の観光事業は、一般的に取扱い金
額が小口である。また今回想定している事業で
は、通常の旅行業と比べて範囲・事業規模を著
しく限定していることや、市町村の関与もある
ことなどから、ビジネスよりもむしろ公共性を
有する「地域づくり」の性格が強いと考えるた
め。　　　②料金が前払い制でないことで、消
費者保護は図られると考えるため。

旅行業法第２条、第３条 国土交通省

5006 50060002
ＮＰＯ法人にいがた奥阿賀
ネットワーク

2
体験交流型観光事業に限定した第２種
旅行業の営業保証金及び基準資産額
の減額

以下の条件を満たす体験交流型の観光事
業に限り、旅行業法に定める営業保証金
及び基準資産額の全廃又は減額措置をお
願いしたい。　　　　　　①実施団体が
市町村の委託を受けた法人（ＮＰＯ法人
を含む。）であること。　　②旅行の取
扱範囲を当該実施団体が属する過疎又は
中山間地域の市町村に限ること。　　③
旅行の内容は、地域の素材を活かした体
験交流型の観光事業（グリーンツーリズ
ム、都市と農山漁村との共生・対流）に
限定していること。　　　　　　④料金
は前払い制でないこと。　　　⑤旅行業
法第11条の２で定める旅行業務取扱主任
者は必置とする。　　　　⑥事業の目的
を「学校教育又は一般市民の社会教育」
とすること。

行政の委託を受けたＮＰＯ等地域
団体が旅行業の登録を受けやすく
なることで、地域外の旅行業者に
頼る必要がなく、独自の体験交流
の実施が可能となる。このことに
より、以下の効果が考えられる。
①地域に経済効果が発生する。②
地域の人材育成（特に高齢者）が
進む。③当該事業を通して、一定
の収入が見込まれることで、地域
外から人材を誘致することがより
容易になる。④地域から離れた所
にある旅行業者では、インストラ
クターの手配などの調整を行うこ
とは、現実的には難しい。都市と
農山漁村との共生・対流を進めて
いく上でも、地域の自立は必要で
あり、今回提案の緩和措置を実施
することで、地域の自立が促進さ
れる。

①体験交流型の観光事業は一般的に取扱い金額
が小口である。また今回想定している事業で
は、通常の旅行業と比べて範囲・事業規模を著
しく限定していることや、市町村の関与もある
ことなどから、ビジネスよりもむしろ公共性を
有する「地域づくり」の性格が強いと考える。
②料金が前払い制でないこと、また旅行業務取
扱責任者を置くことで、消費者保護は図られる
と考える。　　　　　　　　　　　　　　③既
存の旅行業者に頼らず地域の個性を活かした事
業を進めていくために、旅行業法で定める営業
保証金及び基準資産額は、その事業規模に比し
て高額と考える（第３種旅行業では主催旅行が
実施できない）。営業保証金については、２億
円未満の取扱金額の場合、一律同額であるが、
今回想定している事業は、多額な事業になると
は思われないことから、全廃又は減額をお願い
したい。また、基準資産額については、平成17
年度に予定されている商法改正において、株式
会社及び有限会社の最低資本金制度の撤廃が見
込まれることから、それとの整合性も踏まえ
て、全廃又は減額をお願いしたい。

旅行業法第６条第１項第
８号（旅行業法施行規則
第３条）、同法第７条、
同法第８条（旅行業法施
行規則第７条別表）

国土交通省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5006 50060003
ＮＰＯ法人にいがた奥阿賀
ネットワーク

3
体験交流型観光事業に限定した第３種
旅行業の業務範囲の拡大

以下の条件を満たす体験交流型の観光事
業に限り、旅行業法に定める第3種旅行業
であっても、主催旅行を実施できるよう
お願いしたい。　　　　　　①実施団体
が市町村の委託を受けた法人（ＮＰＯ法
人を含む。）であること。　　②旅行の
取扱範囲を当該実施団体が属する過疎又
は中山間地域の市町村に限ること。
③旅行の内容は、地域の素材を活かした
体験交流型の観光事業（グリーンツーリ
ズム、都市と農山漁村との共生・対流）
に限定していること。　　　　　　④料
金は前払い制でないこと。　　　⑤旅行
業法第11条の２で定める旅行業務取扱主
任者は必置とする。　　　　⑥事業の目
的を「学校教育又は一般市民の社会教
育」とすること。

行政の委託を受けたＮＰＯ等地域
団体が旅行業の登録を受けやすく
なることで、地域外の旅行業者に
頼る必要がなく、独自の体験交流
の実施が可能となる。このことに
より、以下の効果が考えられる。
①地域に経済効果が発生する。②
地域の人材育成（特に高齢者）が
進む。③当該事業を通して、一定
の収入が見込まれることで、地域
外から人材を誘致することがより
容易になる。④地域から離れた所
にある旅行業者では、インストラ
クターの手配などの調整を行うこ
とは、現実的には難しい。都市と
農山漁村との共生・対流を進めて
いく上でも、地域の自立は必要で
あり、今回提案の緩和措置を実施
することで、地域の自立が促進さ
れる。

地域外の旅行業者に頼らず、地域の判断で体験
交流を進めていくことに対して、第3種旅行業
では主催旅行ができないことと、第2種旅行業
における基準資産額及び営業保証金の額が高額
であることが支障となっている。今回想定して
いる体験交流型の観光事業では、行政の担保が
あり、また事業範囲や規模も通常の旅行業と比
べて、著しく低いことから、法人の資産や営業
保証金も低額で済むと思われるため、第3種旅
行業でもって主催旅行を実施できるようにして
ほしい。

旅行業法施行規則第１条
の２

国土交通省

5007 50070001 社団法人第二地方銀行協会 1
銀行及びその子会社等において販売で
きる保険商品の全面解禁

銀行およびその子会社等において販売で
きる保険商品を早期に全面解禁する。ま
た、全面解禁時において、銀行のみに対
する過度な販売規制を設けることがない
ようにしてほしい。

銀行およびその子会社等により販売できる保険
商品が、販売規制されることなく全面解禁され
れば、保険商品の販売チャネルが増え、地域の
顧客・消費者に質の高い保険販売サービスの提
供が可能となる。

保険業法第275条
保険業法施行規則第211
条、第211条の２、第211
条の３　　　銀行法第16
条の2　　　銀行法施行
規則第17条の3第2項

金融庁
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5007 50070002 社団法人第二地方銀行協会 2
保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

保険業法施行規則の非公開情報保護措置
を撤廃する。

銀行が保険以外の商品を販売する場合や銀行以
外の代理店は、対象外であり、妥当性がない。
また、銀行が保険募集を行う際には、非公開情
報利用を事前に同意を得る必要があるが、実務
上、募集、商品説明等を行う前に同意を得るこ
とについて顧客の理解を得るのが難しい。な
お、契約者の個人情報保護については、平成17
年4月に施行される個人情報保護法の規制で十
分であると考える。

保険業法第275条第1項第
1号、保険業法施行規則
第211条第1項第2号

金融庁

5007 50070003 社団法人第二地方銀行協会 3
信託代理店における信託併営業務の
取扱禁止業務の撤廃

信託代理店の取扱業務に不動産媒介業務
や遺言執行業務を認める。

信託代理店において、遺言執行業務を取扱うこ
とができれば、地域における遺言信託へのニー
ズに応えることができる。
また、不動産の売買・賃借の媒介・代理等の不
動産関連業務が信託代理店に解禁されれば、不
動産を含めた資産に関する総合的なコンサル
ティングサービスの提供が可能になる。

金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律第5条
金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律施行令
第2条の2
金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律施行規
則第2条の2、第7条の2の
2第2項

金融庁
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5007 50070004 社団法人第二地方銀行協会 4 銀行による投資顧問業務の解禁
銀行本体による投資顧問業務を解禁して
ほしい。

現在の投資信託は、直接金融でありながら、証
券会社・信託銀行・投資顧問会社・銀行など中
間マージンが大きく、コストが割高である。直
接金融発展の観点から、規制緩和の努力が必要
であると考える。

銀行法第10条第2項、第
11条

金融庁

5007 50070005 社団法人第二地方銀行協会 5
ビジネスマッチング業務等に係る地域
金融機関本体及びその子会社への不
動産仲介業務の一部解禁

地域銀行において、ビジネスマッチング
業務や不良債権処理に関連する範囲で、
不動産仲介業務を行うことを認めてほし
い。

①ビジネス・マッチング業務や不良債権処理等
から派生して、不動産絡みの案件が生じている
こと、②従前から、預貸業務（住宅ローン等を
含む）においても、同業務から派生して、不動
産関係の相談を受ける機会があること、等か
ら、不動産売買・仲介業務の取扱が可能になれ
ば、リレーションシップバンキングの機能強化
に役立ち、顧客に対して総合的な充実したサー
ビスを提供することができる。

銀行法第12条 国土交通省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070006 社団法人第二地方銀行協会 6
コミットメントライン契約適用対象の拡
大

コミットメントライン契約の適用対象を
拡大し、中小企業（資本金3億円以下）の
ほか地方公共団体・特別法に定められた
地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業等にとっ
ても有益な資金調達手段であり、借主の対象に
中小企業等を追加し、資金調達手段の多様化を
図ることが必要である。

特定融資枠契約に関する
法律第2条

法務省

5007 50070007 社団法人第二地方銀行協会 7
銀行の「その他の付随業務」の更なる
緩和

その他の付随業務については、これまで
緩和されてきているが、更に、①顧客か
らの委託に応じて「金融経済の調査・研
究」を行うこと、②ＩＳＯ、プライバ
シーマーク等の認証希望先をコンサル
ティング会社への紹介し、成功した場合
にコンサルティング会社から手数料を得
ることを認めてほしい。

①取引先のニーズに応え、銀行業務を通して
培った人材の有効活用を可能とし、②銀行の手
数料収入の増強が図られるとともに、顧客の認
証取得ニーズに応えることのできるほか、コン
サルティング会社にとってもニーズの発掘が可
能となる。

銀行法第10条第2項
中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針（平
成16年5月31日）Ⅲ－２
－２

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070008 社団法人第二地方銀行協会 8
リストラにより生じた遊休不動産等の有
効活用の自由化

①リストラ等により、営業用不動産で
あったものが業務の用に供されなくなっ
た場合に、第三者への賃貸等を行うこ
と、②老朽化した店舗を建て替える場
合、銀行利用階以外を賃貸すること、③
銀行の駐車場の一部をコインパークとし
て賃貸すること、等について自由化して
ほしい。

以下の理由による。
①銀行が固有業務を遂行する中で正当に生じた
余剰能力を将来にわたり活用するのは企業活動
として当然の行為であり、収益基盤の強化にも
結びつくこと
②老朽化した店舗を建て替える場合、特に都市
部においては市場環境により建物規模を決定す
るのが一般的であり、銀行利用階以外を賃貸す
ることにより、収益向上につながること
③駐車場の一部をコインパークとして賃貸する
ことにより不法駐車を防止し、銀行にとっても
収益向上につながること
④当該業務により、銀行の固有業務が影響を受
け、顧客に対するサービス低下や預金者の資産
や取引者の安全を害する事態は生じないこと
⑤第三者に利用を認めることにより、地域の活
性化にも結びつくこと。

銀行法第12条
事務ガイドライン（第一
分冊:預金取扱い金融機
関関係）の一部改正（平
成15年6月30日）［廃
止］
中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針（平
成16年5月31日）Ⅲ－２
－２

金融庁

5007 50070009 社団法人第二地方銀行協会 9
信用保証協会の私募債の適債基準の
緩和

純資産額1億円以上3億円未満の中小企業
も対象としてほしい。

成長企業における資金調達がより柔軟に行える
ようになり、地元企業の成長・発展に貢献でき
る。

中小企業信用保険法第3
条の９
中小企業信用保険法施行
規則8条

中小企業庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070010 社団法人第二地方銀行協会 10
店舗の営業時間に係る規制の撤廃もし
くは届出の簡素化

店舗の営業時間の規制（午前9時から午後
3時まで）を撤廃するか、もしくは営業時
間を変更する場合の届出を事後届出へ移
行する。

以下のような現状を踏まえると、現行の画一的
な営業時間規制を行っていかなければならない
必然性は薄まってきており、今後は各行の自己
責任において、顧客のニーズ、利便性の確保を
踏まえた店舗運営を行うことで特に問題ないも
のと考えられる。
・現行の店舗の営業時間の規制は、窓口業務を
想定したものであり、銀行業務の多様化や機械
化、インターネットバンキング、コンビニＡＴ
Ｍの登場により、従来の窓口業務を想定した営
業時間の概念は陳腐化している。
・インストアブランチなどでは、出店先である
スーパーマーケット等の店舗の開店時間（例え
ば午前10時）に合わせて営業を開始する事例も
増えている。
・最小限の人員による小型店舗の場合、営業時
間を地域特性に合わせた時間帯に絞り込むこと
で、防犯上、労務管理上の負担が軽減される。
また、個別事情を勘案して営業所ごとの規制緩
和とした場合、顧客への周知等の措置を徹底し
たうえで、届出を事後とすることで事務負担の
軽減と店舗運営の機動性確保を図っていただき
たい。

銀行法施行規則第16条、
35条1項７

金融庁

5007 50070011 社団法人第二地方銀行協会 11 生命保険の構成員契約規制の廃止 生命保険の構成員契約規制を廃止する。

構成員契約規制は、生命保険会社と募集代理店
契約を締結した企業が優越的な地位の濫用や圧
力募集を行うことを防止することを目的として
設けられているものであるが、実態に係わらず
事前かつ一律に募集を禁止しているため、顧客
の申し出による場合にも保険の販売ができず、
顧客利便性の観点で問題である。
また、生命保険を募集する際、顧客勤務先の確
認が必要であり、これが実務上の負担となって
いる。
損害保険や第三分野商品には構成員契約規制は
なく、生命保険だけ規制する理由はないと考え
る。
銀行による保険募集については、圧力募集防止
のための弊害防止措置が検討されており、構成
員契約規制は二重規制になる。

保険業法第300条第1項第
9号
保険業法施行規則第234
条第1項第2号　　　平成
10年大蔵省告示第238号

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070012 社団法人第二地方銀行協会 12 電磁的方法による決算公告の許容
銀行も電磁的方法による決算公告が可能
になるよう、銀行法上の手当てを行う。

インターネットの普及により、商法が改正され
たことに鑑みれば、銀行だけ制約を設ける理由
はないと考える。

銀行法第20条、第57条 金融庁

5007 50070013 社団法人第二地方銀行協会 13
確定拠出年金における運用管理業務
の範囲の縮小

運用方法に係る情報提供業務は、運用管
理業務に該当しないこととする。

運用方法に係る情報提供業務が運用関連業務に
該当しないこととなれば、営業職員が確定拠出
年金の概要および各運用商品の説明を行うこと
ができ、効率的な営業活動が可能となる。これ
により確定拠出年金の加入者がより増加し、制
度もより広まることが期待できる。

確定拠出年金運営管理機
関に関する命令第10条第
1号

厚生労働省、金
融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070014 社団法人第二地方銀行協会 14
銀行取引における本人確認書類の緩
和

金融機関等による顧客等の本人確認等に
関する法律施行規則第4条第1項第1号のへ
では、写真付書類は官公庁が発行・発給
したものに限られているが、書類の発行
体を以下のように緩和してほしい。
①独立行政法人が発行した写真付書類
を、本人確認書類として認めてほしい。
②学校法人や私企業のうち、地域におけ
る知名度が高く、金融機関が適当である
と判断した企業等の社員証や学生証につ
いても本人確認書類として認めてほし
い。

写真付書類は、本人以外の第三者による使用が
難しいことから、発行体を緩和することで、本
人確認作業の円滑化が図れる。

金融機関等による顧客等
の本人確認等に関する法
律第3条第1項
金融機関等による顧客等
の本人確認等に関する法
律施行規則第3条第1項1
号
同規則第4条第1項第1号
のへ

金融庁

5007 50070015 社団法人第二地方銀行協会 15
天災等により短期間臨時休業した場合
の公告の廃止

天災等により短期間（例えば1週間）臨時
休業した場合についての公告を廃止す
る。

臨時休業するのは、風水害、地震等の場合が考
えられるが、そうした混乱時に公告の手配まで
することは負担が大きい。

銀行法第16条第1項
銀行法施行規則第17条第
3項

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070016 社団法人第二地方銀行協会 16 裁量労働制の緩和

現在は裁量労働制の対象外となっている
以下の業務を、対象業務に指定してほし
い。
ｏ専門業務型裁量労働制
　・対象業務に社会保険労務士、ＦＰ技
能士を加える。
ｏ企画業務型裁量労働制
　・個別の営業活動の業務を加える。
　・営業店（支店）単位で、営業方針や
営業に関する計画を策定する業務を加え
る。

裁量労働制の対象業務を拡大することにより、
業務内容の多様化・成果主義が浸透した実情に
沿う形の就労形態をとることができる。

労働基準法38条の3、4 厚生労働省

5007 50070017 社団法人第二地方銀行協会 17 紹介予定派遣期間の緩和
紹介予定派遣の期間を1年以上に延長す
る。

派遣社員の業務適正の見極めや、派遣社員が業
務内容等について十分に理解するため。

派遣元事業主が講ずべき
措置に関する指針（平成
15年厚生労働省告示第
448号）第2－12－(1)

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070018 社団法人第二地方銀行協会 18
信用保証業務を営む子会社の業務範
囲の拡大

信用保証業務を営む銀行の子会社が事業
性ローンに係る信用保証を行うことを可
能とする。

事業性ローンに係る信用保証が追加されれば、
銀行が行う担保・個人保証に依存しない事業性
ローンについて、債権回収管理上分離して扱う
ことが可能となり貸出商品組成の自由度が増大
し、地域の中小零細企業に柔軟性のある保証
サービスを提供できる。

銀行法施行規則第17条の
3第2項第3号
平成10年11月24日付金融
監督庁・大蔵省告示第9
号
中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針Ⅲ－
２－７－１（3）①

金融庁

5007 50070019 社団法人第二地方銀行協会 19
自己競落会社の対象物件等に係る規
制の緩和

親銀行の貸出金等に係る担保物件だけで
はなく、子会社・関連会社の担保物件も
可とする。

銀行グループとしての債権回収の円滑化に資す
ると考えられる。

中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針Ⅲ－
２－７－２

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070020 社団法人第二地方銀行協会 20
複数銀行による従属業務会社の共同
設立の容認

銀行法施行規則第17条の3第1項第1号～第
21号に定める業務について、当該銀行及
びその子会社の収入依存度規制を緩和
し、共同設立を容易にする。

複数銀行による従属子会社の共同設立ができれ
ば、銀行の経営の効率化を図ることができる。

中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針Ⅲ－
２－７－１
金融庁告示第34号、36
号、38号（収入依存度規
制告示）

金融庁

5007 50070021 社団法人第二地方銀行協会 21
銀行子会社が行う集配金業務等に係る
収入依存度の撤廃

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号～
第21号に定める業務（現金・小切手輸送
業務、集配業務、有価証券の受け渡し業
務）について、当該銀行及びその子会社
の収入依存度規制を撤廃し、集配金業務
等の受託を容易にする。

集配金業務は顧客からのアウトソースニーズが
高い業務であり、銀行が収入依存度に縛られる
ことなく集配金事務を受託できれば、顧客利便
性の向上を図りつつ、銀行経営の効率化を図る
ことができる。

中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針Ⅲ－
２－７－１
金融庁告示第34号、36
号、38号（収入依存度規
制告示）

金融庁
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5007 50070022 社団法人第二地方銀行協会 22
銀行子会社における代理店の取扱可
能業務の拡大

銀行子会社における代理店の取扱可能な
業務に保険の販売、投資信託の販売を追
加する。

代理店の業務制限が緩和されれば、多様な顧客
のニーズに対応できる。

銀行法施行規則　9条の3
第2項
平成11年金融監督庁告示
第10号第2条（平成11年4
月1日）
平成14年金融庁告示第33
号(平成14年3月29日)

金融庁

5007 50070023 社団法人第二地方銀行協会 23
債権管理回収会社（サービサー）の取
扱い可能債権の範囲拡大

サービサー会社の取扱対象債権として限
定列挙されている「特定金銭債権」の範
囲を見直し、拡大する。

不良債権の早期解決を図ることが可能となる。

債権管理回収業に関する
特別措置法第2条
債権管理回収業に関する
特別措置法施行令第3条

法務省
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5007 50070024 社団法人第二地方銀行協会 24
金融業務における労働者派遣事業に
係る規制の緩和

労働者派遣法施行令第4条第25号において
規定する「金融商品の営業関係の業務」
の範囲に貸出関連商品の販売、クレジッ
トカード業務等を追加する。また、特定
26業務と自由化業務の区分、派遣期間の
上限を撤廃する。

金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規
定する金融商品は預金業務について規定してい
るものであり、貸出関連商品の説明・相談・契
約締結については、より高度な専門性を有する
ものである。派遣労働者の採用が多くなってい
る中で、貸出関連商品の販売、クレジットカー
ド業務等の追加や派遣期間の延長が可能となれ
ば、派遣社員の能力発揮による就労機会の拡大
が図られる。

労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に
関する法律第40条の2
同施行令　第4条第25号
労働者派遣事業に関する
実務指針（労働者派遣事
業関係業務取扱要領）第
9－4－（25）
派遣先が講ずべき措置に
関する指針（平成11年労
働省告示第138号）第2－
3

厚生労働省

5007 50070025 社団法人第二地方銀行協会 25
労働者派遣事業に係る「派遣元責任者
の選任方法」の見直し

派遣元責任者の選任方法について、現行
規制を見直し、例えば「派遣先事業所50
先につき1人、または派遣労働者200人に
つき1人の単位を1単位として、いずれか
多い数の派遣元責任者を選任する」等と
緩和する。

・現行の派遣元責任者の選任数は派遣労働者数
を基準としているが、このことについては、派
遣元責任者が労働者に対して行う助言・指導や
苦情処理等の業務を考慮すれば、当然にその合
理性は認められる。
・しかし、派遣元責任者が実際にそれら業務を
行う場合は、派遣先との連絡や折衝が不可欠で
あり、事業所数の多寡が業務に直接影響を与え
ているのが実情である。
・また、派遣元責任者にとっては、近時の規制
緩和による派遣期間の長期化や労務管理の合理
化により、派遣労働者数が増加しても事業所数
の増加ほどには業務への影響を受け難い。
・こうした状況を考慮するれば、派遣元責任者
については、むしろ派遣事業所数を重視して応
分の選任数を定めることが適当であり、派遣労
働者数の基準は派遣期間の長期化等を踏まえ緩
和・見直しすべきである。

労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備に関
する法律第36条
同施行規則第29条

厚生労働省
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5007 50070026 社団法人第二地方銀行協会 26 生命保険募集人登録の簡素化
生命保険募集人登録に際して、登録申請
者の住民票またはこれに代わる書類の提
出について、その写しでも可とする。

生命保険募集人登録に際して、登録申請者の住
民票等を提出することは、登録対象者および登
録金融機関双方にとって事務負担が大きく、簡
素化してほしい。

保険業法第277条、第280
条
保険業法施行規則第214
条第1項第3号
金融庁事務ガイドライン
（保険会社関係）2-3

金融庁

5007 50070027 社団法人第二地方銀行協会 27
確定拠出年金運営管理機関登録申請
の簡素化

登録申請手続における「役員の住民票の
抄本又はこれに代わる書類」について、
その写しでも可とする。

確定拠出年金運営管理機関の登録・変更の事務
処理の簡素化・迅速化が実現する。

確定拠出年金法第89条、
第92条
確定拠出年金運営管理機
関に関する命令第3条、
第5条

厚生労働省、金
融庁
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5007 50070028 社団法人第二地方銀行協会 28
金融先物取引業に係る役員等の変更
時の手続の簡素化

履歴書について、本人の署名押印を省略
し、また、成年被後見人に該当しない旨
の証明書は廃止する。

①銀行法第7条の2において、銀行の常務に従事
する取締役は、銀行の経営管理を的確、公正か
つ効率的に遂行することができる知識および経
験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者
でなければならないとされており、銀行の取締
役に業者不適格者が就任することは考えられな
い。
②事務手続の簡素化を図る。

金融先物取引法第63条
金融先物取引法施行規則
第15条1項第3号

金融庁

5007 50070029 社団法人第二地方銀行協会 29
タリバーン関係者等の取引調査報告の
一本化・電子化

報告先・報告様式を一本化するか、電磁
的方法（インターネット）による報告を
可能にする。

財務省に対する「資本取引の状況に関する特別
の報告」と金融庁に対する「タリバーン関係者
等と関連すると疑われる取引の届出」がほぼ同
じ内容になっている。これを一本化することに
より、事務の軽減になる。

組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関す
る法律第54条1項
タリバーン関係者等と関
連すると疑われる取引の
届出について（要請）
（金融庁通達）
外国為替及び外国貿易法
第55条の8

金融庁、財務省

33/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
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5007 50070030 社団法人第二地方銀行協会 30
証券業務を営む営業所に係る届出事
項の簡素化

証券業務を営む営業所に関して「位置の
変更」があった場合の届出を不要とし、
証券業の登録申請書第5面（証券業務を営
む本店その他の営業所又は事務所の名称
及び所在地）において、営業所又は事務
所の所在地の記載を不要とする。

証券業務を営む営業所の「位置の変更」の届出
は提出頻度が高く、事務負担が大きい。また、
当局が個々の「証券業務を営む営業所の位置」
まで把握する必要はないと考える。

証券取引法第65条の2第5
項において準用する同法
第30条第1項
金融機関の証券業務に関
する内閣府令第12条

金融庁

5008 50080001

企業の資金調達の円滑化に関
する協議会
(略称:企業財務協議会)
http://www.enkt.org/

1 租税条約に関する届出の簡素化

①　米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、お
よそ30年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に対す
る租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国
政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」が平成16年3月30日
をもって発効し、源泉徴収される租税については、7月1日以後
の課税分に適用されている。
②　今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、
OECD条約モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済関
係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、投資所得
に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに、条約濫用に
よる租税回避の防止規定を設けるなど、今までの条約やこれま
での我が国の租税条約にない新しい規定が盛り込まれた。
③　しかしながら、特に使用料については一律源泉地国免税と
の趣旨ではあるが、実際に税の免除を受けようとする場合に
は、税務署に一連の租税条約に関する届出書を提出する必要が
あり、その提出書類も旧条約下で税の軽減を受ける場合よりも
より煩雑なものとなっている。これら書類整備や手続き等のた
め、契約から使用料の支払いまでに2～3ヵ月以上を要する場合
も有る。これらのタイムラグはビジネス上の大きな制約であり
改善が求められる。
④　具体的には、「租税条約に関する届出書（様式3）」につ
いては、現在、使用料の支払いをする前日までにその支払者の
所轄税務署長に提出することになっているが、日米の関係者双
方による書類作成およびデリバリーに通常2～3週間程度を要す
ることから、今回の迅速な投資・技術導入のために整備された
条約の趣旨に鑑み、せめて送金後、速やかに提出することで可
とする方向で見直しが必要である。
⑤　また、「特典条約に関する付表（様式17）」については、
これに居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書を添付
のうえ、上記の様式3と合わせて、使用料の支払いをする前日
までにその支払者の所轄税務署長に提出することになっている
が、居住者証明書の取得には通常2～3ヶ月程度を要することか
ら、上記同様条約の趣旨に鑑み、せめて送金後、居住者証明書
を居住地国の権限ある当局から受領後速やかに提出することで
可とする方向で見直しが必要である。
⑥　さらに、上記様式17に添付する居住地国の権限ある当局が
発行した居住者証明書については、これを原本でなくてはなら
ないとされているが、これも上記同様条約の趣旨に鑑み、せめ
て原本の写しで可とする方向で見直しが必要である。

①　米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、およそ30
年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に対する租税に関す
る二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆
国政府との間の条約」が平成16年3月30日をもって発効し、源泉徴収さ
れる租税については、7月1日以後の課税分に適用されている。
②　今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、OECD条約
モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、
積極的に投資交流の促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税
を大幅に軽減するとともに、条約濫用による租税回避の防止規定を設
けるなど、今までの条約やこれまでの我が国の租税条約にない新しい
規定が盛り込まれた。
③　しかしながら、特に使用料については一律源泉地国免税との趣旨
ではあるが、実際に税の免除を受けようとする場合には、税務署に一
連の租税条約に関する届出書を提出する必要があり、その提出書類も
旧条約下で税の軽減を受ける場合よりもより煩雑なものとなってい
る。これら書類整備や手続き等のため、契約から使用料の支払いまで
に2～3ヵ月以上を要する場合も有る。これらのタイムラグはビジネス
上の大きな制約であり改善が求められる。
④　具体的には、「租税条約に関する届出書（様式3）」については、
現在、使用料の支払いをする前日までにその支払者の所轄税務署長に
提出することになっているが、日米の関係者双方による書類作成およ
びデリバリーに通常2～3週間程度を要することから、今回の迅速な投
資・技術導入のために整備された条約の趣旨に鑑み、せめて送金後、
速やかに提出することで可とする方向で見直しが必要である。
⑤　また、「特典条約に関する付表（様式17）」については、これに
居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書を添付のうえ、上記
の様式3と合わせて、使用料の支払いをする前日までにその支払者の所
轄税務署長に提出することになっているが、居住者証明書の取得には
通常2～3ヶ月程度を要することから、上記同様条約の趣旨に鑑み、せ
めて送金後、居住者証明書を居住地国の権限ある当局から受領後速や
かに提出することで可とする方向で見直しが必要である。
⑥　さらに、上記様式17に添付する居住地国の権限ある当局が発行し
た居住者証明書については、これを原本でなくてはならないとされて
いるが、これも上記同様条約の趣旨に鑑み、せめて原本の写しで可と
する方向で見直しが必要である。

「所得に対する租税に関
する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本
国政府とアメリカ合衆国
政府との間の条約」

「所得税法等の一部を改
正する法律（平成16年法
律第14号）」

「法人課税関係の申請、
届出等の様式の制定につ
いて」（法例解釈通達）

財務省
国税庁
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5008 50080002

企業の資金調達の円滑化に関
する協議会
(略称:企業財務協議会)
http://www.enkt.org/

2
租税条約に関する親子会社間の融資
等に関わる利子の源泉徴収免除

①　米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、お
よそ30年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に対す
る租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国
政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」が平成16年3月30日
をもって発効し、源泉徴収される租税については、7月1日以後
の課税分に適用されている。
②　今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、
OECD条約モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済関
係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、投資所得
に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに、条約濫用に
よる租税回避の防止規定を設けるなど、今までの条約やこれま
での我が国の租税条約にない新しい規定が盛り込まれた。すな
わち、新条約においては、日米間の配当、利子及び使用料の支
払における源泉地国課税（源泉徴収税率）が大幅に引き下げら
れ、特に使用料、一定の親子間配当、及び、一定の主体の受け
取る利子については源泉地国免税となった。
③　しかしながら、一般事業会社である日本法人が米国に子会
社を設立した場合など、相互に企業グループキャッシュマネジ
メントのオペレーションの一環として親子会社間で融資を行っ
た際の利子については、今回の条約改正において源泉徴収免除
となっていない。
 一方で、親子間の配当に関する利子や、国債への投資に関す
る利子や金融機関に関わる債券の利子については源泉徴収免除
となっていることとの比較においても、著しく不利な条件と
なっている。
これらはわが国企業のビジネス上の大きな制約であり、改善が
求められる。（米国が他の主要先進国と結んでいる租税条約で
は、利子は相互主義により原則源泉地国免税の取扱いとなって
いる。日米間で利子の源泉課税があることにより、米国におい
て活動する欧州グループ企業に比して、日本のグループ企業は
親子間の金融取引・キャッシュマネジメントオペレーションに
おいて競争上、依然として不利な立場に置かれている。）
今回、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資
交流の促進を図るため、また迅速な投資・技術導入のために整
備された条約の趣旨に鑑み、さらに円滑なクロスボーダーペイ
メントを可能とするためにもこうした不均衡は見直しが必要で
ある。

①　米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、およそ30
年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に対する租税に関す
る二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆
国政府との間の条約」が平成16年3月30日をもって発効し、源泉徴収さ
れる租税については、7月1日以後の課税分に適用されている。
②　今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、OECD条約
モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、
積極的に投資交流の促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税
を大幅に軽減するとともに、条約濫用による租税回避の防止規定を設
けるなど、今までの条約やこれまでの我が国の租税条約にない新しい
規定が盛り込まれた。すなわち、新条約においては、日米間の配当、
利子及び使用料の支払における源泉地国課税（源泉徴収税率）が大幅
に引き下げられ、特に使用料、一定の親子間配当、及び、一定の主体
の受け取る利子については源泉地国免税となった。
③　しかしながら、一般事業会社である日本法人が米国に子会社を設
立した場合など、相互に企業グループキャッシュマネジメントのオペ
レーションの一環として親子会社間で融資を行った際の利子について
は、今回の条約改正において源泉徴収免除となっていない。
 一方で、親子間の配当に関する利子や、国債への投資に関する利子や
金融機関に関わる債券の利子については源泉徴収免除となっているこ
ととの比較においても、著しく不利な条件となっている。
これらはわが国企業のビジネス上の大きな制約であり、改善が求めら
れる。（米国が他の主要先進国と結んでいる租税条約では、利子は相
互主義により原則源泉地国免税の取扱いとなっている。日米間で利子
の源泉課税があることにより、米国において活動する欧州グループ企
業に比して、日本のグループ企業は親子間の金融取引・キャッシュマ
ネジメントオペレーションにおいて競争上、依然として不利な立場に
置かれている。）
今回、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の
促進を図るため、また迅速な投資・技術導入のために整備された条約
の趣旨に鑑み、さらに円滑なクロスボーダーペイメントを可能とする
ためにもこうした不均衡は見直しが必要である。

「所得に対する租税に関
する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本
国政府とアメリカ合衆国
政府との間の条約」

「所得税法等の一部を改
正する法律（平成16年法
律第14号）」

財務省
国税庁

5009 50090001 (株)日立ライフ 1
建設業「経営管理者」の資格要件の撤
廃または規制緩和

建設業の許可条件の経営管理者はイ．建
設業に5年以上経営業務の管理責任者経
験、 ロ．国土交通大臣認定者。この認定
者とは昭和47年（1972年）建設省告示第
351号で①他の建設業の7年以上の経営業
務管理責任者経験、②同種の建設業の7年
以上経営管理者に準ずる地位にあって経
営業務を補佐した経験を有する者。と規
定されている。この規定を撤廃または緩
和(役員経験1年以上など）していただき
たい。

法人で組織的に事業を経営している場合、経営
者の他に経営管理者を置く必要性が認められな
い。特に建設業を兼業する法人では、役員5
年、または建設、総務、経理部長7年の者を探
すのが困難な状況にあり、役員任期の延長や他
社役員経験者を雇うなどの措置をとるケースも
みうけられ、経営の実態にそぐわないのが実状
である。

建設業法第7条第1号およ
び第15条第1号、昭和47
年建設省告示第351号

国土交通省
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5009 50090002 (株)日立ライフ 2 建設業「財産的基礎」の見直し

建設業許可条件の財産的基礎の３項目の
うち流動比率について不動産業を兼業す
る場合は、この条件を５０％に緩和して
いただきたい。

流動比率は貸借対照表の流動資産（現金、売掛
金、商品・製品等）を流動負債（買掛金、短期
借入金等）で除した数値の百分率で現わしたも
のであるが、不動産業を兼業する場合、借入金
で土地や建物を手当てすることから、流動比率
が７５％を下回る場合が多い。規制をクリアす
るため許可更新の前年度決算に合せ短期借入金
から長期借入金（固定負債）に借り替えを余儀
なくされ、金利負担が増加し経営を圧迫してい
る。

平成13年4月3日国総建第
97号

国土交通省

5009 50090003 (株)日立ライフ 3 介護保険法の住宅改修費の取扱い

居宅介護住宅改修費（20万円限度）の支
給は、償還払いとして一たん利用者が住
宅改修業者に全額支払い、審査終了後に
利用者に支給されるが、保険金支払いは
住宅ﾘﾌｫｰﾑ会社等の代理受領または利用者
の差額負担で済むような措置を要望いた
します。

。
支給対象者は年金生活者が多く、利用者にとっ
て大きな負担となっている。

介護保険法施行規則第75
条、94条

厚生労働省
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5009 50090004 (株)日立ライフ 4 介護保険法の住宅改修費の申請業務

居宅介護住宅改修費の保険申請に当っ
て、ケアマネージャが関わるケースが多
く一定の条件下での報酬制度化を要望い
たします。

申請者が視力に難がある場合や手が不自由など
申請書記入が困難な場合に、ケアマネージャの
申請手続き代行に報酬が支払えれば、利用者が
気兼ねなく相談や申請が行えるようになり、利
用者の心理的負担が軽減する。

厚生労働省

5010 50100001 京丹後市 1

地方財政法に係る規制緩和
（ミニ公募債やＰＦＩ法人の設立等による
適用の明確化、合併特例債の適用対
象についての規制緩和を含む）

国・府が整備する広域道路建設等の公共
事業については、地方財政法により市町
村にその整備費用を負担させてはならな
いこととされているが、これを緩和し、
市町村や民間が望む場合は市町村の財源
又は民間資金を広域的な公共事業に投下
できる仕組みをつくることにより、喫緊
に整備が望まれる公共事業の工期短縮、
早期完成をめざし、市域の振興・発展を
図る。

　国・府が整備する広域道路建設
等の公共事業については、地方財
政法により市町村にその整備費用
を負担させてはならないこととさ
れているが、これを緩和し、市町
村や民間が望む場合は市町村の財
源又は民間資金を広域的な公共事
業に投下できる仕組みをつくるこ
とにより、喫緊に整備が望まれる
公共事業の工期短縮、早期完成を
めざし、市域の振興・発展を図
る。また、ミニ公募債や合併特例
債の対象となることを明確化する
ほか、ＰＦＩ法人の設立等を通じ
た民間の資金投入を可能とする。
　なお、市町村の財源又は民間資
金の投入により、広域的な公共事
業計画のあり方に、ゆがみを生じ
させる（財政力のある所が先行す
ることにより、財政力のない所が
遅れる）ことがあってはならない
ため、例えば道路整備の場合にお
いては事業区画化されていること
を前提とするなど、「当該事業が
具体的に着手中」である場合に限
り、本特例を認めるものとする。
 おって、全国的な規制改革を求
めるものであるが、少なくとも特
区（別紙参照）における実現を強
く求めるものである。

　平成16年4月1日に合併した京丹後市は、京都府の
最北端の丹後半島に位置し、日本三景で有名な天橋
立のある宮津市に隣接しており、古くから丹後ちり
めんを地場産業に栄えてきた。合併後は、面積が
501.84平方キロメートルと府内では京都市に次ぐ広
さを有する。この市域の距離的な不安を払拭するた
めに、また京阪神など都市部との交流を促進するた
めに交通ネットワークの強化を新市建設計画で謳っ
ている。しかし、合併後の道路整備事業の効果を考
えると市域内だけの整備では、産業や観光の振興上
不十分であり、京都市などの都市部とのアクセス道
路の早急な整備が望まれているところである。京都
市内から北部に向け整備が進められている高規格幹
線道路の京都縦貫自動車道は、現在京都市～丹波町
間、綾部市～宮津市間は開通しているが、丹波町か
ら綾部市の間は未開通となっている。
　しかしながら、このまま国の事業として進めた場
合には、完成が平成２０年代半ばともされ、非常に
時間がかかることから、地方財政法を緩和し、市町
村が整備費用を負担することを可能とすることによ
り、整備完成の促進を、是非とも図りたい。
　なお、市町村又は民間の負担形式は「国への貸
付」とすることにより、
①市町村又は民間の実質的な負担は軽微なものとな
ること、
②国の市町村への返済のタイムスケジュールも、貸
付のない通常の場合における、道路整備支出のタイ
ムスケジュールと同一のもので全くさしつかえな
く、または逆に、通常の道路整備支出のタイムスケ
ジュールより緩やかにもなりうることから、国に
とって財政的な追加負担、ゆがみを招くことはない
ばかりか、集中的な負担を逆に軽減することにも資
することを強調したい。

地方財政法第５条
地方財政法２７条の２
合併特例法第１１条の２
合併特例事業推進要綱

総務省

別添資料：
・全国規制改革・民間開
放要望
・ポンチ絵
・６月提案特区計画
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5011 50110001 川東　信秀 1
柔道整復業務範囲においてのＸ線検査
（ポータブル）の導入

柔道整復師養成制度改革（養成教育課程
にＸ線に関する教科・課の導入）又は、
免許修得後の実務経験等を含む一定条件
下による業務範囲内Ｘ線取扱い受験資格
の創設等により、現行の整復師業務にＸ
線検査を行うことができるよう、整復師
法一部改正等による「診療放射線技師法
適用除外規定」を要望いたします。規制
緩和推進３か年計画（再改定）平成12年
３月31日閣議決定：２横断的検討、見直
しの推進等（3）資格制度の見直し、の項
目に合致すると思います。

国民の医療・医療制度に立脚し国
民の権利と安全や衛生の確保及び
国民に安心できる科学的根拠（施
術の手段・方法や成績判定基準の
明確性及び客観的な治療効果の判
定）に基づくより良い医療のサー
ビス提供による国民保健の向上に
寄与することを目的に、費用対効
果に貢献できるよう整復師業務範
囲（骨折・脱臼・捻挫、等の治
療）にＸ線検査導入を要望いたし
ます。現行において患者が憲法の
規定にある自由選択による整復師
医療を選択した場合において、Ｘ
線検査を必要な症状などの場合
は、別途医師診療によらねばなら
ず、初診料・診察料・検査料など
国民は重複負担することになり、
国民の金銭的負担は重大でありこ
のことも解消でき又増大する国民
医療費の一部削減をなし得ること
にもなります。

整復師業務遂行のための資格が、別途、医師法
及び診療放射線技師資格等の関係法令により整
復師業務遂行不全のある事は、１業務に２資格
を要する「資格制度の矛盾」であります。整復
師の必要Ｘ線程度は、診療放射線技師業務範囲
の質・量・内容・技能・技術等の程度すべてが
比較にならないほどの僅少・狭小です。この僅
少であっても整復師医療には不可欠であり、国
民に対し飛躍的に科学的医療の提供及び質の向
上となり大きく貢献することができるのです。
前回、平成１５年11月の「もみじ月間」におけ
る厚生労働省再回答に対する再検討（見解）要
請をお願い申し上げます。前回の受理番号　規
制改革要望管理番号5024規制改革要望事項番号
5024001               意見は、別紙添付致し
ます

柔道整復師法、診療放射
線技師法、医師法等

厚生労働省 別紙意見書添付

5012 50120001 株式会社　ヒ　ロ 1
濃縮音泉水を温泉法に基づく温泉と同
等にとり扱ってもらいたい。

・温泉法による温泉は、湧出する場所で
温度が25度以上、又は所定の成分が1つ以
上含まれていれば温泉として温泉利用許
可を受け、公共の用に供することができ
るとされていて、法に基づく温泉は、事
実上その温泉施設の浴槽における成分で
はなく、20km以上の長距離引湯、50％以
上の多量の加水、加温、7日以上のろ過循
環温泉再利用、塩素・薬剤・浴用剤投入
等々が当然としてある。更には、最もひ
どい例は井戸水、水道水を用いて温泉利
用許可を受けている例もある。この他、
タンクロ－リ－輸送の温泉需給を受けて
温泉利用許可を受けている。これ等は全
て人為的に手を加え加工しているもので
あり、温泉施設の浴槽でその温泉の性情
は大きく変更されるため、濃縮温泉水を
「その性情の変更が大きいから温泉法に
基づく温泉ではない」と申されるよう
に、前述した温泉を法の基の温泉とする
ので、いわゆる「濃縮温泉水」も、ガイ
ドラインを設けてでも温泉法に基づく温
泉として取り扱ってもらいたい。

・温泉の成分が濃縮可能な範囲で
加工することができる。　・本件
を要望するいわゆる「濃縮温泉
水」は、消費者をごまかすような
ことはない。　・「濃縮音泉水」
は、特許製法で源泉温泉水の〝水
のみ〝を蒸発させて所定の倍率に
濃縮し、浴槽において水道水等で
所定の倍率に希釈すれば、ほぼ源
泉温泉成分に戻る。　・温泉水の
温泉成分をほとんど変えることな
く濃縮するためにコンパクトにな
り、輸送コストが抑えられ、消費
者に温泉を手軽に提供できる。
・利用者は、濃縮温泉水を浴槽に
入れ、水道水等で希釈し、加温す
れば源泉温泉にほぼ（95％以上）
戻る。　　　・特にアレルギ－体
質の方々に自宅の浴槽で温泉治療
ができる。
・「濃縮温泉」は、天然温泉の源
泉を用いて水の蒸発加工のみのた
めに、天然温泉の保護に役立つ。
（加水、再利用、薬品投与等が全
くないため）　　・「濃縮温泉
水」は、天与の恵みの天然温泉
と、本物温泉にこだわりをもって
取り組んでいる。

・温泉法に基づく既存温泉施設で、温泉掛け流
し以外の施設（全国温泉施設の70％～80％）の
浴槽内の温泉成分と「濃縮温泉水」を浴槽に入
れ、水道水等で所定の倍率に希釈した温泉成分
を比較しても、その性情の変更はほとんどな
く、勝るとも劣ることはないと断言できる。・
環境省は、温泉の性情が小さい、大きいの基準
を定める根拠も提示せず、一方的に「濃縮温泉
水」を性情の変更が大きいと言い続けているの
で、本要望の回答は、その基準値と、どのよう
な測定方法（いわゆるものさし）なのかを客観
的にも解り易く、明確にお答え下さい。・本要
望対象の「濃縮温泉」も既存温泉、タンクロ－
リ－輸送供給と同様に、適切な無理のない、ガ
イドラインを設けて許可対象として、対処でき
るはずである。　・温泉利用許可済みの既存の
温泉・温泉施設が、法の基に的確な温泉であれ
ば、全国の温泉を揺るがすようなこともないは
ずである。　・法の基の平等と、温泉行政の不
公平を即座に改善していただきたい。

・温泉法
１．第２条
２．第１３条
３．第１４条
４．同施工規則
（第５条～第７条）
・温泉利用許可
・公衆浴場における衛生
等管理要領等
（逆に天然温泉が失う恐
れすらある。）
・公衆浴場における水質
基準等に関する指針

　

１．濃縮温泉水の水質検
査結果書「下湯原温泉・
5倍・20倍濃縮温泉水・
及び濃縮温泉水を水道水
で20倍に希釈時の成分検
査結果」
２．長野県伊那保健所管
内「早太郎温泉」温泉成
分分析書（説明）
３．長野県温泉利用許可
申請書及び添付書類（温
泉成分掲示内容届）
４．長野県が認め、長野
県伊那保健所が行ってい
る不作為行為による温泉
行政を確認した公文書の
抜粋資料　　　　５．長
野県が平成16年8月5日現
在まとめた「旅館・ホテ
ル等の入浴施設及び公衆
浴場調査結果集計表」抜
粋（駒ヶ根市部分）
６．長野県内で、タンク
ロ－リ－輸送の需給を受
け、温泉利用許可されて
いる温泉施設の抜粋
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
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具体的
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5013 50130001 社団法人　全国労働金庫協会 1 労働金庫の「員外融資」範囲の拡大

会員以外のものに対する資金の貸付けの
範囲に、第三者の預金を担保とした融資
を追加されたい。
なお、現在は本人名義の預金を担保とし
た融資のみが認められている。

労働金庫にあっては、会員に対する資金の貸付
け等の本来的な業務の遂行を妨げない範囲で、
員外融資を行うことができる（労働金庫法第５
８条第４項、労働金庫法施行令第３条）が、そ
の一つとして本人名義預金を担保とする融資が
ある。
労働金庫にはその社会的役割として、様々な社
会貢献活動が求められているところであり、環
境･介護その他社会貢献に資するＮＰＯ等への
事業資金の融資を認められているところである
が、労働金庫が融資を行うための担保預金を提
供するなどの形で、それらを支援したいという
多数の意向が福祉団体等から寄せられている。
これらの社会貢献の実現を支援するためにも、
労働金庫が第三者の預金を担保とした員外融資
を可能とする政令改正が必要である。

労働金庫法施行令第３条
第１号

厚生労働省
金融庁

○員外融資に係る規制緩
和要望について

5014 50140001
特定非営利活動法人
にいがたアースサポート

1

民間を活用した離職者向け職業訓練と
再就職支援の促進について
離退職者の再就職のための職業能力
開発の充実、特にＮＰＯ法人が新たに
実施したいとする離職者向け職業訓練
システムの公的導入と再就職支援の取
組要望

（１）近年なお増加の一途を辿っている
離職者等に対し早期の再就職に資するた
めの能力用件に、ニーズ対応型の職業能
力開発は地域的に大きな課題となってい
る。
（２）私どもＮＰＯ法人はこうした背景
から就業機会の拡大をサポートするた
め、近時、ニーズ度の高い分野の造園技
能習得実践の場（造園技能士養成訓練）
を公的認可のもとに提供し、ハローワー
クにおける就業促進の支援とともに広く
地域の社会貢献団体として活動したい。

（１）現在、県で実施の短期課程
の職業訓練（造園科）に準じ行え
るものとし、特に離職者に向けた
求人ニーズ対応型の実践能力附与
と技能士養成コースと合わせ６ヶ
月間に亘って実施する。
（２）職業訓練基準の範囲につい
ては、県で実施の基準（施設、指
導員、カリキュラム等）に適合さ
せる他、応用実技型重視の実施訓
練も併せて実施する。

（１）現在、県で実施の短期課程の造園科訓練
コースについては、現行定員を数倍上回って応
募されている状況から、離職者の早期就業の機
会を逸している実態にあること。
（２）また、同課程修了者の再就職について
も、求人ニーズ対応型にあった能力要件が具備
されておらず、こうした実技面での実践サポー
トが必須であること。

・職業能力開発促進法
・厚生労働省第７次職業
能力開発基本計画
・職業安定法　ほか

・厚生労働省職
業能力開発局
・厚生労働省新
潟労働局

・新潟県職業能
力開発課

・新潟県職業能
力開発課協会
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その他
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5015 50150001 都銀懇話会 1
生命保険の募集に関わる構成員契約
規制の撤廃

生命保険の募集に関わる構成員契約規制
を撤廃する

構成員契約規制は、実態に係らず、事前かつ一
律に保険の募集を禁止する過剰規制。形式基準
のため、顧客申出による場合も保険の販売が出
来ず、顧客利便性の観点で問題。また、顧客勤
務先の特定が困難なケースも多いなど（同名企
業の存在等）、実務上の負担大。さらに、損害
保険や第三分野商品では規制がなく、生命保険
だけに適用される規制であり、妥当性に欠く

保険業法300条第1項9
号、保険業法施行規則
234条第1項2号、平成10
年大蔵省告示238号

金融庁

5015 50150002 都銀懇話会 2
保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

非公開情報保護措置については、個人情
報保護法に一体化する方向で見直しを行
い、保険業法施行規則の規定は撤廃する

銀行が保険を販売する際にのみ適用される規制
であり妥当性がない（銀行以外の代理店、例え
ば証券会社等は対象外。銀行が保険以外の商品
を販売する場合は対象外）。現状、非公開情報
の範囲は明確ではなく、銀行が保険募集を行う
際には、非公開情報利用の事前同意を得ること
が必須。しかし、募集、商品説明等を行う前に
事前同意を取得することは他に例がないことも
あり、顧客の理解を得るのが難しい

保険業法第275条第1項第
1号、保険業法施行規則
第211条第1項第2号

金融庁
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5015 50150003 都銀懇話会 3
銀行並びに銀行子会社等及び銀行持
株会社の子会社等による保険商品の
販売規制の更なる緩和

銀行、銀行子会社、銀行持株会社の子会
社等による保険商品の販売を早期に全面
解禁する。また、解禁当初から、可能な
限り幅広い商品について販売を可能とす
る。また、銀行窓販の保険商品拡大に伴
う弊害防止措置については、顧客の利便
性向上並びに銀行実務の観点から過度の
規制とならないよう、必要なものに限定
し、販売状況等に応じて見直しを行う

銀行による保険窓販は利用者のワンストップ・
ショッピングに対するニーズに応えるもので、
顧客の利便性の飛躍的な向上が期待できる。弊
害防止措置については、それが過度の規制とな
れば、顧客の利便性を損なうとともに、販売に
あたって顧客理解を得られないなど実務的に
ワークしない虞がある。銀行による保険販売の
状況をモニタリングしつつ、必要に応じて見直
しを行うことが必要

保険業法第275条、保険
業法施行規則第211条、
第211条の2、第211条の
3、保険業法施行令第38
条、銀行法第16条の2第1
項第8号、同条第2項第4
号、第52条の23第1項第7
号、銀行法施行規則第17
条の2第1項第2号、第17
条の3第2項第3の4号

金融庁

5015 50150004 都銀懇話会 4
都銀等による信託業務に関わる規制緩
和

信託業法案成立後、遺言信託業務の解禁
を早期に措置するとともに、不動産売買
の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関
連業務等を、都銀本体、信託銀行子会
社、信託代理店に解禁する

都銀本体、信託銀行子会社および信託代理店に
対して、併営業務の一部を制限することの理論
的根拠は不明確。顧客財産の総合運用管理サー
ビスの充実を通じた顧客利便性の一段の向上の
ためには、遺言信託業務の早期解禁に加えて、
不動産関連業務を含めた信託業務の解禁が不可
欠

金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律第1条
第1項、金融機関の信託
業務の兼営等に関する法
律施行令第2条の2、金融
機関の信託業務の兼営等
に関する法律施行規則第
2条の2第1項

金融庁
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5015 50150005 都銀懇話会 5
不動産投資顧問業者等の資産運用ア
ドバイス業者の銀行による子会社化の
解禁

投資信託及び投資法人に関する法律施行
令（以下「投信法施行令」という）第38
条に定める「特定資産に係る投資に関し
助言を行う業務」の銀行の子会社の業務
範囲への追加

金融資産に対する総合的な運用アドバイス業務
は15年度に銀行に解禁されたが、金融資産とそ
れ以外の資産を総合的に考慮して運用を行う投
資家も相応に多いと考えられることから、金融
資産に限らない総合的な資産運用アドバイスを
銀行の子会社が行うことにより、顧客利便性を
高めるべきと思われる

銀行法第16条の2第1項各
号、銀行法施行規則第17
条の3、中小・地域金融
機関向けの総合的な監督
指針（Ⅲ-2-7-1（3）
③）

金融庁

5015 50150006 都銀懇話会 6
証券子会社との弊害防止措置の更なる
緩和

①証券会社の行為規制等に関する内閣府
令第12条第1項第2号における適用除外と
なる有価証券に、「上場・登録株券」を
加える、②証券会社の役員と親銀行等又
は子銀行等の役員の兼任を、親銀行等又
は子銀行等および証券会社の取締役、執
行役、監査役及びそれらに準ずるものそ
れぞれについて過半数未満まで可とす
る、③非公開情報の授受に係る内閣府令
の廃止、④電子情報処理組織の共有に係
る内閣府令の廃止

①上場・登録株券は市場で株価が形成され、発
行者には事業年度毎の有価証券報告書の作成が
義務付けられることで、格付が付与されている
有価証券と同様に引受審査等における客観性も
担保されている、②本規制は、金融持株会社の
活用等によりグループ経営を推進する際の人的
資源の効率配分やグループ経営の枠組み構築の
妨げになっている、③本規制の趣旨は、インサ
イダー取引規制や金融機関の守秘義務、チャイ
ニーズウォールの設定で対応可能、④金融機関
の自己責任を重視するとの観点から、過剰な規
制は撤廃すべき

①証券会社の行為規制等
に関する内閣府令第12条
第1項第2号、②証券取引
法第32条第1項、同条第2
項、③同内閣府令第12条
第1項第7号、④同内閣府
令第12条第1項第8号

金融庁
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5015 50150007 都銀懇話会 7 代理店に係る規制緩和

法人代理店における100％出資規制の撤
廃、並びに代理店の取扱い可能な業務の
銀行法第10条、11条、12条に定める業務
全般への拡大

代理店は顧客ニーズを満たしつつ、ローコスト
オペレーションを可能とする有人拠点であり、
その活用は有用。しかし、代理業務の制限に
よって多様な顧客ニーズへの対応が不十分なほ
か、法人代理店については、出資規制によって
機動的な設置が困難。これらの規制撤廃によ
り、顧客ニーズを充足する代理店の機動的な設
置及び組織的な管理が可能となり、顧客利便性
が向上

銀行法施行規則第9条の3
第2項第6号、第8号、同
施行規則第10条、平成11
年4月1日金融監督庁告示
第10号第2条（最終改
正：平成14年3月29日金
融庁告示第33号）

金融庁

5015 50150008 都銀懇話会 8
子会社等による法人向け債権への保
証業務の解禁

銀行等の子会社が営むことのできる業務
として『債務の保証のうち、事業者に対
する事業の用に供する資金に関するも
の』を認める

現在、金融機関は個人事業者や中小企業事業者
の資金ニーズに積極的に応えるべく、資金供給
チャネルや貸出商品の多様化に懸命に努めてい
るところ。グループ内の保証会社も含めた信用
保証業務の活用が解禁されれば、柔軟かつ迅速
な商品設計、金融サービスの提供に貢献し、個
人事業者や中小企業事業者を中心に資金調達の
円滑化に繋がる

金融監督庁・大蔵省告示
第9号（平成10年11月24
日）第1条、中小・地域
金融機関向けの総合的な
監督指針　Ⅲ-2-7-1

金融庁
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5015 50150009 都銀懇話会 9
銀行等が取り扱う電子マネーのプリカ
法適用除外

銀行等が発行体となる電子マネー（オフ
ラインデビットにおける電子カードを含
む）につき、「前払式証票の規制等に関
する法律」（プリカ法）の適用除外とす
る

プリカ法の立法趣旨は利用者の保護であり、発
行保証金の供託を義務付けること等により、前
払式証票の発行者の倒産への備えや、悪意を
持って発行見合資金を搾取しようとする事業者
を排除することを企図している。一方、銀行等
による電子マネーの発行は、銀行法上の“業
務”として位置付けられており、発行者たる銀
行には種々の監督規制が課せられている。斯か
る観点を踏まえれば、銀行等に対してプリカ法
を適用する必然性は乏しく、適用除外とすべき
である

前払式証票の規制等に関
する法律第2条第1項第1
号〕〔同第3条

金融庁、経済産
業省

5015 50150010 都銀懇話会 10 コミットメント・ラインの対象企業の拡大

コミットメント・ライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限法及び
出資法上のみなし利息の適用除外となる
借主の対象を拡大し、中小企業（資本金3
億円以下等）等に加え、以下のような借
主を追加する。① 地方公共団体、②独立
行政法人、③学校法人、④医療法人、⑤
共済組合、⑥ 消費生活協同組合、⑦市街
地再開発組合、⑧ 特別目的会社

コミットメント・ライン（特定融資枠契約）
は、既に制度が導入されている大企業等のみな
らず、中小企業等にとっても有益な資金調達手
段であり、経済的弱者保護という本法の当初の
趣旨は首肯できるものの、現環境下において
は、借主の範囲に中小企業等を一律に排除して
いることは適切ではない。借主の対象に中小企
業等を追加し、資金調達手段の多様化を図るこ
とが必要である

特定融資枠契約に関する
法律第2条

金融庁、法務省
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5015 50150011 都銀懇話会 11 銀行社債の商品性改善
銀行社債の商品性の改善（売出発行を認
める、割引発行を可能とするための税制
優遇に係る規定の整備）

平成11年10月1日に普通銀行による普通社債の
発行が解禁されたが、長信銀等が発行する金融
債と普通社債との間で商品性の違いが存在。店
頭で発行代り金と引き換えに、即、券面が受け
取れるという利用者利便の観点から、普通社債
について売出発行を認めるなど商品性の改善が
望まれる。これは、個人金融資産の運用多様化
にも資する

商法第306条、租税特別
措置法第41条の12

金融庁

5015 50150012 都銀懇話会 12
債権流動化における債権譲渡禁止特
約の対外効の制限

売掛債権等の一定の種類の指名債権に限
定し、かつ①「信託業法」又は「金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律」に
基づく信託営業者に対する信託が譲り受
ける場合、②特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条
第3項に規定する有価証券を定める内閣府
令」に定める有価証券を発行する法人並
びにそれに準ずる外国の法人が譲り受け
る場合、③金融機関（①を除く）が譲り
受ける場合に限り、譲渡禁止特約の対外
効を制限する

譲受人を信託営業者等一定の免許業者等に限定
することにより、原債務者の保護という商法の
趣旨は維持可能。一方、現在の譲渡禁止特約の
対外効は、原債権者の資金調達を妨げる要因と
なっているなど弊害が多い。譲渡禁止特約つき
債権も、最高裁判例で既に差押及び転付命令の
対象と認められている点と照らし合わせれば、
より広く原債権者の資金調達のために活用され
るべきである。我が国の債権譲渡関連法制を国
際的な趨勢に適合させることにより、我が国の
債権流動化市場の拡大を図ることができる

民法第466条第2項、債権
譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法
律

金融庁、法務省
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5015 50150013 都銀懇話会 13
資産流動化に際しての信託宣言の許
容

信託法第1条に第2項を新設し、「別途法
律に定めのある場合においては自己を一
定の目的に従い財産の管理又は処分を為
さしむることを得」と規定する

貸出債権等の流動化における債務者の抵抗感の
払拭により、貸出債権等の流動化の促進が期待
でき、金融市場の活性化に資する

信託法第1条 金融庁、法務省

5015 50150014 都銀懇話会 14
特定目的会社による特定目的借入れ
の借入先の拡大

特定目的会社による特定目的借入れの借
入先として、特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条
第3項に規定する有価証券を定める内閣府
令」に定める有価証券を発行する法人
（以下、「特別目的会社」という）並び
にそれに準ずる外国の法人を加える

証券化手法の進展に伴い、資産を譲受した法人
に対して供与した貸出金を複数束ねて特別目的
会社に譲渡し、当該特別目的会社が当該複数の
貸出金を裏付資産として証券を発行する例が増
加(以下「Ｗ-ＳＰＣ方式」という）。ところ
が、こうした場合、国内では特定目的借入れの
借入先が銀行及び適格機関投資家に限定されて
いるため、上記のようなＷ-ＳＰＣ方式を行う
のは困難。Ｗ-ＳＰＣ方式は小規模資産の流動
化を行うに適した方式であり、中堅・中小企業
向け金融の一手法とすることが可能

資産の流動化に関する法
律第150条の6、同施行規
則第41条

金融庁
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5015 50150015 都銀懇話会 15
貸金業規正法に基づく書面交付義務に
係る規制緩和（1）

①金融機関等が債権流動化を目的として
譲受人になるなど、債務者保護に適切な
配慮がなされている場合、②預金保険法
第2条に定める金融機関から会社分割等に
よって設立された子会社が保有する「会
社分割等の際に当該金融機関から承継し
た債権」及び「当該債権の債務者に対す
る会社分割等の後に発生した債権」を譲
渡する場合、において、貸金業者の貸金
債権譲渡契約時における債権譲受人の債
務者に対する通知義務を不要とする扱い

本規制は、債務者の関知しないところで不良業
者等に債権が譲渡されるリスクから債務者を保
護するためのものであり、その趣旨は首肯でき
るものであるが、一方で、債権譲受人にとって
手続が煩雑であることから、多大な人的負荷・
システム負荷がかかっており、貸出債権の流動
化を行う際の大きな障害となっている。わが国
の貸出債権流動化市場発展のためにも重要。

貸金業の規制等に関する
法律第24条第2項

金融庁

5015 50150016 都銀懇話会 16
貸金業規正法に基づく書面交付義務に
係る規制緩和（2）

債権者と債務者の双方が合意する場合に
限り、キャッシング契約等の締結・貸
付・返済時において、書面交付に加え
て、｢インターネットなどの情報通信機を
用いた電磁的方法｣による通知を認める

債権者と債務者の双方の合意がある場合、貸金
業者につき、書面交付の代わりに電子手法の活
用による債務者への通知を認めたとしても、債
務者保護の観点で問題はない。加えて、電子手
法の活用による機動的な対応を可能となること
で、顧客利便性の向上にも資する。わが国の個
人向け金融市場が大きく変化する中で、消費者
金融市場に対するニーズは拡大している。銀行
はその関連会社などでコンシューマーファイナ
ンス事業に取り組むことも多く、消費者金融市
場の健全な発展にも寄与

貸金業の規制等に関する
法律17条、18条、43条

金融庁
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5015 50150017 都銀懇話会 17 銀行による優先株の保有規制の緩和

銀行法、独禁法上の5％ルールの例外とし
て規定されている、「優先株の普通株へ
の転換」について、「銀行による請求に
よる場合」も、銀行が「転換後の処分計
画」を策定し、それについて事前の承
認・認可を受けた場合は、計画期間中の
一定の議決権保有比率までの保有を可能
とする

銀行の請求により優先株を普通株に転換しよう
としても、現行規制では5％を超えて普通株へ
の転換ができないため、優先株の機動的な処理
が不可能。優先株の処理に関わる機動的な運営
が実現すれば、優先株を活用した事業再生がよ
り進展しやすくなる。また、売却に関わる計画
の提出・認可を義務付けることで、事業支配や
一定の取引分野の競争制限を行う意図は排除可
能。

銀行法第16条の３、銀行
法施行規則第17条の6、
独占禁止法第11条、公正
取引委員会規則第8号

金融庁、公正取
引委員会

5015 50150018 都銀懇話会 18
自己競落会社の対象物件等に係る規
制緩和

競落対象物件の拡大し、親会社に配当の
あるものだけでなく、子会社、関係会社
に配当のあるものも可とする

不良債権の処理は、銀行本体のみならず、グ
ループ全体にとって喫緊の課題。本規制緩和
は、関係会社の不良債権処理を促進する上で極
めて有効。その実効性を確保するためには、競
落対象物件の拡大を実現することが不可欠

中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針　Ⅲ
-2-7-2

金融庁
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5015 50150019 都銀懇話会 19 ファクタリング業務に係る規制緩和

債権管理回収業に関する特別措置法
（サービサー法）第2条に定める「特定金
銭債権」の15号関係（ファクタリング債
権関係）に、保証ファクタリング業務の
保証履行債権を加える

ファクタリング業務は、都市銀行では関連ファ
クタリング会社を通じて提供されており、近年
は、一括決済方式などを通じて、喫緊の課題で
ある中小企業金融の円滑化にも貢献。ファクタ
リング会社が取扱う保証ファクタリング業務の
保証履行債権が特定金銭債権に含まれれば、
ファクタリング会社の保証サービス業務が拡大
し、更なる中小企業金融の円滑化に資するとと
もに、中小企業の回収業務の効率化（回収業務
のアウトソーシング）が一層促進される

債権管理回収業に関する
特別措置法第2条、債権
管理回収業に関する特別
措置法施行令第2条

金融庁

5015 50150020 都銀懇話会 20
信用保証協会保証付債権の譲渡範囲
拡大

譲渡の相手方に、債権管理回収に関する
特別措置法に基づき法務大臣の許可を得
た債権回収会社（以下、「サービサー」
という）を加えるとともに、サービサー
が特定資産の管理及び処分を行っている
資産の流動化に関する法律に規定する特
定目的会社（以下、「SPC」という）を加
える

官民あげて中小企業に関わる事業再生への取り
組みが進められているが、保証付債権が存在す
る債務者向けの債権は本規制により譲渡先に制
限が課されており、民間の枠組みの中で活用で
きない状況が続いている。本規制の撤廃は、機
動的な事業再生に貢献。また、譲渡先をサービ
サーおよびサービサーに業務委託をするSPCに
限定することにより、中小企業への不適切な対
応（強引な回収等による代位弁済請求等）が発
生する懸念は小さい

中小企業信用保険法施行
令第1条の3

経済産業省
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5015 50150021 都銀懇話会 21
派遣社員による各種ローンの営業行為
の許容

厚生労働省令25号の金融商品の範囲を拡
大し、各種ローンに関わる営業行為を追
加

派遣業法上は広範に金融商品の取扱いを認めて
いるものの、貸出については許容外。今後ます
ます、派遣社員が顧客接点を持つ機会が増加す
る中で、現規制の範囲内では顧客に対し良い商
品をタイムリーに提供できないばかりか、顧客
サイドにとっては正社員も派遣社員も同様であ
り、商品の説明が分割することによるお客さま
の不満も大きい。特に個人分野では貸出商品は
ほぼ既製化されており、他の商品と切り分ける
理由は少ない。

労働者派遣法政令25号 厚生労働省

5015 50150022 都銀懇話会 22
従属業務を営む子会社の収入依存度
規制の緩和（1）

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号～
第21号に定める業務（現金・小切手等輸
送業務、集配業務、有価証券の受け渡し
業務）について、当該銀行及びその子会
社の収入依存度規制を撤廃

集配金業務は、銀行業務の遂行に必要な業務で
あるが、アウトソースニーズが高い業務であ
る。また、金融機関によっては、既存インフラ
の余剰能力を活用しビジネスとしての展開を図
れる業務であり、積極的にインソースするニー
ズがある。当該銀行及びその子会社からの収入
に縛られることなく集配金事務を柔軟に委託・
受託できることにより、顧客利便性の向上を図
りつつ銀行経営の効率化を図ることができる

中小・地域金融機関向け
の総合的な監督指針　Ⅲ
-2-7-1、金融庁告示第34
号、36号、38号（収入依
存度規制告示）

金融庁
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5015 50150023 都銀懇話会 23
従属業務を営む子会社の収入依存度
規制の緩和（2）

銀行持株会社（又はその子会社）のため
に従属業務を営む会社で、主として銀行
以外のために従属業務を行う会社につい
て、「銀行若しくは長期信用銀行又は銀
行業を営む外国の会社のいずれかからの
収入があること」の要件を撤廃

銀行持株会社又はその子会社のために従属業務
を営む子会社については、銀行からの収入依存
度規制を撤廃しても、銀行グループとの一体性
は確保可能。銀行持株会社（又はその子会社）
のために従属業務を営む会社で、主として銀行
以外の会社のために従属業務を行う会社であっ
ても、銀行から何らかの収入があることが必要
となるため、グループ全体としての業務運営に
おいて非効率な契約／業務が発生

平成14年3月29日金融庁
告知第34号

金融庁

5015 50150024 都銀懇話会 24
証券取引法等における「子法人等」等
の定義の改正

① 証券取引法における「親法人等」「子
法人等」の定義を、財務諸表等規則、銀
行法等における「親会社」「子会社」の
定義と同一にする、② 主要株主の定義を
銀行法の定義と同一にする、③ 証券会社
に関する内閣府令第16条及び第19条を、
証券取引法施行令の内容に合わせる

証券取引法と銀行法上の「親法人等」あるいは
「子法人等」の定義、また「主要株主」の定義
が異なることにより、金融機関の管理並びに届
出事務が大きな負担となっている。

①証券取引法第32条第5
項、第6項、②証券取引
法施行令第15条の3第1項
第1号、同条第2項第1
号、③ 証券取引法施行
令第15条の3第1項第2
号、同条第2項第2号、証
券会社に関する内閣府令
第16条第3項、同条第19
条第3項

金融庁
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5015 50150025 都銀懇話会 25 電磁的方法による決算公告の許容 電磁的方法による決算公告の許容

わが国のIT戦略の基本理念を定めた、いわゆる
IT基本法が平成13年1月に施行され、ITの積極
的活用について、国全体が取り組んでいる中、
銀行のみ電磁的方法による決算公告が認められ
ないことは、その方向性にあっていないもので
あり、銀行にも電磁的方法による決算公告を行
うことを認めるべきである。また、銀行にとっ
て、決算公告の合理化にも資するものである

銀行法第20条、第21条、
第57条

金融庁

5015 50150026 都銀懇話会 26 証券外務員登録の簡素化

銀行持株会社の子会社である銀行間異動
においては、出向・転籍を問わず、外務
員登録の維持を可能とする（抹消及び新
規登録申請手続を不要とする）

金融グループ内で機動的な人材配置を行ってい
く中で、銀行持株会社の子会社である銀行間異
動は、今後ますます増加していく見込であり、
日数に係わらず証券業務従事に支障が生じる
（証券外務員としての業務を行えない期間が発
生する）状況は、早期に改善されるべきである

証券取引法第64条の6第3
項

金融庁
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5015 50150027 都銀懇話会 27
銀行持株会社及び銀行による届出手
続きの簡素化

銀行持株会社及び銀行による届出手続き
の簡素化

子会社・関連会社の設立等の事由に対して、銀
行持株会社と銀行が各々届出を行うのは、二重
作業が多く非効率で、実務的な負荷が大きい。
届出手続きについては原則一本化を図るべきで
ある

銀行法第53条、銀行法施
行規則第35条

金融庁

5016 50160001
山口健治
（世界経済・土地研究所）

1
土地制度の改革(土地を私財から公共
財に転換すること）

土地は、現在の土地制度では純粋な私有財産と
されているため、日本では昔から土地投機が絶
えない。バブルの前は、日本列島改造の時代
〈昭和４７－４８年〉がそうであった。人口密
度が高く、生産活動や経済活動が活発な日本で
は、土地投機が経済のすべてをだめにしてい
る。〈たとえば、物価高、世界一の地価、バブ
ルの発生と崩壊、不良債権の発生、金融不安、
公的資金の投入、ベラボウにコストの高い公共
事業、国と地方の財政赤字の累積等）土地投機
の結果、マクロ経済のバランスは崩れ、地価上
昇のときはインフレ圧力、地価下落のときはデ
フレ圧力を、日本経済に対してかけてきた。今
回の土地バブルは,その最大のものであった。
日本経済がメタメタに破壊された。われわれ
は、まだデフレ圧力の下に生きている。国の基
本構造である土地所有権制度は、完全な時代遅
れとなってしまい、日本の土地制度は、１３０
年前のものであり、１９世紀の遺物となってい
る。こんな特異な土地制度を持っている国は世
界中にない。日本がお手本としたフランスは、
１３０年の間に大きく変わってしまっている。
日本は、土地に付いては民尊官卑になってし
まった。世界の土地政策の流れは、土地の公共
財化、土地公有化に向かっている。外国では、
土地は私財というよりは、むしろ公共財として
扱われる方向に進んでいる。日本経済を健全な
方向に再生するためには、民法をはじめ土地法
を抜本的に改正し、土地の権利は利用権を中心
として国民に与えるが、土地の処分権〈売買す
る権利〉は、国と地方公共団体のみが保持する
制度を採用する必要がある。日本経済が崩壊し
た今、これを再生するためには、土地を公共財
とすることが不可欠の課題である。

全国の都道府県、市町村の中か
ら、１０団体程度を『土地公共
財・特区』として選定し、土地を
私財でなく、公共財とした場合
に、物価がどう変わるか、公共事
業の用地費と各種補償費がどうな
るか等を測定し、その地域におけ
る国の予算の執行と、当該地方公
共団体の財政にどのような影響を
与えるか、を測定し、評価する。
また住民の反応と評価を測定す
る。この測定結果を公開し、国
会、地方議会等で論議した後、何
らかのメリットがあり、国民や地
域住民から成功と判断された場合
には、土地を私財から公共財に転
換するため、現行の処分権中心の
制度から利用権を中心としたもの
に切り替える。即ち、国民や企業
は、処分権を返上し、土地の利用
権のみを享受することとし、底地
権〈処分権〉は、国と地方公共団
体のみが持つという土地制度に、
転換することとする。すでに、現
行の土地基本法は土地が、強い公
共性と社会性を持つ財であること
を認めているので、その趣旨を尊
重して、国民の土地の権利は、利
用権に限定することにし、その方
向で、民法をはじめとする土地法
体系の抜本的改正を行う。

土地については、戦後の農地改革を除き、基本的な
制度の改革は、明治６年の地租改正以来ほとんど行
われていないように思う。しかし、海外では『土地
は公共財』（Landis public property.)という考え
方は、今や世界の土地政策の潮流となっている。現
在の土地制度の下での日本では、人間がいくら勤勉
に働いても、土地制度の欠陥から土地投機が起こ
り、経済のバランスが崩れてしまっている。失業や
自殺が多くなり、物価が高く、住居費が高い日本で
は、土地制度は、少子化の大きな原因ともなってい
る。今後土地投機は、あらゆる手段で根絶しなけれ
ばならない。このためには、土地に関する日本人の
意識を、根本的に変革する必要がある。と同時に、
明治維新以降の、土地制度の基本を抜本的に改革す
る必要があり、土地に関する国民の権利は、投機を
伴はない利用権に限定すべきである。土地を公共財
とすることによって、日本経済は下記のメリットを
享受することができる。１　土地投機ができなくな
るため、土地バブルは起こらなくなる。バブル時の
インフレ圧力、バブル崩壊時の長期にわたるデフレ
圧力も生ずることはない。２　不良債権、金融不安
等は非常に少なくなり、銀行等に対する公的資金の
投入も、不必要となる。３　土地制度の重心が公益
重視、土地私権を弱化させることになるため、公益
と私益のバランスが回復する。そして、公共事業を
計画するに当たり、国民経済上最も効率的に計画で
きると同時に、用地費、各種補償費等が大幅に削減
でき、効率のよい安価な社会資本造りが可能とな
る。４　財政の歳出面が大幅に節約され、国と地方
双方の財政再建が可能となる。５　悪名高き『世界
一の高地価』と物価が下がり、国民生活は実質的に
豊かになる。６　最近急速に競争力をつけてきた、
中国経済に対し、土地制度の面では、少なくとも対
等に競争できる制度的条件を整えることになる。

民法
土地収用法
土地基本法
国有財産法
農地法
その他土地法

法務省
財務省

国土交通省
農林水産省

＜要望理由より続き＞
以上、土地を私財から公共財へ
と転換することによって生ずる
メリットをあげてきた。その反
面、失われる利益は、地権者や
金融機関の土地投機による利得
のみである。投機的利益の追求
は、世界中どこの国でも悪とみ
なされている。したがって、こ
の改革で失われるものは特にな
い。この大改革によって、日本
経済は、確実に、健全な方向に
再生することができる。そし
て、われわれの通貨である日本
円は、基軸通貨への道を歩むこ
とも不可能ではない。現行の陳
腐化した土地制度に固執するあ
まり、今土地を公共財として転
換することができなければ、Ｇ
ＤＰ世界第二位となった、輝か
しい日本経済の運命は、今後も
繰り返すと予想される土地投機
と土地バブルによってまたもや
翻弄され、マクロ経済は激動
し、没落の道をたどるであろ
う。〈追記〉土地投機が、過去
の日本経済の中でどのような役
割を果たしてきたのか、政府の
国民経済計算資料を活用して、
数量的に分析した結果、日本で
は、政策的に土地投機をコント
ロールすることができなけれ
ば、経済の再生は、ほとんど不
可能に近いことを検証いたしま
した。これは、『日本経済・岡
目八目』としてまとめ、メー
ル・マガジンとして,下記の３社
（まぐまぐ、メルテン、メル
マ）で配信しております。３年
がかりで、現在まで、多くの読
者に約５０回配信してきまし
た。

53/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5017 50170001 山口県光市 1
国民健康保険税２割軽減制度適用に
係る申請制度等の廃止

国民健康保険税の２割軽減制度の適用につい
て、申請制度及び所得状況の変化等による軽減
適応除外の制度を廃止し、５割軽減や７割軽減
制度と同様に、前年の所得に係る地方税法第
314条の２第１項に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が軽減基準に該当する世帯
には、当初から一律に軽減適用ができるよう規
制の撤廃を求めたい。

公平公正で、納税義務者にとっ
て、簡潔でわかりやすい課税の実
現

２割軽減制度のみ、他の軽減制度には規定のない申
請主義を採用している根拠が不明確。前年中所得が
軽減適用基準に該当していても、本年中所得見込額
の回復が見込まれる場合は不適用になることについ
ては、本人が申請時点で想定する将来の所得見込額
という未確定要素に基づき軽減適用の可否を決定す
るものであり、課税の根基としては不適当。本制度
の適用に当たっては、申請後の税額変更処理が伴う
ことから、他の軽減適用と比較して経費を含め事務
的負担が大きくなっている。

国民健康保険法等の一部
を改正する法律等の施行
について（平成７年３月
31日保発第34号　都道府
県知事あて　厚生保険局
長通知）第一５（１）及
び（３）
国民健康保険法等の一部
を改正する法律等の施行
について（平成７年３月
31日厚生省発保第49号
都道府県知事あて　厚生
事務次官通知）第二　Ⅰ
１　（２）なお書

厚生労働省
①要望理由書補足
②根拠法令詳細

5018 50180001 大阪府貨物運送健康保険組合 1 健康保険法の  一部改正
健康保険法第180条　第5項の条文を削除
すること

保険料等を納付しない者に対し、
保険者である健康保険組合が国税
滞納処分の例により強制徴収する
もの

現在健康保険組合が滞納処分を行う場合、厚生
労働大臣の認可が必要と健保法第180条第5項に
定められている。このため申請や認可に1週間
程度の日数を要するので、倒産や不渡り等の事
故が発生しても他の債権者より処分が遅れ保険
料等の確保ができなくなり、健康保険組合の財
産権を侵害していると考える。また、健保法第
4条に健康保険の保険者は政府及び健康保険組
合と明記されており同等の保険者と考えるが、
強制徴収において立法当初は市町村に請求（依
頼）することになっていて、同等な手続きが必
要であったものが、昭和4年の法改正では政府
のみが独自で強制徴収が行えるようになった。
以後、若干の改善はあったものの健康保険組合
は依然として大臣の認可を受けなければならな
い。同等な保険者として公正公平な取り扱いを
お願いしたい。

健康保険法　第180条 厚生労働省
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5019 50190001
日本商品投資顧問業協会（会
長 牛嶋英揚）

1
商品投資以外の投資に関する運用規
制の撤廃

商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項に規定する商品投資により運
用する金額が、運用財産の総額の1/2超と
なる場合において金融商品を投資対象と
して組み入れることが可能となっている
が、この商品ファンドの従たる部分であ
る「商品投資以外の投資」に関する運用
規制の撤廃を要望する。

投資対象をより自由にそして機動
的に選択できるようになり、相関
性の低いものを組み合せることに
より、商品ファンドの安定運用の
道が開かれ、投資家の期待する収
益の安定性に寄与することにつな
がることになる。

本件は「規制改革推進3ヵ年計画等のフォロー
アップ結果（平成15年5月内閣府公表）におい
て、「平成15年度早期に措置する」旨を踏まえ
て、速やかなる対応を要望する。

商品投資に係る事業の規
制に関する法律第2条
通達 商品投資販売業者
の業務の運営に関する基
本事項について

金融庁、農林水
産省、経済産業

省

5019 50190002
日本商品投資顧問業協会（会
長 牛嶋英揚）

2
年金資金運用品目としての商品ファンド
法に基づく商品投資受益権を解禁す
る。

厚生年金保険法における年金給付等積立
金の運用方法として、商品投資に係る事
業の規制に関する法律上の商品ファンド
（商品投資受益権）による運用を明示的
に認めることを要望する。
第136条の3第1項第4号に項目を追加し、
「商品投資に係る事業の規制に関する法
律」に規定する商品投資受益権の売買を
加えることを要望する。

年金資金の運用に携わるものに
とって、運用選択肢の拡大を図
り、投資対象として採用するかど
うかの投資判断は、運用を専門と
する者に委ねられるべきものと考
える。

投資対象は商品投資であってもあるいは株式投
資であっても、運用におけるリスク管理が極め
て重要なことはいうまでもないことであり、決
して投資商品の属性ではないと考える。
今日では、運用の世界において多種多様な運用
商品が提供されており、パフォーマンスにおけ
るリスク管理の面では金融工学的な角度より、
またスキームにおけるリスク管理はリーガル的
な視点より、と厳しい管理手法が採られてい
る。
将来的な年金受給の効率性を鑑み、幅広い選択
肢の中で採用に耐えられるかどうかのデューデ
リジェンス機能より検討の可能性を要望する。

厚生年金保険法第136条
の3

厚生労働省
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5019 50190003
日本商品投資顧問業協会（会
長 牛嶋英揚）

3
商品投資顧問業者による年金資金運
用業務に係る規制を緩和する。

「商品投資に係る事業の規制に関する法
律」(以下｢商品ファンド法｣という)に基
づき顧客資産の一任運用の許可を受けた
商品投資顧問業者を、年金給付等積立金
の契約運用者として認めること。具体的
には、厚生年金保険法第136条の3第1項第
3号における年金給付等積立金の契約運用
者としての投資顧問業者の定義に、商品
ファンド法に基づく商品投資顧問業者を
加えること。

厚生年金基金の信託会社等との契
約に基づく運用においては、現在
これらの運用機関が商品投資顧問
業者を運用者とする運用契約が認
められているが、厚生年金基金に
よる商品投資顧問業者を厚生年金
保険法第136条の3第1項第3号に規
定する投資顧問業者として契約運
用者とみなす契約締結を認める。

商品投資顧問業者は、顧客の一任を受けて種々
の手法を駆使して商品投資におけるリスクをコ
ントロールしつつ顧客の資産における利回りの
向上を確保する専門家であり、有価証券取引に
おけるリスクコントロールの専門家である投資
顧問業者と資産運用において基本的に異なるも
のではない。｢有価証券に係る投資顧問業の規
制等に関する法律｣に基づく認可投資顧問業者
の兼業規制が緩和され証券投資顧問業者の商品
先物投資参入への道が開けたこともあり、年金
給付等積立金の運用においても、有価証券等の
伝統的資産運用を中心としつつも有価証券等と
相関性の少ない商品先物投資を一部活用するこ
とにより、リスク分散による安定的な投資効果
が期待され、より現実的と考える。
昨今、アメリカの年金基金や大学の基金等は従
来の伝統的資産運用との非相関性と絶対リター
ンを求めて、オルタナティブ投資に対する需要
（2003年末にヘッジファンドに投資された資金
は660億ドルといわれる。）が急激に拡大
（2008年までに3,000億ドルとの予想もあ
る。）している。

厚生年金保険法第136条
の3第1項第3号及び第4号

厚生労働省

＜要望理由より続き＞
日本においてもこの傾向は
鮮明になってきており、運
用の器に違いこそあれ、
ファンドオブファンズを通
じてのオルタナティブ投資
が拡大しつつあり、今後更
なる規制緩和等により日本
の年金基金が直接商品投資
顧問業者と投資一任契約を
締結することができれば、
もっと機動的にその運用の
意思をポートフォリオに反
映することができ、運用の
パフォーマンスも向上する
ものと期待できる。
商品投資顧問業者は、商品
ファンド法に基づき1994年
10月にその最初の6社が許可
され、その後運用の実績を
積み重ね、2004年9月末現在
の許可業者7社の顧客資産運
用額(協会集計)は商品ファ
ンドを中心に314億円とな
り、今後更に増加するもの
と期待している。
これらの実績の伸張並びに
厚生年金基金の積立金の中
長期的な経済変動リスクは
今後も存在することへの対
処方法の一つとしての分散
投資の必要性の観点から、
証券の認可投資顧問業者の
みならず商品投資の専門家
としての商品投資顧問業者
を年金給付等積立金の契約
運用者としての投資顧問業
者の定義に加えるべきと考
える。

5020 50200001  ㈱NJSE&M 1 水道事業の民間開放

・既存事業者が民間である場合には、事
業認可を10年程度の有期免許とし、入札
等により新規参入を募る。

・既存事業者が地方公共団体である場合
には、10年程度毎に市場化テスト（官民
入札）の実施を義務づける。

・①老朽施設で改良投資をしなけ
ればならないのに、資金調達能力
がないため工事を実施できない既
存民間水道事業者
②独立採算で運営できていない既
存公営小規模水道事業者
に代わって、入札等の方法により
事業認可を取得して水道事業を運
営したい。

・既存施設は既存事業者からリー
スし、建設費の償還に見合うリー
ス料を支払う方式とする

・入札では、料金レベル、サービ
スレベルなどを競争させる。

・現行フランチャイズ制度では退出が原則禁止
されており（水道法第11条：許可制）、著しい
業務不履行がなければ、事業認可は取り消され
ない。
・既存事業者に著しい業務不履行はなくても、
もっと効率的に事業を運営できると主張する新
規参入者にとっては、現行制度は実質的に参入
障壁となっている。
・また新規参入しようとする民間水道事業者に
とっては、とってかわろうとする既存事業者が
多くの場合市町村であり、その市町村の同意を
得なければならない（水道法第6条第2項：市町
村長の同意）ため、競争的新規参入の可能性は
無い。

水道法第6条／11条 厚生労働省

添付資料１：要望者論文
「公営水道の経営効率化
努力と民活導入」
（1997/07）

添付資料２：要望者論文
「日本の上下水道にも競
争原理を」（2004/10）
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5020 50200002  ㈱NJSE&M 2 下水道事業の多角化と民間開放

・下水道施設の定義を個別処理方式の施
設に拡張する。

・集合処理区域と個別処理区域を厳格に
線引きせず、個別事情に応じて処理方式
を選択し、一体的な整備を可能にする。

・民間の下水道事業者を認める（既存施
設はリース）

・市町村の財政事情から集合処理
方式の整備が事実上断念されてい
る地域で、集合処理方式、個別処
理方式を組み合わせた下水道事業
を実施したい。

・集合処理と個別処理の所管省庁がバラバラに
なっているため、効率的な事業計画を立て難い
状況にある。

・集合処理区域は厳格に線引きされていて、そ
の変更を機動的に行うことは想定されていな
い。このため、個別処理方式への変更が円滑に
行われにくい状況にある。

・個別処理区域においても、複数世帯を集合処
理した方がよい区域もある。このような細かい
事情を考慮しながら2つの区域を線引きするこ
とは現実的でなく、一体的に整備する方策が必
要である。

下水道法第2条／3条
浄化槽法第2条

国土交通省／環
境省／農林水産
省／総務省など

・民間事業者として上下
水道事業を一体として運
営できるようになれば一
層の効率化が可能とな
る。
（上記要望１参照）

5021 50210001 学校法人八洲学園 1 通信制中学校の入学要件の緩和

・学校教育法、第百五条 　中学校は、当
分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校
初等科修了者に対して、通信による教育
を行うことができる。及び、中学校通信
教育規程、第二条 　「中学校の通信教育
を受けることのできる者は、昭和二十一
年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者
及び国民学校初等科修了者に限る。 」の
撤廃
・独立した通信制中学校の設置を通信制
高校の設置基準に準じて認可する

主に不登校生徒を受け入れ、通信
教育の方法で中学校教育を実施す
ることで、不登校生徒への教育機
会を保障する。

・高等学校には通信制課程が認められており、本学
園はこれまで、不登校生徒の受け入れのための通信
制高校を２校運営し、大きな成果をあげてきた。し
かし、中学生及びその保護者から高校と同様の通信
制の中学の要望が多数寄せられているが、法令より
受け入れができない。
・不登校の生徒のために　特区で「ＩＴ等の活用に
よる不登校児童生徒の学習機会拡大事業」が認めら
れているが、これは緊急避難的には有効な方法では
あるが、長期化した際に、在籍する中学校が主体性
を持って教育することができず、生徒に十分な教育
を提供していることにならない。しかし、通信制中
学を設置し生徒を受けいれた場合、すでに高校で十
分に検証された教育方法で、通学が困難な生徒に対
しても学習指導要領に則した教育を提供することが
できる。
・通信教育による方法であれば、広域の不登校生徒
を１箇所で指導できるため、教材開発、指導などを
不登校について専門の教員が担当でき、専門的・高
度な指導が効率的に行え、生徒にとって良い教育環
境が確保できる。
・中学生にとって教師・他の生徒との直接対話は必
要なため、通信制高校同様に面接指導は実施する
が、通学ができない生徒においては、インターネッ
トにより授業を生中継する方法も活用する。
・独立した通信制中学の校舎は通信制高校同様に必
要最低限（通信制高校では１２００平米）とし、通
信制高校が行っているのと同様に各地に協力校を設
けてそこで面接指導などを実施する。
・なお、このような通信制中学校は全国都道府県
（又は政令市など）に最低１校ずつ公立で設置しつ
つ相互のネットワークを構築するのが望ましいと思
われる。
・文部科学省でも義務教育全体について見直すとの
ことであるが、その中でも現状の不登校児童の増大
の一刻も早い解決は極めて重要であり義務教育の根
幹にかかわると考えられるため、是非、その検討に
おいて、通信制の中学校の開設をも取り扱うことを
要望する。

中学校通信教育規程
高等学校通信教育規程

文部科学省
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5022 50220001 中上清吾 1
携帯電話の電波が全てのエリアに届く
こと

個人、団体でアンテナを買うことができ
る。民間の電波に関して仕事をしている
業者は、アンテナを作れるアンテナは電
波増幅器、電波中継器という。アンテナ
は検査に合格した製品とする。

防犯の為に携帯電話の過疎地を無
くす。

携帯電話の所持者が多く防犯に役立つと思われ
る。しかし、電波の過疎地がある小学生、中学
生、ご婦人の方達の変質者に困る被害を受ける
場所は携帯電話の届かない場所があり、通学、
通勤の途中を安全圏と捉えるのは無理がある。
携帯電話の技術的に飛躍していて信頼がおけ
る。

電波通信事業法
有線電気通信法
電波法の何れの公共性の
高いものという発想に反
している考え方。個人、
団体が都合の良い時に使
用する電気工作物であり
ます。

総務省

5023 50230001
北海道コミュニティ放送協議
会

1

コミュニティ放送（市区町村放送）の放
送免許申請にあたり、上限一律20ワット
以上の出力等を希望する場合、その地
域の実情を審査、検討する「コミュニ
ティ放送検討委員会設置」を条件とする
制度の導入

コミュニティ放送の出力の上限は全国一
律20ワット。このために、北海道のよう
に広大な面積を有し、或いは合併によっ
て行政区域が広域化した市町村では、出
力が弱く、放送対象地域であっても聴取
不可能、もしくは難聴地域が存在する。
しかし、上限20ワット以上の出力で放送
をした場合、地域によっては増力に伴う
諸問題が発生する可能性がある。ついて
は、増力を希望する場合、その可能性に
ついて、地域ごとに審査、検討する委員
会を設置することを条件とし、同委員会
の客観的事実に基づく審査を経て増力が
認められた場合のみ「一律以上の増力を
求める免許申請」を可能とする新たな制
度の導入を要望する。これにより、地域
の実情に合致した出力で対象地域全域へ
の放送が可能となり、コミュニティ放送
による地域振興がさらに図られる。

①現行の市町村区域で聴取不可能
な地域に放送ができる②災害緊急
時の情報を地域全域に放送するこ
とで、地域内の安全化がさらに推
進される。③基幹産業の振興や教
育・福祉の向上。④域内全体の情
報化の推進。

①コミュニティ放送局が上限20ワット以上の出
力で放送した場合、既存放送局との「混信」や
「新規コミュニティ放送局の開設に支障をきた
す」などの問題が発生する可能性がある。しか
し、この可能性が極めて低い、或いは全く無い
にも拘わらず、放送対象エリアが広いなどのた
めに出力が足りず、その全域をカバーできない
市区町村区域が全国に存在する。ついては、増
力に伴う問題発生の可能性を地域ごとに厳密に
審査・検討する「検討委員会」の設置が必要と
考える。構成員は有識者、地元住民、関係放送
業者等で、検討項目は「混信の可能性」「周波
数の逼迫状況」「周辺地域での放送局開設の困
難性」「過疎地域等における放送の普及・継続
に対する支障」「地域に密着した情報提供の内
容」「中継局設置等の代替手段」等。同委員会
の客観的事実に基づく検討の結果、申請（上限
20ワット以上等）の妥当性が認められた場合の
み、総務省に適正な増力の免許申請ができる仕
組みとする。これにより、地域の実情に合致し
た出力で対象地域全域への放送が可能となり、
コミュニティ放送による地域振興がさらに図ら
れる。②現行法令では受信状況を改善するため
「中継局の設置」が可能。しかし、地震などの
災害時の倒壊や送信所増力に比べ高コストにな
る場合がある。ついては、同項目についても検
討委員会でその実状を調べ増力の妥当性を検討
する。

●放送用周波数使用計画
（昭和63年郵政省告示第
661号）第1総則9「コ
ミュニティ放送を行う放
送局に使用させることが
できる（中略）空中線電
力は20W以下で必要最小
限のものとする」●電波
関係審査基準（平成6年
達第3号同5条別紙2、第5
放送関係(1)コミュニ
ティ放送局空中線電力に
ついて「20W以下で、か
つ、放送を行おうとする
地域を放送区域とするた
めに必要とする必要最小
限の値であること」

総務省

●資料1「コミュニティ
放送検討委員会イメージ
図」●資料2「各地コ
ミュニティ放送局の放送
カバー率」●資料3-1
「エフエムおびひろ試聴
評価表」資料3-2「同参
考図」●資料4「新潟中
越地震とコミュニティ放
送に関する掲載記事」●
資料5「ラジオが命綱
だった」～コミュニティ
FMラジオと防災～抜粋●
資料6「防災とコミュニ
ティ」～日本コミュニ
ティ放送10年史から抜粋
～
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5024 50240001 日本スポーツロケット協会 1
模型ロケット自動車用噴射推進器に対
する規制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロケット自動車用噴射推進
器は、輸入するには輸入割当及び輸入許
可が、輸入後は輸入届が必要であり、頒
布するに販売営業許可が、頒布を受けて
使用するには譲り受け許可と消費許可が
必要であるが、硝酸塩を使用した薬量５
グラム以下の噴射推進器は「がん具」と
して認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より規制が厳しいため、国内での普及・使
用が困難である。モデルロケット用の噴射推進
器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム以
下のものは「がん具」として認められている。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240002 日本スポーツロケット協会 2
模型ロボット用噴射推進器に対する規
制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロボットに取付けて使用す
る噴射推進器は、輸入するには輸入割当
及び輸入許可が、輸入後は輸入届が必要
であり、頒布するには販売営業許可が、
頒布を受けて使用するには譲り受け許可
と消費許可が必要であるが、硝酸塩を使
用した薬量２０グラム以下の噴射推進器
は「がん具」として認めていただきた
い。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より規制が厳しいため、国内での普及・使
用が困難である。モデルロケット用の噴射推進
器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム以
下のものは「がん具」として認められている。

火薬類取締法 経済産業省

59/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5024 50240003 日本スポーツロケット協会 3
人形に取付けて使用する噴射推進器に
対する規制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている、人形に取付けて使用する噴射
推進器は、輸入するには輸入割当及び輸
入許可が、輸入後は輸入届が必要であ
り、頒布するには販売営業許可が、頒布
を受けて使用するには譲り受け許可と消
費許可が必要であるが、硝酸塩を使用し
た薬量２０グラム以下の噴射推進器は
「がん具」として認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より規制が厳しいため、国内での普及・使
用が困難である。モデルロケット用の噴射推進
器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム以
下のものは「がん具」として認められている。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240004 日本スポーツロケット協会 4
模型飛行機用噴射推進器に対する規
制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型飛行機用噴射推進器は、輸
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
入後は輸入届が必要であり、頒布するに
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
あるが、過塩素酸塩を使用した薬量２０
グラム以下の噴射推進器は「がん具」と
して認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より規制が厳しいため、国内での普及・使
用が困難である。モデルロケット用の噴射推進
器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム以
下のものは「がん具」として認められている。

火薬類取締法 経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5024 50240005 日本スポーツロケット協会 5
模型ロボット用噴射推進器に対する規
制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れ模型ロボット用噴射推進器は、輸入す
るには輸入割当及び輸入許可が、輸入後
は輸入届が必要であり、頒布するには販
売営業許可が、頒布を受けて使用するに
は譲り受け許可と消費許可が必要である
が、過塩素酸塩を使用した薬量２０グラ
ム以下の噴射推進器は「がん具」として
認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より規制が厳しいため、国内での普及・使
用が困難である。モデルロケット用の噴射推進
器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム以
下のものは「がん具」として認められている。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240006 日本スポーツロケット協会 6
人形に取付けて使用する噴射推進器に
対する規制の緩和

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている人形に取付けて使用する噴射推
進器は、輸入するには輸入割当及び輸入
許可が、輸入後は輸入届が必要であり、
頒布するには販売営業許可が、頒布を受
けて使用するには譲り受け許可と消費許
可が必要であるが、過塩素酸塩を使用し
た薬量２０グラム以下の噴射推進器は
「がん具」として認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

海外より取締りが厳しいため、国内での普及・
使用が困難である。モデルロケット用の噴射推
進器の場合、硝酸塩を使用した薬量２０グラム
以下のものは「がん具」と指定されている。

火薬類取締法 経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5024 50240007 日本スポーツロケット協会 7
模型船舶用噴射推進器に対する規制
の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型船舶用噴射推進器は、輸入
するには輸入割当及び輸入許可が、輸入
後は輸入届が必要であり、頒布するには
販売営業許可が、頒布を受けて使用する
には譲り受け許可と消費許可が必要であ
るが、硝酸グアニジンを使用した薬量２
０グラム以下の噴射推進器は火薬類取締
法の適用を除外していただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では安全性が高いとされ規制がな
く自由に使用できているが、国内では普及・使
用が困難である。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240008 日本スポーツロケット協会 8
模型ロケット自動車用噴射推進器に対
する規制の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロケット自動車用噴射推進
器は、輸入するには輸入割当及び輸入許
可が、輸入後は輸入届が必要であり、頒
布するには販売営業許可が、頒布を受け
て使用するには譲り受け許可と消費許可
が必要であるが、硝酸グアニジンを使用
した薬量２０グラム以下の噴射推進器は
火薬類取締法の適用を除外していただき
たい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では安全性が高いとされ規制がな
く自由に使用できているが、国内では普及・使
用が困難である。

火薬類取締法 経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5024 50240009 日本スポーツロケット協会 9
模型飛行機用噴射推進器に対する規
制の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型飛行機用噴射推進器は、輸
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
入後は輸入届が必要であり、頒布するに
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
あるが、硝酸グアニジンを使用した薬量
２０グラム以下の噴射推進器は火薬類取
締法の適用を除外していただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では安全性が高いとされ規制がな
く自由に使用できているが、国内では普及・使
用が困難である。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240010 日本スポーツロケット協会 10
模型ロボット用噴射推進器に対する規
制の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロボットに取り付けて使用
する噴射推進器は、輸入するには輸入割
当及び輸入許可が、輸入後は輸入届が必
要であり、頒布するには販売営業許可
が、頒布を受けて使用するには譲り受け
許可と消費許可が必要であるが、硝酸グ
アニジンを使用した薬量２０グラム以下
の噴射推進器は火薬類取締法の適用を除
外していただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では安全性が高いとされ規制がな
く自由に使用できているが、国内では普及・使
用が困難である。

火薬類取締法 経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5024 50240011 日本スポーツロケット協会 11
人形に取付ける噴射推進器に対する規
制の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている人形に取り付けて使用する噴射
推進器は、輸入するには輸入割当及び輸
入許可が、輸入後は輸入届が必要であ
り、頒布するには販売営業許可が、頒布
を受けて使用するには譲り受け許可と消
費許可が必要であるが、硝酸グアニジン
を使用した薬量２０グラム以下の噴射推
進器は火薬類取締法の適用を除外してい
ただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では安全性が高いとされ規制がな
く自由に使用できているが、国内では普及・使
用が困難である。

火薬類取締法 経済産業省

5024 50240012 日本スポーツロケット協会 12
模型ロケット用噴射推進器のイグナイ
ターに対する規制の緩和

火薬類取締法により、模型ロケット用噴
射推進器のイグナイターで過塩素酸塩を
用いたものは「火工品」と分類され、輸
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
入後は輸入届が必要であり、頒布するに
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
あるが、過塩素酸塩を使用した薬量０．
１グラム以下のイグナイターは「がん
具」として認めていただきたい。

海外で製造されているものを導入
して、スポーツ・競技会等で使用
したい。

米国等諸外国では自由に使用できるが、国内で
の普及・使用が困難である。模型ロケット用の
噴射推進器に使われるイグナイターで、硝酸塩
を使用した薬量０．１グラム以下のものは「が
ん具」と認められている。

火薬類取締法 経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5025 50250001 （社）セメント協会 1
鉄道建設･運輸施設整備支援機構の新
造船建造の借入金制度見直し

①新造船建造に係る借入金制度の弾力的
対応
（早期償還、借り換え、共有期間内の船
体処分等）

②金利軽減措置の実施、対象事業者の条
件緩和等。

セメント専用船の建造が機動的、
弾力的にできる。

同機構の共有船首制度は、一般金融機関からの
借り入れに比べ有利であるが、繰上返済ができ
ない。

共有貨物船建造協定書第
10条6項

国土交通省

5026 50260001 個人 1
日本放送協会への受信料の納入義務
の廃止

テレビ受信機所有者の日本放送協会への
受信料納入義務の廃止

日本放送協会と他の民間放送と法
的位置付けを全く同じとする。

日本放送協会だけの放送があった時代であれば
受信料の納入義務があったとしても当然である
が、他の民間放送が自由に見れる時代にこのよ
うな法律は納得できない。そもそも受像機があ
るというだけで、見ているか見ていないかも確
認せずにこのような事が正当なのだろうか。放
送の内容もコマーシャルがないだけで、民放の
内容とほとんど変わらない。そういう意味でも
受信料徴収の必然性に欠けるのではないか。受
信料の中にそれとは全く関係の無いラジオ放送
やNHK交響楽団等の費用が入っているのではな
いか。受信料での運営だから分かりやすい放送
が当然だがその姿勢が無い、難解な外来語アー
カイブス、アスリート、コスチューム等を平気
で使用している。

日本放送協会法
（法自体の廃止）

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5027 50270001 武生市 1
国営土地改良事業における市町村負
担金償還利率の平準化

国営土地改良事業における市町村負担金
償還利率は年五分と規定されているが、
都道府県がこの負担金を負担する場合
は、「事業費の財源とされる借入金の利
率を基礎として農林水産大臣が定めた
率」となっており、運用が規制的であり
不平等感が生じているため平準化を行
う。

武生市が行う事業は平成１８年度
より供用開始する事から受益市町
は事業負担金と維持管理負担金が
生じ財政負担が大きくなるもので
あります。このようなことから、
当該施設の維持管理事業を円滑に
推進する上でも実情に応じた償還
利率としたい。

市中金融機関の貸出金利が低い中、年五分の利
率は算定根拠があいまいであり、市町村財政が
緊迫している中、平準化を求めたい。

土地改良法施行令第５２
条の２　第１項

農林水産省

5028 50280001 社団法人全国地方銀行協会 1
銀行及びグループ会社で販売できる保
険商品のさらなる拡大

すべての保険商品について、銀行及び銀
行子会社における販売を解禁する。

　すべての保険商品について、銀行及び銀行子
会社における販売が可能になることにより、顧
客に対し銀行商品（貯蓄型商品）と保険商品
（保障型商品）とをバランスよく組み合わせて
提供することが可能となり、顧客のライフプラ
ンニングに応じた総合的な資産形成アドバイス
の実施、本格的なバンカシュランスの実現への
道が開ける。
　金融審議会金融分科会第二部会の報告「銀行
等による保険販売規制の見直しについて」（平
成16年３月31日）では、「銀行等による保険販
売規制の見直しについては、本報告後、例えば
１年後から段階的に行うこととし、（中略）
遅くとも本報告後３年後には、銀行等において
原則として全ての保険商品を取り扱えるように
することが適当」とされたが、できる限り早期
に全面解禁されるべきである。
　また、弊害防止措置について、一例として、
「新たに認められる商品については、従来の抱
合せ販売の禁止に加えて、『圧力販売につなが
るような融資先に対する保険販売を禁止』する
ことが適当」とされたが、過度の規制は銀行の
事務負担の増大のみならず、顧客利便を損なう
ことにも繋がるため、販売を禁止する融資先企
業の範囲については最小限に止めるなど、慎重
に検討を行うべきである。

・保険業法 第275条
・同施行規則 第211条、
第211条の2、第211条の3

金融庁

○銀行等における保険商品の窓
口販売は、平成13年４月より、
住宅ローン関連の信用生命保
険、長期火災保険及び債務返済
支援保険並びに海外旅行傷害保
険を対象商品として開始され
た。その後、平成14年10月よ
り、個人年金保険、財形保険、
年金払積立傷害保険及び財形傷
害保険が対象商品として追加さ
れたが、依然として銀行等が提
供できる保険商品は限定的なも
のに止まっている。
○「規制改革・民間開放推進３
か年計画」（平成16年３月19日
閣議決定、以下「３か年計
画」）における記述
・銀行等が原則としてすべての
保険商品を取り扱えること、そ
の銀行の子会社又は兄弟会社で
ある保険会社の商品に限定しな
いことについて引き続き検討を
行い、速やかに結論を得、所要
の措置を講ずる。
○「『全国規模の規制改革・民
間開放要望』に対する各省庁か
らの回答」および「再回答」
（平成16年７月23日および８月
11日公表、以下「各省庁におけ
る検討状況」）における記述
・銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大について
は、３か年計画、金融審議会金
融分科会第二部会における報告
を踏まえて、引き続き検討を
行っているところ。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280002 社団法人全国地方銀行協会 2
銀行子会社等における保険代理店業
務の解禁

銀行の子会社等の業務範囲に保険代理店
業務を追加する。

　平成12年10月より、銀行による保険会社の子
会社化が可能となり、平成13年４月からは、銀
行本体による保険窓販が認められた。保険販売
業務の参入形態については、銀行の経営規模、
地域性等に応じ、複数の選択肢が用意されるべ
きものと考えられるが、上記２方式が認められ
ている中、代理店子会社方式だけが認められて
いない。保険業に係る各行のビジネスモデルに
よっては、組織を分離して専門特化を図った方
が効率的な営業が行える場合もあると考えら
れ、その際、保険子会社の保有が困難な地域金
融機関にとっては、代理店子会社方式によるこ
とが現実的かつ有効と考えられることから、本
方式を認めるべきである。

・銀行法 第16条の2第1
項第8号
・同施行規則 第17条の3
第2項

金融庁

○銀行法第16条の２第１項に
は、銀行が子会社にできる会社
を列挙しており、このうち第８
号に「金融関連業務を専ら営む
会社」が挙げられている。「金
融関連業務を専ら営む会社」に
は「保険専門関連業務（保険業
務の代理、保険募集等を含む）
を営む会社」が含まれるが、こ
れは、銀行が保険会社を子会社
等として保有している場合に限
り、当該保険子会社の子会社等
としてのみ保有できることとさ
れている。
○「３か年計画」における記述
・銀行等が原則としてすべての
保険商品を取り扱えること、そ
の銀行の子会社又は兄弟会社で
ある保険会社の商品に限定しな
いことについて引き続き検討を
行い、速やかに結論を得、所要
の措置を講ずる。
○「各省庁における検討状況」
における記述
・銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大について
は、３か年計画、金融審議会金
融分科会第二部会における報告
を踏まえて、引き続き検討を
行っているところ。

5028 50280003 社団法人全国地方銀行協会 3
生命保険の募集に係る構成員契約規
制の廃止

生命保険の募集に係る構成員契約規制を
廃止する。

　現状、生命保険募集人（銀行等）と「密接な
関係」を有する法人の役職員に対しては、当該
役職員が自らの意思で保険商品の購入を銀行等
に申し出た場合であっても、銀行等は当該商品
の説明すらできないことになっている。本規制
は顧客利便を著しく損ない、銀行等における生
命保険販売の実質的な障壁ともなっている。
　加えて、本規制により、銀行等が顧客に対し
て生命保険の募集を行う際には、商品内容やリ
スク等の説明を行う前に、まず顧客の勤務先を
確認しなければならないが、個人情報の取扱い
に関する関心が高まる中、このような不自然な
確認事務を行うことは、顧客の側に無用な混乱
と不信感を惹起する結果となりかねない。
　このような過度な規制を廃止することによ
り、顧客利便の向上、銀行等の収益機会の拡
大、事務負担（特定関係法人の確認に係る事
務）の軽減等を図ることができると考えられ
る。

・保険業法 第300条第1
項第9号
・同施行規則 第234条第
1項第2号
・平成10年大蔵省告示第
238号（平成10年6月8
日）

金融庁

○「３か年計画」におけ
る記述
・行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審
議会において構成員契約
規制の在り方について、
結論を得るべく、引き続
き検討を進める。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・構成員契約規制のあり
方については、３か年計
画において「金融審議会
において構成員契約規制
の在り方について、結論
を得るべく、引き続き検
討を進める」とされてい
るところであり、金融審
議会等の場において引き
続き検討を行う。
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管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
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具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280004 社団法人全国地方銀行協会 4
保険募集における非公開情報保護措
置の廃止

保険募集における非公開情報保護措置を
廃止する。

　銀行が保険募集を行う際には、銀行業務に際
し知り得た顧客に関する非公開情報の利用につ
き、顧客の事前同意を得る必要があるが、他の
金融商品についてはこうした制約がないにもか
かわらず、保険商品の説明等を行う場合にのみ
こうした事前同意を得ることは、顧客にとって
分かりづらく理解を得にくい。また、このこと
が銀行業務において積みあげた顧客のストック
情報を活用した有効な保険商品の提案等を困難
にしている面がある。
　また、平成17年４月より「個人情報の保護に
関する法律」が全面施行されることに伴い、個
人情報取扱事業者たる銀行には、個人情報の利
用目的を特定する（個人情報保護法第15条）と
ともに、顧客に対しその利用目的を通知・公
表、明示する（同法第18条）ことが求められる
ほか、利用目的の達成のために必要な範囲を超
えて個人情報を取り扱う場合には顧客の同意が
必要とされている（同法第16条）ため、顧客情
報の不当な利用は排除できると考えられ、保険
業法上の非公開情報保護措置は廃止すべきであ
る。

・保険業法 第275条第1
項第1号
・同施行規則 第211条第
1項第2号

金融庁

5028 50280005 社団法人全国地方銀行協会 5
普通銀行本体及び信託代理店におけ
る信託併営業務の取扱い解禁

普通銀行本体及び信託代理店における遺
言信託、不動産関連業務等の信託併営業
務の取扱いを解禁する。

　併営業務については、次のとおり地域におけ
る顧客ニーズが高まってきており、地域金融機
関に必要な機能として解禁が望まれる。　普通
銀行本体での信託業務の取扱いが認められるこ
ととなったにもかかわらず、併営業務について
は引続き専業信託銀行のみに認めることとする
理由は特にないと考えられ、また、大都市圏を
除く地方では、専業信託銀行の店舗数が非常に
少なく、信託サービスの提供に関し地域間格差
が生じていることから、顧客が地方銀行に寄せ
る期待には大きいものがある。
 
a. 遺言信託
　 遺言信託は、高齢化・核家族化の進展によ
り、その機能が社会的に認知され、相続・資産
運用相談業務に不可欠となっている。生前の資
産管理から死亡後の財産処分までの一連の管理
処分機能が、地域に根ざした地域金融機関に求
められており、シルバー世帯へのよりきめ細か
いサービスの提供が実現できる。
b. 不動産関連業務
　 リバースモーゲージや遺産整理業務等にお
いて不動産の処分等を実施することで、個人資
産に占める割合の高い不動産から納税資金や借
入返済金等を捻出することが可能となる。ま
た、法人取引においても、不動産に関する総合
的なコンサルティングサービスの提供が可能と
なる。

 少なくとも、金融審議会金融分科会第二部会
の報告「信託業のあり方に関する中間報告書」
（平成15年7月28日）において触れられた、遺
言関連業務を取り扱える者の範囲の拡大、およ
び当該業務に係る取次業務の容認については早
急に措置すべきである。

・金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律 第1
条第1項
・同施行令 第2条の2
・同施行規則 第2条の2

金融庁

○「金融機関の信託業務等
の兼営等に関する法律」の
改正（平成14年２月施行）
により、普通銀行本体での
信託業務の取扱いが認めら
れたが、不動産の売買・貸
借の媒介・代理等の不動産
関連業務、遺言執行・遺産
整理業務等の取扱いは引き
続き認められていない。ま
た、処分型不動産信託の取
扱いについては、不動産の
流動化に資するものに限る
とともに、信託された不動
産の処分は天災その他やむ
を得ない場合を除き１年間
禁止することとされてい
る。
○「各省庁における検討状
況」における記述
・信託業法案において、①
現在、金融機関のみが信託
業の担い手となっている
が、金融機関以外の者によ
る信託業の参入を可能とす
るとともに、これに伴い受
益者保護等のための所要の
ルールを整備する、②現
在、金銭等に限定されてい
る受託可能財産の範囲を拡
大し、知的財産権を含め財
産権一般の信託を可能とす
る、ことを基本的な内容と
している。
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要望事項
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5028 50280006 社団法人全国地方銀行協会 6
投資顧問業法における投資助言業務
の解禁

顧客の有価証券投資に係る助言業務を普
通銀行本体にも認める。

　銀行本体における投資信託や年金商品の窓販
解禁等により、銀行窓口で取り扱うことのでき
る投資型商品が拡大している中、顧客に投資判
断の材料を提供する投資助言業務は普通銀行に
は認められていない。顧客ニーズに幅広く応え
ていく観点から、信託兼営金融機関以外の普通
銀行にも広くこれを認めるべきである。

・銀行法 第10条第2項、
第11条、第12条
・有価証券に係る投資顧
問業の規制等に関する法
律 第4条

金融庁

○信託兼営金融機関につ
いては、「金融機関の信
託業務の兼営等に関する
法律施行規則」の改正に
より、平成16年４月１日
付で投資助言業務および
投資一任業務が解禁され
ている。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・銀行については、利益
相反の防止、経営の健全
性の確保及び取引の公正
性確保等の観点から、株
式の売買の取次ぎ業務等
の証券業を行うことが制
限されているところであ
るが、銀行が助言業務を
行うことを可能とした場
合、書面取次ぎとあわ
せ、証券業と類似する行
為が可能となるおそれが
あることを踏まえれば、
実施は困難である。しか
し、銀行への証券仲介業
務を解禁する証券取引法
の改正が平成16年通常国
会において行われ、平成
16年12月１日に施行され
ることを踏まえ、これら
の措置の定着状況を見極
めながら検討を行う。

5028 50280007 社団法人全国地方銀行協会 7
確定拠出年金制度の改善（拠出限度額
の引上げ）

確定拠出年金制度について、拠出限度額
の引上げ措置を講じる。

　少子高齢化が急速に進む中、加入者の自助努
力を促すためには、限度額の引上げが必要であ
る。本件については、平成16年度税制改正大綱
において引上げが決定し、平成16年10月１日よ
り改正確定拠出年金法施行令が施行されている
が、今回の引上げ額は小幅であり、また、企業
年金を実施していない企業の従業員が個人型年
金に加入する場合の拠出限度額が企業型年金に
おける拠出限度額に比して過小であるという問
題は依然解決されていないため、更なる引上げ
を検討すべきである。

・確定拠出年金法 第20
条、第69条
・同施行令 第11条、第
36条

厚生労働省

○ 平成16年10月１日よ
り、次のとおり個人型年
金および企業型年金の拠
出限度額（年間）が引き
上げられた。
・ 個人型年金：18万円
→21.6万円
・ 企業型年金[他の企業
年金がある場合]：21.6
万円→27.6万円
・ 企業型年金[他の企業
年金がない場合]：43.2
万円→55.2万円
○「各省庁における検討
状況」における記述
・ 確定拠出年金の拠出
限度額については、平成
16年度税制改正大綱にお
いて引上げが決定（平成
16年10月施行予定）して
おり、施行後の活用状況
を見守る必要がある。現
段階において更なる引上
げは困難。
・他の企業年金制度があ
る場合の企業型年金の拠
出限度額は、確定拠出年
金以外の企業年金制度が
ないサラリーマンとの間
で不公平が生じないよう
に設定されているもので
あり、企業型加入者の拠
出限度額を一律とするこ
とは不適当である。
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5028 50280008 社団法人全国地方銀行協会 8
確定拠出年金制度の改善（マッチング
拠出の解禁）

確定拠出年金制度について、マッチング
拠出の解禁の措置を講じる。

　他の企業年金（厚生年金基金・適格退職年
金）では企業のみならず従業員にも掛金拠出が
認められているにもかかわらず、確定拠出年金
制度においては企業型年金加入者による追加拠
出（マッチング拠出）が行えないこととなって
おり、不合理である。老後に必要な資金を自助
努力により準備するよう促す観点からも、マッ
チング拠出を解禁すべきである。

・確定拠出年金法 第19
条、第68条

厚生労働省

○「各省庁における検討
状況」における記述
・ マッチング拠出の導
入については、確定拠出
年金のみならず企業年金
の拠出のあり方そのもの
を問う問題であり、中長
期的に検討すべき事項で
ある。
・ 確定拠出年金法は施
行後５年を経過した場合
に必要があると認めると
きは検討を加えることと
なっていること等を踏ま
え、中長期的に検討す
る。

5028 50280009 社団法人全国地方銀行協会 9
確定拠出年金制度の改善（加入対象者
の拡大）

確定拠出年金制度について、加入対象者
の拡大の措置を講じる。

　制度の加入対象者に、第３号被保険者（専業
主婦等）及び公務員を加えるべきである。現状
のままでは、例えば、拠出期間が短い加入者が
退職し専業主婦等になった場合、拠出の継続が
認められないため、将来において少額の給付し
か得られないことが想定されるが、「国民の高
齢期における所得の確保に係る自主的な努力を
支援する」という制度の趣旨に鑑みれば、この
点は改善されるべきである。

・確定拠出年金法 第9
条、第62条

厚生労働省

○「各省庁における検討
状況」における記述
・ 確定拠出年金の加入
対象者の拡大について
は、確定拠出年金制度に
おける個人拠出のあり方
等幅広い議論をすること
が必要であり、中長期的
に検討すべき事項であ
る。
・ 第３号被保険者につ
いては、国民年金の保険
料負担がないこと、控除
の対象となる所得がない
ことから、確定拠出年金
の対象者となっていな
い。公務員の企業型年金
の導入については、公務
員制度の一環となること
から、民間企業における
企業型年金の普及の程度
等を見極めたうえで検討
することとなるものであ
る。公務員の個人型年金
への加入については、個
人型年金が事業主からの
支援が期待できない従業
員に加入の途を開くもの
であることから、職域部
分を含む共済年金に加入
する公務員については対
象外としている。
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5028 50280010 社団法人全国地方銀行協会 10
運用関連業務と運用商品の販売等の
事務の兼務禁止ルールの廃止

運用関連業務（運用の方法に係る情報提
供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁
止ルールを廃止する。

　自行が運営管理機関である場合、提示商品の
内容に関する加入者からの照会に対応できず、
加入者に不信感を抱かせることに繋がりかねな
い。本規制が撤廃されれば、確定拠出年金制度
の概要や各運用商品に関する説明から販売事務
まで、一担当者が一貫して取り扱うことが可能
となり、顧客利便の向上にも資する。加えて、
大手金融機関に比して人的余力に乏しい地域金
融機関においては、より柔軟な組織運営・業務
展開が可能となり、確定拠出年金制度のさらな
る普及に寄与できると考えられる。

・確定拠出年金法 第100
条第7号
・確定拠出年金運営管理
機関に関する命令 第10
条第1号

厚生労働省

○「各省庁における検討
状況」における記述
・営業職員による運用管
理業務と運用商品の販売
等の事務の兼務について
は、運営管理業務の中立
性確保の必要性の観点か
ら認めることはできな
い。

5028 50280011 社団法人全国地方銀行協会 11
個人型年金の基金事務体制の見直し、
手続きの簡素化

個人型年金の基金事務の取扱いを１つの
機関に統一する。

　個人型年金の事務を行う機関は複数存在（国
民年金基金連合会と各地基金・各職能別基金で
事務・役割を分担）しているが、このことは加
入者にとって分かりにくいため、基金事務の取
扱いの一元化を図るべきである。現状、受付事
務手続きの複雑さが加入者の利便性を損なって
いる面があるが、これにより、問い合わせ先や
書類の送付先の統一が図られ、手続きの簡素化
にもつながると考えられる。

・確定拠出年金法 第61
条

厚生労働省

71/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280012 社団法人全国地方銀行協会 12
追徴課税等の措置を前提とした脱退一
時金の支給制度の新設

追徴課税等の措置を前提として脱退一時
金を支給できる制度を新設する。

　現状、確定拠出年金の加入者は、原則として
60歳になる前に年金を引き出すことはできない
が、ライフプラン環境の変化等により資金を至
急に要するケースも想定されることから、追徴
課税等の措置を前提として脱退一時金を支給で
きるようにすべきである。

・確定拠出年金法 附則
第3条

厚生労働省

5028 50280013 社団法人全国地方銀行協会 13
簡易企業型年金（SIMPLE401k）制度の
新設

新たな確定拠出年金制度として、審査基
準や申請事務等を簡素化した簡易企業型
年金（SIMPLE401k）制度を新設する。

　現行の企業型年金の審査基準によると、規約
承認までに相当の期間を要し、また導入企業に
おける事務負担も重いため、審査基準や申請事
務等を簡素化した中小企業向けの新たな制度を
新設し、確定拠出年金制度のさらなる普及を図
るべきである。拠出限度額や加入要件等を定型
化するなどして審査基準や申請事務等の簡素
化・明確化を図れば、中小企業での導入負担を
軽減できるとともに、制度の普及が促進される
と考えられる。

・確定拠出年金法 第3
条、第4条

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280014 社団法人全国地方銀行協会 14
コミットメントライン契約適用対象のさら
なる拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、a.中小企業
（資本金３億円以下等）、b.地方公共団
体、地方公社、独立行政法人等、をその
範囲に含める。

　平成13年６月の法改正により、それまで商法
特例法上の大会社に限定されていた対象企業等
に、①資本の額が３億円を超える株式会社、②
証券取引法の規定による監査証明を受けなけれ
ばならない株式会社、③特定債権等譲受業者、
④特定目的会社及び登録投資法人等が加えられ
たが、より幅広い中小企業への金融の円滑化を
図り、中小企業経営の安定と銀行の収益機会の
拡大に資する観点からは、さらなる適用対象の
拡大が必要である。
　また、地方公共団体等の資金需要に対しより
安定的・機動的に対応していくためには、こう
した先も適用対象に含めるべきである。

・特定融資枠契約に関す
る法律 第2条

法務省、金融
庁、経済産業
省、中小企業
庁、総務省

○「３か年計画」におけ
る記述
・経済的弱者の保護とい
う利息制限法及び出資法
の趣旨を踏まえつつ、コ
ミットメントライン契約
を利用できる借主の範囲
について検討し、結論を
得る。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・法務省および金融庁と
しては、現時点で、直ち
に中小企業等に借主の範
囲を拡大することは時期
尚早であると判断してい
るが、借主の範囲の拡大
の是非に関する検討につ
いては、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極め
やニーズの把握等を行い
つつ、慎重に判断してい
く予定である。

5028 50280015 社団法人全国地方銀行協会 15
店舗の営業時間規制（午前９時～午後
３時）の緩和

店舗の営業時間規制（午前９時から午後
３時まで）を緩和する。

　現行規制によれば、銀行は平日の午前９時か
ら午後３時までは原則として必ず窓口を開けて
おかなければならない。しかし、銀行の各店舗
における時間帯毎の来店客数は、各店舗の立地
条件や顧客層の違い等により多様なものとなっ
ている中、顧客利便の維持・向上及び銀行経営
の効率化の両面からより柔軟な店舗運営の形態
が求められてきており、営業時間についても、
各行の自己責任に基づき地域の顧客ニーズに応
じた機動的な設定が可能となるようにすべきで
ある。もっとも、店舗の営業時間については、
その所在地又は設置場所の特殊事情により異な
る営業時間を設定することができるものとされ
ているが（銀行法施行規則第16条第３項）、こ
れについては特殊事情として認められる事情の
範囲が明確でなく、実際の運用においては限定
的に取り扱われている。午前中のみ、あるいは
夕刻以降のみ営業する店舗等、当該地域の顧客
ニーズにきめ細かく対応した営業形態も可能と
なるよう、より柔軟な制度運用が図られるべき
である。
　例えば、小規模・少人数の店舗においては、
昼の休憩時間帯に営業面、防犯面で支障が生じ
るが、昼食休憩時間帯に窓口を閉鎖できれば、
交代要員の確保が不要となり、最小限の人員に
よる窓口営業が可能となる。これにより、従来
は人員確保が難しく無人化せざるを得なかった
店舗も、有人店舗として存続させることが可能
となり、無人化する場合と比べ顧客利便の維
持・向上に資することができる（なお、窓口閉
鎖中は必ずＡＴＭコーナーを開けておくなど、
資金決済に係る顧客利便の維持には十分配意す
るものとする）。

・銀行法 第15条第2項
・同施行規則 第16条第1
項～第3項、第35条第1項
第7号

金融庁

○「３か年計画」におけ
る記述
・為替取引や当座預金業
務を行っておらず、ＡＴ
Ｍ の設置による代替措
置が確保されている等、
利用者利便を損なわず決
済システムに支障がない
と考えられる出張所に係
る休日や営業時間の規制
については緩和すること
とし、その具体的な内容
について平成16年度中に
検討を行い、措置する。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・小規模・少人数の営業
所も含めた営業所を検討
の対象としたうえで、為
替取引や当座預金業務を
行わず決済システムに支
障がないと考えられる営
業所に係る営業時間の規
制について緩和すること
とし、その具体的な内容
について平成16年度中に
検討を行い、措置する。
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管理番号

要望事項
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補助
番号
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要望
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要望事項
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具体的
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280016 社団法人全国地方銀行協会 16
複数銀行による従属業務会社の共同
設立の解禁

収入依存度規制を緩和し、複数の銀行に
よる従属業務会社の設立を可能とする。

　銀行のグループ会社が営む従属業務について
は収入依存度規制（銀行及びその子会社等より
50％以上）が課されているため、従属業務会社
が複数の銀行の関連会社となること（複数銀行
による関連会社の共同設立）は実質的に困難と
なっている。平成14年４月より、従属業務会社
に係る出資比率規制（銀行の100％子会社に限
る）が廃止され、銀行と一般事業会社による従
属業務会社の共同設立は可能となったにもかか
わらず、複数の銀行による共同設立ができない
ことは合理性を欠くため、独占禁止法第11条ガ
イドライン（収入依存度規制について「原則と
して50％以上」と規定）と平仄を合わせるなど
して、柔軟な運用が可能となるよう措置すべき
である。

・銀行法 第16条の2第1
項第8号、第7項
・平成14年金融庁告示第
34号（平成14年3月29
日）

金融庁

○「３か年計画」におけ
る記述
・共同従属会社の設立に
ついては、銀行の経営効
率化の必要性を踏まえ、
銀行の他業禁止規定と、
本来、銀行業からみれば
他業である従属業務のあ
り方等を踏まえつつ検討
を行う。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・従属業務そのものは銀
行業務からみれば他業で
あるが、経営の効率化等
を図る観点から、収入依
存度規制を課すことによ
り、主として当該銀行の
ために営む会社を子会社
とすることを認めている
ものである。したがっ
て、複数の銀行が従属業
務を営む会社を共同で設
立するか否かについて
は、銀行経営の効率化等
の必要性を踏まえつつ、
従属業務のあり方等具体
的内容について、平成16
年度中に検討を開始する
予定。

5028 50280017 社団法人全国地方銀行協会 17 代理店に係る規制の緩和
代理店について、a.業務範囲の拡大、
b.100%出資規制の緩和（法人代理店）、
の措置を講じる。

　a.に関しては、現状、銀行の代理店において
営むことのできる代理業務は固有業務（３業
務）のほか４業務に限定されているが、地域の
顧客ニーズに従来以上にきめ細かく対応してい
くうえで代理店は有効な有人拠点になり得ると
考えられるため、その積極的な活用を促す観点
から、代理店の業務範囲を銀行法第10条、第11
条、第12条に定める業務全般に拡大すべきであ
る。
　b.に関しては、法人代理店の機動的な設置及
び組織的な管理を可能とするため、現行の出資
比率規制（100%出資規制）を緩和すべきであ
る。

・銀行法施行規則 第9条
の3第2項、第10条
・平成11年金融監督庁告
示第10号（平成11年4月1
日） 第2条

金融庁

○銀行の代理店において営
むことのできる代理業務
は、預金、貸付、為替取
引、債務の保証又は手形の
引受け、国・地方公共団
体、会社等の金銭の収納そ
の他金銭に係る事務の取扱
い、有価証券・貴金属その
他の物品の保護預り及び両
替に限定されている。ま
た、法人代理店は、銀行の
100％出資法人又は当該銀行
を子会社とする銀行持株会
社の子会社でなければなら
ない。
○「３か年計画」における
記述
・ 銀行代理店制度について
は、金融機関の健全性や決
済システムに与える影響等
の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを
行うこととし、平成16年度
中に検討を行い、措置す
る。
○「各省庁における検討状
況」における記述
・ 金融機関の健全性や決済
システムに与える影響等の
観点を踏まえつつ、銀行代
理店に課されている専業義
務や銀行の100%出資規制等
について、平成16年度中に
検討を行い、措置する。
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5028 50280018 社団法人全国地方銀行協会 18
子会社における労働者派遣事業に係る
規制の緩和（いわゆる26業務に係る規
定等の見直し）

労働者派遣事業に関して、専門的な知
識・技術や特別な雇用管理を必要とする
業務であって政令で定める業務（いわゆ
る26業務）に係る規定等の見直しを行
う。

　労働者派遣法施行令第４条第25号において、
「金融商品の営業関係の業務」に係る金融商品
の範囲を「金融商品の販売等に関する法律第２
条第１項に規定する金融商品」に限定している
が、これらの金融商品以外にもその販売等にあ
たり専門的な知識を必要とする商品は多く存在
するため（ローン関連商品等）、ここでの金融
商品の定義を見直すべきである。
　また、労働者派遣事業に関する実務指針（労
働者派遣事業関係業務取扱要領）においては、
金融商品の営業関係の業務を行う派遣労働者に
求められる専門知識のレベルとして、証券一種
外務員資格等の必要以上に高度な資格を例示し
ている。この点について、厚生労働省は、「専
門的な知識、技術又は経験を必要とする業務と
して証券一種外務員資格を有する証券外務員の
業務等を例示しており、これに相当すると認め
られる者を含むが、証券二種外務員資格はこれ
に相当するとは認められない」（７月23日公表
の「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に
対する各省庁からの回答」）としている。しか
し、国債や投信等のリスク商品の販売を行うこ
とができる証券二種外務員資格者の業務も十分
に専門的な知識を必要とする業務であると考え
られ、証券二種外務員資格等を含めない理由が
明らかでないため、これらの資格の例示は見直
すべきである。

・労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等
に関する法律 第40条の2
・同施行令 第4条第25号
・労働者派遣事業に関す
る実務指針（労働者派遣
事業関係業務取扱要領）
第9-4

厚生労働省

○「各省庁における検討状況」にお
ける記述
・ 労働者派遣事業は、その利用の仕
方によっては、安定した雇用機会の
確保、長期雇用慣行を前提とした雇
用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係等わが国の雇用慣行
に悪影響を及ぼすおそれもあること
等から、派遣受入期間制限を行わな
い業務としては、「専門的な知識、
技術又は経験を必要とする業務」又
は「特別な雇用管理を行う必要があ
ると認められる業務」であって、
「当該業務に係る労働者派遣が労働
者の職業生活の全期間にわたるその
能力の有効な発揮及びその雇用の安
定に資すると認められる雇用慣行を
損なわないと認められるものである
こと」を要するものとしているとこ
ろ。
・ 証券外務員等については、デリバ
ティブ業務等のような高度な内容を
含め、当該分野における全商品を取
り扱うことができる者であることを
踏まえ、こうした能力を有する者の
行う当該業務に限っては、仮に無期
限で派遣受入れがあったとしても、
当該業務に関して直接雇用されてい
る者の雇用の安定等が損なわれるお
それがないと、関係審議会も経て認
められたことから、当該派遣受入期
間制限を行わない業務として認めて
いるものである。したがって、こう
した専門性、業務の実態等が認めら
れない証券二種外務員資格者等の行
う当該業務について、現時点で、派
遣受入期間制限を行わない業務とす
ることは困難であると考えている。

5028 50280019 社団法人全国地方銀行協会 19
子会社における労働者派遣事業に係る
規制の緩和（派遣労働者との事前面接
等の解禁）

労働者派遣事業に関して、派遣労働者と
の事前面接等の解禁の措置を講じる。

　派遣に先だって派遣労働者と面接すること、
および履歴書の請求が禁止されているため、当
該労働者の能力や適性を事前に見極めることが
できないという弊害が生じている。職務適性等
におけるミスマッチを防ぎ、効果的な業務遂行
を図るためにも、本規制は緩和するべきであ
る。

・労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等
に関する法律 第26条第7
項
・派遣先が講ずべき措置
に関する指針（平成11年
労働省告示第138号）第
2-3

厚生労働省

○「３か年計画」におけ
る記述
・紹介予定派遣以外の派
遣を対象とした事前面接
の解禁のための条件整備
等について、紹介予定派
遣における事前面接等の
実施状況を勘案しつつ、
その検討を速やかに開始
する。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・ 労働政策審議会にお
ける建議（平成14年12月
26日）及び「規制改革・
民間開放推進３か年計
画」（平成16年３月19日
閣議決定）を踏まえ、ま
ずは平成16年３月に施行
された新制度（労働者の
判断に基づく派遣開始前
の事業所訪問又は履歴書
の送付を可能とした制
度）の実施状況等を把握
する必要があると考えて
いる。このため当該実施
状況等を勘案しつつ、平
成17年度中に検討を開始
することとしている。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280020 社団法人全国地方銀行協会 20
銀行の子会社等における法人向け債
権の保証業務の解禁

銀行の子会社の業務として、事業者に対
する事業の用に供する資金に関する債務
の保証業務を解禁する。

　新たな中小企業金融への取組みの強化が求め
られている中、保証会社の活用は不可欠である
と考えられる。銀行の子会社等に事業性ローン
の保証業務が解禁されれば、地域の中小・零細
企業に対し、地域性等を踏まえたより柔軟性の
ある保証サービスを提供することができる。

・銀行法施行規則 第17
条の3第2項第3号
・平成10年金融監督庁・
大蔵省告示第9号（平成
10年11月24日）
・中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針
Ⅲ2-7-1(3)①

金融庁

○「３か年計画」におけ
る記述
・ 銀行の子会社が事業
性ローンに係る信用保証
業務を行うこと及び保証
業務を行う銀行の子会社
が保証業務以外の業務も
兼業できるようにするこ
とについて、銀行経営の
健全性の観点から検討を
行う。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・住宅ローン等消費者
ローンについては、画一
的かつ大量の処理が可能
であり、関連会社による
集中的処理を行うことが
効率的であること等か
ら、銀行の子会社が同
ローンに係る信用保証業
務を行っている。銀行の
子会社が事業性ローンに
係る信用保証業務を行う
こと及び保証業務を行う
銀行の子会社が保証業務
以外の業務も兼業できる
ようにすることについ
て、銀行経営の健全性の
観点から検討を行う。

5028 50280021 社団法人全国地方銀行協会 21
自己競落会社の競落対象物件に係る
規制の緩和

自己競落会社の競落対象物件の範囲を拡
大する。

　現状、競落対象物件は競落により親銀行に配
当がある物件に限定されているが、不良債権処
理は銀行グループ全体で取り組むべき喫緊の課
題であり、子会社等に配当がある物件にまで対
象範囲を拡大すべきである。

・銀行法施行規則第17条
の3第1項第24号
・中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針Ⅲ
2-7-2

金融庁

○「３か年計画」におけ
る記述
・ 銀行の他業禁止規定
や自己競落会社が担保不
動産を取得するのは親銀
行が債権を回収するため
に真に必要な場合であっ
て競落人が他に見出せな
い場合に限定されるとの
規制の趣旨を踏まえたう
えで、不動産市場への影
響も十分勘案しつつ、銀
行等の財務の健全性確保
の観点等に留意して、競
落対象物件の範囲を親会
社に配当の見込まれるも
のだけでなく、子会社・
関係会社に配当の見込ま
れるものにも拡大するこ
とを検討する。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・３か年計画において
「平成16年度検討」とさ
れたことを踏まえ、顕
在、検討を行っていると
ころ。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5028 50280022 社団法人全国地方銀行協会 22 電磁的方法による決算公告の解禁
銀行にも電磁的方法による決算公告
（ホームページへの掲載）を解禁する。

　平成13年10月の商法改正により、決算公告に
ついては、従来の日刊紙への掲載による方法の
ほか電磁的方法も認められたが（商法第283条
第５項）、銀行については、銀行法第57条の規
定により日刊紙への掲載による方法しか認めら
れていない。多くの一般事業法人が電磁的方法
による決算公告を行い、経費節減等の効率化を
進めている中、これが銀行にだけ認められない
ことは合理性を欠く。また利用者側からしてみ
ても、常にホームページ上で過去５年分の銀行
の決算公告を閲覧できるようになるため、利便
性が増すものと期待される。

・銀行法 第20条、第57
条

金融庁

○「各省庁における検討
状況」における記述
・商法改正により新たに
電子公告制度が導入され
ることを踏まえつつ、銀
行の決算広告について、
平成16年度中に具体的な
内容の検討を開始する予
定。

5028 50280023 社団法人全国地方銀行協会 23
確定拠出年金制度における運営管理
機関登録事項の変更に係る期限の緩
和

運営管理機関の登録事項に変更があった
ときは、その日から２週間以内に届け出
なければならないとの期間制限を緩和す
る。

　変更時より２週間以内に届け出ることは時間
的にタイトな場合もあるため、本期間制限を緩
和（例えば、変更の都度届け出を行うのではな
く、定期的に年１～２回の基準日時点における
情報を届け出れば可とする等）すべきである。
現状、役員の氏名及び住所等、頻繁に変更が生
じ得る事項については、とりわけ登録事項を管
理する事務負担が大きくなっている。

・確定拠出年金法 第89
条、第92条第1項
・確定拠出年金運営管理
機関に関する命令 第2
条、第3条

厚生労働省

○「各省庁における検討
状況」における記述
・運用管理機関の登録事
項の変更届け出期間の延
長については、適正な運
営の監督を担保する観点
から、認めることはでき
ない。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 50290001
東京海上日動火災保険株式会
社

1 生命保険の構成員契約規制の廃止 規制を撤廃していただきたい。

これまで実質的に制限を受けてい
た法人代理店による構成員契約の
取扱が可能となることで消費者利
益の向上を図ることが出来るとと
もに、保険会社や募集代理店にお
いても事務精査ロード等の削減に
よる効率化を図ることが出来る。

現在、企業代理店においては生命保険取扱を
謳っているにも関わらず、こと構成員の生命保
険募集については一律禁止となっており、構成
員からの生命保険の照会を受けた場合、ライフ
プランに合わせた保険設計などの十分な対応を
行うことができず、顧客対応として問題がある
（消費者利益の向上に悖る）状況にある。

保険業法第300条第1項5
号、同法施行規則第234
条、事務ガイドライン
2-2(3)、大蔵省告示第
238号

金融庁

5030 50300001 地方自治改革の会 1 教育委員会の委員の数の緩和

教育委員会の委員の人数は市では5人と法
で定められているが、上限或いは下限も
しくは一定の範囲を示し市町村の判断に
任せるようにされたい。またその場合に
は、行政コスト低減を図るために監査委
員等に見られるように最低人数を3人程度
にされたい。

行政改革により公務員の定数管理などを行うに
あたり、一般の行政職員のみならず、非常勤の
委員についても自治体独自の効率化を図ってい
くことが必要だと考える。監査委員などは２人
または３人とされていることからも他の委員の
人数も削減可能と考える。また、規模がさして
変わらない町村などにおいては人数が少なく設
定されていることが市においても人数削減が可
能な理由の一つと考える。さらにこれら委員は
地域によっては名誉職的なものもあると聞くの
で尚更削減を可能とされたい。

地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第3条

文部科学省
連絡はメールでお願いし
ます。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5030 50300002 地方自治改革の会 2 選挙管理委員会の委員の数の緩和

選挙管理委員会の委員の数は市において
は4人とされているが、上限或いは下限も
しくは一定の範囲を示し市町村の判断に
任せるようにされたい。またその場合に
は、行政コスト低減を図るために監査委
員等に見られるように最低人数を3人程度
にされたい。

行政改革により公務員の定数管理などを行うに
あたり、一般の行政職員のみならず、非常勤の
委員についても自治体独自の効率化を図ってい
くことが必要だと考える。監査委員などは２人
または４人とされていることからも他の委員の
人数も削減可能と考える。またこれら委員は名
誉職的なものもあると聞くので尚更削減を可能
とされたい。

地方自治法第１８１条 総務省
連絡はメールでお願いし
ます。

5031 50310001 社団法人不動産証券化協会 1
資産対応証券の募集取扱い要件の緩
和

資産対応証券の発行時において、特定資
産の譲渡人（オリジネイター）が自ら資
産対応証券の募集等を行わない場合、且
つ私募の場合に限り特定目的会社の取締
役又は使用人が資産対応証券の募集等が
できるようにしてほしい。

資産対応証券は証券取引法上の有価証券であ
り、原則、証券業者による募集・販売等が義務
付けられている。例外的に特定資産の譲渡人が
届出後に募集等を行う場合のみ、証券取引法の
適用除外となっている。
しかし、特定資産の譲渡人が必ずしも特定目的
会社の設立発起人ではないため、特定資産の譲
渡人が資産対応証券の募集をする制度を利用で
きないことがある。証券取引法では自己募集が
認められている。それと同様に、一般投資家へ
の影響が低いと思われる「私募」の場合に限
り、特定目的会社の取締役又は使用人が、資産
対応証券の発行時において資産対応証券の募集
等ができるようになれば、結果、事業の促進と
コストの削減につながり、より一層投資家利益
に資することとなる。

資産の流動化に関する法
律第150条の2

金融庁総務企画
局市場課
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5031 50310002 社団法人不動産証券化協会 2
特定持分信託の信託法第58条から適
用除外を明確化

資産流動化法の特定持分信託に関わる法
文において、信託法第58条の適用が除外
されることを法文上明らかにするか、あ
るいは、当局の解釈を一般に対して明確
化することを要望する。

特定持分信託は、その制度主旨上、当然の要請
として、信託契約は解除できないものとするこ
とが求められ、法文上も「委託者または受益者
が、信託期間中に解除を行わないこと」という
条件を付すことが求められている。ただし、信
託契約書にこのような条項を入れたとしても、
信託法第58条の適用があるのかどうかは明らか
でなく、制度主旨が充分に活かされていない。
そのため実務上は、信託法第58条の適用を避け
るために、受益者を複数にするという、制度主
旨からすれば、およそ本質的でない手当てを求
められることも多く、徒にスキームを煩雑化さ
せている。

資産の流動化に関する法
律第31条の2

金融庁総務企画
局市場課

5031 50310003 社団法人不動産証券化協会 3
特定社債に関する担保付社債信託法
の一部適用除外

特定社債について、担保付社債信託法の
一部適用除外とすることができるよう要
望する。

特定目的借入に担保をつけると、特定社債にも
担保をつけざるを得なくなる場合が多い。この
場合、担保付社債信託法が適用となる。その
際、以下の規程が適用され社債権者の保護が行
われる結果、柔軟な担保処分の仕組みを求める
社債権者の利益にかえって反することとなって
いる。社債権者の保護及び平等の原則の趣旨は
理解できるが、特定社債について、社債権者の
利益を守り、資産流動化法の活用を推進するた
め、当事者同士の合意のもと、資産流動化計画
に規定すること等一定の要件を満たす場合に、
以下の規程を適用除外とすることができるよう
に要望する。①「平等な担保利益の享受」（担
信法第71条）②「転質・流質契約の禁止」（担
信法第73条）③「担保の変更」（担信法第75
条）「担保権の順位の譲渡または放棄」（担信
法第75条の２）④「担保権の実行」（担信法第
82条）

資産の流動化に関する法
律第113条

金融庁総務企画
局市場課
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5031 50310004 社団法人不動産証券化協会 4 投資法人の資金調達手段の多様化
投資法人が発行できる債券として、投資
法人債に加え、ＣＰの発行を可能とする
ことを要望する。

投資法人の資金ニーズに柔軟に対応することが
できるように、資金調達手段としてＣＰを加え
る。短期資金の調達にあたり、ＣＰであれば現
状の借入に比べ調達コストが低いことから利益
が向上し、ひいては投資家の利益につながるた
め。8月の2次回答にあった、「調達コスト等に
ついての再調査」について①実施時期につい
て、その時期となる理由も含め具体的に示され
たい。②実施した調査内容の公表を行った上、
一般の借入金利よりＣＰの方が有利と判明した
場合には、ＣＰの発行が可能になるよう早期に
ご対応いただきたい。

投資信託及び投資法人に
関する法律

金融庁総務企画
局市場課

5031 50310005 社団法人不動産証券化協会 5 投資法人の規約変更手続の緩和

租税特別措置法等において、投資法人の
規約への記載が求められる改正があり規
約変更が必要となった場合にでも、投資
法人が規約へ記載しなければならない租
税特別措置法等で求められている要件を
既に満たしている場合には、暫定措置と
して次期投資主総会までの間は官報等へ
その旨を掲載するか、投資主への通知を
する事で済むよう要望する。

投資法人の規約変更は、投資主総会の承認を要
し、租特法等の改正が行われた場合に機動的な
規約変更が出来ないため。

投資信託及び投資法人に
関する法律第140条

金融庁総務企画
局市場課
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5031 50310006 社団法人不動産証券化協会 6 大量保有報告制度の導入

一般の株式等と同様に、証券取引法に規
定する大量保有報告制度（５％ルール）
を投資法人の投資証券にも適用されるよ
う要望する。

証券取引法で大量保有の５％保有者は大量保有
報告書を提出しなければならない（証券取引法
第27条の23）、と規定されており、その会社は
比較的早く大量保有者の保有割合等を把握する
ことができる。しかし、対象となる有価証券の
範囲に投資法人の投資証券が含まれていないた
めに、現状では投資法人の投資証券の大量保有
者は期末まで判明しない。今後、投資証券が公
開買付制度の対象に追加される予定であり、投
資法人及び投資主が早期に大量保有者を把握し
ておくことにより投資口の市場価格や市場にお
ける需給関係への影響を事前に予想できるた
め。

証券取引法第27条の23
金融庁総務企画
局市場課企業開
示参事官室

5032 50320001 杉原　司郎 1
　ハートビル法中の警告の設備の要件
の拡大。

　関係福祉施設等2000㎡以上の屋内施設
には、誘導ブロック（点状と線状ブロッ
ク）の敷設が義務付けられているが、そ
の誘導ブロック自体が、視覚障害者以外
（車椅子走行を含む）の歩行者（高齢
者、身体障害者）に対し、その凹凸が障
害に成っており、又、視覚障害者に対し
ても、障害となる場合がある。その為、
誘導ブロック（点状ブロックと線状ブ
ロック）によらない視覚障害者専用誘導
路の設備の敷設が可能となるよう関係条
文の改正を要望する。

　視覚障害者に対する警告の設備
として、誘導ブロック（点状、線
状ブロック）が示されているが、
高齢者、身体障害者にもやさしい
視覚障害者専用誘導路設備（ソフ
トマット等）の敷設が可能となれ
ば、高齢者、身体障害者等が円滑
に利用できる特定建築物の建築が
促進され、施設のユニバーサルデ
ザインの観点からも、多くの人々
に安心感を与え、公共の福祉の増
進に資することができる。

　現在、誘導ブロック（点状と線状ブロック）
は多くの公共施設等で敷設されているが、雨天
時の床ぬれによる高齢者や障害者の転倒、車椅
子等への振動による障害、又、誘導ブロックの
凹凸によるねんざなどの原因ともなっている。
しかし、施行令に2000㎡以上の屋内施設の玄関
から受付までは、誘導ブロック（点状と線状ブ
ロック）の敷設が示されており、それを受けて
国土交通省の示した建築設計基準では、形状が
突起のあるものが実質の標準とされ、他の方式
による警告の設備は導入できない現状である。

　「高齢者、身体障害者
等が円滑に利用できる特
定建築物の促進に関する
法律施行令」第7条2号
「廊下等」、第8条5号
「階段」、第9条4号「階
段に代わり、又はこれに
併設する傾斜路」、第14
条第2項第1号「案内設備
までの経路」。

国土交通省

（添付資料）１．パンフ
レット　２．ＣＤ　３．
Ｑ＆Ａ　４．新聞
（福祉機器展出展資料）
５．第３１回国際福祉機
器展Ｈ･Ｃ･Ｒ　２００４
６．中小企業総合展２０
０４in Tokyo　７．中小
企業総合展２００４in
Kansai
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その他
（特記事項）

5032 50320002 杉原　司郎 2
　交通バリアフリー法による屋内の誘導
施設の要件の拡大

　現在、駅構内（公道を含む地下道）、
空港施設内において、誘導ブロック（点
状ブロックと線状ブロック）の敷設が義
務付けられている。その誘導ブロック敷
設自体が、視覚障害者以外（車椅子走行
を含む）の歩行者（高齢者、身体障害
者）に対し、その凹凸が障害に成ってお
り、又、視覚障害者に対しても、障害と
なる場合がある。その為、誘導ブロック
（点状ブロックと線状ブロック）によら
ない視覚障害者専用誘導路の設備の敷設
が可能となるよう関係条文の改正を要望
する。

　現在、駅構内、空港施設内にお
いて、誘導ブロック（点状ブロッ
クと線状ブロック）の敷設が義務
付けられているが、高齢者、身体
障害者にもやさしい視覚障害者専
用誘導路設備（ソフトマット等）
の敷設が可能となれば、国土交通
省の示されている「高齢者、身体
障害者等の利用を配慮した建築設
計基準」にも合致し、高齢者、身
体障害者はじめ多くの人々に対
し、広くユニバーサルデザインと
して、公共交通機関の更なる信頼
性につながるものと確信するもの
である。

　現在、誘導ブロック（点状と線状ブロック）
が、駅構内、駅に至る屋内道路（公道）に敷設
してあるが、通常の歩行時、又、車椅子での走
行に対しての振動、高齢者や障害者に与える、
このブロックの凹凸が原因による事故は多く聞
くところである。そのような現状の中、交通バ
リアフリー法の中で、形状が突起のあるもの
で、点状と線状ブロックの使用を義務付け、
又、その組み合わせまで、指導の対象となって
いる為、他の方式による警告の表示の設備も導
入できない現状である。

１．「公共交通機関」
1条旅客施設1号鉄軌道駅
6項による、国土交通省
告示第175号「高齢者、
身体障害者等が円滑に利
用できる特定建築物の建
築に関する法律施行令」
平成6年政令第315号第7
条第2号ただし書、第8条
第5号ただし書、第9条第
4号ただし書、第14条第1
項ただし書及び同条第2
項第2号ロの規定（平成
15年3月6日）「高齢者、
身体障害者等が円滑に利
用できる特定建築物の建
築に関する法律施行令の
規定」第1～第5条。

国土交通省

（添付資料）１．パンフ
レット　２．ＣＤ　３．
Ｑ＆Ａ　４．新聞
（福祉機器展出展資料）
５．第３１回国際福祉機
器展Ｈ･Ｃ･Ｒ　２００４
６．中小企業総合展２０
０４in Tokyo　７．中小
企業総合展２００４in
Kansai

5033 50330001 西田正史 1
農家の直売にかかる米の検査の撤廃・
改革

農家が自分で作ったお米を検査しないで
も表示して販売させて欲しい

農家自身が丹精込めて作ったお米
をて販売するのに、検査を受けな
ければ、表示をして販売する事が
できない。しかし、その検査は表
示内容の検査をするのに十分でな
く検査の必要性に疑問がある。ま
た、検査は農家にとって大変な労
力や経費がかかる。（不正がおこ
なわれたときの、罰則はあって当
然）行政改革により検査も民間に
移行してからは、いぜんより大変
やりにくくなった。表示と中身の
確認方法はもっと他にもあるはず
と考えられる。

①表示内容（産地。銘柄・産年）が検査で十分
な確認ができないと思われる。②検査は農家に
とって大変な労力、経費がかかる。③販売で大
切なのは事前の検査より消費者が購入する時点
での表示と中身が一致しているかである。（店
頭などの抜き打ち検査などはよいと思う。）④
販売農家が責任を持ち自意識を持って栽培、販
売することになる。⑤身近なJA出荷の米価は下
落の一方で農家はすでに気力を失っている、自
力で販売しようとするとき、今までの検査は農
家に重荷を課せている。

農産物検査法
JAS法

農林水産省
直売の（生産者がわかる
米の販売）の場合を言っ
ているのです。
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5034 50340001 佐藤貿易 1
火薬類の輸入業者の販売営業許可の
除外

火薬類の輸入業者には、火薬類の販売営
業許可がなくても、輸入した火薬類につ
いては販売営業が行えるようにしてほし
い。

火薬類の製造業者は、販売営業許可がなくても
製造した火薬類の販売営業を行うことが認めら
れている。輸入業者は火薬類を輸入するにあた
り、輸入割当の取得、輸入許可の取得、輸入の
届出を行い、更に火薬類の販売営業許可を受け
ている。製造物責任法では国外で製造された物
を輸入した者も製造業者として同等に扱われて
いる。よって、輸入した物の販売を目的として
輸入割当、輸入許可、及び輸入の届出を行い、
輸入品を輸入した業者が販売する場合は販売営
業の許可がなくても販売できるようにしていた
だきたい。

火薬類取締法第5条 経済産業省  

5034 50340002 佐藤貿易 2
輸入割当を受けている火薬類の輸入許
可の除外

火薬類の輸入で、輸入貿易管理令による
輸入割当を受けて輸入している場合は、
火薬類取締法の輸入許可を不要としてほ
しい。

輸入割当を取得し、更に輸入許可を取得し、輸
入後に輸入届出が行われており、３重の規制と
なっている。更に、輸入品を販売したり、購入
したり、使用する行為ごと個別にすべて３回の
許可を受けている。また、販売営業業者には行
政機関や警察より事業所において毎年３回以上
の立ち入り検査が行われ、十二分に行政機関は
規制や取締りが行えている。輸出の場合は、過
去に輸出割当と輸出許可が２重の規制であると
して輸出許可は不要となっている。輸入割当を
取得した火薬類を輸入する場合は、輸入許可を
不要として簡素化してほしい。

火薬類取締法第24条 経済産業省
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5034 50340003 佐藤貿易 3
火薬とされている模型ロケット用噴射推
進器の火工品への分類変更

輸入時に「火薬」と分類されている模型
ロケット用噴射推進器の分類を「火工
品」へと変更していただきたい。

火工品は、社団法人全国火薬類保安協会の行う
火工品安全性評価制度による審査を受けると、
火薬を含有しても火薬類取締法の適用を除外さ
れる商品として認定を受けられるが、模型ロ
ケット用噴射推進器は輸入割当で「火薬」と分
類され輸入されるため、社団法人全国火薬類保
安協会が行う審査を受けられず、高い危険性が
なくても火薬類取締法の適用除外品としての認
定を受けられない状態にある。よって、「火工
品」と分類を変更して審査を受け、火薬類取締
法の適用除外品としての認定を受けられるよう
にしていただきたい。

輸入貿易管理令第９条第
１項、火薬類取締法第２
条第１項第１号

経済産業省

5034 50340004 佐藤貿易 4
（上記の続き）火薬とされている模型ロ
ケット用噴射推進器の火工品への分類
変更

（上記の続き）輸入時に「火薬」と分類
されている模型ロケット用噴射推進器の
分類を「火工品」へと変更していただき
たい。

模型ロケット用噴射推進器は、米国より国連番
号UN0432　Articles, Pyrotechnic（日本語
名：料薬火工品）として輸出され、輸送されて
来るが、日本では薬量２０グラム以上のものを
関税率表第36・01 項に該当する貨物とし、
「火薬」と分類されており、輸入割当の取得と
輸入許可の取得の両方が必要となる。本品は
「火薬」という物質ではなく「火工品」という
物品に該当するため、分類を輸入割当の不要な
国連番号UN0432に準じる「火工品」に変更し、
輸入許可のみで輸入が行えるようにしていただ
きたい。

輸入貿易管理令第９条第
１項、火薬類取締法第２
条第１項第１号

経済産業省
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5034 50340005 佐藤貿易 5
（上記の続き）火薬とされている模型ロ
ケット用噴射推進器の火工品への分類
変更

（上記の続き）輸入時に「火薬」と分類
されている模型ロケット用噴射推進器の
分類を「火工品」へと変更していただき
たい。

模型ロケット用噴射推進器は、米国・欧州では
ＧＨＳ(化学品の分類及び表示に関する世界調
和システム )により、火工品と分類され、国連
試験（危険物の輸送に関する国連勧告、試験お
よび判定基準）により等級１．４の火薬類とし
て、高い危険性が認められない物質、混合物及
び物品に分類されている。日本も国連の基準に
準拠した扱いとして、火工品として分類し危険
有害性を国連に準じて評価していただきたい。

輸入貿易管理令第９条第
１項、火薬類取締法第２
条第１項第１号

経済産業省

5034 50340006 佐藤貿易 6
ノーアクションレター制度の地方公共団
体が処理する事務への拡大

地方公共団体が処理する事務でも、ノー
アクションレター制度での回答を法令を
所管する省庁あるいは、都道府県知事や
市町村町より回答していただけるように
していただきたい。また、省庁のみを対
象としないで、都道府県知事や市町村長
が行政処分を行っている場合、都道府県
知事や市町村長へも照会・回答ができる
ように、地方分権を認めていただきた
い。

ノーアクションレター制度は、地方公共団体が
処理する事務は含まれていないが、大臣の権限
に属する事務で、都道府県知事が事務を行うこ
ととされているような場合、権限は地方公共団
体ではなく大臣にあるので、法令の所管省庁あ
るいは該当する都道府県知事等を通じてノーア
クションレター制度による回答がいただけるよ
うにその範囲を拡大していただきたい。また、
事案によっては、行政処分が国と地方公共団体
の両者より必要となるため、現在の制度は地方
公共団体は含まれておらず、活動を制限されて
たままである。

総務省
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5034 50340007 佐藤貿易 7
モデルロケット用エンジンの「がん具」と
しての取扱範囲の拡大

モデルロケットエンジンで過塩素酸塩を
使用したものも「がん具」として認めて
いただきたい。

　

日本では、特定の米国企業が製造した硝酸塩を
用いたモデルロケットエンジンのみが「がん
具」として指定されているため、米国・欧州の
その他の企業が製造している過塩素酸塩を用い
たモデルロケットエンジンは「がん具」として
輸入できない。日本で、どのようにして硝酸塩
を使用したもののみが「がん具」として判断さ
れているのか、その基準が行政機関より公表さ
れておらず、その過程が不明朗である。

火薬類取締法 経済産業省

5034 50340008 佐藤貿易 8
(上記の続き)モデルロケット用エンジン
の「がん具」としての取扱範囲の拡大

(上記の続き)モデルロケットエンジンで
過塩素酸塩を使用したものも「がん具」
として認めていただきたい。

　

米国・欧州ではモデルロケットエンジンは、硝
酸塩を使用した製品でも過塩素酸塩を使用した
製品でもＧＨＳ（化学品の分類及び表示に関す
る世界調和システム）により、危険度の等級
１．４（高い危険性が認められない物質、混合
物および物品。）として同等に扱われているも
のが、日本では危険度により分類されておら
ず、使用した物質で分類されており、硝酸塩を
使用した製品のみが「がん具」とされているの
で、米国・欧州のように危険度により「がん
具」を分類していただきたい。

火薬類取締法 経済産業省

87/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 50340009 佐藤貿易 9
イグナイターの「がん具」としての取扱
範囲の拡大

モデルロケットエンジン用のイグナイ
ターで過塩素酸塩を使用したものも「が
ん具」として認めていただきたい。

　

日本では、特定の米国企業が製造した硝酸塩を
用いたモデルロケットエンジン用のイグナイ
ターのみが「がん具」として指定されているた
め、米国・欧州のその他の企業が製造している
過塩素酸塩を用いたモデルロケットエンジン用
のイグナイターは「がん具」として輸入できな
い。日本で、どのようにして硝酸塩を使用した
もののみが「がん具」として判断されているの
か、その基準が行政機関より公表されておら
ず、その過程が不明朗である。

火薬類取締法 経済産業省

5034 50340010 佐藤貿易 10
(上記の続き)イグナイターの「がん具」と
しての取扱範囲の拡大

(上記の続き)モデルロケットエンジン用
のイグナイターで過塩素酸塩を使用した
ものも「がん具」として認めていただき
たい。

　

米国・欧州ではモデルロケットエンジン用のイ
グナイターは、硝酸塩を使用した製品でも過塩
素酸塩を使用した製品でもＧＨＳ（化学品の分
類及び表示に関する世界調和システム）によ
り、危険度の等級１．４（高い危険性が認めら
れない物質、混合物および物品。）として同等
に扱われているものが、日本では危険度により
分類されておらず、使用した物質で分類されて
おり、硝酸塩を使用した製品のみが「がん具」
とされているので、米国・欧州のように危険度
により「がん具」を分類していただきたい。

火薬類取締法 経済産業省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5035 50350001
埼玉県久喜市吉羽土地区画整
理組合

1
土地区画整理事業における保留地の
流動化促進

保留地については、土地区画整理組合の
長（以下、理事長という）による証明を
もって登記可能とするよう土地区画整理
法などの関係法を改訂する。

保留地について必要な場合には、
理事長は、関係法*所定の要件を
充たす証明書（保留地権利書）を
発行するものとし、関係者は、該
証明書をもって保留地につき登記
をすることができる。

*民法第177条、不動産登記法第
117条など

　土地区画整理事業は長年月にわたって行われるの
で、その間に保留地の換金処分を希望する権利者が
現れるのは当然である。一方、保留地について購入
を希望する第三者も少なくない。しかし現行法で
は、保留地は換地処分までの間登記できないことか
ら、購入者は金融機関から十分な融資を受けられな
い。ために保留地の流動化が進まず、国も不動産免
許税を徴収できない。
　上記実態を改革するために、「保留地を法務局の
管理として通常の土地に準ずる扱いとすべき」との
構想もあるが、区画整理中の保留地を正確に特定す
ることは法務局に過大な負担*を強いるものであるか
ら、かかる構想は現実的とは言いがたい。
*事業進行とともに経時的に変化する土地状況の把
握、それにもとづく位置図、街区、画地、地積の特
定などの作業は、整理事業に通暁した多数の要員を
必要とする。（資料A）
　この問題を解決するため当組合では、かねてより
保留地の特定と表示に関する研究をおこなってきた
が、先年独自の方式を確立した（資料B）。これによ
れば関係法に合致した証明書（資料C）を迅速に作成
できるので、これにもとづき組合と金融機関等との
協定により、適正な融資「保留地ローン」がなされ
るようになっている。さらに、抵当権付きの保留地
の第三者への転売の場合にもこの証明書（資料Cに加
えて抵当権につき明記）をベースに融資が円滑に行
われており、過去の事例は100件近い。
このような実績があるものの、現行の土地区画整理
法のもとでは換地処分までは保留地の登記ができな
いことから、通常の土地に比べて保留地の流動性は
低い。一般に未登記の土地への融資は、抵当権設定
が難しいことから、金融機関は前向きではないから
である。　そこで、理事長に証明書（保留地権利
書）発行の権限を与え、これをもって保留地の登記
を可能とするよう関係法の改訂を要望する。

5036 50360001
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

1
理容業法・美容業法の解釈の拡大、最
終的には法律の一元化を希望します。

美容師資格と理容師資格の相互受け入れ
（美容所での理容師の就業、理容所での
美容師の就業許可）
→美容所登録と理容所登録の一元化

本件は女性向けの顔そりサービス
を想定したものです。
美容師がこれを行えるようにして
もよいのですが、それには技術の
裏付けが必要ですので、理容師が
美容所に就業できるようにするこ
とにより、女性向け顔そりサービ
スを美容サービスの一部に組み込
むことができ、市場の拡大が実現
できると考えています。

女性の美容処方の一つとして根強いニーズのあ
る顔そり（産毛そり）ですが、法律上美容師が
行うことができないため、原則理容所へ行かな
くてはなりません。ところが女性の顔そりとは
化粧ののりをよくする目的のため、男性の髭剃
りとは違い肩まで露出しなければならないので
すが、理容所は男性を対象とした店舗がほとん
どのため、女性の来店に対応していません。
元々理容業法と美容業法がそれぞれ男性と女性
を対象として分野調整をすべく成り立ってきた
ことは想像に難くありませんが、昨今、美容所
を利用する男性の多さは誰もが知るところであ
り、法律そのものが実情に追いつかなくなって
います。新規の資格取得者数をみても、理容師
のそれは美容師の約　1/10に過ぎず、近い将来
実態としての理容所が成り立たなくなった場
合、現在の法律が有名無実化することは明らか
です。
今回は具体的に顔そりサービスを取り上げまし
たが、最終的には業法そのものの見直しと共に
現実に則した統一化が急がれるのではないで
しょうか？そのための第１段階として、まず、
要望に記した美容資格と理容資格の相互受け入
れを認めていただきたいと要望します。

美容業法
理容業法

厚生労働省健康
局生活衛生課
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5036 50360002
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

2
準住居地域内における自動車修理工
場の床面積規制緩和

現在、準住居地域内の自動車修理工場の
床面積は、150平方メートル以内と規定さ
れていますが、商業地域内の３００平方
メートル以内への面積の拡大を要望（騒
音防止対策等条件付加でも可）

全国　車検台数約3,050万台
（内、持込台数　22％）
16.3末　全国認証工場数　88,627
内、指定工場数　28,278
1認証工場車検台数　110台
【一例】指定工場が約1,200工場
増加した場合の台数効果（ｻｰﾋﾞｽ
（時間等））
110×1,200=　132,000台
使用者負担の軽減額（持込費用を
1万円とした場合）
132,000台×10,000=　13億2千万
円の自動車ユーザーの自動車関係
経費の軽減に繋がる効果が期待で
きる。

*認証工場数等は、日整連H/P　よ
り

自動車修理工場には、①認証工場（当該工場で
修理した車を検査法人に持込車検を受ける）②
指定工場（当該工場に検査機器等を設置し、検
査員の検査により検査法人に持込まない）の2
種（限定資格を含め）がありますがユーザー
ニーズに対応したピットサービスを提供するに
は、現在の認証工場面積では基準一杯の作業ス
ペースとなり、ユーザーよりの車検整備作業
ニーズの高まりによる対応として、指定資格取
得には、基準作業面積に不足をきたす為、ここ
に、検査機器等設置面積として現在の基準150
平方メートルに加え、150平方メートルの追加
（合計300平方メートル以内）を要望

建築基準法　昭和25年5
月24日　法律　第201号
別表第2（と）

国土交通省

5036 50360003
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

3
エアロスポイラ取付けに関わる規制の
緩和

平成15年12月9日国土交通省告示1544号
第3節第178条第2項2号イ　のエアロ・ス
ポイラは自動車に装着を行う場合、自動
車の最前端又は最後端にならないもので
あることとありますが、この事項に関す
る規制の緩和を要望します。

以下のとおり、要望理由における
波紋がさけられる。
①流通在庫の廃棄による損失を回
避できる。
②エアロパーツメーカーの損失を
防げる。

平成7年11月16日自技234号・自整262号におい
ては、エアロスポイラは指定部品扱いになって
おり、自動車に装着する際に全長（最前端・最
後端）を超えてもよいと認識していましたが、
前記の告示内容と矛盾が発生していると判断し
ています。
尚、カー用品業界においては、平成7年に規制
緩和されたものと認識しており、既にこの規制
に抵触するエアロスポイラは、膨大な数が販売
されていると考えられ、大きな波紋が予想され
るため。

具体的要望内容・要望理
由のとおり

国土交通省　交
通局　企画課
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管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号
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要望事項
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要望理由 根拠法令等
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所管官庁

その他
（特記事項）

5036 50360004
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

4
懸賞景品告示における共同懸賞事業
者の概念の緩和

現状フランチャイズチェーンにおいて懸
賞景品告示を行おうとした場合、一般懸
賞とされ、限度額が最高10万円・総額懸
賞に係る売上予定総額の2％と規定されて
いる。
商店街等での共同懸賞の場合は、最高30
万円・総額懸賞に係る売上予定総額の3％
と一般懸賞より大きく認められている。
共同懸賞の概念に、フランチャイズ
チェーングループにおける懸賞も含めて
頂きたい。

各種懸賞を企画した場合、最高額が大きくなる
ことにより、より企画・選択の幅が広がる。

独占禁止法・景品表示法 公正取引委員会

5036 50360005
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

5
市街化調整区域における開発許可要
件の緩和

都市計画法では、当該開発地域において
居住している者の日常生活のために必要
な物品の販売等を行う店舗の建築は認め
られている。
その要件に、住宅販売の為のモデルハウ
ス建築を認めて頂きたい。

モデルハウスを建築することにより、地域住民
の新居建築・増築・改築のための一助になると
考えられる。

都市計画法
国土交通省・各
都道府県
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5036 50360006
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

6
建設業許可要件の緩和

1.　住宅フランチャイズを展開する場
合、小規模店舗であれば店舗毎ではなく
地域の責任者で充分対応出来る為、管理
責任者及び専任技術者の要件を緩和して
頂きたい。
2.　建設業者として届出る決算報告書を
指定書式に記載しなければならないが、
上場企業であれば、営業報告書及び有価
証券報告書の提出でそれとみなして頂き
たい。

1.　住宅FCのフランチャイズ店の店舗展開及び
直営店展開をより積極的に行うことが出来る。
2.　申請手続きの簡略化

建設業法 国土交通省

5036 50360007
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

7
ハローワークでの独立開業希望者の斡
旋について

ハローワークにおける受付が雇用のみと
なっているので、別部門として独立事業
者の希望者に対する受付部門を設置し、
独立自営オーナー募集の登録・独立相
談・独立開業説明会を開催できるように
してほしい。

雇用の拡大

失業者の職業斡旋・紹介に雇用契約以外にも独
立開業等フランチャイズ加盟に関する説明会等
も斡旋し、増大する失業者の就業先間口を拡大
すべく、ハローワークの窓口業務の規制緩和を
要望する。

職業安定法第４条第１項
「職業紹介」

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5036 50360008
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

8

土地・家屋（固定資産）の名寄せ帳(課
税台帳）の取得のための申請手続き、
申請書類（フォーマット）等の全国統一
（固定資産課税台帳の縦覧時）

①郵送で申請する場合の申請方法の統一
について
ex.申請書のフォーマットが自治体により
異なる（存在しない）。
ex.取得時に、各自治体により手数料の有
無が存在。（無料もあり）
②名寄せ帳のフォーマットについて
ex.各自治体により記載項目内容や表記配
列がことなり、見づらい。
ex.該当物件の所在地表示が、町名のみの
記載があり、物件所在地が判別し難い。

自社資産の評価を確認する際、各自治体により
取得手続き、フォーマットが統一されていない
ため、確認作業が煩雑になっており、手続き等
の簡素化を要望するものであります。

5036 50360009
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

9
コンビニエンスストアにおける地方自治
体との料金収納契約の契約自動更新

地方自治体や地方公営企業と単年度契約
している。
水道・ガス料金及び地方税（自動車税・
固定資産税・市県民税等）、国民健康保
険料等の料金収納契約を自動更新してい
ただきたい。
また、今後の契約についても契約自動更
新としたい。

現在、地方公営企業及び地方自治体との単年度
契約数は40を超えており、毎年、新年度の始ま
る4～5月に再契約を行うための契約書の再作成
に膨大な時間と手間がかかる。
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5036 50360010
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

10
地方自治体のCVS本部及び店舗の立
ち入り検査の免除及び緩和

地方自治体による納付済通知書（CVS本部
控）保管状況確認の立ち入り検査の免
除。
また、報告書に代えるなどの緩和措置。

全国47都道府県の3,000以上の市町村が公金
（水道料金、自動車税、固定資産税、市県民税
等）収納の納付済通知書（CVS本部控）の保管
状況の立ち入り検査を実施した場合、CVS側の
準備作業の負荷が大きい。

地方公営企業法＝第27条
2項
地方自治法施行令＝第
158条

総務省、財務
省、自治省

5036 50360011
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

11
「みりん」について販売上の表示義務対
象からの除外

現在、みりんは酒税法上の酒類として分
類され、販売場所においても他の食品と
は違った「これはお酒です」の表示が義
務付けられています。
徴税対象の酒類であることは当然として
も用途が調味料であることからこうした
表示義務の対象から除外していただくこ
とを要望します。

みりんの売場における「これはお
酒です」の表示からの除外

みりんは大多数が調味料として認識され、アル
コール分が含まれていることは知られています
が、生活者感覚では「調味料」として認識され
ています。
したがって、未成年の飲酒防止や健康管理の側
面からも飲酒は考えにくく、こうした表示で注
意を喚起すべき対象ではないと考えます。

酒税の保全及び酒類業組
合等に関する法律　第86
条の6

国税庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370001
社団法人全国信用組合中央協
会

1
自己資本比率算出の際の貸倒引当金
の繰入限度額の引上げ

貸倒引当金について、自己資本算出上の
分子（自己資本額）算入割合を国際統一
基準行と同レベル（１.２５％）まで緩和
すること。

貸倒引当金の計上は国内基準、国際統一基準に
かかわらず企業会計に基づき計上することとさ
れ、また金融検査マニュアルの償却・引当基準
が厳格化されたことにより、貸倒引当金が従来
より増加している。

大蔵省告示第１９２号
（平９．７．３１）

金融庁

5037 50370002
社団法人全国信用組合中央協
会

2
協金法第２条第３項に基づく「自己資本
率規制」の廃止

金融機関の健全性の確保の観点から、金
融機関には資産に対する自己資本の額が
４％以上（国際基準を採用する金融機関
は８％以上）とする統一された「自己資
本比率規制」がある。敢えて二重に規制
する必要性はないため、これを廃止する
こと。

信用組合の場合、協金法第６条第１項による銀
行法第１４条の２の準用により「自己資本比率
規制」が適用され、また、この「自己資本比
率」は他の金融機関と同様、ディスクロー
ジャー誌に掲載し、広く預金者等に周知するこ
とが法律で義務付けられている。一方、「自己
資本率規制」は、信用組合にのみ規定されてい
るが、その目的は信用組合の健全性の確保にあ
るとされ、「自己資本比率規制」と同じであ
り、二重の規制となっている。

協同組合による金融事業
に関する法律（協金法）
第２条第３項

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370003
社団法人全国信用組合中央協
会

3
脱退組合員の出資持分の一時取得に
ついて

信用組合においても組合員の脱退（自由
脱退）に際し、当該組合員の出資金を譲
り受ける者がいない場合、信用金庫と同
様に、一時的にその出資金を譲り受ける
ことができるようにすること。

組合員の出資金を信用組合が取得することは、
脱退者の一時取得を含め、中小企業等協同組合
法第６１条により禁止されている。信用金庫に
おいても、持分の取得は原則禁止されている
が、自由脱退の場合に限り、定款で定める範囲
内で、一時取得が認められている。

中小企業等協同組合法第
６１条

金融庁

5037 50370004
社団法人全国信用組合中央協
会

4 事業報告書の総（代）会承認制の廃止

商法上の株式会社と同様に、事業報告書
の総(代)会承認を不要とし、報告事項と
すること。（商法第２８１条では、営業
報告書を作成し取締役会の承認を受ける
ことが規定されており、さらに第２８３
条において総会に報告することが定めら
れている）

事業報告書は、商法上の会社の営業報告書と同
様に信用組合の事業運営に関する事実を記載す
るものであり、承認を要するものではない。

協金法第５条の４第１
項、第７項

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370005
社団法人全国信用組合中央協
会

5
附属明細書の総（代）会への報告の廃
止

商法上の株式会社と同様に、附属明細書
の総(代)会への報告を不要とすること。

商法第２８１条では、付属明細書を作成し取締
役会の承認を受けることが規定されているが、
同第２８３条では総会報告事項として定められ
ていない。

協金法第５条の４第１
項、第７項

金融庁

5037 50370006
社団法人全国信用組合中央協
会

6 定款への従たる事務所の記載の廃止
商法第１６６条第１項第８号と同様に主
たる事務所のみの記載とすること。

中企法第３３条では、事務所の所在地について
定款の絶対必要事項として規定されているが、
商法第１６６条第１項第８号では主たる事務所
のみの記載とされている。

中企法第３３条 金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370007
社団法人全国信用組合中央協
会

7
営業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底

営業用不動産の有効活用については、原
則自由である旨、運用上徹底する。

平成１５年６月に事務ガイドラインが公表され
たが、財務局では営業用不動産の取扱いについ
ては、旧事務連絡ベースでの指導が依然として
行われている。
店舗の廃止等により生じた遊休不動産を賃貸す
ることが営業用不動産の有効活用に該当するか
どうかの基準が不明確である。

金融庁

5037 50370008
社団法人全国信用組合中央協
会

8 業務取扱い時間変更届出の簡素化

インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱い時間変更届出
については、届出不要、もしくは半期ご
との一括届出の対象とすること。

インストアブランチなど出店先の営業時間の変
更に伴う業務取扱い時間の変更に弾力的に対応
できるようにするため。

協金法施行規則第１６条
第１項第７号、第１６条
第４項

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370009
社団法人全国信用組合中央協
会

9 業務方法書の廃止

業務方法書は、規制監督の手段として協
同組織金融機関に限り設けられた制度で
ある。金融機関に対する規制監督のあり
方が、各金融機関の自己責任原則の観点
から、事前調整型から事後監視型に移行
した現状にあって、業務方法書を存続さ
せる必要性は乏しいため、これを廃止す
ること。

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織
金融機関に限り設けられた制度である。金融機
関に対する規制監督のあり方が、各金融機関の
自己責任原則の観点から、事前調整型から事後
監視型に移行した現状にあって、業務方法書を
存続させる必要性は乏しいため。

協金法第３条第１項第８
号

金融庁

5037 50370010
社団法人全国信用組合中央協
会

10
コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、中小企業
（資本金３億円以下等）、地方公共団体
や特別法で定められた地方公社等をその
範囲に含めること。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）
の適用対象を拡大し、資金調達手段の多様化を
図ることが必要である。

特定融資枠契約に関する
法律第２条

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370011
社団法人全国信用組合中央協
会

11
全国信用協同組合連合会の会員以外
の者に対する貸付限度にかかる規定
の変更

全国信用協同組合連合会の会員以外の者
に対する貸付限度の定めを根拠法である
中小企業等協同組合法の規定から削除す
る。

全国信用協同組合連合会における会員以外の者
に対する貸出限度は、根拠法である中小企業等
協同組合法において規定されているものの、他
の系統中央金融機関である信金中央金庫および
労働金庫連合会は、それぞれの根拠法である信
用金庫法、労働金庫法に規定されておらず、
「業務方法書」の「業務の方法」にそれぞれの
経営実態等に照らし合わせ定められている。

中小企業等協同組合法第
９条の９、中小企業等協
同組合法施行令第８条

金融庁

5037 50370012
社団法人全国信用組合中央協
会

12
全国信用協同組合連合会の会員以外
の者に対する債務保証又は手形の引
受けの取扱い

全国信用協同組合連合会の会員以外の者
に対する債務保証又は手形の引受けの定
めを「中小企業等協同組合法による信用
協同組合及び信用協同組合連合会の事業
に関する内閣府令」の規定に追加する。

①中小企業等協同組合法において、全国信用協
同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸
付、手形の割引については、会員に対する資金
の貸付等を妨げない限度において行わなければ
ならなく、また、これを行う場合、当局の認可
が必要であり、全国信用協同組合連合会の会員
以外の者に対する貸付先は、国、公共法人、公
益法人、証券取引所に上場されている株式会社
などが認可されている。②債務の保証、手形の
引受けは、会員のためやその他内閣府令（国民
生活金融公庫等の業務の代理として行う債務の
保証、外国為替取引に伴って行う債務の保証又
は手形の引受け、子会社に対する債務の保証又
は手形の引受け、会員である信用協同組合の組
合員のためにする債務の保証又は手形の引受
け）で定められているものの、会員以外の者に
対する貸付として認可されている先への債務の
保証又は手形の引受けは認められていない。
これに対して、他の系統中央機関である信金中
央金庫においては、会員以外の者に対する貸付
として認可されている先に対しても債務保証等
が可能となっている。

中小企業等協同組合法第
９条の９、中小企業等協
同組合法による信用協同
組合及び信用協同組合連
合会の事業に関する内閣
府令１条の２

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370013
社団法人全国信用組合中央協
会

13
信用組合による保険窓販商品の範囲
の拡大等

窓販できる保険商品を限定するのではな
く、窓販できない保険商品を列挙し、原
則自由とすること。

窓販商品を制限する根拠として圧力販売などの
弊害が挙げられるが、金融商品販売法、消費者
契約法等の法整備によってそのような懸念は少
なくなっている。

保険業法第２７５条、保
険業法施行規則第２１１
条　等

金融庁

5037 50370014
社団法人全国信用組合中央協
会

14 生命保険募集人登録の簡素化
生命保険募集人登録に際して、登録申請
者の住民票又はこれに代わる書類の提出
を不要とすること。

登録対象者、登録金融機関双方にとって事務負
担が大きい。

保険業法第２７７条、第
２８０条、保険業法施行
規則第２１４条第１項第
３号

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370015
社団法人全国信用組合中央協
会

15 生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の募集において、法人募集代理
店の役員・従業員又は当該法人募集代理
店と密接な関係を有する法人の役員若し
くは使用人に対する募集禁止の規制（構
成員契約規制）を廃止しすること。

法人募集代理店として生命保険の募集を行う際
に障害となっている。

保険業法第３００条第１
項第９号、保険業法施行
規則第２３４条第２号

金融庁

5037 50370016
社団法人全国信用組合中央協
会

16
中小企業等協同組合法を設立根拠と
する組合が行う共済商品を窓口で取扱
うことについて

中小企業等協同組合法第９条の２第１項
３号の規定等に基づき、協同組合等が行
う共済契約について、信用組合の窓口で
募集の取扱いができるようにすること。

協同組合等が行う生命共済等の共済事業は、こ
れと類似する保険が、保険業法により信用組合
において販売できるにも拘らず　信用組合が生
命共済等共済商品を窓口で取扱うことができな
いため。

中小企業等協同組合法第
９の２第１項３号、第９
条の７の２

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370017
社団法人全国信用組合中央協
会

17 協金法に基づく業務内容方法書の廃止
協金法上の業務内容方法書を独立させて
存在させる必要は乏しいので、これを廃
止すること。

証券業務に関する業務内容方法書には、協金法
に基づく業務内容方法書と証取法に基づく業務
内容方法書の２種類があり、前者の内容は後者
の内容に包含されている。

協金法第３条第１項第４
号、第３条第２項

金融庁

5037 50370018
社団法人全国信用組合中央協
会

18
確定拠出年金制度における営業職員
による運用関連業務の兼務禁止の撤
廃

営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等
の事務の兼務禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係
る情報提供）と運用商品の販売等の事務の兼務
が禁止されているため、加入者の利益が阻害さ
れている。

確定拠出年金法第１００
条第７号、確定拠出年金
運営管理機関に関する命
令第１０条第１号

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370019
社団法人全国信用組合中央協
会

19
企業型年金におけるマッチング拠出の
解禁

企業型年金の掛け金拠出において、加入
者の自己負担による追加拠出（マッチン
グ拠出）ができるようにすること。

企業型年金の掛け金拠出は、事業主が行うこと
とされており、加入者の自己負担による追加拠
出（マッチング拠出）ができない。

確定拠出年金法第１９条 厚生労働省

5037 50370020
社団法人全国信用組合中央協
会

20 確定拠出年金の拠出限度額引上げ
既存の退職給付制度からの移行や加入者
の自主的な努力を支援するためにも、拠
出限度額の引き上げを行うこと。

既存の退職給付制度からの移行や加入者の自主
的な努力を支援するため。

確定拠出年金法第２０
条、第６９条、確定拠出
年金法施行令第１１条、
第３６条

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370021
社団法人全国信用組合中央協
会

21
運営管理機関登録に係る変更届提出
対象事項の緩和

軽微な変更事項については、年１回等の
変更届出書提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の管理事務
負担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の選定等に
及ぼす影響が少ないと認められる事項（非常勤
役員の変更、資本金額の小額変更等）について
は、加入者保護の観点からも、変更の都度届け
出る必要性は低いと考えられるため。

確定拠出年金法第９２条
第１項

厚生労働省

5037 50370022
社団法人全国信用組合中央協
会

22
協金法に基づくリスク管理債権の開示
と金融再生法に基づく資産査定の開示
の一本化

協金法に基づくリスク管理債権の開示と
金融再生法に基づく資産査定の開示を一
本化すること。

協金法に基づくリスク管理債権と、金融再生法
に基づく資産査定とでは、開示の対象となる債
権とその開示基準が異なっており、事務上煩雑
であるとともに、わかりにくい開示内容となっ
ている。

協金法第６条で準用する
銀行法第２１条、協金法
施行規則第１２条の２～
第１２条の４、金融再生
法第６条、第７条、金融
再生委員会規則第２条～
第６条

金融庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5037 50370023
社団法人全国信用組合中央協
会

23
地方道路公社及び地方住宅供給公社
等の余裕金運用について

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の
余裕金について取扱いを可能とすること

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余裕金
の運用範囲に信用組合が含まれていない。

地方道路公社法第３１
条、地方住宅供給公社法
第３４条（建設大臣の指
定）

国土交通省

5038 50380001 日本証券業協会 1
証券会社口座における株式配当金の
受領について

証券会社の顧客が、証券会社の口座にお
いて株式配当金が受け取ることができる
よう、「顧客の株式配当金の代理受領業
務」を証券会社が営むことのできる業務
として位置付けて欲しい。

上場会社の株主が株式配当金の受取り場所とし
て銀行口座を指定し、当該銀行口座を経由して
銀行に開設する証券会社の口座に当該株式配当
金に係る金銭が入金されるスキームについては
認められている。
しかしながら、「株式配当金」を証券会社で受
領できるかどうか証券取引法上明確になってい
ないため、このスキームにおける証券会社の顧
客口座で受領する金銭は、発行会社から支払わ
れる「株式配当金」としてではなく、株式や投
資信託購入のために証券会社の銀行口座に入金
される金銭と同様のもの（＝有価証券の売買に
伴う前受け金）として取り扱われている。
①公社債の元利金や証券投資信託の収益分配金
については、従来より証券会社の兼業業務とし
て認められ（別紙1参照）、現在も証券取引法
第34条の証券会社の付随業務「その他証券業に
付随する業務」（別紙2参照）として解釈さ
れ、有価証券の購入を前提とすることなく、顧
客の証券会社の口座でそれぞれ「元利金」や
「収益分配金」として受領できること、②外国
株式に係る配当金については顧客の証券会社口
座で受領できる（別紙3参照）ことからする
と、国内株式にかかる配当金を同様に取り扱っ
たとしても投資家保護上問題になるとは考えら
れず、顧客の利便性向上に資するものと考え
る。

出資法第2条
証券取引法第34条

金融庁

・別紙1：「証券会社、
証券投資信託委託会社及
び証券投資顧問業者等の
監督等にあたって留意事
項について」（「事務ガ
イドライン」）
・別紙2：証券取引法
（抜粋）
・別紙3：「一般投資家
による外国証券投資の自
由化について」参考：株
式配当金自動受取サービ
スの概要
・参考：「株主配当金自
動受取サービス」の概要
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5039 50390001 湯島心理相談所 1
スクール・カウンセラーの選考資格の規
制緩和

文科省初等中等教育局長の通達のスクー
ル・カウンセラー（SCと略す）の選考の
基準　(資料１)の中、
第４条の「ただし書き」の全文（3行）を
削除する。

日本各地の教育委員会は、この削
除により、学校のニーズ・学区の
教育予算にあった、SCとSCに準ず
る者を自由に採用することができ
る。これにより以下の効果が生ま
れる。　　　　　　　①教育委員
会の人事　　　は臨床心理士に限
定せず、広く人材を採用し、活用
することができる。　②準ずる者
に就職と活躍の機会と希望を与え
る　　　　　　③臨床心理学以外
の心理学（教育、発達相談、等）
を学ぶ多数の大学生に、準ずる者
になれる就職の道を開く。④退職
教員、現場の教師の中に、準ずる
者を希望する有能なカウンセラー
が多くいる。

①SCに対する学校の要望は、不登校・いじめ、
学習不適、学級崩壊、反社会的行動、キャリア
相談等がある。これには臨床心理士よりも、準
ずる者の方が適していることがはっきりしてき
た。②臨床心理士は１対１の対応は訓練されて
いるが小集団，学級集団への対応は訓練されて
いない。③文科省がSCを臨床心理士に独占させ
ているので、教育現場・心理学界・心理系の学
部・大学院は文科省に対する不満と差別感が大
きい。④SCを配置するに当たり、文科省は教育
に新しい風を入れると宣伝したが無駄であっ
た。

教員研修事業費等補助金
（スクール・カウンセ
ラー活用事業補助）取扱
要領　　平成13年4月2日
初等中等教育局長裁定
第4条（ただし書き）

文部科学省　初
等中等教育局

＊資料1(初等中等教育局
長平成13年　　4月2日通
達)

5040 50400001 有限会社　　フードリサーチ 1
在宅患者訪問栄養指導において特定
（限定された）疾病について管理栄養士
が食事せんを処方すること

健康保険法６３条第3項および６４条では
健康保険の診療に従事する者として、医
師、歯科医師、薬剤師とされているが、
糖尿病等の特定の疾病についての在宅療
養における在宅患者訪問栄養指導につい
て、「管理栄養士」をその対象に加える
こと

在宅患者訪問訪問栄養指導料の対
象となる特別食のうち糖尿食、高
脂血食、痛風食についての食事せ
んを管理栄養士が作成すること。

厚生労働省通知平成１６年２月２
７日保医発０２２７００１号によ
れば、在宅患者訪問栄養食事指導
料について下記通知がなされてい
る。『在宅患者訪問栄養食事指導
料は、居宅で療養を行っており、
疾病のために通院による療養が困
難な患者について、医師が当該患
者に「特掲診療料の施設基準等」
に規定する特別食を提供する必要
性を認めた場合であって当該医師
の食事せんに基づき、管理栄養士
が患家を訪問し、（中略）食事計
画案又は（中略）栄養食事指導せ
んを交付するとともに(中略）指
導を行った場合に算定する。』と
し、『腎臓食、糖尿食等の１６の
特別食が規定されている』。
この内、糖尿食、高脂血食、痛風
食について、医師が（中略）規定
する特別食を提供する必要性を認
めた場合には、医師でなく管理栄
養士が食事せんを作成することを
認めるものであり、それに関連し
て左記健康保険法の改正による
「規制緩和」を提案するもので
す。

糖尿病などのいわゆる生活習慣病が若年層も含
め急激に増加している。こうした中で生活習慣
病患者等の「在宅療養者」が多くなってきてい
る。他方、病院診療所などの機能別分化が推進
されたことにより、従来とは別の意味で「在宅
療養」の果たす役割が大きく変わってきてい
る。
「在宅療養」においては、従来の医学的、薬学
的処方に加えて、「食事療法」の役割が大き
い。「食事療法」についての専門家である「管
理栄養士」の職務を認定せんとするものです。

介護保険における「居宅療養管理指導」におい
ては、介護保険法７条１０項で医師、歯科医
師、薬剤師、その他厚生労働省令で定める者と
しており、同施行規則９条にて管理栄養士が保
健師、看護師などとともに認定されている。
（但し同９条４項により「医師の指示に基づい
て実施される栄養指導」となっている）

なお、本提案は「特区」にて申請を検討してい
たものですが、行政も含めて関係者の合意に至
らなかったため、全国規模の規制緩和として提
案するものです。

健康保険法６３条第３項
および６４条

厚生労働省通知
平成１６年２月２７日
保医発０２２７００１号

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
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具体的
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具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5041 50410001
ＮＰＯ日本教育カウンセラー
協会

1
スクール・カウンセラーの選考の規制緩
和をする

スクール・カウンセラーの選考の基準
(資料１)の中、第４条のただし書き全文
を削除する。　　　　　または、第３条
と第４条を書き換えて、スクール・カウ
ンセラーに準ずる者（以下、準ずる者と
す）の採用を自由にする。
これにより、臨床心理士がスクール・カ
ウンセラーを事実上独占する規制を撤廃
する。

①各地の教育委員会は、地域の特
性・ニーズ・予算に合わせて、臨
床心理士と準ずる者とを自由に採
用できる　　　　　　　②臨床心
理士より準ずる者は時給が約半分
であるから教育予算をより有効に
使用できる。　　　　　　③教育
委員会の人事は臨床心理士に限定
せず、広く人材を求め、活用する
ことができる　　　　　　④準ず
る者に就職と活躍の機会と希望を
与える。　　　　　　⑤臨床心理
学以外の心理学（教育、学習、発
達、等）を学ぶ多数の大学生にス
クール・カウンセラーになれる希
望と就職の道を開く。

① スクール・カウンセラー制度が発足して7年
になる。その間に臨床心理士以外に多くのカウ
ンセラーが養成されてきた。資料2（p.8）の調
査結果から見ても、現職の教師が満足している
者は、臨床心理士以外のカウンセーである。
②財務省の総括調査票の結果（資料３）も調査
２の結果と同じく、準ずる者が臨床心理士より
有効であることを示している。　　③準ずる者
の例として、教育カウンセーは、学級集団と子
どもの小集団を扱う実施訓練をしている。だか
ら、問題行動を治す臨床心理士より問題を予防
し、健全な発達に適してる。

スクール・カウンセラー
活用事業補助　平成13年
4月2日初等中等局長裁定
第4条（ただし書き）

文部科学省　初
等中等局

＊資料1　　　　　(初等
中等教育局・局長通達)
＊資料2　　　　　(ス
クール・カウンセラーに
期待する活動内容と実
態)　　　　　　＊資料
３　　　　（財務省、総
括調査票）

5042 50420001 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 1
現場代理人、監理（主任）技術者の配
置要件の明確化

電気通信工事の遂行に当たって配置す
る、現場代理人及び主任技術あるいは監
理技術者の配置要
件を明確にしていただきたい。

１．現場代理人の工事現場常駐を、現場
稼動中とすることを、『公共工事標準請
負契約約款』第１０条
　　２に追記いただくか、現場常駐が必
要な期間についての定義を、通達などで
明確にしていただき
　　たい。

２．工事規模により専任とすることが必
要な主任技術者あるいは監理技術者が、
専任を要しない期間
　　を認める工事種別例を、『監理技術
者制度運用マニュアル』三（２）の具体
例に追記いただくか、具
　　体例を通達などで示し、増やしてい
ただきたい。

電気通信工事は契約工期の殆どが、工場におけ
る機器製造期間及びソフトウエア製作期間で、
現場における実工事期間が著しく短い事例がほ
とんどであるが、『公共工事標準請負契約約
款』第１０条２、及び『建設業法』第２６条３
による現場代理人常駐、及び主任技術者常駐の
定義が不明確、あるいは専任を要しない期間を
認める工事種別例が少ないため、契約工期の期
間中建設現場への常駐を強いられることがあ
る。
現場での建設工事が稼動していない期間を含む
契約期間全般に亘って現場常駐させることは、
受注者にとっては人的資源の無駄使いになると
ともに、人材の確保を困難にしている。また発
注者にとっては経費の無駄使いになると思われ
る。

公共工事標準契約約款第
１０条２

建設業法第２６条３

国総建第３１８号『監理
技術者制度運用マニュア
ル』三（２）

国土交通省総合
政策局建設業課

108/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5042 50420002 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 2
連結親子会社間における「企業集団」
の適用、運用に関する緩和について

本件の再検討要請に対する2次回答を頂いたが、前向きな回答
が頂けず誠に遺憾である。現在の我が国の企業の実態に則し、
業界がよい方向に向かう為に次のような緩和を求める。（貴省
２次回答の項番に対応）
① ６０万社のうち８社の利用にとどまっても直ちに変更の必
要はないとの回答であるが、６０万社のうち８社のみを利する
のでは国の制度として公平を欠くのではないか。国が施行する
制度たるためには、広く、多くの企業に平等に利用、非利用の
選択の権利が与えられるべき制度とすべきではないのか。この
点について貴省の考えをお聞かせいただきたい。
② 貴省のご回答は業界再編の為の特例であり、再編の枠組み
から脱落する関連会社を出さない為には、企業集団に全ての関
連企業を含める必要があるとしている。それでは、この制度に
よりどの様な淘汰、業界再編を期待しているのかを示された
い。その期待する再編、淘汰に本制度がどのように有効なのか
も合わせて示されたい。我が国の建設業者には、建設業専業の
建設業者 以外にＩＴ関連企業の様に、建設業の他に販売、
サービス などの営業を行う複合企業が多数ある。業界再編の
方針や計画の策定にあたっては、これら複合企業に対する考慮
がなければ制度としてのバランスを欠くため、 本制度による
再編案にも複合企業の状況、事情に対する配慮を願いたい。
③ 企業集団を申請して経審を１とするか、申請せず各企業個
別とするかは企業の経営判断との回答であり、この意味では
もっともである。しかし、公共工事全体をALL OR NOTHINGとす
ることは選択肢の範囲が狭くなり過ぎると考える。工事の施
工、成果に関して技術的問題が生じるのであればもっともと判
断するが、本件はそうではないと考える。貴省の直轄工事は貴
省判断で不可としても、貴省の発注ではない、自治体等、他団
体は発注者の判断に任せても良いのではないか。この点につい
て貴省の考えをお聞かせいただきたい。
④ 本制度を適用したケースの子会社像(親会社が経審を申請し
たケース)について貴省の考えを聞かせて頂きたい。民間工事
を除くと親会社への技術者派遣のみが営業項目となる建設会社
（子会社）は不健全と考えるがいかがか。  また、ペーパーカ
ンパニーの誘発に関しては、適用資格に、資本金、売上高、利
益、従業員数、技術者数等客観的な事項がその恐れの無い規模
以上との制限を加えることで防止可能と考える。一括下請負で
あるか否かを客観的に確認することが困難であることを根拠と
する規制では発注者と受注者 の関係において公平性を損なうの

要望内容に含む

建設業法第26条3項「親
会社及びその連結子会社
の間の出向社員に係る主
任技術者又は監理技術者
の直接的かつ恒常的な雇
用関係の取扱等につい
て」（平成１5年1月22日
国総建第335号）

国土交通省総合
政策局建設業課

5042 50420003 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 3
電気通信工事業者における専任技術
者要件の緩和

「営業所の（電気通信工事の）専任技術
者「＝監理技術者」の申請要件として、
電気・電子技術士に加えて、既存資格の
「電気通信主任技術者（１種）、（２
種）、（線路）、１級電気工事施工管理
技士」のいずれかに該当する事としてほ
しい。電気通信主任技術者は電気通信分
野の最高位資格で、ネットワーク全体を
管理する総合的資格である。また、1級電
気工事施工管理技士は電気工事専任技術
者の要件ではあるが試験内容は電気通信
工事業まで含めたものである。」

上記要望に対する２００４年７月の１次
回答では「（前略）主任技術者の要件に
ついて、他の既存資格の活用の適否につ
いて、既存資格の試験内容等を踏まえ検
討し、平成16年度中に結論を得る。」と
の回答をいただいているが、遅滞なく要
件緩和の結論が出されるよう御検討願い
たい。
また、２次回答では「（前略）現在監理
技術者資格として認めている他の資格と
比較すると、これを監理技術者資格とし
て認めることは適切ではない。（後
略）」との回答をいただいているが、電
気通信主任技術者が監理技術者資格とし
て適切でないと考えられる理由について
ご教示願いたい。また、既存資格の「電
気通信主任技術者（１種）、（２種）、
（線路）、１級電気工事施工管理技士」
を適宜組み合わせることにより監理技術
者資格の申請要件とすることの可否につ
いて貴省のお考えをお聞かせいただきた
い。

建設業法の規定に基づく試験資格が許可等の要
件の対象となっている電気工事業など技術者の
育成が容易となっている業種もある中で、一部
の事業に課せられた特別な規制となっている。
電気通信工事業者にとって高度かつ専門的な電
気・電力業の知識・実務を必要とする電気・電
子技術士資格を取得することは、事業の機会も
ほとんどなく大変困難である。よって、電気通
信工事に必要な有資格者が不足し、IT革命推進
に向けたインフラ整備の大きな障壁となってる
（現実的には実務経験充足による資格取得をめ
ざすこととなるが、発注工事の小規模化が続く
中、限られた工事の実務経験者という要件のみ
では有資格者の不足は避けられない状況であ
る）。

建設業法第15条の二、第
26条第2項、第27条の一
建設業法施行令第27条の
三昭和63年6月6日建設省
告示第1317号

国土交通省総合
政策局建設業課
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5042 50420004 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 4
現場代理人の選任条件運用の見直しと
書面文言削除

本件の再検討要望に対する2次回答を受け
ているが、国土交通省関東地方整備局
ホームページで探す事に大変苦労しなが
らも、掲載を確認した。他の整備局の確
認はしていないが、関東地方整備局と同
様の対応と解して良いか確認したい。ま
た、当初より指摘した日本道路公団　共
通仕様書に対する解釈も同様であるか否
かについて国土交通省の見解を伺いた
い。併せて日本道路公団の見解を伺いた
い。当初指摘した日本道路公団の共通仕
様書は、以下の通りであり、《　　》内
文言の削除を要望したい。他に規定して
いる公共機関がある場合、同様処置を要
望したい。

・日本道路公団「電気通信工事共通仕様
書」
平成１１年１０月発行第１章第７節１．
７．１
「現場代理人等の設置　（１）契約書第
１０条第１項の規定に基づき設置する
《現場代理人》、主任技術者（中略）
は、乙に所属する者とする。」

・現場代理人の機能は、契約の履行に関して、
請負人の任務代行者として運営・取締りを行う
もので、監理／主任技術者とは全く別個のもの
（法解説書）。
・左記日本道路公団共通仕様書は、他の官公庁
や地方公共団体等も参考とされる場合もあり、
発注者が混乱する要因ともなっている。

日本道路公団「電気通信
工事共通仕様書」平成１
１年１０月発行第１章第
７節１．７．１現場代理
人等の設置

日本道路公団
国土交通省

5042 50420005 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 5
地方公共団体における建設業退職金
共済制度の健全化について指導監督
強化

本制度は多層重層構造の下請構造の建設
業工事で、末端に位置する｢日雇い労働
者｣や｢退職金制度を保有しない中小事業
に働く労働者｣の救済を目的とした制度と
して誕生したと理解している。特に前者
のような労働者救済は、建築、土木を主
体としたものであり、技能労働者中心の
電気通信工事にまで、一律に適用してい
る制度は現実との乖離が大き過ぎ、適用
除外の例示を行うなど弾力的な運用を要
望する。
特に地方公共団体における運用は、本制
度の適用を強要するような例も見られ、
適切さを欠くと思われる場合が見受けら
れる。
国土交通省の２次回答は、国土交通省直
轄工事についてのみ示されているが、他
省庁や地方公共団体への指導監督の強
化、もしくは見解の明確化を要望する。
また、厚生労働省の２次回答にある｢新た
な掛金納入方式の導入に関する・・・｣
は、そもそも２年以上前から検討され、
平成14年度に現場での試行がなされてい
ると認識している。上記のように全ての
許可業種に一律適用をされているような
場合、本掛金納入方式への期待は高く、
試行結果の公開、全ての許可業種への試
行適用、新たな取組み等について積極的
な情報公開と取り組み推進を願いたい。

電気通信工事の場合は、当制度の保護対象とな
る日雇い労働者等はほとんど存在しない。今日
の電気通信工事は、いわゆるＩＴ設備関連工事
であり、ＩＴ技術、知識等の習得、適用は必要
不可欠で、日雇い労働者等の活用場面は極端に
少なく、皆無といっても過言ではない。従っ
て、本制度活用を義務付けられた場合は、証紙
払出しニーズはなく、実態として購入した証紙
全て余剰となっている。
更に、仕様書上で現行の発注者指定の計算
（率）式により購入を規定され、払戻不可、転
売不可および購入業者での処理等、ＩＴ通信業
界を筆頭に適さない工事が多く存在している制
度と思われる。建築、土木工事への適用は最も
であったとしても、他の建設工事に一律に適用
するのは適切を欠く制度と言わざるを得ない。

建設業の労働福祉制度としての意義は認める
が、地方公共団体においては入札参加資格の要
件にしているなど、不適切と思われる運用も見
受けられる。

中小企業退職金共済法

厚生労働省　労
働基準局、
国土交通省、
関係省庁
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5043 50430001 愛知県 1
県立病院における使用料（医療費等）
の収納方法

県立病院において、医療費等の支払いに
クレジットカード・デビットカードによ
る収納が行えるように措置（法律の改正
等）する。

民間病院を始め独立行政法人国立
病院機構の病院でも医療費の支払
いにクレジットカード等が使用で
きる医療機関が増えてきている。
県立病院においても患者サービス
の一環としてクレジットカード等
の導入を検討したい。

クレジットカード等による収納は、現在、地方
自治法上想定されていない収納方法であり、導
入ができない。

地方自治法第２３１条の
２

総務省

5044 50440001 社団法人全国求人情報協会 1
求人企業に対する各種助成金等の支
給における公平性の実現

求人企業に対する各種助成金・補助金・
奨励金にあたって、「ハローワーク経
由」条件を完全に撤廃し、職業紹介事業
のみならず、求人メディアなど、すべて
の民間の入職経路でも給付を可能とする
ことで、公平公正な企業助成を実現す
る。

以下の三つの給付制度においては規制緩和が図られ
てきているが、受給できる事業主に対して、「ハ
ローワーク又は一定の要件を満たす無料・有料の職
業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主である
こと。」が条件づけられている。
●新規・成長分野雇用創出特別奨励金・・・新たな
雇用機会の創出が期待できる新規・成長１５分野を
中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離
職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒し
して雇用する場合又はＯＪＴを中心として職業訓練
を行う場合に、奨励金が支給される。
●緊急雇用創出特別奨励金・・・雇用情勢が悪化し
た地域に所在する事業主で、解雇、倒産等により離
職した中高年齢者等をハローワーク又は民間の職業
紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者と
して雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給する。
●特定求職者雇用開発助成金・・・高年齢者、障害
者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継
続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対
して、賃金の一部が支給される。
※当協会において、障害者雇用支援キャンペーンと
して会員の求人メディアで、無料の障害者の求人広
告を掲載することを実施した折にも、「趣旨はおお
いに賛同するが、求人メディアを活用しても助成金
が給付されないので、ハローワークにお願いする方
がメリットがある。」という求人企業が見られた。
入職経路がNO.1（※）である求人広告を通じても各
種給付が行われることにより、助成金活用が進み、
就職困難者等の雇用が促進され、公平公正な助成金
運用が実現する（※入職経路シェア：2002年・雇用
動向調査より　求人広告31.7％、ハローワーク
21.6％、有料職業紹介事業者1.7％） 。

厚生労働省HP　「各種助
成金、奨励金の制度」
http://www2.mhlw.go.jp
/topics/seido/etc/ante
i/index.htm

厚生労働省職業
安定局等
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5044 50440002 社団法人全国求人情報協会 2 高校新卒者の求人活動の効率化

ハローワークへの求人票の提出・確認及
び各校への求人票の郵送の廃止。
※求職活動の安全性を担保するための代
替措置案として、下記のような求人求職
システムの電子化による情報の一元的管
理とスクリーニングが考えられる。
1）ハローワークへの求人票の提出・確認
及び各校への求人票の郵送は廃止する。
これまで行っていた求人票関連業務は民
間の地域キャリアセンター（仮称）に委
託を行う。「高校の求人求職の一元管理
業務」を位置づけ、インターネットによ
る求人依頼・応募を今後の原則とする。
これにより求人求職事務の効率化、内定･
応募の一元管理によるマッチングの推
進、追加募集情報の迅速な提供が可能に
なる。
2）指定校制・就職実績企業重視主義を排
するために、求人地域・学校の選定は原
則地域のキャリアセンターで公平公正に
行う。これまでハローワークがマンパ
ワーをかけて行っていた求人票における
業態・労働条件のチェック作業は、新規
プログラムを開発してコンピュータ上で
スクリーニングする。
3）地域のキャリアセンターは民間委託に
よる運営を原則とする。

高校生の採用ニーズが年々低下する中で、求人
企業は、求人票の記入・郵送（ハローワーク及
び高校）、ハローワークの確認印の受領・返
戻、求人のための高校訪問などを行わなければ
ならず（別紙参照）、自由応募の大学生採用と
比べて負担が多く手続きが煩雑な高校生採用を
敬遠しがちとなる。手続きを簡略化し、民間の
活用によって、形骸化した流れを改善し、円滑
な高校生採用を進める。

職業安定法第26条（学生
生徒等の職業紹介等）
同法第27条（学校による
ハローワーク業務の分
担）

厚生労働省職業
安定局首席職業
指導官室

文部科学省初等
中等教育局

5044 50440003 社団法人全国求人情報協会 3
公務員（国家・地方）採用の受験資格に
おける年齢制限の撤廃

国家・地方公務員及び政府関係諸機関の
職員採用における年齢制限を撤廃する。

雇用対策法および国家公務員法において、受験
者（応募者）に対して、年齢にかかわりのない
平等な取扱を求めているにもかかわらず、以下
のような受験資格が定められている（国家公務
員採用 I 種試験（平成１６年度）の場合）。
１昭和４６年４月２日～昭和５８年４月１日生
まれの者 (21歳～33歳）
２昭和５８年４月２日以降生まれの者で次に掲
げるもの
　ア　大学を卒業した者及び平成１７年３月ま
でに大学を卒業する見込みの者
　イ　人事院がアに掲げる者と同等の資格があ
ると認める者
 
採用における年齢差別の行政の取組み・指導が
官民で差があることについて、平成13年9月28
日、当時の坂口厚生労働大臣は閣議後の定例記
者会見において以下のような発言を行ったが、
まだ実行されていない。
「国家公務員および地方公務員につきまして
は、この年齢制限緩和の努力義務規定は適用除
外となっておりますけれども、公務員につきま
しても本改正の理念の具体化に向け適切な対応
が図られるよう努めるべきであるとの国会決議
がなされているところでございます。つきまし
ては、各省におかれましても年齢に関わりなく
均等な機会を与えるとの考え方に沿って選考採
用が行われるよう適切に対応いただきますよう
お願い申し上げます。」

雇用対策法
第７条　事業主は，労働
者がその有する能力を有
効に発揮するために必要
であると認められるとき
は，労働者の募集及び採
用について、その年齢に
かかわりなく均等な機会
を与えるように努めなけ
ればならない。
国家公務員法
第二十七条　すべて国民
は、この法律の適用につ
いて、平等に取り扱わ
れ、人種、信条、性別、
社会的身分、門地又は第
三十八条第五号に規定す
る場合を除くの外政治的
意見若しくは政治的所属
関係によつて、差別され
てはならない。
第四十六条　採用試験
は、人事院規則の定める
受験の資格を有するすべ
ての国民に対して、平等
の条件で公開されなけれ
ばならない。

人事院
厚生労働省
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5044 50440004 社団法人全国求人情報協会 4
１０人未満の事業所に対する就業規則
作成の義務づけ

１０人未満の事業所にも就業規則作成を
義務づけることにより、労働者保護を図
る。

労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働
者を使用する使用者に就業規則作成義務」を課
している。一方で、雇用契約時に書面で労働条
件を明示することが労基法で義務付けられてお
り、１０名未満の場合でも労働条件明示書は必
須であるが、徹底されていない現状があるた
め、労働条件をめぐるトラブルも絶えない。日
本の労働者の大半は、10人未満の事業所で働い
ており、その事業所に就業規則の作成を義務付
けることで労働者の保護が図られる。同時に、
改正労働基準法において義務づけられた解雇権
の濫用防止を10人未満の事業所に適用すること
も労働者保護の観点から必要である。

労働基準法第89条（常時
10人以上の労働者を使用
する使用者の就業規則作
成義務）

厚生労働省

5044 50440005 社団法人全国求人情報協会 5 社会保険に加入している企業の公表

社会保険（雇用・労災・健康・厚生年
金）に加入している企業名を厚生労働
省・社会保険庁のホームページ上で公表
することによって、求職活動の円滑化を
進める。

法的に社会保険（雇用・労災・健康・厚生年
金）の加入義務がある法人の中に、未加入の事
業者が散見される。求職者にとっては、応募す
る企業の社会保険加入状況は重要な情報である
が、それを客観的に確認する方法がない。
以下、２００４年７月２７日の日経新聞より抜
粋－厚生年金未加入事業者、職権で強制加入
へ・社会保険庁－厚生労働省・社会保険庁は厚
生年金に加入しない事業所を強制的に加入させ
る「職権適用」を今年度中に実施する方針を決
め、地方の関係機関に通知した。今秋から対象
事業所を洗い出す作業に着手して厚生年金に加
入させ、保険料納付に応じない場合は資産差し
押さえに踏み切る。厚生年金保険法では、すべ
ての法人事業所と5人以上の従業員がいる個人
事業所は厚生年金に加入する義務がある。だが
実際には保険料負担を嫌って厚生年金の加入手
続きをとらない事業所が多い。保険料を徴収す
る社会保険庁の調べでは、2002年度に新規に開
業した約9万6000の事業所のうち18％が加入し
ていなかった。

＜法人の社会保険加入義
務に関わる法律＞
●医療保険に関する法律
 　健康保険法、船員保
健法、
　各種共催組合法
●年金保険に関する法律
　厚生年金保健法
●雇用保険に関する法律
　雇用保険法
●労災保険に関する法律
　労働者災害補償保険
法、労
　働安全衛生法

厚生労働省
社会保険庁
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5044 50440006 社団法人全国求人情報協会 6
ハローワークの民間委託を推進するた
めに詳細なコストの公開

職業紹介やそれ以外の様々な業務におけるの民
間委託を推進するために下記のようなハロー
ワークのコストを詳細に公開する 。データが
ない場合は第三者機関の実査による把握も必
要。
①ハローワークにおける「紹介件数」と「就職
件数」のうち、求職者自身の自己検索によるも
のの割合（県別及び全国）。
②上記①の「紹介」及び「就職」に関わるコス
ト（人件費、一般管理費、施設費等を含む）。
所別・サービス内容別作成し、民間比較を可能
にする。
③②を失業期間1年以内の求職者に関わる業務
ととそれ以外に分けてのコスト。
④ハローワークごとの予算収支、貸借対照表、
科目別支出の試算書もしくは概算書。
⑤ハローワークに関する1000万円以上の業務発
注・アウトソーシング項目とその委託先一覧の
過去3年分の資料。職業紹介業務に係る発注だ
けでなくハード・ソフト関連、広告宣伝、各種
業務の委託等含む。
⑥ハローワークの現場に寄せられる求職者の苦
情の件数推移とすべての苦情内容。
⑦ハローワークの現場に寄せられる求人者の苦
情の件数推移とすべての苦情内容。
⑧ハローワーク職員の業務分析データ（どのよ
うな業務にどれくらい時間をかかっているのか
を把握するため代表的なハローワークの職業紹
介担当者全員の任意の1週間の行動記録）。
⑨ハローワーク職員の正確な人数（過去５年間
の正規・非正規雇用者）。

ハローワークの民間委託においては、ハロー
ワークごとの財務諸表や「就職者一人あたりの
コスト」等は公開されておらず、ハローワーク
ごと、地域ごと、サービスごとの諸データを公
開することによって、適正な委託費用が見極め
られるようになる。

厚生労働省職業
安定局首席職業
指導官室が所轄

5044 50440007 社団法人全国求人情報協会 7
ハローワークはフランチャイズや業務委
託等の募集情報提供は行わない

ハローワークの業務拡張（ＦＣ・業務委
託等の情報提供）は、民間開放の流れに
逆行するものであり、これに反対する。

厚生労働省において「 ハローワークにおける
フランチャイズの独立オーナー募集に関する情
報提供の早期実施」が検討が行われている。ハ
ローワークの本来業務である雇用の斡旋の枠組
みを超えて、業務範囲をＦＣ・業務委託等の情
報提供にまで拡張することは民間開放の流れに
逆行するものである。ＦＣ・業務委託等の非雇
用分野の情報提供は、長年にわたって民間の各
種求人メディアが取り組んできたものである。
また、この領域は特段の審査ノウハウを必要と
するものであり、それを有しないハローワーク
が取り組むことは求職者に対し、新たなリスク
を生むことになる。

職業安定法第5条（政府
の行う業務）では、「失
業者や求職者への職業紹
介や職業指導」を前提と
しており、フランチャイ
ズシズテムのような権利
ビジネスの仲介は国が行
うべきものではない。

厚生労働省
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5044 50440008 社団法人全国求人情報協会 8
「民間委託による長期失業者の就職支
援事業の概要」における適用対象者の
拡大

現在の適用対象は、5都道府県在住の30～
60歳未満で1年以上の長期失業者長期失業
者であるが、これをさらに拡大し、最終
的にはすべてを民間委託の対象とする。

例えば、厚生労働省の平成16年度「民間委託に
よる長期失業者の就職支援事業の概要」におい
ては以下のように限定されており、民間委託の
対象を拡大することにより、雇用の改善を図る
必要がある。
■対象地域　大都市圏において実施。（注）具
体的には、北海道、東京、愛知、大阪及び福岡
の５都道府県10地区。
■対象者　平成１６年度には、約５，０００人
の長期失業者を対象として実施。（注）具体的
には、ハローワークに求職の申込みをしている
３０歳以上６０歳未満の者のうち、離職後１年
（雇用保険受給者にあっては、離職後１年、か
つ、雇用保険受給終了後２か月、雇用調整方針
の対象者にあっては、雇用保険受給終了後２か
月）以上、ハローワークで求職活動に積極的に
取り組んできた者であって、民間事業者の就職
支援等の利用を希望する者。
■委託費の支給　成果に対する評価に基づく報
酬という観点から、次のとおり、対象者の就職
及び職場定着の状況に応じて委託費を支給。
(1)対象者が１年以内に職業紹介で就職した後
６か月以上職場に定着した場合→対象者１人当
たり６０万円
(2)対象者が１年以内に職業紹介で就職した後
６か月未満で離職した場合→対象者１人当たり
３０万円
(3)対象者が１年以内に職業紹介で就職しな
かった場合→対象者１人当たり２０万円

平成１６年１月３０日
（金）　厚生労働省職業
安定局業務指導課 　発
表
「民間委託による長期失
業者の就職支援事業にお
ける入札等の在り方に関
する検討会報告書等につ
いて 」

厚生労働省

5044 50440009 社団法人全国求人情報協会 9
「民間委託による長期失業者の就職支
援事業の概要」における助成金の支給
要件の拡大

現在の長期失業者就職支援事業では、①
ハローワークの求人案件を利用した場合
には受託事業者が紹介した実績にならな
いが、ハローワークの求人案件は公共財
であり、これを利用した場合でも実績と
する。②長期失業者の就職は能力開発を
行うことが効果的であるので、民間委託
に当たっては就職に資する能力開発につ
いても新たな受託事業とし、職業紹介と
セットでの受託を可能とする。③長期失
業者の場合、正社員としての採用は難し
い場合が多い。求人者の採用ニーズが多
様化している現在、正社員への就職だけ
でなく常用のアルバイトやパートに就く
ことも実績とする。④就職実績とみなす
期間として現行は6ヶ月間であるが、民間
事業者の慣習にあわせ3ヶ月間に期間を短
縮する。

平成16年度「民間委託による長期失業者の就職
支援事業」の拡大が図られることにより、民間
の活力を高め雇用の改善を図る必要がある。

民間委託による長期失業
者の就職支援事業企画競
争心得書・仕様書

厚生労働省職業
安定局
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5044 50440010 社団法人全国求人情報協会 10
就職困難者の就職促進における民間
会社の活用

現在、長期失業者にのみ行っている民間
人材紹介機関への委託であるが、就職の
難しい障害者やフリーター、ホームレス
など就職困難者を対象とした新たな受託
事業を実施し、民間機関を活用した就職
促進を図る。

就職困難者に対して、官民が連携して取り組む
ことにより、就職促進を図る。

民間委託による長期失業
者の就職支援事業企画競
争心得書・仕様書

厚生労働省職業
安定局

5044 50440011 社団法人全国求人情報協会 11
官業の民間への業務委託契約におけ
る民間の知的財産権の保障

①就職支援分野のみならず、すべての官
業における民間への業務委託契約書で民
間の知的財産権を保障する。
②上記契約書の内容を本件趣旨に沿って
改定する。

①「民間委託による長期失業者の就職支援事業
における入札等の在り方に関する検討会報告書
」（H16年1月・厚生労働省）に定める契約書の
仕様に以下の記載がある。
※第６　契約書の内容　６．権利義務の帰属
（２）特許権、著作権等
○他の委託契約の例を踏まえ、委託事業の実施
に伴って生じた特許権、著作権その他の権利
は、委託者に帰属するものとする。
○他の委託契約の例を踏まえ、受託民間事業者
は、委託事業の実施が第三者の特許権、著作権
その他の権利と抵触するときは、その責任にお
いて、必要な措置を講じなければならないもの
とする。
②H16年2月6日に開催された上記に関する民間
への説明会で、厚生労働省担当者から以下の発
言があった。
「”委託事業の実施に伴って生じた特許権、著
作権その他の権利は、委託者に帰属する”とい
うのは、民間事業者が実施しているものでその
やり方がいいというものを、ハローワークでも
実践させていただくという意図である。」受託
事業の入札応募にあたっては、企画書を提出
し、実務面のノウハウ・コスト・戦略まで所轄
の部署に明らかにすることになるが、民間の受
託事業者は、自らの創意工夫により公的機関と
の差別化を促すことが成果を上げる源泉であり
「受託するためには、自社のノウハウがハロー
ワークに吸い上げられることを了承せざるを得
ない」ということでは、民間の受託意欲を萎え
させるのみならず、事業上のリスクを負うこと
になる。特許や実用新案レベルから一般の知的
財産の諸権利まで明確に担保されることが民間
の活用につながる。

①民間委託による長期失
業者の就職支援事業にお
ける入札等の在り方に関
する検討会報告書等につ
いて
http://www.mhlw.go.jp/
shingi/2004/01/s0130-
4.html
②①の契約書の内容
http://www.mhlw.go.jp/
shingi/2004/01/s0130-
4g.html

厚生労働省職業
安定局首席職業
指導官室
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5044 50440012 社団法人全国求人情報協会 12
ハローワークの求人案件からの悪質求
人の排除

全件受理が原則のハローワークの求人企
業では、消費者トラブルが多い企業の求
人を求職者に紹介することになる。今
後、ハローワークインターネットでの求
人名公開が進めば、その危険性がより高
まるため、職業安定法改正により悪質な
消費者トラブルが多い企業など、問題企
業の求人は受理しないことを可能にする
法体系とする。

ハローワークの求人情報の品質向上により、求
職者のより良い就職を実現する。

職業安定法第5条の５
厚生労働省職業

安定局

5044 50440013 社団法人全国求人情報協会 13 民間を活用した失業認定
失業認定を民間に委託し、求職者が失業
認定を受ける場合は官民の最寄りの機関
を選択できるようにする。

ハローワークまで出向いて失業認定をもらう求
職者の不便さを無くすため、民間紹介会社等に
よる代行認定を可能にし、求職者の最寄りの機
関で認定を受けられるようにすることで失業者
の利便を図る。

雇用保険法第15条の３
厚生労働省職業

安定局
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5044 50440014 社団法人全国求人情報協会 14
ハローワークの未充足求人の民間機関
への開放

ハローワークにおける職業紹介・マッチ
ングの効率化とミスマッチの解消のため
に、全国のハローワークの求人求職デー
タベースのうち、求人求職申込から３ヵ
月を経てもマッチングのなされない求人
求職情報をその当事者の同意を得た上
で、民間の労働力需給調整機関に公開す
ることによって官民協同で雇用の促進を
図る。例えば全国の求人情報メディアに
おける営業担当者は１万名近くおり、そ
の求人開拓力は雇用のマッチングに大き
な役割を期待できる、

●Ｈ１５年に厚生労働省が行った「労働力需給
のミスマッチの状況に関する調査」によれば、
ハローワークで求職活動を行っている者のう
ち、調査当日「応募しなかった者」が84.3％と
極めて高くなっている。求人に応募しなかった
理由としては、「希望する職種の求人がない」
を理由とする者が39.3％と最も高い。次いで、
「求人の求める能力・資格・経験等とあわな
い」を理由とする者が22.7％となっている。
●入職経路シェア（2002年・雇用動向調査よ
り）は、求人広告31.7％、ハローワーク
21.6％、有料職業紹介事業者1.7％   ・・・・
となっており、求人情報メディア等の民間との
連携が行われることにより雇用の開発・促進が
大いに推進されるものと思われる。
●2002年・雇用動向調査によると未充足求人数
は約３４万人に上り、うちパートタイム労働者
数は約１２万人である。

厚生労働省職業
安定局首席職業
指導官室

5044 50440015 社団法人全国求人情報協会 15 ハローワーク施設の活用

ハローワークの「場」は公共のスペース
であり、その「場」に求人メディアの
ラックの設置や民間労働力需給調整事業
者のサービス内容の広報ポスターの掲示
等を行いたい。

H１６年度の厚生労働省の年度方針には「官民
による労働力需給調整機能の強化を進める。」
とあり、しごと情報ネット以外でも積極的な官
民連携が求められる。全国に約６００箇所ある
ハローワークの「場」が民間に提供され、有効
活用されれば、さらなる官民連携の実効が期待
できる。
＊全国求人情報協会の会員だけでも年間約400
万件の求人情報を提供しており、その情報を求
職者が利用できる機会を増やすことは重要な雇
用推進の施策になる。

厚生労働省H16年度方針
「雇用再生に向けた労働
市場政策の推進 」
　依然として厳しい雇用
失業情勢及び構造改革が
加速される中での雇用へ
の影響に対応し、早期再
就職を強力に促進すると
ともに、官民による労働
力需給調整機能の強化を
進める。あわせて、民間
を活用した長期失業者対
策の強化、地域の自主性
を活かした雇用創出の促
進、産業別、職業別の労
働移動支援等、失業者の
特性に応じたきめ細かな
雇用対策を推進し、雇用
再生の実現を図る。「平
成１６年度厚生労働省予
算案の概要」より抜粋）

厚生労働省職業
安定局首席職業
指導官室　労働
需給調整事業課

118/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5044 50440016 社団法人全国求人情報協会 16
非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

非常勤公務員の求人について、求職者に
対し広く募集機会を知らせるために、す
でに相当の実績がある求人メディアの活
用を図る。人員の採用部署に適当な募集
採用費用を予算化し、求人情報メディア
の活用を図る一方で、適正な求人情報メ
ディアを選別するための規程や業者登録
制度を整備する。

民間の求人情報事業が拡大・一般化する中で、
これを利用する求職者に公務員の求人情報を提
供することは、今まで以上により公平な就職機
会の拡大につながる。

人事院

5044 50440017 社団法人全国求人情報協会 17
ハローワークの自己検索機のスタート
画面にしごと情報ネットの案内を

ハローワークを来訪する求職者にできる
だけ多くの求人を案内するために、民間
が収集した求人案件の閲覧が可能なよう
にハローワークの自己検索端末機でしご
と情報ネットの情報を閲覧できるように
する。

ハローワークを利用する求職者に官民連携して
求人情報を提供することにより、早期就職の実
現を図る。

厚生労働省職業
安定局
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5045 50450001
愛知県政策研究セミナー　Ｃ
グループ

1 　災害廃棄物の迅速かつ適正な処理

　本年度は例年になく風水害等の多い年
である。風水害等による災害廃棄物が発
生したところでは、市町村等が廃棄物の
迅速な適正処理を総力挙げて行っている
ところである。
　災害廃棄物は市町村等のごみ焼却施設
等により、生活環境の保全や公衆衛生を
図るため、ごみ処理の迅速かつ適正な処
理を行う必要があるが、市町村のごみ処
理施設等の多くは、一般廃棄物のみを処
理する目的で国庫補助を受け、整備した
施設であるため、災害廃棄物を分別した
結果、生ずる産業廃棄物を処理すること
はできない。
　そこで、災害時のみの特例として、災
害救助法の指定を受けた市町村にあって
は、災害廃棄物を迅速かつ適正に処理
し、生活環境の保全等を図るため、環境
大臣に申請等することにより、一般廃棄
物のみを処理する目的で国庫補助を受
け、整備した施設においても、産業廃棄
物を処理することができるよう要望す
る。

　本年5月、環境省から、産業廃
棄物の適正処理の推進のため、国
庫補助を受けた市町村のごみ処理
施設等において、「環境大臣の承
認を得た場合には産業廃棄物の処
理を可能とする」旨の通知が出さ
れ、環境大臣の承認を受けた場合
には、国庫補助を受けた市町村の
ごみ処理施設等で産業廃棄物を合
わせて処理することができること
となった。
　例えば、この通知に掲げる条件
などに、「災害救助法の指定を受
けた市町村の災害廃棄物を当該市
町村等の一般廃棄物処理施設にお
いて処理する場合については、生
活環境の保全や公衆衛生を図るた
め、一定期間に限り、一般廃棄物
に加えて産業廃棄物を処理するこ
とができる」旨の内容を盛り込ま
れるなどの改正を行われたい。

　本年5月、環境省から、産業廃棄物の適正処
理の推進のため、国庫補助を受けた市町村のご
み処理施設等において、「環境大臣の承認を得
た場合には産業廃棄物の処理を可能とする」旨
の通知が出され、環境大臣の承認を受けた場合
には、国庫補助を受けた市町村のごみ処理施設
等で産業廃棄物を合わせて処理することができ
ることとなり、通常、一般廃棄物に加えて新た
に産業廃棄物を処理する予定の市町村にあって
はこの通知が有効と考えられる。
　しかしながら、この環境大臣の承認を受ける
必要のない市町村において、災害時などの非常
事態の時に、やむを得ず災害廃棄物のうち、産
業廃棄物を処理する必要が生じた場合には、生
活環境の保全や公衆衛生を図るため、上述の手
続きを行っていては手遅れとなる場合が懸念さ
れることから、災害救助法の指定を受けた市町
村に限り、災害廃棄物の処理について特例措置
が必要と考えられるため。

○廃棄物の処理及び清掃
に関する法律
　　第6条の2第1項、第
11条第2項
○補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法
律
　　第22条
○通知
　　平成16年5月24日環
廃対発第040524005号 環
境省大臣官房 廃棄物・
リサイクル対策部 廃棄
物対策課長通知

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

○添付資料１：概要
○添付資料２：平成16年
5月24日環廃対発第
040524005号 環境省大臣
官房 廃棄物・リサイク
ル対策部 廃棄物対策課
長通知
○その他：災害廃棄物で
ある産業廃棄物の処理量
を把握する代替措置とし
ては、「災害廃棄物処理
事業費国庫補助金事業実
績報告書」によることが
考えられる。（昭和50年
2月18日 厚生省環第109
号 環境事務次官通知）

5046 50460001 民間企業 1
健康保険組合等の保険者によるレセプ
ト審査の規制緩和

是正要望の核心は、平成14年12月25日付
で厚生労働省保険局長通知「健康保険組
合における診療報酬の審査及び支払に関
する事務の取扱いについて」が発出され
たが、同通知の1「健康保険組合による審
査及び支払」のセンテンスに書き込まれ
た「医療機関と合意した場合」の字句、
もしくは、「医療機関との合意」の字句
を削除いただくことです。　・・・詳細
については、別紙をご参照ください。

要望事項が実現されると、「規制
改革推進計画（改定）」の主旨に
沿った改革が実現され、レセプト
審査の効率性、公平性が遥かに高
まることが期待される。

１）「具体的要望内容」で指摘した保険局長通
知が障害となって、レセプト審査の規制改革は
一向に進んでいないこと。　２）さらに、現在
レセプトの１次審査を担当する支払基金の再審
査に対する対応が、保険組合の委託を受けた民
間審査業者にとって納得性が低い状況が続いて
おり、この基本姿勢の是正が同時に必要である
こと。・・・詳細については、別紙をご参照く
ださい。

平成14年12月25日付の厚
生労働省保険局長通知
「健康保険組合における
診療報酬の審査及び支払
に関する事務の取り扱い
について」

厚生労働省

保険者の本来機能の発
揮、レセプト審査の充
実・公平性の確保の観点
から、以下に改善すべき
全項目、4点を列挙す
る。
（A)　まず、本稿で述べ
た、厚生労働省保険局長
通知の改定、
（B)次に、紛争を処理す
る「公的機関」の設置、
（C)　3番目に、審査の
公平性を担保するため
に、保険者・民間審査業
者においては、医師・歯
科医師を、各最低1名、
レセプト審査のスタッフ
に入れること。　（D)最
後に、レセプトに関す
る、マッチポンプ的な事
業形態の取り締まり強化
・・・詳細については、
別紙をご参照ください。
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要望事項
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5047 50470001
日本ベンチャーキャピタル協
会

1 霊園開発の自由化
霊園・墓地の経営主体を一般法人にも開
放

現状、墓地の経営主体は、市町村
等の地方公共団体が原則であり、
他でも宗教法人又は公益法人に限
られている。

広く門戸を開放し、サービスの向上を目指す。 厚生省の通知 厚生労働省

5047 50470002
日本ベンチャーキャピタル協
会

2
銀行子会社VCについては、独禁法、銀
行法ともに５％ルールの対象外とする。

銀行法並びに独占禁止法で制限されてい
る国内の会社の議決権の取得及び保有の
制限（いわゆる５％ルール）について銀
行子会社VC及び銀行子会社がGPとなって
いる有限責任組合は当該制限の適用外と
する。

－

銀行子会社VCについては、銀行との資本関係に
より右記法令の制限に該当するケースが考えら
れ機動的な投資に制限が課される虞があるた
め。

銀行法第16条の3
独占禁止法第11条

金融庁
経済産業省
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要望事項
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事項
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要望
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要望事項
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制度の
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その他
（特記事項）

5047 50470003
日本ベンチャーキャピタル協
会

3 親事業者の定義見直し

親事業者が現在資本金3億円以上とされて
おり、この見直しを要望したい。具体的
には、売上げ規模とか、純資産規模とし
て欲しい。

親事業者並びに下請け業者の定義
を具体的には、売上げ規模（１０
億円以下）とか、純資産規模（3
億円以下）として欲しい。

製造VBの場合には、一部部品の加工を外部に委
託することがあるが、製造VBの場合に運転資金
を借り入れできないため、VCからの増資資金に
よっているものがある。
この結果、赤字であるにも拘わらず、資本金が
3億円を超えるため親事業者として認定されて
いる。
一方下請け会社は遥かに業績の良い中小企業で
あったり、大会社の子会社であったりするが、
資本金が3億円以下の法人ある場合も多い。法
の趣旨からは変なねじれ現象がおきている。

下請代金支払遅延等防止
法

経済産業省

5048 50480001
兵庫県農林水産部農林水産局
農地調整室

1
農山村地域における土地利用に関する
農地転用規制の緩和

市街化区域外の２ﾍｸﾀｰﾙを超え４ﾍｸﾀｰﾙ以
下の農地の転用もしくは転用のための権
利移動にあたり当分の間、必要とされて
いる農林水産大臣の事前協議を廃止す
る。（農地法附則第２項の削除）

当該事前協議は①事務処理に相当の日数を要す
ること（知事許可の場合の標準事務処理日数は
６週間、農林水産大臣協議が必要な場合10～14
週間程度）、②協議は国の責務に適正に対応す
るとの観点からの措置とされているが、大臣の
同意まで求める趣旨のものではなく、実際の協
議も地方農政局に対する事案の概要説明に留
まっており、許可の可否に影響を及ぼすような
具体的な意見等を提示されたこともないため、
その実益が乏しいと言わざるを得ないこと、の
理由から２ヘクタール以下の自治事務と区別し
て調整する必要性が乏しく、迅速な事務処理の
観点から農林水産大臣の事前協議を廃止すべき
である。

農地法第４条、第５条及
び法附則第２項

農林水産省
農村振興局
農村政策課
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5049 50490001 諏訪光司 1
道路速度制限の合理的緩和と道路規
格や実勢速度に合ったきめ細かい速度
規制制度への改善要望

①　従来の「逓減式」（昭和５４年警察
庁交通局通達で示されている「規制速度
算出要領」）制限速度決定方式から、道
路設計速度以内の実勢速度（欧米式８５
パーセンタイルスピード）基準方式への
制限速度決定方式の改革②　一般道路の
自動車の最高速度時速６０キロの政令規
定の廃止③　高速道路等での雨天時の降
水量に応じたきめ細かい速度規制を短距
離区間単位で行い、規制の無駄を無くし
て頂きたい④　自動車事故の危険性を増
やさない制限速度緩和を行うための最低
車間距離制限（罰則付）制度新設の提案

（要望理由より続き）
③　高速道路では時速１００キロ制限でも８０キ
ロ制限の道路でも雨天時には何故か一律時速５０
キロ規制に一気に下げられます。この時速５０キ
ロという数字は、道路交通法や道路交通法施行令
で定められている、危険を防止する場合の高速自
動車国道の最低速度時速５０キロを適用している
だけのようで、これはあまりにも大雑把すぎると
以前より思っています。またさらに、同じような
降水量にもかかわらず、違う県に入ると解除され
たりします。これは雨が何ミリ以上であれば規制
するという基準が無く恣意的なものに拠っている
か、もしくは有っても速度規制を管轄する都道府
県の警察ごとに基準が違うからなのでは無いで
しょうか？時速６０キロ制限の道路ならまだし
も、時速８０キロや１００キロ制限の高速道路で
は降水量に応じて２～３段階位に速度規制を細分
化してほしいと思います。例えば高速道路では５
０キロ規制を適用するのは積雪時のみとし、小雨
時は８０キロ制限以上の高速道路のみ８０キロ規
制とし、大雨時は新たに６５キロ規制ぐらいの速
度を設けて、小雨規制の適用、大雨規制の適用の
降水量の判断基準を決め、その基準を全国で統一
して運用するというようにすべきだと思います。
④　警察は車の追突事故が多い傾向にある道路は
すぐに、速度制限を強くして対処しようとしま
す。しかし、交通量が多く常に混雑気味の道路
は、車間を詰め安全車間を確保しないドライバー
が多く、それが追突事故の増大要因になっている
わけで、安易に速度制限を強化するのではなく、
このスピードの時は最低でもこれだけ以上の距離
の車間を空けなければならないという基準を制動
距離の科学的根拠から決め、速度制限と同じよう
に罰則付きの制度を創設し、対処すべきではない
かと思います。また、制動距離が伸びる雨天時の
基準も別に設け、対象にすれば、高速道路等での
雨天時の速度規制は視界不良等の要因以外は特に
必要性は無くなります。もちろん渋滞などの車が
停止しているときは車同士は詰めれるだけ詰めて
もいいわけで、スピードごとに最低車間をそれぞ
れ決める、走行中のときのみ適用される罰則基準
です。

①　現在の日本全国の一般道路の制限速度の決定方
法は、道路の最高速度を時速６０キロと政令で一元
的に決め、「規制速度算出要領」なるもので、車線
数、交差点の数、視界、交通量、沿線集落の密度等
によって計算する「逓減式」と呼ばれる決定方法が
以前より行われているようですが、この方法には、
出せるだけスピードを出す無謀ドライバーは別とし
て、大半のドライバーがこの道路の状態ならこの位
のスピードまでならば安全に走行できると合理的に
判断する実勢速度（８５パーセンタイルスピード）
が全く考慮されておらず、十分すぎるほどに制限速
度が低く抑えられ、ドライバーとの間の軋轢を生
み、ドライバーの遵守意識を低下させ、制限速度の
妥当性、信頼性を落としています。また、この「規
制速度算出要領」で特におかしな部分は、交通量が
少ない道路ほど制限速度が低く計算されるという点
で、田舎の交通量が少ない道路が比較的不当に制限
速度が低いという現実があるのも納得がいきます。
実勢速度の８５パーセンタイルスピードというのは
米国や欧州で広く採用されている速度規制の考え方
で、日本でも道路の設計速度を上限（参考）としつ
つ、この考え方を速度規制に取り入れる制度に改善
すべきです。この乖離の問題は日本の大多数のドラ
イバーが不満に思っていることだと思います。私も
強く代弁したいと思います。　外国のような、北海
道の大平原の中を真直線に走っている道路が時速５
０キロ制限になっているという現実があるのはこの
乖離の問題の象徴です。②　さらに最近は高速道路
とそっくりな高規格道路が増え、設計速度も時速８
０キロの道路であるにもかかわらず、区分が一般道
路にあたるために、①の「逓減式」速度規制が行わ
れ、時速６０キロ制限になっているというおかしな
道路が日本全国に増えてきています。これがさらに
実勢速度との乖離を生んでいます。このような政令
規定は廃止し、速度制限緩和出来る高規格道路は緩
和して、全て最高速度標識によって規定すべきで
す。

①　「速度規制の実施基
準について」（昭和54年
7月4日付警察庁丙規発第
11号警察庁交通局長から
各管区警察局長、警視総
監、各道府県警察（方
面）本部長あて通達）
「速度規制実施基準の制
定について」（昭和54年
7月4日付警察庁丁規発第
58号警察庁交通局交通規
制課長から各管区警察局
交通担当部長、警視庁交
通部長、各道府県警察
（方面）本部長あて通
達）②　「道路交通法
第二十二条第一項（最高
速度）」「道路交通法施
行令　第十一条（最高速
度）」③　「異常気象時
における高速道路の通行
規制について 」（昭和
48年10月2日付警察庁交
通企画課丁規発第６７号
通達）「道路交通法　第
七十五条の四（最低速
度）」「道路交通法施行
令　第二十七条の三（最
低速度）」

警察庁
国土交通省

（具体的事業の実施内容よ
り続き）
もちろんこれにはドライ
バーが車間距離を知るため
の、高速道路にある車間距
離標識にスピードごとの最
低規制車間距離を書き加え
たような標識や路面表示を
一般道路にも設置するとい
う最低限のインフラ整備が
必要です。そして、効果が
確認され、全国の道路で広
く実施される段階になれ
ば、今の先進技術で低コス
トで可能ならば自動車メー
カーに車間距離計を開発し
てもらい、車に設備を義務
づける等ができればさらに
良いと思います。まず、交
通量が多く追突事故が多い
高規格幹線道路や高速道路
に限定して実施することを
検討してはいかがかと思い
ます。その実施を検討する
具体的な道路として私が挙
げたいのは交通量が多く日
本一追突事故が多いと思わ
れる「国道２５号名阪国
道」です。（一番最初のモ
デル的特区的な実施道路と
して）

大変に参考となるホーム
ページをご紹介します。
「交通行政監察官室
Public Bureau of
Inspection｣
http://www.web-
pbi.com/index.html

5050 50500001
（社）日本建設機械
　　　工業会

1
特殊車両通行許可に係わる許可申請
手数料の軽減

特殊車両通行許可申請のオンラインシス
テム導入による審査業務簡素化成果を取
り入れ、手数料を軽減して頂きたく。

a)５経路１件とする手数料体系及び単価
の見直し等による、総手数料の軽減

b)更新申請手数料の新規申請手数料に対
する軽減

通行許可の申請件数や申請経路が多い場合、通
行許可申請の費用負担は無視できないものと
なっている。

①道路法第４７条の２、
②車両制限令第１６条。
③車両の通行の制限につ
いて（昭和53年12月1日
道路局長通達）

国土交通省
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5051 50510001 大岩建設工業株式会社 1

喜多方市雄国地区における遊休農地
の活用について
（1.農地法の規制緩和２.農振法の規制
緩和）

喜多方市雄国地区において、遊休農地の
解消、家族のコミュニケーション及び高
齢者の体力増強と憩いの場として、農産
物販売所、宿泊施設レストラン、パーク
ゴルフ場を建設し、その周辺農地を市民
農園等に利用したいため、農地法及び農
振法の一歩踏み込んだ緩和を要望する。

喜多方市の雄国地区開拓事業が完
成した畑地は、表土もほとんど無
く耕作放棄地と呼ばれる状況にあ
ります。私は個人(農業に従事す
る者)として５年ほど前から当該
農地の一部を取得し、客土をしな
がら耕作に取り組んできました。
しかしながら農産物の生産性は上
がらず、今後の農業経営に対し閉
寒的な状況にあり打開策を検討し
ておりました。こうしたことから
雄国地区農地の生産性向上に重点
を置くのではなく、市民農園的な
活用により遊休農地の利用頻度を
上げるべきと考え、多くの人々に
雄国に来ていただくための施設建
設を計画いたしました。このこと
は喜多方市が推進しておりますグ
リーンツーリズムとも合致すると
思われます。多くの人々に雄国に
来ていただくには、トイレや食事
農産物等の販売のための施設と、
農業以外のレクリェーション施設
としてパークゴルフ場等の建設を
計画いたしました。これ等の施設
の敷地として畑地の一部を利用し
たいので、農地法及び農振法の規
制の対象から除外していただきた
く要望いたします。

現在、喜多方市では喜多方市雄国地区開拓事業
が完了した畑地に関し、遊休農地解消を目的と
したアグリ特区指定をし、我社も参入した次第
です。しかしながら現地の状況は畑の表土は無
いに等しく、とても農産物生産にはほど遠いの
が現状です　今の時代、私ども企業は不況のあ
おりで先行投資もままなら無い状況にあり、農
家の方の知恵とノウハウをもってしても生産性
をあげられない畑地で、農産物生産事業に取り
組んでも成果は上げられず事業として成り立ち
ません。農産物生産事業に加えて、土地の有効
活用が可能であれば多種多様な事業展開が考え
られます。雄国地域はたいへん風景明美な場所
であり、人々の心を癒す地域であります。この
雄国地域の当該畑地の一部を、農産物生産だけ
の場所としてではなく、子供の情報教育、家族
のコミュニケーション、高齢者の体力増強、広
範囲の人々が楽しく汗を流す交流の場所として
市民が普通に思い描く施設を建設するために利
用したいと考えており、とのことは雇用対策及
び周辺集落の過疎対策等への効果も期待できる
と思われます。雄国型農地工作の推進開発のた
め、雄国地区農地の一部に対する農地法及び農
振法の緩和を要望致します

農地法、農振法 農林省 週刊文春の記載記事

5052 50520001 愛知県 1
愛知万博期間中における台湾人観光
客への入国査証免除

平成17年３月～９月に開かれる2005年日
本国際博覧会（愛知万博）期間中は、台
湾人観光客に対する入国査証の取得を免
除して頂きたい。

愛知万博を訪れる台湾人観光客の
誘致拡大

台湾人観光客は、現在、入国査証が必要であ
り、発給手続きの煩雑さ等が訪日観光客拡大の
阻害要因となっている。すでに、韓国人観光客
は、愛知万博期間中に査証免除となっているこ
とから、台湾人観光客についても同様の措置を
望みたい。なお、本年６月に同様の要望を行っ
たところ、台湾は入管法第６条の「外国政府へ
の通告」との整合性が問題とされ、認められな
かったが、その後、台湾を念頭に「権限ある機
関」を対象に追加する方向で検討が進められて
いるという報道があり、また、小泉首相からも
関係閣僚に台湾人観光客への査証免除の検討指
示がなされている。こうしたことから、是非と
も、報道にあった様な形で速やかに入管法の改
正手続きを進め、万博期間中の査証免除の特例
を講じて頂けるようお願いしたい。

出入国管理及び難民認定
法第６条
外務省設置法第４条第１
３号

法務省、外務省

（資料）
新聞記事

（16年6月要望）
管理コード
z0600008
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5052 50520002 愛知県 2
台湾人修学旅行生に対する入国査証
の免除

台湾からの修学旅行生に対して入国査証
を免除して頂きたい。

台湾からの修学旅行生の誘致拡大

本県には、企業博物館、生産現場など産業観光
資源が多数存在する。産業観光は、学習効果が
大きいことから、修学旅行の旅行先として国内
外に積極的にＰＲしている。海外については、
韓国・中国・台湾を主要な誘客対象としている
が、台湾修学旅行生のみが、現在、査証免除と
なっていない。本年６月に同様の要望を行った
ところ、台湾は入管法第６条の「外国政府への
通告」との整合性が問題とされ認められなかっ
たが、その後、台湾を念頭に「権限ある機関」
を対象に追加する方向で検討が進められている
という報道もなされているので、是非とも、報
道にあった様な形で速やかに入管法の改正手続
きを進め、台湾人修学旅行生に対する査証免除
を行って頂くようお願いしたい。また、できれ
ば、愛知万博の開幕までに免除措置がなされる
ようお願いしたい。

出入国管理及び難民認定
法第６条
外務省設置法第４条第１
３号

法務省、外務省

（資料）
新聞記事

（16年6月要望）
管理コード
z0600009

5053 50530001 京都府 1 養鶏事業者に対する金融規制改革

中小企業信用保険法施行令第１条第１項
により、「農業」については、中小企業
信用保険法第２条第１項第１号で定める
業種から除外されているが、企業的経営
や法人化が進む養鶏業については、「農
業」から除外する。

企業的経営や法人化が進む養鶏事
業者に対する事業資金の融通を円
滑にするため、当該養鶏事業者に
ついては中小企業者として、その
債務の保証につき保険を行なう制
度を確立し、もつて地域の養鶏振
興を図る。

　養鶏事業者の中には、従来の生産のみから、
加工、販売までを行う多角化・大規模経営を行
うと共に、有限会社等法人化を進めている者が
増加してきており、京都府においても全養鶏農
家の５％の養鶏事業者が府内鶏の約８０％を飼
養している実態がある。
　それらの事業者の多くは、融資においてもＪ
Ａ系統から銀行や信用金庫等一般金融機関へと
移行してきているが、一般金融機関融資の債務
保証においては中小企業信用保険法で「農業」
が中小企業信用保険制度の対象業種にされてい
ないこと等から、加工販売部門に係る融資のみ
当該制度を活用している状況が見られるなど、
時代の潮流に合致した融資制度となっていな
い。

中小企業信用保険法施行
令第１条

中小企業庁
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5054 50540001 株式会社　パデコ 1
国による義務教育保障機能を果たすた
めの第三者評価制度の構築

１．河村プランでは、①義務教育の到達
目標の明確化と制度の弾力化、②地方が
自ら考え創意工夫できるよう地方・学校
の権限強化、③義務教育の根幹（機会均
等・水準確保・無償制）については国が
責任を持って担保、とし、義務教育の運
営体制を行政指導から成果の保障（事前
規制から事後チェックへ）に移行しよう
としている。
２．しかしながら、実際において義務教
育を保障する機能が成立しておらず、結
果責任を求められない権限委譲となって
いる。
３．そのため、本提案では、イギリス、
アメリカ、ニュージーランドの教育改革
について失敗した点をも含め参考にし、
日本の社会・経済背景に合わせた、国に
よる義務教育保障機能を果たす制度を提
案する。
４．第三者評価システムを導入する。
５．ついては、河村プランの義務教育全
体の検討の中で、是非、右に提案する事
項も取り扱うことを要望するものであ
る。

具体的には以下の事業を提案する。
１） 国に中立な評価機能を確立する為の基礎と
して、全国統一の評価基準、方法を確立し、同機
能を担当する部署を明確にする。
２） 第三者の評価機関が各種専門家から構成さ
れる評価チームを形成し、国の定めた評価基準に
則り学校を評価し、これを国に報告する。
３） 国は評価結果を原則公開する。また地方自
治体に情報提供する。
４） 地方自治体は提供された情報に基づき、学
校への支援内容を検討し、実施を促進する。この
支援業務に民間の参入も可能とするが、評価を
行った機関は評価を行った学校への支援業務には
参加できないこととする。
５） 学校は、学校改善策を原則公開し、改善策
の施行状況についても公開する。また評価の結
果、改善支援対象となっている学校に関しては、
通常の次期評価機会を待たずに再評価を受けるこ
とを可能とする。
６） 改善策施行にも関わらず、再評価の結果が
芳しくない学校の多い地方自治体があれば、当該
地方自治体の学校支援方法改善の為に、国が地方
自治体に対して指導を行う。
７） 国の定める評価機能・基準は、恒常的改善
の為に、外部有識者を含めた委員会によって定期
的に見直しを行われる。
※評価チーム編成について
教師経験が豊富で学級評価を行える人材、校長経
験をもち学校経営に詳しい人材、教育行政に詳し
い人材、地域代表・保護者代表を加えて構成す
る。（詳細は添付資料を参照）
この事業のもたらす効果
８）評価基準・方法論、手続きを全国で統一する
ことにより、ナショナルスタンダードの達成を保
障できる。
９）国として評価を行い公表することで、教育の
質の透明性を確保できる
１０）上記８）から、これから必要となるであろ
う多様な義務教育形態それぞれに対しても、国と
しての望ましい基準を満たすことが確認できる

１）現在教育制度の弾力化、地方・学校への権
限委譲の議論が行われ教育の多様な取り組みが
進んでいるものの、他方で、国が義務教育のナ
ショナルスタンダードを保障する統一の評価制
度、体制が構築されていない
２）このような評価制度、体制がないまま一方
的に弾力化、権限委譲が行われると、公共的な
サービスとして一定の枠組みがありながらその
水準がバラバラ（最低の水準すら確保されな
い）となり、公の性質を有すべき学校制度の社
会に対する信頼性を損ねるばかりか、教育の機
会均等が損なわれるなど義務教育の根幹を揺る
がしかねない。
３）また、評価制度のないまま改革を進め、各
学校や各地方自治体独自に行われる情報公開の
みによって市場の判断に委ねるなどとすると、
恣意的な情報や一般には理解が難しい専門的事
項の情報が中心になることで、十分な学校選択
が行われないなどの弊害があり、ひいては教育
改革に対する国民の理解が損なわれる可能性が
ある
４）中立的な第三者評価を実施することで、こ
れらの問題はクリアでき、公教育として、広く
国民に信頼され、かつ学校が効率的な学校運営
を行う環境を作ることができる
５）事前規制の弾力化に伴う事後チェックとし
ての評価の導入は、すでに高等教育において導
入されており、義務教育段階でも自己点検評価
という形で進められており、本提案は、このよ
うな流れをいっそう促進するものである。

「学校教育法」、「文部
科学省令第十四号小学校
設置基準第二条」並びに
「文部科学省令第十五号
中学校設置基準第二条」
の自己評価等、及び「地
方教育行政の組織及び運
営に関する法律」等

文部科学省

5055 50550001 個人 1
旅券事務所(パスポートセンター)事業
の民間開放

各都道府県の旅券事務所で実施されてい
る、旅券申請・発行に関する業務を民間
開放することによって、民間の旅行事業
者の営業所などで旅券の申請・交付・更
新ができるようにする。

民間事業者が、旅券申請・発行業
務を、旅行業者の営業所等で行え
るようにすることによって、以下
のような効果が期待できる。
・申請者にとって利便性が高まる
（営業時間の延長、土日祝日の営
業など）。
・旅券交付、更新手数料の削減が
期待できる。

都道府県知事は、申請者に対して出頭を求めて
旅券を交付するものとされているので、本事業
を実施するうえで改革が必要。

旅券法3条、7条、8条、9
条、21条の2等

法務省
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5055 50550002 個人 2
運転免許証の交付・更新事業の民間開
放

現在、各都道府県の公安委員会で実施さ
れている、運転免許証の交付・更新・運
転者講習に関する業務を民間開放する。

民間事業者が、自動車教習所等に
おいて運転免許証の交付・更新業
務を行えるようにすることによっ
て、以下のような効果が期待でき
る。
・申請者にとって利便性が高まる
（営業時間の延長、土日祝日の営
業など）。
・免許交付・更新手数料の削減が
期待できる。
・更新の際の、運転者講習の質の
向上、費用の削減が期待できる。

都道府県公安委員会の運転免許を受けなければ
ならないものとされているので、本事業を実施
するうえで規制改革が必要。

道路交通法84条等 警察庁

5056 50560001 (社)日本経済団体連合会 1
有料職業紹介事業に係る対象職業の
拡大並びに年収制限の撤廃

　手数料を徴収できる対象職業の拡大を
図るとともに、年収制限を撤廃すべきで
ある。

 ①民間の職業紹介サービスの対象範囲が拡大
することにより、求職者の満足度やマッチング
率の向上が見込め、事業運営が健全化する。
 ②手数料の徴収額に一定の制限を設ければ問
題は生じない。
 ③「規制改革・民間開放推進３か年計画」の
中でも「求職者の選択肢の拡大という観点等か
ら、求職者からの手数料徴収の在り方につい
て、引き続き検討する」とされている。

職業安定法第32条の3
職業安定法施行規則第20
条
「職業安定法施行規則第
20条第2項の規定に基づ
き厚生労働大臣の定める
額」（2003年12月25日：
厚生労働省告示第442
号）

厚生労働省職業
安定局需給調整

事業課

　有料職業紹介事業者
は、厚生労働省令で定め
る場合を除き、求職者か
ら手数料を徴収してはな
らない。厚生労働省令で
は、芸能家、モデルのほ
か、科学技術者、経営管
理者、熟練技能者であっ
て、年収700万円を超え
る仕事についた場合に
は、就職後６ヶ月以内に
支払われた賃金の100分
の10.5を上限として手数
料の徴収ができることと
されている。
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5056 50560002 (社)日本経済団体連合会 2
ハローワークにおけるフランチャイズ
オーナー募集情報の開示

　ハローワークにおけるフランチャイズ
独立オーナーの募集に関する情報の提供
方式について検討し、早期に実施すべき
である。

　求人情報の拡充により就業が促進される。ま
た、新たなフランチャイズオーナーの誕生によ
り当該店舗での派生的な雇用の創出も期待でき
る。
　2004年6月の規制改革集中受付月間における
厚生労働省の回答では、情報提供の方策や措置
の時期について、本年度中に結論を取りまとめ
たいとされていることからも、早期に検討を行
い、措置すべきである。

職業安定法
職業安定法施行規則

厚生労働省

 ハローワークでは、雇
用関係のない独立の事業
者であるフランチャイズ
店経営者（オーナー）の
募集情報の掲示ができな
い。

5056 50560003 (社)日本経済団体連合会 3
派遣労働者への雇用契約申込み義務
の廃止【新規】

　派遣先による雇用契約申込み義務を廃
止すべきである。特に雇用の安定が確保
されている特定労働者派遣事業の派遣労
働者については、早期に見直すべきであ
る。

　一定期間経過後、一定要件のもと、一律に派
遣労働者に対して、雇用契約の申込みを義務付
けることは、事業主の採用の自由を侵害するも
のであって妥当でない。特に特定労働者派遣事
業における派遣労働者は常時雇用される労働者
のみであり、既に雇用の安定が確保されている
ことから、派遣先に直接雇用の申し込み義務を
課す必要はない。
　本年6月の規制改革集中受付月間における厚
生労働省の回答では、派遣先で正社員として雇
用されることを希望する者が一定程度いるとい
う指摘がされているが、厚生労働省の総合的実
態調査（労働者派遣関係）では、正社員として
雇用されることを希望する者は全体の1割程度
にとどまっており、これをもって措置困難とす
ることについては、納得性がなく適切でない。

労働者派遣法第40条の
4、第40条の5

厚生労働省職業
安定局需給調整

事業課

　改正労働者派遣法
（2004年3月1日施行）に
より、派遣先は、①派遣
制限のある業務につい
て、制限期間の到来した
日以降も派遣労働者を使
用しようとする場合、②
期間制限のない業務につ
いて、同一の業務に同一
の派遣労働者を3年を超
えて受け入れており、そ
の同一の業務に新たに労
働者を雇い入れようとす
る場合に派遣労働者に対
する雇用契約の申し込み
が義務付けられた。
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5056 50560004 (社)日本経済団体連合会 4
派遣労働者を特定することを目的とす
る行為の禁止の撤廃

　派遣先企業が派遣労働者を特定するた
めの行為は、現在紹介予定派遣のみ許さ
れているが、これを通常の労働者派遣に
ついても、解禁すべきである。また他の
該当法令で規制されている年齢や性別等
に基づく差別を、派遣労働者の特定行為
と解釈し、労働者派遣法の中でも規制す
る現行のしくみは早急に改めるべきであ
る。

　派遣先は、労働者派遣契約を締結するに際
し、派遣労働者を特定することをしないよう努
めなければないとされている（紹介予定派遣の
場合は除く）が、派遣就労開始前の事前面接等
が努力規定により禁止されていることで、雇用
のミスマッチや派遣就業開始後のトラブルの原
因となるケースもあるため紹介予定派遣に限ら
ず労働者派遣契約前の面接や履歴書の送付など
を認めるべきである。また、イギリスやドイ
ツ、フランスにおいても事前面接等を禁止して
いる例はない。
　業務が多様化し派遣先からの口頭での人材要
件では適正なマッチングが難しくなっている現
状を考えると、派遣労働者と派遣先とのコミュ
ニケーションは今後さらに重要視されるべきで
あり、実際に就業し指揮命令関係に移行する以
前からの意思疎通を尊重するという観点からも
派遣就労開始前の事前面接等を認めるべきであ
る。

労働者派遣法第26条第７
項
派遣先が講ずべき措置に
関する指針
派遣元が講ずべき措置に
関する指針

厚生労働省職業
安定局需給調整

事業課

　派遣先は、労働者派遣
契約を締結するに際し、
派遣労働者を特定するこ
とをしないよう努めなけ
ればないとされている
（紹介予定派遣の場合は
除く）。「派遣労働者を
特定することを目的とす
る行為」は、派遣先がそ
の受け入れる派遣労働者
を選別するために行う事
前面接や履歴書の送付要
請等のほか、若年者への
限定等が該当する。しか
し、派遣労働者又は派遣
労働者になろうとする者
が、派遣就業を行う派遣
先として適当であるかど
うかを確認する等のた
め、自らの判断の下に派
遣就業開始前の事業所訪
問等は許されている。

5056 50560005 (社)日本経済団体連合会 5
労働者派遣のいわゆる自由化業務（物
の製造を含む）の期間制限の撤廃

　派遣受入期間の制限のある業務につい
て、派遣可能期間の制限を早期に撤廃す
べきである。早期に撤廃できない場合に
は、派遣可能期間を、一律に過半数組合
等の意見聴取なしに、3年まで延長すべき
である。
　物の製造業務についても派遣可能期間
の制限を早期に撤廃すべきであるが、少
なくとも早期に他の期間制限のある業務
と同様の扱いとするべきである。

　労働者の職業選択の自由から派遣労働者だけ
に働く期間を制限する理由はなく、派遣労働者
の意向を尊重する観点からも同一の業務に従事
することを法律で制限するべきではない。会社
の人事政策は経営上の重要事項であり、経営責
任において派遣先企業が決定すべき内容である
ため労働者の過半数代表者等への意見聴取は義
務付けるべきではない。
物の製造業務への派遣が解禁されたことは高く
評価できるが、派遣労働者の熟練・習熟を考え
ると派遣可能期間が短すぎるため、早期に派遣
可能期間を延長するとともに、期間制限の撤廃
を検討すべきである。

労働者派遣法第40条の2
厚生労働省職業
安定局需給調整

事業課

　派遣受入期間の制限の
ある業務については、派
遣先の事業所その他派遣
就業ごとの同一業務につ
いて、派遣可能期間が原
則１年、派遣先の労働者
の過半数で組織する労働
組合ないしその労働組合
がない場合には労働者の
過半数を代表する者（以
下「過半数組合等」とい
う。）の意見聴取によっ
て延長しても、最大3年
までに制限されている。
また、これまで「当分の
間禁止」とされてきた物
の製造業務への労働者派
遣が解禁されたが、施行
日から3年を経過するま
では前記の意見聴取にか
かわらず派遣期間が1年
に制限されている。
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5056 50560006 (社)日本経済団体連合会 6 派遣禁止業務の解禁

　①港湾運送業務、②建設業務、③警備
業務、④病院等における医療関係の業務
（当該業務について紹介予定派遣をする
場合を除く）についても、労働者派遣を
解禁すべきである。特に④の病院等にお
ける医療関係の業務は、早期に解禁すべ
きである。

　職業選択の自由の観点から、派遣労働者で
あっても他の労働者と同様に自由に就労できて
しかるべきであり、雇用形態によって差を設け
る合理的理由はない。
　特に④の病院等における医療関係の業務は、
地方を中心に人材不足に悩む病院等からの要望
が多いことから、早期に全面的な解禁を認める
べきである。

労働者派遣法第4条
労働者派遣法施行令第1
条、第2条

厚生労働省職業
安定局需給調整

事業課

　労働者派遣法では、①
港湾運送業務、②建設業
務、③警備業務、④病院
等における医療関係の業
務（当該業務について紹
介予定派遣をする場合を
除く）について、労働者
派遣を行ってはならない
とされている。

5056 50560007 (社)日本経済団体連合会 7
女性の坑内労働の禁止規定の見直し
【新規】

　女性技術者が坑内工事の監督業務、監
理業務および施工管理に係わる業務に従
事できるよう、労働基準法第64条の２を
改正すべきである。
　

　建設中のトンネルが｢坑｣にあたるとされてい
るため、建設業に従事する女性は現在もトンネ
ル内に入れない状況にあるため、危険作業を伴
わない技術者も含めた全ての女性労働者は、ト
ンネル工事に係る全ての業務について従事する
ことができない。しかしながら、建設作業現場
への女性の進出は顕著であり、坑内労働を除く
他の建設作業現場ではすでに性別による制限な
どは無い。
　施工技術の進歩に伴い、建設現場における安
全・環境面は格段の改善が図られており、女性
の就労に対するリスクは大幅に減少している状
況において、トンネルを含む坑内労働において
のみ、いまだ性別による制限を設けていること
は、男女雇用機会均等の精神に反するものであ
り、早急な改正が必要である。

労働基準法第64条の２
女性労働基準規則第１条

厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局雇用均等政策

課

　労働基準法では「使用
者は、満18歳以上の女性
を坑内で労働させてはな
らない」とされている。
ただし、以下の業務につ
いては、例外措置が認め
られている。
　①医師の業務
　②看護師の業務
　③新聞又は出版の事業
における取材の業務
　④放送番組の制作のた
めの取材の業務
　⑤高度の科学的な知識
を必要とする自然科学に
関する研究業務
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5056 50560008 (社)日本経済団体連合会 8
障害者雇用における雇用率算定対象
範囲の特例措置の容認【新規】

　持株会社制を採用している企業におい
ては、グループ会社合計での集計も可能
とする仕組みを設けるべきである。

　
　全体としては法定雇用率を大きくクリアして
いても、業種・業態によって、障害者雇用の労
働環境・職務配分から雇用の難易度が異なるた
め、事業会社単独では雇用率を達成することが
難しい場合がある。グループ全体で雇用率を算
定することが可能となれば、このような事態が
回避でき、より安定的に障害者が雇用できる。

障害者の雇用の促進等に
関する法律第45条

厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
障害者雇用対策

課

　現在の障害者雇用率の
算定は、雇用保険適用事
業所単位の集計となって
おり、持株会社制を取っ
ている企業であっても、
各グループ会社単位での
集計となっている。

5056 50560009 (社)日本経済団体連合会 9 解雇の金銭的解決制度の導入【新規】

　労働契約を終了させたいという当事者
間の意思を尊重する観点から、解雇の金
銭的解決制度の早期導入を図るべきであ
る。

①企業と労働者間のトラブルが回避されやすく
なり、さらに雇用が流動化することで産業構造
の転換が促され、経済が活性化する。
②解雇が困難であることが、新規雇用を抑制さ
せ、期間雇用者の増大、若年者の失業増加を生
み出す一つの要因となっていることから、その
解消に資する。

労働基準法第18条の２
厚生労働省労働
基準局監督課

　解雇については、判例
により実質的に厳しく制
限されている。また、争
いが生じた場合、勝つか
負けるしかなく、中間的
な解決手段が法的に整備
されていない。
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制度の
所管官庁
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5056 50560010 (社)日本経済団体連合会 10 有期労働契約に関する規制の緩和
　有期労働契約については、最長５年の
労働契約を誰とでも締結することができ
るよう、規制を緩和すべきである。

　有期労働契約に係る制限によって、勤労者の
働き方や企業の雇い方の選択肢が狭められてい
る。勤労者にとっても、①雇用保障期間が長く
なる、②勤務先・仕事に愛着がもてる、③安定
した収入確保と慣れた仕事に従事することがで
きるというメリットが生じる。

労働基準法第14条
厚生労働省労働
基準局監督課

　労働基準法では、労働
契約に期間の定めをおく
場合は、一定の事業の完
了に必要な期間を定める
ものの他は、３年（専門
的知識等であって高度の
ものとして厚生労働大臣
が定める基準に該当する
専門知識を有する労働者
等との労働契約にあって
は、５年）を超える期間
について締結してはなら
ないとしている。

5056 50560011 (社)日本経済団体連合会 11 時間外労働の上限規制の緩和【新規】

　従業員の健康に配慮しつつ、個別企業
の労使合意によって時間外労働の上限時
間を任意に決定できる制度とすべきであ
る。

　使用者、労働者の双方において合意の上で柔
軟な労働時間の設定を望むニーズがあるため。
また、36協定の強化により、需要への柔軟な生
産対応が困難となったり、新技術・新製品開発
の遅れが生じるなど、企業経営上の影響が大き
い。

労働基準法第36条
労働基準法第36条第１項
の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する
基準

厚生労働省労働
基準局賃金時間

課

①時間外労働時間につい
て、1年において延長す
ることができる限度時間
が360時間とされてい
る。
②36（サブロク）協定の
特別条項の適用について
の制限が強化され、限度
時間を超える期間が「1
年の半分以下」となるよ
うに定められている。
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5056 50560012 (社)日本経済団体連合会 12
事業所単位による労働基準監督署へ
の届出の見直し【新規】

　就業規則が全国の本支店等で一律に適
用されていたり、同一事業で36協定の協
定期間も各事業場毎に同じであるなど一
定の条件を満たす場合には、本社を管轄
する労働基準監督署等への届出をもって
事業場ごとの届出を要しない取り扱いも
認めるべきである。

　同一業務で全国展開しているような組織で
は、それぞれの事業場単位で対処するとコスト
が嵩むことになる。

労働基準法第32条,36
条、38条、89条
労働基準法施行規則第49
条

厚生労働省労働
基準局監督課・
賃金時間課

　就業規則、36協定等の
届出は事業場単位で対応
しなければならない。

5056 50560013 (社)日本経済団体連合会 13
過重労働による健康障害防止措置の
見直し

　時間外労働が「45時間を超えた」場合
の対応については、「目処」としての位
置づけとし、事業の種類、業務の内容、
作業条件等の個別企業の事情に即した対
応がとれるような柔軟性をもたせるべき
である。

　45時間という水準についての科学的根拠に疑
問がある。さらに、各労働者毎に身体的特性が
異なること、従事している作業内容や業務内容
が多様であることなどを考慮すると一律の規制
にはなじまない。
　時間外労働時間が45時間を超えた場合の対応
については、個別企業の状況に応じた自主的な
運用に委ねた方が、個々の労働者により適合し
た実効ある対応が可能となる。

「過重労働による健康障
害防止のための総合対
策」（平成14年2月12
日、基発第0212001号）
リーフレット「過重労働
による健康障害を防ぐた
めに」（厚生労働省／都
道府県労働局／労働基準
監督署）

厚生労働省労働
基準局

　下記の通達等により、
時間外労働時間が月45時
間を超えたときには、産
業医による保健指導や助
言指導を受けることが義
務付けられている。
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5056 50560014 (社)日本経済団体連合会 14
一年単位の変形労働時間制における、
変形期間途中の異動者の時間外清算
に関する規制の緩和【新規】

　変形期間途中で他事業場に異動した場
合でも、異動前と同じ変形労働時間制の
適用を受ける（年間カレンダーが変わら
ない）場合には、賃金清算の対象としな
いことを認めるべきである。

　変形労働時間制適用労働者は、当初の予定に
変更がないので不利益は生じない上、　会社と
しても労力を要する賃金清算を回避できる。
　事業場が異なっても、全社で統一的に労働時
間管理をすれば、適正な労働時間管理にもつな
がる。

労働基準法第32条の4の2
厚生労働省労働
基準局賃金時間

課

　一年単位の変形労働時
間制（フレックスタイム
制など）では、変形期間
途中の異動者や退職者に
ついて賃金清算が必要と
なっており、例えば、異
動後の部署で異動前と全
く同じ一年単位の変形労
働時間制が採用されてい
たとしても、賃金の清算
が必要となっている。

5056 50560015 (社)日本経済団体連合会 15
フレックスタイム制における時間外労働
の時間の計算方法の見直し

　平成9年3月31日基発第228号の通達にお
ける「29日を起算日とする１週間の実際
の労働時間の和が40時間を超える場合、
フレックスタイム制を適用しない日を設
定しなければならない」という要件を撤
廃すべきである。

　現行規制は、会社のフレックスタイム制の運
用が煩雑になるばかりでなく、労働者にとって
も何ら利益にならない。

労働基準法第32条の3
 「フレックスタイム制
における時間外労働とな
る時間の計算方法につい
て」（平成9年3月31日基
発228号）

厚生労働省労働
基準局賃金時間

課

　平成9年9月31日基発第
228号の通達の趣旨は、
週休2日制の場合、フ
レックスタイム制の適用
の拡大を図るものである
にも関わらず、曜日の巡
りにより、月によって
は、フレックスタイム制
を適用しない日を設定し
なければならない、と解
釈される可能性がある。
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5056 50560016 (社)日本経済団体連合会 16
所定休日の勤務に対する振替休日及
び賃金の扱い【新規】

　振替休日の取得及び振替えらない場合
の賃金清算は、休日出勤日をした日が属
する月から3ヶ月の期間内に行えばよいこ
とを明示すべきである。

　振替休日の取得ないし、振替えられない場合
の賃金清算について月内の処理義務を課せらた
場合、月末（賃金計算期間の終わり）近くの休
日出勤に対しては、振替休日の取得が実質的に
不可能となる。

労働基準法第24条
「休日の振替の手続」
（昭和23年7月5日　基発
968号、昭和63年3月14日
基発150号）

厚生労働省労働
基準局賃金時間

課

　休日の振替を行う場
合、「振り替えるべき日
については、振り替えら
れた日以降できる限り近
接している日が望まし
い」との通達が出されて
いるだけであるが、実際
には、労働基準監督署が
振替休日の取得ないし、
振替えられない場合の賃
金は、賃金計算期間（通
常1ヶ月）に取得ない
し、支払ように指導して
いる場合がある。

5056 50560017 (社)日本経済団体連合会 17
　企画業務型裁量労働制に関する要
件・規制のさらなる緩和

➀対象業務の大幅拡充もしくは対象業務
の制限を原則撤廃し、対象者の範囲を拡
大すべきである。営業職を含め、ホワイ
トカラー労働者の業務全般に広く適用す
べきである。
②労使委員会を設置せずに労使協定での
導入を可能とするなど、制度導入にあ
たっての手続きを簡素化すべきである。
③労基署へ届出ることが義務付けられて
いる「企画業務型裁量労働制に関する報
告書」の届出頻度を現行の半年に一度か
ら一年に一度に緩和すべきである。
④対象者の労働時間規制の除外を行うべ
きである。
⑤全社的に同一内容・同一形態の業務で
あれば、事業場毎ではなく全社一括の労
使委員会の決議でも制度を導入できるよ
うにすべきである。

　ホワイトカラー労働者に企画業務型裁量労働
制を広く適用することにより、労働者にとって
は、自立的で自由度の高い柔軟な働き方が可能
となり、さらにその能力や意欲をより効率的に
発揮できるようになる。他方、企業にとって
も、労働者自身が「労働、即ち労働時間」と
いったこれまでの意識を変革し、「仕事の質・
成果」を追求することにより、結果的に生産性
の向上、競争力の強化につなげることができ
る。
　制度導入後の制度運営については、基本的に
は労使自治に委ねるべきであり、そうした観点
から、煩瑣な届出については必要最小限とする
よう見直すべきである。

労働基準法第38条の4
厚生労働省労働
基準局監督課

　企画業務型裁量労働制
は ①労使委員会が設置
された事業所において、
②事業の運営に関する事
項に係わる企画、立案、
調査及び分析の業務で
あって、当該業務の性質
上これを適切に遂行する
にはその遂行の方法を労
働者の裁量に大幅に委ね
る必要があるため、当該
業務の遂行の手段及び時
間配分の決定等に関し使
用者が具体的な指示をし
ないこととする業務に、
③対象業務を適切に遂行
するための知識、経験等
を有する労働者を従事さ
せた場合にのみ適用され
ることになっている。
2004年1月に一部規制の
緩和が行われたものの、
導入要件、対象者の範
囲、手続き面等で使い勝
手が悪い制度となってい
る。
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5056 50560018 (社)日本経済団体連合会 18 労働時間規制の緩和【新規】
　労働時間の管理・把握方法について労
使合意で取り決めることを認めるべきで
ある。

　昨今、下記通達などを根拠に労働時間規制が
強化されているが、そもそも企業による労働時
間管理義務には明確な法的根拠がない。労働時
間の長さと仕事の成果が一致しない職種や業務
が増加する中で、企業に対し一律的に従来の労
働時間管理を求めることは現実的ではなく、労
働時間の把握は働き方の違いに応じた方法を採
用すべきである。また、労働時間の管理・把握
方法については、事業規模や事業内容などに応
じたものとすべきであり、その意味では、個々
の職場の労働実態を最もよく知る労使の取り決
めに委ねるべきである。

「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべ
き措置に関する基準」
（平成13年4月6日　基発
339号）
「賃金不払残業の解消を
図るために講ずべき措置
等に関する指針」
（平成15年5月23日　基
発0523004号）

厚生労働省労働
基準局賃金時間

課

　サービス残業の解消や
過重労働による健康障害
防止の観点から、労働時
間の管理・把握方法など
について、法律ではな
く、通達や指導による規
制の強化が行われてい
る。始業・終業時刻を確
認する方法は原則とし
て、①使用者が自ら現認
し、記録する方法、②タ
イムカード、ICカード等
客観的な記録を基礎とし
て確認、記録する方法が
要求されおり、例外的に
自己申告制も認められて
いるが、極めて限定的な
取り扱いとなっている。

5056 50560019 (社)日本経済団体連合会 19
ホワイトカラーイグゼンプション制度の
導入

　管理監督者に限らず、裁量性の高い労
働者や一定水準以上の収入がある労働者
などについても労働時間規制の適用除外
とすべく、米国における「ホワイトカ
ラーイグゼンプション制度」についての
具体的検討を行い、早期に結論を得て、
わが国に導入すべきである。

　働く者が自立的かつ自由に働き方を選ぶにあ
たって選択肢として労働時間に囚われない働き
方についても検討すべきである。裁量労働制の
見直しは行われたが、未ださまざまな規制がな
されており、運用上極めて限定的である。ホワ
イトカラーの場合、業務の裁量性が高く、報酬
も労働時間の長さではなく、仕事の成果に基づ
くことが適当であり、旧来の労働時間を中心と
する管理は時代に適合せず、労働時間規制の適
用を完全に除外する制度を導入すべきである。

労働基準法第41条
厚生労働省労働
基準局総務課

　現行、労働時間等に関
する規定の適用が除外さ
れているのは、労働基準
法第41条に定める、監督
若しくは管理の地位にあ
る者又は機密の事務を取
り扱う者、監視又は断続
的労働に従事する者(行
政官庁の許可を受けたも
の)等ごく一部の労働者
に限られている。
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5056 50560020 (社)日本経済団体連合会 20
労働時間等に関する規定の適用除外
者の範囲の拡大【新規】

　管理監督者について、現在の企業の実
態に適合するようにその対象範囲を拡大
すべきである。

　多くの企業において組織や職制の見直しや人
事労務管理諸制度の再構築が行われ、また従業
員に対する処遇も大きく変化する中で、上記通
達等で示された管理監督者の範囲は、こうした
変化に対応していない。

労働基準法第41条
「監督又は管理の地位に
ある者の範囲」
（昭和22年9月13日　基
発17号、昭和63年3月14
日　基発150号）
「都市銀行等の場合」
（昭和52年2月28日　基
発104号の2）
「都市銀行等以外の金融
機関の場合」（昭和52年
2月28日　基発105号）

厚生労働省労働
基準局監督課

　労働基準法第41条第1
項2号では、事業の種類
にかかわらず監督若しく
は管理の地位にある者又
は機密の事務を取扱う者
（以下「管理監督者」と
いう。）を、労働時間等
に関する規定の適用除外
としている。この管理監
督者の範囲については、
昭和22年に出された解釈
例規（昭和63年に同旨の
通達）、銀行業務におけ
る判断（昭和52年）があ
る。
　しかし、企業ごとに組
織や職制が異なる中で、
個々の企業の従業員にお
ける同法の適否（適用範
囲）が不明確であり、監
督官により判断が異な
る。また、全体的に管理
監督者の範囲を厳格に判
断される傾向にある。

5056 50560021 (社)日本経済団体連合会 21
労働時間等に関する規定の適用除外
者に対する割増賃金支払義務の見直し
【新規】

　管理監督者に対して深夜就業の割増賃
金を支払わなければならないという規定
を撤廃すべきである。

　管理監督者については、そもそも、労働基準
法第41条において、労働時間等に関する規定の
適用除外となっており、通達等で深夜就業に伴
う割増賃金の支払を義務付けるべきではない。

労働基準法第37条、第41
条
「労働基準法関係解釈例
規について」（1988年3
月14日基発第150号）
「労働基準法の一部を改
正する法律の施行に関す
る関係通達の改廃につい
て」
（1999年3月31日基発第
168号）

厚生労働省労働
基準局監督課

　下記の通達によって、
使用者は、労働時間等の
適用除外を受ける監督若
しくは管理の地位にある
者又は機密の事務を取扱
う者（以下「管理監督
者」という。）に対し、
労働基準法第37条に定め
る時間帯（午後10時～午
前5時）に労働させる場
合には、深夜業の割増賃
金を支払わなければなら
ないとされている。
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5056 50560022 (社)日本経済団体連合会 22
企業単独型の外国人研修・技能実習制
度の要件緩和

①資本関係のある海外関係会社社員の研
修受け入れについては、在留資格が「研
修」であっても交代勤務の研修を行なえ
るよう要件を緩和すべきである。
②資本関係のある関係会社社員の受け入
れについては、業種を問わず技能実習が
行なえることを認めるべきである。
③企業単独型の場合、研修生の人数の制
限を緩和（常勤社員の10％以内）すべき
である。

①企業が海外に関係会社を保有するなど、経済
のグローバル化が進展する中で、海外関係会社
の生産現場を担うオペレーター層の人材育成は
不可欠であるが、現状の制度では、交代勤務で
しか習得できない技能の研修は実施しづらい。
②標準化されていない会社独自の技能等が多い
職種は、国際研修協力機構の認定を受けられ
ず、技能実習が不可能である。
③海外の関連会社の立ち上げなどによって、一
度に多くの研修生を受け入れる必要がある場合
もある。
④企業単独型の研修生受け入れは、企業グルー
プの従業員が研修として来日するものであり、
身元保証をしっかりと行なうことができる。

出入国管理及び難民認定
法第7条1項第2号の基準
を定める省令
在留資格「研修」に係る
基準省令に関する法務省
告示

法務省入国管理
局

①企業単独型の研修で
あっても日勤のみで交替
勤務は原則認められてい
ない。個別の事情に応じ
て認めるとされている
が、実際にはなかなか認
められない。
②技能実習が認められて
いるのは、一部の対象職
種（技能検定対象職種、
国際研修協力機構認定職
種）に限られている。
③研修生の受け入れ人数
は、大企業の場合、社員
数の5％以内となってい
る。

5056 50560023 (社)日本経済団体連合会 23
外国人研修・技能実習制度における再
研修・再実習の制度化

 再研修・技能実習が認められる基準を明
確化し制度化すべきである。

 元研修生・技能実習生のうち優秀な人材を再
び受け入れたいと考えている企業は多い。ま
た、元研修生・技能実習生のなかにも、次は生
産ラインの管理者としてのスキル、ノウハウを
学びたいといった希望を持つ者も少なくない。

技能実習制度に係わる出
入国管理上の取扱いに関
する指針
入国・在留審査要領

法務省入国管理
局

 研修・技能実習を終了
して帰国した元研修生・
技能実習生の再入国につ
いては禁止されてはいな
いが、帰国後早々の再研
修や、前回の研修と同
種・同等レベルの再研修
は認められていない。再
研修・技能実習が認めら
れるのは、帰国・復職後
１年以上経過しているこ
と、研修技能実習目標・
内容が前回よりレベル
アップしていることなど
の基本的な要件が必要と
されることに加え、再研
修が必要であると認める
に足りる相当の個別の具
体的理由があると法務大
臣が判断した場合に限ら
れている。
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5056 50560024 (社)日本経済団体連合会 24
社会保険診療報酬支払基金から保険
者に送付するレセプトの電子媒体化

　支払基金から保険者へのレセプトの送
付形態として、電子媒体によることを可
能とし、保険者における事務処理の効率
化を図るべきである。

　現在、レセプト電算処理システムの整備が進
められているが、支払基金から保険者に対して
送付するレセプトの電子媒体化に関する体制整
備は進んでいないのが実態である。
　厚生労働省では、審査支払機関から保険者へ
送付するレセプトのデジタル化については、①
電子媒体仕様のあり方、②情報セキュリティ確
保のあり方、③保険者側がデジタル化したレセ
プトを受け入れることができるかどうか等を考
慮しつつ検討するとしており、2004年度中に結
論を得る予定である。
可能な限り検討の速度を早めるとともに、実施
スケジュールを明確にした上で措置すべきであ
る。
　医療機関から保険者まで一貫したレセプト審
査・支払業務の電子化を進めることによって、
事務の効率化だけではなく、レセプト情報を被
保険者の健康管理に役立てることが期待され
る。

「保険医療機関及び療養
取扱機関に係る磁気テー
プ等を用いた費用の請求
に関する取扱いについ
て」（平成14年11月29日
保発第1129001号）

厚生労働省保険
局保険課

　社会保険診療報酬支払
基金（以下「支払基
金」）から健康保険組合
など保険者に対して送付
されているレセプトは、
現在、紙媒体となってい
る。
　なお、医療機関と支払
基金との間で実施されて
いる、レセプト電算処理
システムの普及状況は、
2004年８月現在、医科レ
セプト件数の6.9％（病
院11.7％診療所
4.5％）、調剤レセプト
件数の38.4％となってい
る。

5056 50560025 (社)日本経済団体連合会 25 調剤報酬明細書の審査請求の見直し

　調剤報酬明細書については、保険者が
医科歯科診療報酬明細書と突合して疑義
がある場合には、合計点数が2000点未満
であっても支払基金等に対して審査請求
ができるようにすべきである。
　その際に支払基金等に対して支払う審
査事務費は、保険者に過重な負担を課さ
ないようにすべきである。

　調剤報酬明細書については、合計点数が2000
点未満である場合、支払基金等に対して審査請
求ができない。支払基金等は事務審査（点検）
の後、保険者に調剤報酬明細書を送付すること
になるが、保険者は合計点数が2000点未満の場
合に疑義があっても支払基金等に審査請求がで
きない現状は、容認できるものではない。ま
た、減点により、医療費抑制の効果も期待でき
る。
　2004年度中に「その方策と事務負担の在り方
について」結論を得ることになっているので、
可能な限り検討の速度を早めるべきである。そ
の際、保険者の請求により支払基金が審査する
という現行の枠組みの中で、審査事務費は適正
に算出される必要がある。

「処方せんによる調剤に
係る診療報酬請求に対す
る審査の実施について」
（昭和63年３月19日保発
第23号)

厚生労働省保険
局保険課

　調剤報酬明細書につい
ては、合計点数が2000点
以上である場合、保険者
は医科歯科診療報酬明細
書と突合して疑義があれ
ば、社会保険診療報酬支
払基金等（以下「支払基
金等」）に対して審査請
求ができる。しかし、合
計点数が2000点未満であ
る場合、支払基金等に対
して審査請求ができな
い。
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5056 50560026 (社)日本経済団体連合会 26
保険者と医療機関の直接契約に係る
規制緩和

　①契約医療機関の運営状況、②各都道
府県に設置される委員会による審議、③
契約医療機関における、当該契約健保組
合加入者及び当該契約健保組合加入者以
外の患者に係る診療報酬の額及びレセプ
トの件数についての報告義務（毎月）な
ど、契約条件等の規制を緩和すべきであ
る。
　2004年10月22日現在、直接契約が成立
していない現状に鑑みて、直接契約条件
等について全般的に見直す必要がある。

　今般、保険者と医療機関の直接契約による割
引契約が可能となったことから、各医療機関の
インフラ、医療技術、サービス等の改善が期待
される。よって、医療費の効率的活用を一層促
進する観点から、保険者側で医療機関を評価で
きる場合には、当該委員会による審議を簡略化
するなど契約条件等を緩和すべきである。
　本年６月の規制改革集中受付月間において厚
生労働省からは、「患者にとって適切な受診行
動を確保するため、契約当事者からの申し立て
だけでなく、地域の医療機関や被保険者代表な
どの意見を聞く必要があるので、都道府県ごと
の委員会における審議を求めている」との回答
があった。しかし、当該契約に直接関わること
のない医療機関や被保険者の代表などの意見を
聴取するまでもなく、当該契約に伴い直接影響
を受ける被保険者の申し立てにより、患者のフ
リーアクセスを確保できると考える。

健康保険法第76条第３項
「健康保険法第76条第３
項の認可基準等につい
て」（平成15年５月20日
保発第0520001号）

厚生労働省保険
局保険課

　保険者が医療機関と契
約し医療費の割引契約を
受けられる制度が、昨年
５月に解禁となった。し
かし、契約条件等とし
て、①契約医療機関の運
営状況（直近２年間とも
経常損益が赤字の場合な
ど収支状況が良好でない
と認められる場合には認
可しない）、②各都道府
県に設置される委員会
（地方社会保険医療協議
会）による審議、③保険
者は契約後、毎月、契約
医療機関における　ａ）
当該契約健保組合加入者
に係る診療報酬の額及び
レセプト件数、ｂ）当該
契約健保組合加入者以外
の患者に係る診療報酬の
額及びレセプト件数を地
方厚生（支）局に報告し
なければならないなどの
規制がある。

5056 50560027 (社)日本経済団体連合会 27 営利法人による保険医療機関の経営

①構造改革特区以外でも、株式会社等に
よる医療機関経営の参入規制を解除すべ
きである。
②特区申請期間（2004年10月４日～15
日）において、申請がなかったことを踏
まえ、医療の種類を限定列挙するのでは
なく、地方公共団体が必要とする「高度
医療」が幅広く認められるように参入要
件を緩和すべきである。

①ａ）民間企業の有する経営のノウハウと資本
を活用して医療サービスの効率化と質の向上が
図られると同時に、医療機関の経営を専門家に
委ねることにより、医師が診療に専念できるこ
とになる。配当分を確保するために、医療費の
高騰を招くとの考え方は、現在の医業経営のコ
スト構造を前提とした議論である。
　ｂ）営利法人による病院等の経営を認めて
も、実際に診療行為を行うのは国家資格を有す
る医師であり、医療の安全性や質の確保には影
響がない。
　ｃ）経営主体が非営利法人であっても、不採
算の医療機関が経営を継続することは困難であ
る。僻地医療や緊急医療については、セーフ
ティネットの観点から別途、公的な関与が必要
である。
　ｄ）患者選別や過剰診療等に対する懸念の払
拭のためには、参入規制ではなく、現行の応召
義務等の規制や、情報公開の徹底等によって対
応可能である。
　ｅ）現存の企業立病院に何ら弊害が生じてい
ないばかりか、地域の中核病院の役割を果たし
ている医療機関もある。
②内閣府が実施した事前相談に対して１件の相
談もない現状からは、参入要件自体が地方公共
団体が望む住民への医療サービスを反映してい
ないものであると考えられる。地方公共団体や
民間事業者等の自発的な立案により、地域の特
性に応じた規制の特例を導入するという制度の
趣旨を踏まえて、参入要件を緩和すべきであ
る。

医療法第７条第５項、第
54条、構造改革特別区域
法第18条、「構造改革特
別区域法第18条第１項に
規定する高度な医療に関
する指針」（平成16年厚
生労働省告示第362
号）、「医療法の一部を
改正する法律の施行に関
する件」(昭和25年８月
２日発医第98号)、「医
療機関の開設者の確認及
び非営利性の確認につい
て」（平成５年２月３日
総第５号／指第９号）

厚生労働省医政
局総務課

　構造改革特別区域法の
改正により、株式会社
は、構造改革特区におい
て、①自由診療の分野
で、②「高度医療」の提
供を目的とする医療機関
を開設することが認めら
れた。
　また、厚生労働省告示
（2004年10月１日施行）
では、株式会社が特区内
で開設する医療機関にお
ける高度医療の範囲は、
ａ）高度な画像診断、
ｂ）高度な再生医療、
ｃ）高度な遺伝子治療、
ｄ）高度な美容外科医
療、ｅ）高度な体外受精
医療などとなっている。
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5056 50560028 (社)日本経済団体連合会 28 いわゆる「混合診療」の容認

　高度先進的な医療サービス等（専門医
の間で効果が認知されている新しい検査
法、薬、治療法を含む）を患者が選択し
やすくするため、例えば、特定承認保険
医療機関など、質の高い医療サービスを
提供できる医療機関においては、医療技
術及び医療機関ごとに個別の承認を必要
とせず、いわゆる「混合診療（保険診療
と保険外診療の併用）」を包括的に認め
るべきである。
　また、ａ）一連の診療行為の中で行う
予防的処置・保険適用回数等に制限があ
る検査、ｂ）診療行為に附帯するサービ
スについては、患者と医療機関との契約
により、いわゆる「混合診療」を認める
べきである。

①いわゆる「混合診療」が広く認められること
によって、費用の全額を自己負担してきた高額
な高度先進医療が、公的医療保険によって部分
的にカバーされるために、患者の受診機会を拡
大し、所得の格差に基づく不公平感は緩和され
る。
②医療技術及び医療機関ごとに個別の承認を必
要とする現行下（既承認の高度先進医療技術の
うち、一部が届出制に移行）では、手続きに時
間がかかり患者の受診機会を狭め、また、先端
医療など公的保険の適用外となっている新しい
医療技術・サービスに対する医師の積極的取組
みを阻害したり、医療サービスの質の向上を妨
げている。
③全額が自己負担にならないように、例えば本
来１回の入院・手術で済むところを保険診療部
分と保険外診療部分とに分けて処置するなど、
一連の診療行為ではない対応を行うことによ
り、患者の身体的負担を増大させるとともに、
こうした非効率な行為が、医療費を増大させて
いるとの指摘もある。
④患者自らが必要な医療を適切に選択できる環
境を整備するためには、当該診療行為の内容や
結果の予測、危険、料金などについて十分な説
明を受けることを担保する意味で、患者等への
情報開示の義務化が求められる。
⑤特定療養費制度における高度先進医療の承認
手続きについては、一定の基準を満たした場
合、医療技術及び医療機関ごとに個別の承認を
必要とせず届出のみで認める簡素化が一部図ら
れたものの（2004年11月現在88技術のうち20技
術）、当該制度の抜本的な見直しには至ってい
ないと考える。
⑥診療行為に附帯するサービスは、療養の給付
でないことを明確化して、患者の自己負担とす
べきである。

健康保険法第52条、第63
条、第74条、第85条、第
86条

厚生労働省保険
局医療課

　一疾患に対する一連の
診療行為において、保険
診療と保険外診療を併用
することが認められてい
ない。

5056 50560029 (社)日本経済団体連合会 29
電子化された診療録等の外部保存と情
報活用

　医療機関や医師会に限らず、情報の漏
洩防止など一定の要件を満たす施設にお
いては原則、自由に電子カルテの保存が
可能となるようにすべきである。

　外部保存を幅広く認めることで、医療施設間
の連携が進み、医療の質の向上が期待できる。
例えば医療機関間での紹介・逆紹介がスムーズ
になることや多重投薬のチェック、検査の重複
防止などが実施しやすくなる。また、医療費の
無駄を省くことも可能となる。さらに、データ
ベースを構築して分析することにより、医療の
発展にもつながることが期待される。
　個人情報については、個人情報保護法が2005
年4月1日より全面施行され、医療分野について
はガイドラインも設けられることから法的に整
備は進んでいる。
　厚生労働省の医療情報ネットワーク基盤検討
会の最終報告（2004年９月30日）では、国の機
関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団
体等について、外部保存を可能とすることとさ
れており、さらにその範囲を拡大し、民間の施
設でも保存を可能とすべきである。

「診療録等の保存を行う
場所について」（平成14
年３月29日医政発
0329003号／保発第
0329001号）
「診療録等の外部保存に
関するガイドライン」
（平成14年５月31日医政
発第0531005号）

厚生労働省医政
局研究開発振興

課

　「診療録等の保存を行
う場所について」（平成
14年３月29日医政局長・
保険局長通知）、「診療
録等の外部保存に関する
ガイドライン」（平成14
年５月31日医政局長通
知）により、電子化した
診療録等の保存場所は、
病院、診療所の医療機
関、及び医療法人等が適
切に管理する場所（医師
会）に限定されており、
それ以外の場所に保存す
ることは認められていな
い。
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5056 50560030 (社)日本経済団体連合会 30
特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の診療報
酬における施設基準の特定機能病院
に対する緩和

　特定機能病院については、診療報酬上
の特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の施設
基準（共同利用率５％）を適用除外、ま
たは共同利用率の解釈を変更するなど規
制を緩和すべきである。

①大学病院等の特定機能病院の役割は先端医療
を担うことであって、特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲ
Ｉ撮影は診断に多く用いられており、患者が集
中している現状がある。共同利用率の規制につ
いては、特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の稼働
率を高めることが目的であるにもかかわらず、
稼働率の高い特定機能病院に当該規制の適用を
求めることは本来の趣旨に反する。
②昨年11月の規制改革集中受付月間における厚
労省の回答では、「当該機器を共用することに
より、地域における効率的な医療の実施に貢献
している点をも評価している」との指摘がある
が、紹介率や逆紹介率は、地域医療への貢献を
はかる指標の一つであると理解している。した
がって、大学病院等の特定機能病院では制度
上、紹介率30％以上が規定されていることか
ら、この基準の中に共同利用率５％が包含され
るとみなすことには合理性があると考えられ
る。
③大学病院等では、共同利用率５％の実証が困
難であるため、診療報酬の低い単純ＣＴ撮影、
単純ＭＲＩ撮影の点数で請求されている現状が
みられる。

「特掲診療料の施設基準
等」（2004年２月27日厚
生労働省告示50号）
「特掲診療料の施設基準
及びその届出に関する手
続きの取り扱いについ
て」（2003年２月27日保
険局医政局長通知　）

厚生労働省保険
局、医政局

　特殊ＣＴ撮影、特殊Ｍ
ＲＩ撮影の診療報酬を請
求する場合には、施設基
準として他の保険医療機
関からの依頼による撮影
の症例数（共同利用率）
が、全体の５％以上とな
ることが要件となってい
る。

5056 50560031 (社)日本経済団体連合会 31
医療機関及び医療用医薬品に関する
広告規制の緩和

　患者中心の医療の実現に向けて、虚偽
広告や誇大広告等に関する取締り強化や
第三者的な評価機能の充実を図りつつ、
医療機関及び医薬品（特に医療用医薬
品）に関する広告規制を緩和すべきであ
る。
　特に、客観的に検証可能な事項は原
則、広告可能とすべきである（例えば、
検査や画像診断の方法、導入している医
療用機器の種類など）。

①利用者が医療機関を選択する上で、情報公開
の役割は大きく、広告規制を緩和して、サービ
ス提供者と利用者との間の情報共有を図り、医
療サービスを安心して受けられる環境を作る必
要がある。患者自らが医療機関を選択しやすい
ようにすべきである。
②医療用医薬品については、厚生労働省の通知
により、添付文書情報が一般消費者（患者）で
も入手しやすい環境は整備されたが、内容につ
いては十分に理解できないことも予想される。
医療用医薬品に関する情報を一般消費者（患
者）が十分入手できる体制が必要と考える。
2004年度中に結論を得る予定の研究内容に基づ
き、可能な限り早期にガイドラインを作成する
ことが求められる。

医療法第69条第１項、厚
生労働省告示第158号
（平成14年３月29日）
薬事法第66条、第67条、
第68条
「医薬品等適正広告基準
について」（昭和55年10
月９日薬発第1339号）
「医療用医薬品等の情報
提供と薬事法における広
告との関係について」
（平成15年３月28日医薬
監第0328006号）

厚生労働省医政
局総務課

①医療機関が広告を行え
る内容は、医療法第69条
第1項と厚生労働省告示
第158号の範囲に限定さ
れており、定められてい
る事項以外は広告しては
ならないことになってい
る。
②医療用医薬品（医師も
しくは歯科医師の処方箋
が必要な医薬品）につい
ては、医薬関係者（医師
または薬剤師等）以外の
一般人を対象とした広告
はできない。一般人を対
象に医療用医薬品の添付
文書情報を製薬企業等の
ホームページ上で公開す
ることは可能だが、広告
については認められてい
ない。
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5056 50560032 (社)日本経済団体連合会 32
医療用具製造承認の一部変更承認 に
伴う保険適用希望書の簡略化

　一部変更が認められ、保険適用の希望
内容に変更がない場合、「保険適用希望
書」については、簡略記載の提出を認め
るべきである。
　具体的には、「保険適用希望書」の備
考欄に一部変更の概要と保険適用希望内
容の変更有無を記載するだけで受理すべ
きである（ 「医療用具保険適用希望資
料」、 「類似機能区分及び類似機能区分
選定の根拠」、 「承認書の写し」 の添
付は不要もしくは簡略化）。

　保険適用の希望内容に変更がない場合、一部
変更承認の内容を確認し、保険適用内容に変更
がないことを確認できれば良いと考える。一連
の資料添付を求める必要はなく、より迅速な審
査が可能になるように、添付資料のスリム化が
求められる。

薬事法第12条、第14条
厚生労働省保険
局医療課

　医療用具製造承認の一
部変更が認められた場
合、保険適用の希望内容
に変更がなくても、「保
険適用希望書」を提出す
る規定となっている。

5056 50560033 (社)日本経済団体連合会 33
在宅医療で使用する注射薬の規制緩
和

　医師の指導により、患者等に取扱いを
任せても安全性が確保できると考えられ
るもので、例えば降圧利尿剤や消化管機
能異常治療剤など、中心静脈栄養法にお
いて併用頻度の高い治療薬（注射薬）に
ついては、患者への投与を認めるべきで
ある。

　昨年11月の規制改革集中受付月間における厚
生労働省の回答では、「患者が自ら使用しても
安全性が確保できるものについては、既に在宅
医療において投与することができる注射薬とし
て認めている」とのことであるが、在宅医療は
入院医療に代わる医療であり、患者のＱＯＬ
（生活の質）が改善することに役立つものとし
て期待されている。このため、医師の指導によ
り患者等に取扱いを任せても安全性が確保でき
ると考えられる治療薬（注射薬）の範囲につい
て再検討することが求められる。

保険医療機関及び保険医
療養担当規則第20条第２
号

厚生労働省保険
局医療課

　在宅で患者が自ら行う
「在宅中心静脈栄養法」
においては、高カロリー
輸液の他に、ビタミン
剤、高カロリー輸液用微
量元素製剤、血液凝固阻
止剤に限って投与可能で
あり、その他の治療薬
（注射薬）の投与は認め
られていない。
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5056 50560034 (社)日本経済団体連合会 34 医薬品の一般小売店における販売

　2004年７月30日より医薬部外品に移行
されなかった医薬品の製品群の中でも、
人体に対する作用が比較的緩和な医薬品
群については、一般小売店での販売を認
めるべきである。

　現状でも、ドラッグストアで売られている医
薬品の中には、自己購入で売られているものも
あり、そのような医薬品に関しては薬剤師を常
設しない一般小売店での販売を行っても問題は
ないものと考える。また、風邪薬（内用）、解
熱鎮痛剤、乗り物酔防止薬、シップ剤、目薬等
が一般小売店において販売できるようになる
と、常備薬切れや夜間等における緊急の疾病時
には対応が可能となり、消費者の利便性が向上
する。作用が緩和な医薬品の販売にあたって
は、使用上の注意書き等の店内掲示により、安
全上の課題は克服できると思われる。

薬事法第24条
厚生労働省医薬
局総務課

　医薬品の一般販売業に
ついては、店舗ごとに都
道府県知事からの許可が
必要である。その際、薬
剤師の配置義務や構造設
備が定められている。こ
のため、一般小売店では
医薬品の販売はできな
い。
　1999年３月31日よりド
リンク剤等の15製品群
が、また、2004年７月30
日より健胃薬等371品目
が、医薬部外品へ移行さ
れて一般小売店での販売
が可能となった。しか
し、依然として範囲が限
られており、風邪薬等消
費者のニーズの高い医薬
品は販売ができない。

5056 50560035 (社)日本経済団体連合会 35 医療用配合剤に関する規制緩和

　医療用配合剤の承認事由を緩和して、
医療ニーズに応じた医療用配合剤の提供
を可能とすべきである。具体的には、承
認要件を欧米並みに緩和し、「複数の薬
物治療を並行して行う必要のある患者人
口が相当程度存在する場合」あるいは
「患者のコンプライアンスの改善をもた
らす治療の単純化等が認められれば承認
する」などを追加すべきである。また、
欧米で既に承認されている医薬品につい
ては、原則としてその配合意義を認める
こととすべきである。

　急増する生活習慣病患者の治療では、医療用
配合剤は有効である。生活習慣病の患者は複数
の疾患を併せ持っている確率が高く、重篤な障
害を引き起こす可能性が高まるからである。こ
れに対応するために、医療用配合剤の承認要件
を緩和する意義は大きい。また、利便性が高ま
ることで、患者の服薬コンプライアンスが向上
し、医療費を抑制する効果も期待される。
　なお、欧米では、症状の推移等に応じて使用
量を調整する必要がある慢性疾患領域におい
て、医療用配合剤が幅広く使用されており、日
本に限って使用量の調整の困難さが問題になる
という合理的根拠は考えられない。

「医薬品の承認申請に際
し留意すべき事項につい
て」（平成11年４月８日
医薬審666号）

厚生労働省保険
局医療課

　複数の有効成分を含有
する医療用医薬品である
医療用配合剤は、服薬利
便性の向上、飲み忘れ等
の防止等により、医療経
済学的効果の改善に寄与
することが知られてい
る。しかし、わが国で
は、①輸液等用時調製が
困難なもの、②副作用
（毒性）軽減又は相乗効
果があるもの、③その他
特に必要が認められるも
のだけに限定されてい
る。このため、日本で承
認されている医療用配合
剤の数は欧米諸国と比べ
て少なく、欧米で広く利
用されているにもかかわ
らず、日本では承認され
ていないものが多い。
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5056 50560036 (社)日本経済団体連合会 36
難治療性疾患等の治療薬等に関する
審査制度の弾力化【新規】

　難治療性の疾患の治療薬等に関する迅
速な承認のために、申請に先立ち、申請
資料のうち準備のできたものから順次提
出し、審査が受けられる「先行審査制
度」を導入すべきである。

　現行の優先治験相談制度と優先審査制度に加
えて、難治療性の疾患等にはさらに一刻も早い
治療法の確立のための仕組みが求められる。
「先行審査制度」により承認までの時間は大幅
に短縮が可能となることから、導入することが
必要である。

薬事法第14条第５項
薬事法施行規則第18条の
３

厚生労働省医薬
食品局審査管理

課

　医薬品医療機器総合機
構が2004年４月１日より
発足し、優先治験相談制
度と優先審査制度が整備
されて、治療薬等の承認
が早まることが期待され
ている。しかし、難治療
性の疾患等には、さらに
一刻も早い治療薬等の承
認のための仕組みが求め
られる。

5056 50560037 (社)日本経済団体連合会 37
販売業における管理薬剤師の配置見
直し【新規】

　毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原
料（プロピレングリコール、グリセリン
等）について、①商社、②販売業におけ
る営業所、倉庫等では、一定以上の専門
知識を有する者に試験等を実施し、その
合格者を管理者として認めるべきであ
る。

①商社を通して薬剤を販売する場合、薬剤自体
は製造元の工場から直接顧客に配送され、商社
では伝票処理だけという状態である。このよう
に、毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原料に
関して、薬剤原料に触れることのない商社など
では薬剤師の他に一定以上の専門知識を有する
者に試験等を実施し、その合格者もその管理者
として認めるべきである。
②販売業における営業所や倉庫等では、毒性も
なく薬理作用の少ない薬剤原料を扱うのであれ
ば、同様に、薬剤師の他に一定以上の専門知識
を有する者を管理者として認めるべきである。

薬事法第８条、第９条、
第９条の２、第26条、第
27条

厚生労働省医薬
食品局総務課

　薬事法では、販売業
（卸売販売業）におい
て、管理薬剤師の配置が
義務付けられている。
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5056 50560038 (社)日本経済団体連合会 38
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与
に係る福祉用具の種目」の拡大

　安全衛生面など一定の基準を満たす高
機能ポータブルトイレについては、便座
など肌に直接触れるものを除き、本体部
分は貸与対象品にすべきである。

　福祉用具について、入浴、排泄に供するもの
は再利用することに心理的抵抗感があるとして
購入対象としているが、一定の安全衛生基準を
満たすことで使用者の心理的な抵抗感をなくす
ことが可能であると考える。ポータブルトイレ
は、近年、技術革新が進み、防臭機能や水洗式
でシャワー洗浄機能が付加されるなど清潔なも
のが販売されるようになっている。快適なトイ
レ環境は、ＱＯＬ（生活の質）を保つ上で重要
であり、介護保険の購入対象となっている腰掛
便座では、ＱＯＬの保持は程遠いといわざるを
得ない。
 　現状では、高機能ポータブルトイレの価格
は高く（20～30万円）、レンタル対象品とする
ことにより多くの利用者のＱＯＬ改善に貢献で
きると考える。また、副次効果として、トイレ
のリフォーム費用など他の介護費用の削減にも
資することが期待される。

介護保険法第７条第17
項、第44条第１項
「厚生労働大臣が定める
福祉用具貸与に係る福祉
用具の種目」（平成11年
３月31日厚生省告示第93
号、平成12年厚生省告示
第479号）
「厚生労働大臣が定める
居宅介護福祉用具購入費
等の支給に係る特定福祉
用具の種目」（平成11年
３月31日厚生省告示第94
号、平成12年厚生省告示
第480号）

厚生労働省老健
局振興課

　介護保険では、貸与対
象として12種類、購入対
象として５種類の福祉用
具を定めている。人の肌
に直接触れるなど再利用
することに心理的抵抗感
がある福祉用具は、貸与
対象品（レンタル）では
なく購入対象品としてお
り、ポータブルトイレは
購入対象品に該当してい
る。

5056 50560039 (社)日本経済団体連合会 39 保育所の施設基準の見直し
　保育所の保育室の窓等開口部の総面積
は、保育室の床面積に対して１／５以上
と定める規定は、廃止すべきである。

　現在、自然光のみで室内の明るさを確保する
という設計のビルだけではないため、保育所を
設置する上で窓等の開口部の総面積が床面積の
１／５以上という規定が大きな障害になってい
る。昨年11月の規制改革集中受付月間に提出し
た本要望に対して、国土交通省から、「入射す
る光の量を考慮して、当該開口部に面する土地
の状況に応じて定めているところであり、窓等
の開口部が道路等に面している場合等は、当該
割合は、１／５から１／15まで緩和することが
可能であることから、実態として支障となると
は考えられない」旨の回答があった。照明設備
の設置、有効な採光方法の確保等の措置を講じ
ることによって基準の緩和が可能であることに
鑑み、一律に１／５以上という規制をかける必
要はないと考える。また、保育所の増加は、待
機児童問題の解消にも寄与するものであり、保
育所の設置の妨げにつながるような規制は撤廃
すべきであると考える。

建築基準法第28条第１項
建築基準法施行令第19条
国土交通省告示第303号

厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局保育課

国土交通省住宅
局建築指導課

　保育所の保育室の窓な
ど採光に有効な開口部の
総面積は、「保育室の床
面積に対して１／５以
上」と規定されている。
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5056 50560040 (社)日本経済団体連合会 40
確定拠出年金における中途引出し要件
の緩和

①脱退一時金を受給できる要件を緩和す
べきである（死亡・高度障害以外の事由
の容認及び少額の脱退一時金の拡充を図
る）。
②60歳未満の加入者等で、経済的困窮時
には、個人別管理資産を取り崩すことを
可能とするか、あるいは、個人別管理資
産を担保とした融資を受けられるように
すべきである。

①ａ）60歳到達前に退社して、海外に居住する
者や、確定拠出年金制度がなく他の企業年金制
度がある他社に転職する者などの場合、ｂ）比
較的短い期間の加入員が50万円超の年金資産を
持ったまま退職して専業主婦となる場合、いず
れの場合も現行制度では、60歳に達するまで個
人型年金の運用指図者とならざるを得ないこと
から、資産が目減りするリスクを回避しにくい
という問題に対処する必要がある。
②加入員の想定を超えたリスクが発生した場
合、個人別管理資産を活用することで対処可能
となる。
　現行の要件は制度普及の阻害要因の一つにも
なっており、利便性の向上により制度普及にも
資することになる。

確定拠出年金法第28条、
第33条
確定拠出年金法附則第３
条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

①脱退一時金を受給でき
る要件は、通算拠出期間
が３年以下の場合または
資産額が50万円以下で制
度上掛金を納められない
場合となっている。
②60歳未満の加入者等で
給付を受けられるのは、
高度障害（障害給付
金）、死亡（死亡一時
金）の要件を満たした場
合に限られている。

5056 50560041 (社)日本経済団体連合会 41 確定拠出年金の加入対象者の拡大

　確定拠出年金において、個人型への専
業主婦の加入を認めるべきである。
　なお、被用者年金の一元化が実現した
際には、公務員の加入についても検討す
べきである。

　確定拠出年金のポータビリティを拡充し、専
業主婦の加入を認めることで、制度普及が図ら
れ、個々人の自助努力による老後資金の形成に
寄与する。

確定拠出年金法第２条、
第９条、第62条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　確定拠出年金では、専
業主婦の加入が認められ
ていない。
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5056 50560042 (社)日本経済団体連合会 42
確定拠出年金における掛金の拠出限
度額の引上げ

　拠出限度額を大幅に引き上げるべきで
ある。

　確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、
2004年改正により引き上げられたが、老後の安
定した生活を保障するには十分ではない。自助
努力、自己責任による老後の生活保障の確保を
支援するためには、拠出限度額を大幅に引き上
げるべきである。
　利便性の向上により制度普及に資することに
なる。さらには、成果主義的要素を反映させる
こともできる。

確定拠出年金法第20条、
第69条
確定拠出年金法施行令第
11条、第36条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　企業型確定拠出年金に
ついては、①企業年金に
加入していない場合、月
額46,000円、②企業年金
に加入している場合、月
額23,000円であり、個人
型確定拠出年金について
は、①自営業者の場合、
月額68,000円、②企業年
金、企業型確定拠出年金
のない企業の従業員の場
合、月額18,000円となっ
ている。

5056 50560043 (社)日本経済団体連合会 43
企業型確定拠出年金における掛金の
本人拠出の容認

　企業型確定拠出年金について、事業主
の拠出に加えて本人拠出が可能となるよ
うにすべきである。

　確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努力、
自己責任の意識醸成を支援するためには、本人
拠出ができる仕組みが必要である。また、財形
年金制度からの移行を進める観点からも求めら
れる。
　利便性の向上により制度普及にも資すること
になる。

確定拠出年金法第19条
厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　企業型確定拠出年金に
ついては、事業主からの
拠出しか実施できず、本
人からの拠出はできな
い。
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5056 50560044 (社)日本経済団体連合会 44
確定拠出年金における自社株ファンド
のインサイダー規制の適用除外

　確定拠出年金制度において、自社株の
みを投資対象とするファンドを運用商品
として選択し、それが一定の計画に従い
継続的に行われる場合は、証券取引法第
166条第６項第８号及び同第167条第５項
第８号に該当するものとして、いわゆる
インサイダー規制の適用除外とすべきで
ある。
　2004年度中に結論を得るとされている
金融審議会での検討を可能な限り前倒し
すべきである。

　確定拠出年金制度を採用している企業におい
ては、自社株ファンドを運用商品の選択肢に加
えたいという要望がある。しかし現行では、持
ち株会や株式累積投資においてインサイダー規
制の適用除外になっているものが、確定拠出年
金制度を利用すると適用除外の対象になってい
ない。
　インサイダー規制の適用除外が明確となれ
ば、証券市場の活性化にも資するものと予想さ
れる。

証券取引法第166条、第
167条
会社関係者等の特定有価
証券等の取引規制に関す
る内閣府令第６条、第８
条

金融庁

　確定拠出年金制度にお
いて自社株のみを投資対
象とするファンドを定期
的に購入する場合、イン
サイダー規制の適用除外
にはなっていない。

5056 50560045 (社)日本経済団体連合会 45
確定拠出年金における企業型年金規
約変更の届出規制の緩和【新規】

　軽微な変更のうち、施行規則第５条第
１号から第４号に定める変更（事業主、
事業所、運営管理機関及び資産管理機関
の名称変更）についても、同意不要とす
べきである。

　事業主、事業所、運営管理機関及び資産管理
機関の商号変更は、事務的な色彩が強く、加入
者側の不利益になる事態は想定できない。ま
た、変更のたびに、被用者年金被保険者の過半
数(もしくは過半数の者で構成される組合）を
代表する者の同意を得ることは、事業主の負担
（代表者の選出事務や、同意が必要である旨の
説明等の実施事務）も大きい。

確定拠出年金法第６条第
１項
確定拠出年金法施行規則
第５条、第７条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　確定拠出年金法施行規
則（以下「施行規則」）
第５条に定める軽微な変
更は、確定拠出年金法第
６条第１項により変更の
届出を行うこととされて
いる。この届出を行う場
合は、変更内容に関わら
ず、施行規則第７条第１
項第２号により被用者年
金被保険者等の過半数
（もしくは過半数の者で
構成される組合）を代表
する者の同意が必要とさ
れている。
　なお、2004年改正にお
いて、施行規則第５条第
２項に定める事項は、特
に軽微な変更として、同
意不要の措置が図られた
ところである。
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5056 50560046 (社)日本経済団体連合会 46
厚生年金基金の代行返上に伴う基本
部分の上乗せ部分の一時金清算の容
認

　基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部
分については、年金支給額と経済的に等
価な一時金（財政上の予定利率による過
去分の給付現価）を支給する仕組みを設
けるならば、一律に一時金による清算を
認めるべきである。

　基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分につ
いては、選択による一時金給付の仕組みが設け
らているが、一時金給付を選択しない者が残り
続ける限り、事務的な負担は極めて重い。
　また、受給者等にとっても、年金として支給
を受けることが必ずしもプラスでない面もあ
り、一律に一時金給付を行ったとしても、必ず
しも不当な扱いになるとは言えない。

「厚生年金基金から確定
給付企業年金に移行（代
行返上）する際の手続及
び物納に係る要件・手続
等について」（平成15年
５月30日年企発第
0530001号・年運発第
0530001号）

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　代行返上し、新型企業
年金に移行した場合、受
給（権）者の基本部分の
上乗せ（いわゆる薄皮）
部分については、選択に
よる一時金支給（清算）
が認められているが、一
律に一時金による清算が
認められていない。

5056 50560047 (社)日本経済団体連合会 47
厚生年金基金の代行返上資産の物納
要件緩和

　代行返上資産にかかる物納要件につい
て、国内株式の構成銘柄は、TOPIXの構成
銘柄80％を下回る場合でも認めるべきで
ある。

①物納要件の緩和により、小規模基金でも物納
が可能となる。
②物納が促進できれば、基金にとって株式売却
に伴う費用を節減できるほか、マーケットイン
パクトも軽減でき、株価の安定に寄与する。

確定給付企業年金法施行
規則第133条
「厚生年金基金から確定
給付企業年金に移行（代
行返上）する際の手続及
び物納に係る要件・手続
等について」（平成15年
５月30日年企発第
0530001号・年運発第
0530001号）

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　代行返上の資産は、現
金のほかに国内株式と国
内債券による物納が認め
られているが、物納の要
件（国内株式は、TOPIX
の構成銘柄80％以上の銘
柄で構成、推定トラッキ
ングエラー0.2％以内）
が厳しいことから、代行
返上の際に物納を実施し
た基金は極めて少ない状
況である。
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5056 50560048 (社)日本経済団体連合会 48
会社分割による新会社や会社合併等
における
基金の連合設立認可要件の緩和

①労働契約承継法による基金の連合設立
等に関する認可基準を緩和し、制度への
継続加入について柔軟な対応ができるよ
うにすべきである。
②さらに、事業所編入認可申請時の必要
資料等を簡略化し、事務負荷の低減を図
るべきである。

　事業の分割・合併等が加速される中で、①事
業の分割・合併等の形態が多様化しているこ
と、②企業間の資本関係についても、持ち株会
社の介在等により直接的な関係とならないケー
スがあること、③外資系企業との合併の場合で
は、制度の統一そのものが難しい場合も想定さ
れることなどから、事業再編等に対する制約と
もなりかねない。

「厚生年金基金の設立要
件について」（平成元年
３月29日企年発第23号・
年数発第４号）

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　労働契約承継法による
分社会社等においては、
分社後も従来の労働条件
等を承継することが原則
であり、企業年金制度に
おいても何ら変わりがな
い中で、承継のための認
可申請においては過度な
手続きが必要となってい
る。

5056 50560049 (社)日本経済団体連合会 49
確定給付企業年金等の財政検証に伴
う掛金追加拠出の要件緩和

　代行返上等の制度間移行によって大幅
に掛金負担が増加することがないよう
に、非継続基準に抵触した場合の積立期
限を弾力化すべきである（掛金拠出年数
を延長する）。

　厳しい運用環境の中で、企業年金を維持して
いこうとする基金や母体企業に対し、検証結果
により新たな掛金拠出を求めることは、かえっ
て年金制度存続の道を険しくすることに繋がる
おそれがある。
　企業年金制度は長期にわたって継続されるこ
とに鑑み、環境変動による制度運営負荷を軽減
する観点から、非継続基準抵触時の掛金拠出の
要件緩和が求められる。

確定給付企業年金法施行
規則第58条、第59条、第
63条
「厚生年金保険の財政運
営について」（平成８年
６月27日年発第3321号）

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　確定給付企業年金及び
厚生年金基金は、決算時
に財政検証を実施し、制
度間移行等の有無に関わ
らず、非継続基準の適用
により一定期間内の積立
基準確保が求められてい
る。積立比率（積立金額
／最低積立基準額）が
0.8未満の部分は５年、
0.8以上0.9未満の部分は
10年、0.9以上の部分は
15年で、それぞれ不足分
を解消する必要がある。
また、積立水準の回復計
画を作成する方法も認め
られている。
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5056 50560050 (社)日本経済団体連合会 50
確定給付企業年金における加入者範
囲の見直し【新規】

　①厚生年金適用事業所単位の適用を廃
止し、加入者の範囲については、当該企
業及び従業員（労組）との合意に基づき
決定することを可能とすべきである。ま
たは、②法第25条の「実施事業所に使用
される被用者年金被保険者」の現行解釈
を改め、実施事業所と雇用関係にあり、
実施事業所以外の事業所で厚生年金の被
保険者資格を取得している者（具体的に
は、企業外への出向者）についても加入
者と認めるべきである。

　確定給付企業年金制度は、退職金の一部とし
て導入されることが多いにも関わらず、企業外
への出向者は一旦脱退扱いとなることにより、
企業は当該従業員の出向期間について掛金の拠
出ができず、また、従業員の掛金拠出も停止さ
れる。企業側、従業員側の双方にとって不利益
となるおそれがある。

確定給付企業年金法第２
条、第25条、第27条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　確定給付企業年金は、
企業と従業員によりその
制度内容を決定する私的
年金の一つであるにも関
わらず、厚生年金適用事
業所単位の実施となって
いることから、企業外へ
の出向者（出向先の厚生
年金被保険者資格を取得
する者）は一旦脱退する
こととなり、制度運営上
の制約がある。

5056 50560051 (社)日本経済団体連合会 51
確定給付企業年金における加入資格
の弾力化【新規】

　確定給付企業年金について、勤続条件
が５年以上の場合や、年齢条件が30歳以
上の場合でも、加入資格を付与しないこ
とを可能とすべきである。

　実施中の退職一時金制度や適格退職年金制度
に合わせた柔軟な制度設計を認めることで、制
度間の円滑な移行を促進し、公的年金を補完す
る役割を担う各企業年金制度の普及、拡充への
基盤整備を図ることになる。

確定給付企業年金法第４
条、第26条
確定給付企業年金法並び
にこれに基づく政令及び
省令について（法令解
釈）

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　適格退職年金では、加
入待機期間の設定を弾力
的に行うことが可能だ
が、確定給付企業年金に
ついては、５年を超える
勤続条件や30歳を超える
年齢条件を加入資格の要
件として定めてはならな
いことになっている。
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5056 50560052 (社)日本経済団体連合会 52
確定給付企業年金(老齢給付金)におけ
る支給要件の弾力化【新規】

①ａ）50歳未満で退職した者について
も、50歳以上60歳未満の規約に定める年
齢に到達した時点で年金の受給開始を可
能とすべきである。
ｂ）60歳から65歳までの到達日以外の、
例えば退職日などの規約に定める到達日
から年金の支給開始を可能とすべきであ
る。
②加入期間が20年以上の場合でも、老齢
給付金を設定しない取扱いを可能とすべ
きである。

①ａ）既に退職という事象が発生しており、か
つ、50歳以上の規約に定める年齢到達という要
件を満たした状態であるにもかかわらず、退職
という事象の発生時期の問題のみによって年金
受給を制限されることは、受給権者本人の納得
が得られない。また、企業内における制度運営
の観点から、50歳以上退職者との均衡を図る必
要がある。さらには、ライフサイクルなどの観
点からも、50歳未満退職者について、50歳～60
歳の間における年金受給ニーズは高いと考えら
れる。ｂ）年金は退職後の所得保障を目的とす
るため、在職中に年金が開始することは制度の
趣旨に合わない。また、弾力化の措置により事
務負担の軽減を図ることができる。
②加入期間が20年以上の場合であっても、年金
受給の資格を付与しないで、一時金だけの設定
としたいニーズが強い。また、制度設計の自由
化により、適格退職年金など企業の退職金制度
からの円滑な移行を促すことが期待できる。

確定給付企業年金法第36
条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　①老齢給付金の支給開
始は、60歳～65歳の到達
日であり、50歳以上で退
職した場合には、退職時
から年金受給が可能と
なっている。
　　ａ）50歳未満で退職
(加入者資格の喪失)した
場合は、60歳到達時まで
年金の受給ができない。
　　ｂ）企業の定年が、
例えば年齢満60歳の誕生
日以降に到来する3月末
日である場合は、年金の
開始（60歳誕生日）は在
職中となってしまう。
　②老齢給付金につい
て、20年を超える加入期
間を受給資格の要件とし
て定めてはならないこと
になっている。

5056 50560053 (社)日本経済団体連合会 53
確定給付企業年金におけるキャッシュ
バランスプランの選択肢の拡充【新規】

　退職一時金制度や適格退職年金からの
円滑な移行を促進するために、以下のと
おりキャッシュバランスプランに係る選
択肢の拡充を行うべきである。
①給付額に下限を設けない制度の導入、
あるいは、下限を設ける場合はさらなる
運営の弾力化を行うこと
②市場インデックスなどを用い、従前の
再評価率と組み合わせた再評価指標の拡
大を行うこと

　キャッシュバランスプランは、運用リスクの
年金財政への影響軽減が可能となる有意義な方
式であることから、確定給付型の企業年金にお
ける一層の普及・充実のためには、さらなる選
択肢の拡充が必要である。

確定給付企業年金法施行
規則第26条、第28条、第
29条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

①あらかじめ定めた給付
を算定する際の年金換算
利率は通常、下限予定利
率を用いるが、下限予定
利率が低下した場合にお
いて年金換算利率の引下
げを行うと、当初の下限
利率で定める最低保証額
を下回るケースがでる。
規制緩和により、規約に
改定方法を示し、受給者
の事前同意を得るなどの
一定条件のもとで最低保
証額の変動が可能となっ
ている。
②再評価率については、
規制緩和により、賃金指
数や物価指数も適用が可
能となったが、市場連動
する評価率は採用されて
いない。
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5056 50560054 (社)日本経済団体連合会 54
確定給付企業年金における選択一時
金の支給要件の緩和【新規】

　選択一時金の支給上限に係る制限の緩
和を行うべきである（例えば、選択一時
金の支給上限である「保証期間に係る現
価相当額」の計算に用いる割引率とし
て、「一時金選択時に支給されている年
金額または支給される予定の年金額の給
付利率」を使用する取扱いを認める）。

　次の事例では、不利益問題が生じることにな
る。①年金裁定（給付利率２％と仮定し、これ
に基づき計算された年金額の給付開始）②（そ
の後の金利上昇により）下限予定利率が３％に
上昇し、これに基づく財政計算実施③一時金選
択の場合、この時点で、「前回の財政計算の下
限予定利率」は３％ということになるが、本
来、当該対象者の年金額は、給付利率２％によ
り年金額に換算されたものである。この年金額
を給付利率２％をもとに選択一時金を算出すれ
ば、元の一時金とは等価ということになるが、
３％をもとに選択一時金を算出すると、本来の
原資と比較して等価にならない。現行では、上
記計算に係る割引率として、「前回の財政計算
の下限予定利率」を用いるように規定されてい
ることから、今後これが給付利率を上回ると、
一時金支給と年金の一時払いが不等価となって
しまう。

確定給付企業年金法施行
令23条
確定給付企業年金法施行
規則第24条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　選択一時金の支給上限
は、保証期間に係る現価
相当額とされており、現
価相当額を算出する際の
割引率については、下限
予定利率となっている。

5056 50560055 (社)日本経済団体連合会 55
確定給付型の企業年金における給付
引下げに係る承認基準及び手続きの
緩和

　各年金制度における給付引下げについ
て、基本的に労使合意さえあれば、給付
引下げの理由は問わないものとすべきで
ある。

　運用環境の低迷が長期化する中で、事業主の
負担が非常に大きくなってきている。本業であ
る事業収益以上の穴埋め負担は本末転倒であ
り、従業員の雇用を守るためにも、各企業労使
において、自主的に給付引下げの意思決定がで
きる仕組みが必要である。

確定給付企業年金法第５
条、第６条
確定給付企業年金法施行
令第４条
確定給付企業年金法施行
規則第５条、第６条
「厚生年金基金の設立認
可について」(昭和41年
９月27日年発第363号)

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　現行の制度では、給付
引下げの認可基準が厳し
いため、現状の運用環境
下においても高い給付利
率を維持しなければなら
ない。
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5056 50560056 (社)日本経済団体連合会 56
受給（権）者の給付減額手続きにおける
最低積立基準額相当の支給の見直し

　給付減額時に受給（権）者が希望した
場合の一時金清算については、制度上の
選択一時金額とすることを認めるべきで
ある。

①退職一時金からの移行が一般的である実態を
踏まえると、希望者に対する一時金清算を行う
場合、労使が退職一時金として認識している制
度上の選択一時金を用いるのが妥当である。
② 現行の割引率を適用すると、最低積立基準
額相当の支給額は、選択一時金ベースと比較し
て過大になり過ぎる。このため、　受給(権)者
の大多数が一時金清算を選択することが想定さ
れ、結果として、年金制度の維持という趣旨に
合致しないだけではな　く、年金財政に致命的
な影響を及ぼしかねない。
③ 例えば、現在、厚生年金基金の解散時に
は、当面の措置として「最低責任準備金以上、
最低積立基準額以下で規約に定め　る額(労使
合意した額)」の資産を保有していれば、一括
拠出を行う必要がなく、最低積立基準額以下で
規約に定める額(労使合　意した額)から最低責
任準備金を除いた金額を分配することが認めら
れている。したがって、制度を継続するためな
ど、やむを得ない場合の給付減額時に、受給
（権）者が希望した場合の一時金清算について
は、労使の合意に基づき制度上の選択一時金額
とすることを認めるべきである。

確定給付企業年金法施行
規則第６条
「厚生年金基金の設立認
可について」(昭和41年
９月27日年発第363号)

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　受給者等の給付減額を
行う場合、当該受給者等
が希望したときには、最
低積立基準額相当を一時
金として受け取ることが
できるなど、減額前の最
低積立基準額が確保され
る措置が必要になってい
る。

5056 50560057 (社)日本経済団体連合会 57
確定給付企業年金における規約の承
認・認可申請手続きの緩和【新規】

　一定の要件を充たす場合（例えば、転
籍の発生に伴うポータブルペンションの
実施など）については、事前の承認・認
可手続きを緩和し、事後届出制の導入及
び届出を不要とする範囲の拡大を図るべ
きである。
　また、事前の承認・認可手続を要する
場合においても、申請手続きに係る提出
書類の簡素化が求められる。

　現状の確定給付企業年金の承認・認可手続き
においては、原則として事前の承認・認可手続
きが必要とされており、過度の規制となってい
る。特に、適格退職年金では大多数が自主審査
を経て受託機関が国税庁へ届出を行っているの
に対し、確定給付企業年金では、事業主が厚生
労働大臣へ承認・認可申請を行わなければなら
ず、事業主の負担が増大している。
　また、厚生年金基金は、最多でも1,800基金
程度であったために、認可申請制度でも可能で
あったと思われるが、適格退職年金（現在、
50,000件以上）の一定割合が確定給付企業年金
へ移行するにあたっては、スムースな許認可運
営を促すためにも、手続きの緩和が不可欠と考
える。

確定給付企業年金法第５
条、第６条、第12条、第
16条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　確定給付企業年金制度
では、規約（制度）の制
定・変更に係る承認・認
可申請手続きについて、
適格退職年金制度からの
移行の場合を含め、原則
として、厚生労働大臣へ
申請書を提出し、事前に
承認・認可を受ける手続
きを行わなければならな
い。また、申請に要する
書類は多岐に亘ってい
る。
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5056 50560058 (社)日本経済団体連合会 58
適格退職年金から確定給付企業年金
への移行における現物移管の適用拡
大【新規】

　適格退職年金を解除した際の分配金相
当額を確定給付企業年金の過去勤務債務
に充当する場合には、現物移管を容認す
べきである。

　現物移管は、不必要な現金化に伴うコスト負
担の軽減に資するものであり、また、受給権者
に不利益な取扱いとなるものではない。適格退
職年金から確定給付企業年金への円滑な移行促
進の観点から、権利義務の承継による移行の場
合以外においても、同様の現物移管が可能とな
るように選択肢の拡大を図るべきである。
　移行手続方法の相違だけで、積立金の評価が
（著しく）異なることは、公平性を欠くと言わ
ざるを得ない。

確定給付企業年金法附則
第25条
確定給付企業年金法施行
規則附則第13条

厚生労働省年金
局企業年金国民
年金基金課

　適格退職年金から確定
給付企業年金への移行に
ついては、権利義務承継
による移行の場合、現物
移管が可能であり、実施
企業等の負担軽減に寄与
している。しかし、適年
解除時の分配金相当額を
確定給付企業年金の過去
勤務債務に充当する場
合、法人税法施行令によ
り現物移管が認められて
いない。
　適格退職年金を解除す
る方法を採るのは、確定
給付企業年金制度への移
行が認められていない制
度設計を持つ場合や、予
定利率を変更する場合な
どである。

5056 50560059 (社)日本経済団体連合会 59 任意継続被保険者制度の見直し

　任意継続被保険者の資格取得要件につ
いて、喪失の日以前１年間に通算して６
カ月以上の被保険者期間とすべきであ
る。

①被用者保険の本人負担引上げに伴い制度間の
差がなくなったことで、任意継続被保険者制度
の意義が薄れつつある。同制度は、例外措置と
して、申請により暫定的に被保険者になること
を認めるものであり、仮に、申請しなければ、
国民健康保険の被保険者となる道も開かれてい
る。②本年６月の規制改革要望集中受付月間に
おいて厚生労働省からは、医療保険と雇用保険
とは趣旨が異なり、同様には論じられない旨の
回答があった。しかし、傷病手当金は所得保障
の役割を担っており、その観点から、労働者が
失業したときの所得を保障する雇用保険制度と
比較すると、資格取得要件について、制度間の
不均衡が生じていることは問題である（雇用保
険では、算定対象期間に通算して６カ月以上の
被保険者期間が必要）。③現行制度を維持する
ための事務処理負担等が、健保組合の運営を圧
迫していることから、見直しが求められる。

健康保険法第３条第４
項、第37条、第38条、第
47条、第165条
健康保険法施行令第49条

厚生労働省保険
局保険課

　継続して被保険者期間
２カ月以上の者が資格喪
失後、保険者に申し出る
ことで最長２年間、任意
継続被保険者として資格
が継続される。
　現行制度では特に、被
保険者期間が２カ月であ
るにもかかわらず、最長
１年６カ月の間、傷病手
当金が受給可能であるな
ど、合理的でない枠組み
になっている。
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5056 50560060 (社)日本経済団体連合会 60
特例退職被保険者制度の資格喪失要
件の緩和

　現行の資格喪失要件に次の項目を加え
るべきである。
①特退制度加入者の保険料が、年間収入
の1000分の95を超える場合には、本人か
らの申出により資格喪失を認めること
②2002年10月までの特退制度加入者に対
しては、70歳到達時点で資格喪失もしく
は継続加入の手続きを認めること

　昨年11月の規制改革集中受付月間における厚
生労働省の回答では、「退職時に保険料負担
額、付加給付の有無などを勘案した上で、（中
略）被用者保険に残ることを自ら選択してお
り、自己都合による資格喪失は認められない」
とのことであるが、総報酬制の導入や老人保健
制度の加入年齢引上げは、特退制度加入者に
とって想定できない制度変更であり、次の場合
など、自己都合による資格喪失を認める必要が
あると考える。
①保険料は、特退制度加入者の年収にかかわら
ず、一般被保険者の年間総報酬に基づく算定方
式で決められている。このため、一般被保険者
の保険料負担上限は、健康保険法で1000分の95
としているが、年金受給額の少ない特退制度加
入者にあっては、1000分の120という事例もあ
り、国保制度との負担の整合性が図られていな
い。
②2002年10月以前の既加入者は、最長でも70歳
到達まで継続するとの制度説明を前提に加入し
ている。よって、2002年10月の老人保健制度の
加入年齢引上げにより、既加入者に対しては、
70歳到達時に喪失か継続の選択権を与える必要
がある。

健康保険法附則第３条第
６項
健康保険法第38条
国民健康保険法第８条の
２第１項
老人保健法第25条

厚生労働省保険
局保険課

　特例退職被保険者制度
（以下「特退制度」）に
おいては、ａ）死亡、
ｂ）再就職、ｃ）被扶養
者資格を満たしたとき、
ｄ）海外に移住したと
き、ｅ）生活保護を受給
したとき、ｆ）老人保健
制度に加入したときなど
の事由以外に、脱退でき
ない。
　また、保険料は、加入
健保の全被保険者（除、
特例退職被保険者）にお
ける前年の標準報酬月額
の平均額等の範囲内で規
約により決めることがで
きる。

5056 50560061 (社)日本経済団体連合会 61
新規事業所編入（同一健保組合内事業
所における会社設立）に関する規約変
更の緩和

　当該健保組合に既に加入している事業
所が、会社設立により新規に編入する場
合は、厚生労働大臣の認可を要しないこ
とに変更すべきである（認可事項から届
出事項への変更）。

①同一健保組合における会社設立の場合、資本
関係や役員構成などについて一定の要件を満た
すならば、届出を認める余地があると考える。
②企業は国際競争力を維持するため、機動的な
組織再編を行っており、それに伴って、健保組
合への設立事業所の編入・統合が必要となる。
とりわけ、同一健保組合における会社設立につ
いては、認可の前提となる登記簿等の準備の都
合上、設立後に認可申請せざるを得ず、被保険
者への被保険者証交付の遅れなど不都合が生じ
ている。健保組合の認可手続きの負担が、企業
の柔軟な組織再編の妨げとならないようにする
ことが求められている。

健康保険法第16条
健康保険法施行規則第５
条第２項

厚生労働省保険
局保険課

　健康保険組合の規約に
関して、健康保険法施行
規則第５条第２項に規定
されている事項（設立事
業所の増加または減少）
を行う場合には、厚生労
働大臣の認可を要すると
されている。
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5056 50560062 (社)日本経済団体連合会 62
国民年金第３号被保険者の届出方法
の一部見直し

　第３号被保険者の住所変更届及び氏名
変更届については、国民年金法第12条第
３項に基づく住民基本台帳の届出があっ
た際に当該届出があったものとみなすべ
きである。

　昨年11月の規制改革集中受付月間における厚
生労働省の回答では、「仮に、住民基本台帳
ネットワークから必要な情報の提供を受ける仕
組みを構築するとしても、被保険者記録の管理
上基本となる基礎年金番号との突合をどのよう
に行うかという問題がある」とのことである
が、４つの情報（氏名、性別、生年月日、住
所）により、同一人物かどうかの確認は可能で
あると考える。また、届出漏れの対策として実
施された法律改正の趣旨は、事業主の納得が得
られない。事業主を経由しないことで、企業負
担の軽減に資する。

国民年金法第12条第３項
厚生労働省年金

局

　2002年４月より、第３
号被保険者の届出はすべ
て、配偶者が勤務してい
る事業主を通じて行うこ
とになった。このため、
事業主は、第３号被保険
者の年金手帳を預かった
り、住所変更届を提出し
なければならない。

5056 50560063 (社)日本経済団体連合会 63
「大規模小売店舗立地法」に係る届出
前の事前協議を求める運用の廃止

　経済産業省は、都道府県との連絡会議
などにおいて、届出前の事前協議を求め
る地方自治体の運用の改善を図るように
周知徹底するとともに、必要に応じて指
導・勧告を行う等適切な処置を講ずるべ
きである。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成16年１月29
日内閣府）において、「事前概要説明を義務化
することのないよう周知徹底を図っている」と
の回答がなされたが、現実問題として多くの自
治体では届け出する者に事前協議を求めてお
り、運用の改善が図られていない。
　例えば、東京都では届出前の計画概要書の提
出を求めている。また、横浜市では届出前の計
画書事前説明書の提出だけでなく、横浜市の関
係部署、警察署との事前協議なども求めてい
る。

大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法運
用要綱など（各地方自治
体）

経済産業省流通
産業課

　多くの自治体では、大
規模小売店舗を設置しよ
うとする場合、もしくは
店舗に係る諸変更を行お
うとする場合、届出前に
関係部局との協議などを
義務付けている。
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5056 50560064 (社)日本経済団体連合会 64 酒類小売業免許の制限の緩和

①大型店舗酒類小売業免許取得後、直ち
に国産ビール及び500ml以上の清酒を販売
できるようにするべきである。
②通信販売酒類小売業免許により販売で
きる酒類の制限を撤廃するとともに、宅
配便等による受け渡しに加え、小売店舗
における引取りを認めるなど、商品の引
渡しに関する制限を撤廃するべきであ
る。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成16年１月29
日内閣府）において、通信販売酒類小売業免許
の販売制限の緩和については、酒類小売業者の
経営の改善等に関する緊急措置法（平成15年法
律第34号）の施行状況等を踏まえ、平成17年ま
でに検討することとされた。また、「規制改
革・民間開放推進３か年計画」（平成16年３月
29日閣議決定）において、大型店舗酒類小売業
免許に係る免許取得後３年間の販売制限等の特
例措置については、平成17年度までに検討し、
結論を得ることとされた。これらの免許制限の
緩和について早期に結論を得て措置すべきであ
る。

酒税法第９条、第10条
酒税法及び酒類行政関連
法令等解釈通達の制定に
ついて（平成11年６月25
日）

国税庁　課税部
酒税課

　大型店舗酒類小売業免
許を取得してから３年間
は国産ビール及び500ml
以上の清酒を販売するこ
とができない。通信販売
酒類小売業免許では商品
の引渡しが配達による引
渡しに制限されているほ
か、販売できる酒類は次
のものに制限されてい
る。
【通信販売により販売で
きる酒類】(1)国産酒
類。カタログ等の発行年
月日の属する会計年度
（4月から翌年3月までの
期間をいう。以下同
じ。）の前会計年度にお
ける酒類の種類ごと（品
目のある種類の酒類につ
いては、品目ごと）の課
税移出数量が、すべて
1,000ｋｌ未満である酒
類製造業者が製造、販売
する酒類のうち以下のも
の。イ　清酒は、特定名
称等（吟醸酒、純米酒、
本醸造酒、生酒、生貯蔵
酒、原酒、古酒及び特殊
な製法等により製造し
た、例えば樽酒、赤い
酒、貴醸酒をいう。）の
清酒のうち、前会計年度
における課税移出数量が
100ｋｌ未満の銘柄のも
の。ロ　清酒以外の酒類
は前会計年度における課

5056 50560065 (社)日本経済団体連合会 65
酒類販売における受払簿の記帳義務
の見直し【新規】

　酒類販売者については受払簿の記帳義
務を見直すべきである。具体的には、酒
類の販売に関する取引情報を逐一記載す
るのではなく、前回申告時の在庫量と、
今回申告時の在庫量、その期間中の仕入
れ実績から販売量を算出することとし、
別途記帳することなく、そのデータをも
とに申告・納税できるようにすべきであ
る。

　現状では受払簿の記帳に多大な労力が必要と
なっている。電子的な記帳・保管も可能である
が、国税庁にシステムに関する詳細な説明した
上で、審査に３ヶ月近くかかることに加え、シ
ステムの導入は個人商店等にとって過大な負担
となるため、依然として手書きで記帳している
ケースも多い。酒類の取引情報を把握するには
必ずしも受払簿を毎日記帳する必要なく、たと
えば発注・納入の状況と棚卸在庫の差分を１ヶ
月ごとに把握することで足りることから、受払
簿の記帳義務を見直し、事務負担の軽減を図る
べきである。

酒税法第46条
酒税法施行令第52条
酒税法施行規則第14条

国税庁課税部酒
税課

　酒税法第46条におい
て、「酒類製造者、酒母
若しくはもろみの製造
者、酒類の販売業者又は
特例輸入者は、政令で定
めるところにより、製
造、貯蔵、販売(販売の
代理又は媒介を含む。以
下同じ。)又は保税地域
からの引取りに関する事
実を帳簿に記載しなけれ
ばならない」とされ、酒
類を販売するにあたって
は取引情報（払い出した
酒類の数量、及び、払い
出しの年月日）を受払簿
に記帳しなければならな
い。
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5056 50560066 (社)日本経済団体連合会 66
食品（馬鈴薯以外）に対する放射線照
射の容認

　馬鈴薯以外の食品に対しても発芽防
止、殺虫、殺菌処理、カビ防止などを目
的とした放射線照射を認めるべきであ
る。

　タマネギの発芽防止、米および小麦の殺虫、
ウインナーソーセージと水産練り製品の殺菌処
理による貯蔵期間延長、みかんのかび防止につ
いて、原子力特定総合研究のプロジェクトとし
て、日本原子力研究所および国公立の研究機関
や大学などがそれぞれ専門分野を担当した食品
照射の研究がすでに終了しており、食品として
の健全性はどの品目も問題がないことが明らか
にされている。また、1981年にJECFI（WHO(世
界保健機関)、FAO（国際連合食糧農業機関）、
IAEA（国際原子力機関）の合同食品照射専門家
委員会）は、「10ｋGy以下の総平均線量で、い
かなる食品を照射しても、毒性学的な危険性は
まったく認められない。したがって、この線量
以下では、毒性学的試験をもはや行う必要はな
い」とし、さらに「10ｋGｙまでの線量での照
射食品の健全性に問題がない」ということを明
確に結論づけている。なお、「健全性」には毒
性学、栄養学、微生物学的な観点も含まれる。
このJECFIの結論と勧告を受けて、コーデック
ス委員会（WHO、FAOの合同食品規格委員会）で
は平均線量10ｋGyまでの照射食品について国際
規格を策定し、1983年に「照射食品に関する国
際一般規格（Codex General Standards for
Irradiated Foods）」として採択した。WHOや
FAOも食品照射の実用化を各国に勧告してお
り、世界で食品照射を実用化している国は、
2001年度のIAEAの資料によると、30ヶ国以上に
達している（米国：香辛料、牛肉、鶏肉、果実
など。フランス：香辛料、乾燥果実、鶏肉な
ど。オランダ：香辛料、冷凍魚介類、チーズ。
イギリス：病院食、香辛料、など。日本は馬鈴
薯のみ）。

「食品、添加物等の規格
基準」（厚生省告示第
370号、昭和34年12月28
日）　第1-B-1、第1-C-
3、第1-D-「〇　穀類，
豆類，果実，野菜，種実
類，茶及びホップ」-4

厚生労働省　食
品安全部

　過失、故意を問わず国
内で、食品衛生法で許可
された以外の方法で食品
を放射線で処理した場
合、法律違反となり、違
反食品の回収・廃棄を命
じられるとともに、営業
停止処分を受ける。さら
に、場合によっては関係
者などが懲役刑や罰金刑
など相応の罰則が科せら
れる。輸入食品の場合
は、他の食品衛生法違反
の場合と同様に,輸出元
への積戻しか廃棄処分が
とられる。
　現在、日本において認
可されている食品は、馬
鈴薯のみである（但し、
放射線の線源及び種類は
コバルト60のガンマ線と
すること、吸収線量が
150グレイを超えてはな
らないこと、照射加工を
行った馬鈴薯に対して
は、再度照射してはなら
ないことの規制あり）。

5056 50560067 (社)日本経済団体連合会 67
　養殖海老（魚介類）に関するテトラサ
イクリン系抗生物質の
残留基準の見直し【新規】

　養殖海老（魚介類）について、テトラ
サイクリン系抗生物質の残留基準を、牛
の肉などの畜産物と同様に、「オキシテ
トラサイクリン、クロルテトラサイクリ
ン及びテトラサイクリンの和として
0.6ppmまで」とするべきである。

　次の例のように、性質的にほぼ同等の３種の
抗生物質について、牛肉では３種類の合計量が
基準値以内であれば残留しても安全であるとし
ているにも関わらず、養殖海老ではそのうちの
１種のみに基準値を定めており、他の２種につ
いては基準値を設定していないため、僅かでも
残留してはならないとされ、その検出作業が食
品流通の妨げとなっている。
例）テトラサイクリン系抗生物質の残留基準
　畜産物（例：牛の肉）の場合、オキシテトラ
サイクリン、クロルテトラサイクリン及びテト
ラサイクリンの和として0.6ppmまで
　魚介類（例：養殖海老）の場合、オキシテト
ラサイクリンを0.2ppmまで
　→魚介類からクロルテトラサイクリン、テト
ラサイクリンは僅かでも検出されてはならない

食品安全基本法
食品衛生基準法
「食品、添加物等の規格
基準」（厚生省告示第
370号、昭和34年12月28
日）

厚生労働省医薬
食品局食品安全
部基準審査課

　平成15年５月に改正さ
れた食品衛生法（「食品
衛生法等の一部を改正す
る法律」（平成15年法律
第55号、平成15年５月30
日公布））に基づき、食
品中に残留する農薬、動
物用医薬品及び飼料添加
物（以下「農薬等」とい
う。）について、いわゆ
るポジティブリスト制
（基準が設定されていな
い農薬等が一定量以上含
まれる食品の流通を原則
として禁止する制度）が
公布後３年以内に導入さ
れることとなる。ポジ
ティブリスト制施行に伴
い、国民の健康保護を確
保するとともに食品流通
の無用の妨げとならない
よう、国際基準などを参
考に残留農薬等の暫定基
準を設定することとし、
その検討が行なわれてい
る。しかし、抗生物質等
については改正の対象と
はしていないため、従前
の通り個別に基準値が設
定されたものを除き、ポ
ジティブ制の施行に当
たっても「含有してはな
らない」こととされる。
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5056 50560068 (社)日本経済団体連合会 68 揚げ油の廃棄基準の見直し【新規】
　現行の揚げ油の廃棄基準として設定さ
れている基準のうち、酸価値にかえて極
性化合物量を採用するべきである。

　我が国では揚げ油の管理基準となるものが昭
和54年に制定された衛生規範における酸価値し
かないため、現在でも酸価値により廃棄の判断
がなされている。しかし、揚げ油は、酸価値の
上昇の要因となる遊離脂肪酸（揚げ種の水分が
加水分解されて増加する）だけではなく、空気
との接触や過熱が原因となって生じる低分子分
解物や重合物の増加によっても劣化する。これ
らの３種類の増加を測定できる極性化合物量を
基準としたほうが、より総合的に油の劣化具合
を判定することができることから、現行の揚げ
油の廃棄基準として設定されている基準のう
ち、酸価値にかえて極性化合物量を採用するべ
きである。なお、欧州の主要国では既に極性化
合物量を劣化の判断基準として採用している
（イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル
等。ドイツは酸化値も基準としている。オラン
ダは酸化値のみを基準としているが4.5以下と
している）。

「弁当及びそうざいの衛
生規範について」（昭和
54年６月29日環食第161
号）

厚生労働省環境
衛生局食品衛生

課

　油脂による食品の揚げ
処理を行なう場合、揚げ
油の劣化を判断する基準
として、発煙点が170度
未満となったもの、酸価
が2.5を超えたもの、カ
ルボニル価が50を超えた
もの、の３つがあり、い
ずれかに該当する場合は
その揚げ油の全てを新し
いものに替えることとさ
れている。

5056 50560069 (社)日本経済団体連合会 69
保健所の営業許可におけるコンビニエ
ンスストアの施設基準の設定【新規】

　コンビニエンスストア用の施設基準を
定めるべきである。具体的には、①カウ
ンターの天井や壁の仕上げを特定のもの
に指定せず、売場と同じもので良いとす
ること、②倉庫等に大型冷蔵庫があれば
調理場のすぐそばに小型の冷蔵庫を置か
なくても良いこととするなど、実態に即
した施設基準を定め、全国一律に適用す
べきである。

　コンビニエンスストアの施設基準がないた
め、飲食店など他の施設基準が適用されてい
る。また、その適用にあたっても次の例のよう
に、地域によっては過剰な負担を求められるこ
とがある。コンビニエンスストアのカウンター
内における調理及び販売は飲食店よりも露店等
に近く、また、コンビニエンスストアは全国に
約５万店近くあるという実態を踏まえ、コンビ
ニエンスストア用の施設基準を設けて全国で一
律に適用するべきである。
例）コンビニエンスストアの営業許可を申請す
るに当たり、一部の保健所では次のような要件
を求められることがある。
①カウンター内には、シンクと手洗いを、客用
には別途お手洗いを設けているにも関わらず、
売り場に一ヶ所さらに、手洗いを設けるように
指導がある地域がある。無駄なコストと共にか
えって不衛生な現場を生んでいる（新潟県、愛
知県、千葉県、宮城県、山形県、福島県等）。
②カウンター内を厨房とみなし、仕上げを特定
のもので指定される地区がある（静岡県、京都
市など）。③愛知県では、飲食店営業の許可基
準として、原則従業員全員に検便を義務づけて
いる。

食品衛生法第51条
食品衛生施行令第35条

厚生労働省・各
都道府県食品衛
生課・市町村保

健所

　現状の保健所の施設基
準の取り決めでは、コン
ビニエンスストアは飲食
店として扱われる為に、
レストランや喫茶店とし
ての施設を要望され、ま
た細かい設備基準につい
ては、大型スーパーと同
じ括りで設置設備を要求
されている。
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5056 50560070 (社)日本経済団体連合会 70
特定電子メールによる広告規制の適用
除外範囲の拡大【新規】

　電子メールによる広告規制について、
「事業者が実質的に支配するグループ会
社の従業員に対して行なう販売又は役務
の提供」を行う場合も、特定電子メール
の送信の適正化等に関する法律の適用除
外とするべきである。
　特に、実質的に同一会社とみなすこと
のできる完全子会社の従業員に対して
は、早期に同法の適用除外とすべきであ
る。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの回答について」（平成15年７月28
日）において、経済産業省は、事業者がその株
式の過半数を保有する会社の従業員を法の適用
除外とすることについて、「事業者とその株式
の過半数を保有する会社の従業員との関係は、
内部自治の問題であるとは言えず、同法の適用
除外とすることは困難である」と回答してい
る。経済産業省の説明によれば、「団体の内部
自治」とは人事・組織のあり方や、利益分配の
方法に関する裁量性といったものを指すとされ
ているが、そうした観点からは親会社と親会社
が実質的に支配するグループ会社の間も十分な
内部自治が働いていると見ることができること
から、法の適用除外とすべきである。とりわ
け、完全子会社の場合にあっては、実質的に親
会社の一部とみなせるため、内部自治の観点上
の問題はないことから、早期に法の適用除外と
すべきである。
なお、このような子会社の従業員に対して特定
電子メールによる広告をしようとする際に、受
信拒否の意思表示をした個人のみに送信しない
ことはシステム上難しく、その企業単位で送信
することが出来なくなるため、同法の適用除外
とすることが必要である。

特定商取引に関する法律
第12条の２
特定電子メールの送信の
適正化等に関する法律第
２条

総務省、経済産
業省

　特定電子メールの送信
の適正化等に関する法律
第２条第２項に規定する
特定電子メールにより広
告をする際は、特定電子
メールの送信の適正化等
に関する法律の規制を受
けるが、団体の内部自治
の観点から例外的に従業
員については適用除外と
なっている。

5056 50560071 (社)日本経済団体連合会 71
景品類の提供に関する事項の制限の
緩和

　景品類の提供に関する最高額、総額の
制限を見直すべきである。具体的には、
①総付け景品については、取引価額が
1000円以下の際に200円までの景品を付け
られるようにすること、②一般懸賞の際
の景品総額を取引総額の10％まで可能と
すること、の２点を認めるべきである。

　景品を総付けする場合、取引価額の10%まで
に制限されているため、取引価額が1000円以内
の場合は景品の価額は100円以内に制限され
る。原材料費・人件費等の上昇により、100円
以内の景品製作は困難であり、また、100円以
内の景品では消費者に価値を認めてもらいにく
いことから、この制限を緩和するべきである。
一般懸賞の場合、景品の総額が取引価額の２％
に制限されるため、次に挙げる例のように当選
確率が極端に低くなる。「殆ど当たらないにも
関わらず、購入を誘引させる懸賞」を実施して
いると顧客が考え、企業に対して不信を抱く可
能性があることから、この制限を緩和するべき
である。
例）おにぎりの購入者を対象に景品をプレゼン
トする場合。
・１個120円で１日100個販売し、１週間実施し
た場合、期間内の販売金額は84,000円となる。
景品可能総額は２％の1,680円であるから、例
えば500円程度の景品を提供する場合、プレゼ
ント可能数は３個までであり、当選確率はわず
か0.4％となる。

不当景品類及び不当表示
防止法第三条、「懸賞に
よる景品類の提供に関す
る事項の制限」（昭和52
年３月１日公正取引委員
会告示第３号）、「一般
消費者に対する景品類の
提供に関する事項の制
限」（昭和52年３月１日
公正取引委員会告示第５
号）

公正取引委員会

　不当景品類及び不当表
示防止法第３条により、
景品類の価格の最高額若
しくは総額、種類若しく
は提供の方法その他景品
類の提供に関する事項が
制限されている。具体的
には、一般消費者に対し
て懸賞によらないで提供
する景品類の価額は、景
品類の提供に係る取引の
価額の10分の１の金額
（当該金額が100円未満
の場合にあっては、100
円）の範囲内であって、
正常な商慣習に照らして
適当と認められる限度を
超えてはならない。ま
た、懸賞により提供する
景品類の最高額は、懸賞
に係る取引の価額の20倍
の金額（当該金額が10万
円を超える場合にあって
は、10万円）を超えては
ならず、総額は当該懸賞
に係る取引総額の100分
の２を超えてはならな
い。
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5056 50560072 (社)日本経済団体連合会 72
たばこ販売の免許取得に関する距離規
制の見直し

　たばこ小売販売に係る需給調整上の参
入規制となっている距離規制の見直しに
ついて、今後のスケジュールを明示し、
緩和に向けた具体的な検討を始めるべき
である。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成16年１月29
日内閣府）において、「たばこ小売販売に係る
規制については、零細小売販売業者への激変緩
和、未成年者の喫煙防止という社会的要請も考
慮しつつ、中長期的にその在り方の検討を行な
う」とされているが、具体的な検討スケジュー
ルや内容については触れられていない。
昭和60年の専売制廃止に伴い、零細小売店への
激変緩和措置として小売定価制を導入してから
既に20年近く経過していることも踏まえ、具体
的な検討を直ちに開始すべきである。

たばこ事業法第22条、第
23条

財務省理財局総
務課たばこ塩事

業室

　たばこ販売における免
許申請において、人的要
件や距離基準等の規制が
設けられており、基準を
満たさない場合の申請が
不可能となっている。

5056 50560073 (社)日本経済団体連合会 73
電気通信工事業者における監理技術
者要件の拡大

　監理技術者の申請要件として、従来の
電気・電子部門とは別個に、電気通信工
事業者に対する単独の技術検定を創設・
設置すべきである。

　建設業法の規定に基づく試験資格が許可等の
要件の対象となっている電気工事業など技術者
の育成が容易となっている業種もある中で、当
該要件は一部の事業に課せられた特別な規制と
なっている。電気通信工事業者にとって高度か
つ専門的な電気・電力業の知識を必要とする資
格を取得することは大変困難であるため、電気
通信工事に必要な有資格者が不足し、ＩＴ革命
推進に向けたインフラ整備の大きな障壁となっ
ている（現実的には実務経験充足による資格取
得を目指すこととなるが、発注工事の小規模化
が続く中、限られた工事の実務経験者という要
件のみでは有資格者の不足は避けられない状況
である）。

建設業法第15条のニ、第
26条第２項、第27条の一
建設業法施行令第27条の
３建設省告示第1317号
（昭和63年６月６日）

国土交通省総合
政策局建設業課

①建設業法における特定
建設業に該当する許可を
受けるにあたり、工事業
者は監理技術者を配置し
なければならない。
②その要件としては、
イ．国土交通大臣が定め
る技術検定又は免許の取
得者、ロ．指導監督的実
務の経験者（注）、ハ．
大臣がイ.又はロ.の該当
者と同等と認めた者　の
いずれかに該当すること
とされているが、電気通
信工事業者にはイ.にお
ける技術検定が単独では
設置されておらず、代替
として電気通信以外の内
容も含む「電気・電子部
門」の資格を取得するこ
ととされている。（注）
電気通信工事の発注者か
ら直接請け負い、その請
負金額が４５百万円以上
である工事に関し２年以
上指導監督的な実務の経
験を有する者。
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5056 50560074 (社)日本経済団体連合会 74
主任技術者・監理技術者への出向者の
就任制限の緩和

　監理技術者・主任技術者の親子会社間
の出向について､さらに規制を緩和し、親
会社、子会社がともに経営事項審査を受
けている場合でも監理技術者・主任技術
者の出向を認めるべきである。

　当該企業が属する建設業種に要請される技術
者としての技量､経験､ノウハウを十分に保有す
る場合で､かつ連結納税制度を適用している親
子間会社における出向者は出向先企業の指揮命
令系統下で管理統率されることから､当該企業
の技術者として、その職責を全うすることが十
分可能である｡「本規制緩和をするとペーパー
カンパニーが増加する」と国土交通省より見解
が示されているが、これは建設業許可申請時の
審査､経営事項審査を厳格にすることで対応可
能な問題と考える。

建設業法第二十六条１
項、２項、３項。「親会
社及びその連結子会社の
間の出向社員に係わる主
任技術者又は監理技術者
の直接的かつ恒常的な雇
用関係の取り扱い等につ
いて」(平成15年１月22
日国総建第335号)。

国土交通省総合
政策局建設業課

　企業集団に属する建設
業者間(親会社とその連
結子会社)において､出向
社員を出向先が工事現場
に主任技術者又は監理技
術者として配置する場
合、当該出向社員と該当
出向先の会社との間に直
接的かつ恒常的な雇用関
係があるものとして取り
扱うことについて平成15
年１月に通知された。し
かし、親会社又は連結子
会社(その連結子会社が
２つ以上ある場合には、
それらのすべて)のいず
れか一方が経営事項審査
を受けていない者である
ことを、その要件の一つ
としている。

5056 50560075 (社)日本経済団体連合会 75
オフィスビルの住宅転用を目的とした規
制緩和

　共同住宅(耐火構造)についても､オフィ
スビル(耐火構造)同様､５階以下の部分で
は､避難階の直上階については居室の床面
積が400㎡を超える場合についてのみ２方
向避難路の設置を義務付けるべきであ
る。

　防災対策､安全対策が十分取られる必要性に
ついてはオフィスビルも共同住宅も全く同じで
ある。よって､共同住宅とオフィスビルとで２
方向避難路の設置が義務付けられる要件が同じ
でしかるべきである。要は､安全に避難階に達
することができるよう設備が実質的に整ってい
ることが大事なのであり､共同住宅(耐火構造)
について居室の床面積が200㎡を超えていると
いうだけの理由で２方向避難路の設置を義務付
けるのはあまりにも画一的であると考える。建
築ストックの有効活用が求められるなか、空室
を抱えた既存の事務所ビルを住宅に転用するこ
とは、都市の活性化や省資源の観点からも有効
な方策である。しかも、現在、都心において中
型オフィスビル(200㎡以上、300㎡以下)の空室
率が最も高く(約８％)、また、この程度のオ
フィスビルが規模的にも住宅転用に適してい
る｡オフィスビルと共同住宅との防災･安全基準
が異なっていることが転用を妨げることないよ
う､措置すべきである。

建築基準法施行令第121
条第１項､２項

国土交通省住宅
局建築指導課

　オフィスビル(耐火構
造)においては、５階以
下の階で、且つ避難階の
直上階にあっては、その
階における居室の床面積
の合計が400㎡未満の場
合、2方向避難階段を設
置しないでよい｡しか
し、共同住宅(耐火構造)
の場合、床面積の合計が
200㎡を超える場合２方
向避難階段の設置が義務
付けられている｡よっ
て、５階以下の階で、且
つ避難階の直上階の床面
積合計が200㎡以上400㎡
未満のオフィスビルはそ
のままでは共同住宅への
転用ができない｡
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5056 50560076 (社)日本経済団体連合会 76 斜線制限の撤廃・緩和

　基準容積率の拡充に伴い最大50mに引き
上げられた商業地域内の道路斜線の適用
距離について､従前どおり35m上限とす
る、あるいは､現在1.5と定められている
数値を引き上げることで容積率の充足を
可能とすべきである。

　基準容積率が引き上げられたにも関わらず､
道路斜線適用距離の引き上げによって容積率の
充足が妨げられている。斜線規制は容積率の充
足を妨げ､土地の高度利用を妨げるばかりか､土
地の規模によって建築物の高さがまちまちにな
り､景観を損ねるという弊害を孕んでいるとい
える。特に､50m道路に面した街区がほとんど存
在しないことに鑑みれば､50m上限自体が非現実
的な数値である。また、道路反対側での採光､
通風確保が可能な場合など､画一的な道路斜線
制限自体が無意味な場合も多々存在することに
留意されたい。

建築基準法52条１項３
号､同56条､同別表３

国土交通省住宅
局建築指導課

　2003年１月の建築基準
法改正により､商業地域
内の建築物の基準容積率
が1300％まで拡大されて
いる(建築基準法52条１
項３号)。しかし一方で
道路斜線の適用距離が従
前の35m上限から、容積
率に応じて最大50mまで
引き上げられており(建
築基準法56条､同別表第
３)､容積率の充足の妨げ
となっている。

5056 50560077 (社)日本経済団体連合会 77 宅建業法上の仲介手数料の規制緩和
　仲介手数料の上限規制を緩和すべきで
ある。

　「全国規模での規制改革要望に関する当室か
らの再検討要請に対する各省庁の回答（2004年
1月29日）」において国土交通省から示された
通り､一定範囲内の報酬を支払うことで基本的
サービスが受けられることが重要である。しか
し、どんなにサービス内容に付加価値をつけて
も仲介手数料は頭打ちということでは､仲介業
者としても「仕事の質はともかく数をこなす｣
方が有利ということになり、顧客志向と離れた
結果を招きかねない。そもそも仲介手数料は
サービスの質の対価として市場が決定するもの
であり､仲介業者による不当利得を防止するた
めの最低限の規制のみで十分であると考える。

宅建業法46条１項
国土交通省不動

産業課

　宅地建物取引業者が宅
地・建物の売買、交換、
貸借の代理・媒介に関し
て受けることのできる報
酬の額は、国土交通大臣
の定めるところによる
(宅建業法46条１項)とさ
れており､その上限は賃
料１ヵ月分である。
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5056 50560078 (社)日本経済団体連合会 78 定期借家制度の見直し

①定期借家制度導入前に締結された賃貸
住宅契約についても既存の賃貸借契約を
合意解約し､定期借家契約に変更できるよ
うにすべきである。
②定期借家契約に際し､書面交付・説明の
義務を廃止すべきである。
③床面積200㎡未満の居住用建物の借家人
の中途解約権を見直すべきである。

①既存の借家契約を定期借家に切り替えること
が出来ないことが定期借家制度普及のネックと
なっている。
②契約上定期借家である旨明記されていれば十
分であり､別途書面交付･説明をすることは手続
を煩雑にするだけである。
③借家人の一方的な中途解約権は法的安定性を
阻害し､定期借家制度普及のネックとなってい
る。

良質な賃貸住宅等の供給
の促進に関する特別措置
法附則第３条　借地借家
法38条２項､38条５項

法務省民事局

①定期借家制度導入前に
締結された賃貸住宅契約
は､当分の間定期賃貸住
宅契約への切換が認めら
れない（良質な賃貸住宅
等の供給の促進に関する
特別措置法附則第３
条）。
②定期借家契約に際して
は､契約の更新がなく､期
間の満了とともに契約が
終了する旨契約書とは別
に書面を交付の上説明し
なくてはならない(借地
借家法38条２項)。
③床面積200㎡未満の居
住用建物の借家人は、当
該住居がやむ得ない事情
により生活の本拠とでき
なくなった場合､特約が
なくても中途解約できる
(借地借家法38条５項)。

5056 50560079 (社)日本経済団体連合会 79
一団地認定に際しての地権者全員同
意要件の撤廃

　都市再開発法に基づく市街地再開発事
業については、建築基準法に基づく地権
者の全員同意要件の適用対象から除外す
べきである。

　一団地認定（86条３項）の下､同一敷地内に
複数の建物を建てようとしていたところ、地権
者全員の同意が得られなかった場合､都市計画
を変更する必要がある。確かに､平成14年１月
23日の通達によって､｢都市計画の変更等は建築
計画に支障のないものとする｣よう配慮されて
おり､この点は評価できる。しかし、都市計画
の変更には審議会に諮ったりする時間を要し､
スケジュール的なロスを被ることになる。一団
地認定がそのまま認められれば、そもそも都市
計画の変更手続は不要であり､地権者全員同意
の緩和が望まれる。
　確かに､地権者全員の同意が得られる見込が
ないのならば、最初から「同一敷地に複数の建
物を建築する」という一団地認定ではなく、
（「１敷地１建物」という）通常の都市計画を
策定すればよいという議論がある。しかし､一
団地認定の方が自由度が高く、効率的である。
例えば､一団地認定を受けていれば､都合によっ
て建築計画を変更したい場合（例えば３棟のビ
ル建設の予定を２棟の高層ビル建設に変更した
い場合）、容積率等が許容された範囲で自由に
変更できる。
しかし、通常の都市計画の場合､同じような建
築計画の変更を行うには審議会を経た上で都市
計画の変更をしなくてはならず、手続的にも時
間的にも厄介である。

建築基準法第86条第３
項、６項　都市再開発法
第14条以下

国土交通省住宅
局市街地建築課

　1998年６月の建築基準
法改正により、一団地の
総合的設計を行う際に
も、全地権者の同意が必
要となった(86条６項)。
これにより、市街地再開
発事業において、一団地
の総合的設計を活用し
て、複数建物を建築する
場合は、権利調整手続に
加えて、上記建築基準法
に基づく地権者の全員同
意要件が課せられること
となった。
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5056 50560080 (社)日本経済団体連合会 80
建築物の耐震改修計画の認定範囲拡
大

　純粋な床面積の増大を伴う増築につい
ても､｢建築物の耐震改修の促進に関する
法律｣５条３項３号の対象とし､耐震関係
規定以外の建築基準法､これに基づく命
令､条例の規定に適合しないでも耐震計画
の認定を可能とすべきである。

　隣接する複数の建築物を構造的に連結して耐
震改修する場合､一部の建築物に十分な体制を
与える集中工事をすれば、他の建物が建築基準
法等の規定に適合しないでも連結建築物群とし
ての耐震性能を十分向上させることができる。
むしろ建築物一つ一つに耐震工事を施すことは
コストや使い勝手の面で非効率である。
にも関わらず､複数の建物の連結工事(応力伝導
を可能とすべく梁のみならず床を設置する連結
工事)は「床面積が純粋に増大｣に該当してしま
うという形式的な理由のため、｢建築物の耐震
改修の促進に関する法律｣５条３項３号の適用
を受けられず､不合理である。

｢建築物の耐震改修の促
進に関する法律｣５条３
項３号

国土交通省住宅
局建築指導課

　｢建築物の耐震改修の
促進に関する法律｣５条
３項３号によると､耐震
改修計画が①壁のない部
分に壁を設けることで建
築物の延べ床面積を増加
させる増築､②大規模の
改修､③大規模の模様替
えを伴うものであるとき
は､耐震関係規定以外の
建築基準法､これに基づ
く命令､条例の規定に適
合しないでも認定されう
るとしている。しかしな
がら、純粋な床面積の増
大を伴う増築については
その対象外となってい
る。

5056 50560081 (社)日本経済団体連合会 81
複合型分譲住宅における店舗の改修
工事の要件緩和

　｢建物の区分所有等に関する法律」17条
１項の決議の必要条件を(例えば過半数程
度まで)緩和すべきである。

　議決の必要条件の緩和によって､店舗等のリ
ニューアルの際の時間・コストが節約できる。
また、専有部分に影響を与える場合は当該専有
部分の所有者の同意が必要とされており(同17
条２項)､決議の要件を緩和しても所有者の保護
の観点から問題はないと考える。

建物の区分所有等に関す
る法律４条､17条

国土交通省住宅
局住宅総合整備

課

　一棟の建物に存在して
いる住居､店舗､事務所､
倉庫等は規約により当該
建物の共用部分とするこ
とができ(建物の区分所
有等に関する法律４条２
項)、共用部分の変更は
区分所有者及び議決権の
各４分の３以上の多数に
よる集会の決議を要する
(同17条１項)。このた
め､複合型分譲住宅内の
店舗を改修する際､手続
が煩雑で時間を要する。
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実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560082 (社)日本経済団体連合会 82
鉄道抵当法に基づき抵当権が設定され
た施設への物権設定の実現【新規】

　所有権以外の物権､賃借権等の設定を可
能とすべく､鉄道抵当法４条を改正すべき
である。

　鉄道抵当法に基づき抵当権が設定された鉄道
施設については、賃借権（定期借地権等）等の
権利を設定しても登記ができないため形式的に
権利が担保されない。定期借地権が担保されて
いない状況では、これを活用した駅前再開発事
業等の事業者を募集することが事実上不可能で
あり、結果として鉄道施設の高度利用の妨げと
なっている。なお、これまでに鉄道財団の抵当
権が実行された事例は無く、特に定期借地によ
る期限付きの事業を展開する分には実質上問題
はない｡
また､万一抵当権が実行されても、後順位の当
該定期借地権は抵当権の実行に対抗できず、鉄
道財団抵当権者は保護されるため、改正を行っ
たとしても問題は無いと考える｡

鉄道抵当法４条
国土交通省鉄道
局総務課

　鉄道事業者がその所有
する施設等に抵当権を設
定すべく､鉄道抵当法に
基づく鉄道財団を設けた
場合､当該鉄道財団に属
するものについては所有
権以外の物権､差押、仮
差押､仮処分の目的とす
ることができない (鉄道
抵当法４条)｡

5056 50560083 (社)日本経済団体連合会 83 航空法による高さ制限の緩和【新規】
　進入表面及び円錐表面の勾配を現状の
１/50からICAO（国際民間航空機関）の国
際標準である１/40に緩和すべきである。

　羽田空港は都心に隣接していることに加えて
航空法による高さ規制が国際標準に比べて厳し
い為に、特に湾岸部などで土地の高度利用が制
限されている。このため制限表面を国際標準並
に緩和することで都心部での土地有効活用が促
進される。本要望については東京都も航空政策
基本方針の中で取り上げており、また六本木ヒ
ルズや防衛庁跡地等例外も認めていることか
ら、もはや国際標準よりも厳しく規制する理由
はない。
　例）羽田空港から８～９キロ離れた遊休地で
超高層マンションを中心とする再開発を企画す
る場合、現行基準に従うと40階建て（約140m）
程度が高さの限界だが、進入面の角度を1/40に
緩和することで47階建て（約165m）程度にまで
高層化し、消化容積率の向上及び建物計画の自
由度の確保を図ることができる。

航空法第２条
国土交通省航空

局

　航空法で空港周辺建築
物の高さ制限を定めてい
る制限表面のうち、進入
表面及び円錐表面の勾配
が１/50となっている。
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5056 50560084 (社)日本経済団体連合会 84
開発行為における公園の無償譲渡が
不要であることの明確化【新規】

　公園等の公共側への無償譲渡が強制さ
れることないよう､各自治体に通達等で徹
底すべきである｡

　そもそも無償譲渡の法的根拠はなく､開発行
為に伴い公園等を整備した場合、自主管理とす
れば十分である｡将来にわたって公園として利
用する旨協定等で定めれば担保性も確保できる
ので、無償譲渡の必要性は見あたらない。開発
行為に伴って整備する公園を建築敷地に算入で
きれば、その部分の容積を利用した建築計画が
可能であり､土地の有効利用に資する｡なお､国
土交通省｢開発許可制度運用指針｣Ⅲ-5-2は｢大
学等の建設を目的とした開発行為における公園
等の整備については､学生・教員等の利用を想
定した緑地の整備で足り､一般公共用の利用に
供する公園の整備までは要求しない｣としてお
り､無償譲渡の必要性を否定している｡この点を
共同住宅等の建設を目的とした開発行為にも類
推運用すべきである｡

都市計画法施行令25条６
号､７号

国土交通省都
市・地域整備局
都市計画課

　都市計画法施行令25条
は､開発行為に伴い､開発
区域の敷地の３％以上を
公園､緑地または広場と
することを義務付けてい
る。しかし、同施行令は
公園等を公共側に無償譲
渡することまでは求めて
いないにも関わらず､実
際は､公園等の担保性を
理由に無償譲渡が要求さ
れることがある(例えば
東京23区内)｡

5056 50560085 (社)日本経済団体連合会 85
住居系用途地域における共同住宅の
附属駐車場の面積制限及び階数制限
の緩和【新規】

　共同住宅に必要な駐車場を全て確保で
きるよう、住居系用途地域における共同
住宅の附属駐車場の面積制限及び階数制
限を緩和すべきである｡

共同住宅の附属駐車場の面積は建物規模及び敷
地規模にかかわらず絶対面積にて制限されてい
る。従って共同住宅の規模が大きい場合、①駐
車場の設置率を低くする､②敷地を細分化して
利用する､③延べ面積に算入されない平面式駐
車場を多くする､といった計画とせざるを得な
い。その結果、①自動車が収容しきれない､②
土地の細分化が促進される､③敷地の大部分を
平面式駐車場とするため緑地面積が減る､と
いった弊害が生じている。また、共同住宅の附
属駐車場の階数が２階以下に制限されているこ
とによっても同じ弊害が生じている｡
確かに､一団地認定を取得した場合の緩和措置
はあるものの、緩和された上でも、絶対面積制
限があるため上記の弊害は生じている。もちろ
ん､住環境を保護する上で､共同住宅等の規模に
一定の制限を加えることは理解できる｡しかし､
一定規模の共同住宅の建設を認めておきなが
ら､駐車場に関する独自の規制が存在するため
に､共同住宅の規模に見合った駐車場が確保で
きない､あるいは無理矢理確保するために土地
の利用効率の悪い平面式駐車場を多くすると
いった事態が生ずることは本末転倒である｡

建築基準法第48条別表第
２　建築基準法施行令第
130条の5,5の2,5の5,7の
2

国土交通省住宅
局建築指導課

　住居系用途地域におい
て、共同住宅の附属駐車
場の面積は低層住居系で
は600㎡以下、中高層住
居系では3000㎡以下に制
限されている。また階数
についても、低層住居系
では１階のみ、中高層住
居系では２階以下に制限
されている。これらの制
限により、共同住宅に必
要不可欠な駐車場が確保
できなかったり、緑地面
積が少なくなる等の弊害
が生じている
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5056 50560086 (社)日本経済団体連合会 86
建築制限等の解除手続の合理化【新
規】

　開発工事完了の公告を受ける前に建築
行為が認められるよう､都市開発法36条､
37条を改正すべきである。

　そもそも､マンション建設等では開発工事と
建築工事を分けることは現実的ではない。仮に
開発工事と建築工事を明確に分けた場合、開発
工事の時点で一度、盛土をし、建築工事でそれ
を根切る等、無駄な工事が発生する。また道路
の拡幅等についても、開発工事による整備後、
建築工事後の補修が必要となる。また、36条第
３項に基づき開発工事が完了した旨の公告がな
いと建築確認の手続きが進まないため、手続き
に時間がかかる。
なお、開発工事の完了前に建築工事を許可して
も、開発工事が完了しない限り、建築確認の手
続きに基づく検査済証は発行されないため、不
具合は発生しない。開発工事完了の公告を受け
る前に建築工事を進めることができるようにす
べきである。

都市計画法29条､36条､37
条

国土交通省都
市・地域整備局
都市計画課

　都市計画法29条に基づ
く開発が許可された際、
開発工事が完了した旨都
道府県知事に届出た上で
(36条１項)､工事完了の
公告(同３項)を受けるま
では建築物を建築するこ
とができない(37条)｡確
かに､都道府県知事が支
障ないと認めた場合は例
外的に建築が認められる
が(同条但書)､その申請
手続きに時間を要する｡

5056 50560087 (社)日本経済団体連合会 87 開発行為の該当要件の明文化【新規】

　通達､ガイドラインを発布し､開発行為
に該当する「区画形質の変更」の内容を
明文化すべきである。また、その際､既成
市街地での建替えに伴う小規模な工事は
開発行為から除外すべきである｡

　分譲マンションを建築する際、当該計画が開
発行為に該当するか否かは事業上非常に重要で
あり、土地取得段階から明確化する必要があ
る。これにより、ディベロッパーの事業リスク
回避され、都市の健全な発展が推進される。現
状では、「区画形質の変更」が明文化されてい
ないため、各行政毎に基準を設け運用されてい
る。また基準の内容はまちまちであり、該当行
政毎に調査および事前相談が必要となってい
る。「区画形質の変更」が明文化されること
で、行政間の差異が解消されると共に、ディベ
ロッパーの事業リスクが回避されることとな
る。また、既成市街地の建替えで、建築工事に
伴う土木工事と比較し小規模な土木工事は、開
発行為として独立するものではなく建築行為と
一体的とみなすべきものである。従って、既成
市街地での建替えに伴う小規模な工事は開発行
為としないものとすべきである。

都市計画法４条
国土交通省都
市・地域整備局
都市計画課

　開発行為は「主として
建築物の建築又は特定工
作物の建設の用に供する
目的で行う土地の区画形
質の変更をいう」(都市
計画法４条)と規定され
ているが、「区画形質の
変更」の具体的内容は都
道府県知事の裁量にまか
されており､計画が開発
行為に該当するか否かの
判断は行政によりまちま
ちである(例えば､神奈川
県では２宅地を１宅地に
統合することが区画の変
更にあたるとされている
が､他の自治体でそのよ
うな判断はない)。
また、「区画形質の変
更」の要件が厳しい行政
では、既成市街地の建替
えの際にも、細かな地盤
レベルの変更を理由に、
開発許可が必要となる。
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5056 50560088 (社)日本経済団体連合会 88
公共工事標準請負契約約款における
現場代理人常駐の定義の明確化【新
規】

　｢公共工事標準請負契約約款｣10条２項
に関する解釈通達を発布し､
①現場代理人は実工事期間のみ｢常駐｣す
ればよく、契約工期全般に亘る必要はな
いこと
②｢常駐｣とは､24時間､365日にわたって現
場に張り付くことを要さないこと
を明確にすべきである｡
　公共工事に関する契約の大半が｢公共工
事標準請負契約約款｣に倣って作成されて
いる現状に鑑みれば､同約款の解釈を明確
化する必要がある｡

①契約工期に比べ､現場における実工事期間が
著しく短いケースがある｡例えば､エレベータの
設置工事の場合､標準的な契約工期は1年である
が､そのうちの大半が設計･工場における機器製
作に充てられ､現場におけるエレベータ設置の
実工事は1ヶ月程度である｡かかる場合､実工事
期間の１ヶ月間だけ現場代理人を｢常駐｣させれ
ば十分であり､何ら具体的な仕事がないにも関
わらず､契約工期全般に亘って｢常駐｣させるこ
とは､受注者にとって人的資源の無駄遣いとな
る｡
②また、携帯電話の普及など連絡手段が発達し
た今日､｢常駐｣を24時間･365日現場に張り付く
ことを意味すると捉える合理性は少なくなって
いる｡＜参考＞｢監理技術者資格者証運用マニュ
アル｣(2004年３月改正)で監理技術者等の配置
にあたっての特例装置として、「請負約款締結
後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務
所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開
始されるまでの間。）については、たとえ契約
工期中であっても工事現場への専任は要しない
との解釈が示されている。現場代理人について
も同様の措置が可能ではないか｡

公共工事標準請負契約約
款10条２項

国土交通省総合
政策局建設業課

　｢公共工事標準請負契
約約款｣10条２項は､｢現
場代理人は、この契約の
履行に関し、工事現場に
常駐し、その運営、取締
りを行う｣としている｡こ
の点に関して､｢常駐｣の
定義が不明確なため､①
契約工期全般にわたって
現場代理人の駐在を強い
られる､②現場代理人が
24時間､365日にわたって
現場に駐在することを強
いられるといった事態が
生じている｡

5056 50560089 (社)日本経済団体連合会 89
エレベーター昇降路への配管設備の設
置及び構造規制の緩和【新規】

　エレベーターに関連しない配管設備で
あっても、安全性が確保できればエレ
ベーター昇降路への「その他配管設備」
の敷設を認めるべきである。

　エレベーター昇降路は、建物内の数少ない縦
抗であり、既存の建物の用途変更に伴う、イン
フラ整備に伴う配管配線の敷設に活用できるこ
とになれば、光ケーブルの縦線敷設が容易に、
低価格に可能になり、既存建物におけるＩＴ情
報化を加速度的に進めることが可能になる。
本条項の目的は、エレベーターに必要な配管設
備以外のものの設置によって、エレベーターの
安全性を損なうことになることを懸念したもの
であるが、エレベーター用配管設備と同等の敷
設構造をもたせることなどで、安全性を確保す
ることは可能であり、本条項は不可欠なもので
はなくなっている。

建築基準法施行令第129
条の２の５（給水,排水
その他配管設備の設置及
び構造）第１項第三号

国道交通省住宅
局建築指導課

　エレベーター昇降路に
は、給水,排水や、その
他配管設備を設けてはい
けないことになってお
り、「その他配管設備」
には昇降機に関係の無い
電気設備の配管、配線、
風道等が該当するとされ
ており、建物内の縦抗で
ある事を活かした設備配
管の敷設が禁止されてい
る。
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5056 50560090 (社)日本経済団体連合会 90
監理技術者等の途中交替の弾力的運
用【新規】

　一定の基準(例えば当該契約期間中１
回､あるいは､当該事業年度中１回等)を条
件に､監理技術者の工事途中での交代を妨
げるものではない旨の通達等を発布する
ことで監理技術者の交代が弾力的にでき
るよう措置すべきである｡

　監理技術者の途中交代が弾力的に行えること
によって､効率的な人員配置が可能となる｡

監理技術者制度運用マ
ニュアル二-二(4)

国土交通省総合
政策局建設業課

　監理技術者制度運用マ
ニュアル(平成16年３月
１日)二-二(4)は､監理技
術者の途中交代が認めら
れる場合として､監理技
術者の死亡､傷病または
退職により真にやむ得な
い場合に加えて､①受注
者の責によらない工期の
延長の場合､②工場から
現地へ工事現場が移動す
る時点､③大規模工事で
一つの工期が多年に及ぶ
場合が挙げられている｡
しかし､これら場合を除
いて､発注者が工事を請
け負った建設業者に対し
て工事途中での監理技術
者交代を認めることは殆
どないのが実情である｡

5056 50560091 (社)日本経済団体連合会 91
白色ポルトランドセメント（ホワイトセメン
ト）のＪＩＳ規格化【新規】

　ホワイトセメントをＪＩＳ規格化する
ことで､建築物の主要構造部に使用できる
よう措置すべきである｡

　ホワイトセメントが主要構造用資材として認
可されることで、コンクリート打設と同時に化
粧部の施工が可能となり､工期の短縮､経費の節
減に貢献する｡海外ではカラーコンクリート
（ホワイトセメント使用）を主要構造部である
構造壁等にも使用しており、わが国において主
要構造部として使用することを妨げる理由は少
ない｡

・主な効果（※要望書P.47参照）

建築基準法第37条
日本工業規格　ＪＩＳ
Ｒ5210，Ａ5308等

経済産業省

①建築物の主要構造部に
使用できるコンクリート
材料（セメント，砂，砂
利，混和剤，水等）は、
ＪＩＳ又はＪＡＳＳ規格
品のみである(建築基準
法第37条１号)。
②現在ＪＩＳ規格化され
ているセメントは､早強
ポルトランドセメントほ
か計９種類に限られてお
り､白色ポルトランドセ
メント(ホワイトセメン
ト)はこれに含まれてい
ない｡
③よって、ホワイトセメ
ントは、早強ポルトラン
ドセメントと同等の性能
を有しながら、建築物の
主要構造部には使用でき
ず､意匠的な部分のみに
しか使用できない｡
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5056 50560092 (社)日本経済団体連合会 92
工場立地法における緑化面積率への
屋上緑化部分の算入【新規】

　屋上緑化部分が緑地･環境施設面積に算
入されるよう､解釈通達等を発布すべきで
ある｡

　屋上緑化は建築物が密集している地域におい
て緑地を増加するのに有効な手段であり､ヒー
トアイランド現象の緩和等につながる｡例えば
横浜市の｢緑の環境をつくり育てる条例｣は屋上
緑化､人工地盤､プランター等を一定の割合まで
緑地面積に算入することを認めており､このよ
うな解釈･運用が全国規模で徹底されるべきで
ある｡

工場立地法、｢工場立地
に関する準則」

経済産業省地域
経済産業政策課

　工場立地法に基づき､｢
工場立地に関する準則｣
は緑地面積等に関する区
分ごとの基準を定めてい
る｡平成16年３月31日付
の改定により､｢第三種区
域｣が新設され､工業地域
に関しては緑地面積率､
環境施設面積率共に緩和
されている(緑地面積
率：15％以上⇒10％以
上、環境施設面積率：
20％以上⇒15％以上）｡
しかし､何が緑地面積率､
環境施設面積率に算入さ
れるのかは不明確であ
る。

5056 50560093 (社)日本経済団体連合会 93
容積率算定の際のエレベーター及びエ
レベーターホール部分の延べ面積への
不算入

　エレベーター及びエレベーターホール
部分の面積は容積率算定の際に延べ面積
に算入しないよう措置すべきである。

　エレベーターはもはや必要不可欠なインフラ
であるが、エレベーターが容積率算定時に延べ
面積に算入されていることにより、例えばペン
シルビルでは車イスの入る余裕もない狭いエレ
ベーターが設置されていたり、低層マンション
等ではエレベーターが設置がされていないと
いった不都合が生じている。平成９年の建築基
準法改正では共同住宅の共用の廊下・階段を容
積率算定時の延べ面積に算入しない旨の改正を
行うなど規制緩和の方向にあるが、今後の一層
の高齢化を考えても、階段・廊下とエレベー
ターとは同等に考えるべきであり、少なくとも
住宅については不算入にすべきである。

建築基準法第52条、昭和
61年通達｢床面積の算定
方法について｣

国土交通省建築
指導課

　容積率算定の際にエレ
ベーター及びエレベー
ターホール部分も延べ面
積に算入される。
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5056 50560094 (社)日本経済団体連合会 94 地下電線の埋設深さの緩和【新規】

　電力会社が実施する単独地中化におい
ても、国が建設する電線共同溝と同レベ
ルの浅層埋設化が図れるようにすべきで
ある。

①電線共同溝において採用する管路について
は、国交省地方整備局と電力会社が協議のもと
決めているものであり、電力会社が使用してい
る管路材を広く使用しているが、浅層埋設を
行っても道路構造の保全上支障が発生していな
いのが現状である。
②当該管路は、電力が単独で管路を敷設する場
合と同一若しくは同等性能のものであることか
ら、単独地中化の場合の埋設深さについても、
電線共同溝の場合と同等で全く問題はない。
③また、電力自由化の進展に伴い電力会社を取
り巻く経営環境がますます厳しさを増すなか
で、今後更に無電柱化を推進していくことが必
要なことから、より一層のコスト縮減を図る必
要がある。

道路法施行令第11条7
項、平成11年３月31日付
け「建設省道政発第３２
号、建設省国道発第５
号」､｢電線共同溝マニュ
アル｣

国土交通省道路
局路政課、国道

課

　地下電線の埋設深さに
ついては、道路構造の保
全等の観点から車道では
0.8m､歩道では0.6m以下
としないよう定められて
いる(道路法施行令第11
条7項)｡これに関連して､
国が建設する電線共同溝
については､道路部は舗
装厚さ0.3ｍ以上､歩道部
では舗装厚さ0.2ｍ以上
で足りるとする措置が採
られている(電線共同溝
マニュアル)｡しかし､同
措置は電力事業者が実施
する単独地中化について
は適用されない｡
　確かに､平成11年３月
31日付け通達「電線、水
管、ガス管又は下水道管
を道路の地下に設ける場
合における埋設の深さ等
について｣（建設省道政
発第32号、建設省国道発
第５号）に基づき､電力
会社が実施する単独地中
化についても、道路部で
は0．6m以上かつ舗装厚
さ0．3m以上､歩道部では
0．5m以上とすれば足り
るとの規制緩和が行われ
たが､国が建設する電線
共同溝に比べると条件が
厳しい｡

5056 50560095 (社)日本経済団体連合会 95
無価物等のリサイクルを促進するため
の規制改革

①無価あるいは逆有償であってもリサイ
クルできるものについては、リサイクル
が促進されるよう、資源有効利用促進法
および各種リサイクル法等を拡充し、廃
棄物処理法を適用外とするなど、規制を
緩和すべきである。
② まずは少なくとも、有価で取引される
物品について、輸送費を含めると逆有償
になる場合であっても、引き取り先での
処理内容を勘案し、リサイクルと認めら
れる場合には、｢有価物｣と同様に扱うべ
きである。規制改革・民間開放推進３か
年計画（2004年３月)において｢平成16年
度中に、『廃棄物』か否か判断する際の
輸送費の取扱い等について統一的な解釈
を示す｣旨盛り込まれたところであり、上
記要望が実現されるよう、解釈を示すべ
きである。
③　さらに、逆有償であっても、明らか
にマテリアルリサイクルとしてのビジネ
スが成立しているものについては、廃棄
物処理法の適用除外とすべきである。

①現行廃棄物処理法は、廃棄物の適正処理、特に不
法投棄の未然防止を重視しているため、｢廃棄物｣を
広範に定義するとともに、廃棄物処理に対して厳格
な規制と煩雑な許認可手続きを規定している。この
ため、循環型社会の一層の推進が至上命題になって
いるにもかかわらず、廃棄物処理法は、資源循環・
リサイクルに取り組む場合であっても、厳格な諸規
制を一律的に課している。このことから、実際に
は、逆に、リサイクルを阻害している場合もある。
廃棄物の適正処理とリサイクルを促進をするために
は、｢不法投棄は厳しく罰し、リサイクルは規制を緩
和して推進する｣ことが必要である。｢受入時点で有
償であったかどうかが、廃棄物と判断する絶対的な
基準ではない｣旨示された、２００４年１月の水戸地
裁判決内容を、行政としても十分に斟酌すべきであ
る。
②少なくともまずは、資源循環・リサイクルする場
合には、輸送費の扱いなど、 ｢有価物｣と｢廃棄物｣の
区分けを柔軟にすべきである。現在、製造業者がリ
サイクルを促進しようとして、リサイクル原料を安
価に仕入れた場合に、近地からの仕入れについては
廃棄物処理法の規制を受けずにリサイクルできるに
かかわらず、遠地からリサイクル原料を仕入れた場
合には、輸送費がかさんだために｢廃棄物｣となり、
産業廃棄物中間処理業の許可が必要となるといった
事態が生じる。全く性状の同じ物品であっても、近
地から運んだ場合は有価物、遠地から運んだ場合は
廃棄物となるのは、循環型社会の促進といった趣旨
に反する。
③パーティクルボードの資源として利用される木
屑、セメント原料として100％有効活用される鋳物砂
など、既にマテリアルリサイクルとしてのビジネス
が成立しているものがある。このような物について
は、逆有償であっても、廃棄物処理法の対象外とす
べきである。このような規制改革が行われれば、リ
サイクル事業への参入が容易になり、循環型社会の
推進につながる。

廃棄物処理法第２条
廃棄物処理法施行令第２
条　　等

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

①資源循環・リサイクル
に取り組む場合において
も、廃棄物処理法上の｢
廃棄物｣と定義された場
合には、｢廃棄物処理業｣
ならびに｢廃棄物処理施
設｣の許可が必要にな
り、リサイクルされない
場合と同様の厳しい規制
が課せられる。現行廃棄
物処理法の下で｢廃棄物｣
か否かは、｢物の性状や
排出の状況、通常の取扱
形態、取引価値の有無、
占有者の意思等を総合的
に勘案して判断する｣と
されているが、実務上｢
有価物｣か｢無価物｣かに
よって判断されている。
②また、有価で取引され
る物品であっても、運搬
費用が買取金額より高く
なる（運搬費の逆ざや）
など逆有償の場合には、
行政指導によって、｢有
価物｣ではなく、｢廃棄
物｣に分類されてしまう
ため、当該物品を購入す
るリサイクル業者は、廃
棄物処理業及び施設の許
可が必要となる。
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5056 50560096 (社)日本経済団体連合会 96
分社化等に対応した廃棄物処理法の
見直し

　近年における企業の分社化、連結グ
ループ化等の取組みに鑑み、廃棄物処理
法のあり方についても、企業の経営実態
に対応した法規制に見直すべきである。
　具体的には、①資本関係、②処理対象
物(親会社からの供給のみ等）、③収集運
搬ないし処理の場所(同一敷地内等）の諸
条件を勘案し、廃棄物の処理に係る管理
監督においても実質的に支配関係にある
と判断される場合には、別法人であって
も、親会社による自己処理と同等の扱い
とする特例措置を講じるべきである。少
なくとも、排出事業者の連結子会社など
一定以上の資本関係がある事業者が、当
該排出事業者の構内（同一敷地内）のみ
において、当該排出事業者の廃棄物の収
集運搬のみを受託する場合であって、親
会社が廃棄物処理全体を管理しているこ
とが明らかな場合には、｢自己処理｣と同
等に位置付け、廃棄物収集運搬業の許可
を不要とすべきである。その他、親会社
の土地や設備を子会社が借用して事業活
動を行い、親会社に所有権がある設備等
を子会社が廃棄したい場合、子会社が排
出事業者として、親会社の費用負担に
よって処理委託することについても認め
るべきである。規制改革・民間開放推進
３か年計画(2004年３月)において、｢分社
化等の企業経営の変化に対応して、排出
事業者の補助者(排出事業者が廃棄物の処
理を自ら行っているものとして許可の対
象としない者）として認められる範囲に
ついて、平成16年度中に、明確化する｣と
されたことは評価でき、経営実態に則し
て上記要望が実現されるよう、着実に措
置すべきである。

　近年、わが国企業は国際競争力強化・構造改
革の一環として、分社化などグループ経営を促
進しているが、廃棄物処理法の規定はこういっ
た企業経営の変化に対応した規定となっていな
い。
　とりわけ、構内のみの収集運搬を連結子会社
が行う場合は、不法投棄が行われることは考え
にくく、業許可は不要とすべきである。多くの
企業では、事業所構内の緑化・美化・清掃なら
びに廃棄物の収集運搬作業を連結子会社等に委
託しているケースが一般的である。
許可業者は必ずしも適正業者ばかりではないと
いう実態を踏まえると、外部の許可業者に委託
する方が、連結子会社・関係会社に委託するよ
りも、不適正処理のリスクを負うといった不安
がある。

廃棄物処理法 第７条第
１項、第14条第１項、第
14条の４第１項
廃棄物処理法施行規則
第２条第２号、第２条の
３第２号、第９条第２
号、
　
第10条の３第２号
平成５年３月31日厚生省
産業廃棄物対策室長通知
（衛産36号）

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部　廃
棄物対策課、産
業廃棄物課

　産業廃棄物の処理を業
として行おうとする者
は、当該業を行おうとす
る区域を管轄する都道府
県（保健所設置市にあっ
ては市長）の許可を受け
なければならない。
　行政通知により、排出
事業者の関係会社が、当
該排出事業者の構内のみ
の収集・運搬のみを行う
場合であっても、法人格
が異なる場合には、業の
許可が必要とされてい
る。

5056 50560097 (社)日本経済団体連合会 97
産業廃棄物処理業の許可手続きの合
理化・電子化【新規】

①都道府県・保健所設置市・特別区ごと
に、産業廃棄物処理業の許可申請手続等
に係る書式がまちまちであり、書式を統
一化するよう、環境省は地方自治体に指
導・徹底を図るべきである。
②廃棄物処理法上の行政手続について、
環境省ならびに地方自治体間の情報化を
推進し、民間事業者が行う許可申請手続
をインターネットで行えるようにすべき
である。その際、許可情報について地方
自治体間で共有し、民間事業者が複数の
地方自治体で許可を取得する場合には、
ある一つの地方自治体に手続きを行え
ば、その他の自治体への行政手続は大幅
に簡素化できるようにする、また、廃棄
物処理法に基づく各種届出業務（多量排
出事業者による産業廃棄物処理計画・報
告書、自治体条例に基づく情報提供等）
を簡素化・統一化するなど、民間事業者
の申請手続の情報化・合理化を推進すべ
きである。
③産業廃棄物処理業に係る許可権限を広
域化すべきであり、少なくとも都道府県
および政令指定都市単位に集約すべきで
ある。

①昨年度の規制改革要望を受けて、2004年４月
に、先行許可証の活用など申請手続の一部簡素
化の措置が講じられたことは評価するものの、
依然として、廃棄物処理法に係る各種申請・届
出に係る事務負担は大きい。とりわけ廃棄物収
集運搬業の許可申請は、収集の場所と積卸目的
地の場所が、許可権限の違う場所であれば、そ
れぞれの許可を受ける必要がある。産業廃棄物
収集運搬業は、廃棄物処理法上都道府県知事の
許可となっているが、
②許可権限の広域ブロック化が難しい場合に
は、廃棄物処理法の許可手続きに係る全国的な
情報システムを構築し、民間事業者がインター
ネットでの申請手続きを一括して行うことがで
きれば（ワンストップサービス）、事務負担の
大きな軽減に繋がる。行政手続に係る事務負担
の軽減、電子政府化の推進等の観点から、民間
事業者にとっても使い勝手のよい廃棄物処理法
に係る情報システムを構築すべきである。
③現在、保健所設置市は全国に60近くある。産
業廃棄物処理権限をブロック単位とするなど、
許可権限をより広域化することが望ましいが、
せめて、都道府県および政令指定都市に集約化
を図るべきである。

廃棄物処理法　第１４条
１項

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

　産業廃棄物処理業を行
うにあたっては、当該業
を行おうとする区域を所
管する都道府県知事、保
健所を設置する市の市
長、特別区の区長の許可
を個々に取得することが
求められている。
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5056 50560098 (社)日本経済団体連合会 98
多量排出事業者による産業廃棄物処
理計画の策定・報告義務の合理化

①多量排出事業者の判定基準である｢前年
度の産業廃棄物発生量（特別管理産業廃
棄物発生量）｣について、その排出量は｢
外部へ処理委託する量｣のみを加算すれば
よいこととし、自事業場内の処理施設で
減量化・有効利用した廃棄物量は含めな
いことにすべきである。
②また、多量排出事業者の判定基準に関
し、建設現場からの建設廃棄物について
は、その業態特性に応じた判定基準を新
たに設けるべきである。③加えて、本計
画書の提出・実施状況の報告に係る内
容・書式について、環境省が策定した｢マ
ニュアル｣に沿った内容・書式とするよ
う、環境省は地方自治体に対して指導す
べきである。

汚泥発生量999ｔの全てを①平成12年の廃棄物
処理法改正により、多量排出事業者に対する計
画策定及び報告等が義務づけられたが、この改
正趣旨には、埋立処分場残容量や産廃処理場の
処理能力のひっ迫を背景に、排出量の減量化促
進が含意されていたと解される。現行規定で
は、例えば極端な例として、汚泥発生量1,000
ｔを事業場内の処理施設で脱水、焼却し、残さ
を有価で売却して廃棄物排出量を０ｔにしてい
る事業者には、多量排出事業者としての報告義
務が課されるが、外部へ処理委託する事業者に
は当該報告義務は課されないといった不合理が
生じている。よって、排出量を基準未満に削減
した事業者に対しては当該計画策定及び報告義
務を課さないこととすることにより、自事業場
内の処理施設での減量化や有効利用を促進すべ
きである。②当該計画及び報告の内容・書式等
について、環境省より｢マニュアル｣が示されて
いるが、当該都道府県の裁量に委ねられている
ため、実際には都道府県毎に異なっていること
などから、当該計画の策定及び報告に係る事務
量は膨大なものとなっている。　とりわけ建設
業では、工事現場が対象事業場となるため、提
出・報告先の都道府県が年毎に変わること、産
廃の種類・量も変動が大きいこと等から、過去
の計画内容や実績取りまとめの内容が年々変化
し、毎年新たな事務作業が生じている。当該事
務量が膨大なため、かなりのコスト負担が生じ
ていることのみならず、提出・報告の期限（毎
年６月30日）に遅延が生じるとともに、煩雑な
事務作業となってデータの信頼性も低下してい
る。全国的にデータの共有化が図れれば、産業
廃棄物の適正処理・処分における広域的な検討
が可能となるなど、効果的な利用が実現でき
る。

廃棄物処理法第12条第７
項,第８項,第９項,第12
条の２第８項,第９項,第
10項
廃棄物処理法施行令第６
条の３、第６条の７

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部　産
業廃棄物課

国土交通省　総
合政策局

　廃棄物処理法の平成12
年改正によって、前年度
の産業廃棄物発生量が
1,000ｔ/年以上又は特別
管理産業廃棄物が50ｔ/
年以上の事業場を設置し
ている事業者〔多量排出
事業者〕は、当該事業場
に係る｢産業廃棄物の減
量や適正処理に関する処
理計画及びその実施状
況｣の報告を作成し、当
該地域を管轄する都道府
県知事に提出しなければ
ならなくなった。
　併せて、都道府県知事
は、これらの処理計画や
その実施状況について、
１年間、公衆の縦覧に供
する方式で公表すること
とされた。

5056 50560099 (社)日本経済団体連合会 99
廃棄物処理施設に係る許可の取消要
件の見直し【新規】

　廃棄物処理を業として行っていない製
造業者等が、万が一過失や事故によっ
て、廃棄物処理法以外の環境関連法令の
罰金刑を受けた場合については、自己処
理のために使用する廃棄物処理施設に係
る許可の取消要件から除外すべきであ
る。少なくとも、同一法人・組織（グ
ループ・会社等）の他の事業所に係る廃
棄物処理施設まで許可の取消処分が及ぶ
ことがないようにすべきである。

(1)法改正により、製造業等において下記のよ
うな事態が発生することになった。
① 事業所内の製造プラントにおいて、何らか
の過失や事故によってその他の環境関連法令違
反を引き起こしてしまった場合に、廃棄物処理
施設の許可を取り消されると、事業所内の廃棄
物の自己処理ができなくなる。ひいては製造業
等の事業活動そのものが継続できなくなる（事
業所敷地内の各製造プラントから廃棄物処理施
設まで一連のプロセスとなっていることから、
廃棄物処理施設が使用できなくなった場合、川
上の製造プラントまで停止しなければならな
い）。
②　複数の事業所を有する製造業者の場合、あ
る一つの事業所の製造プラントにおいて、上記
①のような事態が発生した場合、当該事業所の
みならず、当該製造業者が有する全ての事業所
の廃棄物処理施設の許可が取り消されるため、
全事業所の廃棄物の自己処理ができなくなり、
ひいては全事業活動そのものが継続できなくな
る。(2) 環境省は ｢今回の廃棄物処理法改正の
趣旨は悪質な廃棄物処理業者の取締り強化にあ
る｣と公に解説しているところであり、廃棄物
処理を業として行わない製造業者等が、過失や
事故によってその他の環境関連法令違反を引き
起こしてしまった場合に、事業所内の廃棄物の
自己処理ひいては事業活動そのものが継続でき
なくなるというのは、行き過ぎた規制強化と考
える。
(3) 製造業者等は、事業活動に伴って生じる排
水等の廃棄物は、法が求める｢自己処理の原則｣
に基づいて、極力、事業所内で処理・減少化し
て敷地外に出すように取り組んでいるところで
ある。しかしながら、上記のように環境リスク
が増大化すると、｢環境負荷逓減｣や｢廃棄物削
減・再資源化｣等に積極的に取組む企業の姿勢
に悪影響を及ぼしかねない

廃棄物処理法　第15条の
３第１項〔許可の取消
し〕
　（第14条第５項第２号
イ、第７条第５項４号
ハ、同法施行令第４条の
６）

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

　平成15年12月施行の改
正廃棄物処理法により、
廃棄物処理業ならびに処
理施設の許可の取消要件
が強化された。その一つ
として、事業者が、大気
汚染防止法、騒音・振動
規制法等の環境関連法令
(※)違反で罰金刑を受け
た場合、５年間にわたっ
て｢欠格要件｣に該当する
こととなり、廃棄物処理
業のみならず処理施設に
係る許可も取り消される
こととなった。加えて、
５年間、廃棄物処理法に
係る許可を新規に取得す
ることもできない。
※その他の環境関連法
令：
　大気汚染防止法、騒
音・振動規制法、海洋汚
染防止法、水質汚濁法、
悪臭防止法、特定有害廃
棄物の輸出入等規制に関
する法律、ダイオキシン
対策特別措置法、ＰＣＢ
の適正処理に関する特別
措置法
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5056 50560100 (社)日本経済団体連合会 100
汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理
法の適用除外

　汚泥の脱水処理施設のなかには、水処
理設備と一体となっており、生活環境に
大きな負荷を与えない施設も多いことか
ら、一定の要件を満たす施設について
は、廃棄物処理法上の施設許可を不要と
すべきである。
　規制改革・民間開放推進３か年計画
（2004年３月）において、平成16年度中
に、｢汚泥の脱水施設のうち、水処理施設
と一体的に運転管理されるなど、独立し
た施設とはみなされない場合について
は、廃棄物処理法上の許可が必要な施設
には含むものではないなど、当該施設に
関する解釈を明確化する｣旨明記されたこ
とは評価でき、上記要望が実現するよ
う、着実に措置を講じるべきである。

脱水処理施設のなかには、自社の排水処理の一
部として設置している脱水機等もあって、これ
は廃棄物の処理にはあたらず、生活環境に大き
な負荷を与えることもない。

廃棄物処理法第15条第１
項
廃棄物処理法施行令第７
条第１号

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

　廃棄物処理法施行令第
７条により、｢汚泥の脱
水施設であって、一日当
りの処理能力が十立方
メートルを超えるもの｣
については、産業廃棄物
処理施設に該当するとし
て、施設の設置・変更に
あたって、都道府県知事
の許可を受ける必要があ
る。

5056 50560101 (社)日本経済団体連合会 101
貨物駅・港における産業廃棄物の収
集・運搬に係る規制の見直し

　貨物駅や港において産業廃棄物がコン
テナに密閉封印された状態のまま単にト
ラック等へ載せかえる作業については、
廃棄物処理法上の｢積替え・保管｣に該当
しないとする統一的な解釈を示し、各都
道府県に対し通知すべきである。規制改
革・民間開放推進３か年計画（2004年３
月）において、｢平成16年度中に、貨物駅
等において、一定の条件の下で産業廃棄
物が密閉封印されたコンテナをトラック
に載せ替える作業は『積替え・保管』に
は該当しないなど、法令上の『積替え・
保管』に関する解釈を明確化する｣旨、盛
り込まれたことは評価でき、上記要望が
実現するよう、着実に措置すべきであ
る。

(1)鉄道コンテナによる一貫輸送においては、｢
排出地から発貨物駅｣及び｢着貨物駅から処理
場｣までの両端のトラック運搬を行う利用運送
事業者は、それぞれ産業廃棄物収集運搬業許可
を取得する必要があり、鉄道部分のみの運搬を
実施する鉄道運送事業者に許可を要しないもの
としても、廃棄物の適切な運搬は可能である。
また、産業廃棄物の広域処理を行う場合、コス
ト面のみならず、環境負荷の軽減からも、鉄道
による輸送が適している。安全で確実な鉄道コ
ンテナによる一貫輸送の形態に鑑み、産業廃棄
物収集運搬ネットワークの構築を促進すべく、
規制を緩和すべきである。
(2)少なくとも、貨物駅における密閉封印され
たコンテナの載せかえ作業は、廃棄物の飛散・
流出等が生じるおそれはなく、廃棄物処理法で
想定する｢積替え・保管｣の概念とは異なると解
される。廃棄物処理法上の｢積替え・保管｣に該
当すると、駅に囲いをつけなければならない
が、公共の場所であり、対応が難しい。同時
に、業許可の付与にあたって、住民同意を求め
る都道府県もあり、迅速な業許可の取得が困難
となる。このことは、港におけるコンテナ等の
トラックへの載せかえについても同様である。

廃棄物処理法　 第14条
第14条の４
廃棄物処理法施行令
第６条、第６条の５
廃棄物処理法施行規則
第９条、第10条の11

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

(1)産業廃棄物の収集・運搬を業
として行う場合は、当該業を行
おうとする区域を管轄する都道
府県知事の許可が必要である。
鉄道運送事業者が産業廃棄物を
運搬する場合、発着の貨物駅で
取り扱う廃棄物の品目ごとに、
当該発着駅が所在する都道府県
知事から、産業廃棄物収集運搬
業の許可を取得しなければなら
ない。
(2)産業廃棄物を密閉封印された
コンテナで、鉄道運送事業者や
船舶運航事業者を介して運搬す
る場合、最終的に廃棄物処理場
に搬入するまでに、駅や港で密
閉封印されたコンテナをそのま
まトラックに載せかえる作業が
発生する。　このトラックに載
せかえる作業を、都道府県に
よっては、産業廃棄物の｢積替
え・保管｣に該当すると判断する
ところがある。
①駅や港における当該コンテナ
の載せかえ作業を、廃棄物処理
法上の｢積替え・保管｣と判断さ
れた場合、同法の積替え保管基
準（積替え作業を行うスペース
に囲いを設ける等）を満たす必
要がある。
②加えて、同作業を廃棄物処理
法上の｢積替え・保管｣と判断さ
れた場合、産業廃棄物収集運搬
業の許可取得にあたって、条例
等により周辺住民の同意等を求
められるなど、業の許可の取得
に非常に時間がかかる。
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5056 50560102 (社)日本経済団体連合会 102
廃棄物を使用した試験研究に係る規制
の明確化【新規】

　廃棄物を使用した試験研究の扱い、と
りわけ県外からの廃棄物を使用した試験
研究の扱いについて、国が、廃棄物由来
の供試材は有価物と同様な扱いとする旨
省令化するなど、地方自治体によって廃
棄物処理法上の判断の差が生じないよ
う、地方自治体に指導・徹底を図るべき
である。

①試験研究等の供試物について、公共機関・団
体から有価物として購入しようとしても、会計
処理上の理由等により、販売してもらえないの
が実情である。環境に配慮した要件等の理由に
より無償で提供を受けることが可能であって
も、試験研究を実施する場所を所管する地方自
治体において、廃棄物であるとの理由で廃棄物
処理法上の許可等の規制を求めることは、循環
型社会の促進といった趣旨に反すると考える。
②廃棄物処理に関する技術的向上やリサイクル
化を阻害することのないよう、不法投棄等の違
法行為には厳しく罰する一方で、適正に行う試
験研究やリサイクル化には規制を緩和すべきで
ある。

廃棄物処理法
環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

　廃棄物を使用した試験研究に
ついて、廃棄物処理法上の明確
な規定がなく、都道府県等が過
去の事例をもとに独自に判断し
ているため、都道府県によって
その扱いが異なっているのが実
情である。
　例えば、ある県では、条例も
しくは指導要綱に基づいて、県
内で発生した廃棄物か県外で発
生した廃棄物かを問わずに、生
活環境の保全に配慮した試験研
究計画書の提出を条件として、
廃棄物を供試材として、あるい
は有価物と同等の扱いとして、
廃棄物を使用した試験研究が認
められている。
　他方、ある別の県では、条例
や指導要綱の規定も存在しない
まま、過去の慣例による規制・
指導が行われている。この場
合、県内発生廃棄物の場合は、
試験計画書を提出すれば認めら
れるが、県外発生廃棄物を供試
材とする場合には、｢県外廃棄物
の取扱いに関する指導要綱｣の規
定に基づいて、供試材といえど
も元は廃棄物であることを理由
に、廃棄物処理法の規制が適用
されると判断される。
　この結果、試験研究者ではな
く、排出責任者が県と事前協議
を行い、廃棄物処理法上の許可
を取得しなければならないとい
う、極めて煩雑な手続きが必要
になる。

5056 50560103 (社)日本経済団体連合会 103
廃棄物処理法上の｢建設汚泥｣に関す
る取扱いの見直し

①建設汚泥のリサイクルを促進する観点
から、｢建設汚泥｣に係る廃棄物処理法上
の扱いを見直すべきである。建設汚泥改
良土と建設発生土を一体化したリサイク
ルのルール作りを行うべきである。
②とりわけ、泥水シールド工事における
掘削泥の取扱いについて、現行のよう
に、掘削泥から一定規模以上の砂分を除
去した時点での性状で判定するのではな
く、脱水処理後の性状によって、土砂か
汚泥かを判定すべきである。　また、高
規格堤防の築造財に認められている、建
設汚泥に係る環境大臣の再生利用認定特
例制度について、再生利用技術の進歩等
に伴って、その認定対象、認定方法につ
いて緩和する方向で見直すべきである。
とりわけ、地方自治体が行う各種公共工
事について、本制度の適用を積極的に認
めていくべきである。

①建設汚泥は産業廃棄物として扱わなければならな
いため、改良すれば土砂と同様に再利用できるもの
が多いにもかかわらず、管理型最終処分場で処分し
なければならないため、リサイクルへの取組みが遅
れている。建設汚泥と規定される物でも、性状が建
設発生土と極めて類似しているものが多く、用途に
よって柔軟に使い分けることを可能とすべきであ
る。
②とりわけ、当該建設汚泥が有害な不要物であるか
否かは、作業所等から排出する段階で判断すべきで
あり、杭工事等の掘削の最終段階等で汚泥と判断す
るのは早計である。特に自硬性汚泥については、建
設資材としての利用価値が高い。掘削泥を脱水処理
や安定処理等を行うことによって｢200kN/㎡｣の基準
を満たすことは十分に可能であるにもかかわらず、
現行規制の下では、作業所等で土質材料等として再
利用できるものも｢廃棄物｣として処分せざるをえな
い状況にある。これは循環型社会の形成の趣旨に反
する。
　また、｢有用物｣か｢不要物｣かの判断が都道府県担
当者によってまちまちである。さらに、高規格堤防
の築造財として再生利用されるシールド工法の掘削
工事等に伴って生じた建設汚泥については、環境大
臣の認定を受けた場合の特例の対象とされている
が、実際に認められた件数は10件程度の国の直轄工
事のみと実績も少ない。再生利用技術は進歩してき
ており、生活環境の保全上の支障を生ぜず、使用場
所の要求性能を満たす安定した品質を確保できるよ
うになってきている。
とりわけ、国の公共工事のみならず、地方自治体の
公共工事に積極的に適用するようにすべきである。
また、構造物の裏込めや土地の造成等について、ま
た、公共工事のみならず民間工事についても、特例
対象として認定する方向で検討すべきである

廃棄物処理法第２条第４
項第１号
｢建設工事から生ずる廃
棄物の適正処理につい
て｣（平成11年３月23日
厚生省衛産第20号）
平成９年12月26日「厚生
省告示第259号｣
平成９年12月26日、改正
平成11年２月22日｢厚生
省告示第261号｣

国土交通省　総
合政策局

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

①廃棄物処理法上、｢産
業廃棄物｣とは、｢事業活
動に伴って生じた廃棄物
のうち、汚泥等の廃棄物
をいう｣とされており、｢
建設汚泥｣も産業廃棄物
とされている。
②コーン指数200kN/㎡以
上であれば、汚泥ではな
く土砂と定義され、産業
廃棄物から外れるが、｢
土砂か汚泥かの判断は、
掘削工事に伴って排出さ
れる時点で行う｣とされ
ている（掘削泥から砂分
を除去した時点での性状
で判定）。〔｢建設工事
から生ずる廃棄物の適正
処理について｣（平成11
年３月29日）〕
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5056 50560104 (社)日本経済団体連合会 104
「廃棄物処理法」に係る事前協議制の
見直し

　地方公共団体による事前協議制を簡略
化あるいは廃止するよう、環境省は地方
公共団体に対して通知する等、引き続き
指導していくべきである。
　少なくとも、｢域外から産業廃棄物を搬
入する場合であって、最終処分や単純焼
却処理を行うのではなく、リサイクルな
ど資源循環を行う場合には、地方公共団
体への届出で済むようにする｣等、環境省
は、資源循環型社会の形成の阻害要因と
なる行政指導等については見直すよう、
地方公共団体に対して指導の徹底を図る
べきである。

　事前協議が必要となると、許認可の取得に非
常に時間がかかり、迅速な適正処理が困難と
なっている。とりわけ、産業廃棄物の域外から
の搬入について、持ち込み予定の処理業者が、
最終処分を行うかリサイクル処理を行うかにか
かわらず、一律の審査を受ける必要がある。昨
今の環境意識の高まりにより、優良処理業者へ
の域外からの処理依頼が増加しているが、そう
したものについても一律に取り扱われるため、
事前協議の審査予約が取り難く、リサイクル処
理が進まないのが実情である。
　こうしたことから、排出者がリサイクルを志
向しても、事前協議の難しさから、結果的に近
隣の最終処分場に向かうケースもあり、循環型
社会の構築への流れを阻害する原因となってい
る。

地方公共団体の指導要
綱、行政指導

環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部　産
業廃棄物課
地方公共団体

　廃棄物処理法上、｢廃
棄物処理施設の設置｣や｢
域外からの産業廃棄物の
搬入｣等にあたって、地
方公共団体との事前協議
は求められていない。に
もかかわらず、地方公共
団体の行政指導等によっ
て、各種許認可の取得・
更新の申請を行う際に、
事前協議を行うことが義
務付けられる。

5056 50560105 (社)日本経済団体連合会 105
廃棄物処理施設の設置に伴う都市計
画審議会の開催頻度の増大等

　廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画
審議会の開催を定期化するとともに、現
状よりも開催頻度を増大するよう、環境
省ならびに国土交通省は都道府県に対し
て、引き続き指導の徹底を図るなど、廃
棄物処理施設が円滑に整備できるように
すべきである。

　都市計画審議会の開催が不定期で、なかなか
開催されないため、建築基準法に基づく諸手続
きを経るのに非常に長い時間がかかり、廃棄物
処理施設の建設が円滑に進まない。

建築基準法第51条

国土交通省　住
宅局市街地建築

課
環境省大臣官房
廃棄物・リサイ
クル対策部

 　一定規模以上の廃棄
物処理施設の建設にあ
たっては、廃棄物処理法
に基づく許認可申請のほ
かに、建築基準法に基づ
いて、都道府県都市計画
審議会の承認を得る必要
がある。
　廃棄物処理施設に係る
都市計画審議会の開催が
不定期で、なかなか開催
されないのが実情であ
る。
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5056 50560106 (社)日本経済団体連合会 106
水質汚濁防止法・大気汚染防止法にお
ける特定施設等に係る届出の緩和

　水質汚濁防止法に基づく特定施設等な
らびに大気汚染防止法に基づくばい煙発
生施設について、その設置や構造の変更
等に係る届出は、原則、着工予定日の30
日前に行えばよいこととし、届出施設の
内容が特に複雑であるなど特に問題があ
る場合には、30日間に限って実施制限期
間を延長できるようにすべきである。

①着工の約30日前まで施設内容が確定できない
場合が多々あるため、着工予定日の60日前まで
に、設置及び変更等の届出を行うことが難しい
のが現状である。
②現行規定は、1960年代に設定されたものであ
り、現在のように、環境保全に関わる体勢が整
えた状況では過剰なものと考える。スピード経
営が求められる時代にあって、60日間もの遅れ
は非常に大きな事業機会の損失になる。技術進
歩や時代の要請に合せて、自治体における審査
も迅速化を図るべきである。
③環境省は、平成11年４月の｢大気汚染防止法
および水質汚濁防止法に基づく届出対象施設の
設置等に係る届出事務の処理について｣によ
り、実施制限期間の短縮措置を積極的に都道府
県知事等に通知した。その結果、審査に要した
日数が30日以内である割合がおおむね９割であ
り、ほとんどの届出が実質的に30日以内で審査
を終えているとのことである（環境省｢対応の
状況｣(2003年４月）より）。
　このような状況を踏まえれば、｢実施制限期
間は原則30日間とし、届出施設の内容が複雑で
ある等の特別の場合に、その制限期間を30日間
を上限として延長すること｣とすべきである。
企業は、着工予定日に向けて様々なスケジュー
ルを組んでおり、法規定が｢着工予定日の60日
前までに届出をしなければいけない｣というま
までは、都道府県等の審査機関の短縮努力が、
企業の実務上のメリットにつながりにくい。

水質汚濁防止法　　第９
条
大気汚染防止法　　第10
条、第18条の９

環境省　水環境
部　環境管理課

　水質汚濁防止法に基づ
く｢特定施設｣ならびに大
気汚染防止法に基づくば
い煙発生施設を新設・改
造・変更・廃止する場
合、都道府県知事に届出
が必要とされる。法令
上、事業者は、届出受理
の日から60日間は、その
届出に係る特定施設等の
設置・変更等を行うこと
ができない。

5056 50560107 (社)日本経済団体連合会 107
瀬戸内法に基づく総量規制対象事業所
における排水処理施設に係る変更手続
の緩和【新規】

①汚濁負荷量が規制値を大幅に下回って
いる場合（例えば総量規制の５割以下）
には、事前評価の変更手続は不要（ある
いは手続きの簡素化を図る）とすべきで
ある。
②総量規制の枠を大幅に下回っている場
合には、ある項目の汚濁負荷量を削減す
るために、他の項目の値が多少変化した
としても、その項目に対する新たな濃度
と負荷量の削減は求めないことにすべき
である。
③告示・縦覧が必要な場合でも、遅くと
も30日以内に許可証が発行されるよう、
手続きの迅速化を図るべきである。

①瀬戸内法制定当時と比較すれば、産業活動の
汚濁源対策が非常に効果をあげている結果、汚
濁源は産業系から生活系・内部生産系に移行し
ていることから、現行の瀬戸内法の規制は現状
にそぐわなくなってきている。
②工場の排水処理が改善されても、設置許可申
請の都度、過度な改善を求められる規定となっ
ており、企業の負担が大きい。
③一つの自治体のなかで複数部署の審査がある
ため、非常に時間がかかり、迅速な事業展開が
行えない。

瀬戸内海環境保全特別措
置法　第５条３項、第８
条
瀬戸内海環境保全特別措
置法施行規則　　　第７
条第２項

環境省

(1)瀬戸内海環境保全特別措置法に基
づき、排出水の汚濁負荷量に係る総
量規制を受けている事業所におい
て、総量規制の枠を大幅に下回って
いる状態を保持したままで、特定施
設の構造等を変更する場合であって
も、前回届出た事前評価書の記載値
を超えると、事前評価・告示縦覧と
いった手続が必要となり、時間と費
用がかかる。
(2)具体的には、以下のような事例に
おいても、前回届け出た事前評価書
の記載値超過とみなされ、事前評
価・告示縦覧といった過度な対応を
迫られる。
①汚濁負荷総量を削減するための改
善措置を講じたことによって、排水
量・負荷量ともに削減される場合で
あっても、汚濁物質濃度が従来値を
超えた場合には、記載値超過とみな
される。
②総量規制が設定されている複数の
物質のうち、ある一つの物質に係る
規制値および汚濁負荷量を削減でき
たとしても、他の一つの物質が微量
でも増加した場合には、たとえ、総
量規制の枠を大幅に下回っている状
況を保持したままであったとして
も、記載値超過とみなされる。
(3)一つの地方自治体において、指導
担当部署と瀬戸内法担当部署と二つ
の部署があり、それぞれの部署で審
査が行われるため、許可までに多大
な日時を要し（複数部署との事前折
衝から縦覧、許可書発行まで約２ヶ
月要している）、事業運営の機会逸
失となる。
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5056 50560108 (社)日本経済団体連合会 108
騒音規制法ならびに振動規制法の特
定施設の見直し【新規】

　騒音規制法ならびに振動規制法が｢特定
施設｣と規定する圧縮機のうち、スク
リュー式圧縮機を対象外とすべきであ
る。

　騒音規制法ならびに振動規制法が定められた
1960～70年代に比べて、圧縮機の騒音・振動は
格段に改善されている。特に、スクリュー式コ
ンプレッサーの開発によって、今では高効率、
高静寂性が確保されている。
　従って、特定施設の｢圧縮機｣の定義を見直
し、スクリュー式圧縮機は対象外とすべきであ
る。

騒音規制法　第６条、同
法施行令第１条別表第一
振動規制法　第６条、同
法施行令第１条別表第一

環境省

①騒音規制法において、
指定地域内における工場
又は事業場において、著
しい騒音を発生する施設
であって政令で定める｢
特定施設｣を設置しよう
とする者は、特定施設の
設置の工事の開始日の30
日前までに、市町村長に
届出なければならない。
その｢特定施設｣として、
圧縮機全般が指定されて
いる。
②同様に、振動規制法に
おいて、指定地域内にお
ける工場又は事業場にお
いて、著しい振動を発生
する施設であって政令で
定める｢特定施設｣を設置
しようとする者は、その
特定施設の設置の工事の
開始の日の30日前まで
に、市町村長に届出なけ
ればならない。その｢特
定施設｣として、圧縮機
（原動機の定格出力が
7.5ｋＷ以上のものに限
る）が指定されている。

5056 50560109 (社)日本経済団体連合会 109
化学物質管理促進法に基づく届出手続
の合理化　【新規】

　｢電子情報処理施設組織使用届出書｣の
届出先について、インターネット上で届
出ができるようにすべきである。また、
本届出書の届出先について、｢化学物質の
排出量及び移動量の届出書｣の提出先と同
じとするなど、複数事業所を所有する企
業においても｢電子情報処理施設組織使用
届出書｣の届出先を一ヶ所に統合化すべき
である。

　複数事業所を所有する企業にとって、｢電子
情報処理施設組織使用届出書｣を都道府県内の
複数箇所に届出をしなければならない。地方自
治体の条例に基づく情報提供も多く求められて
いることもあって、ＰＲＴＲに係る届出事務は
非常に多い。
　今後、ＰＲＴＲ法の普及・定着を図るために
は、企業の事務負担を極力軽減させ、円滑に利
用できる仕組みを構築する必要がある。

化学物質管理促進法（特
定化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法
律）施行規則　第12条

環境省、経済産
業省

①工場を有する企業は、
PRTR法（化学物質管理促
進法）に基づき、政府に
対して｢化学物質の排出
量及び移動量の届出書｣
（化学物質の排出データ
等）を提出しなければな
らない。本件については
電子届出が可能となった
が、電子届出を行うため
には、事前に、｢電子情
報処理組織使用届出書｣
を都道府県ＰＲＴＲ担当
窓口に書面で提出する必
要がある。
②県内に複数事業所を所
有する企業において、｢
電子情報処理組織使用届
出書｣の提出先は、基本
的に都道府県とされてい
るものの、実際には県庁
のみならず、県の出先機
関や政令指定都市など、
都道府県内の複数ヵ所に
提出しなければならない
場合もある。
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5056 50560110 (社)日本経済団体連合会 110 保安法令の重複適用の排除

　装置を構成している一つ一つの機器・
設備までが、複数の法令によって重複し
て規制を受けることのないよう、各法の
適用範囲に係る指定基準を策定し、それ
に則って、重複適用を排除すべきであ
る。
少なくとも、さらなる合理化、整合化に
向けた措置として、機器・設備に適用さ
れる適用法令を装置ごとに一括して適用
することとすべきである。
　第一段階として、例えば改造・増設を
伴わない変更（維持補修等）について
は、法令の重複適用を解消すべきであ
る。
また、高度の保安管理体制の確立を前提
として、以下の点につき検討すべきであ
る。①設備設置・変更の許認可制（事前
審査型規制）から規定遵守状況を適宜確
認する方法（実行監視型保安規制）への
移行②技術的事項（設備設置、検査等）
について法令の性能規定化の下、民間企
画の積極的活用③国際整合性のとれた保
安規制の整備

　コンビナート事業所の機器、設備は全体で一
つのシステムとして機能しており、保安諸法は
それぞれ異なる目的と対象を有するものの、現
状の規制はプラント全体の総合的な保安確保の
目的には必ずしもそぐわないものとなってい
る。例えば、石油精製、石油化学のプロセス
は、貯蔵タンクを除きほとんどが気液混合の、
大気圧を超える状態であるため、消防法、高圧
ガス保安法または労働安全衛生法が複数適用さ
れ、許可申請、完成検査（落成検査）、検査記
録の作成・保存等において、重複して行うこと
になっている。（高圧ガス保安法と労働安全衛
星法は運用上、適用区分されている。）　「石
油コンビナートに係る保安４法の合理化・整合
化促進に関する実務者委員会」では、保安四法
の重複適用を排除し、整合化等合理化を進める
としているが、法改正を伴う抜本的な合理化は
検討されていない。申請・届出書類の様式統一
に止まらない合理化を実施すべきである。一設
備または一装置について一法令の適用となれ
ば、許認可にかかる手続が簡素化され、負担が
軽減される。また、事業者の国際競争力の強化
に寄与することが期待される。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害
防止法

総務省消防庁危
険物保安室

経済産業省原子
力安全保安院保

安課
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部安全課

　石油コンビナートに適
用される保安諸規制は、
法ごとに異なる省庁が所
管することから、技術基
準、申請・立会要件等が
異なり、重複規制を受け
ることとなっている。
　例えば、大気圧以上の
機器について、消防法で
は「圧力タンク」、高圧
ガス保安法では「ガス設
備、高圧ガス製造設
備」、労働安全衛生法で
は「圧力容器」と、異な
る名称で規制され、装置
を構成する一つひとつの
機器・設備までが複数の
法令により重複して規制
されている。
　こうした規制の重複
は、技術基準の性能規定
化を推進する上で妨げと
なっているほか、事業者
は、基準の解釈と整合性
の確保、申請手続き、検
査への対応等、多大な負
担を強いられることと
なっている。

5056 50560111 (社)日本経済団体連合会 111
石油コンビナート等災害防止法の機能
性規定化の推進

　防災資機材の技術は急速に進歩してお
り、石油コンビナートの防災体制の高度
化を図るため、現在の仕様規定から性能
規定へと転換し、新技術を導入可能とす
べきである。
　規制改革推進３か年計画(再改定)（平
成15年３月）においても、防災資機材に
ついては、随時必要に応じた見直しを行
う等により、可能な限り事業者負担の軽
減を図るよう的確に措置することとして
おり、早急に性能規定化を進めるべきで
ある。

　新しい技術を機動的に導入しようとしても、
現行の仕様規定の下では、法の解釈や運用にお
いて限界があり不可能となっている。新技術の
安全性や性能を証明するための実証実験、シ
ミュレーション、消火実績をデータをもって説
明しても活用できず、技術の進歩にあわせた防
災体制の高度化を図ることができない。

石油コンビナート等災害
防止法第８条、15条、16
条
石油コンビナート等災害
防止法施行令第７～13
条、15条、16条、19条、
20条
石油コンビナート等にお
ける特定防災施設等及び
防災組織などに関する省
令

総務省消防庁特
殊災害室

　防災資機材等の規定は
仕様規定化されており、
技術の進歩に即応した新
技術の導入が極めて反映
されにくい仕組みとなっ
ている。安全性や性能の
実証試験、シミュレー
ション、消火実績をデー
タで説明しても、仕様規
定を満たしていないとの
理由で、新技術を導入で
きないことがある。
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5056 50560112 (社)日本経済団体連合会 112
1-S型泡放射砲のリング火災への適用
【新規】

　リング火災の消火に対して、1-S型泡放
射砲の使用を認めるべきである。

　タンクのリング火災に対し、消防自動車で地
上から放射しても、フォームダム内の火災状況
や泡投入状況が見えないため、殆どの泡が浮き
屋根に落下することとなり、浮き屋根の沈下に
繋がりかねないなど、効率的な消火が困難であ
る。
　1-S型泡放射砲は、タンクのトップアングル
に設置できるため、フォームダムの火炎に対し
てピンポイントの消火が可能であり、効率的な
消火が可能となる。

石油コンビナート等災害
防止法施行令第８条

総務省消防庁特
殊災害室

　タンクのリング火災に
ついては、法令上３点
セット（大型化学消防
車、大型高所放水車、泡
原液搬送車）で消火する
よう義務付けられてい
る。

5056 50560113 (社)日本経済団体連合会 113
ボイラー及び圧力容器の性能検査周期
の延長

　ボイラー及び圧力容器の性能検査周期
を２年に１回とすべきである。

　ボイラー及び圧力容器の性能検査周期は１年
とされている。
　他方、操業条件が同等の気化器、熱交換器、
容器等のガス工作物の自主検査周期は、ガス事
業法では25ヶ月または37ヶ月を超えない時期に
実施することとされており、規制の合理性に欠
ける。

労働安全衛生法第37条、
第38条
ボイラー及び圧力容器安
全規則

厚生労働省安全
課

　ボイラー及び圧力容器
の性能検査の周期は１年
１回と規定されている。
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5056 50560114 (社)日本経済団体連合会 114
ボイラー運転時性能検査の認定更新に
おける手続の合理化【新規】

　運転時性能検査の更新手続は、「ボイ
ラー等の連続運転認定要領」に定める手
続によることとされているが、変更点が
ない場合も同じ書類の再度添付が求めら
れているが、重複し不必要な資料の提出
は不要とすべきである。

　運転時性能検査の認定を受けた際に提出した
書類のうち、変更のないものを再度提出するこ
とは単なる重複であり、再添付を不要とするこ
とにより、準備作業の効率化を図るべきであ
る。

労働安全衛生法
ボイラー及び圧力容器安
全規則
ボイラー等の連続運転認
定要領（基発第0329018
号　平成14年３月29日）

厚生労働省

　ボイラーの性能検査は
毎年開放検査を行うこと
が基本であるが、運転時
性能検査の認定を受けた
場合、隔年で開放検査と
運転時検査を行うことが
できる。

5056 50560115 (社)日本経済団体連合会 115
ボイラー点検項目の点検周期の延長
【新規】

　連続運転が求められるボイラーについ
ては、短周期のボイラー停止を前提とす
る点検項目は、例えば起動・停止時や定
期点検実施時等にあわせて点検を行う
か、別の点検等で安全が担保できる場合
は代替を認めるなど、実態に合った柔軟
な対応が可能となるよう、指針・基準等
を改訂すべきである。

　ボイラーの点検は、下記の指針等に準拠して
実施しているが、中にはボイラーの運転を停止
しなければ確認できない項目があり、連続運転
の求められるボイラーについて支障を来してい
る。特に、運転時性能検査を認められたボイ
ラーについては、停止を前提とする点検項目が
短い周期で設定されていることは合理的ではな
く、実態にあった柔軟な対応が求められる。

労働安全衛生法 ボイ
ラー及び圧力容器安全規
則
ボイラーの低水位による
事故の防止に関する技術
上の指針
ボイラーの遠隔操作に関
する基準
定期自主検査指針

厚生労働省

　ボイラーの点検周期
は、労働安全衛生法、ボ
イラー及び圧力容器安全
規則等関連法令等に詳細
に規定されている。しか
し、項目によっては、ボ
イラーの運転を頻繁に停
止させなければ実施不可
能なものもあり、特に運
用上頻繁な停止が困難な
ボイラーについて円滑な
運転が困難となってい
る。
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5056 50560116 (社)日本経済団体連合会 116
第一種圧力容器の適用除外の拡大【新
規】

　クーラーの冷却水出口側にバルブを設
けた場合でも、冷却水側に溶解栓または
自動制御装置等の安全対策を講じた場合
は第一種圧力容器の適用除外とすべきで
ある。

　クーラーのうち、石油精製プラントで用いる
ものについては、石油精製関係圧力容器一覧に
おいて第一種圧力容器の適用外とされている
が、その他のクーラーについても、同じ使い方
をする場合は異なる取扱を行う理由はない。蒸
気ボイラーから蒸気を受け入れて水を加熱する
熱交換器は第一種圧力容器に該当するが、加熱
された温水を受け入れて保有する温水ヘッダー
については、自動制御装置２個以上、または溶
解栓２個以上、または溶解栓１個以上と自動制
御装置１個以上を備え、内部の温度が常に
100℃を超えないようにした場合、第一種圧力
容器の適用除外とされており、クーラーについ
ても同様の措置を講じた場合は、第一種圧力容
器の適用除外としても問題ないと考えられる。

労働安全衛生法施行令第
１条第５項イ
（蒸気その他の熱媒を受
け入れ、または蒸気を発
生させて固体または液体
を加熱する容器で、容器
内の圧力が大気圧を超え
るもの）

厚生労働省安全
衛生部

　クーラーのうち、石油
精製プラントで用いられ
るもの以外は、第一種圧
力容器とされている。

5056 50560117 (社)日本経済団体連合会 117
消防法の認定制度の範囲拡大及び自
主検査の導入

＜範囲の拡大＞
　認定の対象を、屋外貯蔵タンクについ
ては容量制限を撤廃し、完成検査、完成
検査前検査(溶接検査、基礎地盤検査）、
水張検査および保安検査まで拡大すべき
である。
＜自主検査の導入＞
　さらに、上記の認定制度に自主検査を
導入すべきである。
　当面の措置として、事業者の検査結果
で問題がない場合は、その時点で施設の
仮使用を可能とすべきである。

　高圧ガス保安法では、所有者、管理者等の自
己責任原則の下、自主検査が認められている。
他方、消防法では認定事業者制度が導入されて
いるが、認定の範囲の狭さや、求められる要
件、提出資料の多さから現状ではメリットが十
分とはいえない。さらに、事業者が検査を完了
しても市町村が交付する完成検査済書を得るま
で、使用できない期間が長くなっている。
　経済産業省、厚生労働省、消防庁で検討され
た「石油コンビナートに係る保安四法の合理
化・整合化促進に関する実務者検討会の最終報
告（平成12年11月）でも、検査機関等の相互乗
り入れ、民間検査機関への門戸開放、検査機関
等の要件の共通化の方向で検討されることと
なっており、整合化を図るべきである。

「危険物施設の変更工事
にかかる完成検査等につ
いて」平成11年３月17日
消防庁通達消防危第22号

総務省消防庁危
険物保安室

＜範囲の拡大＞
　消防法の認定制度で
は、屋外貯蔵タンクにつ
いてはその範囲が「完成
検査」ならびに「完成検
査前検査(水張り検査)に
限定」されており、その
対象も1,000kl未満のタ
ンクに制限されている。
＜自主検査の導入＞
　完成検査の認定制度
は、事業者自身が検査し
た結果を活用し、市町村
長などが合否を判断する
こととされており、高圧
ガス保安法の認定制度の
ように、自ら検査を行っ
た事業者が判断できな
い。
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5056 50560118 (社)日本経済団体連合会 118 引火性液体危険物の定義の見直し

　引火性液体危険物については、国際基
準と整合化を図り、引火点の上限を93度
に引き下げるべきである。
　引火点区分については、国連で製造現
場や消費段階を含む全ての段階におい
て、世界共通で利用できる「化学物質の
分類および表示の世界調和システム」の
採用が決定するなどしており、各国並に
見直すべきである。

　世界各国（英、仏、独、蘭、米）の国内法で
は、100度前後を上限として、それ以上の引火
点を有する物質に対して、引火性危険物として
は事実上規制しておらず、その管理は事業者の
自己管理に委ねられている。
他方、わが国では、規制に伴い、石油製品を消
費する多くの産業において、貯蔵、製造、流
通、管理等のコストが嵩み、負担となってい
る。昨年度要望に対しては、｢日本における危
険物保安の観点」から上限引き下げは困難とさ
れているが、その根拠は不明確である。
　わが国も参加している国連のシステム「ＧＨ
Ｓ 化学物質の分類及び表示の世界調和システ
ム」も2008年に採用が決定しており、危険物施
設の火災事故と一般の火災事故の発生件数を比
較し、また地震対策などの安全対策の推進状況
を勘案しつつ、制度の国際整合化を図ることが
望まれる。

消防法第２条（用語の
例）

総務省消防庁危
険物保安室

　引火点の上限設定につ
いては、250度以上の引
火性液体危険物は非危険
物とされている。

5056 50560119 (社)日本経済団体連合会 119
危険物施設移設に伴う完成検査の見
直し【新規】

　移設前に完成品検査済証が発行されて
いる危険物対象設備は、事前に各種の申
請書類を提出しており、完成検査の短縮
を図るとともに、検査対象項目を見直
し、迅速な再稼動を可能とすべきであ
る。

　危険物施設を移設する場合、移設前に検査済
証を発行されていても、変更に伴う検査済証の
発行を受けるまで生産ができない。しかしなが
ら、検査期間は地域により違いが大きく、円滑
な生産に支障をきたしている。

消防法第11条第１項、第
５項

総務省消防庁

　使用中の危険物対象施
設を移設する場合、市町
村長等が行う完成検査を
受け、技術上の基準に適
合していると認められた
後でなければ、使用する
ことができない。
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5056 50560120 (社)日本経済団体連合会 120
危険物一般取扱所の許認可における
基準の統一【新規】

　一般取扱所の位置、構造および設備の
基準については、消防法ならびに危険物
の規制に関する政令に定められたもので
あることを確認し、同一の基準に基づい
て許可が行われるよう指導するととも
に、提出書類についても明確にし、地方
公共団体の裁量による上乗せ、横出しが
行われないよう徹底すべきである。

　許可基準の地域間格差が生じるとともに、申
請先によって求められる提出資料の内容が異な
る結果、過大な負担が生じており、競争上の不
公平が生じている。

消防法第10条（危険物の
基準）、11条（許認可権
者）
危険物の規制に関する政
令第９条、19条（位置、
構造および設備の基準）

総務省消防庁

　危険物一般取扱所の認
可・変更については、消
防法ならびに危険物の規
制に関する政令におい
て、当該施設の位置、構
造および設備に関する基
準が定められている。し
かし、申請先の自治体の
裁量によって、提出を求
められる書類が異なって
いる。

5056 50560121 (社)日本経済団体連合会 121
移動タンク貯蔵所（タンクローリー）の最
大ハッチ容量の緩和【新規】

　タンクローリーのハッチについては、
最大容量を現在の４klから拡大すべきで
ある。

　イギリス、オランダ等EU諸国では、４kl以上
のハッチが可能となっており、わが国において
４klに限定すべき理由はない。
　ハッチ最大容量の緩和により、タンクロー
リー車体の軽量化による燃費改善、荷役作業時
間短縮による配送効率の向上、荷役作業工程数
の減少による荷役トラブルの抑制等の効果が期
待される。

危険物の規制に関する政
令第15条第１項第３号

総務省消防庁危
険物保安室

　規制緩和の進展によ
り、現在タンクローリー
の最大積載容量は最大
30klまでとなっている
が、各ハッチの最大容量
は、最大積載容量が20kl
であった時と同じ４klと
なっている。このため、
ハッチ数の多さ（最大８
ハッチ）が荷役時間の長
期化に繋がり、効率的な
荷役作業を阻害すること
となっている。
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5056 50560122 (社)日本経済団体連合会 122 タンク底板溶接部検査の省略【新規】

　タンクの保安検査、内部点検は、底板
溶接部の検査についてはタンク製作時ま
たは１度実施すればよいものとし、底板
の厚さに関する検査のみとすべきであ
る。

　消防庁の「特定屋外タンク貯蔵所の開放周期
の算定方法に関する調査検討委員会」で明らか
になったように、タンクの安全性については、
腐食の速度の方が割れの進展より支配的であ
る。
　応力集中部に生じた割れが進展してタンクを
貫通するに至るまでの時間は、地震や通常の油
の出し入れに伴う累積損傷疲労を考慮して破壊
力学的に計算しても、100年要するとの結果が
得られている。

消防法第14条の３、第14
条の３の２
危険物の規制に関する政
令第８条の４第６項
危険物の規制に関する規
則第62条の５
「危険物の規制に関する
政令及び消防法施行令の
一部を改正する政令等の
一部を改正する政令等の
施行について｣(昭和52年
３月30日消防危第56号）

総務省消防庁危
険物保安室

　タンクの底板溶接部に
ついては、開放検査ごと
に磁粉探傷試験を実施す
ることとされている。ま
た、溶接線については、
ほぼ全線（側板とアニュ
ラ板の内側溶接継手、３
枚重ね溶接継手及び三重
点突合せ溶接継手）につ
いてコーティングを剥離
し、検査を行うことと
なっている。

5056 50560123 (社)日本経済団体連合会 123
危険物施設の変更の際の非変更部分
に係る仮使用許可申請の廃止【新規】

　当該施設のうち変更を伴わない部分に
ついては、施設の変更申請時に、工事期
間中に講じる火災予防上の措置について
あわせて審査することとし、仮使用許可
申請は不要とすべきである。

　施設の変更を行う際、高圧ガス保安法、労働
安全衛生法では、当該部分の変更のみの申請を
行い、変更を伴わない部分については引き続き
使用することが可能となっている。消防法につ
いてのみ、仮使用許可申請の承認が求められる
のは合理的でなく、制度間の整合性を確保すべ
きである。

消防法第11条第５項
消防法危険物の規制に関
する規則 第５条の２
（仮使用の承認申請）

総務省消防庁危
険物保安室

　危険物施設の変更工事
に際しては、変更申請を
行うが、申請後は完成検
査を受けるまで、当該施
設全体が使用できなくな
るため、施設のうち変更
部分以外を使用するため
には、仮使用許可申請を
行い、市町村長などの承
認を得る必要がある。
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5056 50560124 (社)日本経済団体連合会 124
輸入完成LPガス自動車に関する相互
承認制度の導入【新規】

　海外メーカーで生産された完成LPガス
自動車について、国連欧州経済委員会
（UN・ECE）自動車基準67号に基づく承認
を受けた燃料容器・付属品を採用するも
のについては、輸入時の容器・付属品検
査を廃止または省略すべきである。
　また、LPガス自動車に関する規制につ
いて、自動車部分（国土交通省）と燃料
容器・付属品部分（経済産業省）間で、
二重規制が生じないよう調整を行うべき
である。

　海外の自動車メーカーがライン生産を行って
いるLPガス自動車を輸入しようとする場合、国
際的な基準認証に合格しているにも関わらず、
輸入時点で車両からいったん取り外し、日本国
内で容器・付属品の検査を受けなくてはならな
い。その結果、国の型式認定が受けられなくな
り、事実上輸入ができなくなっている。海外で
生産され、わが国に輸入される可能性のあるLP
ガス自動車は、容器・付属品について、国連欧
州経済委員会（UN・ECE）自動車基準67号に基
づいて、生産国で認証を受けている。しかし、
世界中の殆どの国がこの基準で認証を受けた自
動車の輸入、型式認定等を認めている中、日本
はこの基準から離れて規制を行っているため、
消費者の自由な選択を妨げることとなってい
る。ECE基準の認定を受けた自動車部品を使用
したLPガス自動車が、日本で保安上、道路交通
安全上問題を生じるとは考えにくい。輸入の実
現により、年間40億円規模のビジネスが創出さ
れると見込まれるだけでなく、地球環境の観点
からも貢献が期待される。また、日本製のLPガ
ス自動車の開発促進と、海外市場を視野に入れ
たビジネス創出も期待される。

高圧ガス保安法容器保安
規則第７条・17条
道路運送車両法第75条
道路運送車両の保安基準
第17条２

経済産業省原子
力・安全保安院

保安課
国土交通省自動
車交通局 国際
業務室

　海外の自動車メーカー
でライン生産されるLPガ
ス自動車は、日本に輸入
する時点で、燃料容器・
容器付属品を取り外し、
検査を受けなくてはなら
ない。
　また、取り外して検査
を受けることにより、
「製造国で完成された自
動車」でなくなり、自動
車型式認定を取得して販
売することができない。

5056 50560125 (社)日本経済団体連合会 125
高圧ガス認定保安検査実施者の要件
の緩和【新規】

　商法上の役員に加え、取締役会におい
て委任された者も可能とすべきである。

　商法改正に伴い、商法上の役員数は減る傾向
にある。取締役会の選任した者への保安・防災
に関わる責任と権限の委任を可能とすることに
より、より確実な保安・安全体制の整備が期待
される。

高圧ガス保安法第39条の
３（完成検査に係る認定
基準等）
コンビナート等保安規則
第41条（完成検査に係る
認定の基準等）別表第
５、６

経済産業省

　コンビナート等保安規
則では、完成検査に係る
認定の基準について、役
員を長とする保安対策本
部等の設置が求められて
いる。
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5056 50560126 (社)日本経済団体連合会 126
高圧ガス設備の軽微な変更届の対象
の拡大【新規】

　同径・同材質・同強度の配管の取り替
え、バルブの切り込み、D/C（ドレンコッ
ク）、V/C（ベントコック）の取り付け等
で溶接する場合についても、軽微な変更
として対象を拡大すべきである。

　現在、軽微な変更ならびに手続が不要となる
変更の範囲は極めて限定的となっている。技術
上の基準を維持するための日常的な補修工事と
して行う、位置・構造の変更を伴わない溶接行
為については、軽微な変更の対象とし、不必要
な手続の負担を緩和すべきである。

高圧ガス保安法第14条第
１項
コンビナート等保安規則
第14条

経済産業省原子
力安全・保安院

保安課

　高圧ガス保安法では、
高圧ガス設備の変更につ
いて、都道府県知事の許
可を不要とする軽微な変
更の工事について、コン
ビナート等保安規則にお
いて範囲を定めている。

5056 50560128 (社)日本経済団体連合会 128

２ＭＨｚから30ＭＨｚの短波帯を利用す
る高速電力線搬送通信（Power Line
Communication）の商用化に向けた、関
係法令の早期改正

　２ＭＨｚから30ＭＨｚまでの周波数帯
を用いる高速電力線搬送通信の商用化を
早期に認めるべきである。総務省は、実
証実験の結果を得た後、技術的条件の策
定など活用方策の検討を行うとしている
が、関係法令改正までの具体的なスケ
ジュールを示し、早急に商用化に向けた
手続を進めるべきである。なお、商用化
においては、漏洩の影響が少ない住宅内
利用を先行させるべきである。

　家庭内の電力線の高速通信への活用は、既存
のインフラである屋内電線を利用することか
ら、新たな通信線を敷設する必要がなく、家庭
内の各コンセントからのブロードバンドアクセ
スが可能となるなど、国家的課題である国民へ
の早期のブロードバンド普及に大きく貢献する
ことが期待される。また、その利便性から、高
速電力線通信に対する国民の期待も高まってき
ている。高速電力線通信は早期のブロードバン
ド環境の実現や、デジタルデバイドの解消にも
大きく貢献可能であり、実用化に向けての早期
の法整備は国民的課題である。電力線搬送通信
の使用が認められている現行の周波数帯（10ｋ
Hzから450ｋHz）では、百数十キロビット／秒
程度の低速度しか実現できないが、2MHｚから
30MHzの周波数帯を用いた高速電力線搬送通信
では、最大200メガビット／秒程度を実現する
可能性がある。「e-Japan重点計画-2004」（平
成16年６月15日　ＩＴ戦略本部決定）において
は、「世界最高水準の高度情報通信ネットワー
クの形成」の中で「家庭内の電力線の高速通信
への活用」が盛り込まれている。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対
する各省庁の取組み状況について」（平成16年
９月13日　内閣府規制改革・民間開放推進室）
においては、「実験データの取得が行われつつ
ある現段階で、検討開始時期等具体的なスケ
ジュールを設定することは、実験実施者に不要
な制約を加えることになり不適当であると考え
る」とある。しかし、早期のブロードバンド普
及、デジタルデバイド解消に向け、商用化の目
標時期を明確にする必要がある。

電波法第100条、電波法
施行規則第44条及び46条
無線設備規則第59条、第
60条及び64条の２
平成16年総務省告示第87
号

総務省　総合通
信基盤局　電波
部　電波環境課

　電力線搬送通信は、無
線設備規則第59条によ
り、10ｋHzから450ｋHz
の周波数帯に限定されて
いるため、低速度しか実
現できない。
　平成16年１月26日の総
務省告示第87号（電波法
無線設備規則第59条及び
60条の但書）により、２
MHｚから30MHｚの周波数
帯を利用した、漏洩電界
強度の低減技術を検証す
るための、高速電力線搬
送通信の実験のみが可能
となっている。
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5056 50560129 (社)日本経済団体連合会 129
小電力セキュリティシステムに係る無線
局の電気通信回線設備への接続前提
の排除【新規】

　電気通信回線設備との接続前提を排除
し、他の小電力無線機器と同様に電気通
信回線設備への接続を行なわない場合の
業務も認めるべきである。

　セキュリティニーズの増加に対し、学校やマ
ンションでの防犯など同一構内で自営設備とし
て完結する小電力セキュリティシステムを認め
ることで、警備員が常駐するようなシステムで
も、火災、盗難、その他非常の通報での利用を
可能にすることができる。上記のようなシステ
ムは既設の建築物に後付けする場合が多く、有
線による工事では制約が多い。一方で、無線を
用いた早急な解決を望む要望が増加している。
　またこの場合は、不要な電気通信回線設備と
の接続機能を無線局に搭載しなければならない
うえ、電気通信回線設備としての申請や電気通
信回線設備への接続も必要となり、利用者に多
大なる負担を強いることになる。
　昨今、パーソナルコンピュータを介して、
様々な処理をした後で電気通信回線設備に接続
したいとの要望が増えているが、上記を含め本
前提により煩雑なシステム構成を余儀なくされ
ている。
　一方、他の小電力無線機器は電気通信回線設
備に接続するものを含むという定義となってお
り、接続する場合に具備すべき条件が別途郵政
省告示第424号等に規定されている。小電力無
線システムも同様の扱いとすることは容易に変
更可能と判断できる。

電波法施行規則　第６条
第４項第三号
端末設備等規則　第９条
平成６年　郵政省告示
第424号

総務省　総合通
信基盤局　電波
部　電波政策課

　小電力セキュリティシ
ステムは特定小電力無線
局と異なり、電気通信回
線設備に接続し、電気通
信回線設備に通報するこ
とを前提としたシステム
となっている。そのた
め、使用方法が限定さ
れ、同一構内における自
営設備としての通報等の
用途に利用しにくい状況
となっている。

5056 50560130 (社)日本経済団体連合会 130
ウルトラワイドバンド(ＵＷＢ)に対応した
周波数利用(3.1GHz～10.6GHz)の規制
緩和

　3.1GHz～10.6GHz帯においてUWB用途に
微弱電波を使えるように、放射電力密度
をFCC規則パート15（FCC:米国連邦通信委
員会）と同等の-41.3dBm/MHzまで引き上
げるべきである（放射電力密度を-
41.3dBm/MHzまで引き上げることは、電波
法施行規則においては距離３ｍでの電界
強度を毎メートル500マイクロボルトまで
引き上げることに相当する）。

　ＵＷＢとは、比帯域が20％以上あるいは絶対
値で0.5ＧＨｚの帯域幅を占有する無線通信で
ある。ＵＷＢは新たな周波数の割当が不要であ
り、限られた電波を有効活用できる。ＵＷＢは
パーソナルコンピュータの周辺機器と無線で通
信ができるなど、ユビキタスネット社会の実現
に向け大きな役割を果たしうる。ＵＷＢ無線シ
ステム委員会中間報告（平成16年３月24日）に
おいては、「ＩＴＵ－Ｒ、ＩＥＥＥ等における
検討状況を踏まえつつ、国際的な検討の整合を
図ることが必要。
また、技術的な検討によって得られた結果等に
ついては、ＩＴＵ－Ｒの勧告等に反映していく
べきである。」とされている。「『全国規模の
規制改革・民間開放要望』に対する各省庁の取
組み状況について」（平成16年９月13日　内閣
府規制改革・民間開放推進室）においては、
「国際的な検討動向を踏まえつつ、引き続き慎
重な検討を行っている」とある。
米国FCCにおいては、2002年２月に3.1GHz～
10.6GHzの周波数帯がUWB用途に開放され、放射
電力密度が-41.3dBm/MHz以下であるＵＷＢのシ
ステムが定められた。日本においてもユビキタ
スネット社会の実現に向けて、米国に遅れをと
らないよう、早期にＵＷＢを利用できるように
規制緩和するべきである。

電波法施行規則第６条第
１項

総務省　総合通
信基盤局　移動

通信課

　3.1ＧＨｚ～10.6ＧＨ
ｚの周波数帯においてＵ
ＷＢを利用するには微弱
電波として扱うことにな
るが、電波法施行規則第
６条第１項において、
322ＭＨｚから10ＧＨｚ
における距離３ｍでの電
界強度は毎メートル35マ
イクロボルト以下に制限
されているため、ＵＷＢ
の実用化にとって十分な
通信距離が確保できな
い。
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5056 50560131 (社)日本経済団体連合会 131
特定無線設備に係る技術基準適合自
己確認制度の適用範囲の拡大

　特定無線設備全てを技術基準適合自己
確認制度の対象とするべきである。技術
基準適合自己確認制度の対象から除外さ
れている特定無線設備については、除外
されている理由となる客観的なデータを
開示し、正当な理由がない場合には、公
正・透明に除外対象から外すべきであ
る。
　具体的には、現在、特定無線設備の技
術基準適合自己確認制度の対象は、携帯
電話、PHS端末機、コードレス電話及びデ
ジタルコードレス電話に限定されている
が、これら以外の特定無線設備全てを技
術基準適合自己確認制度の対象とするべ
きである。

　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に
対する各省庁の取組み状況について」（平成16
年９月13日　内閣府規制改革・民間開放推進
室）において、本要望に対し、「今年度以降、
当該制度の法令遵守の状況、市場における技術
基準不適合機器の発生状況、登録証明機関が行
う審査に持ち込まれた無線設備の技術基準への
適合状況等の結果も勘案し、検討を行い、平成
18年度までに一定の結論を得る」としている。
　しかし、この回答は技術基準適合自己確認制
度の対象からの除外理由の説明になっていな
い。技術基準適合自己確認制度を導入した時点
における、技術基準適合自己確認制度の対象を
定めた基準及びその根拠となったデータを公表
されたい。その上で、現時点における検討結果
を公表し「平成18年度」以前に前倒しして結論
を出すべきである。

電波法第38条の33､特定
無線設備の技術基準適合
証明等に関する規則第２
条２項

総務省　総合通
信基盤局　電波
部　電波環境課

　特定無線設備で技術基
準適合自己確認制度の対
象となるのは、現在、総
務省令で特別特定無線設
備として定められている
携帯電話機、PHS端末
機、コードレス電話及び
デジタルコードレス電話
のみに限定されている。

5056 50560132 (社)日本経済団体連合会 132
電気通信機器に係る技術基準適合自
己確認制度における届出の廃止

　技術基準適合自己確認制度における届
出を廃止すべきである。
なお、廃止に至る間においても、検証の
際に用いた測定器等、届出の記載事項の
大幅な削減を行うべきである。

　技術基準自己確認制度の下では、企業が製品
の品質に対する全責任を負っている。総務省は
届出により必要な情報を把握する必要があると
しているが､現実には届出の様式のチェックだ
けで､技術的なデータはチェックされることが
ないので、届出自体が不要である。「『全国規
模の規制改革・民間開放要望』に対する各省庁
の取り組み状況について」（平成16年９月13日
内閣府規制改革・民間開放推進室）において、
総務省は、「自己確認が行われた機器に関する
情報を国が提供することにより、消費者が安心
して端末機器や無線設備を利用できる環境の維
持を確保する」として、「消費者保護」を理由
に届出が必要としている。しかし、不適合機器
が流通していても、現品確認でメーカーを特定
して行政措置が可能であり、届出情報によりあ
らかじめ機器の情報を把握する必要性は乏し
い｡技術基準不適合機器が流通した場合には、
基準不適合機器と製造者を公表し、製造者に罰
則を課すこともできる。このような市場を監視
する事後チェックにより、消費者保護は十分に
図れ、「消費者保護」は届出を課す理由にはな
らない。この点、ＥＵにおけるＲ＆ＴＴＥ指令
では届出は不要とされており、日本もその事例
にならうべきである。また、不要な届出項目及
び届出事項の変更における煩雑さが技術基準適
合自己確認制度の普及を阻害している面もあ
り、届出が廃止される間においても、早急に記
載項目の削減が必要である。

電波法第24条の２、第38
条の33、特定無線設備の
技術基準適合証明等に関
する規則第39条、電気通
信事業法第87条、第63
条、端末機器の技術基準
適合証明等に関する規則
第41条

総務省　総合通
信基盤局　電気
通信事業部　電
気通信技術シス
テム課、

総務省　総合通
信基盤局　電波
部　電波環境課

　電気通信機器の技術基
準適合自己確認制度にお
いては、届出を行わなけ
ればならない。
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5056 50560133 (社)日本経済団体連合会 133

電気通信機器の技術基準適合認証に
係る認証取扱業者、及び、技術基準適
合自己確認制度における届出業者の
検査記録の作成・保存義務の撤廃

　技術基準適合認証に係る、認証取扱業
者及び技術基準適合自己確認の届出業者
の検査記録の作成・保存義務を撤廃すべ
きである。

①登録認定/証明機関を経由して技術基準適合
認定の設計認証を行う場合においては、検査記
録の作成・保存義務を課すことは妥当でない。
なぜなら、企業は製品の品質管理に全ての責任
を負っており､不適合機器が市場に流通した場
合に備えて自ら必要な検査記録を作成・保存し
ているからである。もし検査記録を作成･保存
せず、裁判等で責任が問題となった場合、不利
なのは企業側である。②平成15年の電波法・電
気通信事業法改正により技術基準適合自己確認
制度が導入されたことは、企業の自己責任を重
視する観点に基づくものである。その観点から
は、企業は製品に対する自己責任の下で検査記
録を作成・保存するのであり、作成・保存義務
を課すことは不要である。検査記録を作成・保
存しない場合に企業側が不利なのは①と同様で
ある。総務省は「『全国規模の規制改革・民間
開放要望』に対する各省庁の取組み状況につい
て」（平成16年９月13日　内閣府規制改革・民
間開放推進会議）において、「技術基準不適合
機器に対する迅速な原因究明及び所要の措置を
講じることを可能にする」「技術基準不適合機
器が発生し、妨害防止命令や妨害等防止命令を
発する場合のために検査記録の保存義務が必要
である」としているが、上記の理由により企業
は自ら検査記録を作成･保存しており、作成・
保存義務を課すことは不要である。また、技術
基準不適合機器が発生した場合はまず現品確認
を行うことで行政上の措置が可能になるため、
消費者保護は図れる。

電気通信事業法第57条、
第64条、端末機器の技術
基準適合認定等に関する
規則第21条２項、第42条
第２項
電波法第38条の25、第38
条の34、特定無線設備の
技術基準適合証明等に関
する規則第19条２項、第
40条第２項

総務省　総合通
信基盤局　電気
通信事業部　電
気通信技術シス
テム課、

総務省　総合通
信基盤局　電波
部　電波環境課

　端末設備、特定無線設
備の技術基準適合認証に
おいては、登録認定/証
明機関を経由した認証取
扱業者も、技術基準適合
自己確認の届出業者も、
検査を行い、その検査記
録を作成して、検査の日
から10年間検査記録を保
存することが義務付けら
れている。

5056 50560134 (社)日本経済団体連合会 134 端末設備の接続の技術的条件の廃止
　技術的条件を廃止し、既存の技術基準
で担保できない条件については、民間の
任意規格に委ねるべきである。

　民間の任意規格に委ねることによって端末設
備の円滑な接続が可能となる。総務省は技術的
条件と技術基準には異なる存在意義があり、技
術的条件があることによって「新サービスのよ
うに過渡的なものに係る場合については、その
迅速なサービス提供が可能になる」としている
が（「全国規模の規制改革・民間開放要望」に
対する各省庁の取組み状況について　平成16年
９月13日　内閣府規制改革・民間開放推進
室）、技術的条件には自己確認制度の適用が認
められないため、企業による迅速なサービス提
供の障害となりかねない。
　電気通信事業者、製造業者、試験事業者等が
試験方法を協議し、民間の任意規格として作成
公開し、それへの適合性を確認すれば、技術的
条件は不要である。

電気通信事業法第52条、
第69条、電気通信事業法
施行規則第32条

総務省　総合通
信基盤局　電気
通信事業部　電
気通信技術シス

テム課

　自己確認制度の対象は
技術基準の定まった機器
だけであり、技術的条件
については第三者認証を
受けることとなっている
（電気通信事業者が検査
の省略を公示したものは
除く）。
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5056 50560135 (社)日本経済団体連合会 135
電子申請における属性認証の統一的
な方策の提示

　法人の従業員等が電子申請を行う場合
の属性認証に関する国としての統一的な
方策を提示すべきである｡その上で、地方
公共団体に対する電子申請についても、
国と同様の措置が講じられるようにすべ
きである。

　書面による申請においては、法人の代表者ではな
く、従業員等による手続が行われている場合があ
る。一方､電子的手段による申請においては、代表者
以外の申請者の法人における属性を証明できないた
め、あらゆる手続において代表者の電子署名が必要
となり、法人の公印管理部門の負担も大きくなるこ
とから、電子申請の積極的な利用が妨げられてい
る。手続の内容によっては、代表者以外の者の電子
署名があれば足りると考えられるものもあることか
ら、そのような手続については、書面による申請と
同様、従業員等による手続を行うことが可能となる
よう、企業の従業員等の属性を証明する手段に関す
る統一的な方策が示されるべきである。これに関連
して、「『e-Japan重点計画-2004』(案)に対する意
見及びそれらについての考え方」(平成16年６月15日
IT戦略本部資料)において、「政府においては、医
師、弁護士等の資格保有等の電子的手段による証明
の検討と併せて、企業の従業員等の属性認証につい
ても検討しているところ」とされているが、具体的
な検討スケジュールを明示すべきである。
　また、同資料において、「地方公共団体独自の申
請手続については、それぞれの団体の判断に委ねら
れる」とされているが、「電子政府構築計画(改
定)」(平成16年６月14日　各府省情報化統括責任者
(CIO)連絡会議決定)においては、電子政府構築の原
則の一つとして、「独立行政法人、地方公共団体、
国会、裁判所等国の行政機関以外の機関との連携協
力により、国民の利便性・サービスの向上等を総合
的・一体的に推進する」とされているところであ
り、国・地方の緊密な連携による行政手続の情報化
に向けた取組みの一環として、地方公共団体に対す
る電子申請についても、国と同様の措置が講じられ
ることとすべきである。なお、「評価専門調査会第
二次中間報告書」(平成16年9月10日　IT戦略本部資
料)においても、「オンライン申請や届出の際、企業
の従業員等の属性を確認する手段について、統一的
な施策を示すべきである」とされている。

電子署名及び認証業務に
関する法律施行規則　第
６条８号 など

総務省ほか関係
府省

　法人の従業員等が電子
申請を行う場合の役職、
所属等の属性認証につい
て統一的な方策が示され
ていない。

5056 50560136 (社)日本経済団体連合会 136
公的個人認証サービス制度の利便性
向上　【新規】

①電子証明書の有効期間を５年間に延長
すべきである。
②電子証明書の発行申請の受付日、受付
時間の拡大を可能とすべきである。

①住民基本台帳カードの有効期間が10年である
のに対し、公的個人認証サービスにおける電子
証明書の有効期間が３年となっていることか
ら、住民基本台帳カードの有効期間内に３回の
更新申請手続が必要となり、制度を利用する国
民の負担を増大させている 。公的個人認証
サービスにおける電子証明書の有効期間を５年
間に延長すれば、住民基本台帳カードの有効期
間中の更新を１回で済ますことが可能になり、
国民負担の軽減、制度の普及促進につながるも
のと思われる。
　なお、「電子署名及び認証業務に関する法律
施行規則」第6条4号においては、電子証明書の
有効期間は、５年を超えないものであることと
されている。②住民基本台帳ネットワークの運
用時間、業務開始手続等については、都道府県
知事、市町村長及び指定情報処理機関が相互に
密接な連携を図り、計画を定めることとなって
いるが、現在、市町村での広域サービス提供の
窓口時間帯が、住民基本台帳ネットワークの共
通運用時間帯として全国統一されているため、
それ以外の時間帯に公的個人認証サービスの申
請をすることができない。市町村における広域
サービス提供の窓口時間帯外に申請手続をする
ことが可能になれば、国民の利便性が向上し、
制度の普及にも役立つと考えられる。

①電子署名に係る地方公
共団体の認証業務に関す
る法律　第5条
②(ⅰ)電気通信回線を通
じた送信又は磁気ディス
クの送付の方法並びに磁
気ディスクへの記録及び
その保存の方法に関する
技術的基準(平成14年６
月10日　総務省告示第
334号)
(ⅱ)住民基本台帳ネット
ワークシステムの概要
(住民基本台帳ネット
ワークシステム推進協議
会・住民基本台帳ネット
ワークシステム全国セン
ター作成パンフレット)

総務省　自治行
政局

①平成16年１月29日に
サービスが開始された公
的個人認証サービスにお
いて、電子証明書の有効
期間が、発行の日から起
算して３年とされてい
る。
②市町村での広域サービ
ス提供の窓口時間帯が、
住民基本台帳ネットワー
クの「共通運用時間帯」
として全国統一されてい
る。
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5056 50560137 (社)日本経済団体連合会 137
貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

　貸金業者等と債務者・保証人の双方が
合意する場合、書面交付の代わりに、電
子メール等の電子的手段を用いることを
認めるべきである。

　双方の合意を前提条件とすれば、書面交付の
代わりに電子メール等の電子的手段を用いて
も、債務者・保証人の保護に支障が生じるとは
考えにくい。これに関し、「e-Japan重点計画-
2004」(平成16年６月15日　IT戦略本部決定)で
は、「2006年末までに、貸付契約締結時及び債
務弁済時における貸金業者から債務者等への書
面交付の電子化について、貸金業制度の在り方
の検討を踏まえて検討し、結論を得る」とあ
り、「『全国規模の規制改革・民間開放要望』
に対する各省庁の取組状況について」(平成16
年９月13日　内閣府規制改革・民間開放推進
室)においては、「貸金業制度の在り方につい
ては、平成16年１月１日に施行された新貸金業
規制法附則において、施行後3年を目途とし
て、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の
実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを
行うこととなっている」とされているが、貸金
業者の業務効率改善と消費者の利便性向上を考
慮し、検討を前倒しで行い、早期に必要な見直
しを行うべきである。
　なお、「貸金業に係る実態調査結果」(平成
15年11月13日　金融庁)において、「本調査結
果につきましては、今後の制度の企画・立案等
の参考とさせていただきます」とあるが、調査
結果に基づく検討の内容、およびその結果を公
表すべきである。

貸金業の規制等に関する
法律　第17条、第18条、
第24条

金融庁　総務企
画局　信用課

　貸金業者は、貸付契約
等を締結した時および、
債権の全部または一部に
ついて弁済を受けた時
は、所定の事項を記載し
た書面を債務者等に交付
しなければならない。
　また、貸金業者から貸
付け債権を譲り受けた者
も、同様の書面を債務者
等に交付しなければなら
ない。

5056 50560138 (社)日本経済団体連合会 138
地方公共団体の保有する財産に係る
信託の容認【新規】

　地方公共団体が保有する財産のうち、
普通財産以外の財産についても信託を可
能とすべきである。また、その場合に
（普通財産の信託も含めて）流動化、証
券化が可能となるような法的手当てをあ
わせて行うべきである。

①地方公共団体においても、資金調達の多様化
のニーズは高まってきているところ、流動化、
証券化を目的とした信託の設定が可能となるこ
とにより、当該ニーズを充足することが可能と
なる。
②地方公共団体の資金調達手段の多様化が図ら
れることは、地方の自主的な財政運営に資する
ものであり、また、地方分権の推進という国家
施策にも合致するものである。
③なお、地方公共団体が有する財産を流動化、
証券化のために信託することは、地方公共団体
にとって当該財産に係るリスクを解放するため
に行うものであり、地方公共団体の健全な財政
運営にも資するものである。

地方自治法第237条、238
条の４、238条の５

総務省

　地方公共団体が保有す
る財産は、行政財産、普
通財産、物品及び債権並
びに基金に分けられる
が、地方自治法により、
普通財産以外を信託する
ことは認められていな
い。
　普通財産の信託につい
ても、地方公共団体自ら
が受益者となる場合しか
認められておらず、ま
た、地方公共団体は公用
又は公共用に供するため
に必要が生じたときは信
託期間中であっても信託
契約を解除できるものと
されている。
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5056 50560139 (社)日本経済団体連合会 139
投資一任契約のインターナル・クロス取
引に係る規制の緩和【新規】

　必要とされる双方の顧客の同意の形式
を「包括的な同意」でも可能とすべきで
ある。特に、恣意的裁量の入る余地がな
く機械的に財産の運用が行われる、パッ
シブ・ファンド、モデル・ドリブン・
ファンドについては、「包括的な同意」
で可能とすべきである。

　インターナル・クロス取引は、取引コストの
削減、価格変動リスクの削減等を目的として行
われるものであり、顧客の利益に資するもので
あるが、取引の度毎に個別に顧客の同意を得る
のは実務上困難であり、また適切なタイミング
での取引が困難となる。
　なお、米国のＥＲＩＳＡ法においては、個別
の顧客の同意を要しない類型も認められてお
り、国際的な整合性という観点からも取引条件
が劣後する。

有価証券に係る投資顧問
業者の規制等に関する法
律施行規則
第29条の２第１項第４号

金融庁

  投資一任契約に係る信
託財産と他の投資一任契
約に係る信託財産との間
のインターナル・クロス
取引を行うには、あらか
じめ個別の取引ごとに双
方の顧客の同意を得る必
要がある。

5056 50560140 (社)日本経済団体連合会 140
国家公務員共済組合の余裕金に係る
運用規制の緩和【新規】

　①②③を運用対象とする元本補てん契
約のない金銭信託についても、運用対象
とすべきである。

　元本補てん契約のない金銭信託であっても、
信託財産の運用対象を金融機関への預金、郵便
貯金、元本補てん契約のある金銭信託、国債、
地方債等に限定することにより、国家公務員共
済組合の負うリスクは、これらのものに直接運
用する場合と何ら変わらないものとなる。
また、例えば、債券を投資対象とする金銭信託
に運用する場合、国家公務員共済組合が自ら債
券投資を行う場合に生じる利金・償還金の収
受、再投資に伴う事務等の全てを受託者たる信
託会社・信託銀行が行うことになることから、
国家公務員共済組合にとって事務の省力化にも
つながる。なお、地方公務員等共済組合法にお
いては、地方公務員等共済組合が元本補てん契
約のない金銭信託に運用することを制限してい
ない。

国家公務員共済組合法施
行令第８条第１項

財務省

　国家公務員共済組合法
施行令第８条第１項によ
り、国家公務員共済組合
の業務上の余裕金の運用
対象は、以下に限定され
ている。
①銀行その他財務大臣の
指定する金融機関への預
金又は郵便貯金
②信託会社（信託銀行を
含む）への金銭信託で元
本補てんの契約があるも
の
③国債、地方債その他財
務省令で定める有価証券
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5056 50560141 (社)日本経済団体連合会 141
貸付の代理、媒介業務を行う銀行代理
店の事業法人への設置【新規】

　金融機関及び保険会社以外の法人が、
銀行の代理店として資金の貸付の代理
（又は媒介）業務を行う場合について
は、専業規制を緩和すべきである。

　ハウスメーカー等に対して、住宅購入（予
定）者より、住宅ローンの相談がなされる事例
等が多数存在するところであるが、銀行法施行
規則に定める銀行の代理店の専業規制により、
当該法人を銀行代理店とすることができず、顧
客のニーズに迅速に対応できない。資金の貸付
の代理（又は媒介）業務を行う場合について、
銀行の代理店の専業規制を緩和することによ
り、顧客のニーズに迅速に対応することが可能
となり、顧客の利便性の向上に大いに資する。
　なお、当該代理店において、金銭等の取扱い
を禁止することで、兼業による弊害は防止し得
るものと考える。

銀行法第８条、銀行法施
行規則第９条の３、第10
条

金融庁

　金融機関以外の法人が
銀行の代理店となる場合
には、銀行法施行規則第
９条の３第10号ハ（及び
第10条）において、「代
理業務を専ら営む法人で
あること」が求められて
いる。なお、2004年４月
１日付の銀行法施行規則
の改正により、保険会社
が銀行の代理店として資
金の貸付の代理業務を行
う場合には、当該専業規
制が緩和されたところで
ある。

5056 50560142 (社)日本経済団体連合会 142
投資信託及び投資法人に関する法律
における投資信託の統合を可能とする
ための規定の新設【新規】

 投資信託の統合を可能とするため、その
基本理念、手続き等について、投信法に
規定を新設すべきである。

①同様の運用方針を有し、資産規模をある程度
有しているような他のファンドと統合する手続
きが法制化されれば、迅速に統合を行うことが
可能となりコスト削減につながるとともに、受
益者に新たな選択肢を提供する機会が出来る。
②先進主要国においてファンド統合は一般的に
なっており、会社型ファンドが主流のアメリカ
はもとより契約型ファンドが主体のイギリスに
おいても統合は頻繁に行われている。
欧州大陸においても従来から統合が可能であっ
たルクセンブルク、フランスに続いてドイツで
も、改正法（2003年８月公表、2004年春に施
行）において統合が可能になった。例えばイギ
リスでは、ファンドを償還させるよりも他の
ファンドとの統合について監督官庁から促され
るケースもあり、「経済的理由（economic
reason、economic scale）」が投資家のため、
運用会社のためになると支持されている。

投資信託及び投資法人に
関する法律

金融庁

　現行の投信法には投資
信託の統合手続きに関す
る規定がないため、ファ
ンドの資産規模が縮小し
当初の目的を達成できな
くなった場合、現実に
は、投資主総会の決議を
経て信託期間を変更する
ことにより繰上げ償還を
行うほかに手段がない。
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5056 50560143 (社)日本経済団体連合会 143 複数受益証券の発行の容認【新規】
　複数受益証券の発行を可能とすべきで
ある。

　投資家のニーズが多様化し、様々な信託報酬
体系の投資信託が開発されている。
　現状では、信託報酬体系の異なるものについ
ては、別個に投資信託を設定する必要がある
が、株式会社の種類株式のように、同一の投資
信託であっても信託報酬が異なる種類の受益証
券を発行することが可能となれば、目論見書の
統一化等様々な費用削減が可能となる。

投資信託及び投資法人に
関する法律第５条

金融庁

　投資信託及び投資法人
に関する法律において
は、「委託者指図型投資
信託の受益権は、均等に
分割し、その分割された
受益権は、受益証券を
もって表示しなければな
らない」（第５条第１
項）、「委託者指図型投
資信託の受益者は、信託
の元本の償還及び収益の
分配に関して、受益者の
口数に応じて均等の権利
を有するものとする」
（第５条第３項）と規定
されている。このため、
一つの投資信託において
信託報酬が異なる受益証
券（複数受益証券）を発
行することができない。

5056 50560144 (社)日本経済団体連合会 144
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新
規】

　すべての国の機関及び地方自治体にお
いて、速やかに債権譲渡禁止特約を解除
すべきである。

　債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格要件の
障害となっている。このような状況を改善する
ため、経済産業省などの一部の国の機関におい
ては、既に債権譲渡禁止特約の解除が行われて
いる。

全省庁、地方自
治体

　国の機関及び地方自治
体向けの金銭債権につい
ては、譲渡禁止特約が付
されているため、当該金
銭債権の証券化等を行う
ことができない。
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5056 50560145 (社)日本経済団体連合会 145
信託受益権の有価証券化に関する法
規定の整備【新規】

　信託受益権の有価証券化が可能となる
よう、信託法に所要の規定を明記すべき
である。また、可能なものについて、証
券取引法上の有価証券とすべきである。

　信託受益権の流通性、安全性が高まり、受益
権の買い手が増加し、資産流動化市場が活性化
する。

信託法、証券取引法第２
条

法務省、金融庁

　信託法において、信託
受益権の有価証券化に関
する規定がない。また、
信託受益権は、証取法第
２条に列挙するものを除
き、有価証券として取り
扱われていない。

5056 50560146 (社)日本経済団体連合会 146
金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止【新規】

　金融業者の貸付業務のための社債の発
行等に関する法律により貸金業者のみに
課せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
する発行会社に対して一律的な制度を構
築すべきである。

　貸金業者のみを社債発行の登録手続きの規制
対象とする合理的理由に乏しいと考える。金融
庁の回答では、「本法制定前は、出資法におい
て、貸金業者等が「社債名義」を使って預金ま
がいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金業者等
が貸付資金に充てる目的で社債等を発行するこ
とが禁止されていたところ、本法の制定により
社債の購入者等の保護を図りつつ解禁するに
至ったものである。
以上の経緯を踏まえ、社債の購入者等の保護に
資する観点から、金融業者の貸付業務のための
社債の発行等に関する法律を廃止することは困
難である。」とされた。しかし、「ノンバンク
に関する懇談会」報告書（1997年５月）におい
ては、「社債を含む有価証券に係る投資家保護
は、証券取引法によるディスクロージャーや公
正取引ルールによるのが基本」とされており、
さらに「社債発行ノンバンクに対するディスク
ロージャーの義務づけについては、本来、証券
取引法で行うべきではあるが、･･･当面、暫定
的に、貸金業規制法等の他の法令で手当てする
のでもよいのではないか、との意見があっ
た。」と記されている。なお、同法は1999年に
施行されているが、附則において見直し期間が
施行後5年とされており、見直しの時期となっ
ている。

金融業者の貸付業務のた
めの社債の発行等に関す
る法律

金融庁

　貸金業者が社債を発行
する際は、金融業者の貸
付業務のための社債の発
行等に関する法律による
規制を受ける。
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5056 50560147 (社)日本経済団体連合会 147
資産流動化法の特定目的会社の借入
先制限の緩和

　特定目的会社の借入先に、貸金業規制
法に基づく貸金業者を追加すべきであ
る。

業として貸付を行う者に対して、投資家と同様
の措置により保護を与える合理的な根拠はな
い。貸金業者にとっては、事業機会の拡大に繋
がるメリットがある。「規制改革・民間開放推
進３か年計画」（2004年３月）においては、
「貸金業者等による特定目的会社への貸付に対
するニーズについて調査を行い、結論を得る
（平成16年度中に検討・結論）」とされた。
また、金融庁からは、「･･･適格機関投資家に
関する規制緩和を踏まえた上でのニーズについ
て十分調査した上で、16年度中に検討・結論」
との回答が示されている（2004年８月）。

資産の流動化に関する法
律第150条の６、施行規
則第41条

金融庁総務企画
局市場課

　資産流動化法の特定目
的会社の借入先は、銀行
及び適格機関投資家に制
限されている。

5056 50560148 (社)日本経済団体連合会 148 債権譲渡登記制度の拡充

　オンライン申請のシステムを拡充し、
情報量の制限を撤廃するともに、手続の
簡素化を図るべきである。また、出頭に
よる申請窓口を各出張所に拡大すべきで
ある。

　e-Japan戦略の推進にあたっては、必要な施
設等を先行的に整備しなければならない。しか
し、情報量による制限が維持されており、オン
ライン申請の利便性が損なわれている。債権個
数の上限を撤廃するだけでなく、情報量による
上限を大幅に引上げるべきである。少なくと
も、上限が維持されている現状においては、申
請窓口の拡充を行うべきである。

債権譲渡の対抗要件に関
する民法の特例に関する
法律

法務省

　債権譲渡登記制度のオ
ンライン申請について、
情報量による制限が行わ
れている。また、申請窓
口についても東京法務局
１ヶ所となっている。
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5056 50560149 (社)日本経済団体連合会 149
サービサー法における商号規制の緩和
【新規】

　サービサー会社が、「債権回収」にか
えて、「サービサー」を商号中に用いる
ことを認めるべきである。

　サービサー会社では、通称として「サービ
サー」を使用しているところも多く、「サービ
サー」が定着している。「債権回収」には後ろ
向きの印象がつきまとい、サービサーの業務が
拡大するなかで、円滑な事業展開を前向きに進
めたい。

債権管理回収業に関する
特別措置法第13条１項

法務省

　サービサーは、その商
号中に債権回収という文
字を用いなければならな
い。

5056 50560150 (社)日本経済団体連合会 150 サービサーの取扱債権の拡大【新規】

　サービサーが一般事業法人の有する売
掛債権、請負代金債権などの取扱ができ
るよう、特定金銭債権の範囲を拡大すべ
きである。

　一般事業法人において、不良債権処理や債権
管理回収業務のアウトソーシングのニーズが高
い。

債権管理回収業に関する
特別措置法第２条、
同法施行令第１条、第２
条、第３条

法務省

　債権回収会社の取り扱
うことのできる対象債権
は一定の範囲に限定さ
れ、「特定金銭債権」と
定義されている。
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5056 50560151 (社)日本経済団体連合会 151
サービサー法における兼業の承認制の
緩和【新規】

　債権管理回収業に係る貸金業、事業再
生ビジネス、アセットマネージメント業
務など、債権管理回収業にかかわる周辺
業務については、承認制ではなく、届出
制に緩和すべきである。

　兼業承認を受けるまでのコスト・時間がかか
り、迅速な業務展開ができない。
　債権管理回収業に関する特別措置法（サービ
サー法）は、金融機関等の不良債権処理の促進
を図るための特別措置法という臨時的な位置付
けで制定された法律であるが、資産流動化・証
券化における債権管理回収業務は、常に一定の
ニーズのあるものであり、恒久的な制度として
本制度を整備していくべきである。

債権管理回収業に関する
特別措置法第12条

法務省

　サービサーは、債権管
理回収業を営む上におい
て支障を生ずることがな
いと認められるものにつ
いて、法第12条第１号、
第２号以外の業務を兼業
するためには、法務大臣
の承認を受けることとさ
れている。

5056 50560152 (社)日本経済団体連合会 152 貸金業規制法の抜本的見直し【新規】
　貸金業制度のあり方の見直しについ
て、早急に検討のための審議の場を設定
すべきである。

　2003年８月に改正された貸金業規制法附則第
12条第１項において、施行後３年を目途とする
貸金業制度のあり方の見直しが規定されてい
る。

貸金業の規制等に関する
法律

金融庁
　貸金業者が貸金業務を
行う際、貸金業規制法の
規制が課される。
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5056 50560153 (社)日本経済団体連合会 153 資産対応証券の募集取扱要件の緩和

　資産対応証券の発行時において、特定
資産の譲渡人（オリジネイター）が自ら
資産対応証券の募集等を行わない場合に
は、特定目的会社の取締役又は使用人が
資産対応証券の募集等を可能とすべきで
ある。

　特定目的会社の取締役又は使用人が、当該資
産対応証券の発行時において、資産対応証券の
募集等ができれば、事業の促進とコストの削減
につながり、より一層投資家利益に資すること
となる。
　2004年８月の金融庁の回答においては、「本
規制は、発行証券の担保となる資産の取得が行
われる見込みのないまま証券が発行されるとい
う詐欺的行為を防止するため、特定目的会社の
取締役等による募集を禁止し、第三者たる証券
会社等による証券募集を義務付けることによ
り、スクリーニング機能の作用を期待している
ものであり、投資家保護の観点から維持すべ
き」とされている。しかし、特定目的会社の取
締役等は、資産対応証券の募集後も、流動化計
画の終了まで事業に継続的に関与するものであ
る。したがって、投資家に対して詐欺的行為を
行いにくいと考える。

資産の流動化に関する法
律第150条の２

金融庁総務企画
局市場課

　特定目的会社の資産対
応証券は証券取引法上の
有価証券であり、原則、
証券業者による募集・販
売等が義務付けられてい
る。例外的に特定資産の
譲渡人が届出後に募集等
を行う場合のみ、証券取
引法の適用除外となって
いる。しかし、特定目的
会社の取締役又は使用人
は資産対応証券を募集で
きない。

5056 50560154 (社)日本経済団体連合会 154
特定持分信託の信託法第58条からの
適用除外【新規】

　資産流動化法の特定持分信託に関わる
法文において、信託法第58条の適用が除
外されることを明記すべきである。

実務上、信託法第58条の適用を避けるために、
受益者を複数にするという、制度趣旨からすれ
ば、およそ本質的でない手当てを求められるこ
とも多く、徒にスキームを煩雑化させている。

資産の流動化に関する法
律第31条の２
信託法第58条

金融庁総務企画
局市場課

　資産流動化法の特定持
分信託は、その制度趣旨
上、投資家が不測の損害
を被ることを予防する観
点から、当然の要請とし
て、信託契約を解除でき
ないものとすることが求
められ、法文上も「委託
者または受益者が、信託
期間中に解除を行わない
こと」という条件を付す
ことが求められている。
ただし、信託契約書にこ
のような条項を入れたと
しても、信託法第58条の
適用があるのかどうかは
明らかでなく、制度趣旨
が充分に活かされていな
い。弁護士の中には、信
託法第58条の適用によっ
て信託の解除が可能とす
る意見があり、格付の評
価が難しくなっている。
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5056 50560155 (社)日本経済団体連合会 155 投資法人の資金調達手段の多様化
　投資法人が発行できる債券として、投
資法人債に加え、ＣＰ等の発行を可能と
すべきである。

　超短期の資金調達についてはCPが調達コスト
の点で一般借入に比べ低く、これが認められる
ことにより資金調達コストの低下につながると
ともに、投資家への配当原資の増加となり、ひ
いては投資家の利益につながる。また、資金調
達にあたっての期間のマッチングという意味か
らも望ましい。

投資信託及び投資法人に
関する法律第67条１項16
号、同条７項、
第139条の２、同法施行
規則第103条第１項７号

金融庁総務企画
局市場課

　投資法人の資金調達手
段は、借入れ及び投資法
人債に限られており、超
短期の資金を必要とする
場合、調達期間とマッチ
せず、調達コストが高く
ついてしまう。

5056 50560156 (社)日本経済団体連合会 156 担保附社債信託法の見直し【新規】
　担保附社債信託法を抜本的に見直すべ
きである。

　担保附社債に容易に優先劣後構造を設けるこ
とを可能としたり、簡易な手続きにより担保変
更等を行えるようにするニーズが高まってい
る。

担保附社債信託法第71
条、第75条、第75条の２
ほか

金融庁

　担保附社債信託法にお
いては、「平等な担保利
益の享受」（第71条）に
基づき、同一の信託契約
における社債権者の間で
は、担保利益を平等に分
配する必要がある。ま
た、担保の変更、及び、
担保権の順位の譲渡また
は放棄には、社債権者集
会の決議が必要とされて
いる。
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5056 50560157 (社)日本経済団体連合会 157
投資法人の規約変更手続の緩和【新
規】

　規約に予め、租税特別措置法の適用を
受ければ投資家にとって有利であること
が明確な場合に官報への掲載により規約
を変更できる旨、盛り込んでいる場合に
ついては、投資主総会を省略できるよう
にすべきである。

　投資法人の規約変更は投資主総会の承認を要
するため、租税の優遇措置など投資主に有利な
ことが明確であるにもかかわらず、租特法等の
改正が行われた場合に機動的な規約変更ができ
ない。

投資信託法第140条
金融庁総務企画
局市場課

　租税特別措置法の改正
において、投資法人が優
遇措置を受ける要件とし
て規約への記載が求めら
れる場合があるが、規約
の変更には投資主総会の
承認が必要となる。

5056 50560158 (社)日本経済団体連合会 158
資産流動化法における業務開始届出
時の添付書類の簡素化

　特定目的会社において土地を取得し不
動産開発を行う「開発型証券化」を行う
場合、締結済みの工事請負契約に代え
て、プロジェクトマネジメント契約書等
の請負契約に準ずる契約書の添付を認め
るべきである。

　特定目的会社において開発型証券化を行う場
合、特定目的会社による土地取得前に、建築確
認を経て予定建築物が確定し、工事請負契約の
締結を完了することは困難な場合が多く、開発
型証券化の阻害要因になっている。投資家によ
る出資の時期を、例えば、土地相当額について
は特定目的会社による土地の取得後、建築工事
費相当額については請負契約締結後などとすれ
ば、投資家保護も図られると考える。
　また、「規制改革推進３か年計画（再改
定）」（2003年３月閣議決定）においても、
「資産流動化を促進する観点から、資産流動化
計画書、業務開始届出に係る添付書類の弾力
化・簡略化を図ることについて所要の措置を講
ずるとともに、引き続き検討する」（2003年度
中検討）とされている。

資産の流動化に関する法
律第３条３項３号、同法
施行規則第７条１項２号

金融庁監督局銀
行第２課

　資産流動化法に基づく
特定目的会社において、
土地を取得し、不動産開
発を行う場合、特定目的
会社の業務開始届出の添
付書類として、締結済み
の工事請負契約書が必要
とされている。
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5056 50560159 (社)日本経済団体連合会 159
投資法人による同一法人の株式取得
制限の緩和 【新規】

　投資法人による同一法人の発行済株式
の取得制限を緩和すべきである。

　投資法人にとって、投資の選択肢が拡大す
る。また、流動化ビークルにとって、ニーズの
ある投資家に対して証券化商品の発行を拡大す
ることが可能となり、より円滑な資産流動化に
もつながる。

投資信託及び投資法人に
関する法律第194条、同
法施行規則第142条

金融庁

　投資法人は、同一法人
の発行済株式総数の2分
の1を超える株式を取得
することができない。

5056 50560160 (社)日本経済団体連合会 160
貸金業規制法に基づく受取証書交付義
務の見直し【新規】

　弁済をした者の請求があった場合に限
り受取証書の交付義務を負う弁済とし
て、コンビニエンスストアでの弁済を付
け加えるべきである。

　コンビニエンスストアでの弁済は、債務者に
とって利便性が高い。また、コンビニエンスス
トアでは公共料金の入金も一般的に行われてお
り、弁済をした者の請求があった場合に受取証
書を交付することとしても、問題はないと考え
る。

貸金業の規制に関する法
律第18条

金融庁金融会社
室

　貸金業者は債務者から
弁済を受けた場合、債務
者に対して受取証書を交
付する必要がある。ただ
し、預金又は貯金の口座
に対する払い込みその他
内閣府令で定める方法に
より弁済を受ける場合
は、当該弁済をした者の
請求があった場合に限
り、交付義務を負うこと
とされている。
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要望事項
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具体的
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制度の
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その他
（特記事項）

5056 50560161 (社)日本経済団体連合会 161
貸金業規制法に基づく債権譲渡通知義
務の緩和【新規】

　兼営認可を受けた金融機関などが債権
流動化を目的として譲受人になるなど、
債務者保護に適切な配慮がなされている
場合、貸金業者から貸金債権を譲り受け
た者の書面交付義務を不要とすべきであ
る。

　債権譲受人の書面交付に要するコスト削減に
つながる。また、貸金業者の資金調達の円滑化
に資する。

貸金業の規制に関する法
律第24条２項

金融庁

　貸金業規制法に基づ
き、貸金業者から貸金債
権を譲受けた者は、当該
債権の債務者に対し、譲
り受けた債権の内容を明
らかにする書面を交付し
なければならない。

5056 50560162 (社)日本経済団体連合会 162
保険会社本体による信託業務の代理
又は事務代行の解禁

　保険会社の付随業務として、既に銀行
等で行われている信託業務（現行信託業
法に規定する併営業務を含む）の代理や
事務の代行を行うことを認めるべきであ
る。

①保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行
えることとなれば、顧客利便性の向上、保険会
社のエクセスキャパシティ活用の観点から極め
て有効である。
②生命保険会社では、他の金融機関と共同して
マスタートラスト業務等を行う信託銀行を設立
しているケースがあるが、マスタートラスト業
務等の代理を保険会社に認めることにより、当
該信託銀行の顧客基盤拡充や経営効率化、保険
会社の経営資源の有効活用が促進される。
③なお、銀行等においては信託業務の代理が可
能とされており、かかる点との公平性を図る必
要がある。また、金融審議会「信託業のあり方
に関する中間報告書（平成15年７月28日）」で
は、信託契約の取次ぎを行う者の範囲を幅広く
認めることが適切とされている。

保険業法第98条、同施行
規則第51条、
金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律施行規
則第7条の２の２
信託業法案第67条、第70
条

金融庁総務企画
局企画課

　保険会社が行うことの
できる業務として、他の
金融業を行う者の業務の
代理や事務の代行が認め
られたが、その詳細を定
める施行規則では、信託
業務の代理や事務の代行
は認められていない。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560163 (社)日本経済団体連合会 163
保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

　保険会社の子会社の業務及び、保険持
株会社傘下子会社で承認を受けずに行う
ことのできる業務として不動産投資顧問
業務を認めるべきである。

　投資家のニーズが有価証券に係る投資顧問業
務に限らず、不動産に係る投資顧問業務にまで
多様化する中で、賃貸のみならず売買取引まで
含めた不動産投資に係るノウハウを有する生命
保険会社が、子会社において不動産投資顧問事
業を行うことにより、投資家（特に年金基金等
を想定）に提供するサービスの充実が図られる
（保険持株会社の傘下で承認された実績があ
る）。

保険業法第106条、第271
条の22
同施行規則第56条の２、
第210条の７
事務ガイドライン１-８-
１(2)⑥

金融庁総務企画
局企画課、監督
局保険課

　保険会社の子会社の業
務及び、保険持株会社傘
下子会社で承認を受けず
に行うことのできる業務
の中に、不動産投資顧問
業務が含まれていない。

5056 50560164 (社)日本経済団体連合会 164
従属業務を営む保険会社の子会社等
における従属業務に係る収入依存度規
制の緩和

　従属業務を営む保険会社の子会社等に
係る収入依存度規制を緩和し、複数の保
険会社や金融機関の共同出資による従属
業務会社の設立、保有を認めるべきであ
る。

従属業務を営む子会社等に係る全額出資規制が
撤廃されたため、複数の保険会社等が共同出資
を行う形で従属業務を営む子会社等を保有する
ことが想定されるようになった。しかしなが
ら、これら複数の出資保険会社等の各々につい
て、50％以上の収入依存度規制を満たすことは
不可能であり、実際に共同出資により従属業務
を営む子会社等を保有することはできない。
なお、保険会社や金融機関以外の会社との共同
出資による従属業務を営む子会社等の設立、保
有が実際に可能である一方で、保険会社や金融
機関との共同出資が認められていないのは、規
制の均衡を失している。

金融庁告示第38号
事務ガイドライン（保険
会社関係）１-８-１
(１)(３)①

金融庁総務企画
局企画課

　保険会社の子会社等に
おいて従属業務を営む場
合、当該従属業務につい
ては、親保険会社等から
の収入額が総収入の50％
を下回らないこととされ
ている（収入依存度規
制）。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560165 (社)日本経済団体連合会 165
保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全

　特別勘定については、その財産的性格
の相違、保険会社における負債性の相違
から、100％の保全が行われるよう、保険
業法等に必要な手当てを行うべきであ
る。

　特別勘定の責任準備金の価額は財産の価額の
時価評価額とされ、資産の運用リスクが契約者
に帰属するため、特別勘定は生命保険会社の経
営破綻の原因とはなりにくい。我が国において
は、特別勘定のように投資者のリスクテイクを
前提とした商品については、信用リスクの所在
を明確にするため、一定の分別管理がなされて
いることを要件として破綻リスクの遮断が図ら
れている。
　よって、生命保険会社が経営破綻に至った場
合に、例えば信託と同程度の分別管理を行う
等、特別勘定に属する資産が他の資産から特定
可能な状態で管理されているときには、特別勘
定の責任準備金の削減を行わないことが妥当と
思われる。

保険業法（現在該当条項
なし）

金融庁総務企画
局企画課

法務省民事局

　生命保険会社が経営破
綻した場合、現行では、
一般勘定、特別勘定とも
同等に責任準備金の削減
が行われることになって
いる。

5056 50560166 (社)日本経済団体連合会 166
保険会社本体による投資信託販社契
約締結の代理もしくは媒介の解禁【新
規】

　保険会社の付随業務として、系列投信
会社等における投信販社契約（投資信託
委託業者が証券会社または登録金融機関
との間で締結する「投資信託受益証券の
募集・販売の取扱い等に関する契約」）
締結の代理もしくは媒介を行うことを認
めるべきである。

　保険会社がその顧客である証券会社や登録金
融機関に対し系列投信会社等の投信商品を提示
できることとなれば、顧客利便性の向上、保険
会社のエクセスキャパシティ活用の観点から極
めて有効である。
　生命保険各社においては、グループ内の投信
会社を活用した資産運用の高度化・効率化が図
られているが、本体での投信販社契約締結の代
理もしくは媒介が実現することにより、一層の
顧客基盤の拡充と当該投信会社の経営効率化が
促進される。

保険業法第98条、同施行
規則第51条

金融庁総務企画
局企画課、監督
局保険課

　保険会社が行うことの
できる業務として、他の
金融業を行う者の業務の
代理や事務の代行が認め
られているが、その詳細
を定める施行規則では、
投信販社契約（投資信託
委託業者が証券会社また
は登録金融機関との間で
締結する「投資信託受益
証券の募集・販売の取扱
い等に関する契約」）締
結の代理もしくは媒介は
認められていない。
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5056 50560167 (社)日本経済団体連合会 167
保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘【新規】

　保険会社本体で、系列投資顧問会社等
に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行
うことを認めるべきである。

　現在、保険会社は、投資顧問契約等について
顧客の紹介を行うことは可能であるが、顧客の
ニーズに対してより能動的に対応する観点か
ら、顧客の勧誘を行えることとすることが有効
である。
　企業年金市場における保険会社の顧客を中心
として、投資顧問会社の商品に対する潜在的
ニーズがあり、保険会社が顧客に対して投資顧
問契約等の勧誘を行えることとなれば、顧客利
便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ
活用の観点から極めて有効である。

保険業法第98条、同施行
規則第51条

金融庁総務企画
局企画課、市場

課

　保険会社本体で、投資
顧問契約又は投資一任契
約の締結に関して、顧客
の紹介を行うことは可能
であるが、顧客の勧誘を
行うことはできない。

5056 50560168 (社)日本経済団体連合会 168
保険会社の子会社による証券仲介業
者への事務支援【新規】

　保険会社の子会社である証券仲介業者
が、他の証券仲介業者の事務支援を行う
ことを認めるべきである。

　保険会社の子会社である証券仲介業者が、損
保代理店が営む証券仲介業の相談･支援を行う
ことが可能となれば、証券仲介業者の普及促
進、損保代理店の経営の効率化に資する。

保険業法第106条、同施
行規則第56条第２項、第
56条の２第２項、第３項

金融庁

　2004年４月から証券仲
介業者制度が創設され、
一般事業会社である損保
代理店が証券仲介業を営
むことが可能となった。
また、保険会社は子会社
形態で、証券仲介業を営
むことが可能となった。
しかし、保険会社の子会
社の業務の範囲には、証
券仲介業者の事務支援が
含まれていない。

210/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560169 (社)日本経済団体連合会 169
保険会社本体による証券仲介業者へ
の事務支援【新規】

　保険会社本体が証券仲介業者の事務支
援を行うことを認めるべきである。

　保険会社本体が、損保代理店が証券仲介業務
を営む際の相談･支援を行うことが可能となれ
ば、証券仲介業者の普及促進、損保代理店の経
営の効率化に資する。

保険業法第98条第１項、
第100条、同施行規則第
51条

金融庁

　2004年12月から保険会
社は登録金融機関として
証券仲介業を営むことが
可能となる。しかし、他
業禁止の規定により、保
険会社本体で、証券仲介
業者に対する事務支援を
行うことができない。

5056 50560170 (社)日本経済団体連合会 170
保険会社の代理代行を行う子会社によ
る証券仲介業務の実施【新規】

　「保険業に係る業務の代理又は事務の
代行」を営む保険会社の子会社が、証券
仲介業務を兼営することを認める措置
を、保険会社が証券仲介業を営むことが
可能となる2004年12月に合わせて、講じ
るべきである。

　既に保険会社が有する「業務の代理又は事務
の代行」子会社等が証券仲介業務を兼営するこ
とにより、子会社等を小規模な単位に分けるこ
となく、顧客利便の向上及び保険会社経営の効
率化を図ることができる。また、証券仲介業者
の普及促進に資する。

保険業法第106条、同施
行規則第56条の２第２
項、第３項

金融庁

　2004年12月から保険会
社は登録金融機関として
証券仲介業を営むことが
可能となる。しかし、保
険会社の代理代行を行う
子会社は、兼業制限によ
り、証券仲介業務を兼営
することができない。
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5056 50560171 (社)日本経済団体連合会 171

一定の条件を満たすグループ会社間で
の「保険会社の業務の代理、事務の代
行」を追加する場合の届出制への移行
【新規】

　一定の条件を満たすグループ会社（親
子会社、持株会社の傘下の保険会社を含
む。以下「グループ会社」という。）間
であれば、一定の範囲（グループ（持株
会社を含む）内の会社間において既に認
められている業務・事務の範囲）を定め
た上で、業務の代理・事務の代行を、認
可制から届出制とすべきである。

①グループ会社間においては、資本政策および
各社間のリスク管理等を持株会社において一元
管理しているケースが多い。そのため、グルー
プ（持株会社を含む）内の会社間において既に
認められている業務・事務の範囲で、新たにグ
ループに加わった会社または新規に立ち上げた
会社も含めたグループ内の会社間での代理・代
行を行う場合に限り、認可制から届出制にする
ことにすれば、当局の適切なチェックを維持す
ることが可能である。
②認可折衝から認可申請・認可取得までには、
時間を要することが多い（認可申請から認可取
得まで、当局の審査期間は、保険業法施行規則
246条により60日と定められている）。また、
保険会社が既に特定の保険会社からの代理・代
行を行う場合の認可を受けている場合にも、他
の保険会社から代理・代行を行う場合には、改
めて認可を受ける必要がある。届出制への移行
により、認可申請する保険会社の事務ロードの
軽減につながるとともに、ビジネスチャンスへ
の迅速な対応が可能となる。
③生保・損保の兼営が禁止されている現状にお
いて、代理・代行の活用により、顧客に対して
トータルの保障の提供等を行うことができる。
また、他の保険会社の代理・代行は、経営資源
の有効活用にも資する。届出制への移行によ
り、さらに積極的に代理・代行制度を活用する
ことができる。

保険業法第98条第１項第
１号、同条第２項、同法
施行規則第51条の２

金融庁総務企画
局信用課保険企
画室、監督局保

険課

　現在、保険会社が他の
保険会社（外国保険業者
を含む）その他金融業を
行う者の業務の代理又は
事務の代行（内閣府令で
定めるものに限る。）を
行う場合は、その内容を
定めて、内閣総理大臣の
認可を受けなければなら
ない。

5056 50560172 (社)日本経済団体連合会 172 主要株主規制の整理・緩和①【新規】
　既に主要株主規制以外で届出を行って
いる場合には、主要株主規制のもとでの
届出を免除すべきである。

①2002年４月の銀行法等の改正により主要株主
規制が順次導入されたが、既存の規制との関係
が未整理のまま、届出対象が拡大されてきてい
る。同一の所管官庁に対して、同一の法律のも
と、同一内容に関して複数の届出を、違反の場
合には行政罰を課してまで求めることは過剰で
ある。
②事業者及び行政双方の手続に係る管理コスト
の削減が図れる。

保険業法127条１項、271
条の32第１項、333条１
項34号、同法施行規則
210条の14

金融庁

　2002年４月の銀行法等
の改正により主要株主規
制が順次導入されたが、
既存の規制との関係が未
整理となっている。保険
会社等の業法の規制を受
ける会社が、他の保険会
社等の主要株主である場
合、所要の変更を行った
ときには、自ら、業法の
規定に基づき必要な届出
を行うほか、別途、他の
保険会社等の主要株主と
しても届け出が求められ
ている。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560173 (社)日本経済団体連合会 173 主要株主規制の整理・緩和②【新規】

　銀行、保険会社等、既に業法上監督当
局の規制を受ける業種については、証券
取引法上の主要株主規制の対象外とする
か、規制の対象を親会社である銀行、保
険会社本体のみとすべきである。

①2002年４月の銀行法等の改正により主要株主
規制が順次導入されたが、既存の規制との関係
が未整理のまま、届出対象が拡大されてきてい
る。しかし、主要株主規制の趣旨は主要株主の
適格性にあると考えるべきであり、銀行法、保
険業法等、業法において監督当局の規制を受け
る業種については、同時に証券取引法における
主要株主規制の対象とすることは過剰である。
②事業者及び行政双方の手続に係る管理コスト
の削減を図ることができる。

証券取引法第28条の４第
２項、33条の２

金融庁

  2002年４月の銀行法等
の改正により主要株主規
制が順次導入されたが、
既存の規制との関係が未
整理となっている。主要
株主規制は、銀行法、保
険業法、証券取引法に見
られるが、うち、証券取
引法は、主要株主と特別
の関係のある者について
も「みなし主要株主」と
し、規制の対象は他の２
法と比べても幅広く、似
て非なるものとなってい
る。例えば、銀行や保険
会社がグループ内の傘下
に証券会社があると、グ
ループ内の各社も証券取
引法上の「みなし主要株
主」として規制の対象と
なる。

5056 50560174 (社)日本経済団体連合会 174
会員・組合員等の共済利用要件の厳格
化【新規】

　各種法令で認められている共済事業に
ついて、共済としての特定性を明確化す
るとともに、対象範囲を限定すべきであ
る。具体的には①員外利用の禁止、②員
外利用を直ちに廃止できない場合は員外
利用比率管理に係る監督を強化、③「准
組合員」制度の廃止、④「准組合員」制
度が廃止できない場合は「准組合員」の
基準厳格化、⑤検査の一元化、を行うべ
きである。

①特定の集団を対象にする共済事業において
は、その特定性が明確でなければならない。ま
た、員外利用や「准組合員」制度を認める合理
的な理由はない。
②上記要望項目の実現により、認可共済と民間
保険会社の保険との間で、それぞれに適用され
る規制を特性に応じたものに揃える効果があ
る。

農業協同組合法、水産業
協同組合法、中小企業協
同組合法、
農業災害補償法、森林組
合法

農林水産省、経
済産業省

　特定の集団を対象にす
る共済事業において、そ
の特定性が明確でない。
また、員外利用や「准組
合員」制度が合理的な理
由なく認められている。
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管理番号

要望事項
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事項
補助
番号

要望主体名
要望
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560175 (社)日本経済団体連合会 175
株式交換等により完全子会社になった
非上場会社に関する財務諸表開示の
見直し【新規】

　株式交換または株式移転の対象によ
り、非公開会社を完全子会社化した場合
は、完全子会社の最近２事業年度の財務
諸表（最近２連結会計年度に係る連結財
務諸表）の作成を不要とし、完全子会社
の最終の貸借対照表と損益計算書（商法
354①四、六）を記載すれば足りるとすべ
きである。

　現在、株式交換により完全子会社となった会
社については、最近２事業年度の財務諸表（最
近２連結会計年度に係る連結財務諸表）を作成
のうえ、親会社の有価証券報告書の所定欄に記
載しているが、数ページにわたるため、投資家
からは親会社自身の財務諸表とまぎらわしいと
の批判が寄せられており、投資家にとって必要
性の低い開示情報となっている。
　一方、企業からすれば、完全子会社となった
会社が非上場会社である場合、勘定科目等の項
目を組み替えたものを過去に遡って算出のう
え、別途監査証明を受けたりする必要があるな
ど、当該財務諸表の開示に莫大な手間コストを
かけている。（５人月くらい要するともいわれ
る。）したがって、完全子会社となった会社の
最終の貸借対照表と損益計算書を記載すれば投
資家保護の点からも十分であり、コストの点か
らも望ましい。

企業内容等の開示に関す
る内閣府令（第三号様
式）

金融庁企業開示
参事官室

　株式交換又は株式移転
による完全親会社とし
て、２事業年度を経過し
ていない場合には、当該
株式交換又は株式移転に
よる完全子会社となった
会社（当該完全親会社の
連結子会社であった場合
を除く。）の最近２事業
年度に係る財務諸表（連
結財務諸表を作成してい
る場合には最近２連結会
計年度に係る連結財務諸
表）を「２　財務諸表
等」の「(3)その他」に
記載しなければならな
い。

5056 50560176 (社)日本経済団体連合会 176
孫会社の役職員に対するストックオプ
ションの付与にかかる規制緩和【新規】

　親持株会社が100％持つ中間持株会社が
存在し、その中間持株会社100％保有する
子会社（親会社から見ると孫会社）の取
締役、執行役、監査役および使用人にス
トックオプションを付与した場合も、勧
誘の相手方の人数の計算に含めないこと
とすべきである。

　親持株会社が100%所有する中間持株会社が
100％保有している子会社は、親会社が実質上
100％所有しているといえる。したがって、こ
のような孫会社については、完全子会社の場合
と同様に、勧誘の相手方の人数の計算に含めな
いこととすべきである。

証券取引法施行令第１条
の４第３項
証券取引法第２条に規定
する定義に関する内閣府
令第３条の３第２項

金融庁総務企画
局市場課

　現状では、ストックオ
プションの付与対象者
が、「発行会社」および
「その完全子会社」の取
締役、執行役、監査役お
よび使用人に限定されて
いる場合は、勧誘の相手
方の人数に含めないこと
となっている。
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その他
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5056 50560177 (社)日本経済団体連合会 177
証券会社の商品勘定での自社株・親会
社株式の買付・売却が可能であること
の明確化【新規】

　営業の目的をもって一時的に所有する
商品有価証券である限り、自社株や親会
社株式の所有も認められることを明確に
すべきである。

　証券会社は、取引所における有価証券売買の
円滑な執行、公正な価格形成のために、顧客の
売買の相手方となって、売り買いをしなければ
ならないことがある（ディーラー業務）。万
一、証券会社が自社株や親会社株式を自由に売
買できないとなると、こうした証券の基本業務
に支障を来すことになる。また、機関投資家と
のバスケット取引や裁定取引において、自社株
や親会社株式の売買が自由にできないとなる
と、株価指数とのトラッキング・エラーが生
じ、外国証券との競争上不利となる。

商法210条の２ (自己株
式の取得の制限)
商法211条の２ (子会社
による親会社株式の取得
の制限等)

法務省民事局

　商法上、期末に資本の
欠損が生ずるおそれがあ
る場合の自己株式取得
や、子会社による親会社
株式の取得は禁止されて
いる。したがって、商法
を字句どおり解釈する
と、自身または親会社が
上場している証券会社
は、機関投資家とのバス
ケット取引やそのポジ
ション解消のための裁定
取引において、自社株お
よび親会社株式を自由に
売買できない可能性があ
る。

5056 50560178 (社)日本経済団体連合会 178
金融子会社発行の短期社債に関する
発行登録制度の利用適格条件の見直
し【新規】

　企業グループ内の金融子会社が発行す
る短期社債について、商法上の連結対象
（→有価証券報告書提出大会社）である
親会社が保証を行う場合は、継続開示要
件を満たしていなくても、発行登録制度
を利用できるようにすべきである。

　親会社が保証している有価証券は、親会社も
含めたグループで資力、返済能力、デフォルト
の可能性等を判断すべきである。したがって、
商法上の連結対象（→有価証券報告書提出大会
社）である親会社が保証を行っている金融子会
社の発行する短期社債については、グループ全
体では継続開示条件を満たしていることから、
発行登録制度の利用を認めることが制度の趣旨
に適っている。
　昨今の連結ベースでの決算・企業情報開示、
金融業務の金融専門子会社化の流れにも沿って
いる。

証券取引法第23条の３
金融庁総務企画
局市場課

　短期社債は、日々発行
するという商品特性上、
募集には発行登録制度の
利用が不可欠であるが、
発行者自らが継続開示
（１年間以上継続して有
価証券報告書を提出）を
行っていない場合は発行
登録制度を利用すること
ができない。
　グループ内金融子会社
は、親会社の株式保有比
率が高く、自ら継続開示
条件を満たしていない場
合があるが、このとき発
行登録制度が利用でき
ず、結果として短期社債
の発行ができない状況と
なっている。
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5056 50560179 (社)日本経済団体連合会 179
発行登録制度の発行予定期間に関す
る見直し【新規】

　発行登録制度に関して、発行予定期間
が連続している（前の発行予定期間終了
後、即、次の発行予定期間がスタートす
る）ことを条件として、募集・売出しの
条件決定から払込が前後の発行予定期間
にまたがることも認めるべきである。

  発行登録制度に関して、前後の発行予定期間
の連続性を条件として、募集・売出しの条件決
定から払込が前後の発行予定期間にまたがるこ
とが認められると、発行予定期間の終了を意識
することなく、自由なタイミングで条件決定を
することができ、市中金利の動向を睨んだ機動
的な資金調達が可能となる。　募集・売出の条
件決定から払込までは長くても１ヵ月程度であ
り、条件決定が発行予定期間内に行われている
以上、たまたま払込みが当該発行予定期間を過
ぎてなされても、発行登録制度の趣旨は失われ
ない。
更に、前後の発行予定期間の連続性を条件とす
ることにより、募集・売出に関する何らかの行
為が未登録期間に行われるということも防止で
きる。イギリスやアメリカの発行登録制度も本
要望と同様の仕組みとなっており、資金調達に
おける日本市場の不利な状況を解消する必要が
ある。

証券取引法第23条の６、
第23条の７

金融庁総務企画
局市場課

　発行登録制度は、届け
出た発行予定期間内に、
各募集・売出の条件決定
から払込までを終えなけ
ればならない仕組みと
なっている（証取法23の
６、23の７）。
　したがって、発行予定
期間終了近くになると、
払込日が期間内に収まる
ように日程調整する結
果、条件決定期間が限定
されてしまい、金利動向
を睨んだ機動的な条件決
定ができない。

5056 50560180 (社)日本経済団体連合会 180
現先取引にかかる売買規制の適用除
外

　売現先だけでなく、買現先についても
適用除外とすべきである。

　資金の調達と運用は密接に結びついており、
現先取引においても売現先と買現先の片方のみ
が行われることは、実務上想定され得ない。売
現先が適用除外となっている以上、買現先につ
いても適用除外とすべきである。

投資信託及び投資法人に
関する法律第33条、第58
条、第59条、第220条

金融庁総務企画
局市場課

　現在、現先取引につい
ては、売現先だけが、証
取法163、164条の適用除
外として認められている
（上場会社証券売買令４
条９号、５条）。
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5056 50560181 (社)日本経済団体連合会 181 適格機関投資家の範囲拡大

　事業会社について、上記の金額制限
を、たとえば５億円程度とすることを検
討すべきである。
　また、個人投資家についても、資力に
一定の制限（例：投資資産１億円以上）
をつけた上で、届出を行ったものについ
ては適格機関投資家を付与すべきであ
る。

　わが国資本市場の一層の発展と経済活性化の
ためには、様々なニーズに対応した金融商品の
開発と普及が不可欠であり、投資家の専門的知
識をベースに機動的・迅速に募集できる私募市
場の拡大がその鍵を握っている。私募市場の投
資家としては、従来の金融機関では積極的なリ
スクテイクに限界があることから、資力とその
意志ある事業会社、個人投資家を増やしてこと
が市場の厚みにつながる。

証券取引法第２条に規定
する定義に関する内閣府
令第４条

金融庁総務企画
局市場課

　
　現在、適格機関投資家
は銀行等の金融機関や一
部の事業会社に限定され
ている。このうち、事業
会社については、以前は
貸借対照表の「有価証
券」及び「投資有価証
券」の金額が100億円以
上のもので金融庁長官に
届出を行ったものとされ
ている（定義府令４①二
十一）。
　また、個人投資家は、
適格機関投資家（有価証
券に対する投資に係る専
門的知識を有する者とし
て内閣府令に定めるもの
（法３①一）として、認
められていない。

5056 50560182 (社)日本経済団体連合会 182
信託受益権の振替制度の利用可能化
【新規】

　一般の信託受益権について、口座簿の
記載により権利が定まり、振替により権
利移転できるように法制度を整えるべき
である。

　近年、住宅ローンの証券化商品（ＲＭＢＳ）
は顕著に増えており（03年度は前年度の倍以
上、04年度も半期にして既に前年度水準を上
回っており９月末時点で8000億円強）、その大
半が一般の信託受益権方式によるものである。
この市場を更に拡大するには、流通市場の拡大
が不可欠である(注)。しかしながら、発行市場
の盛況と比較して、流通市場は未だ未成熟であ
る。その理由の1つとして、一般の信託受益権
の譲渡手続の煩雑さが指摘されている。一般の
信託受益権についても、振替制度を導入するこ
とにより、流通市場の厚みが増し、それによる
発行市場の更なる拡大が期待できる。なお、現
行法制下で振替制度の対象となっている特定目
的信託方式の信託受益権は、流動化計画の届
出、税にかかわる導管性、信託自体のガバナン
ス条件等制約条件が多く、住宅ローンの証券化
における利用は皆無に近い。(注) 住宅ローン
は一般に長期のものであり、投資家は長期固定
金利のリスクを回避する傾向があることから、
「売り」によって投資資金を回収できる方法が
整備される必要がある。

社債等振替法第６章その
他の社債等の振替　等

金融庁総務企画
局市場課

　民法上は資産流動化法
に定める特定目的信託の
受益権は、社債等振替法
の適用の対象となってい
るが（社振法125）、一
般の信託受益権は、証取
法第２条第１項に定める
「みなし有価証券」で
あっても、社債等振替法
の対象となっていない。
　一般の信託受益権の譲
渡は、民法上は指名債権
譲渡として取り扱われる
ため、通常は、売買当事
者間で受益権譲渡契約を
取り交わし、債務者（信
託の受託者）の異議なき
承諾により対抗要件を取
得して（民法467）、権
利の移転を行っており、
大変煩雑な手続となって
いる。
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5056 50560183 (社)日本経済団体連合会 183
外国で上場されている「外国投資信
託」、「外国投信証券」の国内販売にお
ける規制緩和

　外国で上場されている「外国投資信
託」、「外国投資証券」については、国
内投資家の注文を取次ぐ責任を負う国内
販売事業者に販売の届出を行わせる方法
を選択肢として導入すべきである。併せ
て、発行者による運用報告書に代えて、
国内販売業者が投資家保護に必要不可欠
な事項のディスクロージャーを行うこと
を可能とすべきである。

①外国で上場されている「外国投資信託」、
「外国投信」の中には、国内で募集・売出が行
われていなくても、国内投資家の購入希望の多
い商品があるが、 「外国投資信託」、「外国
投信」の発行者が事前届出義務や「運用報告
書」の作成義務を履行していない場合には、投
資家は当該商品を国内で購入することができ
ず、投資家ニーズに十分に応えられていないの
が実情である。②左記に提案する方法によって
も、投資家保護は十分図られ、また、監督当局
による事情把握も可能である。③投資信託より
も一般的にリスクが高い外国株式については、
国内で募集・売出が行われていなければ、その
販売取次ぎを行うにあたり、発行者に届出義務
や運用報告書作成義務は課せられていないこと
と比較しても、本規定は不合理である。

投資信託及び投資法人に
関する法律第33条、第58
条、第59条、第220条

金融庁総務企画
局市場課

　「外国投資信託」、
「外国投資証券」を国内
販売する場合、外国の発
行者に、事前届出義務
（投信法33､59）、「運
用報告書」の交付義務
(投信法58､220）が課せ
られている。

5056 50560184 (社)日本経済団体連合会 184
新株発行に係る軽微基準の見直し【新
規】

　公開買付に係る重要事実の軽微基準も
踏まえ、年間に発行する新株が、発行済
株式総数の一定割合(例えば、2.5％未満)
であれば、重要事実に当たらないとすべ
きである。

　新株発行が株価に影響を与えるのは、議決権
の希釈化等が生じるためであり、資本金の規模
の大小と無関係に発行価額の総額を基準とする
ことは合理的ではない。因みに、公開買付の軽
微基準は年間の買い集め株数が発行済み株式数
の2.5%未満とされており、これを株式需給関連
の情報についての軽微基準と位置付けることも
可能と考えられる。

会社関係者等の有価証券
の取引規制に関する内閣
府令第１条の二第一号

金融庁総務企画
局市場課

　現行法上、新株発行に
関しては、発行価額の総
額が１億円未満の場合に
は、軽微基準に該当し、
重要事実にあたらないと
されている。
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5056 50560185 (社)日本経済団体連合会 185
自己株式の取得・処分に係る軽微基準
の創設【新規】

　自己株式の取得・処分について、軽微
基準を設けるべきである（例えば、発行
済株式総数の2.5％)。

　自己株式の処分と類似の性格を有する新株発
行については軽微基準が設けられていることと
比べ、均衡を失しており、これにより、発行体
による株主への利益還元が制約されているとと
もに、資本政策の機動的な展開が阻害されてい
る。

会社関係者等の有価証券
の取引規制に関する内閣
府令

金融庁総務企画
局市場課

　現行法上、自己株式の
取得・処分に関しては軽
微基準が設けられていな
い。

5056 50560186 (社)日本経済団体連合会 186
子会社の解散に係る軽微基準の創設
【新規】

　営業または事業の全部又は一部の休止
又は廃止と同様、当該子会社の解散によ
り減少する連結ベースの売上高が、解散
後３事業年度にわたり、当該子会社解散
前の事業年度の連結ベースの売上高の一
定割合(例えば、10％未満)であると見込
まれる場合には、重要事実にあたらない
とすべきである。

　営業または事業の全部又は一部の休止又は廃
止について軽微基準が設けられていることと比
べ、均衡を失しており、また、結果として、機
動的な事業の再編が阻害されている。

会社関係者等の有価証券
の取引規制に関する内閣
府令

金融庁総務企画
局市場課

　現行法上、子会社の解
散に関しては、軽微基準
が設けられていない。
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5056 50560187 (社)日本経済団体連合会 187
上場子会社等の業績予想の変動の重
要事実からの削除【新規】

　上場子会社等の業績予想の変動につい
ては、親会社側にとっての重要事実から
削除すべきである。

　親会社にとって重要でない小さな上場子会社
であっても、当該子会社にとって大きな業績予
想の変動であれば、すべて親会社側の重要事実
となることとなり、合理的ではない。親会社の
属する企業集団の業績予想等の変動は親会社の
会社関係者にとって引き続き重要事実であり、
特段の弊害はない。

会社関係者等の有価証券
の取引規制に関する内閣
府令第４条の四

金融庁総務企画
局市場課

　現行法上、上場子会社
等の業績予想の変動につ
いては、軽微基準に該当
しない限り、親会社の会
社関係者にとっての重要
事実とされている。ま
た、当該軽微基準は、当
該子会社単体ベースで設
定されている。

5056 50560188 (社)日本経済団体連合会 188
インサイダー取引規制に関するセーフ
ハーバーの拡大【新規】

　①重要事実の存在や、その発生を知る
前に作成した計画（「知る前計画」）に
基づく株式売買(継続的な売買でない売買
を含む) 、②投資顧問会社、信託銀行、
証券会社等に運用を委託している株式売
買、③取引先持株会による株式の買入れ
も、セーフハーバー（適用除外取引）に
追加すべきである。

　適用除外となっている役員・従業員持株会に
よる取得と同様に、恣意が入る余地がない取引
であることが明確な場合には、インサイダー取
引規制の適用除外とするのが合理的である。

会社関係者等の有価証券
の取引規制に関する内閣
府令第６条

金融庁総務企画
局市場課

　現行法上、インサイ
ダー取引規制に係る適用
除外取引は、内閣府令で
限定列挙されている。
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5056 50560189 (社)日本経済団体連合会 189
自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの対象拡大

　自動車保有関係手続のワンストップ
サービス化は、規制改革・民間開放推進
3ヵ年計画に基づき、平成17年の稼動開始
に向け、検討及び一部で試験運用が行わ
れているが、より利便性の高いサービス
を実現するため、以下の事項を早急に検
討・具体化していくべきである。(1)検
査・登録等諸手続①軽自動車の検査・届
出手続等の電子化②納税証明書の添付に
代わる電子化の検討③抹消・移転登録手
続の電子化④原付のワンストップサービ
ス対象化(2)自動車関連税手続①自動車取
得税・自動車税・軽自動車税・自動車重
量税の納付手続等の電子化および電子化
に向けた手続の合理化②納税に係る行政
と所有者の有する電子情報の交換(3)保管
場所証明申請手続
　①保管場所申請手続の電子化及び電子
化に向けた申請手続の全国統一化、添付
書類の簡素化等(4)自賠責保険手続①付保
手続の電子化及び電子化に向けた手続の
合理化
②自賠責解約時における当該車両の状況
（滅失・解体など）確認の合理化（具体
的には、保険会社がネットワーク上で確
認出来ることとした上で、当該確認を
もって必要書類（登録事項等証明書や抹
消登録証明書）の取付に代えることを可
能とすること。【「規制改革・民間開放
推進３か年計画」Ⅲ分野別措置事項１Ｉ
Ｔ関係エ⑩ｂ関連】）(5)所有者に対する
所有自動車に係る登録事項等の電子的開
示(6)自動車大量所有者の事務手続等を踏
まえた運用

　手続申請の電子化がなされていないため、そ
の手続の申請もしくは代行申請をする自動車関
連業界（自動車リース業界も含む）に多大な負
担を強いている。また、リース会社の税の申
告・納付事務等は膨大であり、これらの事務作
業の効率化、円滑化の観点から、電子化（書式
の全国統一化）を図る必要がある。 電子化の
検討に際しては、利用者の意見を充分に反映さ
せることによって、電子化による混乱等が生じ
ないよう配慮する必要がある。平成17年中のシ
ステム稼働を目指してワンストップサービス化
が実用化される予定だが、軽自動車の登録管理
に加え、原付車両についても接続のインター
フェースを統一化する等、ユーザー（申請者）
負担の軽減を目指すべきである。また、年間の
自賠責解約手続きは各保険会社とも膨大な件数
となっているが、本要望の実現により契約者・
保険会社双方の負担が大幅に軽減される。

道路運送車両法、自動車
登録令、自動車の保管場
所の確保等に関する法
律、自動車重量税法、自
動車損害賠償保障法、地
方税法、地方自治体条例
等

国土交通省、財
務省、総務省、
警察庁、地方自

治体

　自動車の生産・販売・
流通に伴って必要となる
諸行政手続きは、書類に
より行うとともに、複数
省庁にまたがるため、極
めて煩雑である。
　現在、政府の「規制改
革・民間開放推進３か年
計画」に基づき、平成17
年中のシステム稼動に向
けて、自動車保有関係手
続のワンストップサービ
スの推進に係る検討およ
び試験運用が進められて
いるが、地方自治体への
届出制となっている原付
などの車両についてはワ
ンストップサービスの対
象外である等、一定の制
限がある。

5056 50560190 (社)日本経済団体連合会 190 駆動軸重の軸重規制緩和

　
　２軸トラクタの軸重規制について、
「２軸トラクタの駆動軸重に関する試験
及び判定方法」により適合したトラクタ
については、フル積載対応海上コンテナ
けん引用か否かの別に関係なく、軸重制
限を11.5トンまでとすべきである。
　この点、2004年６月の規制改革集中月
間の回答によれば、「平成17年度までに
緩和の可能性について検討を行う」とさ
れているが、早急に検討・実施すべきで
ある。

　フル積載対応海上コンテナけん引の２軸トラ
クタは、「２軸トラクタの駆動軸重に関する試
験及び判定方法」により適合した場合、軸重
11.5トンまで走行が認められている。
　軸重制限の緩和により、物流効率化の促進及
び物流コストの低減が期待できる。

道路運送車両の保安基準
４条の２第１項、車両制
限令第３条第１項第二号
ロ

国土交通省道路
局

　現在、軸重の制限値
は、フル積載対応海上コ
ンテナけん引の２軸トラ
クタを除き、「２軸トラ
クタの駆動軸重に関する
試験及び判定方法」によ
り適合した場合でも、10
トン以下とされている。
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5056 50560191 (社)日本経済団体連合会 191
特殊車両の通行許可申請手数料の軽
減ならびに許可期間の延長

　本年６月の規制改革集中受付月間の回
答において「平成17年度までに行うこと
として検討を進めている」とされた、申
請手数料の見直しを早急に実施すべきで
ある。
　特殊車両の通行許可期間を延長すべき
である。

　申請事業者および行政事務に係る事務負担と
コストを軽減できる。

道路法第47条の２、車両
の通行許可の手続き等を
定める省令第６条

国土交通省道路
局

　一般的制限値を超える車
両が道路を通行する場合に
は、車両の構造または車両
に積載する貨物が特殊であ
るため道路管理者がやむを
得ないと認める場合には、
当該車両を通行させようと
する者の申請に基づいて、
車両の通行を許可すること
となっている。本年３月か
ら特殊車両通行許可の「オ
ンライン申請システム」が
導入されたことにより、申
請手続の簡素化が図られた
が、申請手数料について
は、本年６月の規制改革集
中受付月間の回答において
「見直しを平成17年度まで
に行うこととして検討を進
めている」とされた。　一
旦許可を得ても、許可期間
（６ヶ月～１年）の更新が
生じた場合は更新申請が、
また、申請者及び申請経路
等の変更が生じた場合は変
更申請が、それぞれ必要と
なり、申請費用も別途必要
となる。
　トラックヘッドとシャー
シの使用に際しても、両方
の許可を得なければならな
い。

5056 50560192 (社)日本経済団体連合会 192
大量車両登録変更のための特例措置
【新規】

　大量車両所有者の行う車両登録変更等
を効率化する観点から、以下の措置を講
じるべきである。
①申請時の車検証原本の提出を不要とす
るとともに、電子的な方法による申請を
認めること。
②上記の点を踏まえ、先行して変更登録
や移転登録を行った車両については、次
回車検時までに車検証の記載事項を変更
すればよいとすること。
③自動車登録番号の変更を伴わなけれ
ば、各自動車の登録地に関係なく、現所
有者の最寄の陸運事務所にて申請可能と
すること。
④真の所有者を即座に確認し得るよう
に、変更登録などの情報が全国どこの運
輸局でも即座に入手できるような全国統
一的なデ－タベ－スを構築すること。

　リース車の台数は、近年増加しているもの
の、現行道路運送車両法に基く登録関係諸手続
きは、自動車リース会社のような大量車両所有
者による変更登録、もしくは移転登録を想定し
たものとはなっていない【注】。
　最近の経済情勢により、リース会社や自動車
ディーラーのように大量に車両を所有する会社
においても、企業統合、会社移転、名称変更な
どが増加し、それに伴い車両登録変更もしくは
移転登録申請などを行わなければならないケー
スが増えている。
　現在、自動車リース会社のような大量車両所
有者が、移転などにより車両の変更登録や移転
登録を大量に行わなければならない場合、各地
に散在する車両使用者（借主）から車検証原本
を回収しなければならず、なおかつ、15日以内
に登録申請も行わなければならないため、膨大
な事務的な労力を要している。
　昨今のＩＴ分野の目覚しい進展を踏まえ、全
国的なデ－タベ－スの活用を図ることにより、
車両の真の所有者を即座に特定することは十分
可能と思われる。また、こうした取組みは、e-
政府の方針に一致するものである。
【注】　・リース車両数（国土交通省調査）
1980年　18万台　1990年　119万台　2000年
236万台　2003年　267万台 ・リース車両を5千
台以上保有する会社（日本自動車ﾘｰｽ協会連合
会会員調査）2000年　75社　　　　2003年　71
社

道路運送車両法第12条、
第13条、 第66条、 第67
条

国土交通省自動
車交通局技術安
全部管理課

　車両所有者が、社名変
更や住所変更をおこなっ
たり、車両を他企業に譲
渡した場合、事由発生か
ら15日以内に、変更登録
の申請（道路運送車両法
12条１項）、または移転
登録の申請（道路運送車
両法13条１項）を行わな
ければならない。所有者
による上記申請は、申請
時に自動車検査証の原本
を提出して行われる車両
の使用者による自動車検
査証記載事項変更の申請
と同時に行うことが義務
づけられている（道路運
送車両法12条.２項、13
条３項及び67条）。
　一方車両を道路上にお
いて運行する場合は、常
に車両内に自動車検査証
原本を保管することが義
務づけられている（道路
運送車両法66条）。
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5056 50560193 (社)日本経済団体連合会 193
繁忙期における営業所間の車両移動
の更なる弾力化【新規】

　通達の「繁忙期」に、「年度末繁忙
期」として、「２月５日～４月５日」を
追加すべきである。
　また、「一定期間」に関しても、「30
日以内」から「60日以内」へ延長すべき
である。

　自動車業界では、２～３月にかけての年度末
納期が最も多いが、通達の範囲外であるため、
配車前と、配車後に、事業計画変更の事前届出
や、道路運送車両法に基づく変更登録を行って
いる。
　そのため、当期間が通達で指定する繁忙期と
認められれば、需要に即した機敏な応受援が各
所で可能となる。
　また、この期間は、２ケ月間を通して繁忙期
となるため、30日以内しか認められないと、当
制度のメリットが生かしきれない状況にある。
当制度の更なる効果的運用のためにも、一定期
間の期間延長が必要である。

通達「貨物自動車運送事
業に係る繁忙期における
営業所間の車両移動の弾
力化について」
（H５年11月10日　自貨
第97号）

国土交通省自動
車交通局

　繁忙期におけるトラッ
ク輸送対策として、通達
で指定された繁忙期のう
ち、一定期間(30日以
内）に限り、事業計画変
更の事前届出や、道路運
送車両法に基づく変更登
録の申請を伴わずに、同
一事業者の他の営業所に
事業用自動車を配車する
ことが認められている。
（引越しシーズン：３月
15日～４月15日、夏季繁
忙期：６月20日～８月20
日、秋期繁忙期：９月１
日～11月30日、年末年始
繁忙期：11月10日～１月
10日）

5056 50560194 (社)日本経済団体連合会 194
繁忙期における貨物自動車運送事業
者によるレンタカー使用制限の緩和【新
規】

　貨物自動車運送事業者が、引越シーズ
ンだけでなく、夏期及び年末年始の贈答
シーズン、秋の収穫シーズンを含め、毎
年の繁忙期にレンタカーを使用できるよ
う認めるべきである。また、事故修理及
び整備・点検の代車におけるレンタカー
利用を認めるべきである。

　物流の需要が極端に増大する時期に対応する
ためには、事業用自動車の臨時増車などもある
が、短期的な需要に対応するためには、レンタ
カーを簡便な手続きにより調達し利用するほう
が容易である。現在、短期的な需要や臨時の需
要が発生した場合に対応するために、貨物自動
車運送事業者とレンタカー事業者は、多大な負
担を強いられてる。具体的には、レンタカーの
ナンバーを廃止（減車）し、その車を貨物自動
車運送事業者への短期リース車として青ナン
バーを取得し、使用後にレンタカーのナンバー
に戻す（増車）、ということが各地で行われて
おり、車検の取り直し、許可申請手続き、任意
保険の付保変更を含め、多くの手数と費用がか
かっている。
　貨物運送業界の競争が激化する今日では、運
送事業者の効率的な経営体質への転換が急務で
あることから、短期的な需要や臨時の需要が発
生した場合にレンタカーの使用が認められれ
ば、増車による固定費の増加を防止でき、スリ
ムな経営が実現可能となる。
　レンタカーの貨物車は、事業用貨物車と同一
の点検基準により点検整備が実施されており、
安全面での問題はないと考えられる。
　物流の需要が極端に増大し、事業用自動車の
みではその輸送力の確保が困難となる時期は、
年度末及び年度当初の引越シーズンだけではな
く、夏期及び年末年始の贈答シーズン、秋の収
穫シーズンなどの時期にもあてはまる。

道路運送法第８０条２、
貨物自動車運送事業法第
４条３、貨物自動車運送
事業法施行規則第２条
４、自動車局長通達（昭
和44年10月6日付・自貨
第231号・自通第143
号）、自動車交通局貨物
課長通達（平成12年２月
８日付・自貨第17号）

国土交通省自動
車交通局貨物課

　年度末及び年度当初に
おいて人事異動等に伴う
引越輸送が極端に増大
し、事業用自動車のみで
はその輸送力の確保が困
難となっているため、引
越に係る輸送力を確保
し、利用者のニーズに的
確に対応するために、貨
物自動車運送事業者が、
３月15日から４月15日ま
での間に限り、15日未満
の借受け期間で、且つ延
長しないことを条件に、
引越輸送にレンタカーを
使用することが認められ
ている。

223/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560195 (社)日本経済団体連合会 195
レンタカーにおける貸渡簿への走行キ
ロ数記載規制の廃止【新規】

　貸渡簿への走行キロ数の記載規制を廃
止すべきである。

　「環境にやさしいレンタカー型カーシェアリ
ング特区」制度が創設され、その中で無人の事
務所における自家用車の貸渡しが認められた
が、無人で走行キロ数を把握するためには、貸
渡す自家用車１台ずつ全てに相当の走行キロ数
管理システムを搭載する必要が生じ、初期投資
が多大となるため、事業参入への障壁の一つと
なっている。

「貸渡人を自動車の使用
者として行う自家用自動
車の貸渡し（レンタ
カー）の取扱いについて
（平成７年６月13日付け
自旅第138号）」２．
（７）

国土交通省自動
車交通局旅客課

　レンタカーにおいて
は、貸渡簿を備え、貸渡
しの状況を的確に記録す
るとともに、少なくとも
２年以上保存しなければ
ならない、とされている
が、この貸渡簿の記載事
項として借受人の氏名又
は名称及び住所や運転者
の氏名、住所、運転免許
の種類及び運転免許証の
番号などと並んで、走行
キロ数があげられてい
る。

5056 50560197 (社)日本経済団体連合会 197
運行管理者制度に係る規制の緩和【新
規】

①別陸運会社の別営業所であっても、管
理業務が同様で、営業所が隣接している
等の条件を充たしていれば、車両台数を
限定して、運行管理業務を受委託できる
様にすべきである。
②運行管理者の一般講習受講間隔の期間
を２年に１度から４年に１度に延長すべ
きである。

　運行管理業の受委託により、運行管理業務の
効率化と、それに伴う運行管理コストの低減化
を促進できると共に、安全面において危険情報
などの共有化も図られる。
　運行管理者の一般講習受講日には業務代行者
を充てる必要があることから、受講頻度を減ら
すことにより業務代行者の手配や業務への負荷
軽減を図られる。
※受講間隔の延長により以下の効果が期待され
る。①運行管理者が受講に係る拘束時間が減少
する。（現状、平日昼間８時間／回／２年）②
運行管理者受講時における業務代行者の手配軽
減③受講費用の軽減　（一般講習費用　3,000
円／回／人）一般講習の内容は、行政動向等の
周知や運転者の健康管理等であり、受講期間延
長に伴う弊害は少ないと思われる。

貨物自動車運送事業法第
18条第１項
貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条
独立法人自動車事故対策
機構法第13条

国土交通省自動
車交通局

　現在、運行車両が例え
１台であっても、当該車
両が稼動している限り、
営業所毎に所定数の運行
管理者を選任しなければ
ならない（貨物自動車運
送事業法第18条）。
　運行管理者は、自動車
事故対策機構（旧、自動
車事故対策センター）が
開催する一般講習を、２
年間に１度受講しなけれ
ばならない（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第
23条、独立法人自動車事
故対策機構法第13条）。
＜一般講習の受講対象者
＞
　既に運行管理者として
選任されている方又は運
行管理者の補助者として
運行管理の業務をされて
いる方を対象。
①運行管理者（前年度に
実施した一般講習の未受
講者）
②当年度中に初めて選任
届出をした運行管理者の
方
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5056 50560198 (社)日本経済団体連合会 198 道路占用料金の適正化【新規】

　2003年度が固定資産税評価額の評価替
の年であったのを機に、最新の地価を反
映させた（評価替後評価額にもとづい
た）占用料とすべく、単価の見直しを図
るべきである。
　地方公共団体の市、区によっては、占
用料金が政令に定める国道の占用料金に
対して著しく高い占用料金となってお
り、平成８年に出された通達の内容に明
らかに反していることから、その見直し
を図るべく、各自治体に対し、道路関係
法令および通達の周知徹底を図るべきで
ある。

　現在の道路占用料単価は、地価公示価額の７
割評価となった平成６年の固定資産税評価額を
基に定められ、以降見直しされていないが、近
年の地価（固定資産税評価額）動向は、平成６
年当時と比べ、大きな乖離が生じているものと
考えられる。
　【参考】固定資産評価額の推移
（円/㎡）
　　　　　  　　　　     　平成６年 　 平
成12年   平成15年   変動率※
  　全国計平均価額　   8,729   　    5,768
4,910   　  △43.8%
  　宅地平均価額       86,168 　    53,362
44,731     　△48.1%
　 ※平成６年から平成15年迄の変動率
　地方自治体の占用料は、条例で定められてい
るが、近年、国道などの占用料に比べると、著
しく高額の占用料を設定している地方自治体が
ある。本来、道路占用料は、道路占用の適切な
対価であるべきとの観点から、政令に定める占
用料と均衡を失しないよう取り扱うべきであ
る。
　政府においても、天然ガス普及促進のための
パイプライン整備が重要事項とされていること
から、今後の天然ガスインフラの整備促進を図
るためにも、占用料金を適正に見直すべきであ
る。
　市町村合併によって所在地区分が格上げされ
るケースが増えてきており、以前と同じ場所で
継続して占用していても、所在地区分の格上げ
に伴い占用料金が値上げとなってしまう。

道路法第39条の２
道路法施行令第19条の２
通達｢道路法施行令及び
道路整備特別措置法施行
令の一部を改正する政令
の施行について｣の一部
改正等について（平成８
年１月26日建設省道政発
第２号の４）

国土交通省道路
局路政課

　道路法第39条の２（占用
料の徴収）により、占用料
の額及び徴収方法は、道路
管理者である地方公共団体
の条例で定める、ただし、
（中略）全国にわたる事業
で政令で定めるものについ
ては、政令で定める基準の
範囲を超えてはならないと
され、道路法施行令第19条
の２（指定区間内の国道に
係る占用料の額）が、指定
区間内の国道に係る占用料
の額を定めている。現在の
道路占用料単価は、平成６
年の固定資産評価額を基に
している。
　通達｢道路法施行令及び道
路整備特別措置法施行令の
一部を改正する政令の施行
についての一部改正等につ
いて（平成８年１月26日建
設省道政発第２号の４）」
で、水道事業、ガス事業、
電気事業、第一種電気通信
事業の占用物件に係る占用
料については、政令に定め
る占用料の額と均衡を失し
ないよう努めることとされ
ている。しかしながら、所
在区分地（市、区、町）に
よっては、政令に定める占
用料の額と著しく乖離して
いる場合がある。

5056 50560199 (社)日本経済団体連合会 199
車両乗入幅に係る審査基準の徹底【新
規】

　個別地域の特殊性は踏まえつつも、車
両出入り及び道路通行上の安全を図る観
点から、各自治体の行う車両出入口の乗
り入れ幅に関する審査基準の作成、ある
いは承認にあたっては、トレーラート
ラックやタンクローリー等大型車両の安
全な進入を十分考慮の上取扱うべく、各
自治体へ通達（一般的な審査基準）の周
知徹底を図るべきである。

　国が示した一般的審査基準を下回る基準を採
用する地域においては、トレーラートラックや
タンクローリー等大型車両の給油所への安全な
進入という点で、十分な乗入幅が確保できてい
ないケースが見られる。その結果、以下のよう
な安全上の不具合事例が報告されている。①ト
レーラートラックやタンクローリー等大型車両
が歩道部に乗り上げて進入せざるをえない事
例。②車両前方からの進入が困難なため、バッ
クからの進入を余儀なくされ、車両と給油所側
施設との接触が生じた事例。③道路センターラ
インを超えての進入を余儀なくされる事例（対
面通行車との衝突事故のリスクが生じる）。幸
い人身事故の報告はないが、ガソリン等可燃性
危険物を取扱うタンクローリーが給油所乗入口
周辺において物損事故を起せば火災・爆発事故
につながりかねないことから、安全な進入を確
保し、物損事故、人身事故の危険性を低減すべ
きである。
車両制限令等の改正（平成５年11月25日施行）
及び消防法の改正（平成６年４月１日施行）に
より、タンクローリーの大型化が図られるよう
になり、業界の物流合理化は進展したものの、
他方で、十分な乗入幅が確保できない自治体管
理道路においては、規制改革の成果を具体化す
るにあたり、安全上の支障が生じている。ト
レーラートラックやタンクローリー等大型車両
の安全な進入という観点から、給油所への大型
車両の進入に関しては、全国的に第49号通知と
同等レベルの審査基準が適用されるべきであ
る。

道路法（第24条：道路管
理者以外の者の行う工
事）、建設省道政発第49
号「道路法第24条の承認
及び第91条第１項の許可
に係る審査基準につい
て」（平成６年９月30
日）
関連法令（道路構造令
等）

国土交通省道路
局

　道路管理者以外の者
(給油所運営者等）が、
給油所への車両の出入口
を目的とする歩道改築工
事を行う場合は、道路法
（第24条：道路管理者以
外の者の行う工事）に基
づき、各々の道路の道路
管理者から承認を受ける
こととされている。
　車両出入口の乗入幅に
ついては、平成６年９月
30日付建設省道政発第49
号「道路法第24条の承認
及び第91条第１項の許可
に係る審査基準につい
て」（以下、第49号通知
と略）にて、一般的な審
査基準が示されているも
のの、自治体（都道府
県、市町村）が定める承
認審査基準には、第49号
通知の基準値を下回って
いるものも多く、給油所
が行う車両出入り口の歩
道改築工事にあたって、
十分な乗り入れ幅が確保
できないケースが少なか
らず発生している。

225/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560200 (社)日本経済団体連合会 200 自動車保管場所標章の廃止【新規】
　自動車保管場所標章の貼付を廃止すべ
きである。

　標章購入コストを削減できる。
　自動車の保管場所の確保は、道路運送車両法
第４条に定める新規登録および同法第12条に定
める変更登録の要件となっている。したがっ
て、道路運送車両法において自動車登録ファイ
ルに登録を受け、運行の用に供される自動車
は、その時点では、すべて保管場所が確保され
ていることが確認されていることから、各省庁
間のデータの共有化が図られれば、その他に敢
えて車両に貼付し、保管場所が確保されている
旨を明示する標章に個別の機能はなく、貼付は
不要である。

自動車の保管場所の確保
等に関する法律第６条

警察庁都市交通
対策課

　自動車には、国家公安
委員会規則に基づき、自
動車保管場所標章を表示
（後部ガラスに貼付）し
なければならない。

5056 50560201 (社)日本経済団体連合会 201 発電車の緊急自動車指定【新規】
　発電車は、緊急性・公益性の観点か
ら、道路交通法で定める緊急自動車とし
て指定許可すべきである。

　ライフライン復旧活動ならびに仮設救護施設
等への電源確保による後方支援や国・地方公共
団体等の重要設備への電力安定供給など、地震
などによる広域停電災害発生時にライフライン
の緊急対応を行ううえで発電車は最低限必要で
あり、緊急性・公益性の観点から、緊急自動車
として指定許可すべきである。また、事故や災
害により停電が発生した場合、病院等（ICUを
備えた中規模医療施設等）での救急医療設備の
停止等が想定され、その影響が人命に係わるよ
うな場合、発電車での緊急的な停電解消が必要
となる。
　道路交通法施行令第13条では、緊急自動車に
は消防用自動車、救急用自動車などが指定され
ており、公益性・緊急性の観点から、人命に係
わるような停電が発生した場合、これを解消す
る応急作業に使用する車両についても、救急用
自動車等と同様に取り扱われることが妥当であ
る。発電車が緊急自動車として指定許可されて
いなかったことにより、緊急時に渋滞に巻き込
まれ、復旧作業に時間を要するなどの事例が発
生している。

道路交通法施行令第13条 警察庁

　道路交通法で定める緊
急自動車は、道路交通法
施行令第13条で「電気事
業、ガス事業その他の公
益事業において、危険防
止のための応急作業に使
用する自動車」となって
おり、電力会社が保有す
る車両のうち、火災時の
危険防止や電力設備の保
安上の緊急復旧に使用す
る車両は各都道府県の公
安委員会から指定許可を
受けている。
　一方、電力会社が保有
する発電車は、事故や災
害により停電が発生した
場合、緊急的に電気を供
給するために使用してい
るが、その用務が危険防
止のための応急作業にあ
たらないとして、指定許
可を受けられていない。
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5056 50560202 (社)日本経済団体連合会 202
車庫申請、登録申請の代行委任に係る
規制緩和【新規】

　総務省令で定められる「定期的かつ容
易に行える手続」に、道路運送車両法に
基づく登録申請手続および自動車保管場
所法に基づく保管場所証明の申請手続を
含めるべきである。
　また、総務省令で定められる「相当の
経験又は能力を有する者」に、自動車販
売業に携わる者を含めるべきである。

　平成17年より開始される自動車登録申請手続
のワンストップサービス化により、登録申請手
続は簡易に行えることとなるが、総務省令で定
める「定期的かつ容易に行える手続」に道路運
送車両法に基づく手続と自動車保管場所法に基
づく手続の両方が指定され、かつ、「相当の経
験又は能力を有する者」に自動車販売業に携わ
る者が指定されなければ、ワンストップサービ
スの円滑な運用が期待できない。
　手続費用の削減が期待できる。

行政書士法第１条の２
行政書士法第19条

総務省行政課

　他人の依頼を受け、業
として、道路運送車両法
に基づく自動車の登録申
請書を作成すること、ま
た、自動車の保管場所に
関する法律に基づく保管
場所証明の申請書を作成
することは、官公署への
提出書類の作成であるこ
とから、行政書士の専管
業務となっていたところ
である。
　平成14年に行われた行
政書士法の改正により、
「定期的かつ容易に行え
るものとして総務省令で
定める手続」については
「相当の経験又は能力を
有する者として総務省令
で定める者」が電磁的記
録を作成する場合は、適
用除外となったところで
ある。

5056 50560203 (社)日本経済団体連合会 203
危険物積載船舶の特定港入港におけ
るＧＲＴ（総トン数）制限の撤廃

　危険物積載船舶の特定港への入港時の
港長の許可を受けるための規制項目か
ら、総トン数（ＧＲＴ）の制約を外すべ
きである。

　平成16年３月の「規制改革・民間開放推進３
か年計画」では、本件に関し、平成16年中に検
討・結論を得ることとなっているが、以下の点
を踏まえて、早急に対応すべきである。
　総トン数は、船舶の大きさを示す標準的なト
ン数であるが、主に各種の手数料や税金の算定
基準として用いられているものである。危険物
積載船入港時の安全については、最大載貨重量
数、最大積載量、喫水、各種船型長等の定めら
れた制限を遵守することで確保できる。

港則法第23条
国土交通省海上
保安庁航行安全

課

　危険物積載船舶が特定
港に入港・荷卸をする場
合には、港長の許可を受
けることが必要とされて
いる（港則法第23条）。
許可を受けるための遵守
必要事項として、全長・
船巾・載貨重量トン数・
喫水・積載量等の制限と
ともに総トン数（GRT:
Gross Registered
Tonnage）も制約事項の
ひとつとして運用されて
いる。
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5056 50560204 (社)日本経済団体連合会 204
保税舶用重油の包括申請に関する運
用の緩和

　舶用重油に限定して、包括申請の条件
を緩和すべきである。
　現行どおりの事前申請の場合でも、申
請内容（数量、船名等）の仮申請を行
い、事後に実績修正を入れることを認め
るなど、運用の柔軟性を高めるべきであ
る。

　平成16年３月の「規制改革・民間開放推進３
か年計画」では、本件に関し、平成16年中に検
討・結論を得て措置することとなっており、以
下の点を踏まえて、早急に対応すべきである。
　実際の運用においては、包括事前申請制度を
活用できないため、１回毎の申請が必要となっ
ており、結局、申請作業を毎日しなければなら
ない。その都度作業を行なう事は非常に非効率
であると同時に、事務的なコストもかさむ。
　保税舶用重油販売については、国際協力が経
済的、運用的にも重要であるが、特に海外市場
との比較を強いられる日本の現状は、その点国
際的に劣後している。

関税法第23条第１項、関
税法施行令第21条の２第
１項

財務省 関税局

　保税舶用重油の税関申
請については、１ヶ月単
位での包括申請が認めら
れているが、運用上で
は、出荷明細が出荷日の
１週間程度前に確定する
ため、結局１回毎の申請
とならざるを得ず、包括
申請そのものが運用上利
用できていない。

5056 50560205 (社)日本経済団体連合会 205 内航海運暫定措置事業の早期解消 　暫定措置事業を早期に解消する施策を
検討すべきである。

　計算上は納交付金の収支の目処は立つもの
の、建造状況の如何によっては、同事業の解消
ができないことも考えられる。
　新規参入時に多額の納付金が必要なため、コ
ストが高くなり参入の障害となっていること、
また既存業者のﾘﾌﾟﾚｰｽ時も納付金の差額納付が
必要とされﾘﾌﾟﾚｰｽの障害となっていることか
ら、ｺｽﾄ競争力のある事業者が生まれにくく
なっている。
　また、同事業をこのまま実施すると全船ﾘﾌﾟ
ﾚｰｽした場合は余剰金発生が見込まれるが、実
際は、ﾘﾌﾟﾚｰｽ時に支払う納交付金差額が平成14
年度以降漸増し、船主の建造時の負担が大きく
なると見込まれるため、ﾘﾌﾟﾚｰｽ建造費が確保で
きずに廃業する船主が多数発生し、輸送能力不
足に陥る懸念がある。先の国会において審議さ
れた「海上運送活性化3法案」の付帯決議の中
で、「暫定措置事業の円滑かつ着実な実施」が
謳われていたが、このままでは抜本的な解決に
ならない。

内航海運組合法　第８条
（事業）、第12条（調整
規定の認可）、第57条
（調整規定の総合調整
等）、内航海運暫定措置
事業規程

国土交通省海事
局

　船腹調整事業の解消に
伴い、平成10年５月か
ら、内航総連が船舶を解
撤する船主に解撤交付金
を支払うとともに、新規
に建造する船主からは建
造納付金を徴収すること
を柱とする「暫定措置事
業」が認可された。
　同事業は納交付金の収
支が相償った時点で解消
することとなっている
が、多数の解撤に対して
建造が少なく、事業解消
時期の目処がたっていな
い。
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5056 50560206 (社)日本経済団体連合会 206 沿海船航行可能海域の拡大

①沿海船の航行可能海域の拡大を実施
し、最短距離による航行を可能とすべき
である。
②本州～沖縄航路において沿海船による
航行を可能とすべきである。

　海岸から２０海里以内の沿海に沿ってジグザ
グ航海となるため、距離が長くなり、その分多
くの時間と燃料を必要とし、物流効率化の妨げ
となる。近海船の建造、または沿海船から限定
近海船への改造は、船舶設備及び救命・消防設
備の仕様が沿海船に比べ過大となり、建造費ま
たは改造費が多額となる。近海船及び限定近海
船の船員の配乗は、沿海船の配乗より上級免状
保有職員の配乗が必要となり、船員費用が増大
する。
　規制緩和により、以下の効果が見込まれる。
①要望海域まで沿海区域が拡大された場合の航
行コスト削減効果②設備費のコスト低減効果③
船員数削減による人件費の削減効果
　通信設備のインフラ整備が進むなど、航海機
器の発達と船舶の堪航能力アップにより、沿海
船においても、近海区域の航海は十分可能であ
る。

船舶安全法、船舶設備規
程、船舶防火構造規則、
船舶救命設備規則、船舶
消防設備規則

国土交通省

　船舶はその船舶の保有
する資格により航海でき
る海域が制限されてお
り、「沿海資格船（沿海
船）」は、沿海岸から20
海里までを線で囲んだ海
域より遠い海域は航海で
きない（但し、平成８年
12月に（ｲ）内浦湾沖，
（ﾛ）石巻湾沖，（ﾊ）伊
勢湾沖，（ﾆ）紀伊水
道，（ﾎ）土佐湾沖，
（ﾍ）豊後水道沖，（ﾄ）
若狭湾沖の7沿海区域の
境界については直線化が
実施済み）。なお、本州
～沖縄間には「近海」海
域があるため、沿海船で
の航海はできない。
　国際航海に従事しない
船舶として、平成８年７
月に新規に「限定近海
船」が創設され、沖縄、
八丈島，宮古～襟裳岬間
（青森県東岸沖）の航行
が可能となるとともに、
近海船に比し、防火構造
要件、消防設備、非常電
源・電話などの安全基準
が簡素化されたたが、ま
だ一定の安全設備は具備
しなければならない。

5056 50560207 (社)日本経済団体連合会 207 盗難自動車対策の強化

　盗難自動車対策については、政府の国
際組織犯罪等対策推進本部の下、関係省
庁と民間団体による官民合同プロジェク
トチームが発足し、不正輸出防止対策な
ど様々な対策が取られつつある。こうし
た対策の実効性をさらに上げるために、
法整備、イモビライザーの普及促進等に
加え、旅具通関対象の見直し（船員旅具
通関制度の廃止または中古車持ち出し台
数制限）等を図ることが必要である。

　2003年（暦年）の自動車盗難件数は64,000件
を数え、ここ３年続けて60,000件を超えて高止
まりの傾向を示している。また、自動車盗難に
関する支払保険金は毎年600億円弱に達し、経
済的な面からも深刻な社会問題となっている。
盗難防止対策を施すことにより、自動車盗難件
数が減少すれば社会的損失の低減に大きく寄与
することになる。
（定量的評価は困難であるが、03年度の自動車
盗難保険金は約583億円であり、車両保険の普
及率35％で単純に計算すると日本全体でおよそ
1,600億円の被害と推定できる。仮に被害が1%
削減された場合でも、約16億円の効果とな
る。）2004年６月の規制改革集中受付月間の回
答によれば、実施の可否を含め検討中とのこと
であるが、要望内容を踏まえて早急に検討・実
施すべきである。

関税法、関税法基本通達
67-2-7（旅具通関扱いす
る輸出貨物）、同通達
67-2-2（旅具通関扱いを
する貨物の輸出申告）

内閣府国際組織
犯罪等対策推進

本部

　近年急増している自動
車盗難は、専門的かつ組
織的な犯罪集団による盗
難車の海外売却を狙った
ものが多い。防犯や盗難
防止装置（イモビライ
ザー等）の普及などを通
じた盗難自体の防止が必
要であるが、その効果に
は限界がある。
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5056 50560208 (社)日本経済団体連合会 208
船舶の検査期間の延長及び検査内容
の簡素化【新規】

　造船技術の向上、船舶機器の改善によ
る船舶の耐久性向上に対応し、内航船の
検査期間を定期検査６年毎、中間検査３
年毎に延長すべきである。
　検査内容の見直しを行い、簡素化すべ
きである。

　船舶の定期検査証書の有効期間は内航・外航
及び航行区域の区別なく５年毎に、また中間検
査は定期検査と定期検査の間に１回行うと定め
られているため、定期検査及び中間検査に多く
の費用と日数を要することから、物流コスト削
減の妨げとなっている。船舶機器の改善等によ
り、船舶の耐久性は飛躍的に向上しており、検
査期間を５年に１回から６年に１回としても安
全確保は十分に可能である。検査項目について
も現状にそぐわないものがあることから、簡素
化に向けて検査項目の見直しをはかるべきであ
る。　規制緩和により、以下の効果が期待でき
る。 ①検査申請費用等の削減効果②ドック入
り日数減少による機会損失低減効果

船舶安全法
国土交通省海事
局検査測度課

　船舶は５年に１回定期
検査を、また定期検査と
定期検査の間に中間検査
を受けなければならな
い。
　外航船には、船舶の定
期検査等の検査間隔は
「主官庁の定める５年を
超えない間隔」にて実施
することとするＳＯＬＡ
Ｓ条約の適用があるが、
内航船に同条約の適用は
無い。
〈参考〉
ア．船舶の定期検査につ
いて
　1997年７月より、船舶
検査証書の有効期間は４
年から５年に延長され
た。また中間検査につい
ても中間検査の時期に一
定期間を設け、その受検
の時期の弾力化が図られ
た。
イ．検査内容の見直し、
簡素化について
　推進用機関及び発電用
機関については、1997年
６月より、中間検査にお
ける開放検査に代えて、
保守整備記録及び効力試
験によることとなった。

5056 50560209 (社)日本経済団体連合会 209
夜間入港制限対象船の総トン数の緩和
【新規】

　入港制限の対象船を750総ﾄﾝ以上とすべ
きである。

①安全性については、499総ﾄﾝ、749総ﾄﾝも変わ
りなく、問題は無い。
②夜間入港船の港外待機時間削減により運航効
率が向上する。
③平成13年４月の規制緩和で、運輸局へ事前届
出にて入港は可能となっているが、毎回の事務
処理が頻繁となり、事務ｺｽﾄ増に繋がっている
ため、事前届出の廃止により、事務処理業務の
削減が期待できる。

＜参考＞（※要望書P.107参照）

港則法第６条
港則法施行規則第４条

国土交通省海事
局

　特定港（函館、京浜、
大阪、神戸、関門、長
崎、佐世保）の7港で
は、総トン数500トン以
上（関門港若松区は300
総トン以上）の船舶は、
夜間（日没から日出ま
で）の入港が原則禁止さ
れている。
　平成13年４月23日から
包括許可制度が導入さ
れ、事前届出により、入
港は可能となった。港に
よって運用の違いはある
が、以下の条件をクリア
していれば夜間入港は可
能である。
〈参考〉夜間入港条件
　関門　　　・・・　同
港への入港実績（１回／
半年or３回／１年）
　大阪・堺　・・・　荷
主からのお願い書（工場
を停止しない為等）
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5056 50560210 (社)日本経済団体連合会 210 港湾関係工事手続の合理化【新規】

　港湾関係工事の届出窓口を一本化すべ
きである。
　申請書類の締切日を１ヶ月前程度（６
０→３０日）に短縮させ、さらに電子申
請等の導入により届出業務を簡素化すべ
きである。
　届出対象工事を明確にし、例えば次の
ような軽微な海上作業の届出は不要とす
る等の合理化を図るべきである。
①既設設備上あるいは小型船舶による簡
易作業(目視確認、測量)程度の工事
②工事期間が７日程度以内の工事
③海上汚染、落下等の恐れのない工事

　桟橋、バース、護岸等工事の届出回数は、１
社の例をあげると年40～50回程度に及んでお
り、届出に出向くために要する往復の移動時間
も含め３～４時間／回を要している。届出窓口
が一本化され、さらに電子申請等が導入されれ
ば、届出に要する人件費あるいは業務委託費を
削減できる。

港湾法、港則法、地方自
治体条例

国土交通省港湾
局、海上保安
庁、地方自治体

　港湾区域内で工事を行
う際、工事発注者と受注
者は、同内容の工事許可
申請資料を異なる様式で
作成し、港湾管理者（港
湾事務所）と海上保安庁
（海上保安部）へそれぞ
れ届け出なければならな
い（＊届出資料のボリュ
－ムとしては１案件作成
に付き、１人区×１～２
週間（内容・規模により
違いがある。））。ま
た、先に港湾管理者の許
可を得てから、海上保安
部の許可を受けなければ
ならないため、両者の許
可を得るまでに60日程度
のリードタイムを余儀な
くされている。
　工事内容によっては、
届出先が追加され、異な
る申請書類を作成するこ
とが必要となる場合があ
る。（例えば、浚渫作業
では埠頭公社建設発生土
受入事務所、埠頭事務
所、航行安全管理事務所
が追加される。）
　届出対象となる工事の
範囲が明確ではないた
め、軽微な海上作業も含
めて全て届け出なければ
ならない。

5056 50560211 (社)日本経済団体連合会 211
危険物容器検査及び手数料徴収の方
法の見直し【新規】

　検査有効期間を延長すべきである。
　検査手数料の設定根拠（何のために徴
収するのか）を明確化し、透明性の高い
手数料体系に見直すべきである。例え
ば、申請型式当りの検査料又は一回の検
査当り検査料とする、または、現在の検
査料体系のもとで、出荷実績にもとづい
た実績払いとするなどの検討を行うべき
である。

　１年以内に危険物容器に変更があるケースは
少なく、検査有効期間を延長しても問題ない。
　検査手数料の設定根拠が明確でない。本来
は、申請個数に応じた手数料体系ではなく、検
査内容に応じた手数料体系とするか、検査が検
査個数に殆ど関係ない場合は、検査回数や検査
日数に応じた一定額の手数料体系とした方が合
理的である。
　現在は、検査申請個数に応じた手数料であり
ながら、検査申請個数に充たない場合に、払い
戻しがない。

危険物船舶運送及び貯蔵
規則
船舶による危険物の運送
基準等を定める告示
危険物の容器及び包装の
検査に関する規定
危険物の容器及び包装の
検査に関する手数料等を
定める規定

国土交通省海事
局検査測度課

　危険物を船舶運送すると
きに使う容器（危険物容
器）については、地方運輸
局または(財)日本舶用品検
定協会が検査（性能試験及
び工場検査）を行うことと
なっており、危険物の種類
に応じて必要な強度を確保
していなければならない。
この検査は、１年間または
検査申請時に申請した個数
を製造終了したときのいず
れか早い時期までに行うこ
ととされている（１年のう
ちに申請個数を超えて容器
を使用するときは、再び検
査申請を行い検査を受けな
ければならない）。
　検査申請個数に応じて検
査手数料（検査手数料は容
器100個当たり284円・手数
料が25,000円未満/回の場合
は25,000円が最低料金）及
び旅費相当額（交通費、日
当、宿泊費等）を前払いし
なければならない。
　１年間の使用個数が検査
申請個数に満たない場合で
も、前払いした費用の払い
戻しはされない。
　検査申請から検査証交付
までに最低でも２週間以上
を要する。
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5056 50560212 (社)日本経済団体連合会 212 中型航空機の事業運航基準の見直し
　事業運航基準を飛行機の重量・座席
数・運航目的等によって細分化し、より
運航実態に則したものすべきである。

　中型機には、あまりにも過大な事業運航基準
を要求され、実態にそぐわない。わが国航空法
令の立場は、必ずしも国際標準を完全に準拠し
ているというものではなく、国際標準を踏まえ
つつも、実情に応じた取扱をしているものと考
えられる。本件に関しても、シカゴ条約附属書
に定める国際標準を踏まえつつも、実態に即し
た基準の細分化を図ることは国際標準の趣旨に
抵触するものではない。
　平成15年５月の内閣府「各府省等における規
制改革に関する内外からの意見・要望等に係る
対応状況」では、当要望に関して検討の必要が
回答されており、民間サイドから具体的緩和要
求事項を文書にて当局に提出したものの、その
後、検討の状況や結論に関して、何ら明らかに
されていない。

航空法/航空法施行規則/
運航規程審査要領

国土交通省航空
局

　2000年の法改正によ
り、不定期航空運送事業
が無くなり、航空運送事
業に統一されたため、
5.7ｔ以上の旅客機につ
いては、大型旅客機か中
型ビジネスジェット機か
を問わず、同一の基準が
一律に適用されている。
　シカゴ条約附属書に定
める国際標準に航空機の
最大離陸重量5.7ｔで安
全基準の区分けがなされ
ている。

5056 50560213 (社)日本経済団体連合会 213
航空機の航行援助施設利用料の見直
し【新規】

　15ｔ以上100t未満の重量カテゴリーを
細分化し、きめ細かい料金設定をすべき
である。

　30ｔクラスの中型航空機への負担が大き過ぎ
る。
　座席数の少ないビジネスジェット機の航行援
助施設利用料の利用者負担を軽減し、需要の拡
大を図る必要がある。
　シカゴ条約やＩＣＡＯの理事会声明などの徴
収原則には、重量カテゴリーまでの取り決めは
なく、各国できめ細かな料金設定は可能であ
る。
　米国等に於いては、航行援助施設利用料は一
切徴収していない。

航行援助施設利用料に関
する告示

国土交通省航空
局

　国際運航の航行援助施
設利用料は、15ｔ未満
120円／回、15～100ｔ未
満180,000円／回となっ
ており、最大離陸重量15
ｔ以上～100ｔ未満が一
律基準となっている。
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5056 50560214 (社)日本経済団体連合会 214
ハイサルファーＣ重油に係る関税の早
期撤廃

　平成18年度以降のハイサルファーＣ重
油関税のあり方について、平成17年度ま
での間に、Ｃ重油の需要家の過大な負担
が是正されるよう見直しを検討すること
となっている。実質上の輸入障壁となっ
ている暫定税率を早急に廃止するべきで
ある。

　ハイサルファーＣ重油に対して高率の関税が
課されていることにより、ハイサルファーＣ重
油の輸入が非常に困難になっており、結果とし
て国内供給源に依存せざるを得ない状況であ
る。そのため、ハイサルファーＣ重油の国内消
費の5割を占める国内製造業の高コスト構造改
善や燃料調達ソースの多様化の大きな障害と
なっている。国際市場価格での燃料資材調達を
可能とし、海外事業者と対等の立場で公平な国
際競争を行なえるよう、早急に高率の暫定税率
を廃止する必要がある。

関税暫定措置法第２条第
１項（平成18年３月31日
まで）　別表第１：暫定
関税率表　（2710．19
一､（三）B（２）(ii)

経済産業省　資
源エネルギー庁
資源・燃料部石
油精製備蓄課

　ハイサルファーＣ重油
には輸入に際して、基本
の石油税（2,040円／キ
ロリットル）に加え、関
税暫定措置法により高率
の関税（3,202円／キロ
リットル）が課されてい
る。

5056 50560215 (社)日本経済団体連合会 215
ハイサルファーＣ重油に係る備蓄義務
の免除・軽減

　自家消費を目的とする需要家に対する
備蓄義務を免除・緩和し、事業者の負担
軽減を図るべきである。

　備蓄のコストが製造業の国際競争力の低下を
招いている。なお、平成８年１月に、石油公団
内に空タンク情報の提供を行う「石油タンク情
報センター」が設置され、また、備蓄石油購入
資金に対する低利融資が実施されているほか、
既存の備蓄会社のキャパシティを活用して、小
規模の備蓄義務者が容易に義務を履行できるス
キームが公団内で既に実施されており、備蓄義
務者の負担軽減のための対策が図られている。
しかし、これらを利用しても結局のところメー
カーがそのコスト分を負担せざるを得ない。

石油の備蓄の確保等に関
する法律第５条、第６
条、第７条、第10条

経済産業省　資
源エネルギー庁
石油精製備蓄課

　ハイサルファーＣ重油
を輸入する際には、自家
消費を目的とする需要家
にも70日分の備蓄義務が
課されている。
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5056 50560216 (社)日本経済団体連合会 216
発電用水力設備における安全管理審
査の見直し【新規】

　発電用水力設備の設置・変更の工事の
うち、電気事業法に基づき工事の工程中
に行なわれている安全管理審査を廃止
し、工事完了時に行う安全管理審査に一
本化すべきである。

　ダム、貯水池及び調整池に関しては、河川法
に基づき、工事の工程中に検査を受検してお
り、電気事業法における所要の機能を満足して
いることを確認している。具体的には、電気事
業法の法定使用前自主検査のうち、基礎地盤、
ダム及び洪水吐、洪水吐ゲートその他放流設
備、貯水池又は調整池、湛水計画などの検査
が、河川法の基礎地盤検査あるいは完成検査と
重複している。これらを工事完了時に行う安全
管理審査に一本化することで大幅な負担削減が
可能になる。

電気事業法第50条の２
電気事業法施行規則第73
条の２の２～４
電気事業法施行規則第73
条の４の解釈について
（12資公電技第15号）

経済産業省　原
子力安全・保安
院　電力安全課

　発電用水力設備の設
置・変更の工事において
は、電気事業法に基づく
法定自主検査（岩盤検
査、湛水検査、一部使用
検査、工事完了時検査）
を実施し、これに関する
安全管理審査を受審して
いるが、これらのうち、
ダム、貯水池及び調整池
に関するものについて
は、河川法に基づく検査
（基礎地盤検査、一部使
用検査、完成検査）も受
検している。

5056 50560217 (社)日本経済団体連合会 217
休止中の火力発電所における主任技
術者不選任の容認【新規】

　休止期間中の火力発電所の電気主任技
術者及びボイラー・タービン主任技術者
について、選任を不要とすべきである。

　休止期間中の火力発電所は、①燃料装置内の
残処理を確実に行なう等の対策処置を実施して
おり、休止期間中は稼動することがないため、
電力の供給支障など運用に関する保安上の問題
を起こすことは考えられず、②維持に関して
は、運転再開に向けた工事を実施する際には主
任技術者を選任し、設備診断及び対策工事を行
なうこと、などから、休止期間中の火力発電所
における主任技術者については、不選任として
も保安上の問題はない。

電気事業法第43条
電気事業法施行規則第52
条
電気事業関係通達「主任
技術者制度の運用につい
て（内規）」第3項

経済産業省　原
子力安全・保安
院　電力安全課

　発電所が休止中であっ
ても、保安上支障がない
ように電気工作物を維持
するため、主任技術者を
選任しなければならな
い。　火力発電所の場
合、電気主任技術者とボ
イラー・タービン主任技
術者について、それぞれ
要求されている技術分野
が異なること等の理由か
ら別々に選任することと
されている。
電気主任技術者について
は一定の範囲内で離れた
事業所間の兼務が認めら
れているが、ボイラー・
タービン主任技術者につ
いては既に選任されてい
る事業所と兼務する事業
所が同一または隣接の構
内である場合に限って兼
務が認められている。
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5056 50560218 (社)日本経済団体連合会 218
放射性同位元素を取り扱う現場での内
部被ばくに関わる規制の明確化【新規】

　放射性物質の有意な摂取については、
測定器の感度を上げることによりごく微
量であっても検出することが可能である
ため、医師による速やかな診察及び処置
が必要となる合理的なレベルの在り方に
ついて検討の上、速やかに明示すべきで
ある。

　現在の電離放射線障害防止規則の規定によれ
ば、ごくわずかな内部摂取であっても、医師に
よる速やかな診察及び処置が必要となるため、
人体への影響が考えられないレベルであるにも
関わらず、当該作業者に精神的・肉体的負担が
かかっている。合理的な被ばく量の下限レベル
を、外部被ばくの場合と同様、設定する必要が
ある。

労働安全衛生法第66条
労働安全衛生法施行令第
22条、別表第２
電離放射線障害防止規則
第44条

厚生労働省　労
働基準局　労働

衛生課

　事業者は、放射性物質
を誤まって吸入摂取し、
または経口摂取した労働
者に対して速やかに医師
の診察または処置を受け
させる義務を負っている
が、放射性物質の取り込
み量につき、医師の診察
を受けるべき下限レベル
が設定されていないた
め、人体への影響が考え
られないごく微量のレベ
ルであっても速やかに医
師の診察を受けることと
解釈されている。

5056 50560219 (社)日本経済団体連合会 219
ナトリウム・硫黄電池の貯蔵に関する特
例の適用【新規】

　危険物保安技術協会で安全性に関する
性能が確認（型式認定）されているモ
ジュール電池の保管について、設置の場
合に認められたのと同様の特例を適用す
べきである。

　「ナトリウム・硫黄電池を設置する危険物一
般取扱所」については、危険物施設の技術上の
基準等に特例が適用されており、保有空地や消
火設備、建築物の構造などについて緩和された
設備基準が適用されている。ナトリウム・硫黄
電池を設置する危険物一般取扱所より危険度が
低いと考えられる、ナトリウム・硫黄電池を保
管する「危険物屋内貯蔵所」についても、一般
取扱所と同様の特例を適用し、設備基準を緩和
することが望ましい。

消防法第10条
危険物の規制に関する政
令第10条、第24条、第25
条、第26条
消防庁通知（ナトリウ
ム・硫黄電池関連）「ナ
トリウム・硫黄電池を設
置する危険物施設の技術
上の基準等について」
（消防危第53号 平成11
年６月２日）

総務省　消防庁
危険物保安室

　ナトリウム・硫黄電池
の組み立て検査完了品
（モジュール電池）の保
管場所については、保管
するモジュール電池に内
蔵される危険物（ナトリ
ウム及び硫黄）の量に応
じ、「危険物屋内貯蔵
所」として、保有空き地
の確保、消火設備の配置
等を行なうこととされて
いる。
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5056 50560220 (社)日本経済団体連合会 220
随時巡回式発電所における委託電気
主任技術者による点検回数の見直し
【新規】

　電気設備の技術基準の解釈第51条第１
項に規定される発電所（以下、随時巡回
式発電所）として認められている発電所
では、電気主任技術者を選任しない事業
所における委託電気主任技術者による点
検は随時とし、点検回数は電気主任技術
者が保安上必要とする回数とするべきで
ある。

　随時巡回式発電所は、技術員の監視がなくと
も異常が生じた場合に安全かつ確実に停止する
保護装置の設置が義務付けられていることによ
り（電気設備に関する技術基準を定める省令第
46条及び「電気設備の技術基準の解釈につい
て」第51条）、電気主任技術者が担保すべき保
安を確保している。また、委託電気主任技術者
の点検項目は、原動機の潤滑油の圧力・温度、
燃料使用量、燃料ガス圧、及び、発電機の回転
数、電圧、電流、軸受け固定子の温度等（関東
電気保安協会の例）となっており、これらの項
目に着目して発電設備の運転状況を確認してい
る。当該発電所が随時巡回式発電所である場合
は、これらの項目に異常が生じたとき、前述の
保護装置により安全かつ確実に停止するので、
点検を随時としても保安の確保が出来る。保護
装置自体の保全についても、使用者が行なう日
常点検、製造者が定めるメニューに基づいて製
造者及びメンテナンス会社が行なう定期点検の
対象となっている。

電気事業法施行規則第53
条第２項第５号
電気設備に関する技術基
準を定める省令　第46条
経済産業省告示第249号
電気設備技術基準の解釈
第51条

経済産業省　原
子力安全・保安
院　電力安全課

委託電気主任技術者によ
る発電所（小出力発電設
備を除く）の点検回数
は、次のように定められ
ている。
内燃力発電所・ガスター
ビン発電所・水力発電
所：毎月２回以上。
燃料電池発電所・風力発
電所：毎月１回以上。
太陽電池発電所　100キ
ロワット以上：隔月１回
以上、100キロワット未
満：毎年２回以上。

5056 50560221 (社)日本経済団体連合会 221
放射線業務に係る労働時間延長制限
の撤廃

　放射線業務にかかる労働時間の延長が2
時間までという制限を撤廃するべきであ
る。
　具体的には、
①労働基準法施行規則第18条から、該当
条文である「ラヂウム放射線、エックス
線その他の有害放射線に曝される業務」
を外すべきである。
②労働基準法施行規則第18条に但書とし
て、「個人の暴露量を把握し、関連法令
で定める限度を超えないことが明らかな
場合にはこの限りではない。」旨、追記
するべきである。

　昨年度の要望では、国際標準との相違理由、
特に放射線業務に対して一律に制限を設けるこ
とについて科学的合理性のある回答を求めたと
ころであるが、「そもそも放射線は微量であっ
ても有害性を持つものであり、労働者が放射線
を受けることを出来るだけ少なくしなければな
らない」（「『全国規模での規制改革要望』に
対する各省庁からの再回答について」（平成16
年1月29日内閣府））という回答がなされてい
る。これは、要望に対する直接的な回答ではな
く、放射線業務を労働基準法施行規則第18条に
定める他の業務と一律に健康上特に有害な業務
として労働時間の延長を制限する合理的な理由
はない。そもそも、同規則第18条は労働者の健
康安全を維持するために有害な業務を行なう場
合の労働時間の延長を制限するものであるが、
放射線業務の場合、労働時間が長いからといっ
て、放射線量が健康に影響を与える程度が大き
くなるわけではない。放射線については、法令
により、個人の線量限度が定められており、計
測技術の進化により、個人の管理区域入域毎の
線量がきめ細かく把握でき、作業場所の線量測
定とあいまって、個人の線量が法令の限度を超
えないよう、適正な管理が可能であり、実施さ
れている。その結果、現状において、放射線業
務従事者の線量は、法令の線量限度と比較し
て、十分低い水準に管理されている。原子力発
電所における労働実績を充分に踏まえ、関係省
庁間で調整を図り、見直すべきである。

労働基準法第36条
労働基準法施行規則第18
条

厚生労働省　労
働基準局

　原子力発電所では放射
線業務従事者の管理区域
入域時間が規制されてい
ることから、放射線をほ
とんど受けない場合で
あっても作業時間の制約
を受けており、これに起
因して定期検査時におけ
る作業効率の低下、ある
いは急を要するトラブル
時の対応が制限されてい
る状況にある。このこと
は他の放射線施設及び原
子力施設でも同様であ
る。
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5056 50560222 (社)日本経済団体連合会 222
使用済み燃料輸送容器等の事業所外
運搬時の原子力災害対策特別措置法
による通報義務の適用除外

　原子力緊急事態に該当する漏えいが理
論的に発生しないA型輸送物と原子力災害
対策特別措置法施行規則第21条第２号で
原子力緊急事態から除外されている低比
放射性物質（IP-2型輸送物及びIP-3型輸
送物）の運搬についても、L型とIP-1型輸
送物と同様に、原子力災害対策特別措置
法第10条の通報対象から除外すべきであ
る。

　原子力災害対策特別措置法は、原子力災害か
ら国民の生命、身体及び財産を保護することを
目的としており、事態が進展しても原子力災害
が発生しない事象にまで通報を求めるのは法の
目的を超えるものである。
　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成16年1月29
日内閣府）において、「A型輸送物、IP-2型輸
送物、IP-3型輸送物については、漏えいが
100％ありえないとは言い切れないので除外す
ることは困難」であるという回答があったが、
要望理由は、原子力災害対策特別措置法第10条
の通報基準（漏えいのおそれがある）に該当す
る可能性を否定しているのではない。原子力災
害対策特別措置法第15条の原子力緊急事態（一
定以上の漏えいのおそれがある）に該当する可
能性がない輸送物に対してまで、通報義務を課
すことは、法の目的の範囲を超える規制である
と考えるから、上記の要望を行なっている。
　なお、A型輸送物にはA2値（原子力緊急事態
となる漏えい量）を超える放射性物質は含まれ
ていないため、万が一漏えいがあったとしても
原子力災害が発生する可能性はない。また、IP
型からの漏えいについても、もし漏えいが発生
したとしても、法令上、原子力緊急事態に該当
しない。

原子力災害対策特別措置
法第10条、第１５条
原子力災害対策特別措置
法施行令第４条、第６条
原子力災害対策特別措置
法施行規則第９条、第21
条
核燃料物質等の工場又は
事業所の外における運搬
に関する規則

経済産業省　原
子力安全・保安
院　原子力防災

課

　原子力緊急事態（原子
力災害対策特別措置法の
第15条で定義）に至る恐
れのない、低レベル放射
性廃棄物や中に使用済み
燃料が入っていない使用
済み燃料輸送容器を輸送
する場合にも、原子力災
害対策特別措置法第10条
に基づく関係機関への通
報が義務付けられてい
る。特に、事業所外運搬
の際には、周辺に影響の
ない極微量の放射性物質
の漏えいであっても、通
報をすることとなってい
る。

5056 50560223 (社)日本経済団体連合会 223
原子力災害対策特別措置法の関係隣
接都道府県の定義変更

　原子力災害対策特別措置法の第7条第2
項の「関係隣接都道府県」に関する記載
「当該原子力事業所の区域をその区域に
含む市町村に隣接する市町村を包括する
都道府県の都道府県知事」を、防災指針
で定められているEPZのような距離の概念
を入れ、実際に対策が必要な都道府県が
含まれるように「当該原子力事業所の防
災対策を重点的に実施すべき地域の範囲
を含む市町村を包括する都道府県の都道
府県知事」のような規制に変更すべきで
ある。
　なお、この場合、「関係隣接都道府
県」から「関係周辺都道府県」へと名称
を変更することが適切である。

　原子力事業所の「当該原子力事業所の防災対
策を重点的に充実すべき地域の範囲」に含まれ
る市町村を有する都道府県でも、その都道府県
が所在市町村に隣接していない場合、原子力事
業者からの原子力災害対策特別措置法第10条に
基づく通報を受ける権利がないので、住民の安
全対策上問題が多い。「『全国規模での規制改
革要望』に対する各省庁からの再回答につい
て」（平成16年1月29日内閣府）において、本
要望に対して、「防災業務計画等において対応
するのが望ましい」という回答があったが、関
係隣接都道府県でない都道府県は、原子力事業
者防災業務計画の協議対象ではないため、都道
府県が独自に地域防災計画等で対策を定めて
も、それを原子力事業者防災業務計画に効果的
に反映できる体制となっていない。また、現
在、都道府県境を有していない事業所所在市町
村が、都道府県境を有している周辺市町村と合
併することにより、隣接する都道府県が新たに
関係隣接都道府県となることは、合併の前後で
行政区分が違っただけで防災上の対応の必要性
の有無が変わる、という不合理な事態になる。
この件について、昨年度の回答では「市町村合
併に伴う通報等の必要性の有無については、防
災業務計画等において、地域の特性に応じ柔軟
に対応することが望ましい」との内容であった
が、通報は法令に基づいた措置であり、防災業
務計画等で通報しないことを定めることは出来
ず、柔軟な対応は行なえない。

原子力災害対策特別措置
法第７条第２項

経済産業省　原
子力安全・保安
院　原子力防災

課

　原子力災害対策特別措
置法上の関係隣接都道府
県は、原子力事業所から
の距離に関係なく定めら
れる。
　このため、原子力事業
所から遠く離れていても
関係隣接都道府県になる
可能性がある一方、原子
力事業所の近く（防災指
針において定められた
「当該原子力事業所の防
災対策を重点的に充実す
べき地域の範囲（EPZ)」
の目安の距離内）でも、
関係隣接都道府県に入ら
ないケースがある。
　更に、合併等で市町村
の境界が変更された場
合、原子力事業所の設備
等に何ら変更がなくと
も、関係隣接都道府県が
変更になる可能性があ
る。
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5056 50560224 (社)日本経済団体連合会 224

電気事業者による新エネルギー等の利
用に関する特別措置法（RPS法）におけ
る対象エネルギー（中小水力発電）の
見直し【新規】

　RPS法の対象となる中小水力発電につい
ては、1,000キロワット以下の水路式水力
発電所に限られているが、下記について
は環境負荷も小さいことから、対象を拡
大するべきである。
①RPS法対象範囲外の発電所であっても、
新たなダム開発を伴わない次の場合に
は、その出力が対象範囲内であればRPS対
象とする。
・維持流量、未利用落差を利用した発電
設備
・増設した発電設備（例）発電所全体の
出力が5,000キロワットの水路式水力発電
所において、新たに水路を増設せずに、
既設水路から分岐して700キロワットの水
車発電機を増設した場合、増設分の700キ
ロワットをRPS対象とする。
②既設のRPS認定発電所が、設備の更新・
リプレイスによって対象範囲を超えた場
合、対象範囲以下の分についてはRPS対象
とする。
（例）1,000キロワットのRPS認定発電所
が､設備の老朽に伴う更新の結果、1,100
キロワットとなった場合、発電所出力の
うち1,000キロワットまではRPS対象とす
る。

　現状のRPS対象範囲では、環境面・コスト面
から新規に開発できる地点が少ない。そのた
め、クリーンかつ再生可能エネルギーの主力で
ある水力開発のインセンティブが働かず、水力
のプライオリティも低下することが予想され
る。

電気事業者による新エネ
ルギー等の利用に関する
特別措置法（RPS法）
電気事業者による新エネ
ルギー等の利用に関する
特別措置法施行令　第1
条

経済産業省　資
源エネルギー庁
新エネルギー等
電気利用推進室

　平成15年４月から電気
事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特
別措置法（RPS法）が施
行され、中小水力発電の
RPS対象については、
1,000キロワット以下の
水路式に限定されてい
る。

5056 50560225 (社)日本経済団体連合会 225
都市公園における22（33）キロボルト配
電用変圧器の地上設置の容認

　都市公園における22（33）キロボルト
配電用変圧器の地上設置を認めるべきで
ある。

　「『全国規模での規制改革要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成16年１月29
日内閣府）において、都市公園は、都市を緑化
して都市環境の向上を図るとともに、空地を確
保して、避難、防火等の災害の防止に資するこ
とを目的として設置される都市の貴重なオープ
ンスペースであり、①公園施設については、建
蔽率は原則として2％以内とされているところ
であり、公園施設以外の占用物件については、
必要やむを得ないものに限定、②変電所につい
ては、それ自体の危険性等を考慮して、地下に
設け、変電所頂部と地面との距離は、原則とし
て３メートル以下としない、という回答があっ
た。22（33）キロボルト配電用変圧器は、占用
面積は約４㎡と非常にコンパクトであり、かつ
電気設備の技術基準に基づいて設置されており
安全性も担保される（現に、不特定多数が往来
する場所にも設置されている）。したがって、
必ずしも、保安上、地下設置の必要性はない。
また、都市公園法施行令第12条で、公園への地
上占用が認められている派出所（30㎡以内）、
天体､気象又は土地観測用施設（10㎡以内）に
加え、占用可能となっている高架道路や高架鉄
道などの橋脚については、当該変圧器に比べる
と占用面積が大きくなることが予想されるが、
これらについては公園面積の下限規定はない。
このように22（33）キロボルト配電用変圧器の
占用面積については、他に認められている施設
と同等以下と十分コンパクトであり、一律に公
園面積の下限を設けて制限する必要がない。な
お、22（33）キロボルト配電用変圧器を都市公
園に設置するには、都市公園が５ヘクタール以
上の敷地面積を有することとされているが、占
有面積は約４㎡であり、公園施設の建蔽率２％
以下という基準を十分クリアできる占有面積で
ある。

都市公園法第７条
都市公園法施行令第12
条、第16条

国土交通省　都
市・地域整備局
公園緑地課

　都市公園法第７条で
は、「工作物その他の物
件又は施設の都市公園へ
の占用が、公衆のその利
用に著しい支障を及ぼさ
ず、かつ、必要やむをえ
ないと認められるもので
あって、政令で定める技
術的基準に適合する場合
に限っては許可を与える
ことができる」となって
おり、22（33）キロボル
ト配電用変圧器について
もこの対象となってい
る。
　但し、都市公園法施行
令第12条、第16条では、
都市公園への22（33）キ
ロボルト配電用変圧器の
占用に関する制限とし
て、①地下に設けるこ
と、②変電所頂部と地面
との距離が原則として３
メートル以下としないこ
と、が定められている。
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5056 50560226 (社)日本経済団体連合会 226
電力保安通信用非常用予備発電装置
に関する届出先の見直し【新規】

　工事計画の届出先を、電圧区分に関係
なく管轄地域の経済産業局長とするべき
である。

　平成７年の電気事業法改正前は、電力保安用
通信設備に関わる工事は、事業用電気工作物の
付帯設備として届出が義務付けられていたた
め、当該事業用電気工作物の電圧区分に合わせ
た届出先が指定されていた。　しかし､現在
は、事業用電気工作物としての届出（電気事業
法施行規則別表第２）の対象外であり、非常用
予備発電装置は、ばい煙発生施設に該当する電
気工作物にあたる場合に工事の届出が義務付け
られている（電気事業法施行規則別表第４）。
ばい煙発生施設であるために届け出をすること
が義務づけられているのであれば、その燃焼能
力等の大気汚染防止法に基づく基準が意味を持
つものであり、附帯先である電気工作物の電圧
階級の区分で届出先を変更する必要はないはず
である。

電気事業法第48条
電気事業法施行規則第65
条第１項第２号、別表第
４（一の７）
電気事業法施行令第９条
九（七）
電気関係報告規則第４条

経済産業省　原
子力安全・保安
院　電力安全課

　電力保安通信用の非常
用予備発電装置について
は、大気汚染防止法に規
定するばい煙発生施設に
該当する場合、その設
置・変更について工事計
画の届出、また、その廃
止について廃止の届出が
それぞれ必要である。設
置・変更の届出先は、電
圧30万ボルト未満の電力
系統に係る保安通信設備
の工事に関するもののみ
が設置場所を管轄する経
済産業局長であり、それ
以外は経済産業大臣と
なっている。なお、廃止
については、電圧区分に
関係なく経済産業局長と
なっている。

5056 50560227 (社)日本経済団体連合会 227
鉱業法に定める試掘鉱区の面積制限
見直し

　既に海洋における採掘鉱区において
は、鉱物を本格的に採掘する上でやむを
得ないと判断された場合、面積の拡大が
個別に認められている。鉱物の有無、品
質、鉱量等の探査を目的とする海洋試掘
鉱区の面積についても、鉱業法上の規定
を「陸上鉱区の面積は350ヘクタール、海
洋鉱区の面積は3500ヘクタールを超える
ことが出来ない」と改めて、鉱区面積制
限を緩和すべきである。

　海洋における石油開発は巨額な投資を必要と
することから、探鉱対象についても期待埋蔵量
規模の大きな広がりの大きい構造が対象となる
ため、広範囲に鉱区を設定し探鉱作業を進める
のが国際的に通常となっている。現行の鉱業法
では、試掘鉱区の面積上限が350ヘクタールと
されており、その結果として保有する試掘鉱区
数が増え、探鉱段階における鉱区税を含む鉱区
維持管理費用の負担が非常に高額になってい
る。探鉱事業そのものが出油成功確率の極めて
低い事業であり、特に海洋探鉱は巨額な探鉱投
資を必要とする上、石油の販売収入のない探鉱
段階において、高額な鉱区維持関連費用を負担
することは探鉱促進の大きな足かせとなってい
る。従来、試掘・採掘鉱区を問わず鉱区面積の
拡大を要望してきたところ、経済産業省から
は、採掘鉱区の面積に関してのみ鉱床の状況に
応じて拡大に応じるとの回答を得ているが、試
掘鉱区の面積に関してはいまだ認められていな
い。海洋における試掘段階における鉱区維持費
用の負担が非常に大きいことから、試掘鉱区の
面積の拡大を強く要望する。

鉱業法第14条（鉱区及び
その面積）

経済産業省　資
源エネルギー庁
資源・燃料部政

策課

　鉱業法の適用を受ける
鉱物資源の中で、石炭、
石油、アスファルト及び
可燃性天然ガスの鉱区面
積は、15ヘクタール以上
350ヘクタール以内､但
し、鉱物の合理的開発上
やむを得ない時はこの限
りでない、とされてい
る。
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5056 50560228 (社)日本経済団体連合会 228
ボイラータービン主任技術者のアウト
ソーシング【新規】

　ボイラータービン主任技術者につい
て、設備受託事業者等の事業用電気工作
物を設置する者以外から選任できるよう
にすべきである。

　マイクロガスタービンの市場への普及が進
み、ボイラータービン主任技術者について事業
用電気工作物を設置する事業者の従業員以外か
ら選任できるようにしてほしいというニーズが
高まっている。設備受託事業、ＥＳＣＯ事業者
（エネルギーサービス事業者）等の新しい事業
形態も生まれ、これらの事業者が需要家のガス
タービン発電設備の運転管理を行うことも含め
て包括的なエネルギーサービスを提供すること
は、エネルギーの効率供給にも資するものであ
る。電気主任技術者について既に認められてい
るのと同様に、これらの事業者と設置者との間
で保安管理業務について委託契約を締結し、ボ
イラータービン主任技術者選任を事業者にアウ
トソーシングできるようにすべきである。

電気事業法第43条
電気事業法施行規則第52
条
「主任技術者の制度の運
用について（内規）」
（平成15年９月11日原院
第１号）

経済産業省　資
源エネルギー庁
資源・燃料部政

策課

　ボイラータービン主任
技術者は、事業用電気工
作物を設置する者が、そ
の従業員から選任しなけ
ればならない。

5056 50560229 (社)日本経済団体連合会 229
「電気事業の運営に利用するための気
象の観測」に用いる気象測器の検定有
効期間の見直し

　気象測器検定規則の第15条において、
指定する機器について「検定の有効期
間」が設定されているが、定期的な点検
により校正を実施していれば、検定の有
効期間を設けないこととすべきである。

　気象測器を検定する際には、観測の継続を確
保するため、検定期間中に代替の機器を設置す
るか、新規観測機器に更新するといった対応を
実施しており、検定に要する手間・コストを余
計に費やしているのが実態である。
　気象業務法においては、直近の法改正によ
り、原則として検定の有効期間を設けないこと
になったが、国土交通省令で定める気象測器に
ついては、未だ検定の有効期限が設定されてい
る。　省令で検定の有効期限が設定されている
気象測器についても、観測機器の性能が向上し
たことにより、事業者が実施する点検で校正す
ることによって、事業者が要求する観測精度を
十分担保できることから、検定の有効期限を設
ける必要はない。

気象業務法第６条第２
項、第９条、第31条
気象測器検定規則第15条

気象庁　観測部
観測課

　電気事業の運営に利用
するための気象の観測装
置は、気象業務法におい
て設置の届出が必要であ
り、省令で指定する機器
については、定められた
頻度（５年に１回程度）
の検定が義務付けられて
いる。
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5056 50560230 (社)日本経済団体連合会 230
炉頂圧ガスタービンの定期自主検査の
周期延長

　定期自主検査時期の延長承認におい
て、１回の検査で認められる延長期間の
限度を、炉頂圧ガスタービンについて
は、運転が開始された日または前回の検
査後4年とし、他の自主検査制度との整合
化を図るべきである。

　わが国産業の国際競争力強化の観点から、石
油精製装置に関する規制緩和が進み、高圧ガス
設備の連続運転期間は2年から4年に（高圧ガス
保安法）、ボイラー一圧容器の連続運転期間も
2年から4年に延長された（労働安全衛生法）。
しかし、電気事業法において、炉頂圧ガスター
ビンの定期自主検査の周期の見直しが進んでい
ないため、2年または3年で装置全体を停止せざ
るを得ず、規制緩和の成果を活用できない状態
となっている。

電気事業法施行規則　第
94条、第94条の2 第1項
2号・3号、第94条の3
火力設備における電気事
業法施行規則第94条の2
第2項第1号に規定する定
期自主検査の時期変更承
認に係る標準的な審査基
準例及び申請方法等につ
いて（平成15年3月31日
平成15・02・19原院第6
号）

経済産業省　原
子力安全・保安
院　電力安全課

　炉頂圧ガスタービンの
定期自主検査の周期は、
出力1,000キロワット以
上10,000キロワット未満
のものについては3年、
出力10,000キロワット以
上のものについては2年
とされている。

5056 50560231 (社)日本経済団体連合会 231
製油所装置内における特別高圧電気
設備の設置　【新規】

　石油精製事業所の装置内において、可
燃性ガス等に着火する惧れがないように
措置された電気設備は、特別高圧であっ
ても設置、使用できるよう措置すべきで
ある。

　新しいプロセス技術の登場、設備の大型化に
伴い、特別高圧設備が必要となる。この条項で
特別高圧の電気設備の設置を禁止する理由は、
「特別高圧設備では充電状態で放電することが
多い」としているが、現在は絶縁材料ならびに
絶縁技術の改善により、たとえ特別高圧といえ
ども適切な措置を行えばその心配はない。参考
までに、防爆電気設備に関する国際規格である
ＩＥＣ60079シリーズにおいては、電圧による
制限はない。

電気事業法第39条、第56
条
電気設備に関する技術基
準を定める省令（平成９
年３月27日 通商産業省
令第52号）第68条、第69
条、第72条

経済産業省原子
力安全・保安院
電力安全課

　「電気設備に関する技
術基準を定める省令」第
72条により、特別高圧の
電気設備は、省令第68条
及び第69条の規定する場
所には、設置してはなら
ないとされている。ただ
し、同条但し書きで、可
燃性ガス等に着火する惧
れがないような措置が講
じられた静電塗装装置及
びこれに電気を供給する
電気設備を設置するとき
は、この限りではないと
定められているにも関わ
らず、石油精製事業所の
装置内で特別高圧の電気
設備が使用できない状況
にある。
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5056 50560232 (社)日本経済団体連合会 232
優良事業者認定制度の導入による「研
修」査証発給の簡素化・迅速化【新規】

　在外公館等における「研修」査証申請
において、優良事業者（例えば、過去数
年間に渡り、不許可となったことがない
企業又は、東京証券取引所上場企業若し
くはこれと同等の規模を有し、過去にお
いて査証関連事故が発生した事例がない
企業等）を認定する制度を設け、当該企
業において「研修」を行うことを目的と
して在留資格認定証明書を取得し、当該
事業者の現地法人（合弁会社を含む）社
員が、「研修」査証を申請する場合に
は、特別に簡素かつ迅速な発給手続きを
行うこととすべきである。

　企業の国際競争力を高めるため、進出国への
技術、知識、ノウハウの移転は必要不可欠であ
り、企業によっては、例えば東南アジア諸国に
設置した現地法人を対世界市場、地域市場向け
の生産拠点として位置付け、年に複数回、新製
品等の生産を開始することも少なくない。その
際に、当該現地法人の外国籍技術者を日本に招
聘し、これら新製品の生産に必要な技能を習得
させるべく研修を実施するケースが増えてい
る。また、一人の技術者が複数製品を担当した
り、更なる高度技術を習得するため年に複数回
研修を受ける必要がある場合がある。さらに実
施のタイミングは、顧客ニーズや販売動向など
市場環境に合わせて臨機応変に決定される。そ
のため、研修予定が決定した段階で在留資格認
定証明書を取得し、「研修」査証を申請するこ
とになるが、昨年の当会要望に基き導入された
在留資格認定証明書の発給手続きの簡素化・迅
速化措置を活用したとしても、査証発給手続き
が遅延すれば、円滑な事業活動のための高度人
材の移動が実現できない。従って、在留資格認
定証明書と同趣旨の簡素化・迅速化措置を講じ
るべきである。

外務省設置法第４条13 外務省

　現地法人の外国籍社員
を日本に招聘して実施す
る企業単独型の研修を行
うため、「研修」査証申
請をする場合、査証取得
までに長期間を要した
り、ＡＳＥＡＮ諸国の在
外公館によっては、「研
修」査証の再申請につい
ては、帰国後１年以上経
過しないと申請できない
と指導され、申請が受理
されないといった不透明
な運用がなされることが
ある。

5056 50560233 (社)日本経済団体連合会 233
優良事業者認定制度の導入による中
国人等の「短期滞在」査証発給の迅速
化【新規】

　在中国日本大使館等における短期商用
目的での「短期滞在」査証申請におい
て、優良事業者（例えば、過去数年間に
渡り、不許可となったことがない企業又
は、東京証券取引所上場企業若しくはこ
れと同等の規模を有し、過去に査証関連
事故が発生した事例がない企業等）を認
定する制度を設け、当該事業者が「身元
保証書」等を発出し、当該事業者の在外
中国現地法人（合弁会社を含む）等に所
属する中国籍社員等が、商用目的で「短
期滞在」査証を申請する場合には、迅速
な発給手続きを行うこととすべきであ
る。
　例えば、査証申請から発給までに要す
る日数を２～３日程度に短縮し、渡航予
定日までに５日のワーキングデーが確保
されていない場合も申請を受け付けるも
のとする。また、ＡＳＥＡＮ諸国におい
ても同様の趣旨の制度を設け、優良事業
者に対しては迅速な発給手続を行うこと
とすべきである。

　わが国企業の現地法人に所属する中国籍社員
が、短期商用目的で「短期滞在」査証を申請す
る際、申請日の翌日から渡航予定日までにワー
キングデー（土日、休館日を除く）が5日間確
保されない場合は申請が受理されず、また、Ａ
ＳＥＡＮ諸国にあるわが国の在外公館によって
は「短期滞在」査証発給までに10日間程度を要
することから、日々変化する事業環境に基く急
な出張ニーズなどに対応できず、円滑な事業活
動のための高度人材の移動が実現できない。
　なお、法務省の在留資格認定証明書の発給手
続きに関しては、昨年度の当会要望に基き、優
良事業者に対する迅速化措置が講じられてい
る。

外務省設置法第４条13 外務省

　中国にあるわが国在外
公館において、中国籍社
員が、短期商用目的で
「短期滞在」査証を申請
する場合、申請日の翌日
から渡航予定日までに
ワーキングデー（土日、
休館日を除く）が5日間
確保されない場合は、申
請が受理されない。ま
た、ＡＳＥＡＮ諸国にあ
る在外公館でも、「短期
滞在」査証の発給までに
10日間程度を要する場合
がある。
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5056 50560234 (社)日本経済団体連合会 234
優良事業者認定制度の導入による中
国人の「短期滞在」査証発給の手続簡
素化【新規】

　在上海、広州、瀋陽総領事館等におけ
る短期商用目的での「短期滞在」査証申
請において、北京の日本大使館と同様に
戸口簿の添付を不要とすべきである。あ
るいは、優良事業者（例えば、過去数年
間に渡り不許可となったことがない企業
又は、東京証券取引所上場企業若しくは
これと同等の規模を有し、過去において
査証関連事故が発生した事例がない企
業）を認定する制度を設け、当該事業者
が「身元保証書」等を発出し、当該事業
者の在中国現地法人（合弁会社を含む）
に所属する中国籍社員が、商用目的で
「短期滞在」査証を申請する場合には、
特別に発給手続きの簡素化を行うことと
すべきである。
　具体的には、戸口簿における職業欄と
現在の職業が異なる場合であっても、当
該事業者が発出する身元保証書と、当該
事業者の在中国現地法人（合弁会社を含
む）が発出する在職証明書等をもって、
本人の職業を証明するものとし、申請を
受け付け審査することとすべきである。

　中国籍社員が、在上海、広州、瀋陽総領事館
において短期商用目的で「短期滞在」査証を申
請する場合、提出を求められている戸口簿に
は、職業を記載する欄（服務処所）がある。中
国においては、転職などによる職業変更の届け
は、とりわけ本籍地と勤務地が異なる場合、そ
の煩雑さから行われないことも少なくない。ま
た、旧国有企業に勤務している場合は、社名の
ほか役職、党籍、資格なども併せて記載される
が、旧国有企業から日系を含む外資系企業に転
職した際、社名のみの記載となるため、中国籍
社員が党籍などを戸口簿に残したい場合には、
積極的に変更届けが行われていない。そのた
め、戸口簿上の職業欄と現在の職業が異なるこ
とがあり、たとえ身元保証書や在職証明書等で
現在の職業を証明することができても拒否処分
されてしまい、渡航を断念せざるを得ないケー
スがあり、円滑な事業活動のための高度人材の
移動が実現できない。

外務省設置法第４条13 外務省

　中国にある在外公館
（在上海、広州、瀋陽総
領事館等）において、中
国籍社員が、短期商用目
的で「短期滞在」査証を
申請する場合、戸口簿
（戸籍簿）写しを添付書
類として提出することが
求められており、その職
業欄まで細部に渡る審査
が行われ、申請が不許可
になることがある。な
お、北京の日本大使館領
事部において、同様の申
請をする際には、戸口簿
写しの添付は求められて
いない。

5056 50560235 (社)日本経済団体連合会 235
外国企業との契約に基づく専門的･技
術的分野の外国人の受入に係る在留
資格の整備【新規】

　当該外国人を円滑に受入れられるよ
う、在留資格を整備すべきである。
　例えば、わが国企業と外国企業間の契
約をもって、あるいは、わが国企業と当
該外国人とが何らかの覚書を交わすこと
により、在留資格「技術」「人文知識･国
際業務」における「本邦の公私の機関と
の契約に基づく」との要件を満たすとす
ること等を含め、検討する必要がある。

　近年、わが国企業の更なる国際競争力強化に
向けて、共同研究･開発、マーケティングやコ
ンサルティングのアウトソーシング化等、国境
を越えた様々な協力や事業再編等が増えている
中、上記外国人を受入れるための在留資格の整
備が不可欠である。しかしながら、現状では、
外国企業がわが国に本店、支店、その他の事業
所を有しないことから、在留資格「企業内転
勤」は使えず、また、わが国企業と当該外国人
の間には契約が存しないことから、在留資格
「技術」「人文知識･国際業務」の要件も満た
さない。
さらに、在留資格「短期滞在」では、在留期間
が90日以内とされていることから長期に渡り滞
在することはできず、在留資格「研修」では、
実務研修を伴う場合座学を行うことが求められ
る。

出入国管理及び難民認定
法
出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の
基準を定める省令

法務省入国管理
局

　わが国企業と、わが国
に本店、支店、その他の
事業所がない外国企業と
が一定の契約を締結した
際、同契約を履行するに
あたり、同契約に基づき
外国企業の専門的・技術
的分野の外国人を一定期
間、わが国に受入れる必
要性が高まっている（例
えば、わが国企業と、わ
が国に本店、支店、その
他の事業所がない外国企
業とが、共同研究･開発
契約を締結し、先端技術
に関する共同研究･開発
を行うにあたり、外国企
業の技術者に数年間、わ
が国企業の本社研究部門
において、わが国企業の
研究者と共同研究を進め
させる等。
その際、当該外国人の給
与は外国企業より支給さ
れ、その指揮下におかれ
る）。しかしながら、出
入国管理難民認定法・同
第七条第一項第二号の基
準を定める省令において
は、上記に対応する在留
資格が規定されていな
い。
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5056 50560236 (社)日本経済団体連合会 236
外国人のわが国看護師資格試験の受
験資格要件の緩和【新規】

　外国で看護業務に関する学校・養成所
を卒業した者または外国で看護師資格に
相当する資格を得た者であり、かつ外国
での教育内容が日本における教育内容と
の同等性が認められる場合には、ＥＰＡ/
ＦＴＡ交渉において合意した場合に限ら
ず、既に日本での就労資格を有していな
くとも、わが国看護師試験の受験を認め
るべきである。

　看護は、少子化・高齢化が進む中、将来的に
労働力不足が深刻化すると予想される分野であ
り、わが国の看護水準の維持・充実の観点か
ら、諸外国から優秀な人材を受け入れることが
重要である。現行制度においては、看護師でな
いものは、看護師業務に従事することが認めら
れていないことから、同分野における外国人人
材の受け入れ拡充のためには、看護師資格の取
得に係る各種規制の緩和は不可欠である。現
在、わが国とのＥＰＡの交渉が行われている
フィリピン等から、同分野における労働市場の
開放が強く要望されており、交渉相手国との互
恵的なＥＰＡ締結の観点から、ＥＰＡ/ＦＴＡ
交渉において合意した場合、同合意に基づき、
看護師の取得条件を緩和することは必要であ
る。加えて、広く高度人材をわが国に受け入れ
るとの観点から、ＥＰＡ締結国に限らず、受験
資格要件を緩和することが重要である。

保健師助産師看護師法第
21条４項等

厚生労働省医政
局看護課

　日本の看護師国家試験
を受験する場合、外国で
看護業務に関する学校・
養成所を卒業した者また
は外国で看護師資格に相
当する資格を得た者につ
いては、日本の看護大
学・養成所を卒業してい
なくとも、外国での教育
内容が日本における教育
内容との同等性が認めら
れる場合には、厚生労働
大臣の承認を前提とし
て、受験資格が認められ
ている。しかし、その承
認条件として、厚生労働
省の規則により、既に日
本での就労資格を有して
いる（永住資格所有者
等）ことが条件とされ、
非常に限定的となってい
る。

5056 50560237 (社)日本経済団体連合会 237
看護分野での外国人労働者の就労制
限の緩和【新規】

　わが国看護師試験に合格した外国人が
「医療」分野での在留資格で看護師とし
て活動する場合、ＥＰＡ/ＦＴＡ交渉にお
いて合意した場合に限らず、４年間の研
修目的としての業務のみ認めるという制
限を撤廃すべきである。

　看護は、少子化・高齢化が進む中、将来的に
労働力不足が深刻化すると予想される分野であ
り、わが国の看護水準の維持・充実の観点か
ら、日本人と外国人の就労機会における公平性
を図りつつ、諸外国から優秀な人材を受け入れ
ることが重要である。現在、わが国とのＥＰＡ
の交渉が行われているフィリピン等から、同分
野における労働市場の開放が強く要望されてお
り、交渉相手国との互恵的なＥＰＡ締結の観点
から、ＥＰＡ/ＦＴＡ交渉において合意した場
合、同合意に基づき一定の手続きを経て在留資
格を取得した外国人看護師の就労制限を廃止す
ることは必要である。加えて、それに限定する
ことなく、広く高度人材をわが国に受け入れる
との観点からも、「医療」分野で在留資格を取
得する外国人看護師についても、就労制限を廃
止することが重要である。

出入国管理及び難民認定
法第７条１項第２号の基
準を定める省令（平成12
年５月24日法務省令第16
号）

法務省出入国管
理局

　わが国の看護師国家試
験に合格した外国人が看
護師として「医療」分野
での在留資格で活動する
場合は、４年間のみの研
修目的としての業務に制
限されている。
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5056 50560238 (社)日本経済団体連合会 238
外国人の介護分野での在留資格の整
備【新規】

　介護福祉士の資格取得者や外国におけ
る隣接職種の資格者で一定の日本語能力
を有する者等については、例えば「技
術」や「技能」の在留資格として、わが
国における介護分野での就労を認めるべ
きである。

　介護は、少子化・高齢化が進む中、将来的に
労働力不足が深刻化すると予想される分野であ
り、わが国の介護サービスの維持・充実の観点
から、諸外国から優秀な人材を受け入れること
が重要である。とりわけ、わが国の介護福祉士
資格等を取得する等、高度な専門性が認められ
る外国人については、日本人と外国人の就労機
会における公平性を図る観点からも、例えば
「技術」や「技能」の在留資格として、わが国
における介護分野での就労を認めるべきであ
る。

出入国管理及び難民認定
法第７条１項第２号の基
準を定める省令（平成12
年５月24日法務省令第16
号）

法務省出入国管
理局

　介護分野での外国人の
就労については、現行の
入管制度には該当する在
留資格がないため、介護
を目的としての入国・就
労は認められていない。

5056 50560239 (社)日本経済団体連合会 239
ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機関か
らのＮＴＴグループ各社の除外

　ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ持株会
社、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴ
Ｔコミュニケーションズ）、特に完全な
民間企業となっているＮＴＴコミュニ
ケーションズ社を、政府調達に関する協
定の適用対象機関から除外すべく必要な
働きかけを行うべきである。

　ＮＴＴグループ各社は、通信業界におけるグ
ローバルな競争が急速に進展している中での事
業展開を余儀なくされており、また経営努力に
より一層の合理化、コストダウンを求められて
いる。こうしたなか、ＮＴＴグループ各社は、
政府調達協定の対象機関として、煩雑な手続き
を行うことにより、購入に至るまで2.4～5.5カ
月という長期間を要したり、海外製品の調達額
の集計を求められる等、多大な負担を強いられ
ている。こうした手続きは、機動的なビジネス
を阻害し、諸外国の企業に比べて非常に不利な
状態となっている。
　対象機関から除外されれば、ビジネスのニー
ズに合わせて迅速で柔軟な調達ができるように
なる。

政府調達に関する協定
(1996年)付属書Ⅰ付表３

総務省事業政策
課

　ＮＴＴグループ各社
は、民営化され市場の監
視を受けているにもかか
わらず、「ＷＴＯ政府調
達に関する協定」におい
て、中央政府、地方政府
及び他の特殊法人と並ん
で同協定の適用対象機関
として定められ、協定で
定める手続きに従って調
達手法を進めることが義
務付けられている。
　また、わが国は、自主
的措置として、政府調達
における供給者の利便性
向上等の観点から、「物
品に係わる政府調達手続
き」等を定めており、協
定対象機関には、より詳
細な調達手続きが求めら
れている。
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5056 50560240 (社)日本経済団体連合会 240
輸出規制品目の項番の欧米コードとの
対照化および国際標準化

　輸出規制品目に係る現行体系の一覧性
を確保するとともに、欧米コードとの対
比表を策定することによって対照化さ
せ、事務負担の軽減を図るべきである。
さらに中長期的には欧米先進国と同様の
国際基準のコード（例えばＥＣＣＮな
ど）への統一化を検討する必要がある。

　例えば海外子会社に輸出管理の指導をする
際、国際水準である欧米コードで指導を行うた
め常に日本と欧米コードの対照が求められる
が、遺漏防止のために厳密に対比を行う必要が
あり、非常に手間を要する。コードの対照化に
より、該当する規制品目の判定が的確に行える
上､事務効率が向上する。昨年度も同趣旨の要
望を提出したところ、回答では欧米のコードへ
の統一を望むのは一部の企業であるとされてい
る。しかし欧米コードへの対照化をするだけな
らば、体系の抜本的な変更とはならず、現行体
系を基にシステムを構築している企業の負担を
増やすことにはならない。なお、国際的ハーモ
ナイゼーションが主流となっている現状におい
て、輸出を営む企業のほとんどは中長期的な視
点から項番が国際基準で体系化されることを望
んでいる。我が国体系の欧米コードへの統一化
に向け、早期に検討を開始すべきである。

輸出貿易管理令別表第１
外国為替令別表

経済産業省安全
保障貿易管理課

　日本における安全保障
輸出管理に係わる輸出令
別表第１と外為令別表の
項番は、欧米先進国の
コード（例えばＥＣＣ
Ｎ）と全く異なる独自の
項番として採用されてい
る。しかも省令、通達な
どを併せ読まなければ解
釈できない複雑なシステ
ムになっている。

5056 50560241 (社)日本経済団体連合会 241

中華人民共和国の国際輸出管理レ
ジーム加盟に伴う第１種一般包括輸出
許可及び第１種一般包括役務取引許
可の適用範囲の拡大【新規】

　輸出貿易管理令別表第１及び外国為替
令別表の２の項に該当する貨物・技術、
すなわち、中華人民共和国が加盟した原
子力供給国グループ（ＮＳＧ）の規制対
象となっている原子力関連機材・技術を
同国へ輸出・提供する際に、第1種一般包
括輸出許可及び第１種一般包括役務取引
許可が適用できるよう、「一般包括輸出
許可等について」を早急に改めるべきで
ある。

　６月10日にＮＳＧに新たに加盟した中華人民
共和国は、原子力関連の輸出管理において、加
盟国である我が国や欧米諸国と同様の体制と
なった。このことは、ＮＳＧ加盟国が中華人民
共和国に対して、原子力関連製品の輸出を規制
するのではなく、核不拡散政策のパートナーと
して国際協力していくことを示している。その
ため、中国に対して、2000年のベラルーシ、
2001年のスロヴェニア、2002年のカザフスタン
のＮＳＧ加盟時同様、ＮＳＧ規制品目に対応し
ている輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令
別表の２の項について、第１種一般包括輸出許
可及び第１種一般包括役務取引許可の適用範囲
を見直すべきである。「一般包括輸出許可等に
ついて」が迅速に改正されなければ、過剰な規
制となり、輸出規制上、先に対応するであろう
欧米諸国に比べてわが国が不利な状況になるこ
とが予想される。

一般包括輸出許可等につ
いて（平成15年12月24日
８貿局第376号　輸出注
意事項８第21号）

経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部安全保障
貿易管理課

　第１種一般包括輸出許
可は特定の地域を仕向地
とする特定の貨物の輸出
について経済産業大臣が
一括して許可を行うもの
であり、第1種一般包括
役務取引許可は特定の地
域において特定の技術を
提供することを目的とす
る取引きについて経済産
業大臣が一括して許可を
行うものである。「一般
包括輸出許可等につい
て」において、輸出貿易
管理令別表第１及び外国
為替令別表の該当項目ご
とに適用できる仕向地・
提供地域が規定されてい
る。現在、仕向地・提供
地域を中華人民共和国と
する輸出・技術提供につ
いては、第１種一般包括
輸出許可及び第1種一般
包括役務取引許可におい
て適用できる該当項目が
大幅に制限されている。
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5056 50560242 (社)日本経済団体連合会 242
外国産小麦の政府売り渡し価格の引下
げ

　外国産小麦の政府売渡価格を、小麦粉
調製品・小麦二次加工製品の関税水準(約
20％)を目途に、計画的かつ継続的に、
1.2倍程度にまで引き下げるべきである。

　小麦については国家貿易が行なわれており、
わが国の小麦需要量の約9割を外国産麦が占め
ている。「規制の現状」にある通り、外国産小
麦には70－80％の関税が課せられているのと同
様の状況であり、関税率20％前後の安価な小麦
粉調製品等の輸入が増加する中で、製粉企業は
国際競争力の面で非常に不利な状況に置かれて
いる。また、消費者負担型の価格支持制度は、
消費者の視点を重視すべき農政改革に逆行して
いる。
　「麦政策の再構築に向けた中間論点整理」
（2004年８月11日）において、「現行のコスト
プール方式については、国内産麦に係る財政負
担の急増への対応と、安価な小麦粉調製品・小
麦二次加工製品の輸入増の中での製粉企業の国
際競争力の確保への対応をいかに図るかという
課題がある」とされていることを踏まえ、検討
すべきである。

主要食糧の需給および価
格の安定に関する法律第
68条
同法施行令第43条

農林水産省

　
　生産者手取りの約7割
を占める麦作経営安定資
金の財源は、いわゆるコ
ストプール方式によって
外国産小麦の売買差益で
賄われており、その結
果、製粉企業への外国産
小麦の政府売渡価格は輸
入価格の1.7－1.8倍と
なっている。

5056 50560243 (社)日本経済団体連合会 243 とうもろこしの関税割当制度の見直し
　コーンスターチ用とうもろこしの国産
いも澱粉との抱き合わせ比率を緩和する
べきである。

　同様の要望に対する６月集中受付月間の農林
水産省回答には、「でん粉原料用のばれいしょ
及びかんしょは、北海道及び南九州の畑作農業
にとって不可欠な作物であり、その再生産を確
保するため、一定の国境措置が必要である」と
あるが、ＷＴＯ国際交渉の進展等も踏まえ、今
後はわが国農業の構造改革を推進し、競争力の
ある農業経営が相当なシェアを担う農業構造を
つくっていかなければならない。よって、関税
等の国境措置は縮小・廃止する方向で見直すこ
とが必要である。
なお、これらが縮小・廃止された場合に影響を
受ける一定の農業経営に対しては、所得減を補
償する品目横断的な直接支払いなど、既存の農
業予算の組換えにより、国内措置として新たな
支援策を導入するべきである。

とうもろこし等の関税割
当制度に関する省令第６
条

農林水産省

　コーンスターチ用とう
もろこしの関税は、譲許
税率では50％または12円
／㎏であるが、関税割当
制度のもとで、国産いも
澱粉の購入を条件とし
て、コーンスターチ用と
うもろこしの関税を無税
とする措置が講じられて
いる（国産いも澱粉１の
購入に対して12のコーン
スターチ用とうもろこし
の関税割当枠）。
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5056 50560244 (社)日本経済団体連合会 244 砂糖の価格制度の更なる見直し

　現行の調整金徴収制度を見直すととも
に、国内産糖の位置づけ、国内産糖の生
産振興とその費用負担のあり方などにつ
いて検討を深め、最低生産者価格、及び
国内砂糖価格の引下げを実現すべきであ
る。

 「新たな砂糖・甘味資源政策大綱」に基づい
た種々の見直しは、市場を踏まえた適正な価格
形成という観点から、一定の評価はできる。し
かしながら、現行制度の下では、大きな内外価
格差が残るものと考えられ、さらなる見直しが
求められる。従って、価格制度を抜本的に見直
し、消費者・ユーザーに合理的な価格で安定的
に砂糖を供給するため、より適正な価格形成が
行われるようにすべきである。

糖価調整制度
砂糖の価格調整に関する
法律

農林水産省生産
局特産振興課

　砂糖の内外価格差を縮
小し、国内消費を拡大す
るため、1999年９月に策
定された「新たな砂糖・
甘味資源政策大綱」に基
づき、粗糖関税の撤廃、
及び糖価安定資金を財源
とした価格引下げなど砂
糖価格制度の見直しが進
められている。しかし、
生産農家対策等の対策コ
ストを調整金として徴収
し、結果として多大な消
費者負担により国内砂糖
価格を支持するという基
本的な枠組みは改善され
ておらず、今後、制度の
さらなる見直しを図る必
要がある。

5056 50560245 (社)日本経済団体連合会 245
農業生産法人以外の株式会社の農業
への参入

①農業経営主体としての株式会社に関す
る規制を撤廃すべきである。
②少なくとも、構造改革特別区域におい
ては、農業生産法人以外の株式会社によ
る農地の取得・保有を認めるべきであ
る。
③現在、構造改革特別区域法で認められ
たリース方式による株式会社の農業への
参入を全国に適用される一般的な制度と
するべきである。

　株式会社形態での農業経営は、農業経営基盤
強化の観点から、資金調達面や人材確保面、コ
スト面などさまざまな面で有利であるが、出資
比率、役員構成などについて制約が多く、株式
会社形態の有利性を十分発揮することが困難で
ある。新たな食料・農業・農村基本計画の策定
に向けた「中間論点整理」において、「農地の
権利移動規制については、ⅰ）農地の権利取得
時に求められる要件が厳しく、意欲ある人材の
農業への参入の阻害要因となっていることか
ら、要件を緩和すべきである、ⅱ）農業生産法
人制度についても、事業範囲等についての要件
が厳しく、事業の多角化や農業への参入の阻害
要因となっていることから、要件を緩和すべき
である、等の意見を踏まえ、農地の効率的な利
用を促進する観点から、規制の在り方の検討を
行なう必要がある」とされていることを踏ま
え、要望の早期実現を要望する。

農地法
構造改革特別区域法

農林水産省経営
局構造改善課

　農地法では、法人によ
る農地の所有は、農業生
産法人にのみ認められて
いる。株式会社形態の農
業生産法人も認められて
いるが、株式譲渡制限、
出資比率、役員構成など
に関して厳しい要件が課
されている。
　構造改革特別区域法に
より、農業生産法人以外
の株式会社によるリース
方式による農業への参入
の道が開かれたが、対象
地域が耕作放棄地や効率
的利用を図る必要がある
農地等が相当程度存在す
る地域に限定されるなど
制約が多い。
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5056 50560246 (社)日本経済団体連合会 246 国産ビール大麦の品質規格の見直し

農産物規格規程のビール大麦の品位規格
において、
①粗蛋白含量の項目を新たに導入すべき
である。
②整粒歩合を95％以上（2.5㎜縦目ふる
い）に強化すべきである。
③等級から「等外上」を削除すべきであ
る。

　国産ビール大麦の品質向上につながり、業界
の望む品質の原料を入手することが可能にな
る。

農産物検査法
農産物規格規程

農林水産省

　ビール大麦の品質に関
する国の規格と、業界と
生産者団体間の契約(※)
に定めた規格の整合性が
取れていない。具体的に
は、ビール業界と生産者
団体間の契約において定
めた品質規格を国の規格
が下回っているため、生
産者における品質改善の
取組が遅れる原因になっ
ている。また、等外上麦
は災害等やむを得ない状
況で発生した場合のみ購
入する契約となっている
が、国の検査でビール大
麦として合格しているた
め、買入れざるを得ない
状況にある。
※ビール酒造組合、全国
農業協同組合中央会、全
国農業協同組合連合会お
よび全国主食集荷協同組
合連合会は、国産ビール
大麦の品質向上を目指し
て、３年毎に、ビール大
麦の契約栽培基本条件に
関する覚書を交わしてい
る。

5056 50560247 (社)日本経済団体連合会 247
農業用ガラス温室の建設に係る適用基
準の緩和

①少なくとも農地に建てられる農業用ガ
ラス温室については、大規模のもので
あっても、建築基準法（第２条第１項、
第37条）が適用されないことを明確にす
べきである。
②仮に建築基準法が適用されるのであれ
ば、建築基準法において、一般の建物と
は別に農業用ガラス温室向けの基準を定
めるべきである。

①について
　農業用ガラス温室は屋根及び柱を有している
が、人間が常時生活する空間ではなく、しか
も、使われる部材のサイズ・重量が一般の建物
と比べ、格段に軽薄なため、万一の災害時にも
人間の生命・身体への危険性はほとんどない。
また、平屋であるため、万一倒壊しても、公道
をふさいだり、第三者へ危害を与える怖れはな
い。よって、一般の建物に対する基準を適用す
る必要はない。
②について
　仮にどうしても建築基準法の適用を免れない
場合には、一般の建物と同等の基準を一律に適
用するのではなく、農業用ガラス温室として必
要な基準を別途定めるべきである。
　現状の建築基準法がそのまま適用されること
によって、農業用温室の建設コストがかさむと
ともに、海外の優れたシステムの導入の障害と
なり、輸入野菜に対して国産農作物の競争力が
損なわれる。優れた温室のシステムが普及すれ
ば、低農薬で安定した価格の農産物の供給につ
ながる。また、天候等に左右されない安定した
農業経営が可能となり、　しかも、作業環境も
改善されるため若者の就農の増加が見込まれ
る。

建築基準法第２条第１
号、第37条

国土交通省

　農業用ガラス温室は、最
近の行政判断としては建築
物として取り扱われてい
る。しかし、適用法規であ
る建築基準法には、農業用
ガラス温室を想定した基準
が設けられておらず、一般
の建物に関する基準（建築
基準法第2条第1号、第37
条）が適用される可能性が
ある。本件につき国土交通
省からは、「建築基準法
は、国民の生命、財産等を
保護するため、安全上及び
防火上等の観点から、建築
物の用途、規模等に応じて､
建築物の敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定
めているものである。
したがって、ご要望に係る
農業用温室についても、当
該建築物の所有者の財産保
護、作業従事者の人命の安
全確保や周辺への延焼防止
の観点から、建築物として
構造や防火避難等に係る最
低基準への適合性について
確認する必要があるもので
あり、ご要望の提案の実現
は困難」との見解が示され
た。なお、最近の行政判断
では、ガラスを使用しない
農業用温室については、建
築物ではない、という取り
扱いになっている。
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要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5056 50560248 (社)日本経済団体連合会 248
農業用設備の設置に係る適用基準の
緩和【新規】

①潅水設備工事が、建設業法上の「建設
工事」に該当するか否かを明確にすべき
である。
②海外の温室システム導入の際には、日
本の建設業許可を取得した者の監督を前
提として、海外の作業員が直接施行作業
に携わることを認めるべきである。

①について
　潅水工事業者の中には「建設工事」の許可を
取得していない者もおり、法遵守を慎重に考え
る事業者は、潅水工事の発注に際して技術力を
最優先できない。
②について
　海外の優れたシステムを導入するためには、
施工まで一体的に取り扱う必要がある。現状
は、日本の作業員が施行に携わっているが、当
該システムを熟知していないため作業の効率が
悪く、危険性が高い。コストも高くなり、その
結果、消費者に安価な農産物を提供することが
出来ない。
　オランダの農業用温室は、現在、世界の最先
端の技術を備えたシステムである。この温室の
施行には専用の施行機械・工具が使われる等、
高度に専門的な作業が必要であり、施行も含め
た一体的なシステムとして完成している。よっ
て、これを導入する際には、施工も含めて専用
の体制で取り組むことができるようにすべきで
ある。

建設業法第２条１号（別
表１）

国土交通省

①農業用設備の内、潅水
設備（作物に水や肥料を
施すための設備）の設置
工事は、建設業法第2条
第1項に定める建設工事
に該当するかどうか明ら
かでない。
②海外の温室システムの
一式導入は、建屋や暖房
設備の施行等があるた
め、一般的には「建設工
事」とみなされており、
施行者は建設業許可の取
得が必要となる。よっ
て、海外の専門の作業員
による施行を行なうこと
ができない。

5056 50560249 (社)日本経済団体連合会 249
住宅着工統計公表時期の前倒し【新
規】

　集計作業の電子化や民間開放等によ
り、集計作業の一層の効率化をはかり、
住宅着工統計の公表時期を半月程度、前
倒しすべきである。

　市場動向や市場における自社の位置付けを把
握するためには、住宅着工統計のより迅速な集
計・公表が望まれる。
　規則上、各都道府県知事から国土交通大臣へ
の調査票の提出締切は翌月13日、国土交通大臣
による集計・公表締切は翌月末となっている
が、電子化の進展した現在、集計作業の民間開
放等を通じて集計期間を短縮することは可能と
考えられる。

建築動態統計調査規則第
７条、第11条

国土交通省

　住宅着工統計は、国土
交通大臣が都道府県の建
築主事等経由で調査票を
収集し、毎月分について
翌月末までに集計を行な
い、公表している。

250/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
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具体的
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
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その他
（特記事項）

5056 50560250 (社)日本経済団体連合会 250
コンビニエンスストアの多機能コピー機
を利用した住民票発行サービスの実施
【新規】

　個人情報保護のためのセキュリティ基
準の確保を前提に、自動交付機に加え
て、コンビニエンスストアの多機能コ
ピー機を利用した住民票発行サービスの
実施を認めるべきである。

　コンビニエンスストアＡ社が実施した2003年
顧客調査の結果、コンビニエンスストアで提供
するニーズが高いと考えられるサービスとし
て、回答の約35％が「住民票、戸籍謄本等の引
渡し」を挙げており、調査の中で最もニーズの
高い項目となっている。
　コンビニエンスストアに既に備え付けてある
多機能コピー機を住民票発行サービスに活用す
ることにより、地方自治体は、自動交付機設置
に比べると非常に安価なコスト負担で、住民
サービスの向上を実現することができる。

住民基本台帳法第３条、
第36条の２

総務省

　９月10日の構造改革特
別区域推進本部決定によ
り、特区における特例措
置であった「住民票の写
しの自動交付機の設置場
所拡大事業」の全国展開
が認められ、個人情報保
護のためのセキュリティ
基準を満たした上で、市
町村の自主的な判断によ
る設置が可能となった。

5056 50560251 (社)日本経済団体連合会 251
食鳥検査業務における指定検査機関
の指定基準の見直し【新規】

　市場への新鮮な鶏肉の供給を可能とす
るために、指定検査機関の指定基準を見
直し、民間企業の参入を可能とすべきで
ある。

　365日供給を要求する市場に対応するために
は、賞味期限の短い鶏肉は、週末にも食鳥処理
を実施することが望ましい。しかし、現在、食
鳥検査の週末受け入れが十分行なわれていない
ために、曜日によっては新鮮な鶏肉の供給が困
難となる場合がある。指定検査機関への民間企
業の参入が可能になれば、週末受け入れ等市場
のニーズに対応したサービスの提供が可能にな
る。

食鳥処理の事業の規制及
び食鳥検査に関する法律
第22条第２項第１号

厚生労働省

　食鳥処理業者は、食鳥
を処理する際、都道府県
知事が行なう食鳥検査を
受けなければならない。
都道府県知事は、厚生労
働大臣の指定する者（指
定検査機関）に、食鳥検
査の全部又は一部を行な
わせることができる。な
お、民法34条の規定によ
り設立された法人以外の
者は指定検査機関になる
ことができない。
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5056 50560252 (社)日本経済団体連合会 252
インターネットを利用した公図・地積測
量図の閲覧の実現【新規】

　公図、地積測量図についても、登記情
報同様、インターネットでの閲覧を実現
すべきである。

　現在、公図、地積測量図の閲覧のためには管
轄の登記所に出向かなくてはならない。イン
ターネットでの閲覧が可能になれば、大いに利
便性が高まる。

不動産登記法 法務省

　登記所に備え付けてあ
る公図、地積測量図は公
開されており、必要事項
を記入した申請書を提出
すれば、これら図面の閲
覧又は写しの交付を請求
することができる。
　現在、登記所が保管す
る登記情報については、
インターネットを通じて
請求・入手すること（有
料）が可能となってい
る。

5056 50560253 (社)日本経済団体連合会 253 旅券申請・交付受付窓口の拡大【新規】

　旅券の交付・申請に係る事務を民間開
放し受付窓口を増やす、あるいは、区役
所等最寄りの地方自治体窓口でも手続が
可能なようにすべきである。

　旅券の発給には厳格な本人確認が必要とされ
ており、申請者は申請時と受領時の計２回、窓
口に出向かなくてはならない。各都道府県にあ
る旅券の申請窓口は数が少なく、利用者利便性
が低い。（東京都4ヶ所、神奈川県８ヶ所、千
葉県11ヶ所、埼玉県６ヶ所など）

旅券法第21条の３ 外務省

　旅券の交付・申請に係
る事務は法定受託事務で
あることから、地方自治
法の定めにより業務の全
部を外部委託することは
できない。

252/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
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5056 50560254 (社)日本経済団体連合会 254
自動車運転免許証更新手続の受付時
間の拡大【新規】

　更新に係る窓口業務の民間開放も視野
に入れ、自動車運転免許証更新の受付時
間を拡大すべきである。

　地方自治体により異なるが、更新手続の受付
時間が短く、平日のみ受付を行なっている地方
自治体もある。運転免許証の保有者数は年々増
加していることを踏まえ、更新手続業務の民間
開放も含めて、利用者の利便性の向上を検討す
べきである。

例）いずれも一般運転者講習該当者の場合。
東京都⇒平日8:30－15:00、日曜日8:30-
11:00、13:00-15:00。
神奈川県⇒平日のみ　8:30-12:00、13:00-
17:00

道路交通法101条 警察庁

　免許証の有効期間の更
新を受けようとする者
は、住所地を管轄する公
安委員会に申請書を提出
しなければならない。受
付時間は都道府県によっ
て異なる。

5056 50560255 (社)日本経済団体連合会 255
防衛庁向債権の譲渡に関する事務手
続の簡素化【新規】

　防衛庁との単年度（予算）工事契約に
係る債権譲渡について、
①契約に債権譲渡禁止条項を設けない
②債権譲渡手続の簡素化を図る
③債権譲渡時の第三者対抗要件について
債権譲渡登記の利用を可能とする
方向で見直しを行なうべきである。

　支払条件が比較的短い官公庁向債権の譲渡に
ついては、譲渡手続を短期間で完了させる必要
があるが、現在のような個別案件毎の申請・承
諾方式では迅速な対応は困難であり、債権譲渡
を行なう際の障害の一つになっている。短期債
権（契約履行後の債権）については債権債務の
帰属関係が明確であり、債権の譲渡期間（債権
譲渡時点から防衛庁の支払時点まで）が比較的
短期間となることから、実施条件の緩和による
デメリットは少ないと考えられる。
　企業にとって使い勝手のより債権譲渡制度が
構築され、防衛庁向債権の流動化が進めば、結
果的に企業の支払い利息低減による装備品の調
達コスト・ライフサイクルコストの抑制、企業
体質の強化による供給能力の向上、供給の安定
化等の効果も期待される。

中央調達に係る契約相手
方が有する債権の譲渡の
承認手続要領について
(通達；2001年12月27日)

防衛庁契約本部

　防衛庁は、事前の承諾
を得ることを条件とし
て、契約相手方の企業が
防衛庁向債権を譲渡する
ことを認めており、債権
譲渡の際の具体的な承認
手続要領を規定してい
る。
　政府向債権の譲渡につ
いては、近年、各省庁に
おいて売買契約等に債権
譲渡禁止条項を設けない
等の動きが進められてお
り、企業における売掛債
権を活用した資金調達の
支援・促進を図ってい
る。
　一方、防衛庁向の債権
譲渡については、個別案
件毎に申請及び債権譲渡
を行なうことになってお
り、また個別案件毎に譲
渡先（債権の譲受人）の
登記簿謄本、有価証券報
告書等多くの資料を申請
書に添付せねばならず、
手続が煩雑であり、手間
がかかる。
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5056 50560256 (社)日本経済団体連合会 256 下請法の適用会社の見直し

①下請法の適用基準について、「資本金
額」という画一的、形式的な基準のみに
よって規定するのではなく、売上高や従
業員数など企業規模を実質的に反映し得
る指標も勘案した上で保護の対象を定
め、適用会社の適正化を図るべきであ
る。②ＶＭＩ倉庫内の下請法対象会社資
産に対する事前品質確認のための先行検
査を実施可能とすべきである。③引き取
り責任を明確にした上で引き取り時期の
柔軟対応を図るべきである。④下請事業
者への部材の有償支給代金の相殺につい
て、双方の合意の下、一品ごとの符合で
はなく、一定期間における符合とすべき
である。

　グローバル化等の進展により、現在では、親
事業者、下請事業者を問わず、国際競争に晒さ
れる中で、小規模会社でも独自の技術力を持っ
て高い競争力を獲得する事業者も現れている。
そのため、従来のように、下請事業者を資本金
額のみによって一律に保護の対象と見なし、過
度な保護下に据えることは、日本の国際競争力
を殺ぐ行為である。また、下請法では、親事業
者に対し、発注書面の交付時期や給付内容など
厳格な書面交付義務が課せられている。
そのため、親事業者には、必要以上に事務処理
が発生するとともに、下請事業者においても特
別な事務処理が必要となっている。また、新し
いビジネスモデルであるＶＭＩ（ベンダー・マ
ネージド・インベントリー）にこれらの規制が
合致せず、下請法対象会社のＶＭＩへの参加の
障壁となっている。

下請代金支払遅延等防止
法第２条８項、第３条、
第４条、第５条

公正取引委員会
経済取引局企業

取引課

　下請法の適用会社（下
請事業者）は、資本金額
が1億円以下の事業者か
ら3億円以下の事業者に
引上げられ、適用範囲が
拡大された（2000年改
正）。下請事業者に部品
等の製造委託や修理委託
を行なう際には、下請事
業者の給付の内容、下請
代金の額、支払期日及び
支払方法等を記載した書
面を交付することや、親
事業者の遵守事項とし
て、下請事業者の給付の
受領を拒むこと等が禁止
されている。

5056 50560257 (社)日本経済団体連合会 257 大規模会社の事業報告書の廃止

　事業報告書の提出を廃止すべきであ
り、少なくとも、報告書の記載事項は、
会社が直接株式を保有する子会社の報告
に限定すべきである。

　企業がより競争力ある活動を展開する上で、
費用対効果の観点から、一律かつ形式的な報告
は、企業側に不必要な負担を強いるため、でき
る限り削減すべきである。とくに会社が間接に
議決権を保有する、いわゆる孫会社まで議決権
保有割合、総資産、売上高を調査するのは煩雑
であり、提出期限以内に提出することが困難な
状態にある。

独占禁止法第９条５項
公正取引委員会
経済取引局企業

結合課

　会社およびその子会社
の総資産の合計額が報告
基準額（①持株会社は
6,000億円、②金融会社
は8兆円、③一般事業会
社は2兆円）を超える会
社は、毎事業年度終了の
日から3月以内に、自社
およびその子会社の事業
報告書の提出義務が課せ
られる。かかる報告書に
おいては、当該企業が直
接のみならず間接に議決
権を保有する（25％超）
会社を列挙し、議決権保
有割合の他、一定の要件
を満たす場合には、当該
子会社・孫会社の総資
産、事業分野、当該事業
分野における1年間の売
上額を記載することが必
要となっている。
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5056 50560258 (社)日本経済団体連合会 258
信託財産に係る議決権保有規制の見
直し

　信託財産として所有等する議決権の増
加割合の算出においては、自己株式の取
得に拘わらず、認可申請時点で把握可能
な総議決権数（認可申請書に記載された
もの）を基準に行う等、柔軟な対応を図
るべきである。

　平成15年９月の商法改正により、平成16年度
から定款変更により、自己株式の取得が取締役
会決議で可能となった。このため、当該定款変
更を行った会社については、総議決権数の把握
が困難になるとともに、予期せぬ自己株式の取
得により、ガイドラインに定める認可基準に抵
触する可能性が増したことに伴い、基準遵守の
ために信託財産の運用による株式の取得を慎重
に行わざるを得ず、信託財産の効率的な運用を
阻害するおそれがある。

独占禁止法第11条第２
項、公正取引委員会ガイ
ドライン「独占禁止法第
11条の規定による銀行又
は保険会社の議決権の保
有等の認可についての考
え方」

公正取引委員会
経済取引局企業

取引課

　銀行業を営む会社は、
独禁法11条２項の認可を
受けることにより、信託
財産として総株主の議決
権の５％を超える議決権
を１年超保有することが
できる。その認可基準は
公取委ガイドラインに示
されているが、「信託財
産として所有等する議決
権の増加割合が年１％以
下であること」とされて
いる。

5056 50560259 (社)日本経済団体連合会 259
公開買付けの際の事前相談制度の見
直し【新規】

　公開買付けの特殊性に応じた、事前相
談の際の詳細審査の非公表措置等の審査
プロセス及びスケジュールの明確化、限
定された情報を考慮した審査、公開買付
けに対応した迅速な審査を行うべきであ
る。

上場株式等の議決権の３分の１以上の取得には
公開買付けが証券取引法上義務付けられている
が、その取引形態は株式の取得であり、取得割
合が不確定なため、公開買付け終了後の株式取
得後において、独禁法上の株式所有報告書を提
出することになる。企業結合審査の結果問題が
指摘されても多くの投資家からの株式取得を止
めることはできないので、問題解消の方法次第
で不測の損害が発生するリスクがある。した
がって、事前相談をすることが考えられるが、
公表までは公開買付けの情報は極秘情報であ
り、事前相談に必要な具体的情報の収集が困難
である。また、事前相談の結果、「詳細審査の
公表」がなされた場合、公開買付け計画が事実
上公表されてしまう。さらに、公開買付けの公
表と詳細審査の公表を同時にした場合、詳細審
査の期間が90日に対して、公開買付期間は最長
でも60日と法定されている。そのため公開買付
期間中には審査結果が出ないまま株式を取得す
ることになってしまう。

独占禁止法第10条、企業
結合計画に関する事前相
談に対する対応方針

公正取引委員会
経済取引局企業

結合課

　会社が他の会社の株式
を保有することとなった
場合、一定の場合には、
議決権保有比率が、
10％、25％又は50％を超
えることとなった日から
30日以内に株式所有報告
書を提出する必要があ
る。さらに一定の場合に
は、企業結合審査の対象
となる。他方、当事会社
から企業結合計画に関す
る事前相談があった場合
には、資料が提出された
日から原則として30日以
内に、独禁法上問題がな
い旨またはさらに詳細審
査が必要な旨を当事会社
に通知する。
詳細審査が必要な旨通知
する場合には、公取委に
おいて詳細審査を行う旨
を公表することを原則と
する。また詳細審査の結
果の通知までは90日と
なっている。
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5056 50560260 (社)日本経済団体連合会 260
企業グループ内における有償での法務
サービス提供の解禁【新規】

　企業グループ内における有償での法務
サービス、法務部門による自社の訴訟代
理を解禁すべきである。
　ここで企業グループ内における有償で
の法務サービスとは以下のものである。
①親会社の法務担当者による子会社また
は関連会社に対する法務サービスの提供
②子会社または関連会社の法務担当者に
よる親会社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者に
よる他の子会社または関連会社(いわゆる
兄弟会社)に対する法務サービスの提供

  近年、各企業は、経営資源の大幅な見直しを
行い、経理、財務、総務、人事などの業務につ
いては、親会社あるいは専門の子会社が、有償
で企業グループ内の各社にサービスを提供する
体制を構築している。 しかしながら、法務業
務については、弁護士法の規定により、そのよ
うなサービスの提供が禁止されており、経営資
源の適切な集中による企業経営の効率化が図れ
ない。
　また、そもそも弁護士法の規制の趣旨は、適
切でない者が法務サービスを有償で引き受ける
ことを防止し、もって法律サービスの依頼者を
保護するものと考えられるが、グループ内の法
律サービスの提供により依頼者の利益が害され
る恐れはない。

弁護士法第72条、第77条
第３号

法務省

　弁護士法第72条は、弁
護士資格のない者が、報
酬を得る目的で他人の法
律事務を取り扱うことを
禁じている。同条は、親
会社の法務担当者が子会
社の法律事務を取り扱う
ことも禁止されていると
解釈されている。この点
については、平成15年12
月８日に示された法務省
の見解によって、コピー
代等の実費は報酬にあた
らず、「法律事務」に該
当するためには、事件性
が必要という方針が明ら
かにされ、企業グループ
内における法務サービス
の提供に一定の理解が示
された。
　しかしながら、完全子
会社であっても、法人格
を別にする以上あくまで
も「他人」であることが
明確にされた。また、同
見解によっても、子会社
から報酬を得て具体的な
紛争に関連した法務サー
ビスを提供することは、
依然として弁護士法第７
２条に抵触することにな
る。

5056 50560261 (社)日本経済団体連合会 261
民事裁判のオンライン申請の早期実現
【新規】

　「民事訴訟手続等の申し立て等のオン
ライン化」を早期に実現すべきである。

　民事裁判の尚一層の迅速化と、事務処理の効
率化のため、インターネット等を利用したオン
ラインによる申し立てを要望する。
　特に知的財産権に関わる裁判は、一般事件よ
り迅速に解決されることが望ましく、知的財産
高等裁判所設置法の施行（平成17年４月）にあ
わせ、オンライン申請を認めることが望ましい
と考える。

民事訴訟法第133条
法務省民事局、
最高裁判所

　行政手続については、
「行政手続オンライン
法」（平成15年２月施
行）により、オンライン
化の為の共通規定の整備
が進められているが、裁
判手続等については一律
に適用対象から外されて
いる。
　本件についてはオンラ
イン化の実現を目指し、
「民事関係手続の改善の
ための民事訴訟法等の一
部を改正する法律案」が
第159回通常国会に提出
されたが、継続審議と
なっている。
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5056 50560262 (社)日本経済団体連合会 262
公共工事等のコスト削減に向けた官公
需法等の見直し

　中小企業者向け契約目標比率は、官公
需施策発足当時の1966年度の27％弱か
ら、2003年度には45％強に上昇してお
り、VFM（バリュー・フォー・マネー）の
観点から、段階的に適正化することが必
要である。中でも、直接的な請負（納
品）業者に対象を限定している契約目標
額・目標比率の算定基準を見直し、二次
以下の請負（納品）業者を対象に加える
ことについて検討すべきである。

　中小企業者の受注機会増大のための措置とし
て広く行なわれている分離・分割発注は、公共
工事等のコスト・アップと非効率性(工期の長
期化等)を助長するおそれが強い。分離・分割
発注の是正により、公共工事等の分野における
技術力やコストに着目した健全な企業間競争が
実現し、国等や地方公共団体は低廉で質の高い
社会資本の整備等が可能となる。

官公需についての中小企
業者の受注の確保に関す
る法律
中小企業者に関する国等
の契約の方針
各地方公共団体の競争入
札実施要領

中小企業庁事業
環境部取引課
地方公共団体

　官公需法第４条に基づ
き、国は、毎年度、国等
の契約に関し、中小企業
者の受注の機会の増大を
図るための方針を作成
し、閣議決定している
（平成15年度の中小企業
者向けの契約目標は約4
兆8450億円となってお
り、官公需総予算額の約
45％を占めている）。こ
の目標を達成するため、
国等が行う公共工事等の
発注は、高度な技術力や
マネジメント力、品質保
証等を要求される大規模
公共工事等を含め、広く
分離・分割されるため、
公共事業の非効率性が改
善されていない。

5056 50560263 (社)日本経済団体連合会 263
郵便物（信書以外）の輸出入通関に関
する優遇措置の根拠の明確化【新規】

　郵便物に賦課課税方式を認めている理
由を明らかにすべきである。

　公社が取扱う信書を除く郵便物には簡易な通
関が認められる一方、民間事業者のメール便、
小包には簡易な通関が認められない理由が明確
でないため。

関税法第６条の２、第76
条

財務省関税局関
税課

　郵便物に対する関税
は、その特殊性を考慮し
て、賦課課税方式（納付
すべき税額が専ら税関長
の処分により確定する方
式）によるものとされて
いる。他方、一般の貨物
は、申告納税方式（納付
すべき税額又は当該税額
がないことが納税義務者
のする申告により確定す
る方式）となっている。
この結果、輸出され、又
は輸入される信書を除く
国際郵便物は、一般貨物
と異なり輸出及び輸入申
告を必要とせずに通関す
ることが認められてい
る。税関長は、輸出さ
れ、又は輸入される郵便
物中にある信書以外の物
について、日本郵政公社
（以下「公社」とい
う。）の職員の立会のも
とで、税関職員に必要な
検査をさせるものとされ
ているが、現場では、税
関職員が当該貨物に貼付
してある税関告知書等に
記載された金額を見て任
意に課税を行っているの
が現状である。
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5056 50560264 (社)日本経済団体連合会 264
行政機関における長期継続契約として
のリース契約の容認

　国の行政機関においても、地方公共団
体と同様に長期継続契約の対象にリース
契約を含めるべきである。
　また、地方公共団体については、長期
継続契約の対象としてOA機器のリース契
約のほか、自動車、医療機器などのリー
ス契約を含めるよう検討すべきである。

　本年６月の規制改革集中受付月間における財
務省の回答から、国庫債務負担行為としての
リース契約の積極的な活用が周知徹底されてい
ることは評価できる。こうした政府の取組みを
さらに進め、地方公共団体と同様に長期継続契
約の対象としてリース契約を含めることを検討
し、早期に措置すべきである。
　また、本年５月26日に公布された改正地方自
治法によって、リース契約が長期継続契約の対
象にされることとなったが、具体的なリース契
約の対象については、政令で定められることに
なっている。政令の策定にあたっては、OA機器
に加え、自動車、医療機器など、対象となる物
品を幅広く認めるよう求めたい。

財政法第15条、会計法第
29条の12、予算決算及び
会計令第102条の２、地
方自治法第234の３

財務省主計局法
規課

総務省自治行政
局行政課

　国の行政機関がOA機器
等の物品や自動車のリー
ス契約をする場合には、
予め予算を以って債務負
担行為として定めておか
なければならない。
　また、地方公共団体が
長期継続契約として締結
できるリース契約の対象
は、本年11月を目途に公
布される政令で定めるこ
ととされている。

5056 50560265 (社)日本経済団体連合会 265
指定管理者の指定を受けた営利法人
への地方公務員の派遣解禁【新規】

　指定管理者の指定を受けた営利法人に
ついても、地方公務員の派遣を認めるべ
きである。また、形式的に退職が求めら
れる営利法人への派遣について、公益法
人等への派遣制度と同様に、退職せずに
派遣できるよう見直しを図るべきであ
る。

　指定管理者制度のもとで、地方公共団体の事
務・事業を民間委託する場合、当該事務事業に
従事する地方公務員の処遇が大きな課題となっ
ている。地方公共団体の創意工夫の発揮によっ
て、官民のパートナーシップの推進が模索され
る中、民間企業へ地方公務員を派遣させること
ができれば、こうした課題解決に資することに
加え、当該事務・事業の連続性（安全かつ安定
的なサービスの供給）の維持が可能となる。

公益法人等への一般職の
地方公務員の派遣等に関
する法律第10条

総務省自治行政
局公務員部公務

員課

　一般職の地方公務員の
派遣は、公益法人や一部
の営利法人（地方公共団
体が出資している株式会
社又は有限会社のうち、
その業務が公益の増進に
寄与するとともに、地方
公共団体の事務・事業と
密接な関連を有し、施策
推進を図るため人的援助
が必要なものとして、条
例で定めるもの）に限定
されている。
　また、営利法人に派遣
される場合には、形式的
に一旦退職する必要があ
る。
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5056 50560266 (社)日本経済団体連合会 266
国家公務員等の採用試験における受
験資格としての年齢制限の撤廃【新規】

　国家公務員採用試験（Ⅰ種～Ⅲ種）及
び政府関係諸機関の職員採用試験（国税
専門官等）における受験資格としての年
齢制限を撤廃すべきである。

　雇用対策法第７条では、「事業主は労働者が
その有する能力を有効に発揮するために必要で
あると認められたときは、労働者の募集及び採
用について、その年齢にかかわりなく均等な機
会を与えるように努めなければならない」とさ
れている。一方、国家公務員及び政府関係機関
職員の採用においては、人事院規則によって、
年齢制限が課せられており、採用にかかる官民
のイコールフッティングが図られていない。
　人事院は平成15年度年次報告書の中で、受験
資格としての年齢制限について、「年齢にかか
わりなく均等な受験機会を確保するという観点
から、撤廃する方向で検討を行っている」との
見解を示していることから、早期に結論を得
て、措置することを求めたい。

人事院規則8－18第７条
（別表３）

人事院人材局

　人事院規則8－18（採
用試験）第７条では、国
家公務員等の採用試験に
おける受験資格としての
年齢制限を課している。
例えば国家公務員Ⅰ種試
験を受験できるのは、採
用試験の告知の日の属す
る年度の４月１日におけ
る年齢が21歳以上33歳未
満の者とされている。

5056 50560267 (社)日本経済団体連合会 267 時間帯別電力量計の検定の見直し

　１つの検出部で計量した値を時間帯ご
とに区分・表示する場合には、一つの検
出部の計量の確からしさを検定すれば、
各時間帯ごとにおいても計量の確からし
さを担保できることから、全日計量値以
外の各時間帯別計量値の検定を廃止すべ
きである。

　電子式時間帯別の時間帯別計量値は、１つの
検出部が計量した値を時間帯別に区分した値で
あるため、１つの検出部の計量機能の確からし
さが担保されれば、機構上時間帯別の計量値に
誤差は生じない。また、こうした機構上の特質
の確認は、計器の型式試験において確認するこ
とが可能である。
　従って、電子式時間帯別計器については、型
式試験によって機構を確認することに加え、検
定において共通する検出部の計量機能の確から
しさを確認することによって、時間帯別計量値
の確からしさを担保できることから、個々の時
間帯別計量値の検定は廃止すべきである。
　なお、昨年11月の規制改革集中受付月間にお
ける経済産業省の回答では、本件について措置
困難（現行の検定コストに係る割引率を引き上
げることは可能）という見解が示されている
が、上記の理由を踏まえ、重複部分の検定の廃
止について再考し、早期に検討を行い措置すべ
きである。

計量法第16条
特定計量器検定検査規則
第13条

経済産業省資源
エネルギー庁電
力・ガス事業部
市場整備課

　複数の表示機構を有す
る特定計量器は、全ての
表示機構について検定に
合格する必要があり、一
つの計器で複数の時間帯
の電力量等を計量する場
合にも時間帯ごとに検定
を受けることが義務付け
られている。
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5056 50560268 (社)日本経済団体連合会 268
電子式複合計器における最大需要電
力計の検定試験方法の見直し

　検定試験作業の効率化を図るため、電
子式複合計器の構造や動作原理に応じた
新たな検定方法の採用を検討し、早期に
結論を得るべきである。

　電子式複合計器は、機械式の電子計器と異な
り、計器本体と最大需要電力計が分離されてお
らず、１つの電子回路と演算を行うソフトウエ
アによって計量しているため、表示誤差や機構
誤差は生じない。従って、電子複合計器の最大
需要電力計部の確からしさの確認を行った上
で、電力量計部との表示の整合性が確認されれ
ば検定試験の目的は十分達成できる。
　なお、昨年11月の規制改革集中受付月間にお
ける経済産業省の回答では、特定計量器検定検
査規則のJIS化の骨格が固まった段階で検討す
るとの見解が示されているが、機械式分離型計
器を前提とした検定方法を、電子式複合計器の
構造・動作原理に応じた試験方法に見直すこと
と、特定計量器検査規則のJIS化とは切り離し
て考えるべきである。

計量法第16条、第71条
特定計量器検定検査規則
第659条、第679条

経済産業省資源
エネルギー庁電
力・ガス事業部
市場整備課

　機械式の電気計器は、
計器本体と分離型の最大
需要電力表示装置で構成
されており、計器本体と
最大需要電力表示装置と
の間でパルスを受け渡す
ため、表示誤差と機構誤
差について検定を行うこ
とが義務付けられてい
る。また、こうした検定
方法は、計器本体と最大
需要電力表示装置が一体
となっている電子式複合
計器にも義務付けられて
いる。この結果、最大需
要電力量の検定試験で
は、表示誤差と機構誤差
を確認するため、30分ご
との計量データの平均値
をとる必要があり、検定
試験作業に過度な時間を
要している。

5056 50560269 (社)日本経済団体連合会 269
指定給水装置工事事業者以外が取り
付けることのできる水栓金具の対象の
明確化【新規】

　省令の基準を満たす湯水混合タイプ並
びに電動作動式の給水栓であれば、指定
給水装置工事事業者以外であっても取り
付け工事が可能となる旨を周知徹底すべ
きである。

　第三者認証や自己認証によって、省令の基準
を満たすことが確認されている給水栓であれ
ば、水道の安全性は担保されることから、対象
機器を単独水栓等に限定する必要はない。

水道法第16条、第16条の
２、水道法施行令第５
条、給水装置の構造及び
材質の基準に関する省令

厚生労働省健康
局水道課

　給水装置の工事ができ
る者は、水道事業者から
指定された指定給水装置
工事事業者に限定され、
水道水の供給を受ける者
の給水装置が指定事業者
の施工した給水装置工事
でないときは、水道事業
者は給水契約申し込みの
拒否や給水の停止を行う
ことができる。
ただし、厚生労働省令で
定める給水装置の軽微な
変更であるとき、又は当
該給水装置の構造及び材
質が政令（水道法施施行
令）及び省令（給水装置
の構造及び材質の基準に
関する省令）で定める基
準に適合していることが
確認されたときは、この
限りでないとされてい
る。しかし、実際には、
水道事業者によって、こ
の基準に適合しているか
否かの判断が異なり、単
独水栓のみに対象機器を
限定する運用が行われて
いるところがある。
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5056 50560270 (社)日本経済団体連合会 270
消費税免税指定店舗申請の簡素化【新
規】

　店舗ごとの申請ではなく、会社全体と
して申請ができるよう手続面の見直しを
図るべきである。

　本年６月の規制改革集中受付月間において財
務省は、同一の事業者が複数の店舗の申請を行
う場合には、一枚の申請書に指定を受けようと
する店舗を列記等することにより一括で指定を
行い、手続面の簡素化に配慮していると回答し
ている。
その一方、外務省の回答では、現在の手続によ
り確保できている各国公館が求める各指定店舗
のカテゴリー、名称、住所と連絡先の情報が会
社全体として認定を受けた後に当該会社の店舗
を別途届出ることでも確保され、かつ、それが
手続の簡素化になるのであれば、申請手続上、
問題がないという見解が示されている。財務省
としても外務省の見解を踏まえ、再度、手続の
簡素化に向けた検討を行うべきである。

租税特別措置法施行令第
45条の４
外国公館等に対する課税
資産の譲渡等に係る消費
税の免税の取り扱いにつ
いて（平成８年４月１日
課消2－8例規）

国税庁消費税
室、外務省大臣
官房儀典官室特
権免除班

　外国公館等との免税取
引を行うにあたり、事業
者は店舗ごとに「外国公
館等に対する消費税免税
指定店舗申請書」を外務
省に提出し、認定を受け
なければならない。

5057 50570001 長野県 1
　焼酎の製造免許の取得要件緩和

　酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通
達第２編酒税法第10条第11号関係の２の
「次に掲げる酒類」から(4)の「しょう
ちゅう乙類」に関する記述を削除し、
「しょうちゅう乙類」について、原料や
特産品の特性に限らず新規免許の取得を
認める。

　長野県内において、新規の焼酎
免許の取得を推進し、県が実施す
る長野県原産地呼称管理制度等の
施策の実施により長野県産焼酎の
振興を図る。

　焼酎の製造免許の取得については、酒税法及
び酒類行政関係法令等解釈通達により、特に穀
物を原料とした焼酎について免許の新規取得が
認められない状況となっている。
  長野県では、長野県を代表する特産品である
「そば」を始め、地域の特性を有する原料を用
いた焼酎の振興を進めており、規制改革が求め
られる。
　規制改革により、低迷している中小製造業者
の事業展開に新たな選択肢が与えられ、農家へ
の支援にもつながる。また、清酒製造事業者の
従業員の通年雇用への移行も期待される。

酒税法及び酒類行政関係
法令等解釈通達第２編酒
税法第10条第11号関係の
２のの(4)

財務省・国税庁

添付資料
・別紙１（焼酎製造免許
の取得要件の緩和につい
て）

・別紙２（酒税法及び酒
類行政関係法令等解釈通
達抜粋）
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5057 50570002 長野県 2
　看護師等の資格を有するホームヘル
パーによる医療行為の容認

医療的ケアを必要とする在宅の高齢者、
障害者等に対し、保健師又は看護師資格
を有するホームヘルパーが医療行為を行
うことができるようにする。

　医療的ケアを必要とする在宅の
高齢者、障害者等に対し、訪問看
護制度では足りない医療的ケアに
ついて、保健師又は看護師の資格
を有するホームヘルパーが身体介
護業務を行う場合は、酸素吸入、
痰の吸引、導尿等の特定の医療行
為を行うことができることとす
る。

　高度医療の発達により、急性期を過ぎ在宅生
活が可能となった高齢者、障害者等にあって
は、特定の医療行為を伴うケアが必要になる場
合が多い。
　この医療的ケアは、現在、訪問看護制度にお
ける看護師等又は家族しか行うことができな
い。
　しかし、現在の訪問看護制度だけでは、この
ような在宅要介護者の介護ニーズに十分に応え
られず、家族の負担に拠るところが大きくなっ
ている。
　そこで、保健師、看護師及び准看護師資格を
有するホームヘルパーが身体介護業務を行う場
合、①本人及び家族の同意を得ること、②医療
行為を行った理由、時間、状態等を記す帳簿を
備えること　等の条件の下、特定の医療行為を
行うことを容認する。

医師法(昭和23年7月30日
法律201号）第17条
保健師助産師看護師法
(昭和23年7月30日）第29
条、第31条、第32条

厚生労働省

5057 50570003 長野県 3
ホームヘルパー2級以上を保有する
ホームヘルパーによる簡易な医療行為
の容認

医療的ケアを必要とする在宅の高齢者、
障害者に対し、ホームヘルパー2級以上を
有するホームヘルパーが、簡易な医療行
為を行うことができるようにする。

　医療的ケアを必要とする在宅の
高齢者、障害者等に対し、訪問看
護制度では足りない医療的ケアに
ついて、ホームヘルパー２級以上
の資格を有するホームヘルパーが
身体介護業務を行う場合は、血圧
測定、外用薬の塗布、点眼、つめ
切り等の簡易な特定の医療行為を
行うことができることとする。

　高度医療の発達により、急性期を過ぎ在宅生
活が可能となった高齢者、障害者等にあって
は、特定の簡易な医療行為を伴うケアが必要に
なる場合が多い。
　この特定の簡易な医療的ケアは、現在、訪問
看護制度における看護師等又は家族しか行うこ
とができない。
　しかし、現在の訪問看護制度だけでは、この
ような在宅要介護者の介護ニーズに十分に応え
られず、家族の負担に拠るところが大きくなっ
ている。
　そこで、ホームヘルパー２級以上の資格を有
するホームヘルパーが身体介護業務を行う場
合、①医療に関する研修を受けること、②本人
及び家族の同意を得ること、③医療行為を行っ
た理由、時間、状態等を記す帳簿を備えること
等の条件の下、特定の簡易な医療行為を行うこ
とを容認する。

医師法(昭和23年7月30日
法律201号）第17条
保健師助産師看護師法
(昭和23年7月30日）第29
条、第31条、第32条

厚生労働省

262/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5057 50570004 長野県 4
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅の登録・
閲覧制度

住宅困窮者のうち、高齢者については、
「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅
の登録・閲覧制度により、賃貸住宅に関
する情報提供がなされている。
しかし、障害者、外国人、母子家庭等他
の住宅困窮者については、同様の制度が
ないため、高齢者円滑入居賃貸住宅の登
録・閲覧制度における登録事項に、他の
住宅困窮者に係る事項を自治体独自で追
加できるようにする。

高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿
に、自治体独自の判断で住宅困窮
者に係る事項を付け加え、高齢者
以外の住宅困窮者にも情報提供を
行う。

高齢者以外にも、賃貸住宅への入居を一律に拒
まれる住宅困窮者がおり、賃貸住宅に係る情報
提供の必要性があることから、高齢者への情報
提供と合せて実施できるようにしたい。

高齢者の居住の安定確保
に関する法律第５条及び
６条
高齢者の居住の安定確保
に関する法律施行規則第
３条

国土交通省

5057 50570005 長野県 5
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅に係る
家賃債務保証

「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」に基づき高齢者居住支援センターが
実施する家賃債務保証制度において、対
象となる入居者の要件を拡大し、住宅困
窮者円滑入居賃貸住宅に入居する住宅困
窮者のうち一定の者を対象とすることが
できるようにする。

住宅困窮者円滑入居賃貸住宅に登
録する賃貸住宅の賃貸人の不安を
解消するため、高齢者円滑入居賃
貸住宅と同様の家賃債務保証制度
を利用できるようにする。

住宅困窮者円滑入居賃貸住宅制度を実効あるも
のとするためには、高齢者円滑入居賃貸住宅制
度と同様、制度に協力する賃貸人が家賃債務保
証制度を利用できるようにし、賃貸人の不安を
解消する必要があるため。

高齢者の居住の安定確保
に関する法律第１１条
高齢者の居住の安定確保
に関する法律施行規則第
５条

国土交通省
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5058 50580001 民間企業 1
一般廃棄物処理施設（ごみ焼却場）に
おける運営管理の民間開放

本来、行政が行うべく廃棄物施設の運営
から管理までを民間による一括管理を行
う。

ごみ収集を除く、ごみの受入管理から施
設全般に係わる運転及び管理、適正な処
理を持続させる為の補修工事まで、一括
管理を行う。

管理を行う民間企業は,処理委託
（運営）費を、収入源とし、一般
廃棄物の適正な処理を行う。
民間の企業努力により従来の維持
管理費用の軽減が可能である。
(ex)人件費
　　ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ費
　　ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ費

年間多額の費用を必要とする廃棄物処理施設の
管理を、民間の技術力や経営ノウハウを駆使
し、本来行政が行うべく廃棄物処理という住民
サービスを、質を低下させる事無く、行政の財
政負担の低減を目的とする。
且つ、長期契約する事により自治体が捻出して
いた年間維持管理費及び処理費用の平準化が可
能となる

環境省

5059 50590001
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

1
保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

（保険業法による規制の撤廃事項）預金
取扱い金融機関を対象に講じられている
非公開情報保護措置を撤廃する。

会員・顧客の情報を活用すること
ができれば、会員・顧客のライフ
プランに応じた、より適切な保険
募集が可能となる。

①個人情報保護法の施行後においては、非公開
情報と個人情報を分ける意味が薄れる。すなわ
ち、個人情報保護法等の定めにしたがい、取得
する個人情報の利用目的を顧客に通知・公表す
ることで、顧客の情報が保険募集若しくは他の
業務に利用されることは明らかなものとなる。
②非公開情報保護措置では、原則として書面へ
の明示的な同意（すなわち署名等）が必要とさ
れているが、署名等がなされた当該書面は個人
情報を含む媒体となるので、別途個人情報を保
護するための手当てが必要になるという悪循環
が発生する可能性がある。

保険業法第275条第1項第
1号、保険業法施行規則
第211条第1項第2号

金融庁 新規
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590002
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

2 信託業務の拡大

（信託兼営法による規制の撤廃）信託代
理店（信金本体の場合も同様。以下同
じ。）の取扱い業務として、遺言関連に
ついては早期実施、不動産関連業務は解
禁する。

信託業務の取り扱い拡大により、
地域の高齢化の進展と会員・顧客
のライフプランに応じた最適なバ
ランスシートづくりが可能とな
る。

信用金庫の会員・顧客には高齢者が比較的多
く、信託代理店となっている信用金庫では、会
員・顧客から遺言関連業務の取扱いニーズが高
くなっている。また信用金庫では、金融商品の
多様化を受け、顧客起点のビジネスとして、会
員・顧客のライフステージにあった最適なバラ
ンスシートづくりを基本としている。そこで、
不動産関連業務（遺言関連に関係する不動産関
連業務も含む）の取扱いが可能とならなけれ
ば、こうしたサービス提供が完結しない。

金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律第1条
第1項、同法施行令第2条
の2、同法施行規則第2条
の2第1項

金融庁 新規

5059 50590003
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

3
信用金庫の子会社等による信用保証
業務の拡大

（信用金庫法による規制の撤廃）信用金
庫の子会社等で信用保証業務を営む会社
の事業範囲について、事業性資金に係る
保証業務を解禁する。

子会社等において事業性資金に係
る信用保証業務が可能となること
により、会員である中小企業者の
ニーズに即した柔軟な商品設計が
可能となる。また親金庫で培った
中小企業金融に関するノウハウが
子会社等でも活用でき、信用コス
ト及びコミットメントコストの縮
減化にもつながってくるものと考
えられる。

現在の監督指針では、子会社等による信用保証
業務は、原則として住宅ローン等消費者ローン
に限定されている。しかし、リレーションシッ
プバンキングの機能強化に関するアクションプ
ログラムの要にもなっている中小企業金融（個
人事業主も含む）の再生を図るためには、他の
保証機関との連携だけではなく、自金庫のグ
ループ会社である信用保証会社の経営資源も有
効に活用した、担保・保証に過度に依存しない
融資の仕組みを開発することができる。

信用金庫法施行規則第１
０条の５第２項第３号、
告示第３３号（平成１４
年３月２９日）、中小・
地域金融機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ－2－7－
1（3）①

金融庁 新規
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号
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要望

事項番号
要望事項
（事項名）
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590004
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

4
従属業務における収入依存度規制の
緩和

（信用金庫法による規制の緩和）親金庫
からの５０％収入依存度規制を緩和す
る。

例えば、一の信用金庫の従属業務
子会社が近隣の信用金庫の従属業
務を引き受ける場合等、信用金庫
同士、会員中小企業等との協働事
業として従属業務を営むことがで
きるようになる。

信用金庫同士、会員中小企業等との協同事業と
して、従属業務子会社による協働事業、親金
庫・子会社一体によるより効率的な地域貢献が
できるようになる。

信用金庫法第５４条の１
５第８項、告示第１６号
（平成１６年３月３１
日）

金融庁 新規

5059 50590005
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

5 預積金を担保にした員外貸出の拡大
（信用金庫法による規制の緩和）員外貸
出のなかに、第三者名義預金を担保にし
た資金の貸付を含める.

協働組織性を阻害しない範囲内
（会員への貸出に支障が出ない範
囲内）で、会員以外の者に対する
貸出ができるようにすることに
よって、地域金融機関としての役
割も果たし、持続可能性のある地
域社会づくりに向けて、広く貢献
できるようにする。

地域社会では現在、NPO法人やワーカーズ・コ
レクティブ等様々な形態のソーシャル・ベン
チャー（市民活動）が礎となり、地域社会の課
題解決に向けて自発的に取組み、実績を出して
いる。そしてこうしたソーシャル・ベンチャー
は、共通の認識を持った者同士が資金を持ち
寄って事業を運営する場合が多くなっている。
そこで、ソーシャル・ベンチャーの代表者（会
員以外の者）が、自己の預金以外に、運営に共
感するその他の会員以外の者が持っている預金
を担保に信用金庫から借入することができるよ
うになれば、信用金庫の経営支援、ネットワー
クの活用等も含めた事業支援が可能となってく
る。なお、この場合であっても、信用金庫法施
行令第８条第２項の規制がかかるため、会員へ
の業務遂行を妨げるものではない。

信用金庫法第５３条第２
項、施行令第８条第１項
第１号

金融庁 新規
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管理番号

要望事項
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事項
補助
番号
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要望

事項番号
要望事項
（事項名）
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590006
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

6
確定拠出年金の年金資産の中途引出
し要件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
様

現状の脱退一時金制度のほか、加
入者が一定の課税条件（ペナル
ティ課税）を甘受することによ
り、年金資産の中途引出しを行な
うことを可能とする。

確定拠出年金は、国民が公的年金に上乗せする
老後生活資金を確保するため、税制優遇措置を
付して設けられている制度であり、そのため中
途引出しは原則不可とされている。しかし、現
実には、長期に渡る加入期間中に不測の事態が
生じても中途引出しができないことに不安感を
抱き、加入希望者であっても加入を躊躇する
ケースが考えられる。来年度、年金資産が50万
円までであれば脱退一時金を受け取れるように
する等の緩和措置が見込まれているが、この脱
退一時金制度とは別に、金額や時期に拘わらず
加入者の任意で中途引出しができるように制度
を緩和すれば、女性や若年層を含むより多くの
国民が安心して確定拠出年金に加入するように
なり、国民の老後生活に対する不安感の軽減に
つながるものと考えられる。

確定拠出年金法附則第３
条

厚生労働省 新規

5059 50590007
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

7 劣後債の発行
（信用金庫法による規制の撤廃）自己資
本の充実策として、社債の一種である劣
後債の発行を認める。

劣後債は、資金の出し手との相対
交渉によって決まる劣後ローンに
比べて流通性が高く、投資家も投
資しやすい。また、環境変化に対
応した資金調達手段の多様化の観
点から、将来的には普通社債の発
行を視野に入れた法整備を図る。
社債の発行は、信用金庫の協同組
織性を阻害するものではなく、資
本調達力及び資金供給力をさらに
高めるものである。

信用金庫の自己資本充実策としては、普通出
資、優先出資、劣後ローンの３種類がある。現
行のＢＩＳ規制のみならず、２００６年度末か
ら適用を予定している新ＢＩＳ規制において
は、リスクバッファーとしての自己資本を起点
としたマネジメントが重視される傾向にある。
そこで、協同組織制度の根幹に抵触しない範囲
で、資本充実手段の多様化に向けた環境整備を
図る必要がある。　これにより、信用金庫の資
本政策がより柔軟になり、会員向け金融サービ
スがより充実できるようになる。

信金法に社債発行の規定
もしくは商法の社債に関
する規定の準用がない。

金融庁 継続
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要望事項
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その他
（特記事項）

5059 50590008
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

8 普通出資の消却
（信用金庫法による規制の撤廃）普通出
資の消却制度は、協同組織の互恵互助の
機能をより高めていくものである。

「金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法」で一部手当
てされたが、組織再編成に限ら
ず、商法第２１２条、第２１３条
の趣旨を準用し、普通出資金の消
却ができるよう、信用金庫法に手
当てを行う。

信用金庫は、会員による互恵互助を基本とした
協同組織金融機関である。したがって信用金庫
の資本政策上、普通出資の増強が必要となる場
合には会員に増口を依頼することとなる。しか
しその後、資本が充実し余剰資金がある場合に
は、それを増口に応じた会員に返却する（消
却）ことは、会員の自益権を害するものではな
く、また協同組織の運営上もありうる選択肢で
ある。また、会員は口数にかかわらず１個の自
益権を有していることから、上記ケース以外の
場合においても、余剰資金の範囲内でかつ健全
性が中長期的にも維持できる範囲内で、普通出
資の消却が可能となれば、信用金庫の資本政策
の選択肢も広がることとなる。

信金法第１６条、第２１
条、第５１条、第５２
条、（参考条文）商法第
４８条、第２１２条、第
２１３条

金融庁 継続

5059 50590009
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

9 出資による配当の導入
（信用金庫法の規制の緩和）現金配当の
ほか、出資による配当も選択できるよう
にする。

総(代)会の決議で出資による配当
を可能とする。

信用金庫は、会員による互恵互助を基本とした
協同組織金融機関である。したがって、会員に
よる自治に基づき、総(代)会の決議において、
現金配当のほか出資による配当ができるように
なれば、会員による自治がより強固なものとな
る。

信金法第５７条、（参考
条文）信金法第５５条の
２、商法第２９３条ノ２

金融庁 継続
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管理番号

要望事項
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事項
補助
番号
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要望

事項番号
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具体的
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所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590010
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

10
自己資本比率算出の際の貸倒引当金
の繰入限度額の引上げ

（信用金庫法による規制の緩和）右記同
様

自己資本算出上の算入割合を国際
統一基準行と同レベル（１．２
５％）まで緩和する。

償却・引当基準が国際統一基準金融機関と同一
であること、また、１９８８年のＢＩＳ合意で
は、「一般貸倒れ引当金は、…。特定の資産に
充てられず、かつ、特定の資産における評価額
の減少を反映していない場合は、これらの準備
金は自己資本としての適格性を有しており、
…」となっていることから、自己資本算出上の
算入割合を国際統一基準行と同レベル（１．２
５％）まで緩和する。

大蔵省告示第６２号（平
５．３．３１）

金融庁 継続

5059 50590011
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

11 会員の法定脱退事由の拡大
（信用金庫法の規制の緩和）協同組織の
原点である「会員による自治」を活かし
た枠組みとする。

会員の法定脱退事由に「定款に定
める事由の発生」を追加する。

信用金庫は、会員による自治に基づいて運営さ
れている協同組織金融機関である。したがっ
て、総(代)会決議によって定められる定款に会
員の法定脱退事由を定めることは、協同組織の
本質と整合性がある。また、現行の法定脱退事
由では「破産」のみを規定していることから、
民事再生法等再建型倒産法制を活用して再起を
図る場合、引き続き会員として残ることとな
る。この場合でも法定脱退とすれば借入金を減
らすことができるようになる。なお民事再生決
定後は、改めて会員になることで資金調達に支
障が生じなくなる。

信金法第１７条、（参考
条文）商法第８５条第１
号

金融庁 継続
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要望事項
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その他
（特記事項）

5059 50590012
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

12 業務報告書の総（代）会承認制の廃止
（信用金庫法の規制の撤廃）総（代）会
承認となっている業務報告書を報告事項
とする。

信金法で定める業務報告書を総代
会の報告事項とする。

貸借対照表等の公告義務がないことが報告事項
とできない理由に挙げられている。しかし、信
用金庫法では銀行法と同様に、貸借対照表等に
ついては法定開示項目として開示することと
なっており、商法で義務付けられている公告義
務と同等の効果がある。

信金法第３７条第７項、
（参考条文）商法第２８
３条

金融庁 継続

5059 50590013
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

13 附属明細書の総（代）会報告の廃止
（信用金庫法の規制の撤廃）附属明細書
を総（代）会の報告対象計算書類から除
く。

株式会社の附属明細書の取扱い
は、商法第２８１条で取締役会の
承認事項とし、同法第２８３条で
は定時総会の承認・報告の対象と
はなっていない。そこで、信用金
庫においても株式会社と同様の取
扱いとする。

信用金庫は、商法特例法で定める「大会社」と
同様に、会計士監査、常任監事の設置といった
同じ組織構造を法的に義務付けられているとと
もに、決算承認手続においても何ら変わりがな
い。このように、附属明細書の取扱いにあたっ
て、信用金庫と株式会社とで異にする積極的理
由はなく、また協同組織性からも導くことがで
きないものである。

信金法第３７条第７項、
（参考条文）商法第２８
１条、第２８３条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590014
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

14
会員及び債権者による理事会議事録
閲覧・謄写請求権の制限

（信用金庫法の規制の撤廃）会員及び債
権者による理事会議事録の閲覧・謄写請
求手続きについて、公的機関の関与を設
ける。

会員及び債権者による理事会議事
録の閲覧・謄写請求については、
裁判所の許可を必要とする。

理事会は最終的な業務執行機関であり、そこで
は、金庫の経営にかかわる重大な秘密事項も検
討される。しかし、正当な理由の判断基準につ
いて判例上確立されていないことから、現状の
法制度では、金庫は理事会で重要事項を討議せ
ず、常務会等の法定外機関で実質的な決定をす
る等ガバナンス機能を弱める可能性がある。ま
た、裁判所の許可制度にすることにより、会員
等による権利濫用的な閲覧請求が防止できる。
なお指摘がありました「株式と異なり出資の譲
渡には制限が付されていること」が措置困難の
理由に挙げられているが、信金法第１６条で、
株式と同じ自由譲渡性がある。

信金法第３６条、（参考
条文）商法第２６０条ノ
４

金融庁 継続

5059 50590015
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

15
信用金庫における書面または電磁的方
法による議決権の行使

（信用金庫法の規制緩和）右記同様

信用金庫及び信用金庫連合会の会
員についても、信用組合や株式会
社と同様に電磁的方法で議決権が
行使できるようにする。

信用組合では、中小企業等協同組合法第５５条
により、総会に代えて総代会を設けることがで
きるようになっている。また、同法第１１条第
３項では、定款の定めるところにより、書面に
代えて、電磁的方法により議決権を行使できる
ようになっている。

商法第２３２条第２項、
第２３９条の３、中小企
業等協同組合法第１１条
第３項、第５５条、信金
法第１２条、第４７条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590016
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

16
信用金庫における計算書類・定款・理
事会の議事録・会員名簿の電磁的方法
による対応

（信用金庫法による規制の緩和）右記同
様

信用金庫及び信用金庫連合会につ
いても、株式会社と同様に、電磁
的記録の作成をもって商業帳簿等
の作成に代えることができるよう
にする。

信用金庫法上必要とされる書類の作成を電磁的
方法によることができるようになれば、信用金
庫等の書類作成費及び管理費等のコスト削減に
もつながる。

（参考条文）商法第３３
条ノ２、第１６６条３
項、第２８１条２項・３
項、第２６０条ノ４第６
項第２号、第２６３条１
項等

金融庁 継続

5059 50590017
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

17
協同組織金融機関が発行する優先出
資に係る1口に満たない優先出資制度
の創設

（優先出資法の規制の撤廃）右記同様

協同組織金融機関が発行する優先
出資に関して、端株制度に準じた
1口に満たない優先出資の制度を
創設する。

協同組織金融機関の発行する優先出資について
は、1口に満たない優先出資の制度がないた
め、優先出資の分割を実施するにつき支障を生
ずるおそれがある。
なお、会社法制の現代化のための商法改正によ
り、端株制度が廃止され、単元株制度に一本化
された場合には、優先出資について単元株に相
当する制度の創設を検討すべきである。

協同組織金融機関の優先
出資に関する法律

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590018
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

18
商法第280条ノ2第5項および同法第280
条ノ3ノ2の優先出資への準用

（優先出資法の規制の緩和）右記同様

協同組織金融機関の優先出資発行
に係る決定事項および公告・通知
事項のうち発行価額については、
市場価格がある優先出資を公正な
価額で発行する場合には、株式会
社と同様、発行価額の決定方法を
定めれば足りることとする。

平成13年10月1日に施行された改正商法によ
り、新株発行に係る取締役会決議事項および公
告・通知事項のうち発行価額については、市場
価格がある株式を公正な価額で発行する場合に
は、具体的な発行価額まで決定･公告等をする
必要はなく、その決定の方法を定めれば足りる
こととされた。これらの規定が優先出資の発行
にも準用されることとなれば、発行価額の決定
から払込みまでの期間を相当短縮して、その期
間内の価格変動リスクを軽減することができ
る。現在行われている公募増資の実務では、
ブックビルディング方式により発行価額を決定
する旨を定める方法で短縮した発行スケジュー
ルを採用することが一般的になっている。

協同組織金融機関の優先
出資に関する法律第5条
第1項第3号、同法第8条

金融庁 継続

5059 50590019
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

19
新優先出資予約権および新優先出資
予約権付債券の発行解禁

（優先出資法の規制の撤廃)右記同様

協同組織金融機関が発行する優先
出資に関して、株式会社が発行す
る新株予約権および新株予約権付
社債に相当する制度を導入する。

株式会社については、従来から転換社債および
新株引受権付社債の発行が認められ、また、平
成14年4月からは新株予約権の発行が解禁され
ている。協同組織金融機関についても、新優先
出資予約権および新優先出資予約権付債券の発
行を解禁することにより、資金調達手段の多様
化等を図ることができる。

協同組織金融機関の優先
出資に関する法律

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590020
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

20
信用金庫による保険募集可能商品の
範囲の拡大等

（保険業法の規制の撤廃）保険募集可能
商品の制限を早期に全面撤廃し、地域の
会員・顧客ニーズに総合的に対応できる
ようにする。

保険募集できる商品を限定せず
に、原則として全ての保険商品を
募集できるようにする。
とくにワンストップ・ショッピン
グに関する利用者ニーズが高い第
３分野及び小口の保障性商品をは
じめとする個人分野の保険商品に
ついてはできる限り早期に解禁す
る。　　　なお、金融審議会金融
分科会第２部会報告（平成１６年
３月３１日）で示された新たに考
えられる弊害防止措置に関して
は、過剰な規制とならないように
する。

信用金庫の保険募集を制限する根拠として、預
金・融資情報等の不当な利用や優越的地位を不
当に利用した募集行為などの弊害が挙げられて
いるが、保険業法及び金融商品販売法並びに個
人情報保護法等の法整備が進んでいることなど
から、信用金庫が保険募集を行うために考えら
れる弊害防止措置は整っている。第３分野など
の保険商品は、消費者ニーズが顕在化している
ために契約件数は増加しているが、現状の契約
加入率は相対的に高くないため、利用者利便の
向上に資する。融資の条件として保険募集を行
う行為は、抱合せ販売として既に禁止されてい
るなど、過剰な弊害防止措置は利用者利便を損
なう。

保険業法第２７５条
保険業法施行規則第２１
１条
保険業法施行規則第２３
４条　等

金融庁 継続

5059 50590021
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

21 保険募集の総代理店制度の創設
（保険業法の規制の撤廃）総代理店制度
を創設する。

保険会社との委託契約を受け、保
険会社の固有業務である保険の引
受け以外の代理店管理等の業務を
外部委託する総代理店制度を創設
する。

保険会社の代理店は、保険会社との直接の委託
契約以外認められていない。

保険業法第２条、第２７
５条等

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590022
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

22 生命保険の構成員契約規制等の撤廃
（保険業法の規制の撤廃）生命保険の構
成員契約規制を撤廃する。

業務上の地位等を不当に利用する
などの圧力募集を未然に防止する
観点で設けられている生命保険の
構成員契約規制については信用金
庫への適用を除外する。

信用金庫における保険募集は、通常の生命保険
募集人と異なり、非公開情報保護措置、優越的
地位を利用した募集禁止、他の金融取引への影
響の排除など、事前に様々な行為規制が保険業
法等で適用されており、業務上の地位等を不当
に利用する等の圧力募集を未然に防止する措置
が既にとられている。

大蔵省告示第２３８号 金融庁 継続

5059 50590023
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

23 保険会社破綻時の特別勘定の保全
（保険業法の規制の撤廃）特別勘定の保
全措置を設ける。

保険会社が経営破綻した場合に、
特別勘定については１００％保全
する。

保険会社が経営破綻した場合、一般勘定と特別
勘定ともに同等に取扱われているが、特別勘定
については、その資産が一般勘定とは明確に分
離しており、個々に独立した運用がされてい
る。

保険業法第１１８条等 金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590024
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

24 卒業生金融制度の見直し （信用金庫法の規制の緩和）右記同様

会員であった者が会員たる資格を
有しなくなったことによって脱退
した者（卒業生）が金庫との取引
を望む場合には、総貸出の１００
分の２０に相当する金額の範囲内
で運用できるよう所要の措置を講
ずる。

中小企業から中堅・大企業にまで成長した卒業
生は地域経済の中核的存在であり、地域内の会
員企業の育成や仕事の創造等地域社会で果たす
べき役割は大きいものと考えられる。総貸出の
１００分の２０の範囲内であれば、卒業生との
取引関係を継続しても、会員への金融サービス
の遂行を妨げるものではないし、地域内資金循
環を通じた地域の内発的発展に貢献できるもの
と考える。

大蔵省告示第７１号（昭
４３．６．１）、信金法
施行令第８条第１項第２
号

金融庁 継続

5059 50590025
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

25
信用金庫の債務保証に係る大口信用
供与規制の緩和

（信用金庫法の規制の緩和）信金中金代
理貸付制度における信用金庫の債務保証
分を大口信用供与規制の対象から除外す
る。

信金中央金庫代理貸付に係る債務
保証について、大口信用供与規制
の対象から除外する。

信金中金代理貸付制度は、系統金融機関特有の
制度である。そしてこの仕組では、信金中金と
信用金庫とによる二重の審査及び途中管理によ
り、信用リスクの縮減効果が高いものとなって
いる。

信金法施行規則第１６条
の２第１項第２号

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590026
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

26
コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象
企業を拡大する。

コミットメントライン契約（特例
融資枠契約）の適用対象を拡大
し、①中小企業（資本金３億円以
下等）、②地方公共団体や特別法
で定められた地方公社等をその範
囲に含める。

コミットメントライン契約（特例融資枠契約）
の適用対象を拡大することにより、中小企業の
資金調達の多様化が図られる。

特定融資枠契約に関する
法律第２条

金融庁 継続

5059 50590027
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

27
電子認証業務の「その他の付随業務」
への該当可能性の明確化

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様

電子認証業務が付随業務に該当す
ること、および固有業務と切り離
して電子認証業務を行いうること
を明確化する。

電子認証業務は、金融機関の固有業務との関連
性および親近性が高く、金融機関が当該業務を
行うことについて問題はないものと考えられ
る。また、金融機関がよりセキュアかつ信頼性
の高いサービスを提供することにより、電子的
な方法による決済その他の電子取引等の利用者
利便に資する。
電子認証業務が付随業務に該当することの明確
化にあたっては、当該業務への参入を阻害しな
いようにする観点から、ノーアクションレター
による個別対応ではなく、必要に応じ当該業務
に係る留意点等を示す等の方法を検討すべきで
ある。

信用金庫法第53条、同法
第54条、中小･地域金融
機関向けの総合的な監督
指針Ⅲ－2－2

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590028
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

28 員外貸出先の拡充
（信用金庫法の規制の緩和）地公体事業
に準ずるＰＦＩ事業に係る貸出を員外貸
出として認める。

ＰＦＩ法上の「選定事業者」を信
金法施行令第８条による員外貸出
先のひとつに加える。

民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して
公共施設等の建設、維持管理、運営等を行うた
め、平成１１年に「民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律」（いわ
ゆる「ＰＦＩ法」）が制定された。このよう
に、ＰＦＩ法の枠組みで創設される「選定事業
者」は極めて公共性の高い事業を営む者である
こと、地域経済の活性化に貢献するというリ
レーションシップバンキングの趣旨に沿うもの
であること、さらには会員に対する業務の遂行
を妨げるものでもないことから、「選定事業
者」への貸出については、地方公共団体や地方
住宅供給公社

信金法第５３条第２項、
信金法施行令第８条、告
示

金融庁 継続

5059 50590029
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

29 定款への従たる事務所の記載の廃止
（信用金庫法の規制の撤廃）定款の絶対
的記載事項を見直す。

信用金庫の本店（主たる事務所）
のみを、定款の絶対必要記載事項
とする。

事務所を定款の絶対的必要記載事項とするの
は、会員による自治によって事務所を設定すべ
きであるとの趣旨である。しかし、市場原理に
基づく監督行政が行われるようになった現在で
は、出店、廃店、統合を迅速にすすめることが
できない等、これまでの法益を守ることによる
弊害が生じてきている。また、絶対的必要記載
事項とせずとも、会員をメンバーシップとする
協同組織である限り、実質的に会員のニーズを
無視した店舗政策はあり得ない。したがって店
舗政策は、会員から経営陣に委託している範囲
内で経営の自由度を高めたほうが、会員のニー
ズにそう経営ができるものと考える。

信金法第２３条第２項
（参考条文）商法第１６
６条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590030
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

30
事業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底（他業禁止の判断基準の
明確化）

（信用金庫法の運用の明確化）事業用不
動産の有効活用の運用を明確化する。

事業用不動産の有効活用について
は原則自由であることとし、 他
業禁止規制の範囲を明確にする。

監督指針で明確化しているとするが、類似の事
例にもかかわらず、財務局によって運用が異な
る等、必ずしも明確化しているとは言えない。

監督指針Ⅲ－２－２ 金融庁 継続

5059 50590031
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

31 業務取扱時間変更届出の簡素化 （信用金庫法の規制の緩和）右記同様

インストアブランチなど出店先の
営業時間の変更に伴う業務取扱時
間変更届出の不要、もしくは半期
ごとの一括届出の対象とする。

インストアブランチなど出店先の営業時間の変
更に伴う業務取扱い時間の変更に弾力的に対応
するため。

信金法施行規則第１４条
第１項第２０号、第１４
条第３項

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590032
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

32 法人代理店の１００％出資規制の緩和
（信金法の規制の緩和）法人代理店の有
効活用が図れるようにする。

法人代理店に対する１００％出資
規制を緩和する。

現在信用金庫の法人代理店は、代理業務を委任
する金庫が１００％出資する法人でなくてはな
らない。そのため他の地域金融機関や一般事業
会社、あるいは委任金庫を退職した職員と共同
出資することにより代理店をもつことが不可能
である。

信金法施行規則第１５条
の２第６号

金融庁 継続

5059 50590033
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

33 代理店業務の拡大 （信用金庫法の規制の緩和）右記同様

信用金庫の代理店として行うこと
ができる業務の範囲を、現行規制
よりも拡大し、代理店の展開が柔
軟にできるようにする。

「リレーションシップバンキングの機能強化に
向けて」の趣旨に鑑み、地域のお客様・会員へ
の更なる利便性の提供と収益力の確保を両立さ
せていくためには、従来の枠組みを超えた柔軟
な店舗戦略が不可欠となっている。そのひとつ
が、店舗戦略における代理店の有効活用であ
る。

信金法施行規則第１５条
の２第４号、告示（平成
１４年３月２９日告示第
４１号）

金融庁 継続

280/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590034
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

34
信用金庫法に基づく証券業務に関する
業務内容方法書の廃止

信用金庫が国債等の募集の取扱い
業務の認可又は有価証券に係る引
受け、募集若しくは売出しの取扱
い、売買その他の業務の認可を受
けようとするときに、当該業務の
内容及び方法を記載した書類（業
務内容方法書）を定めて認可申請
書に添付することは不要とする。

信用金庫が証券取引法第６５条第２項に定める
証券業務を行おうとするときは、信用金庫法上
の認可のほかに、証券取引法上の登録申請書に
業務内容方法書等を添付して内閣総理大臣の登
録を受けることとされており（認可又は変更届
出もあり）、証券取引法に基づく業務内容方法
書に信用金庫法に基づく業務内容方法書の内容
は包含されていることから、信用金庫法に基づ
く業務内容方法書を存置させる必要性はない。

信金法第５３条第９項、
第１１項、信用金庫法施
行規則第８条の３

金融庁 継続

5059 50590035
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

35
登録等証券業務(公共債ディーリング業
務)の本部担当職員の専任制の廃止又
は緩和

右記同様

公共債ディーリング業務に係る組
織、業務分掌及び職務権限につい
て投資目的の売買業務及び融資業
務からの分離、独立を不要とし、
また、担当職員についても投資目
的の売買業務及び融資業務との兼
任を可能とする。

信用金庫の多くは本部部門の人員を縮小してお
り、経営の効率性などの観点からも必ずしも専
任者を配置しなければならない必要性は乏し
い。

金融庁「事務ガイドライ
ン（証券会社等関係）」
５－２（２）

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590036
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

36
投資信託の目論見書等の電子交付に
おける投資家の利便性向上及び提供
者の実務負担軽減

右記同様

最終取引日以後５年間の目論見書
等の改ざん防止を交付者が直接的
に担保するのではなく、正当な目
論見書を監督当局が確保すること
によって担保するよう制度の改変
を行う。

現在の規制は投資家の手元で目論見書が保管で
きることを究極的には求め、ウェブサイトの閲
覧によるときには、目論見書等が改ざんされな
い状態を交付者が担保することを義務づけてい
る。そこで、正当な目論見書を監督当局に電子
交付し、それが投資家の閲覧に供される制度に
改めることにすれば、投資家保護が確保される
とともに、交付者の実務負担が軽減されること
となる。

投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則第３
６条ノ２第２項第４号

金融庁 継続

5059 50590037
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

37
有価証券指数先物取引の対象有価証
券の範囲拡大

右記同様
株価指数先物取引の対象有価証券
に協同組織金融機関の発行する優
先出資証券を加える。

投資家による有価証券投資の対象は多様化が進
んでいることから、株券以外の有価証券につい
ても有価証券指数の対象として認めることが望
ましい。

証券取引法第2条第21
項、証券先物取引等に関
する内閣府令第1条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590038
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

38
確定拠出年金個人型年金の加入資格
の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
様

確定拠出年金個人型年金の加入対
象者に、専業主婦など第３号被保
険者を加えるよう確定拠出年金個
人型年金の加入資格を緩和する。

例えば、拠出期間が短い加入者が退職し、専業
主婦等になった場合、拠出の継続が認められな
いため、少額の給付しか得られないことが想定
されるが、極力多くの国民が確定拠出年金制度
の目的である「自助努力による老後資金の確保
への支援」を受けられるようにするため、改善
されるべきである。

確定拠出年金法第１９条 金融庁 継続

5059 50590039
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

39
確定拠出年金の受給権を担保とした借
入れの許容

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
様

確定拠出年金の受給権を担保とし
た借入れができるようにする。

確定拠出年金制度は、一部の例外を除き中途換
金ができない制度であることを勘案すると、加
入者が受給資格を満たす時期までに生活困窮等
に陥り生活資金を必要とするケース等を想定し
ておくことが肝要である。

確定拠出年金法附則第３
条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590040
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

40
確定拠出年金企業型年金の資格喪失
者に対する個人型年金加入者としての
継続加入条件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
様

確定拠出年金企業型年金の資格喪
失者についても個人型年金の加入
者として継続的に掛金の拠出を行
うことを選択できるようにする。

個人型年金の運用指図者は、それまで積み立て
た資産を個人型年金に移換したうえで引き続き
資産の運用を行うことはできるが、新たに掛金
を拠出することはできないため、個人型運用指
図者にならざるをえない転職者は、当初の資産
形成プランを実現できないことはもちろんのこ
と、拠出期間を長期に分散させることによる運
用リスクの軽減化を図ることもできず、健全な
資産形成に支障をきたす懸念がある。

確定拠出年金法第６２条
第１項

金融庁 継続

5059 50590041
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

41
確定拠出年金運営管理業務にかかる
金融商品営業担当者による兼務禁止
の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
様

金融機関の金融商品営業担当者に
ついて、確定拠出年金運営管理業
務のうちの運用関連業務の兼務禁
止を緩和する。兼務禁止の緩和に
際しては、営業担当者が加入者に
対して中立的な立場で運用関連業
務を行うことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う金融機関の体制整
備において、本兼務禁止措置の緩和は、確定拠
出年金の普及に資するものと考えられる。

確定拠出年金運営管理機
関に関する命令第１０条
第１号

厚生労働省 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590042
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

42 確定拠出年金拠出限度額の引上げ (確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

確定拠出年金拠出限度額の引上げ
を行う。特に、そのうち個人型年
金第２号加入者の拠出限度額の引
上げを行う。

確定拠出年金は、国民が公的年金に上乗せする
老後生活資金を確保するため、税制優遇措置を
付して設けられている制度であり、そのため中
途引出しは原則不可とされている。しかし、現
実には、長期に渡る加入期間中に不測の事態が
生じても中途引出しができないことに不安感を
抱き、加入希望者であっても加入を躊躇する
ケースが考えられる。
来年度、年金資産が50万円までであれば脱退一
時金を受け取れるようにする等の緩和措置が見
込まれているが、この脱退一時金制度とは別
に、金額や時期に拘わらず加入者の任意で中途
引出しができるように制度を緩和すれば、女性
や若年層を含むより多くの国民が安心して確定
拠出年金に加入するようになり、国民の老後生
活に対する不安感の軽減につながるものと考え
られる。なお、中途引出しを行った場合におけ
る税制上の公平性を確保するための方策とし
て、中途引出しに当たっては、それまでの間に
当該加入者が享受した税制上の優遇分をペナル
ティとして上乗せ課税する方法が考えられる。

確定拠出年金法施行令第
３６条第２項

厚生労働省 新規

5059 50590043
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

43
信金法に基づくリスク管理債権の開示
と金融再生法に基づく資産査定の開示
の一本化

（各法で定められている情報開示の一本
化）情報開示を一本化する。

信金法に基づくリスク管理債権の
開示を廃止し、金融再生法に基づ
く資産査定の開示に一本化する。

信金法に基づくリスク管理債権と、金融再生法
に基づく資産査定とでは、開示の対象となる債
権とその開示基準が異なっており、事務上煩雑
であるとともに、顧客にとってもわかりにくい
開示内容となっている。

信金法第８９条で準用す
る銀行法第２１条
信金法施行規則第２０条
の２から第２０条の４
金融再生法第６条、第７
条　　　　金融再生委員
会規則第２条から第６条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590044
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

44 業務方法書の廃止
（信金法の規制の撤廃）信用金庫法で定
める業務方法書を廃止する。

信用金庫法で定める業務方法書を
廃止する。

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織
金融機関に限り設けられている制度である。ま
た、金融機関に対する規制監督のあり方が、各
金融機関の自己責任原則の観点から、当局指導
型から事後監視型に移行しているなかにあっ
て、現状では業務方法書を存続させる必要性は
乏しいため、これを廃止する。

信金法第３１条、信金法
施行規則第４条

金融庁 継続

5059 50590045
（社）全国信用金庫協会・信
金中央金庫

45
独立行政法人の余裕金の運用先に係
る制限緩和

独立行政法人の余裕金の運用先に「信用
金庫及び信用金庫連合会」を加える。

独立行政法人が余裕金の運用にあたり信用金庫
又は信用金庫連合会への預金を行うには、主務
大臣の指定が必要とされている。また、政府関
係機関等の余裕金の運用先の拡大については、
「規制緩和推進３か年計画」において「信用金
庫及び信用金庫連合会」を追加する旨の閣議決
定がなされており、独立行政法人についても同
様の規定とするよう独立行政法人通則法の改正
を要望する。

独立行政法人通則法第４
７条

総務省 継続
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管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号
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事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590046
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

46 一般職員の兼業・兼職制限の廃止
（信金法の規制の撤廃）一般職員につい
て兼業及び兼職の制限を廃止する。

 一般職員について兼業及び兼職
の制限を廃止する。

信用組合では、協同組合による金融事業に関す
る法律第５条の２で、代表理事と常務役員が兼
職・兼業禁止の対象となっている。また、銀行
では、銀行法第７条で、常務取締役が対象と
なっている。このように、預金取扱い金融機関
のうち一般職員の兼業及び兼職の制限が課せら
れているのは、信用金庫及び信用金庫連合会
（以下「金庫」という。）だけであるが、金庫
についてのみ厳格な規制を課す理由はなく、一
般職員の兼業及び兼職の制限を廃止する。

信金法第３３条、（参考
条文）協同組合による金
融事業に関する法律第５
条の２、銀行法第７条

金融庁 継続

5059 50590047
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

47
一定の民間事業者がタイムスタンプを
付した電子データへの確定日付ある証
書としての効力の付与

（民法施行法の規制の緩和）右記同様

電子署名法上の認定を受けた認証
事業者等一定水準以上の技術的信
頼性を有する民間事業者がタイム
スタンプを付した電子データにつ
いて、電子公証制度における電子
確定日付と同様に、確定日付ある
証書とみなすこととする。

電子公証制度による電子確定日付は、債権譲渡
等の電子取引をシームレスで瞬時に行うシステ
ムに適さない。また、電子署名法上の認定を受
けた認証事業者等にも電子確定日付の付与を許
容することにより、一定水準以上の技術的信頼
性を確保しつつ、利用者利便の向上を期待する
ことができる。
確定日付付与の民間開放にあたっては、必要最
小限度の範囲内で公証人に対する監督に準じた
規制に服することとする等による対応も可能で
あると思われる。

民法施行法第5条 法務省 継続
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管理番号

要望事項
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事項
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番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5059 50590048
社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

48 「業務の代理」先の拡充
（信金法の規制の緩和）業務の代理先に
金融機関を加える。

協同組織としての地区制限の趣旨
に反しない範囲で、信用金庫が民
間金融機関の業務の代理をできる
ようにする。

信用金庫が他の信用金庫等民間金融機関の代理
ができるようになれば、現在一部の信用金庫で
取扱われている預金の取次ぎ事務が簡略化さ
れ、顧客利便にも資するようになる

信金法第５３条第３項第
７号、告示、銀行法第１
０条第２項第８号、銀行
法施行規則第１３条

金融庁 継続

5060 50600001 （社）日本損害保険協会 1
保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

①保険会社の子会社「証券仲介専門会
社」による証券仲介業者支援業務を認め
ていただきたい（金融関連業務に、保険
会社と代理店委託関係のある証券仲介業
者の事務支援業務も追加していただきた
い）
②保険会社本体による証券仲介業者の事
務支援業務を認めていただきたい（証券
仲介業者及び証券会社からの業務･事務の
代理･代行を認めていただきたい）
③今般の証券取引法の改正により保険会
社にも解禁されることとなった証券仲介
業について、当該改正法施行までに「保
険業に係る業務の代理又は事務の代行」
を営む保険会社の子会社等の兼営可能業
務として認めていただきたい。

【実施内容】
・保険会社子会社あるいは本体に
よる証券仲介業を営む損保代理店
の事務サポート
・「業務の代理又は事務の代行」
子会社等による証券仲介業の兼営
【効果】
・証券仲介業者の普及促進
・会社経営の効率化

＜①②について＞
・０４年４月から証券仲介業者制度が創設され、一
般事業会社は本体で、金融機関は子会社形態で、証
券仲介業を営むことが可能となった。損保会社は子
会社を設営して自ら証券仲介業を営むことができる
が、本業で一般事業会社である代理店を通じた保険
商品販売を行っているため、損保代理店が証券仲介
業者を営む場合の相談･支援を行うことが期待され
る。しかしながら、損保会社の子会社は兼営できる
業務範囲が限られており、兼営可能な金融関連業務
の範囲に証券仲介業者の事務支援業務が含まれてい
ない。
・子会社形態ではなく本体で証券仲介業者への相談･
支援を行うことも考えられる。０４年１２月から損
保会社は登録金融機関として証券仲介業を営むこと
が可能となるため、損保会社本体で損保代理店への
相談･支援を行う方が効率的とも考えられる。しかし
ながら、損保会社は他業禁止の規定により当該業務
は実施できない。
・これらの具体的内容としては、ⅰ）資格取得・商
品知識習得に係る支援、ⅱ）申込書等の取次ぎ・点
検支援、ⅲ）事務のシステム化の支援、ⅳ）各種法
定帳簿作成の補助、ⅴ）営業推進活動への支援など
の実施を想定している。保険契約と有価証券という
販売の対象となる商品に違いはあるものの、業務を
類型化した場合、現在でも保険会社が損保代理店に
対して実施している内容であり、保険業務との関連
性はあるものと思料する。（保険業務を行う中で、
実施することが可能である）
＜③について＞
・159回国会において「証券取引法等の一部を改正す
る法律」が成立し、本年12月より保険会社本体での
証券仲介業が解禁されることとなったが、既に保険
会社が有する「業務の代理又は事務の代行」子会社
等が当該業務を兼営することによって子会社等を小
規模な単位に分けることなく顧客利便の向上及び保
険会社経営の効率化を図ることが出来る。

保険業法第９８条①、１
００条、１０６条、同施
行規則第５１条、５６条
②、５６条の２②、③

金融庁
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5060 50600002 （社）日本損害保険協会 2
保険議決権大量保有者の「変更報告
書」提出事由の簡素化

保険議決権大量保有者が提出を行う「変
更報告書」の届出事由から、保険会社が
自社株を購入した場合を除外していただ
きたい。（あるいは届出の猶予期間を設
定していただきたい）

変更の都度提出する「変更報告
書」届出事務の効率化

・保険会社の総議決権の５％超の議決権を保有する
者（保険議決権大量保有者）は、議決権保有割合の
変更が生じた場合には、５日以内に「変更報告書」
を提出しなければならないとされているが、保険会
社が自社株を購入した場合の割合変更については、
保険議決権大量保有者にとって５日以内での把握・
対応が困難である。
・一方、証券取引法の「株券等の大量保有の状況に
関する開示（５％ルール）」では、変更報告書の提
出は「保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない
場合を除く」とあり、株券の発行者である会社の行
為により生じた議決権保有割合の変更事由にまで届
出義務は課されていない。
・保険業法と証券取引法とでは５％保有に係る規制
の趣旨・目的が異なるという点は理解できるが、自
社株を取得した保険会社に保険議決権大量保有者へ
の通知義務は課されておらず、株主総会の招集通知
を受けるか有価証券報告書などを確認する以外に、
実際に保険議決権大量保有者が自社株取得後の保有
割合を把握できる法的担保はない。もっとも、保険
会社による自社株取得の場合で、それ程大きな割合
変更が生じる事態はあまり想定されないのであるか
ら、仮に１％を超える割合変更であったとしても本
件について行政が行うべき監督の意義は少ないもの
と考える。
・また、株主権の行使や人的関係により保険会社経
営に実質的影響を及ぼし得る株主を当局がチェック
するという保険業法の趣旨からすれば、５％超の議
決権を保有しているという事実は既に届出されてい
るのであるから、当局が行うべき株主の株式取得後
の保有割合のチェックについては、証券取引法が想
定する「株価の乱高下」よりも緊急性が高いとは考
えにくい。
・ついては、保険議決権大量保有者の保有株券の総
数が増加・減少しない場合の保有割合変更について
は届出義務の免除をお願いしたい。（少なくとも、
保険会社の行為による保有割合変更については届出
猶予期間を設定するなどの配慮をお願いしたい）

保険業法２７１の４①、
証取法２７の２５

金融庁総務企画
局企画課、監督
局保険課

5060 50600003 （社）日本損害保険協会 3 積立勘定における株式の代物弁済

保険会社は、金融庁長官の承認により金
銭を他の勘定に振り替える場合を除き、
財産の勘定間振り替えを行うことが出来
ない。株式保有が出来ない積立勘定に区
分されている貸付金については、以下の
ようなやむを得ない場合に限り、当該貸
付金を事前に一般勘定に振り替えること
で、株式の代物弁済が行えるようにして
いただきたい。
①DES（債務の株式化）の適用により株式
を受け入れる場合
②株式を担保取得している場合　なお、
財産（貸付金）による勘定間振り替えを
行う代わりに、いったん株式を一般勘定
で受け入れて、即時に当該積立勘定に金
銭を振り替えることでも構わない。

DES（債務の株式化）等を用いた
再建計画の応諾が可能となり、債
務者である経営不振企業の再生が
期待出来る。また、株式を担保取
得している場合で代物弁済を受け
ざるを得ない場合の対応が可能と
なる。

・積立勘定による株式の受け入れが出来ないた
め、経営不振企業のＤＥＳ（債務の株式化）を
用いた再建計画に対し、損保会社のみ応諾出来
ないおそれがあるため。
・なお、要望は、積立勘定の資産運用として融
資を行った結果として、不可避的に株式を担保
取得せざるを得なくなったケースやDESを要請
されたケースに限定して、積立勘定とその他の
勘定間の振り替えを行うことを求めるものであ
る。勘定間の振り替えを行う際には、認可が必
要であることから、その審査の際に振り替えの
内容や経緯を審査することが可能であり、積立
勘定の安定的な運用が行われていたかどうかの
チェックが可能である。

保険業法施行規則第２６
条、第６３条

金融庁総務企画
局企画課、監督
局保険課
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（特記事項）

5060 50600004 （社）日本損害保険協会 4
保険会社本体による介護・福祉業務の
遂行

現在、民間の損保会社では介護分野での
サービス提供業務が認められていない
が、損保会社本体でのケアプラン作成業
務等介護・福祉関連業務を損保会社本体
で行うことを認めていただきたい。

社会的ニーズの高い介護分野にお
いて、保険商品・給付の延長線上
でサービスの提供を行うことはお
客様・保険会社双方に効果・効率
的であり、さらに保険会社のこれ
までのノウハウを活かしたサービ
スの提供により、お客様の満足度
を高めることができる。

損保会社は従前から介護費用保険等の保険商品の販売を行っ
ており、当該保険給付事案が発生した際に損保本体でケアプ
ラン作成業務ができれば、お客様、保険会社ともに得れるメ
リットが大きい。
また、以下の4つの観点から損保会社本体で行っても差し支
えないと考える。
・損保会社では、保険業法第９８条第１項第１号および施行
規則第５１条第２号により、損害査定の代理が認められてい
る。ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、この損害
査定業務に伴い遂行可能な業務であり、かつ、類似するもの
である。
・ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、介護費用保
険などの給付金の支払業務に伴い遂行可能な業務であり、損
保会社の固有業務の規模に比べ大きくなることはなく、また
当該保険の引き受けという固有業務による収益に比べ過大な
ものとはならない。
・ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、公的介護保
険制度の運営に伴い発生する業務であるが、損保の介護保険
は公的介護保険の給付に連動して給付金支払いを行うものも
あり、親近性があると認められる。また、損保本体でケアプ
ランの作成業務ができれば、お客様の当該給付金を含めた経
済状態を把握した上でプランを作成できる、あるいは多様な
損保ネットワークを利用したプラン作成が提供できる等、お
客様、保険会社ともに得れるメリットが大きいことからも、
親近性があると認められる。リスク面では、契約不履行リス
クの発生が想定されるが、これは商慣行上一般的な契約にお
いても発生するリスクであり、他の一般的なケースと同様に
対応できるので、問題ないと考える。
・保険会社では、保険会社の固有業務として介護費用保険な
どの引き受けを行っており、当該保険の給付事案が発生した
場合には、自社にて各種の事故調査を行ったうえで、当該給
付金の支払可否・内容を決定している。ケアプラン作成業務
等介護・福祉関連業務はこうした給付金の支払業務に伴い遂
行可能な業務であり、新たに大きな追加コストが必要ではな
く、「保険会社が固有業務を遂行する中で正当に生じた余剰
能力の活用に資する」業務であると考える。

保険業法第98条、第99条
金融庁総務企画
局企画課、厚生

労働省

5060 50600005 （社）日本損害保険協会 5
原付二輪車の届出関係事務の統一と
ワンストップサービスへの取り込み

原付の届出・変更等に関して市町村ごと
に差異のある書類の名称や様式、手続き
を統一したうえで、届出事項・廃車申
告・標識返納などの手続きや証明書類の
取り寄せが容易となるよう、ワンストッ
プサービスのインフラに市町村が加われ
る仕組みを検討して頂きたい。

自賠責保険の異動・解約事務の必
要書類の取り寄せが確実・簡易に
行えることにより、契約者サービ
スの向上と事務効率化が図られ
る。

自賠責保険の異動・解約においては、証明書と
ともに、異動・解約事由を証明する書類を求め
ている。原付の場合、登録ではなく、届出市町
村ごとに管理されており、様式や請求方法も統
一されいないこともあって、転居・移転を伴う
場合や契約者が遠方の場合など取り付けに支障
を来すことがある。たとえば、廃車による解約
では、市町村で「廃車申告受付証」を証拠書類
として取り付けているが、名称がことなる場合
がある。直接の窓口が市町村であっても、実務
上の便宜のために統一を図るとともに、市町村
をネットワークでつなぐことは主務官庁により
検討可能な事柄と考える。

各市町村の条例 総務省
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5060 50600006 （社）日本損害保険協会 6 盗難自動車対策の強化

盗難自動車対策については、政府の国際
組織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁
と民間団体による官民合同プロジェクト
チームが発足し、不正輸出防止対策など
様々な対策が取られつつある。こうした
対策の実効性をさらに上げるために、法
整備、イモビライザの普及促進等に加
え、以下のような制度の見直し等を図る
ことが必要である。
①盗難自動車の海外不正流出防止のため
の旅具通関対象の制限（船員旅具通関制
度の廃止または中古車持ち出し台数制
限）の早期実施と実施に向けたスケ
ジュールの明確化
②通関における中古車チェックの強化
（盗難多発車を中心とした、抹消登録証
明書記載の車台番号と中古自動車に刻印
された車台番号の照合）
③コンテナー詰込み時における公認検数
検定機関による確認の徹底（公認検数検
定機関による品名・数量確認、施封の徹
底）
④登録事項等証明書交付請求者等の本人
確認の強化（偽造書類の発見方法の確
立、本人確認書類のコピー保存および窓
口への監視カメラの設置）
⑤インターネットオークションにおける
盗難自動車の流通阻止（古物営業法21条
の3の申告義務違反に対する行政処分の制
度化）
⑥政府において決定されている「犯罪に
強い社会の実現のための行動計画（平成
15年12月 犯罪対策閣僚会議）」におい
て、重点課題とされている自動車盗難関
連事項について、可能な限り数値目標化
するとともに、自動車盗難年間台数につ
いて数値目標を設けていただきたい

これらの盗難防止対策を施すこと
により、自動車盗難件数が減少す
れば社会的損失の低減に大きく寄
与することになる。（定量的評価
は困難であるが、03年度の自動車
盗難保険金は約583億円であり、
車両保険の普及率35％で単純に計
算すると日本全体でおよそ1,600
億円の被害と推定できる。仮に被
害が1%削減された場合でも、約16
億円の効果となる。）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は64,000件を数
え、ここ3年続けて60,000件を超えて高止まりの傾向
を示している。また、自動車盗難に関する支払保険
金は毎年600億円弱に達し、経済的な面からも深刻な
社会問題となっている。
①旅具通関においては、手荷物扱いとして持ち出さ
れる中古自動車のほとんどがビジネスとしての輸出
用途であり、旅具通関本来の趣旨から外れている。
ついては、検討中の旅具通関制度の見直しについ
て、自動車盗難阻止を効果的に推進できるよう、早
期に実施に向けた検討、配慮をいただきたい。
②申請された抹消登録証明書と輸出される中古自動
車が同一のものであるか、現車をチェックしない
と、実際どの車が輸出されているかを正確には把握
できない。例えば、１．特に盗難の多い車種の選定
（例：「ランドクルーザー」、「セルシオ」、「ア
リスト」等）、２．特定仕向地の選定、３．特定業
者の選定（例：登録以降２年未満の業者）を行うな
ど、限定して輸出車の現物チェックを実施すること
でも、大幅な改善が図られる。現在でも「提示され
た抹消登録証明書原本と当該中古自動車の車台番号
等との照合を可能な限り行っている」とのことであ
るが、一定基準以上のチェックを制度化して実施し
ていただきたい。
③コンテナーへの積み込みに際し、盗難車を他の貨
物と偽って、または車両本体を解体して積み込むこ
とにより、不正輸出する手口がある。コンテナーを
使用する不正輸出を防ぐためには、コンテナーの内
容物を確認して、盗難自動車が紛れ込んでいないか
どうかを厳重に確認することは極めて効果的であ
る。例えば、仕向地、輸出業者(不特定多数の荷主を
扱うなど)を限定して公認検数検定機関によるコンテ
ナー確認の徹底（公認検数検定機関の確認があった
コンテナーの通関事務を迅速化する運用も考えられ
る。）をすることでも、大幅な改善が図られるもの
と考えられる。

①関税法基本通達67-2-7
（旅具通関扱いする輸出
貨物）、同通達67-2-2
（旅具通関扱いをする貨
物の輸出申告）
②関税法
③関税法基本通達67-1-
20（輸出貨物コンテナー
扱い）
④道路運送車両法
⑤古物営業法第２１条の
３
⑥「犯罪に強い社会の実
現のための行動計画（平
成15年12月 犯罪対策閣
僚会議決定）」

内閣府国際組織
犯罪等対策推進

本部
財務省関税局監
視課、業務課
国土交通省
警察庁

犯罪対策閣僚会
議

（要望理由より続き）
④登録事項等証明書の交付請求
者、自動車検査証再交付申請者
等の本人確認のため、交付請求
者に対し、ア.運転免許証、イ.
被用者保険証、国民健康保険被
保険者証、ウ.パスポート、外国
人登録証明書、エ.顔写真付き身
分証明書、いずれかの提示が求
められているが、窃盗団は巧妙
な偽造証明書等で不正に登録事
項等証明書等を取得し、盗難の
ねらいを定めた自動車の保管場
所割り出しに利用している可能
性がある。チェック機能を強化
する手段として、本人確認書類
のコピー保存および全窓口への
監視カメラの設置等について、
具体的に検討いただきたい。
⑤インターネットオークション
に、書類や車台番号のない自動
車が出品されており、盗難車流
通経路の一つとなっている。自
主規制的なものではなく強制的
に盗難車を流通させないような
手段を講じさせるため、オーク
ション事業者の申告義務違反に
対する罰則を強化していただき
たい。
⑥経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2004（平成16年6月
4日閣議決定）」において、「当
該計画について（中略）成果目
標を可能な限り数値化しつつ
（以下略）」とされている。

5060 50600007 （社）日本損害保険協会 7
確定拠出年金の加入対象者の拡大（第
３号被保険者、公務員）

確定拠出年金制度において、個人型年金
への専業主婦、公務員の加入を認めてい
ただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。専業主婦、公務員個人の自助
努力による老後資金形成の促進に
寄与する。少子高齢化の進展、高
齢期の生活の多様化等の社会経済
情勢の変化にかんがみ、国民の高
齢期における所得の確保に係る自
主的な努力を支援し、国民の生活
の安定と福祉の向上に寄与する効
果がある。

確定拠出年金制度に加入できないものが存在す
ることにより、確定拠出年金のポータビリ
ティーが確保されず、十分なものとならない。
（現状）
確定拠出年金において、個人型への専業主婦
（第3号被保険者）、公務員の加入が認められ
ていない。

確定拠出年金法第62条、
法人税法、所得税法

厚生労働省、財
務省
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5060 50600008 （社）日本損害保険協会 8
確定拠出年金の企業型における拠出
限度額の枠内での個人による上乗せ
拠出の容認

（要望）拠出限度額の枠内で企業型に対
する個人の上乗せ拠出を認めていただき
たい。

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。従業員の自助努力による老後
資金形成の促進に寄与する。少子
高齢化の進展、高齢期の生活の多
様化等の社会経済情勢の変化にか
んがみ、国民の高齢期における所
得の確保に係る自主的な努力を支
援し、国民の生活の安定と福祉の
向上に寄与する効果がある。

（理由）
・拠出限度額の枠内で、個人による自助努力を
認めることによって確定拠出年金制度の普及を
促進する。米国の確定拠出年金では個人による
上乗せ拠出が認められている。
・現状、中小企業を中心として、企業型の拠出
額は拠出限度額の一部に止まっており、勤労者
の老後の資産形成ニーズを満たすためには、拠
出限度額の枠内での自助努力による個人の上乗
せ拠出が必要なため。
（現状）
　企業型の場合、企業による拠出しか認められ
ておらず、個人が上乗せ拠出できない。

確定拠出年金第１９条、
第２０条、確定拠出年金
法施行令第１１条,法人
税法、所得税法

厚生労働省、財
務省

5060 50600009 （社）日本損害保険協会 9
確定拠出年金の経済的困窮時におけ
る年金資産取り崩しの容認

経済的困窮時においては、米国の401k制
度の様に、①税のペナルティを課した上
での年金資産の取り崩し、②年金資産を
担保としたローン制度を認めるようにし
ていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。少子高齢化の進展、高齢期の
生活の多様化等の社会経済情勢の
変化にかんがみ、国民の高齢期に
おける所得の確保に係る自主的な
努力を支援し、国民の生活の安定
と福祉の向上に寄与する効果があ
る。

確定拠出年金では６０歳までは高度障害時を除
き理由の如何を問わず、年金資産の取り崩しが
認められていない。
困窮時の年金資産取り崩しニーズは高く、この
ままでは確定拠出年金普及を阻害する。

確定拠出年金法第２８
条、法人税法、所得税法

厚生労働省、財
務省
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5060 50600010 （社）日本損害保険協会 10
確定拠出年金の拠出限度額の更なる
拡大

確定拠出年金の拠出限度額を更に拡大し
ていただきたい。特に、個人型の第２号
被保険者について、少なくとも企業型
（企年無）と同額となるよう限度額の拡
大を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。
少子高齢化の進展、高齢期の生活
の多様化等の社会経済情勢の変化
にかんがみ、国民の高齢期におけ
る所得の確保に係る自主的な努力
を支援し、国民の生活の安定と福
祉の向上に寄与する効果がある。

（理由）
2004年10月より拠出限度額が拡大したが、例え
ば個人型(2号）は180,000円から216,000円へ拡
大したに過ぎない。少なくとも企業型(企年
無）と同額となるよう限度額の拡大によって確
定拠出年金制度の普及を促進する。
（現状）
現行の年間拠出限度額は以下のとおり。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号）　816,000円
個人型（２号）　216,000円

確定拠出年金法第２０
条、第６９条
確定拠出年金法施行令第
11条および第36条、法人
税法、所得税法

厚生労働省、財
務省

5060 50600011 （社）日本損害保険協会 11
確定拠出年金の老齢給付金の支給要
件の緩和

老齢給付金の通算加入者等期間による受
給開始年齢の制限を撤廃していただきた
い。現在の法令では、通算加入者等期間
が１０年に満たない場合には、６０歳か
ら老齢給付金の支給を受けることができ
ない。

制度の普及に寄与する。

制度導入時において、５０歳以上の従業員の加
入を阻害する要因になる。また、本来企業の退
職金制度の一環として導入した制度であるの
に、従業員からすると６０歳で定年退職した際
に受給権がないというのは制度の趣旨に反す
る。

確定拠出年金法第３３条
厚生労働省
金融庁
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5060 50600012 （社）日本損害保険協会 12 確定拠出年金の原簿記録事項の緩和

企業型年金実施事業主または加入者・運
用指図者から通知を義務付けている他年
金等の資格の得喪および支給に関する情
報に関し、原簿の記録事項から除外して
ほしい。

確定拠出年金におけるコストの削
減に繋がり、手数料等の引き下げ
が可能となる。

退職所得の課税計算に使用するとされるこれら
の事項は、実際には退職所得の受給に関する申
告書の提出を受けた際に本人から確認すればよ
い事項であり、制度加入時に事業主・加入者等
に提出を求めかつ記録関連運営管理機関が長期
にわたって記録を保存しなければならないの
は、制度を煩雑にし、かつ記録関連コストの増
加につながり加入者利益に反する。

確定拠出年金法第１８
条、第６７条
確定拠出年法施行規則第
１５条、第５６条

厚生労働省
金融庁

5060 50600013 （社）日本損害保険協会 13
独禁法上の議決権保有割合規制（10％
規制）における総株主等の議決権の算
定方法の緩和

独禁法では、保険会社が国内の会社の株
式を、その株主の議決権の10％を超えて
保有することを規制している。したがっ
て議決権保有割合規制については、特に
自己株式の取得による分母の減少を考慮
する必要があるが、一方で、非上場会社
の中には、自己株式の取得の把握、すな
わち正確な「総株主等の議決権」の把握
が困難なケースもあることから、議決権
株式数の算定方法について、運用上の対
応を緩和していただきたい（自己株式の
取得等により10％を超えた場合には例外
規定が設けられており、1年以内であれば
規制の対象外となってはいるものの、そ
もそも把握が困難であることから本要望
を行うもの）。具体的には、小規模非上
場会社等で株主総会等の招集通知に「総
株主等の議決権」の記載がなく、把握が
困難な場合には、「発行済株式等の総
数」等を「総株主等の議決権」とみなす
ことを可能としていただきたい。

議決権保有割合点検作業の効率化

近年の商法改正により、従来、原則、取得が認
められていなかった自己株式の取得が認められ
ることになったことに加え、種類株式の発行が
可能となり様々な形態の株式が発行されること
となったこと等を背景に、議決権株式の把握が
困難な状況となっている。具体的には議決権保
有割合規制の遵守については発行会社からの株
主総会等の招集通知等の開示資料を基に点検を
行っているが、非上場会社については、上場会
社と異なり開示資料の中で「総株主等の議決
権」が記載されていないケースも散見され、ま
た、発行会社へのアンケート調査も実施してい
るが未回答や誤回答のケースもあり、総株主等
の議決権をすべて正確に把握するのは困難な状
況である。従って、「総株主等の議決権」の把
握が困難なケースでは、「発行済株式等の総
数」等を「総株主等の議決権」みなすことを可
能とするようしていただきたい（なお、保険業
法の事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ別紙様式40の記載要領の中で
は、上記みなし規定が設けられている）。

独占禁止法第１１条（金
融会社の株式保有の制
限）

公正取引委員会
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5060 50600014 （社）日本損害保険協会 14
電磁的方法による保険証券交付の容
認

商法上の規定に基づき保険契約者から保
険証券の交付を求められた場合におい
て、電磁的方法による交付が可能となる
よう規定を整備して欲しい。

保険証券のペーパーレス化によ
り、印刷コスト・郵送コストが軽
減される

現在、保険証券の交付は書面によりなされるこ
とを要すると解されているが、損保は1年契約
が太宗を占めており、毎年の保険証券発行・郵
送に係るコストが負担となっている。また既に
社債や株券等のペーパーレス化が実現されてい
る中、いわゆる証拠証券たる保険証券について
も事業者のコスト削減といった同様の観点から
規制緩和をする意義はあると思われる。

商法第649条、683条、
815条第2項

法務省

5060 50600015 （社）日本損害保険協会 15
保険会社の海外子会社等（保険現法以
外）の業務範囲の緩和

金融庁事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ1-8-3において、保険
業を行う会社以外の会社（例えば保険募
集を行う会社や保険事故その他の保険契
約にかかる事項の調査を行う会社等）の
業務範囲についても、保険業法の趣旨を
逸脱しない限り原則として容認されるよ
うにしていただきたい。

現地の会社への出資がよりスムー
ズかつ柔軟に行えるようになる。

現地の会社への出資がよりスムーズかつ柔軟に
行えるようになる。

金融庁事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ1-8-
3

金融庁
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5060 50600016 （社）日本損害保険協会 16 自賠責保険異動処理手続の柔軟化

異動申請を受けた場合、保険証明書に直
接異動事項を記載するのではなく、後日
異動承認書を交付することを可能として
欲しい（契約者はオリジナルの証明書と
当該異動承認書を携行する）。

契約者は異動処理期間中でも車両
の運行が可能となり、利便性を高
めることができる。

異動処理の際、自賠責保険では証明書本紙を必
要としているが、他の保険と同様に本紙なしで
の処理を可能にしたい。

自賠法第７条第２項
自賠法第８条

国土交通省
金融庁

5060 50600017 （社）日本損害保険協会 17 自賠責保険重複契約解約規定の緩和

当該契約の終期にかかわらず、他の契約
の終期が車検満了日よりも遅ければ、当
該契約を解約できることとして欲しい。
また、原付、軽外等の車検の無い車両
は、いずれの契約でも解約できることと
して欲しい。

契約者意思による選択肢が増える
ため、利便性を高めることができ
る。

契約者が終期の遅いほうの契約を解約すること
を希望するケースがある。また、車検のある車
両の場合、解約されない自賠責保険の終期が車
検期間満了日より遅いことが前提なので、車検
制度との関係上も問題がない。

自賠法20条の２第１項第
３号

国土交通省
金融庁
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5060 50600018 （社）日本損害保険協会 18
印紙税書式納付に係る申告要件の緩
和等

①微小な文言修正時には修正申告を不要
として欲しい。
②枠線の丸みを禁止する条項などを撤廃
して欲しい。
③修正申告に対する承認及び適用開始ま
でに要する時間を短縮して欲しい。

保険証券レイアウト変更時の改定
ロード削減、及び改定期間の確保
が図られる.

現行規制においては、書式納付の申告・承認要
件が極めて厳格に定められているため、実質的
な内容変更を伴わない保険証券レイアウトの些
少の変更等であっても修正申告を要し、事業者
において改定ロードと時間を要している。

印紙税法第11条第3項、
印紙税法施行規則第4
条・同別表第5印紙税法
基本通達第78条

国税庁

5061 50610001 社団法人　日本自動車工業会 1 確定拠出金の途中引出しについて

転職時に企業型確定拠出年金を移せない
場合や、海外に居住することとなった者
など、個人が運用指図者にならざるを得
ない者については、６０歳到達前の中途
引出しを可能とするよう要望する。

６０歳まで途中引出しは出来ない
ことになっている。
（障害及び死亡の場合を除く）

６０歳まで途中引出しが認められていないた
め、転職時に年金を移せない場合は、個人が運
用指図者となり、管理コストを払い続けながら
運用していかなければならない。

確定拠出年金法　第２８
条、第３３条、附則第３
条

厚生労働省
・重点要望項目
・平成15年11月度の再要
望
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制度の
所管官庁
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5061 50610002 社団法人　日本自動車工業会 2
企業型確定拠出年金における個人拠
出について

自助努力、自己責任という確定拠出年金
法の目的からすると、個人拠出ができる
仕組みが必要であり、事業主の拠出に加
えて個人拠出ができる「マッチング拠出
制度」の認可を要望する。
また、個人拠出ができることにより利便
性が向上し、制度普及にもつながると考
える。

現状の制度では、会社拠出しか認
められておらず、従業員の自律的
な定年後の準備に対し、事業主と
して全く支援ができない。

厚生年金の受給開始年齢の引き上げに加え、将
来の公的年金受け取り額の減少が避けられない
中、給与所得者の自律的に定年後の準備を進め
たいという意欲をそぐことになる。

確定拠出年金法第１９条 厚生労働省
・重点要望項目
・平成15年11月度の再要
望

5061 50610003 社団法人　日本自動車工業会 3
週休２日制の場合のフレックスタイム制
度の適用について

適用にならない日のみ、フレックスタイ
ムの除外日を設定するなどが必要とな
り、労働時間管理の煩雑さが生じるだけ
でなく、そもそも、フレックスタイム制
度を導入することの効果自体が薄れてし
まうことから、通達の４つの要件を緩和
することを要望する。この厳格な要件が
ある為に、フレックスタイム制度の運用
そのものに支障が生じていると考えてい
る。

１ヶ月のフレックスタイム制度に
おいては、清算期間における法定
労働時間の総枠は「40時間×清算
期間の暦日数／７」により計算す
るものとされており、完全週休２
日制で労働する場合でも、暦日数
や休日数に差異があることによ
り、計算上法定労働時間の総枠を
超えることがある。一方、完全週
休２日制を実施し、４つの要件を
満たす場合は、時間外労働として
扱わなくても差し支えないと通達
されている。

通達で、時間外労働として扱わなくても差し支
えないとされている要件は、特定期間について
は実際の労働時間の和が、週法定時間（４０時
間）を超えるものではないなど、厳しいものと
なっている。このため、実際問題としては、暦
日数の多い月でフレックスタイムの除外日の設
定などの対応が必要になってくる。

労働基準法第３２条の３
労働基準法施行規則第１
２条の３
平成９年３月３１日基発
第２２８号

厚生労働省
・重点要望項目
・本年6月度の再要望
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5061 50610004 社団法人　日本自動車工業会 4 有期労働契約に係る規制の緩和

働く側の立場からは、就業意識の多様化
に対応するための選択肢の拡大が望ま
れ、企業側の立場からは、プロジェクト
など中長期的な観点での要員のニーズが
高まってきており、双方のニーズに応え
るためには、有期雇用契約期間制限の更
なる緩和を要望する。さらに、就業意識
や雇用形態の多様化が急速に進み、変化
のスピードが早まっている現状において
は、早急に制限が緩和されることが望ま
れる。また、制限の緩和により、新たな
雇用の創出と、企業活動の活性化を図る
ことにもつながると考える。

期間の定めのある労働契約につい
ては、契約期間の上限を３年に制
限されている。

働き方・雇用形態の多様化に充分対応できず、
企業と労働者双方のニーズに応えられない。

労働基準法第１４条 厚生労働省
・重点要望項目
・本年6月度の再要望

5061 50610005 社団法人　日本自動車工業会 5
労働者派遣法における派遣期間制度
の見直し（製造業）

派遣は、製造業における生産量の変動に
対応するための選択肢の一つとして、短
期なものから中長期的なものまでを含め
た、要員対応の手段として非常に有効な
ものである。厳しい国際競争下で、市場
動向や国際情勢の影響をすぐに受ける状
況の中、生産量の変動への素早い対応が
望まれており、そのためにも早期に派遣
期間制限を緩和することを要望する。
また、雇用の多様化に対応していくとい
う観点からも、「物の製造」業務だけ制
限を設けるのは相応しくないと考える。

改正労働者派遣法で、製造業務へ
の派遣は可能になったが、経過措
置として施行後３年間は派遣期間
を１年としている。

製造業では、市場動向に伴う要員変動への対応
として、短期のみならず中長期の派遣社員を活
用するというニーズがあるが、それに対応でき
ない。

労働者派遣法第４０条の
２

厚生労働省
・重点要望項目
・本年6月度の再要望
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5061 50610006 社団法人　日本自動車工業会 6
労働者派遣法における派遣期間制度
の見直し（通常派遣）

派遣は、業務量の変動に対応するための
選択肢の一つとして、短期的なものから
中長期的なものまでを含めた、要員対応
の手段として非常に有効なものである。
厳しい国際競争下で、各企業を取り巻く
状況の激しい変化による業務量の変動に
対応していくためにも、早期に派遣期間
制限を緩和することを要望する。
また、就業形態の幅を広げ、雇用の多様
化に対応していくという観点からも、派
遣期間の規制を無くすことを要望する。

特定２６業種以外については、３
年を超える期間継続して労働者を
派遣することは出来ない。

業務量の変化に対して、フレキシブルに対応出
来ない。また、短期のみならず、中長期の派遣
社員を活用するニーズに対応できない。

労働者派遣法第４０条の
２

厚生労働省
・重点要望項目
・本年6月度の再要望

5061 50610007 社団法人　日本自動車工業会 7
確定拠出年金における拠出限度額の
引き上げ

拠出限度額の大幅な引き上げを要望す
る。
さらには、確定拠出年金のみで現行の年
金制度の給付水準を確保できる拠出限度
額まで引き上げるべきであると考える。

現行の企業型確定拠出年金の拠出
限度額は、企業年金に加入してい
る場合で月額18,000円、企業年金
に加入していない場合で月額
36,000円と制約されている。
また、個人型確定拠出年金の拠出
限度額は、企業年金・企業型確定
拠出年金のない企業の従業員の場
合で月額15,000円、自営業者の場
合で月額68,000円と制約されてい
る。

確定拠出年金の拠出限度額が低く、老後の安定
した生活を保障するには十分ではない。自助努
力、自己責任による生活保障の確保を支援する
ためには、拠出限度額の引き上げが必要であ
る。

確定拠出年金法　第２０
条、第６９条
確定拠出年金法施行令
第１１条、第３６条

厚生労働省
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5061 50610008 社団法人　日本自動車工業会 8 労働者派遣法の見直し

労働者派遣法　第４０条の５に定める、
雇用契約申込み義務を撤廃することを要
望する。
撤廃が不可能な場合は、努力義務とす
る、あるいは、雇用しない理由を書面で
明示すれば雇用契約申込み義務を免れる
制度とするよう要望する。

同一の業務に同一の派遣労働者を
３年を超えて受入れており、その
業務に新たに労働者を雇入れよう
とするときは、派遣先は、その派
遣労働者に対して雇用契約の申込
みをすることが義務付けられてい
る。

派遣受入期間の制限がない業務で、派遣労働者
を受入れているにもかかわらず、３年を超える
期間受入れたという事実をもって、雇用契約の
申込みを義務付けることは、企業の採用の自由
を不当に制約している。

労働者派遣法　第40条の
５

厚生労働省

5061 50610009 社団法人　日本自動車工業会 9 労働時間管理における法規制緩和

労働時間管理規制の適用除外対象者を拡
大し、裁量性の高い労働者については適
用除外とすることを要望する。
さらには、ホワイトカラーエグゼンプ
ション制度の導入を検討することを要望
する。
（今要望は、日本経済団体連合会からも
過去から要望を出している内容でもあり
ます。）

管理・監督の地位にある者等、最
も裁量があると考えられるものに
ついては、労働基準法第４１条第
２号により労働時間規制の適用除
外となっている。
しかし、裁量性が高く、労働時間
管理になじまない、非定型的で企
画・判断業務に従事しているホワ
イトカラーでも、管理・監督の地
位でない限り、労働時間管理の規
制が適用されることになってい
る。

業務改革が進み、効果・効率が求められる現状
においては、労働時間の長さイコール仕事の成
果・質とはならない状況になっている。
裁量労働制も対象業務や、みなし労働時間等の
制約が多く、適用が限定的になっているのが現
状である。
さらに、働く者の意識が多様化していることに
対応できない状況にある。

労働基準法　第４１条 厚生労働省 ・重点要望項目
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5061 50610010 社団法人　日本自動車工業会 10
裁量労働制に関する労働時間の規制
緩和

就労形態を労働者に委ねる裁量労働制に
おいては、休日・深夜など時間を規定す
る規制の適用を除外することを要望す
る。

裁量労働制においても、休日労
働・深夜労働に関しては、割増賃
金の計算対象となっている。

生活の多様化、就業意識の多様化、業務内容等
から、労働者自らが休日・深夜帯での勤務を望
むことがあり得るにもかかわらず、この規定で
は個人の裁量範囲を制限することになる。

労働基準法　第３８条の
３、第３８条の４

厚生労働省 ・重点要望項目

5061 50610011 社団法人　日本自動車工業会 11
管理・監督の地位にある者の深夜・休
日労働について

管理監督者については、時間を規定する
規制の適用を除外することを要望する。

管理監督者もしくは管理の地位に
ある者について、労働時間の規定
の適用は除外されるものの、深
夜・休日労働についての規定の適
用は除外されていない。

管理監督者の地位にある者については、自己の
勤務時間について自由裁量権を有する者として
解されているにもかかわらず、このような時間
管理を前提とした規定があることはそぐわな
い。

労働基準法　第４１条、
第３７条

厚生労働省 ・重点要望項目
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5061 50610012 社団法人　日本自動車工業会 12 解雇に関する法整理
解雇無効となった場合、復職以外にも金
銭での解決も可能とする法の整理が望ま
れる。

裁判により解雇無効とされた場合
には、復職する事となっている。

解雇が無効とされ復職したとしても、長期間離
職しているケースが想定されるなどして、実態
にそぐわない。

労働基準法　第２０条 厚生労働省 ・重点要望項目

5061 50610013 社団法人　日本自動車工業会 13
持株会社規制における総資産基準の
撤廃

持株会社は原則自由とし、少なくとも、
総資産基準による一律規制は撤廃すべき
である。
企業結合による競争制限効果は、個別の
市場毎に検証され、問題ある場合にのみ
是正措置が講じられるべきである。

H9年独禁法改正により持株会社は
原則解禁となったが、過度の経済
集中を招くものを禁止するとし
て、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで具体的なケース
（３類型）を示している。昨年5
月、独禁法9条が改正されたが、3
類型は基本的に維持されている。

＊禁止類型（３類型）：
(a)総資産15兆円超かつ５以上の
事業分野を傘下とする持株会社
(b)大規模金融会社（総資産15兆
円超）と大規模な一般事業会社
（単体総資産3,000億円超）を傘
下とする金融持株会社
(c)相互関連する５以上の事業分
野で有力な会社（シェア１０％超
又は３位以内）を傘下とする持株
会社

①企業結合による競争制限効果を測るために
は、本来、個別の市場毎に検証するのが筋であ
る。グループとしての資産規模による一律な規
制を行う必要があるかは極めて疑問がある。
②そもそも持株会社規制については、「（一律
的）事前規制」でなくとも、「（個別的）事後
チェック」により充分に効果を挙げることがで
きるはずである。万一、例外（問題）が生じた
場合でも、「合併」の場合は、一旦は一体化し
た企業を分離することは現実問題として困難を
伴うものの、「持株会社」については、株式放
出命令等による是正措置が可能と思われる。

独占禁止法第9条1、2項
事業力集中規制ガイドラ
イン

公正取引委員会 ・平成13年度の再要望
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5061 50610014 社団法人　日本自動車工業会 14
シェル砂再生炉の廃掃法、ダイオキシ
ン類対策特別措置法の適用緩和

シェル砂再生炉は資源の有効利用の観点
から使用している施設であり、自工程か
ら発生する極めて安定した中子のみを処
理すること、排ガスの排出濃度はアルミ
溶解炉等の生産施設よりも良好であるこ
と、自工程で発生した中子を工程内で１
００％再生利用するため、中子の場外へ
の搬出入は一切なく、周辺環境への影響
が極めて小さいことから、自社同一敷地
内の工程内リサイクル利用再生炉につい
ては、廃掃法の廃棄物焼却炉の構造基
準、管理基準を順守する前提で
①アセスメント、住民説明
②廃棄物処理施設審査会
の対象外施設とし、設置申請期間の短縮
化による合理化を図っていただきたい。

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施
設であるアルミ溶解炉において、同一事
業所の圧延工程から発生したアルミニウ
ムくずを原料とする施設についてはアル
ミニウム合金製造施設に該当しないとの
判断があり、今回の再生炉も同一工程か
ら発生した中子を全量再生利用する観点
から、自社同一敷地内の工程内リサイク
ル利用再生炉についてはダイオキシン類
対策特別措置法の廃棄物焼却炉から適用
除外いただきたい。

社内に設置されたシェル砂再生炉
は鋳物工程から発生する中子を再
生しシェル砂として全量再利用す
ることが目的の施設（再生しない
場合は埋立処分となる）。社では
従来、工場内に大型の再生炉を設
置し複数ラインの中子を回収、再
生していたが、生産量が落ち込ん
だ部分負荷運転時は熱効率や生産
性が悪化する問題があったため、
近年の多品種少量生産に合わせ、
各製品ごとの生産ラインに小規模
の再生炉を生産施設の一部として
設置、ライン単位で完結する少量
生産対応型の高効率施設に今後更
新していく予定。
廃棄物焼却炉を新設する場合に
は、構造基準の遵守が必須である
が、シェル砂再生炉はシェル砂の
中に結合材として1.5%混入してい
るレジン(フェノール樹脂)を焼却
するという解釈から廃棄物焼却炉
(廃プラ)扱いとなっている（平成
12年の都道府県・政令指定都市化
学物質担当課長会議時に疑義とし
て口頭で示された。今後の新設分
は廃棄物焼却炉の設置申請が必
要）

ライン計画は生産計画に基づいて数ヶ月の期間
（３～6ヶ月）で企画、立ち上げなければなら
ない中で、廃棄物焼却炉の設置申請（アセス～
設置申請・許可）に約２年の期間を要するた
め、生産計画に基づいた対応ができず、企業活
動に大きな支障を及ぼしている問題がある。処
理業としての廃棄物焼却炉は様々な廃棄物を受
入れ、焼却し周辺環境に対する影響が大きいこ
とからアセスメント、住民説明の実施、及び設
置申請を行う点は理解できるが、シェル砂再生
炉は焼却対象がシェル砂の中に結合材として
1.5%混入しているレジンが対象で、処理物も自
工程からの発生分のみが対象であるため、焼却
物としての性状は一般的な廃棄物焼却炉の焼却
対象に比べ極めて安定したものである。また、
ダイオキシンの発生源である塩素はレジン中に
含まれないために、2次燃焼器がない既存炉煙
突でのダイオキシン濃度は小数点5桁オーダー
で規制値に比べても限りなくゼロに近い値と
なっている（炉内温度は再生砂の品質上
600℃）。
ダイオキシン類対策特別措置法で特定施設に規
定されているアルミ溶解炉は特定施設の設置届
出のみの手続き（着工の６０日前に申請）で許
可されるが、排ガス濃度がアルミ溶解炉よりも
良好な再生炉は廃棄物焼却炉の適用を受けるが
ゆえに2年の期間が必要である点は設置申請手
続きの合理性から見て疑問。

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律　第１５条の
二（許可の基準等）

環境省
・重点要望項目
・本年6月度の再要望

5061 50610015 社団法人　日本自動車工業会 15
化学物質管理促進法における窓口の
一元化

・「電子情報処理組織使用届出書」の
「届出書」の提出先を一元化し、郵送に
よる提出も認めていただきたい。
・もしくは、届出書もインターネット上
で申請できるようにする等、企業の負担
軽減の方向で制度を見直していただきた
い。
・データ収集の体制に関しても、企業の
負担軽減を考慮し、国、自治体が連携を
図り、一元化を進めていただきたい。

・工場を有する企業は、ＰＲＴＲ
法（化学物質管理促進法）に基づ
き、国に「電子情報処理組織使用
届出書」（化学物質の排出データ
等）を提出している。
・「電子情報処理組織使用届出
書」の申請は、インターネット上
で入力できることになっている
が、事前に都道府県知事に届出書
（氏名、住所等の申請者情報と申
請者押印）を提出することになっ
ている。
・複数事業所を所有する企業で
は、届出書の提出先が異なる可能
性があり、また行政により提出先
の基準が異なる（都道府県／市）
等、企業にとって煩雑で負荷がか
かっている。
・また、国への提出データと同様
のものを、再度自治体に提出する
ケースも多く、非効率な体制と
なっている。

・今後、ＰＲＴＲ法は、対象企業を拡大させて
いく動きがあるが、普及、定着のためにも、企
業の負担を極力軽減させ、円滑に利用できる仕
組みを構築することが必須である。

・特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び管
理の改善の促進に関する
法律（化学物質管理促進
法）施行規則　第12条
電子情報処理組織を使用
して、第5条第2項の規定
による届出をしようとす
る者は、様式第4による
届出書を都道府県知事に
あらかじめ提出しなけれ
ばならない。

環境省　環境保
健部環境安全課
経済産業省　製
造産業局化学物
質管理課
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5061 50610016 社団法人　日本自動車工業会 16
車高規制緩和による高さ4.1m走行ルー
トの更なる拡充

今後とも、4.1ｍ走行ルートの更なる拡充
をお願いしたい。

本年3月の道路交通法施行令及び
車両制限令改正により、都道府県
公安委員会又は、道路管理者が指
定する道路については、高さ4.1
ｍの車両の自由走行が認められ、
昨年度、海上コンテナ特認ルート
及びキャリアカー走行100ルート
弱が通行可能となった。

昨今のユーザーニーズの多様化により、RV車及
び大型車の出荷量は年々増加しており、セダン
タイプも含めて背高・大容量化傾向にある。同
時に、車両輸送分野においても、積載車両・ト
レーラーの積載効率を図る為に、高さ4.1mルー
トの更なる拡大が必要。

道路交通法第47条、47条
の2、道路交通法第57
条、道路交通法施行令第
22条、車両制限令第3条

国土交通省 道
路局道路交通管
理課・企画課

警察庁 交通局
交通規制課

・平成14年度の再要望

5061 50610017 社団法人　日本自動車工業会 17
特殊車両通行許可申請における手数
料設定の見直し

・個別申請化： 現行の5経路1パックを、
1経路単位での申請に変更して頂きたい。

現行手数料は５経路を１パックと
して、１～５経路＝１，５００
円、６～１０経路＝３，０００円
と定められている。

更新（継続）申請も、新規と変わらない手数料
である･････手数(工数)に応じた手数料になっ
ていない。

・道路法第47条の２第二
項
・車両制限令第16条

国土交通省
自動車交通局、

道路局
・本年６月度の再要望
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5061 50610018 社団法人　日本自動車工業会 18
危険物容器検査及び手数料徴収の方
法の見直し

検査期間を延長してほしい。
検査手数料の設定根拠（何のために徴収
するのか）を明確化し、透明性の高い手
数料体系としてほしい。

危険物を出荷するときに使う容器
（危険物容器）については、地方
運輸局または(財)日本舶用品検定
協会が検査（性能試験及び工場検
査）を行うこととなっており、危
険物の種類に応じて必要な強度を
確保してなければならない。
この検査は、１年間または検査申
請時に申請した個数を製造終了し
たときのいずれか早い時期までに
行うこととされている（１年のう
ちに申請個数を超えて容器を使用
するときは、再び検査申請を行い
検査を受けなければならない）。
検査申請個数に応じて検査手数料
（検査手数料は容器100個当たり
284円・手数料が25,000円未満/回
の場合は25,000円が最低料金）及
び旅費相当額（交通費、日当、宿
泊費等）を前払いしなければなら
ない。１年間の使用個数が検査申
請個数に満たない場合でも、前払
いした費用の払い戻しはされな
い。
検査申請から検査証交付までに最
低でも２週間以上を要する。

１年以内に危険物容器に変更があるケースは少
なく、検査期間を延長しても問題ないと思われ
る。
検査手数料の設定根拠は明らかにされていな
い。仮に検査手数料が検査官の人件費であれ
ば、一定額を徴収すべきであり、検査申請個数
に応じて料金設定すべきではない。また検査手
数料は前払いしか認められず、使用実績が全く
考慮されないことは納得しがたい。

危険物船舶運送及び貯蔵
規則第111条、113条、
114条
船舶による危険物の運送
基準等を定める告示
危険物の容器及び包装の
検査に関する規定
危険物の容器及び包装の
検査に関する手数料等を
定める規定

国土交通省　海
事局検査測度課

5061 50610019 社団法人　日本自動車工業会 19
繁忙期における営業時間の更なる弾力
化

・通達の運用を実情に合わせて
１）繁忙期の時期の追加
毎年２月５日から同年４月５日までと追
加
２）繁忙期の期間延長
３０日以内を６０日以内と延長

以上をお願いしたい。

・２．３月の繁忙期に、一部の地
域では車両（トレーラー）が不足
するため、他の余剰地区の営業所
から車両を移動させる等の応受援
体制を実施する。
しかしながら、期間が二ヶ月で
あっても、各営業所において増
車・減車の届出を所轄の運輸支局
に行うと共に、登録ナンバーを変
更、終了時には、叉同様の手続き
を行う必要がある。

・営業所間で車両を移動させる必要がある期間
は、限られているが増減車の手続きを都度実施
しなければならない。

通達：「貨物自動車運送
事業に係る繁忙期におけ
る営業所間の車両移動の
弾力化について」
（H５年１１月１０日
自貨　第９７号）

国土交通省自動
車交通局
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5061 50610020 社団法人　日本自動車工業会 20
営業所毎に配置する最低車両台数の
緩和

・営業所毎に最低車両台数の規制をする
のでは無く、エリア内（各運輸支局管轄
内）の複数の営業所、で同一の運輸支局
内であれば、２営業所の事業用自動車の
和が１０台以上であれば認めるような、
寛大な措置をお願いしたい。

・一般貨物自動車運送事業を経営
する場合、その営業所には事業用
自動車を最低5台以上の配置が必
要（許認可の条件）

・荷量変化に対応のため営業所間で、増減手続
きをする場合、１営業所当たりの事業用車両が
5台以下になる場合は、手続きを許可されな
い。
結果として、費用が余分にかかる。

・貨物自動車運送事業法
第４条第１項、第３項
・貨物自動車運送事業法
施行規則　第２条第３項
・通達：（平１５．２．
１４国自貨７７）
「一般貨物自動車運送事
業及び特定自動車運送事
業の許可及び事業計画変
更認可申請などの処理に
ついて　１（２）①②
と　４（２）③

国土交通省　自
動車交通局

5061 50610021 社団法人　日本自動車工業会 21 SEA－NACCS
制限を拡大又は廃止し、1件で申告できる
よう対応して頂きたい。

１輸出管理番号に対する輸出統計
品目番号が35欄、又はコンテナ本
数が90本を越える申告について
は、NACCS申告が2申告以上に分割
される。

・通関件数の増加（コストアップ要因）。
・分割にかかわるシステム開発などの対応。

関税法第67条
電子情報処理組織による
税関手続きの特例に関す
る法律

財務省関税局
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管理番号
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5061 50610022 社団法人　日本自動車工業会 22 危険物収納検査料の見直し

１．危険物船舶運送及び貯蔵規則を改定
し、引火性液体類の少量危険物の場合、ｺ
ﾝﾃﾅ収納検査の廃止
２．１が困難な場合、最低基本料金及び
交通費の軽減

コンテナ収納検査が必要な貨物は
コンテナ収納時に検査機関の立会
検査が実施され検査料及び交通費
を支払う。

・補修ペイント等の少量貨物であっても最低基
本料金と交通費が掛かり、経費増となってい
る。
・検査機関の拡大及び申請料の軽減（IT申請の
場合）は実施されているが、基本料の軽減がな
されていない。

「危険物船舶運送及び貯
蔵規則」第129条の２第1
項

国土交通省海事
局検査測度課

5061 50610023 社団法人　日本自動車工業会 23 ﾊｲｷｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾅ（背高ｺﾝﾃﾅ）への対応

･国際コンテナであるので背高コンテナの
申請が出されたら速やかに、国内運送を
お認めいただきたい。（道路・橋梁・ト
ンネルなどに支障のないルートについ
て）

・ＩＳＯ規格国際コンテナ４０Ｆ
ＥＵは、本年の規制緩和で、ほぼ
初期の目的を達成した（３．８Ｍ
⇒　４．１Ｍ）
欧米の一部で使用されている背高
コンテナ（４０ＦＥＵコンテナよ
り全高が３０ＣＭ高い）は、道
路、橋梁、トンネルなどの整備が
完全でなく国内を自由に走行でき
ない。（日本では普及が遅れてい
る）

･特殊車両通行許可書の申請等の事務手続きが
煩雑である。
・道路・橋梁・トンネルなどの整備が必要

・道路法第47条（通行の
禁止叉は、制限）
・車両制限令第3条（車
両の幅等の最高限度）

国土交通省道路
局
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管理番号

要望事項
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5061 50610024 社団法人　日本自動車工業会 24
経済特区での外国貨物保税運送手続
きの撤廃

経済特区内では、可能な限り税関手続き
は簡素化すべきである。

経済特区内の輸送であっても、外
国貨物の移動は事前に税関の承認
が必要。

経済特区は、大きな保税地域と考えれば、外国
貨物の移動は、原則として自由であるべきでは
ないでしょうか。（経済特区のメリット創出に
もつながる）

関税法第６３条 財務省関税局

5061 50610025 社団法人　日本自動車工業会 25
保税蔵置場の許可手数料軽減又は撤
廃について

被許可者の責任と負担により（税関の指
導や監督・監査はあるが）運営されてい
る「保税蔵置場」に係る許可手数料は、
見直しまたは撤廃などの措置を考慮して
いただきたい。

保税蔵置場は税関許可面積によ
り、毎月税関あて「許可手数料」
を納めねばならない。

旧来の税関主導による管理から現在は被許可者
の責任による管理体制に移行した。
従って、業務監査も被許可者自体で行う事が指
導されている。
故に、従来同様の許可手数料は見直しが必要で
は。

・関税法第１００条
・税関関係手数料令第２
条（保税蔵置場叉は保税
展示場の許可手数料）

財務省関税局
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要望事項
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その他
（特記事項）

5061 50610026 社団法人　日本自動車工業会 26 二輪独自の高速道路通行料金設定

二輪車と四輪車とを車両占有面積や道路
損傷度の面から比較し、その結果を反映
した二輪独自の通行料金を設定されるこ
とを要望。

二輪車の高速道路通行料金は軽自
動車と同額になっている。

四輪車と比較して、占有面積・道路損傷度の小
さい二輪車が、高速道路通行料金の根拠である
「車種区分」ならびに「車種間料金比較」に二
輪車区分がないため、二輪車専用料金の設定が
ない。
これは二輪車ユーザーに必要以上の経済的負担
を強いている。

道路整備特別設置法　施
行令

国土交通省（道
路公団）

・重点要望項目
・本年6月度の再要望

5061 50610027 社団法人　日本自動車工業会 27 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法の対象に大型自動二輪車、普通
自動二輪車を含ませていただきたい。

自動二輪車（５０ｃｃを超えるも
の）を受け入れる駐車場が僅少で
ある。

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成５年
の自転車法の改正で自転車に原付自転車が含ま
れることになったため、自転車駐輪場への受け
入れが可能になり、駐車スペースは徐々に増え
つつある。しかし、自動二輪車（５０ｃｃを超
えるもの）は、「自転車法」の対象外であるだ
けではなく、「駐車場法」からも除外されてい
るため、自動二輪車の駐車可能な駐車場の設置
及び改善が進まず、自動二輪車のユーザーの多
くは、心ならずも路上駐車を余儀なくされるな
ど、その行動を阻害する要因となっている。

駐車場法
国土交通省
警察庁

・重点要望項目
・本年6月度の再要望
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要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5061 50610028 社団法人　日本自動車工業会 28

身体障害者等の利用に供する自動車
に対する自動車税・軽自動車税･自動
車取得税の減免措置申請における運
用緩和

一生計一減免の考え方の基本は守るとし
て、また税の減免適用を前提として、健
常者が車両を購入する場合と同様、車両
買い替え時の空白期間が無くなるよう、
新車登録後旧車登録抹消できるような柔
軟な運用としていただきたい。

一生計一減免の考え方に基づいて
いるため、旧車を登録抹消した後
新車登録しないと税の減免措置が
受けられない。（１都１道２県は
運用で１ヶ月程度の猶予が設けら
れている）

税の減免適用を前提として、身体障害者等が車
両を買い換える場合、旧車登録抹消から新車登
録までの間、車両での移動ができなくなる。
（健常者の場合は代替手段があるが、身体障害
者等では他の手段がない）

地方税通達
「身体障害者等の利用に
供する自動車に対する自
動車税・軽自動車税又は
自動車取得税の減免につ
いて」

総務省　都道府
県税課・市町村
税課、（厚生労

働省）

・重点要望項目
・<参考資料>参照

5061 50610029 社団法人　日本自動車工業会 29
ISO海上ｺﾝﾃﾅﾌﾙ積載緩和と分割可能
な貨物を輸送するｾﾐﾄﾚｰﾗへの基準緩
和の法規制の整理統合化

海コンフル積載緩和とバラ積み緩和の保
安基準及び車限令の整理統合を進め、届
出業務の効率化を図ることを要望する。
また、物流効率化の観点からも、少なく
とも海コンフル積載と車両仕様が同一な
らば、バラ積み緩和車の通行条件の向上
が図れるよう要望する。

保安基準上、海コンフル積載緩和
はエアサスに限り駆動軸重を１
１．５ｔまで緩和が認められる。
一方、バラ積み緩和についてはコ
ンテナを含む特例８車種につい
て、サスペンション型式に拘らず
（実質エアサスのみ届出可）ト
レーラＧＶＷ３６ｔまで緩和が認
められている。以上の２つの緩和
は法規上の条件は異なるが、実際
の運用上では、トレーラＧＶＷ、
ＧＣＷ、軸重等はほぼ同様の緩和
内容が該当車両に与えられる。
また、車限令上、海コンフル積載
とバラ積みの貨物は同様な重量、
寸法ながら、実際の通行許可は、
海コンフル積載の方が有利な通行
条件が認められる。逆に言えば、
バラ積みを海コンフル積載と同等
の通行条件にするには約３～７ト
ンの積載量が減トンとなる。

・ 保安基準：メーカーサイドから見れば、ト
ラクタは同一車型にも拘らず届出の分類が異な
る事により、類別の増加、トレーラとの連結検
討の増加等、非効率な届出業務が発生してい
る。
・車限令：駆動軸重、軸間距離、懸架装置等の
車両仕様が同一（＝道路への被害度が同一）で
あるにも拘わらず、積載物品により通行条件が
異なる。その結果、バラ積み緩和車は減トンす
る必要があり、バラ積み緩和メリットを十分に
生かしきれていない。

保安基準、　車両制限令
（車限令）

国土交通省
・重点要望項目
・<参考資料>参照
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5062 50620001 鳥取県倉吉市 1 選挙権年齢の１８歳以上への引き下げ
衆議院議員、参議院議員及び地方公共団
体の議会議員、長の選挙権年齢を１８歳
以上に引き下げることとする。

選挙権年齢を１８歳以上に引き下
げることにより、
（１）若者の政治参加を促し、社
会的な責任感を醸成する。
（２）若者の多様な意見を政治に
反映させ、活性化させる。

  若者の投票率低下が憂慮される一方で、少子
高齢化が進む日本では、高齢者に比べ、若者の
意見がますます政治に反映しにくい状況になっ
ている。若者の投票率低下の原因の一つに、中
学・高校の授業で選挙の大切さを学んでいなが
ら、選挙権が２０歳以上であるため、空白の期
間が発生することが挙げられる。高校を卒業す
る１８歳といえば、自動車免許の取得や婚姻な
どで「成年」扱いとなっており、また経済的な
自立も可能である。このような状況から選挙権
年齢を見直し、１８歳以上に引き下げる。

地方自治法第１８条
公職選挙法第９条第１項
及び第２項

総務省

  本市が本年１月に実施
した市町村合併に関する
住民意向調査において、
対象年齢を１８歳以上に
したところ６５％を超え
る高い回答率が得られ、
合併を推進する住民の意
思が反映できた。
  市町村合併について住
民意思を問う住民投票に
おいて、その投票資格を
１８歳以上とされた例
が、２０歳以上とされた
例より多い。
  与党「１８歳選挙権問
題」検討チームが発足
し、検討されている。
  本年執行された参議院
選挙のマニフェストで、
１８歳選挙権の実現を掲
げた政党が複数ある。

5062 50620002 鳥取県倉吉市 2 住民の直接請求権の拡大
住民の直接請求権に地方税の賦課徴収等
に関する条例の制定又は改廃を加える。

住民の直接請求権に地方税の賦課
徴収等に関する条例の制定又は改
廃を加えることにより、
（１）住民の税への関心を高め、
行政サービスに対する受益と負担
の意識の醸成を図る。
（２）特定の政策の推進とそのた
めの財源確保、あるいは税政策に
よる規制・抑制を住民が発案でき
るようにする。

  地方税の賦課徴収等に関する条例の制定又は
改廃については住民の直接請求の対象から除外
されている。これは昭和２３年の地方自治法の
改正により、追加されたものであるが、今なお
法の中で制約されているということは、現在の
住民自治の進展等から考えて、時代にそぐわな
いものであり、住民の直接請求権に地方税の賦
課徴収に関する条例の制定又は改廃を加えるも
のである。

地方自治法第７４条第１
項 総務省

  平成12年4月1日施行の
地方分権一括法による地
方税法改正で法定外目的
税が創設され、地方自治
体の課税自主権が拡充さ
れた。
  国・地方を通じての財
政難の中、住民に受益と
負担の意識が芽生え始め
ている。
  国民健康保険料の賦課
徴収に関する条例の制定
又は改廃は直接請求の対
象となる（昭和４１・５
行政課決定）。
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5063 50630001 在日米国商工会議所(ACCJ) 1
銀行等の保険募集に係る保険商品の
全面解禁

銀行の保険募集につき、現在の商品規制
を撤廃し、民間の保険会社が提供する全
種類の保険商品の販売を認めるよう求め
る。

全面的な解禁は、銀行による保険販売の自由化
が日本の消費者にもたらす利益を最大化し、外
国保険会社を含むすべての保険会社にとっての
公平性を確保するために必要不可欠である。消
費者利益の観点からも、保険商品の全面解禁に
より、銀行における金融商品の販売方法は、こ
れまでの金融商品の説明に重点をおくものか
ら、顧客のニーズに基づいたコンサルテーショ
ンを行い最も適切な金融商品を推奨する販売手
法への変化が促進される。特に、消費者保護及
び市場監督のいづれの観点から見ても、銀行が
販売できる保険商品の自由化を商品で区切って
段階的に行うべき根拠は存在しない。

保険業法第275条
保険業法施行規則第211
条（及び、同条の2、同
条の3）

金融庁

5063 50630002 在日米国商工会議所(ACCJ) 2
銀行の保険募集に係る「非公開情報保
護措置」の撤廃

「非公開情報保護措置」により、銀行等
が知り得た顧客情報を有効活用した保険
募集をすることが妨げられていることか
ら、撤廃すべきである。

銀行等による保険募集については、保険業法に
基づきその適正な募集と契約者保護が図られる
ことに加え、保険の購入が当該銀行との他の取
引に影響しないことの明示など銀行等がその優
越的地位を使ったいわゆる圧力募集等の弊害防
止措置がすでに講じられている。加えて、当該
規制により、銀行等がその行う業務（保険募集
に係るものを除く）に際し知り得た顧客に関す
る非公開情報を保険募集に利用することにつき
事前に当該顧客から書面による同意を取得しな
ければ、銀行等は保険募集を行うことができな
い。

かかる規制は圧力募集等の弊害防止という規制
の趣旨に照らして過度の規制となっている。も
しも銀行等の金融商品販売に圧力募集等の弊害
があるのであれば、銀行等が保険以外の金融商
品を販売する場合にも同様の非公開情報保護措
置が義務付けられるべきであるが、保険以外の
金融商品の販売につきそうした規制は存在しな
い。

保険業法施行規則第211
条第１項第2号（及び、
同条の2第１項第2号、同
条の3第１項第2号）

金融庁
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5063 50630003 在日米国商工会議所(ACCJ) 3
銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の即時明確化

万が一、当該規制の撤廃が遅れる場合
は、金融庁は事務ガイドライン等におい
て規制内容を、以下のとおり、直ちに明
確にすべきである。
１．保険募集に利用されると弊害が発生
するおそれの高い「非公開情報」を具体
的に例示すること。又、顧客の氏名･性
別･年齢･住所･電話番号･ｲｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等は
銀行等の「特別の情報」ではなく、銀行
等が保険募集に利用し得る情報であるこ
とを明確にすること。
２．同意取得方法について、銀行等がそ
の取引に伴い得た顧客情報を保険募集に
利用することを明示し、顧客がかかる利
用を望まないことの意思表示をしたとき
にこれに応ずる方法も「その他の適切な
方法による同意」に該当することを明確
にすること。
３．銀行等における保険商品の販売方法
がこれまでの対面販売から郵送･電話･ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄなど他の方法に拡大することが予想
されることから、販売方法ごとの弊害発
生の可能性に基づいた同意取得方法･時期
につき明示すること。
４．本措置につき、文書による開示と説
明を行い、第一回目の保険販売が終了す
るまでに当該顧客からの同意を取得する
ことが、「その他の適切な方法」のひと
つに該当することを明確にすること。

個人･顧客の権利利益の保護は個人･顧客情報の
有用性とのバランスの上で図られるべき（個人
情報の保護に関する法律第1条参照）ところ、
当該「非公開情報保護措置」においては、非公
開情報の範囲や同意取得時期･方法が明確でな
いため、銀行は顧客氏名･住所等を含めて非公
開情報として事前の同意取得につき厳格な対応
をしており、その結果、この非公開情報保護措
置が銀行の保険販売におけるその顧客情報の有
効利用にとって過度の障害となっている。 金
融庁は、「契約者保護の観点から当該措置が講
じられておりその観点から検討を行うことが必
要」と回答しているものの、一定の期限内で具
体的な検討を行い結論を出すべきである。金融
庁が「非公開情報」の範囲を示さないこと等か
ら当該ルールが不明確になっているだけでな
く、「顧客の預金、為替取引、資金の借り入れ
等にかかる情報その他の特別の情報」と定義さ
れている「非公開情報」に名前や住所等の個人
情報がすべて含まれるという解釈を金融庁が示
している結果、不当な過剰規制となっている。

保険業法施行規則第211
条第１項第2号（及び、
同条の2第１項第2号、同
条の3第１項第2号）

金融庁

5064 50640001 尾身昭良 1
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に
関する法律の改正

スパイクタイヤは必要である。冬季間舗
装路面に新雪が降っても積雪が20糎か25
糎くらいまでの高さならスタッドレスタ
イヤの走行は容易であると考えられる
が、車の走行台数が増えて時間が経つに
つれ該路面は次第にスタッドレスタイヤ
のトレッドによって踏み固められて圧雪
化するのが通常の状態であり、圧雪の状
態でもタイヤのトレッドのサイプ（刻
み）で特有のグリップ、アンド、ブロー
の作用ができるうちは、ある程度スムー
ズに走行できるが、車の荷重による圧力
によって加圧されると、スタッドレスタ
イヤのトレッドのサイプによるグリッ
プ、アンド、ブローが効きにくくなる。
こうなると該タイヤははじめは少しだが
空転（スリップ）しながら走行する。こ
うなればもうつるつる路面製造えの序曲
で車の走行台数が増える程つるつる化が
促進拡大されて、本来のつるつる路面に
なると考えられる。勿論これに外気温及
び湿度という条件が加味されるのはいう
迄もない。従って前述の如くスタッドレ
ス自体が造るつるつる路面を無くすに
は、このつるつるが始まる前の段階でこ
のメカニズムを壊す作用がどうしても必
要で、その方法のひとつとしてスパイク
スピンが効果的と考えられるが、これが
従来のスパイクタイヤのスパイクスピン
の構造（単一形態の硬直性ロッド）で
あってならない。必要なのは舗装路面を
損傷しないスパイクタイヤのスパイクピ
ンの構造である。
（改正すべき法律案の内容は別紙の通
り）

粉じんを出さないスパイクタイヤは
できる。従来のスパイクタイヤが粉
じんを発生したのは、該タイヤに装
着（固定）されたスパイクピンが原
因なのは衆知の如くであるが、その
構造（単一形態の硬直性ロッド）を
変えることで、材質が金属でも舗装
路面を損傷しないことは物理的に
いっても明確であることは数多くの
実験及びテストによって確定してい
る。本法律は、従来のスパイクタイ
ヤが舗装路面を損傷（粉じん発生）
したのは金属製のスパイクピンで
あったことから、全ての金属鋲その
他これに類する物を固定したタイヤ
の使用（舗装道路）を禁止したのは
正しくない。本来は粉じんの発生原
因を追究し、そのメカニズムを解明
した上で規制すべきところを単なる
目視のみによって、金属が原因と断
定したものと推測されるが、この誤
りを速やかに是正するには、本考案
のニュースパイク（ブレーキピン）
ピンを使用（タイヤに固定）したス
パイクタイヤを直ちに認めるべきで
ある。
スタッドレスタイヤにニュースパイ
ク（ブレーキピン）をトレッドに固
定すれば、粉じんの発生しないスパ
イクタイヤになることは容易であ
る。国がタイヤメーカーに行政指導
をすれば解決されるものと考える。
またタイヤメーカーにしても、ス
タッドレスタイヤのサイプを減ら
し、その部分にブレーキピンを固定
するブロックを設けることで解決さ
れよう。何れにしても、国は一日も
早くつるつる路面を解決するよう善
処されることを切に望むものであ
る。

本法律が発令された最大の理由は、スパイクタ
イヤによる粉じんを発生させないためだが、そ
の結果は交通事故等の増大を余儀なくしてい
る。しかも、本法律の規制内容が、科学的、物
理的根拠に欠けているばかりでなく、これを改
善するための提案や研究開発等をも著しく阻害
する根本的な要因となっている。故に、これを
改善するには本法律の部分的な手直しでは不可
能であり、ほぼ全面的に改正する必要があると
判断したものである。

スパイクタイヤ粉じん発
生の防止に関する法律
（平成2年6月27日法律第
55号）

（要望理由より続き）
本法律が改正されない限り、ス
タッドレスタイヤではつるつる
路面を解消することは不可能に
近い。何故ならつるつる路面を
製造しているのは当のスタッド
レス自体であるからである。若
しも、この説に疑問を持つ人が
いるなら説明しよう。このス
タッドレスタイヤの以前は問題
のスパイクタイヤである。それ
より以前は金属製のタイヤ
チェーンである。さらに、以前
はスノータイヤであることは、
50歳以上の年配者なら承知のこ
とと思う。何故スノータイヤか
らタイヤチェーンにしたかとい
うと、路面がつるつるになり危
険で車が走れないため、金属製
のタイヤチェーンが雪道には必
要であったがこれが走行中は騒
音がひどく、しかも切れ易くか
つ装脱着に手間がかかるので敬
遠されがちで、間もなくスパイ
クタイヤが登場すると、誰もが
装着を常識とされていた。だが
粉じんの発生で、本法律第55号
の発令により（平成2年6月27
日）以来金属製スパイクピン装
着のスパイクタイヤの使用が現
在も禁止されている状況にあ
る。このように、スノータイヤ
ではつるつる路面で車の走行は
困難であったからスパイクタイ
ヤに変わった過去の経緯を考え
れば、スタッドレスでもゴムだ
けのトレッドではつるつる路面
になるのは当然の帰結である。
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5065 50650001

財団法人　沖縄観光コンベン
ションビューロー、
沖縄県ホテル旅館生活衛生同
業組合

1
東京都、埼玉県の公立高等学校の修
学旅行費用上限額指導の撤廃

　沖縄県地域は、その独特の歴史文化、沖縄戦
の経験、自然環境から、中学生・高校生等があ
らためて自らの社会の姿や、自然の素晴らしさ
を生き生きと認識・体験できる修学旅行の目的
地として近年全国的に注目されており、平成１
５年には県外１，７９５校より３３万５，８５
９人の生徒が修学旅行目的で沖縄を訪れてい
る。
　修学旅行の費用については、私立学校の場合
は各校の判断に委ねられている模様であるが、
東京都立高校については「「学校徴収金」等に
係わる取扱いについて（通知）（別紙参照）」
により１人当たり８５，０００円を所要上限経
費とされ、これが平成１５年３月に「修学旅行
の生徒1人当たり経費の上限額の見直しについ
て（通知）」により７６，０００円に更に切り
下げられている。なお、海外への修学旅行費用
は１０万円まで認められている模様。また、埼
玉県では平成９年４月に「埼玉県立高等学校が
行う修学旅行について（通知）」に基づき８
１，０００円の基準額が通知されたものの、そ
の後も体験学習、班別行動等はこれを超えて実
施されていたようであるが、最近は、全費用を
基準額内に収めるよう指導がなされている模様
である。
　修学旅行の目的から、簡素で低廉な計画によ
り教育効果を高めるべき事は当然の要請である
が、費用上限額の設定により各学校の自主的な
選択の余地が制限されること、全国で沖縄県地
域だけが結果として排除される（距離のうえで
同様な韓国等には１０万円まで認められる）こ
とについては疑問なしとせず、規制緩和、観光
立国推進及び沖縄振興の観点から費用上限額指
導の撤廃又は緩和を要望したい。

沖縄における観光産業は、リー
ディング産業と位置付けられ、観
光客の誘致は官民挙げて取り組ん
でいるところであり、また、沖縄
県地域は、その独特の歴史文化、
沖縄戦の経験、自然環境等から、
中学生・高校生等の修学旅行に
あっては貴重な体験のできる地域
である。修学旅行費用上限額指導
の撤廃又は緩和により、修学旅行
生の誘致が積極的に図れる。

・沖縄の観光振興にあっては、特に米国同時多
発テロ事件の影響を考慮して、扇国土交通大臣
（当時）が主催する「沖縄観光振興会議」の開
催、修学旅行関係者の沖縄招聘事業の実施、各
都道府県知事あてに沖縄への修学旅行を求める
３大臣（尾見沖縄及び北方対策担当大臣、扇国
土交通大臣、遠山文部科学大臣（当時））連名
の文書発出等の支援措置を講じてきた経緯もあ
り、修学旅行費用上限額の設定により各学校の
自主的な選択の余地が制限されること、全国で
沖縄県地域だけが結果として排除されることに
ついては疑問なしとせず、規制緩和、観光立国
推進及び沖縄振興の観点から費用上限額指導の
撤廃又は緩和を要望したい。

「学校徴収金」等に係わ
る取扱いについて（通
知）（東京都教育庁）、
修学旅行の生徒1人当た
り経費の上限額の見直し
について（通知）（東京
都教育庁）、埼玉県立高
等学校が行う修学旅行に
ついて（通知）（埼玉県
教育委員会教育長）

文部科学省、東
京都、埼玉県

「学校徴収金」等に係わ
る取扱いについて（通
知）

5066 50660001
社会保険労務士
斎藤　一雄

1
公共職業安定所の窓口業務を午後５時
までとすること

公共職業安定所の窓口業務の一つに、被
保険者の取得喪失がある。この業務が午
後４時でストップしてしまう。
午後５時まで手続きをしてほしい

公共職業安定所の窓口ではコンピューターが午
後４時で動かなくなるので、午後４時以降の手
続きをしない。法令を守って業務をしてほしい

官庁執務時間並休暇に関
する件
(昭25.2.25総理府令四)
国家公務員法98条

厚生労働省
納税者である国民が困っ
ている問題であり、すみ
やかに善処を希望する
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5067 50670001 石油化学工業協会 1
コンビナート事業所施設に対する一体
システムとしての保安規制

　高圧ガスや危険物等を多量に扱う石油
コンビナート事業所の保安確保の将来の
あり方として、設備全体を一つのシステ
ムとして管理する合理的な法体系の検討
を行い、保安規制のより一層の合理化を
進めていただきたい。
　検討に当たっては、社会に開かれた高
度の保安管理体制の確立を前提とし、次
の点に主眼をおかれたい。
・設備設置・変更の許認可制（事前審査
型規制）から規定遵守状況を適宜確認す
る方式（実行監視型保安規制）に移行す
る。
・技術的事項（設備設置、検査等）につ
いて法令の性能規定化のもとに民間規格
の積極的活用を推進する。
・リスクの大小を考慮し国際整合性のと
れた保安規制とする。

　石油コンビナートに適用される
保安諸規制は、法規ごとに各省庁
に分割所管されているため、技術
基準、申請・立会要件等が異な
り、技術基準の性能規定化を推進
する上で妨げとなっているほか、
事業者は基準の解釈と整合性の確
保、申請手続き、官庁検査への対
応などに多大の労力が必要。
　また法規が性能規定化されても
採用が認められる技術基準（規
格）は個別法規毎に異なったもの
となる例が多い。
　現行法規の枠内での保安四法の
合理化、整合化については保安四
法整合化実務者検討委員会の報告
に基き、改善がなされつつある
が、法改正などを伴う抜本的な合
理化・整合化の検討は当時の検討
の対象外とされた。
　このような日本の規制の現状
は、欧米における１９７０年以前
の状況に類似している。

　コンビナート事業所の各機器は全体でひとつ
のシステムとして機能する。現在の保安諸法は
これを高圧ガス、危険物、圧力容器、レイアウ
ト等に分けて規制している。各法は、それぞれ
異なった目的と対象を有しているものの、コン
ビナート事業所に関する限り、所内の人と設備
の安全及び地域の安寧の確保という目的は共通
であり、これを分割規制するのはプラント全体
の総合的保安確保の目的にはそぐわない。コン
ビナート事業者に設備配置や自衛防災組識を義
務づける石災法と併せて、設備全体を一つのシ
ステムとして管理し合理的な保安規制とする法
体系が必要である。特に、事業の国際化により
事業者は柔軟な技術基準の採用が必要になって
いるが、保安四法の規制対象が技術基準に及ん
でおりその制定・維持管理に官民とも多大な労
力と費用を要している。なお、コンビナート事
業所に対する日本の規制の現状は、英米におけ
る1970年以前の状況に類似しており、日本にお
いても現在の社会と産業の実態に即したものと
はなっていない。
【効果】効果的な保安規制とすることができ、
事業者の国際競争力の強化に寄与する。

消防法：（目的）火災の
予防・警戒・鎮圧、国民
の生命・身体・財産の保
護、被害の軽減。安寧秩
序の保持と社会公共の福
祉の増進。
石災法：（目的）災害の
発生及び拡大の防止等の
ための総合的な施策の推
進
高圧ガス保安法：（目
的）高圧ガス保安のため
製造等を規制、自主活動
推進
労安法：ボイラー及び第
一種圧力容器構造規格等

経済産業省原子
力安全・保安
院、総務省消防
庁、厚生労働省

5067 50670002 石油化学工業協会 2
コンビナート地区における移送取扱所
の距離規制の緩和

　石災法の適用を受けているコンビナー
ト内の事業所に対しては、消防法に基づ
く規制の緩和を要望する。過去からの提
案に対して、消防庁の意見は「第３者の
敷地等に設置するため、災害発生時にそ
の地域に与える影響が大きい」として、
規制緩和は認められないとのことであ
る。しかしながら、コンビナート地域は
第３者用地とは言っても工業専用地域、
或は、企業内用地であり、一般の地域を
パイプラインが通過している訳ではな
い。競争力強化の切り札として進められ
ているコンビナートルネッサンス計画で
は原料・製品等の企業間の連絡配管の敷
設が必要となってくるが、現状では保有
空地・保安距離の問題から、配管の敷設
が制限されてしまう。
①対象を、工業専用地域内の石油コンビ
ナート指定地区（例えば京葉臨海工業地
域）の内の企業間及び桟橋と入出荷施設
間の危険物配管とする。
②対象配管についての保有空地・保安距
離については、一般の危険物配管と同等
の規制とする。その他、安全対策として
緊急遮断弁の設置など、危険物の規制に
関する規則に示されている「移送取扱所
の技術上の基準」に基づく対応をとる。

コンビナート事業所は通常工業専
用地域に設置されているにもかか
わらず、また、石災法による規制
を受けているにもかかわらず、移
送取扱所の位置、構造及び設備の
技術上の基準は、一般事業所と同
様に個別法である消防法や石油パ
イプライン事業法の基準に準じて
厳しく定められて過大な規制に
なっている。また、高圧ガス配管
（導管）との間には保安距離規制
も適用され二重の規制となってい
る。このため、円滑な事業計画が
阻害され、国際競争上の不利益を
受けている。

　コンビナート地域では、事業所間移送のため
の危険物や高圧ガス各種配管が多数敷設されて
いる。また、コンビナート内の各企業の国際的
競争力強化のためには、１企業で合理化を目指
すことは殆ど不可能となってきており、コンビ
ナート全体での対応が不可欠となってきてい
る。このため、コンビナートルネッサンス計画
が進められているが、現状では、隣接以外の事
業所間での危険物配管は移送取扱所となり、保
安距離等の問題で配管の敷設ができなくなり、
計画が成り立たなくなることも考えられる。
　　なお、石油コンビナート地域事業所間の配
管は、敷設場所が通常限定されており、保安管
理のためのパトロールも効率的に実施されてい
る。
　　一方、桟橋との間の配管については、漏洩
時の拡散防止のための防油堤の設置など移送取
扱所の基準を満たすことで保安は確保できる。
　したがって、コンビナート地域の移送取扱所
配管の保有空地・保安距離については規制緩和
を実施してもらいたい。

危険物の規制に関する政
令第１８条の２
危険物の規制に関する規
則　第２８条の１６
危険物の規制に関する技
術上の基準の細目を定め
る告示第３２条

総務省消防庁危
険物保安室
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5067 50670003 石油化学工業協会 3
労働安全衛生法の認定制度の合理化
（自主検査化及び対象機器の整合化）

① ボイラー等の連続運転を認定された事
業場は、運転時検査を自主検査ベースで
実施可能とする。なお、検査結果につい
ては性能検査代行機関への報告を義務化
することでも安全担保できると考える。
②  ボイラー等の連続運転を認定された
事業場が、機器の追加・変更等を行う場
合も、既に認定されている機器と同程度
の（またはそれ以上の安全性を持つ）形
式・材料・性能・使用条件等であれば、
連続運転が可能な制度とする。

① 連続運転を認定されたボイ
ラー等の有効期間内における運転
時検査にあっても、性能検査代行
機関による現地審査を必要として
いる。
② 認定事業者が認定された既存
機器と同等な機器を新設する場合
でも、性能検査２回の合格の実績
を有し、申請時点で運転を開始し
た日から２年を経過していること
が必要である。

① 関係法令を遵守し自己管理・自己責任のも
とで、日常の運転管理・設備管理にあたる事業
者自身が、総合的見地から自主検査を行うこと
が安全確保上必要不可欠である。
② 現行の機器個々の認定制度は、機器の追加
や仕様変更等を行った機器は対象外とされ、プ
ラントの連続運転を阻害することとなる。国際
的なコスト競争力強化のために、プラントの連
続運転が必須条件となっている現在、事業者に
とって効果ある制度とする必要がある。なお現
行でも、ボイラー等を交換する場合は、新品で
あり、交換前と同種同形式で材料･性能･使用条
件が同程度であれば連続運転の対象となるよう
認められている。
【効果】事業者の国際競争力の強化に寄与す
る。

① ボイラー及び圧力容
器安全規則（第３８条、
第７３条）
②労働省労働基準局長通
達（S47.12.8 基発第７
８０号）

厚生労働省労働
衛生部安全課

5067 50670004 石油化学工業協会 4
消防法の認定制度の合理化及び適用
範囲の拡大

　危険物施設に関する完成検査認定事業
者制度において、認定工事対象範囲を次
のように拡大する。
a) タンク容量１万kl 未満までの特定屋
外貯蔵タンクを認定対象範囲に含める。
b)「製造プロセスに著しい変更をもたら
すもの又は製造施設の処理能力に著しい
増加をもたらすもの」を「製造プロセス
の新設又は製造施設の貯蔵取扱指定数量
の増加が20%を越えるもの」に変更する。
c) 上記認定対象内であれば保安距離又は
保有空地に変更を伴うものも認定制度対
象に含める。
　また、事業者の検査結果で問題のない
場合、その時点で施設の仮使用を可能と
する形式とされたい。

　危険物施設に係る認定事業者制
度は、石油コンビナート等特別防
災区域内等の事業所のうち、市町
村長等が、工事管理を含む保安の
ための優れた体制を有することが
実績からも明らかであると認める
事業所については、当該事業所が
行う危険物施設の特定の変更工事
に係る完成検査又は完成検査前検
査について、当該市町村長等が当
該事業所の自主検査結果を活用し
て、完成検査又は完成検査前検査
を実施することができる制度であ
る。
　対象となる変更工事のうち、タ
ンクについては、タンク容量
1,000kl 未満に限定されている。
その他についても下記項目は適用
範囲外となっている。
a) 保安距離又は保有空地に変更
を伴うもの
b)製造プロセスに著しい変更をも
たらすもの又は製造施設の処理能
力に著しい増加をもたらすもの

　危険物施設の保安管理には、一定要件を備え
た事業所が自ら検査を行う認定事業者制度は極
めて有効であるが、認定の範囲が狭く、求めら
れる要件や提出資料等が多く、現状での制度の
活用ではメリットがなく、認定取得事業所が極
めて少ない。また、自主検査実施後も報告書受
理まで施設の使用が出来ないため受理待ちによ
るスタートの遅れがある。
　本制度の適用範囲を特定タンク等に拡充する
ことで、事業者のニーズに応じた最適な時期に
タンク等の施設変更や改修後の検査を実施でき
るようになり、自主保安推進による保安管理レ
ベルの向上が図れ、また検査待ちや報告受理待
ちによる無駄な検査費用の削減にも寄与する。

認定対象範囲：危険物施
設の変更工事に係る完成
検査等について（消防庁
危険物規制課長通達
H11.3.17消防危第22号）

総務省消防庁・
危険物保安室
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5067 50670005 石油化学工業協会 5 第一種圧力容器の適用範囲の見直し

　第一種圧力容器は、圧力に応じて分類
し、その分類に応じた規制を行う。
　なお、毒性蒸気を発生するものは現状
どおりとする。
（単位：BarG）
容器内圧力　≧　0.50　  第一種圧力容
器、
0.50　＞　容器内圧力　≧　0.20　　第
二種圧力容器の規制を準用

　労働安全衛生法施行令第1条5号
にて容器内の圧力が大気圧を越え
るものや沸点を超える液体を保有
する容器は第一種圧力容器として
適用をうけている。

１．当局はリスク・マネジメントを産業界に奨
励している。リスク・マネジメントは、リスク
の程度に応じて安全規制なり管理なりを行うも
のである。
　①したがって、大気圧を超える沸点の熱液体
保有する容器を一律に規制するのは不合理であ
り、リスクに応じた規制にすべきである。
　②ＥＵ指令では０．５Ｂａｒを超えない容器
は、圧力による著しい潜在危険はなく、圧力容
器の範囲を0.5BarG（50KpaG）を超えるものと
している。
２．容器のベントラインに安全対策（例：大気
との縁切りやフレアーラインにおける他のライ
ン流体との縁切りのためのシールポットの設
置、など）を講じると容器内は大気圧を越える
ことになる。安全対策を施すことにより規制が
適用されるようになるのは不合理である。
３．つぎのことで、安全が十分担保される
①圧力容器構造規格が日本工業規格と整合化さ
れることにともない、許認可対象外の圧力容器
を日本工業規格に基づき設計製作する。
②事業者の責務は、労安法第3条に規定されて
おり、０．５Ｂａｒ以下の容器を直接規制しな
くても事業者は安全確保義務がある。
【効果】国際整合化、申請業務の効率化など

規制根拠法令等：労働安
全衛生法施行令第1条5号

厚生労働省労働
衛生部安全課

5067 50670006 石油化学工業協会 6
圧力容器の安全弁吹き出し配管への
閉止弁設置規制の緩和

　複数の圧力容器の安全弁放出物質を共
通の除害塔、フレアー等で処理後大気放
出するケースを考慮した法規運用として
いただきたい。具体的には、運転時検査
を認めた事業場にあって一定の安全対策
を講じた場合等には、安全弁吹き出し側
の閉止装置についても、安全弁一次側閉
止弁の場合と同様の適用除外として、閉
止装置の設置に関する法的根拠を明確に
した運用としていただきたい。

　第一種圧力容器安全弁の前後に
設置する止め弁その他の閉止装置
については、
・前弁は法的に設置禁止（ただ
し、一定の安全対策を講じた場合
などは適用除外）
・後弁については法的な記述はな
いが、安全弁吹き出し配管には閉
止装置を設けないことを原則とし
た運用がなされている。
　吹き出し口を共有する複数の圧
力容器において、各装置の検査周
期が異なる場合、その縁切りが必
要となる。従来、安全弁下流ライ
ンを共通の吹き出し口につないで
いる場合は、縁切り弁として安全
弁下流弁を設置しており、労働基
準監督署は特例として認めてい
た。
　しかしながら、平成16年1月に
行われた、「ボイラー等の構造規
格等説明会」における労働局の説
明資料において、「安全弁の吹き
出し配管にはバルブ等の閉止設備
を設けないこと」が文書で示され
た。労働基準監督署も、第一種圧
力容器安全弁吹き出しライン閉止
弁設置の「特例措置」は今後認め
ないとの方針を明確に示した。

　プロセス上の理由から一圧機器安全弁の吹き
出しラインを共通の除害塔、フレアーにつなぎ
こむケースがあるが、安全弁吹き出しラインに
縁切り弁の設置が認められない場合、プラント
点検周期（時期）もしくは他の一圧機器点検時
期と当該一圧機器点検周期（時期）が異なる
際、プラントを停止して一圧機器点検する、も
しくは機器毎に除害設備を設置する等の措置が
必要であり大きな支障をきたす。
　ボイラー・一圧連続運転認定対象が増加して
きているが、機器単位認定となっているため、
２年・４年認定への移行の際、プラント停止等
の不具合をきたすケースが発生する。

ボイラー及び圧力容器安
全規則第75条他
圧力容器構造規格第64
条、基発第0430004号

厚生労働省労働
衛生部安全課
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5067 50670007 石油化学工業協会 7
屋外タンク貯蔵所の底板板厚の維持管
理の緩和

　最低板厚または安全性評価（技術援
助）をした値以下にならないように管理
することとして、採用板厚の８０％の項
目を削除する。

　貯槽の底板板厚は、設計（使
用）板厚の８０％又は次回開放時
に最低板厚が維持できる板厚のい
ずれか厚い板厚以上を維持する必
要がある。

　採用板厚を９ｔとすると、維持すべき板厚
は、９ｔ×0.8＝7.2ｔとなる。ところが板厚に
余裕をみて１２ｔを採用すると、維持すべき板
厚は９．６ｔとなる。その差は２．４ｔであり
補修のタイミングとして２０年以上の差とな
り、コスト増になるし、かつ不合理である。
　実例として、５０００ＫＬ（１９７０年６月
設置）、３０００ＫＬ（１９７４年５月設置）
の両タンクについて、上記理由によりそれぞれ
底板１２枚、７枚を取り替えた。

消防法　　消防危第１６
９号通達

総務省消防庁危
険物保安室

5067 50670008 石油化学工業協会 8 危険物施設の安全弁点検周期の延長
　安全弁開放点検周期は４年に変更す
る。

　消防法の危険物関係通達におい
て、一律に危険物施設の安全弁開
放点検（作動確認）は毎年行うこ
とと定めている。

1．毎年の開放検査で内部の汚れの発生はな
く、開放点検周期を４年に延長しても問題はな
い。
２．高圧ガス保安法、および労働安全衛生法の
ボイラー・一圧容器の認定取得プラントにおい
て安全弁開放点検周期は既に4年迄認められて
おり、危険物についても問題がない。
３．安全の担保
　危険物施設の日常パトロールおよび定期点検
（１／Ｙ）時に外観検査で異常の有無を確認で
きる。異常の発生があれば、開放点検し、整備
することができる。

・消防法第１４条の３の
２に基づく製造所等の定
期点検
・危険物の規制に関する
規則６２条の４
・平成３年５月２８日
消防危第４８号
　「製造所等の定期点検
に関する指導指針の整備
について」

総務省消防庁危
険物保安室
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5067 50670009 石油化学工業協会 9
ISO規格コンテナフル積載時の内外格
差の整合

３０．４８トン積載時、外貨はトラク
ター２軸（駆動軸１１．５トン）、内貨
は３軸（駆動軸１０．０トン）であるの
で、内貨についてもEU諸国並みの駆動軸
重１１．５トンにし、内外格差を是正す
る。

内貨であるか外貨であるかは貨物の実態とは関
係なく、判別の根拠も乏しいといえる。そのた
め貨物の実態とは関係のない内貨、外貨で異な
る車輌を使わざるをえないのは整合性に欠け
る。
内貨と外貨を運ぶ際の駆動軸重に差が設けられ
ており、いわゆるダブルスタンダードが認めら
れてしまっている。

道路法－車輌制限令 国土交通省

5067 50670010 石油化学工業協会 10
労働者派遣に関する製造業務への対
象の拡大・派遣期間制限の撤廃

現状制度は、物の製造業務の労働者派遣
事業については、現在１年が上限であ
り、来年度以降も３年間が上限となって
いるが、期間の上限を定めずに労働者派
遣事業を認めていただきたい。

ｏ技術の変化・進化が激しく、一方技術・技能
習得に一定の期間が必要な部門については、１
年あるいは３年という上限期間の設定は国際競
争力の向上を図る上で障害となっている。
ｏ柔軟な労働者派遣の導入により、各企業の雇
用数増加を促し、高失業率を下げる効果が見込
まれる。

労働者派遣事業の適正な
運営の確保および派遣労
働者の就業条件の整備等
に関する法律

厚生労働省
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5067 50670011 石油化学工業協会 11 工業用水の責任水量変更

・企業の生産体制変更に伴い工業用水の
必要量が減った場合には、責任水量の減
量を認める。
・責任水量と実使用水量に大幅な差が出
ている場合の削減措置を法制化する。
他の地域でも同様と考えられるが、具体
的要望事項として、
①福岡県においては、県工業用水道利用
規程の本来の趣旨に沿い、責任水量制の
定期的見直しを実施していただきたい。
②鹿島地区での責任水量の減量を認めて
欲しい。それが出来ないのであれば鹿島
地区の余剰工業用水の千葉県等への売却
と湯西川ダムの建設中止により責任水量
の減量が可能となるようして欲しい。

工業用水事業は、公営事業として常に企業経済
性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよ
うに運営されなければならないところ、現行の
硬直した責任水量制により利用者から乖離した
運営が行われている。利用者の事業内容の変化
や合理化努力により、現在は基本使用水量と実
際の使用水量に少なからぬ乖離が出て、これが
継続しているのが実態であるが、基本使用水量
の減量ができないため、利用者が中・長期的に
国際競争力強化を進めるうえで障害となってい
る。余剰工水のコストを安易に企業に負担させ
続けるのでなく県や国もこの問題の合理的解決
に努力して欲しい。

工業用水事業法（経済産
業省）
地方公営企業法（総務
省）
福岡県工業用水道管理規
程　第７条　他
茨城県工業用水道条例
他

経済産業省
総務省

厚生労働省
国土交通省
福岡県企業局
茨城県企画部
水・土地計画課

責任水量制の定期的見直
しとしては、例えば、基
本使用水量部分で賄う割
合を引き下げ、現行の超
過料金制度の運用を工夫
することにより、収支の
健全性を維持しながら利
用者の自助努力を反映で
きる制度への変更が考え
られる。また、前述②に
ついては、契約後既に30
年以上経過したが、茨城
県としてはｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等か
ら撤退した場合でも他社
の肩代わりや契約企業が
倒産しない限り、『永久
に』各企業の責任水量減
が認められない。工業用
水購入契約をした各企業
の経営判断誤りに端を発
している問題であるがそ
の責任を『永久に』に背
負わせるというのは社会
通念に反する。

5067 50670012 石油化学工業協会 12 工場立地に伴う緑地確保の緩和

・工場立地法に定める緑地面積について
は必要最小限に引き下げていただきた
い。
・生産設備に見合う緑地の確保は、工場
が立地されている市町村等の自治体の範
囲内等において当該事業敷地に限らず、
広域的に確保すればよいものとしていた
だきたい。
 ・平成９年の改正は評価するも更なる緩
和措置が必要である。

工場立地法では規定の緑地面積を保有しない事
業所は、生産施設を新設する時に準則計算に基
づき緑地を新設する必要があるが、法施行以前
から存在する事業所はその緑地の確保が困難で
ある。そのため、①新規事業の導入の際、緑地
確保が足かせとなっており効率的な建屋建設に
支障をきたしている。
②生産施設を新設、増設する場合に緑地率が高
いため、断念せざるを得ない場合や新規参入を
しにくい状況にあり、産業の活性化を阻害され
る。
③一方、飛地による緑地では共同管理等などに
より維持管理コストを低減できる可能性があり
メリットがある。

工場立地法 経済産業省
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5067 50670013 石油化学工業協会 13 食品衛生法　乳等省令変更

PET（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ）樹脂の適用範囲を
拡大して欲しい。乳等に用いるﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装にPET樹脂でのﾎﾞﾄﾙ形状を認めて
欲しい。

　

乳等省令ではPET樹脂は発酵乳、乳酸菌飲料、
乳飲料まで使用できる。しかし未だ、牛乳、特
別牛乳等（１群）へのPET樹脂の使用は認めら
れていない。１群は容器形状が紙・PE加工紙
orPE貼合わせでﾎﾞﾄﾙ形状は認められておらず、
唯一、ﾎﾞﾄﾙが形状が認められているのはPE樹脂
だけである。PET樹脂の市場拡大を目的にﾎﾞﾄﾙ
形状での追加を願いたい。

食品衛生法（法律233
号）乳等省令

　厚生労働省

乳等省令において近年
PET樹脂が追加になった
が、清涼飲料､酒､醤油､
発酵乳で広く使用されて
いるにもかかわらず、生
乳には使用制限がある。
※従来、PET樹脂の使用
は乳等省令では調整粉乳
のﾗﾐ容器のみであった。
H14年12月20日省令164号
で乳等省令が改正とな
り、第2群発酵乳、乳酸
菌飲料まで拡大も、未だ
第１群の生乳には使用制
限がある。

5067 50670014 石油化学工業協会 14
「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」許可取消規定の見直し

次のいずれかの規制緩和をしていただき
たい。①環境関係法令違反を欠格要件か
ら外す。
②環境関係法令違反により取消すケース
は、故意の場合等、著しく悪質なケース
に限定する。
③自己処理（敷地外に排出する廃棄物を
減量する）のための産業廃棄物処理施設
については、取消しの対象から外す。

　

排水等廃棄物は、極力、事業所内で処理・減量
した後に敷地外へ出している。事業所敷地内の
各製造ﾌﾟﾗﾝﾄから、廃棄物処理施設までは、配
管等で接続され、一連の流れになっており、廃
棄物処理施設が使用できなくなった場合、川上
の製造ﾌﾟﾗﾝﾄまで停止する。仮に過失や事故に
よって、環境法令違反を引起し、罰金等の刑罰
を受けた場合、廃棄物処理施設の許可が取消さ
れ、事業所内の廃棄物の自己処理ができなくな
り、ひいては、事業活動そのものの継続ができ
なくなることは、非常に不合理であるため、何
らかの法律上・制度上の手当てをお願いした
い。

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律　第七条第五
項第四号、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施
行令　第四条の六

　環境省

現状、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に違反
した訳ではなくとも、大
気汚染防止法、騒音規制
法、水質汚濁防止法等
の、環境関係法令違反に
より罰金刑を受けた場合
は、５年の間、「欠格要
件」に該当し、産業廃棄
物処理施設、処理業につ
いて、都道府県知事は
「許可を取消さなければ
ならない」となってい
る。また、その間は、施
設新規設置の許可、変更
の許可、業の更新許可
等、本法に係る全ての許
可を受けられない。
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5067 50670015 石油化学工業協会 15
港湾法３７条に基づく川崎市の占用水
域内等での工事許可の運用

工事等により水域占用面積に変更が生じ
る場合を除き、使用者名義による工事許
可申請を認めていただきたい。

自然災害ならびにその他の突発事故に起因する
復旧工事等で緊急を要する場合に、許可受人名
義でしか申請できないとすれば速やかに復旧工
事に着手することが出来ず、それが二次災害を
生む危険性がある。よって、水域占用面積に変
更を生じない場合に限り、使用者名儀での工事
許可申請を要望するものである。

・港湾法・第３７条第１
項（港湾区域内の工事等
の許可）
・港湾法施行令
・港湾法施行規則
・川崎港港区域内及び港
湾隣接地域内における工
事等の規制等に関する規
則・第５条（工事の許可
申請）

川崎市港湾局
港湾振興部　管

理課

港湾法第37条では、港湾
区域内並びに港湾隣接地
域内において水域占用等
行為には港湾管理者（地
方自治体）の許可を要件
としている。川崎市で
は、占用水域内の工事に
関して「川崎港港湾区域
内及び港湾隣接地域内に
おける工事等の規制等に
関する規則」を定め、対
象区域内の工事は占用許
可受人名義の工事許可申
請を指導している。これ
は、占用許可受人が港湾
施設の使用者であること
を想定しているためと推
察するが、実際にはＡ社
が設置した桟橋に、賃貸
借契約を結んだうえでＢ
社が出荷設備を設置する
場合もあり（その逆もあ
り)、占用許可受人が使
用者ではないｹｰｽがあ
る。

5067 50670016 石油化学工業協会 16 持株会の規制緩和について
上場親会社株式の取得を目的とする子会
社持株会については、ガイドラインの規
制を緩和していただきたい。

・子会社役員の親会社株式購入については、親
会社の役員とは異なり、未公表の親会社の重要
事実を知得する機会が極めて少なく、インサイ
ダー規制の観点からも個人での購入は、比較的
自由に行える状態であることから、発行会社の
役員持株会設置の趣旨と異なる扱いをすべきで
あると考える。
・一方、子会社役員にも、従業員と同様の財産
形成目的の上場親会社株式持株会を組成する
ニーズがあることから、親会社（株主）の承認
（役員報酬）を前提に、奨励金を付与すること
を認めても問題はないと考える。

「持株会制度に関するガ
イドライン」（日本証券
業協会）

金融庁、日本証
券業協会
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5068 50680001 和歌山県 1
・臨港道路、農道、林道における、建築
基準法の接道規制の緩和。

・港湾法、漁港漁場整備法、土地改良
法、森林林業基本法並びに森林法による
道路については、特定行政庁の許可を経
ずに建築確認ができるよう、建築基準法
に基づく道路として、法第42条第１項に
付加されたい。

・建築基準法第42条第１項に付加
されることによって、申請者に
とっては、建築確認申請手続きが
速やかにおこなわれる。

・建築基準法に規定する道路は、道路法、都市
計画法、土地区画法等による道路等で、４ｍ以
上の幅員が必要。　　　　　　　　・臨港道
路、農道、林道については、建築基準法で規定
している道路に該当しないため、農林業用施
設、戸建住宅等を建築する場合であっても、建
築ができない。
・建築する場合は、建築確認とは別に、個別建
築物ごとに特定行政庁の許可が必要である。

・建築基準法第42条第１
項（道路の定義）
・建築基準法第43条第１
項（敷地等と道路との関
係）

国土交通省住宅
局

5069 50690001
特定非営利活動法人　瀬戸内
医療福祉団

1
地域高度密着病院の新設と保険医療
機関の指定及び給付に係る制定

・地域高度密着病院の新設を要望する。
当該病院は、医療計画における一般病
床、療養病床、結核、精神、感染症の病
床数算定において、地域内の一般病床数
を療養病床の算定に準じて算出し、その
数を超えない範囲で、一定の紹介率と一
定の住民要望者数、その他、法令で定め
られた構造設備と人員配置の各要件を満
たす有床診療所と病院であって、市町村
長が推薦し、都道府県知事が承認した病
床数50床以下の高度に地域へ密着した医
療サービスを提供する有床診療所または
病院を称するものである。
・当該病院は、保険医療機関または特定
承認保険医療機関として、有床診療所の
診療報酬基準に基づく一部負担金と新た
に厚生労働大臣が定める全般医療技術評
価の選定療養を含む特定療養に係る費用
を受領する。

・地域高度密着病院の新設に伴う医療変革　１）
既存の有床診療所及び病院のうち、保険医療機関
として一般病床を活用し医療活動を続けながら社
会保険診療の様々な矛盾や不便さに対応している
多くの医療機関が、住民要望と地域内の他の医療
機関との連携実績を背景に、有床診療所の設備施
設基準と人員配置で一定の病床数を確保するため
に申請が集中するものと予測される。また保険診
療において、病院に比し制約が緩やかなことと、
個別に任意設定できる「全般医療技術」を特定療
養費として受領できることは、医療計画の中で地
域高度密着病院が広く全国へ展開する要因になる
と思われる。２）新規に開設する診療所では、一
定数以上の地域住民や近隣医療機関の信頼を得る
ことが当面の課題となり、医療技術や安全性と
いった総合的な医療サービスの持続的な高い評価
が求められ、住民に益するところは大である。そ
の実績を踏まえて申請を行い地域高度密着病院を
称することへの道が開かれる。３）新規に病院を
開設するにあたっては、医療計画による病床過剰
地域であっても、或る期間の実績をもとに有床診
療所から地域高度密着病院への参入に道が開かれ
る。その過程における住民の医療選択が新たな医
療施設間の競合を生み、地域医療の質向上をもた
らす。　　・地域高度密着病院の新設に伴う社会
的影響　１）医療の技術、安全性、透明性を総合
的に評価する住民の声が主となるため地域社会で
真に求められる医療が芽生え、安定した社会資本
の基盤を形成する。２）市場化の加速により医療
の質向上が全国的に進み、競合を背景とする大規
模病院のダウンサイジング化と小規模医療施設の
相対的増加が医療の地域間格差や不均衡を是正す
る。３）地域内で互いの専門性や技術力、経営力
を認め合うことから芽生える強固な連携が地域医
療の効率性と医療費の無駄を排し、安全で高品
質、低価格な医療が地域に根ざす。４）地域に密
着した質の高い小規模医療施設の増加と連携は、
わが国の風土や文化にあった独自の医療提供体制
を構築する。５）一施設完結型で低い診療報酬基
準をもって診療にあたる保険医療機関の増加は、
高齢社会における社会保障関連費の増加を抑え、
国家財政の持続した安定運用をもたらす。６）高
品質医療機関の診療姿勢と活動が地域に根ざし、
医療の本質である「生の尊厳性」への理解と認識
の高まりを背景に在宅医療、在宅介護における倫
理的必然性が芽生え、世代間交流の推進を通じた
少子化対策に繋がる。

現行の医療に係る保険制度と提供体制は世界に
例を見ない高齢化と乳幼児の低死亡率をもたら
し、国民はその恩恵に浴している。しかし、深
まる高齢社会が費やす医療費は毎年増加の一途
を辿り、このままでは日本の医療制度はいずれ
破綻する。この破綻を回避するには、現行制度
を維持しながら医療の無駄を排し、全国に均等
な医療の量的再整備を促し、あわせて質向上を
図る策を講じる必要がある。それが地域高度密
着病院であり、住民と医師による評価こそ最優
先と位置付けた医療技術やサービスを提供でき
る医療機関を広く普及させることにある。これ
により医療計画に阻まれ、病院事業に算入出来
なかった個人や団体、法人にも道が開かれ、
又、その競合を含む努力の過程で地域住民は多
くの恩恵をこうむる。また小規模で専門性、技
術力、安全性、透明性に秀でた病院の台頭が、
現実には境界の無い医療と福祉の間や、医療そ
のものに無駄の無い確かなルールを持ち込み、
受益者重視のなかで国民医療費の高騰を抑止
し、将来的に国、国民、医療関係者の何れの立
場からも望ましい医療の流れを築く。

・医療法
・健康保険法
・療養担当規則

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5069 50690002
特定非営利活動法人　瀬戸内
医療福祉団

2
療養を受ける者の選定療養に全般的
医療技術評価に係る種類の追加

・第63条第2項の規定に基き厚生労働大臣
が定める療養に「全般医療技術（仮
称）」の評価に係る特定療養費の種類を
追加する。当該療養についての基準は留
意事項通知をもって実施し、費用の額の
算定は政令で定める要件に該当する有床
診療所または病院が任意に定め掲示す
る。受領にあたっては十分な情報提供と
自由な選択と同意を証する文書をもって
確認し、療養担当規則に従った定期報告
を行うものとする。　　　　　　・当該
選定療養は医療法で承認を要する有床診
療所および病院に限定する根拠条文を
もって定め、この要件を満たすものに限
り承認されるものとする。

現行の健康保険法と療養担当規則
では、実費徴収のサービスとして
入院環境、医療材料、検査、薬剤
等が認められていない。しかし、
医療の根幹である手技において
は、同一手技にもかかわらず所要
時間の違いや技術上の難易度の評
価がなされていない。また手技を
支える医療材料においては、報酬
の大半を材料費が占めるなど、例
をあげれば枚挙に遑が無い。こう
いった材料費を含む医療技術の評
価を成功報酬として医療機関が個
別に適正基準を決めて掲示し、現
行制度内で実費徴収できる取り扱
いとなれば、医療機関の良い意味
での公平な競合と地域社会での適
正な評価が芽生え、医療機関が行
う多様なサービスの拡大にもつな
がる。

医療機関が任意に徴収できる、いわゆる実費に
ついては、保険（医療）給付と重複する保険外
負担の是正について（平成4年4月8日老健第79
条）、厚生大臣の定める掲示事項、特定承認保
険医療機関に係る厚生労働大臣の定める報告事
項（平成6年3月厚生省告示第57号）、保険医療
機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴
う実施上の留意事項について（平成6年3月16日
保険発第26号）、療養担当規則及び薬担規則並
びに療養担当基準に基き厚生労働大臣が定める
掲示事項等、選定療養及び特定療養費に係る厚
生労働大臣が定める医薬品等、による規制によ
り認められていない。しかし、分かり易い実例
として、全例ではないにしても、ある種の腫瘍
治療の事例をあげれば、治療の手技料が５３，
６００円で購入する材料費が５９，０００円、
その差額が－５，４００円である。医師や看護
婦、他の技術者など多くの医療関係者が時間を
割いて神経をすり減らしながら努力した報酬と
してはあり得ないと言わざるを得ない。こう
いった事例のように国と患者にとって医療費の
軽減につながるある種の努力へのインセンテイ
ブが、然程ハードルの高くない要件を満たす医
療機関にも働くようにしていくことは将来的に
不可避であり、医療技術を評価する新たな療養
を定めることは決して時代の流れに逆行しない
望ましい改定である。

・健康保険法
・療養担当規則

厚生労働省

5070 50700001 細井健一 1

①全国のグリーンピアの再生。
②民間貸地住宅建設。
③民間貸地商業、工業店舗、工場建
設。

①60歳以上の国民への貸地による住宅建
設。
②60歳以上の国民への貸地による商店街
建設。
③60歳以上の国民への貸地による農工
業、
　特産物生産拠点建設。

①居住用、各50坪←月額1万円で
貸地。
②商業地各50坪←月額1万円で貸
地。
③工場地←月額1万円で貸地。
④農業地←月額1万円で貸地。
⑤地域防災公共スペース、運営は
自治会組織、商、工、農。各部自
治会単位にて運営。
⑥居住、就業者とも60歳以上に限
定。

・年金で豊かに暮らせる住宅と商・工・農の就
労条件を　備えた新しい街を作る。
・自治会運営を基本に相互扶助と就労の機会あ
る文化的 な街を建設する。
・年金での住居確保と60歳以上の就労確保。
・若年世代に60歳からの豊かな年金生活環境の
モデルを示し、年金不払い傾向に対する新しい
希望を与える。
グリーンピア遊休地活用により貸地料、年間5
億4千万円と居宅建設、商、工、農の産業育成
により、新しい経済効果を生む。

別送付済み。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5071 50710001 日本行政書士会連合会 1 商業・法人登記の行政書士への解放

司法書士法第３条により、法務局又は地
方法務局に提出する書類の作成と手続は
司法書士の専管業務とされているが、商
法の全面改正を踏まえて中小企業の会社
法制に変更が生ずることが考えられるの
で、商業登記申請に限り行政書士、税理
士、中小企業診断士等にも手続が行える
よう規制を緩和されたい。

商業・法人登記手続を行政書士等
に認めることにより、依頼者（国
民）は迅速・確実・廉価なサービ
スを享受することとなり、依頼者
の利便性が増す。なお、平成１５
年における登記事件は20,402,695
件であり、商業・法人登記は
2,032,610件（10％）を数える。

法人設立では、定款、総会議事録等は行政書士
が作成し、登記のみ本人申請、あるいは司法書
士に依頼することになる。依頼者は、一連の業
務として迅速かつ廉価を望む中で、制限がある
ため、手続の煩雑さと負担を強いられている。
当該手続を行政書士等にも行えるようにするこ
とで、依頼者たる国民は迅速・確実・廉価な
サービスを享受することが可能となり依頼者の
利便性が増す。

司法書士法第３条第一、
二号

法務省

5072 50720001
・隠岐広域連合
（・島根県）

1
不要な国有財産を関係自治体に無償
譲渡出来るよう法規制の改革を行うこと

隠岐空港では、現在実施中の空港整備事
業に併せた新航空局庁舎建設が進められ
ており、この供用後は、現在の航空局庁
舎が不要となるため、平成１７年度に国
において取り壊される計画である。当該
庁舎を関係自治体である隠岐広域連合が
無償で譲り受け、連合の機能集中化整備
構想に合わせた消防庁舎として有効活用
を図りたいと希望している。そのため、
現在当庁舎を所管する大阪航空局と協議
を重ねているが、国有財産法では、建物
の存置による無償譲渡を認めていないた
め、協議が行き詰まっているため、規制
改革をお願いしたい。

日本海に浮かぶ隠岐島は先般合併
により誕生した隠岐の島町を中心
に４ヶ町村で構成され、少子高齢
化が進行し、地域の財政状況も疲
弊している。この状況の下、隠岐
４ヶ町村と島根県が広域連合を結
成し,病院の運営、介護保険、消
防などの事務を行っている。この
中核施設である消防庁舎をはじ
め、各庁舎が狭隘・老朽化による
建て替えなどが必要となっている
が、離島故の立地場所の制限や経
済的理由から困難を極めている。
そのため、隠岐空港整備事業完成
後の現空港跡地に各機能を集中さ
せることにより合理的な連合運営
が可能となる。

当該庁舎は平成１７年度に国において取り壊さ
れる予定となっているが、左記の通り隠岐広域
連合が無償譲渡を受け消防庁舎として有効利用
を希望している。要望が実現すれば、連合とし
ては庁舎建設費が節約出来るばかりでなく、国
においても取り壊し費用が不要となり、経済的
である。なお、当庁舎は島根県有地にあり、用
途廃止後は更地で返還することになっている
が、島根県としては現状による返還を了解する
こととしているにもかかわらず、国有財産法で
は存置を認めていないため、この規制を改革し
て欲しい。

国有財産法
・国土交通省
（航空局）
・財務省

当該庁舎の取り壊しには
相当規模の費用が必要で
あると聞いており、ま
た、連合が計画している
消防庁舎建設には約６億
円必要と見込まれてい
る。要望が実現した場
合、連合としては機能に
合わせた改修費程度で済
むことになり、国、連合
ともに経費節減となり、
規制改革の意義が広く説
明出来ると考えられる。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5073 50730001
移動サービス・ネットワーク
みやぎ

1 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃
セダン特区の早急な全国展開の実
施

すでに神奈川県大和市でセダン特区の評価がさ
れている。特区の認定を受けなくても運輸支局
に届出が出来る制度の全国展開を要望する。

道路運送法第８０条第１
項の通達　国自旅第２４
０号（許可要件）「セダ
ン型等の一般車両につい
ては、構造改革特区の認
定を受けている場合に限
り認める」

国土交通省自動
車交通局旅客課

5073 50730002
移動サービス・ネットワーク
みやぎ

2 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃
使用車両に「セダン車等の一般車
両」の記載

９０％がセダン型車両を占める当ネットワーク
に参加のＮＰＯ団体はセダン型車両が認められ
ないと活動を止めなければならず、移動困難者
の移動の自由が危機に瀕する。

道路運送法第８０条第１
項の通達　国自旅第２４
０号（許可要件）「セダ
ン型等の一般車両につい
ては、構造改革特区の認
定を受けている場合に限
り認める」

国土交通省自動
車交通局旅客課
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5073 50730003
移動サービス・ネットワーク
みやぎ

3 ボランティアによる福祉有償運送 運送の対象者に乳幼児・児童を明示。
運送の対象者に乳幼児・児童を追
加する。

乳幼児や保護者が同行できない児童は単独での
移動が困難である。少子高齢化の時代に子育て
を支援することは国をあげての重要な課題であ
り、これをサポートする市民団体の活動を応援
していただきたい。

道路運送法第８０条第１
項の通達　国自旅第２４
０号（許可要件）「運送
の対象者は要介護者、要
支援者、精神障害者、身
体障害者、知的障害者等
で単独では公共交通機関
の利用が困難な移動制約
者であってあらかじめ会
員登録した者」

国土交通省自動
車交通局旅客課

5073 50730004
移動サービス・ネットワーク
みやぎ

4 ボランティアによる福祉有償運送
地方公共団体の運営協議会設置義務の明
示

地方公共団体はＮＰＯ等から申請
があった場合運営協議会の設置を
拒むことはできない。

運営協議会は必要ないとする市町村団体担当者
の発言がある。運営協議会を拒否する事はでき
ない旨明記願いたい。

道路運送法第８０条第１
項の通達　国自旅第２４
０号第3項運営協議会
（2）主宰者「運営協議
会は原則として地方公共
団体が主宰するものとす
る」

国土交通省自動
車交通局旅客課
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5073 50730005
移動サービス・ネットワーク
みやぎ

5 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃

道路運送法第4条又は43条による
事業許可を得た営利法人の事業所
が第80条の有償運送許可を得る場
合と、非営利法人が第80条の有償
運送許可を得る場合の差別を撤廃
していただきたい。

道路運送法第4条又は43条による事業許可を得
た営利法人の事業所が訪問介護員の持込車両を
一括登録という容易な方法で使用でき、非営利
法人が許可申請しなければならないのは不公平
である。

国自旅第241号「様式2」
「様式3」及び国自旅240
号「様式2」「様式3」
「様式4」「様式5」「様
式6」

国土交通省自動
車交通局旅客課

5074 50740001 個人 1
各地方自治体が法定受託事務事業とし
て実施している生活保護事業

　生活保護法の第26条、第27条、第28条
等で謳われている保護受給者への指導・
指示や相談・調査業務、保護の停廃止な
どの官制業務は極めて硬直的であるため
規制緩和・規制改革を構ずることが必要
であると思われる。

 　　　　　　　　　　民間の受
託事業者等が一定の期間内に被保
護者に対する相談・指導・助言な
どのサービスを施し、期間満了と
ともに原則保護廃止をするという
のが本事業内容。本事業により保
護受給者の自立や財政負担軽減と
いった点で改善が図れると期待で
きる。保護受給者を自立させ保護
廃止となれば報奨金を出すなどの
インセンティブを予算措置する必
要もある。保護適用の期間は１年
から２年が妥当。ただどのような
ケースであっても保護受給権復活
の道は留保されており、保護が廃
止となっても理由があれば再適用
可能。

 　　　　　　　　　　　　現行の生活保護事
業は、稼動年齢層に限れば、いわば保護受給権
の既得権化による労働能力の不活用や社会生活
への不参加といった問題を引き起こす一方、既
に最低生活費を下回り本来保護を受けるべき人
が前時代的規制で受けられないなど公的扶助
サービス提供における不公平感も増している。
保護の適正化や公正化等の観点からこれ以上官
である福祉事務所に任せておく訳にはいかない
というのが本要望理由。もちろん民間事業者が
参入する以上、関係者の秘密を守るなどプライ
バシーには配慮しなければならない。

生活保護法第19条によ
り、当該事業については
民間事業者の参入は認め
られていないと思われ
る。

厚生労働省
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5075 50750001 外国損害保険協会(FNLIA) 1
銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃

「非公開情報保護措置」により銀行等が
知り得た顧客に関する情報を有効活用し
た保険募集が妨げられているので、これ
を撤廃する。

銀行等による保険募集は保険業法により適正な
募集と契約者保護が図られている。
又 銀行等による保険の募集が当該銀行等との
他の取引に影響を及ぼさない様 いわゆる圧力
募集等の弊害防止措置が講じられている。
更に 銀行等がその行う業務に際して知り得た
顧客に関する非公開情報を保険募集に利用する
場合は、事前に当該顧客の書面その他適切な方
法による同意を求めている。
しかるに「非公開情報保護措置」は 保険募集
についてのみ講じられる措置であり銀行等が営
む業務全体に関しては この様な規制は存在し
ていない。
金融庁は、「契約者保護の観点から当該措置が
講じられておりその観点から検討を行うことが
必要」と回答しているものの、一定の期限内で
具体的な検討を行い結論を出すことを目指して
いるとは理解できない。
金融庁が「非公開情報」の範囲を示さないこと
等から当該ルールが不明確になっているだけで
なく、「顧客の預金、為替取引、資金の借り入
れ等にかかる情報その他の特別の情報」と定義
されている「非公開情報」に名前や住所等の個
人情報がすべて含まれるという解釈を金融庁が
示している結果、不当な過剰規制となってい
る。

保険業法施行規則第211
条第１項第2号（及び、
同条の2第１項第2号、同
条の3第１項第2号）

金融庁

5075 50750002 外国損害保険協会(FNLIA) 2
銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の即時明確化

金融庁は 本措置に係る内容を事務ガイド
ライン等で明確化する必要がある。
具体的には、
1.　保険募集に利用される弊害が発生す
る恐れの高い非公開情報を具体的に例示
すること。
2.　顧客の氏名・性別・年齢・住所・電
話番号・Ｅ－メールアドレス等の非金融
非健康情報は、銀行等の「特別の情報」
ではないことを確認すること。
3.　銀行等の保険募集が対面募集だけで
なく、郵便・電話・インターネット等他
の募集方法に拡大することも考えられる
ので、募集方法毎の顧客同意取得方法そ
れにその時期を明確にすること。
4.　本措置につき、文書による開示と説
明を行い、第一回目の保険販売が終了す
るまでに当該顧客からの同意を取得する
ことが、「その他の適切な方法」のひと
つであることを確認すること。

個人情報保護法では「個人情報の有用性に配慮
しつつ 個人の権利利益を保護する」こととし
ているが「非公開情報保護措置」は非公開情報
の特定、同意取得の時期、その方法が厳格に規
定されていない。
したがって銀行等は 顧客の氏名・住所等をも
非公開情報としており、その結果 銀行等の保
険募集における顧客情報の有効利用が阻害され
ている。

保険業法施行規則第211
条第１項第2号（及び、
同条の2第１項第2号、同
条の3第１項第2号）

金融庁
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5075 50750003
外国損害保険協会
（FNLIA)

3
日本貿易保険と日本機械輸出組合が
実施している包括保険制度の規制撤廃

貿易保険、日本機械輸出組合等における
包括保険による官製カルテルの排除

組合包括保険において他保険加入
禁止の規定を改めることにより、
日本機械輸出組合等の構成員に対
し民間保険会社が貿易保険（輸出
信用保険）を販売可能とする事。

現状規制の見直しの中で経産省は貿易保険分野
に係わる民間保険会社の参入を図るとしてい
る。しかし、現実には主な顧客は日本機械輸出
組合等の包括保険という官製カルテルに囲い込
まれており、この規制が撤廃されなければ民間
保険会社が実質的な市場参入を果たすことはで
きない。当該業務における健全な競争に基づく
利用者の利便性の向上と選択の自由、信用リス
ク管理の向上と輸出取引の促進を期して、かか
る公益法人によるカルテルを撤廃し、民間企業
の参入を促したい。

独占禁止法
貿易保険法

経済産業省

5075 50750004
外国損害保険協会
（FNLIA)

4
日本貿易保険における引受け上のクロ
スサブシディの停止

貿易保険業界における健全な引受け節度
確立の為、短期保険、長期保険間のクロ
スサブシディを停止すること

長期保険、短期保険各々において
採算ベースに基づく健全な引受け
料率で日本貿易保険が営業するこ
とを求める。

民間企業への開放がなされる貿易保険（輸出信
用保険）においては、主要な引き受け手である
日本貿易保険において短期保険，長期保険間で
クロスサブシディが既成事実となっている。
利用者利便性と引受け能力確保との名目で実施
されるかかる慣行は、その節度を欠いた引受け
の為当該業界の今後の健全な発展を阻害し、健
全な企業間競争を成立せしめない。不可視の補
助金（クロスサブシディ）を排除し、当該ビジ
ネスの健全かつ安定的な運用の為、公的機関に
よる引受けの節度を求めるものである。

独占禁止法
貿易保険法

経済産業省
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5076 50760001 社団法人日本船主協会 1
港湾関係諸税ならびに諸料金の適正
化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船
舶固定資産税）並びに諸料金（入港料、
公共岸壁使用料等）の徴収の目的ならび
に考え方を明確にした上で、諸外国と同
等となるよう制度の適正化を図ること。

外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関係諸税
である「とん税」、「特別とん税」、「固定資
産税」（固定資産税は日本籍船のみに負荷）を
負担している。このうち、とん税は諸外国では
その徴収目的が港湾の維持・改修費用など使途
が明確であるが、わが国では、一般財源に繰り
入れられ、目的も使途も不明確である。また、
わが国において、例えば神戸港・名古屋港・東
京港の3港に外航船が入港する場合、それら3港
全てでとん税が都度徴収されるが、米国などに
おいては、とん税の徴収は最初に寄港した港の
みで、次港以降は徴収されていない。さらに、
「入港料」などの港湾諸料金も負担しており、
港湾入港に伴う経費は著しく割高で、わが国港
湾の国際競争力喪失の一因となっているので、
徴収の目的ならびに考え方を整理し、諸外国と
水準が同等となるよう制度を適正にすべきであ
る。

とん税法第1条、特別と
ん税法第1条、地方税法
389条、港湾法第44条2項
等

財務省、総務
省、国土交通省

等

5076 50760002 社団法人日本船主協会 2
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正
化

原価主義に基づく料金の妥当性の検証及
び、荷動きの実態や公共埠頭料金との格
差等を勘案した、より弾力的で国際競争
力のある料金設定を可能とすること

外貿埠頭公社における岸壁等の貸
付料の額は減価償却、修繕費、管
理費、災害復旧引当金、貸倒引当
金、支払利息等の費用額の合計を
基準とし、かつ、岸壁等に係る外
貿埠頭の建設に要した資金の償還
を考慮して、埠頭公社が定めてい
る。

昭和55年12月16日の港湾審議会答申では外貿埠
頭公団の業務の移管に関して、『・・・・・外
貿埠頭の管理運営という公共的かつ国家的に重
要な業務を行うものであるので前述の通りこれ
を適切かつ確実に運営していくことが出来るよ
うな財団法人を国が指定するとともに、指定さ
れた財団法人に対しても法人の指定に伴う通常
の監督のほか、国の海運政策及び港湾政策との
整合性の取れた外貿埠頭の整備及び管理が行わ
れるよう国の監督措置が必要となる。たとえ
ば、貸付料の適正な水準の確保、外貿埠頭施設
の処分などの制限、需給バランスと港湾間の機
能分担を考慮した外貿埠頭の整備などの為の措
置が挙げられる。』とした。国はこの答弁を充
分尊重し、原価主義に基づく料金の妥当性の検
証、及び荷動きの実態や公共埠頭料金との格差
等も充分勘案、弾力的で国際競争力を有する料
金設定とするように各埠頭公社を指導すべきで
ある。

外貿埠頭公団の解散及び
業務承継に関する法律施
行規則第５条第１項

国土交通省
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5076 50760003 社団法人日本船主協会 3 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし
て、申請の必要性が失われたもの、申請
の中で削除できる項目、さらに省庁間に
共通する項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に
削減・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続のシン
グルウィンドウ化が関係省庁により実現されて
はいるが、実態は各種申請・手続の見直しや簡
素化がなされず、単に既存のシステムが接続さ
れただけのものであるため、利便性の向上には
結びついていない。従って、全ての関連手続を
対象として、申請の必要性が失われたもの、申
請の中で削除できるも項目、更に省庁間に共通
する項目の標準化、統一化できるものを抽出し
た上で、申請手続きを徹底的に削減・簡素化す
ることを要望する。

関税法、港湾法、出入国
管理及び難民認定法等

国土交通省、財
務省、法務省、
厚生労働省、農
林水産省、地方
自治体等

5076 50760004 社団法人日本船主協会 4 日本籍船でのカジノの自由化

日本籍船では現行刑法が適用されるた
め、公海上であってもカジノが禁止され
ているが、カジノの運営が非合法となら
ないよう所用の法整備を行う。

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事
業の振興を図るため、日本籍船でのカジノの自
由化を行うこと。

刑法第185条、186条 警察庁、法務省
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5076 50760005 社団法人日本船主協会 5
解撤等のために輸出される船舶のバー
ゼル法に基づく輸出手続きの廃止

現在「特定有害物質等の輸出入等の規制
に関する法律」（以下、バーゼル法）を
所管する各省庁は、平成11年5月の通達に
より、解撤等を目的とした日本籍船の輸
出について当該船舶がアスベスト等の有
害廃棄物を含む場合、輸出申請等の手続
きが必要としている。このバーゼル法に
基づいた輸出申請等手続きの廃止を要望
する。

バーゼル条約を船舶に適用した場合、廃棄物と
何ら関係のない「寄港国」が「輸出国」になる
ほか、安全運航に必要な船舶の構造や設備機器
から有害物質の除去を求められる可能性がある
など多くの実行・実効上の問題が生じる。この
ためバーゼル条約締約国会議（COP）では同条
約の規定を船舶に適用することについては明確
な結論を出しておらず、今後国際海事機関、国
際労働機関と協調しつつ環境上適切な船舶解撤
のための現実的な解決策を検討することとして
いる。本年10月下旬に開催されたCOP7について
も、同条約事務局は”The Secretariat of the
Basel Convention wishes to stress that, at
present, while individual countries can
make their own dispositions under national
law, COP7 did not adopt a legally binding
decision requiring the 163 Parties to the
Basel Convention to control the export of
ships under the terms of the Convention
and to prohibit exports without the
consent of recipient countries.”との異例
のコメントを同条約ウェブサイトで公表してい
る。このような状況下、多くの国が慎重な対応
をとる中、わが国では、平成11年5月の通達に
より同条約の日本籍船への適用を決定してお
り、実質的に同籍船の解撤目的での輸出が困難
となっている。従って、日本籍船につきまとう
このハンディキャップを除去し円滑な解撤を確
保するために、同通達の廃止を求める。

バーゼル法第2条第1項、
輸出貿易管理令別表第2
の35の2、バーゼル法第4
条第1項、外国為替及び
外国貿易法第48条第3
項、関税法第67条、およ
び関係通達

環境省、経済産
業省、国土交通

省

5076 50760006 社団法人日本船主協会 6
内航輸送用トレーラー・シャーシの車検
制度の緩和

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対
する車検制度を現行の1年から3年にす
る。また、国土交通省では、平成16年度
中に安全確保、環境保全、技術進歩の面
から有効期間の延長を判断する調査を実
施することとなっているが、これを早急
に取りまとめ、その結果に基づき所要の
措置を講じられたい。

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する自
動車検査証の有効期限は、毎日陸上輸送してい
る一般のトラック同様1年である。主に海上輸
送用であるトレーラー・シャーシは、本船船内
または港頭地区駐車場に停車している状態が長
く、陸上走行距離が短いものとなっている。ま
た、シャーシ自体は動力を持たず、トレーラー
（ヘッド）に牽引されるだけである。このよう
な使用実態に即し、内航輸送用のトレーラー・
シャーシに対する車検制度を現行の1年から3年
にすべきである。

道路運送車両法第61条
（自動車検査証の有効期
限）

国土交通省
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5076 50760007 社団法人日本船主協会 7
内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫
に関する規定の見直し

内航輸送用シャーシ運用上においては、
登録用車庫確保の負担が所有者に強いら
れる一方、その車庫はほとんど利用され
ておらず、現在の規制は利用実態にそぐ
わない。ため、内航輸送用シャーシにつ
いては、車庫一台のスペースで複数台登
録できるようにするべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保
しなくてはならないが、海上輸送用トレー
ラー・シャーシについても一般のトラック同
様、同法が適用されている。しかし、内航輸送
用シャーシの車庫の利用実態は、船内及び港頭
地区の駐車場に限られ、かつ運用上常時海上輸
送のものもある。トレーラーヘッド、シャーシ
夫々1台ずつの車庫取得に加え、港頭地区にお
けるヤードの確保が仕出し地／仕向け地両方で
必要となり、実質取扱いトレーラー・シャーシ
の約4倍の車庫の確保が必要となる。このた
め、内航輸送用に利用されるシャーシについて
は、利用実態に合せて車庫に関する規制を見直
し、車庫一台のスペースで複数台数登録できる
ようにすべきである。

車庫法第3条、貨物自動
車運送事業法第4条

国土交通省,警
察庁

5077 50770001 石狩市 1
歳入の徴収又は収納の委託範囲の拡
大

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託
できる項目として「学校給食費」を新た
に追加する。

当市では現在、市が事業主体と
なって学校給食を実施しており、
全業務のうち、食材購入、調理業
務、施設維持・管理、配膳業務を
民間事業者に一括委託している
が、さらに「学校給食費」を徴
収、収納させ全部委託にすること
によって、民間活力を活かす幅が
さらに広がり、創意工夫が図れる
とともに、市としても一層のアウ
トソーシングが期待できる。

現施行令では、使用料、手数料、賃貸料、貸付
金の元利償還金、前提条件を満たした地方税の
みが私人に徴収又は収納の事務を委託できる歳
入としているが、「学校給食費」についても、
民間活力による創意工夫で、市財政の改善が期
待でき、結果として住民の便益の増進に寄与す
ると認められるため。
なお、前回の提案では、「諸収入」を新たな追
加項目としたが、諸収入の中には過料等も含ま
れることを踏まえ、「当該収入の性質等を勘案
し適宜検討することとしたい」との回答を得て
いた。

地方自治法第２４３条、
地方自治法施行令第１５
８条・第１５８条の２

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5078 50780001 ・ＮＰＯ  日本テクノマート 1 ・発明協会のNPO化
・発明協会への委託ではなく成果主義の
出来高払いとする。

・ 発明協会への要望依頼への支
払いは実績や成果のあがった時に
与えられ、実績や成果がなければ
支払いを必要としない

・ NPO日本テクノマートの活用

・インターネット普及により人的パワーがあま
り必要でなくなってきた。

・少数精鋭でも仕事をこなせる様になってき
た。少人数であれば個人の支払いを増やせ、よ
り能力の高い人を集められる。人数が減れば発
明協会のトータルコストも下げられる。

・特許庁
NPO 日本テクノマートパ
ンフレット

5078 50780002 ・ＮＰＯ  日本テクノマート 2 ・ 特許流用の　情報の付加と活性化

・特許内容の説明だけでなくそれを流用
する時に必要な情報である、流通値段、
需要予測、初期投資、利益などの項目を
加える。

・特許アドバイザー業務のNPO化

・サイトの立ち上げ(楽天方式の
構築)

・専門家(アドバイザー)の組織化

・専門家(アドバイザー)の認可業
務の構築と認可代行

・NPO日本テクノマートの活用

・特許を取るだけで利用しなければその意味が
なく無駄になってしまう。特許を利用したい人
が知りたい情報を付け加え、利用する側の判断
を容易にすれば利用される機会が増える。そし
て利益が出るとわかれば積極的に利用する。

・専門家(アドバイザー)が少ない

・引退した専門家の有効利用

・特許庁
NPO 日本テクノマートパ
ンフレット
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 50790001
・特定非営利活動法人「日本
一般労働派遣協会」

1
・派遣法に伴い行政サービス(NPO日本
一般派遣労働者協会扱い)

・ 法改正により派遣できる労働者の範囲
が拡大し専門的技術を持った優秀な人材
が市場に流通。
・ 企業の要求する人材供給のため研修、
教育等スキルアップを図っている。
・ 法改正の後押しによる企業ニーズの
アップ。今後ますます派遣業界は成長。
・ 大きな財産を有効活用して行くために
企業側の労働者受け入れ体制の整備が急
務、よって① 3者にとって自由な活動の
障壁となっている規制事項。諸制度すな
わち「労働者派遣関連規則」の遵守及び
整備指導
　イ) 就業規則の確立
　ロ) 社会保険の適用
　ハ) 事業税
　ニ)福利厚生の充実
②各指針を定めそれぞれ講じるべき措置
を明確にする

・「許認可業務」を代行し申請手
続きの簡素化
・ 指針の作成し明確化後推進

・ 業務の円滑化と効率化を図る意味から「非
営利活動法人 日本一般派遣労働者協会」を活
用し運営を委託されたし。

・労働基準法
・労働者派遣法
・雇用対策法

・厚生労働省

5080 50800001 ・株式会社 ジェイテック 1
・ 理工系専門の公共職業安定所行政
サービスの委託。

① 技術者派遣で培ったノウハウ　を活か
した職業紹介を行う。

② 現状では１人の担当者が事務、技術な
ど見ているが、それぞれの専門家がきめ
細かく、合った就職先をアドバイスす
る。当社としては、技術―機械設計、電
子回路設計、制御ソフトウエア開発など
を行う。

③ 求人会社側の要望をつかみ、　適確に
紹介する。このような業務の委託を受け
て当社として技術専門紹介、あるいは他
社との共同（事務系、建設などそれぞれ
の専門）で、委託事業を運営していく。
雇用保険支払い等の業務はそれぞれの専
門で行う。

① ベテラン技術系アドバイザー
の常駐による求職、求人の紹介業
務を行う。

②求職者へコンサルティングと必
要とされる技術教育の提供を行
う。面談、２４時間テレビ電話に
よる

③求人企業とのマッチングはコン
ピュータにより、その後アドバイ
ザーによる最適なコーディネート
を行う。

④紹介後、入社後のフォローを行
う。

① それぞれ専門の会社が請け負うことで、現
状よりも効率的に処理され。費用が削減され
る。

②仕事が細分化、専門化されることで、仕事の
質が上がる。ミスマッチを防ぐ。

③当社ではマッチングのための技術要素、業務
区分などのデータベースが用意されている。

④紹介後、入社後のフォローにより、経験履歴
のデータベースの構築と転職時の適切なアドバ
イスが可能となる。

・労働基準法
・雇用対策法

・厚生労働省

＜添付資料＞
・製品分野コード一覧表

・技術要素区分コード表

・業務区分コード表

・業務実績等級コード表

・ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｰﾄﾞ表

・会社ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5080 50800002 ・株式会社 ジェイテック 2
・ポリテクが行っている離職者用職業訓
練サービスの委託

①技術者派遣で培ったノウハウ、情報を
活かし、技術教育を行う。

②社会的ニーズのある技術を、場所や時
間に制約なく、教育を受けられるように
する。

③一人一人のレベルに合った教育を行
う。教育事業の委託を国から受けること
により、離職者に最適な教育を行う。

④ハローワーク業務との連動により、就
職先の紹介等も可能である。（職業紹介
業務と技術教育を一体化したサービスが
できる）

①駅前などの便利な所に教室を設
け、夜間も行うようにする。

②企業が必要とするカリキュラム
を用意し、実習は企業を利用す
る。

③具体的にe-ランニングなど活用
する。

④技術レベルのデータベース化を
行い紹介等に生かす。

①ポリテクセンターは場所が遠い、利用できる
講座が少ない、時間が合わないなどの問題があ
る。

②受講者が少ない。教育効果が少ないなどの問
題あり。

③教育の後のフォローがなされていない。

④設備にお金をかけている割には効果的な教育
ができていない。十分利用しないうちに陳腐化
している状況である。

・職業能力開発促進法
・厚生労働省
・雇用・能力開

発機構

＜添付資料＞
・製品分野コード一覧表

・技術要素区分コード表

・業務区分コード表

・業務実績等級コード表

・ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｰﾄﾞ表

・会社ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

5081 50810001 山梨県 1 道路掘削抑制期間の緩和について

県では、国土交通省の情報ボックス等を
利用して平成16年度～17年度に民間への
開放を見越した光ファイバ網による情報
ハイウェイを整備している。
その敷設時及び敷設後において、情報ハ
イウェイへ接続するために道路を掘削す
る場合について、掘削抑制期間の緩和を
求めるもの。
道路の掘削抑制期間は、３年～５年とさ
れているが、情報ハイウェイの敷設及び
接続にかかる掘削の場合については抑制
期間を１年以内に緩和して頂きたい。

県の出先施設等が情報ハイウェイ
に接続する場合や情報ハイウェイ
の民間開放により民間施設が接続
する場合に道路を掘削して、地中
（情報ボックス等）から光ファイ
バを取り出し電柱等に立ち上げる
必要がある。
接続における制限が軽減されるこ
とにより情報ハイウェイの活用が
図られ、テレビ放送デジタル化へ
の対応、県内の通信格差の是正、
県内産業の振興が推進される。

光ファイバの敷設時および敷設後に情報ハイ
ウェイへ接続するためには、情報ボックスのハ
ンドホール（マンホール）内から光ファイバを
取り出し、道路を掘削して取出管を埋設し最寄
りの電柱等に立ち上げる必要がある。
道路には掘削抑制期間があり、その期間内には
原則的に道路の掘削ができないことから、設
計・施工を進める中で、意図するハンドホール
（マンホール）から取り出せない事例が多くみ
られ、事業の進行に支障をきたしている。

国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5081 50810002 山梨県 2 道路管理施設の利用について

情報ハイウェイへ接続するために情報
ボックスから光ファイバを取り出す場合
において、近くに電柱は無いが道路管理
施設（道路標識設置用柱、照明柱等）が
有る場合には、利用上支障が無い範囲に
おいて道路管理施設に立上管を設置して
光ファイバを立ち上げることができるよ
うにして頂きたい。

情報ハイウェイに県の出先施設や
民間施設等を接続するにあたり、
地中（情報ボックス等）から光
ファイバを取り出す場合、ハンド
ホール（マンホール）の近くの電
柱もしくは道路管理施設（道路標
識設置用柱、照明柱等）を利用し
て光ファイバを立ち上げる。

近くにある道路管理施設を利用し
て立ち上げることにより、接続に
かかる経費が抑えられるととも
に、道路の掘削を最低限に抑えら
れる。
また、道路占有物（電柱）の数を
抑えられる。

県の情報ハイウェイへ接続するためには、情報
ボックスのハンドホール（マンホール）内にあ
るクロージャから光ファイバを取り出し、道路
を掘削して取出管を埋設することにより最寄り
の電柱において立ち上げる必要がある。
しかし、近くに電柱が無い場合には、自営柱を
建てるか、遠くにある電柱まで道路を掘削しな
ければならず、設計・施工を進める中で、予想
外の経費がかかることとなり、事業の進行に支
障をきたしている。
このような場合において、近くに立ち上げ可能
と思われる道路管理施設（道路標識設置用柱、
照明柱等）がある場合が多い。

道路法３２条 国土交通省

5082 50820001
大阪府開発指導行政協議会開
発許可等権限市連絡調整会議

1
都市計画法に基づく開発許可における
道路の基準の弾力化

開発許可の基準で、開発区域内の敷地が
接する道路については、施行令第25条第2
号により最低幅員が規定されており、当
該道路が既存道路である場合は、ただし
書に基づく施行規則第20条の2により緩和
措置が講じられている。しかしながら、
当該緩和措置は、限定的であるので、許
可権者が地域の実情に応じた対応が可能
となるよう改正していただきたい。

施行令第25条第2号ただし書は、敷地が接する
道路が既存道路である場合に、周辺にすでに建
築物が建ち並んでいるなど、道路拡幅整備が著
しく困難であることが想定されることから措置
されたものであるが、具体的な取扱いを定めた
施行規則は、最低幅員を４ｍとするなど極めて
限定的であり、様々な事例（例えば、他の道路
に至るまでに部分的に４ｍ未満の箇所がある場
合）に対応できない。
結果として、開発行為の規制を避けるための小
規模な開発を生じせしめることとなり、かえっ
て都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれが
あると考えられる。

都市計画法第33条第1項
第2号
都市計画法施行令第25条
第2号
都市計画法施行規則第20
条の2

国土交通省都
市･地域整備局
都市計画課開発
企画調査室

要望理由補足説明資料
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5083 50830001 アルゴノート株式会社 1
タイ人看護師の実務研修生受入れ促
進

・外国人看護師の「研修」の在留資格を
スムースに発行して欲しい。

帰国後、タイでロングステイする
日本人シニア向け看護にあたる。

・看護六法第一編基本法令及び通知第二章基本
通知「医療分野における外国人労働者の受入れ
における留意事項」にては、外国人看護師も
「研修」の在留資格が取得できることになって
いる。東京入国管理局に相談すると、担当官に
よっては、臨床修練指定病院であれば外国人医
師同様、研修が受けれるというが、別の担当官
は臨床修練病院云々は関係ないと言う。”日本
でしか受けれない”看護の研修との定義付け難
しく前例がないと判断されるなど見解がバラバ
ラである。日本人向け看護を学ぶには、日本で
実際に現場で学ぶことが必須。ルールに基づ
く、許認可をお願いしたい。外国人看護師の就
労問題と問題を同一視されている。

看護六法第一編基本法令
及び通知第二章基本通知
「医療分野における外国
人労働者の受入れにおけ
る留意事項」

法務省／入国管
理局

5083 50830002 アルゴノート株式会社 2
タイ人介護士の実務研修受入れ及び就
業査証の発行

現在、認められていない介護士の実務研
修を受け入れて欲しい。また就労査証を
発行して欲しい。

帰国後、タイでロングステイする
日本人シニア向け介護にあたる。

日本人向けの介護は、「同一の作業の反復に
よって修得できる技術」と認定されるが、日本
人のメンタリティにあった介護は日本人を対象
にしないと修得できない。

出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の
基準を定める省令（抄）
の四の表の研修の項の下
欄に掲げる活動の第一号

法務省／入国管
理局

340/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5083 50830003 アルゴノート株式会社 3
タイ人ITエンジニアの就業査証発行の
緩和

タイ人エンジニアを日本で就労させるに
は、タイ国での10年以上の経験が要求さ
れる。

日本語ソフトに対応できる技術を
身につけ、帰国後、日系企業にて
勤務し、日系企業の発展に寄与す
る。

タイに進出した日系企業は日本語の分かるエン
ジニアの確保に苦労しており、一から訓練が必
要。また日本語ソフトの開発には日本人の思
考、日本人の生活様式に造詣が必要。

出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の
基準を定める省令（抄）
の四の表の研修の項の下
欄に掲げる活動の第一号

法務省／入国管
理局

5084 50840001
特定非営利活動法人アイセッ
ク・ジャパン

1
外国学生の実習に係る「特定活動」の
在留資格取得用件の緩和

特定活動告示１２項を以下のように緩和
する。
・ 「外国の大学に在籍する者および大学
卒業後３年が経過しない者」への緩和
・ 「当該大学の指定する」を削除
・ 「３月を超えない」を「１８月を超え
ない」に緩和
・ 同一時期に１つの企業において５名ま
でに制限
また立証資料を以下のようにする。
・ 在学証明書もしくは卒業証明書
・ 活動に係る資料
■ 処遇を証明する資料
■ 実習の目的および具体的計画に関する
資料
■ 仲介機関および受け入れ機関の実績に
関する資料
■ 本人と仲介機関、仲介機関と企業との
契約内容に関する資料もしくは本人と企
業との契約内容に関する資料（写し）

本法人の89カ国からなる国際的
ネットワーク
（http://www.aiesec.org）を活
用し、他国の学生に対して、日本
の企業・NGOなどの機関において
期間2ヶ月から18ヶ月のインター
ンシップ・プログラムに参加する
機会を提供するとともに、日本の
学生に対しても、他国において同
様の機会を提供する。

海外の大学生に関しては、休学もしくは卒業の
後に１年などの長期のインターンシップ・プロ
グラムに参加することも一般的で、また、本人
の在籍大学とは関係なく独自に申し込んだり、
民間団体・企業を通じて参加したりする例が多
いです。
現時点ではインターン生の来日時に「研修」の
在留資格を申請していますが、昨年より在留資
格認定証明書が不交付となるケースが多発して
います（以前は支障なく交付されていたので、
入国管理局が運用方針を変更したものと考えて
いる）。他団体の例を見ても、インターンシッ
プに係る特定活動ビザの取得要件が緩和された
後も「研修」「文化活動」などの在留資格を利
用しているのが現状です。
国際インターンシップ・プログラムは、イン
ターン生本人にとって日本をより深く理解し、
能力を身につける機会となるだけでなく、日本
企業にとっても、海外の優秀な人材を活用して
社内の国際化や海外市場への展開を図る契機と
なるなどメリットがあります。

平成２年５月24日法務省
告示第131号　「出入国
管理及び難民認定法第７
条第１項第２号の規定に
基づき同法第１の５の表
の下欄に掲げる活動を定
める件」 （特定活動告
示）

法務省

大学に在籍もしくは卒業後
３年以内という制限を付
し、期間の制限を設け、実
習活動の具体的内容を提出
するものとし、一つ企業に
おいて５名以内としている
ため、「実習活動に名を借
り、外国人を低賃金労働
者、単純労働者として雇用
することに道を開く」 こと
にはなりにくいと考えてお
り、学生が在籍する大学と
本邦受け入れ機関の契約に
関する書面がなくとも、偽
装滞在問題を深刻化するこ
とにはつながらないと考え
ています。
なお、主管官庁の対応に言
及のあった実習の内容と学
生の専攻科目の関連性に関
しても問うことを検討しま
したが、関連性の具体的評
価基準を設定し得ないの
で、「実習の目的」をもっ
て代替しました。また、制
度の悪用を防ぐため、仲介
機関および受け入れ機関の
実績についても審査するも
のとしています。

添付資料：「研修」ビザが
不交付になったケースの例
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850001 生命保険協会 1
保険会社本体による信託業務（現行信
託業法に規定する併営業務を含む）の
代理又は事務代行の解禁

保険会社の付随業務として、既に銀行等
で行われている信託業務の代理や事務の
代行を行うことを認める。

保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行え
ることとなれば、顧客利便性の向上、保険会社
のエクセスキャパシティ活用の観点から極めて
有効である。生命保険会社では、他の金融機関
と共同してマスタートラスト業務等を行う信託
銀行を設立しているケースがあるが、マスター
トラスト業務等の代理を保険会社に認めること
により、当該信託銀行の顧客基盤拡充や経営効
率化、保険会社の経営資源の有効活用が促進さ
れる。なお、銀行等においては信託業務の代理
が可能とされており、かかる点との公平性を図
る必要がある。また、金融審議会「信託業のあ
り方に関する中間報告書（H15.7.28）」では、
信託契約の取次ぎを行う者の範囲を幅広く認め
ることが適切とされている。

保険業法第98条、同施行
規則第51条、金融機関の
信託業務の兼営等に関す
る法律施行規則第7条の2
の2
※根拠法令については、
信託業法改正案の内容に
よって変動する余地あ
り。

金融庁総務企画
局企画課

5085 50850002 生命保険協会 2
保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

保険会社の子会社で行うことのできる業
務及び保険持株会社傘下子会社で承認を
受けずに行うことのできる業務として不
動産投資顧問業務を認める。

投資家のニーズが有価証券に係る投資顧問業務
に限らず、不動産に係る投資顧問業務にまで多
様化する中で、生命保険会社はオフィスビル・
商業施設等の長期保有・賃貸のみならず売買取
引まで含めた不動産投資に係るノウハウを有し
ている。さらに不動産投資顧問業務は、既に保
険会社の子会社に解禁されている不動産投資信
託委託業務と投資家のために不動産運用業務を
行うという点において親近性を有している。以
上を踏まえれば、保険会社の業務と不動産投資
顧問業務は関連性・親近性を有しており、子会
社において不動産投資顧問事業を行うことによ
り、投資家（特に年金基金等を想定）に提供す
るサービスの充実が図られる（保険持株会社の
傘下で承認された実績がある）。

保険業法第106条、第271
条の22同施行規則第56条
の2、第210条の7事務ガ
イドライン1-8-1(2)⑥

金融庁総務企画
局企画課監督局

保険課
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850003 生命保険協会 3
従属業務を営む保険会社の子会社等
における従属業務に係る収入依存度規
制の緩和

従属業務を営む保険会社の子会社等に係
る収入依存度規制を緩和し、複数の保険
会社や金融機関の共同出資による従属業
務会社の設立、保有を認める。

従属業務を営む子会社等に係る全額出資規制が
撤廃され、複数の保険会社等が共同出資を行う
形で従属業務を営む子会社等を保有することが
想定される。しかしながら、これら複数の出資
保険会社等の各々について、50％以上の収入依
存度規制を満たすことは不可能であり、実際に
共同出資により従属業務を営む子会社等を保有
することはできない。なお、保険会社や金融機
関以外の会社との共同出資による従属業務を営
む子会社等の設立、保有が実際に可能である一
方で、保険会社や金融機関との共同出資が認め
られていないのは、規制の均衡を失している。

金融庁告示第３８号事務
ガイドライン1-8-
1(1)(3)①

金融庁総務企画
局企画課

5085 50850004 生命保険協会 4
保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全

特別勘定については、その財産的性格の
相違、保険会社における負債性の相違か
ら、100％の保全が行われるよう、保険業
法等に必要な手当てを行う。

特別勘定の責任準備金の価額は財産の価額の時
価評価額とされ、資産の運用リスクが契約者に
帰属するため、特別勘定は生命保険会社の経営
破綻の原因とはなりにくい。我が国において
は、特別勘定のように投資者のリスクテイクを
前提とした商品については、信用リスクの所在
を明確にするため、一定の分別管理がなされて
いることを要件として破綻リスクの遮断が図ら
れている。よって、生命保険会社が経営破綻に
至った場合に、例えば信託と同程度の分別管理
を行う等、特別勘定に属する資産が他の資産か
ら特定可能な状態で管理されているときには、
特別勘定の責任準備金の削減を行わないことが
妥当と思われる。

保険業法（現在該当条項
なし）

金融庁総務企画
局企画課法務省

民事局
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850005 生命保険協会 5
共済事業にかかる契約者保護ルール
の整備

＜根拠法のある共済＞消費者保護の観点
から、消費生活協同組合法を抜本的に改
正し、経営の健全性規制（責任準備金の
積立基準、共済計理人の設置、ソルベン
シーマージン基準および早期是正措置
等）、情報開示規制、募集規制等につい
て、保険業法、農業協同組合法と整合的
な規制を整備する。また、商品規制につ
いては、行政の透明性の観点から、現行
の最高限度額や許可基準等にかかる通知
を法令で規定する。
＜根拠法のない共済＞保険業法における
「保険業」の定義を明確化し、「保険
業」に該当する共済事業については、保
険業法を適用する。

＜根拠法のある共済＞本年６月の集中受付月間
における厚生労働省の回答において「組合員自
身が自らルールを決めて、それを利用するとい
う責任を負っているため、契約者保護の観点
は、保険業や農協の共済事業と同一である必要
はない」という認識が示されているが、「保
険」「共済」ともに一般消費者から見た保障の
確実性に対する期待に変わりはない。また、対
象を組合員に限定している生協であっても、生
協の大規模化、商品の高額化・多様化といった
実態を考慮すれば、左記の消費者保護のための
規制は必要不可欠である。さらに、現行の契約
者保護ルールは法令ではなく、通達に規定され
ているため、法的実効性に欠けるうえ、改正の
際にパブリックコメント手続に付されないな
ど、行政の透明性に欠けている。
＜根拠法のない共済＞保険業法上の「保険業」
の定義における「不特定の者」の基準が曖昧で
あるため、共済業者が実質的に「保険業」を
行っていても、公的な監督が及ばないという問
題がある。

消費生活協同組合法等保
険業法

厚生労働省社会
援護局地域福祉
課金融庁総務企
画局企画課　等

5085 50850006 生命保険協会 6 保険会社本体による信託業務の実施
保険会社本体で、保険金信託以外の信託
業務が行えるよう、保険会社本体の業務
範囲を見直す。

保険と信託の親近性に鑑み、信託商品に対する
潜在的ニーズがあり、生命保険会社が資産運用
に係るノウハウを活用して信託商品を取り扱う
ことができれば、顧客利便性の向上、保険会社
の収益性向上等の観点から有効である。なお、
銀行等については、既に本体での信託業務の兼
営による参入が認められている。

保険業法第99条、金融機
関の信託業務の兼営等に
関する法律第1条、同施
行令第2条

金融庁総務企画
局企画課・市場

課
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要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850007 生命保険協会 7
 保険会社本体による投信販社契約締
結の代理もしくは媒介の解禁

保険会社の付随業務として、系列投信会
社等における投信販社契約（投資信託委
託業者が証券会社または登録金融機関と
の間で締結する「投資信託受益証券の募
集・販売の取扱い等に関する契約」）締
結の代理もしくは媒介を行うことを認め
る。

保険会社は、登録金融機関として投資信託委託
業者と投信販社契約を締結し、投資信託の募
集・販売等を行っており、投資信託の募集・販
売の取扱い等のノウハウを十分に有しているこ
とから、投信販社契約の締結の代理もしくは媒
介を行うことは保険会社の業務と関連性・親近
性を有している。保険会社がその顧客である証
券会社や登録金融機関に対し系列投信会社等の
投信商品を提示できることとなれば、顧客利便
性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活
用の観点から極めて有効であり、一層の顧客基
盤の拡充と当該投信会社の経営効率化が促進さ
れる。

保険業法第98条、同施行
規則第51条

金融庁総務企画
局企画課監督局

保険課

5085 50850008 生命保険協会 8
保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に
係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行う
ことを認める。

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企業年
金市場における保険会社の顧客を中心として、
投資顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあ
り、保険会社が顧客に対して投資顧問契約等の
勧誘を行えることとなれば、顧客利便性の向
上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の観
点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点  金融市場におけるリ
スクマネーの必要性が唱えられる中、投資顧問
契約等に係る顧客ニーズの高まりを考えれば、
顧客と投資顧問業者との間で当該契約の締結を
代理・媒介する行為を、新たに独立した業とし
て認めることは意義が大きいと考えられる。保
険会社がかかる業務を行う際には、保険会社を
当該業者として監督当局の認可又は登録に係ら
しめ、所要の行為規制、監督規制を適用するこ
ととすれば、保険会社が行う当該行為が同法に
抵触することはないと考えられる。
○保険業法上の観点  現在、保険会社は、投資
顧問契約等について顧客の紹介を行うことは可
能であり、顧客のニーズにより能動的に対応す
る観点からその勧誘を行える事としても、保険
会社の業務範囲の中に現在行える業務と異質の
ものが混入する訳ではない。また、信託銀行に
よる投資助言業務・投資一任業務の本体兼営が
可能とされた中、信託銀行と同様に企業年金受
託機関として投資顧問業との親近性を有する保
険会社について、投資顧問契約等の締結の勧誘
を認めることは、規制の均衡という観点からも
妥当なものと考えられる。

有価証券に係る投資顧問
業の規制等に関する法律
第2条等、保険業法第98
条、同施行規則第51条

金融庁総務企画
局市場課・企画

課
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850009 生命保険協会 9
その他金融業を行う者の資金の貸付
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の
緩和

定められた施設以外での契約締結の媒介
（勧誘行為を含む）を認める。（渉外業
務を行うことを認める。）

保険会社が行うことのできる業務として、その
他金融業を行う者の資金の貸付けの業務の代理
が認められたにも拘わらず、定められた施設以
外での契約締結の媒介（勧誘行為を含む）を行
うことができないことは、渉外業務ができない
ことであり、事業促進において極めて大きな阻
害要因となる。よって、保険会社が、定められ
た施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為を含
む）を行うことが可能となれば、事業促進の向
上はもとより、顧客利便性の向上の観点からも
極めて有効である。

金融庁告示第20号
金融庁監督局銀
行第1課総務企
画局企画課

5085 50850010 生命保険協会 10
確定拠出年金制度における支給要件
の緩和

企業型では退職時にも受給できるように
要件を緩和する。

昨今の雇用の流動化を背景に退職時の資金ニー
ズは今後より一層高まることが予想され、特に
退職金規定からの全面移行ニーズの強い中小企
業等への更なる制度普及を促進するためにも、
支給要件の緩和は非常に有効である。企業年金
制度は一般的に退職金制度からの移行となって
いるのが現状であり、厚生年金基金、確定給付
企業年金等の企業年金制度では中途脱退に伴う
給付が認められている。これらの制度との整合
性の欠如から、円滑な制度間移行および制度普
及の障害となっている。

確定拠出年金法第28条、
第33条

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 50850011 生命保険協会 11
確定給付企業年金における老齢給付
金の支給要件の緩和

65歳超で定年年齢が設定されている場
合、65歳超の規約で定める年齢に到達し
た時点で年金の受給開始を可能とする。
60歳から65歳の到達日からの支給だけで
はなく、規約で定める日（到達日以降１
年未満で）からの支給を可能とする。50
歳未満で退職した者についても、50歳以
上60歳未満の規約に定める年齢に到達し
た時点で年金の受給開始を可能とする。
加入20年以上でも規約に定める年齢未満
の中途退職の場合は、老齢給付金を設定
しない取扱を可能とする。

退職金制度からの円滑な移行を望む企業ニーズ
が高まっており、柔軟な給付設計が可能となる
ことで、多様な企業ニーズに応えることがで
き、また、従業員にとっても多様な退職後の生
活設計が可能となる。特に、退職金制度から移
行している適格退職年金制度からの移行促進が
期待され、確定給付企業年金制度の更なる普及
促進につながる。

確定給付企業年金法第36
条

厚生労働省企業
年金国民年金基

金課

5085 50850012 生命保険協会 12
 特別勘定に関する現物資産による保
険料受入、移受管

株、債券等の現物資産による保険料受
入、移受管を可能とすべく法令上措置す
る。

新会計基準の適用に伴い、企業サイドでは、保
有している株式を当該企業の年金制度に現物で
拠出することにより、退職給付に係る積立不足
額を解消したいというニーズが高まっており、
企業の保有株式の年金制度への現物拠出は、企
業間の持合株式を市場に悪影響を与えずに解消
できる手段として有効視されている。現金化の
コストは顧客にとって不利益となり、単独運用
契約の場合、現物をそのまま移管できれば資産
価値を減じることなく移管が可能となる。現金
化に伴い、大量の株式の売却が行われた場合、
株式相場等の下振れ要因になる。信託について
は、厚生年金保険法の改正により以上の取扱い
が可能であるが、生保が法的な解釈を理由に取
扱えないと利用者利便が著しく阻害される。

保険業法第97条、第118
条、附則第1条の13他

金融庁総務企画
局企画課
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860001 社団法人リース事業協会 1 国のリース契約の取扱いについて
国とのリース契約を地方自治体と同様に
長期継続契約の対象とすること。

現在、各省庁がOA機器や車両を導入するに際し
ては、複数年度の使用が明白であっても、手続
上の煩雑さゆえに国庫債務負担行為として扱わ
ずに、単年度リース契約を更新している。この
単年度リース契約は、ほとんどの場合にリース
会社が投資元本の未回収リスクを負っている。
投資元本の未回収リスクを負うか否かはリース
会社の判断であるが、現行制度が実質的にリー
ス会社のリスク負担を強いている。

財政法第15条、会計法第
29条の12、予算決算及び
会計令第102条の2

財務省

5086 50860002 社団法人リース事業協会 2 リースが不利となる諸制度の改善等

リースによって設備を使用する顧客等
は、次のような設備投資に係る優遇税制
等を利用することができない。また、
リース会社間の競争条件が不公平なもの
がある。①税制（ＩＴ投資促進税制
リース利用による税額控除制度は資本金3
億円超の法人は利用できないなど）、②
補助金制度（クリーンエネルギー車導入
補助金 法定耐用年数の使用が条件となる
が、車検期間の関係により、リース期間
を法定耐用年数より短く設定した場合、
制度の適用が受けられないなど）

ユーザーの設備の利用・調達形態
の選択肢が拡大する。

リースが取得と比べ競争条件で不利となってい
る。

租税特別措置法ほか 関係省庁
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860003 社団法人リース事業協会 3
金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止

金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律により貸金業者のみに課
せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
する発行会社に対して一律的な制度を構
築することを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業とし
て行うものではない貸付においても内在するリ
スクであり、金融業者の貸付業務に固有なもの
ではない。したがって、規制の目的が投資家保
護にあるのであれば、貸金業規制法に規定する
貸金業者等のみを規制の対象とする合理的な理
由はない。本年６月、同要望に対して、金融庁
から「本法制定前は、出資法において、貸金業
者等が「社債名義」を使って預金まがいの勧誘
を行うことを防ぐため、貸金業者等が貸付資金
に充てる目的で社債等を発行することが禁止さ
れていたところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至ったもので
ある。以上の経緯を踏まえ、社債の購入者等の
保護に資する観点から、金融業者の貸付業務の
ための社債の発行等に関する法律を廃止するこ
とは困難である。」と従前と同様の回答が示さ
れた。平成9年5月「ノンバンクに関する懇談
会」報告書　5.（2）「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」に
は、「社債を含む有価証券に係る投資家保護
は、証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰや公正取引
ルールによるのが基本」としており、さらに
「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの
義務づけについては、本来、証券取引法で行う
べきではあるが、･･･＜省略＞･･･当面、暫定的
に、貸金業規正法等の他の法令で手当てするの
でもよいのではないか、との意見があった。」
と「当面、暫定的に」と明記されている。上記
措置困難の回答は、報告書の内容に反するもの
であり、遺憾な回答である。すでに法施行から
5年が経過しており、見直しの時期となってい
る。

金融業者の貸付業務のた
めの社債の発行等に関す
る法律

金融庁

5086 50860004 社団法人リース事業協会 4
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
整備

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会第
一部会中間整理(第一次)」東大･神田教授
意見発表資料『いわゆる悪質商品の取扱
いをどうすべきかという問題がある。こ
の点については、我が国におけるこれま
での歴史に鑑みると、その対応等の面に
おいて類型的に別物として取扱ってきた
面もあるので、基本的方向性としては、
金融関連の詐欺的行為を禁止する法律を
制定し、そちらで取締ることを検討する
ことが望ましい（現在では、いわゆる出
資法で一部取締りが可能であるが、出資
法のように預り金を一律に禁止するよう
な法律は、その立法論的な妥当性につき
再検討する必要がある）。』

・例えば、匿名組合契約による出
資受入などにおいて、出資金の全
部または一部について営業者が保
証する。・エスクロー事業（二当
事者の取引のクロージングにあた
り、第三者が資金を預かって管理
することにより、取引上の危険を
転換して取引を円滑にするもの）
<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではな
い。出資者の認識と保証者の支払能力の問題であ
り、不当表示規制や金融商品販売規制として整理さ
れるべきではないか。・金融庁は、「安全であると
誤信して出資した一般大衆が不測の被害を被ること
を防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与える
危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般
大衆に不測の損害を与える危険が多分にある」とす
る。しかし、誤信によるものであれば、誤信しない
ように表示、説明をさせるという規制であるべきで
あろう。また、誤解を与える危険が多分にあるとい
うのも、決して難しい話ではないのであって、おか
しい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生して
いない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対
象となるというのは、果たして制度として妥当であ
るといえるのであろうか。・一般大衆の被害・損害
というのは、実際は騙しによって起こっているので
あり、問題の捉え方を誤っている。つまり、禁止・
処罰の対象は、金融商品において約束された運用行
為等が現実に行われていないことであり、この点に
焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条
は、預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰が
あり、罪刑法定主義の観点から妥当性に疑問ある。<
＊3>・法務省は、「その意義が明確に規定されてお
り、その概念が不明確であるとは言い難い」とする
が、預金と同様の経済的性質を有するものというこ
との解釈の幅は相当広い。また、「無条件に許容し
た場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題で
ある。・戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引そ
の他サービスの発展に目に見えにくいが悪影響を及
ぼしている。・｢金融サービス法｣等の金融関連法制
と出資法との係わり合い、適用関係等が、経済社会
情勢の進展に対応し、その発展に貢献するものとな
るよう、引き続き制度整備の努力をしていくことが
必要である。

出資法第1条、第2条
金融庁、法務
省、警察庁

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。
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制度の
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5086 50860005 社団法人リース事業協会 5 貸金業規制法の抜本的見直し等

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1
項に規定された施行後3年を目途とする貸
金業制度のあり方の見直しについて、早
急に検討のための審議の場を設定するこ
とを要望する。②銀行等がシンジケート
ローンのエージェントとなり、貸金業者
が貸付人として参加する場合における、
貸金業者の貸金業規制法の適用除外を要
望する。③貸金業者間の貸金取引につい
ては貸金業規制法の適用除外を要望す
る。

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1項に規
定された施行後3年を目途とする貸金業制度の
あり方の見直しについて、早急に検討のための
審議の場を設定することを要望する。②銀行等
のエージェントに対し、銀行法等他の法令によ
り、より厳格な業務に対する監督が行われてい
る場合には、単に参加貸付人として参加する貸
金業者に貸金業規制法の規制を課す必要性は認
められない。また、参加貸付人は原則として借
入人と接触することは想定されていないため、
貸金業規制法の規定の一部を遵守することは困
難である。③貸金業者間の貸金取引について
は、宅地建物取引業法（第78条第2項）に倣
い、貸金業規制法の適用除外とすべきである。

貸金業の規制等に関する
法律

金融庁

5086 50860006 社団法人リース事業協会 6 貸金業規制法の法定書面の電子化
貸金業規制法１７条書面、１8条書面の電
子受送信を可能とするよう要望する。

貸金業規制法４３条のみなし弁済
規定の適用を受ける手段が多様化
する。

資金需要者に資金借り入れに関する簡易性・利
便性や秘匿性のニーズが強く、自宅宛の郵便物
は無断で送付できないことが多い。顧客が提携
ATMをご利用された場合、別途書面を郵送する
必要が生じている。

貸金業の規制等に関する
法律

金融庁
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5086 50860007 社団法人リース事業協会 7
銀行法の代理店規制／貸付業務に限
定した代理店の貸金業者への解禁

【規制内容】銀行の業務の全部又は一部
を代理する者は、金融機関を除く法人に
あっては、委任銀行の100％子会社または
その銀行持株会社の子会社でなければな
らない。【改革要望内容】銀行業務のう
ち貸付業務に限り、貸金業者（貸金業規
制法の登録を受けた者）の代理を認め
る。

貸金業者が独自の営業店網で接触
する顧客に対し、銀行ローンの契
約の成約業務を行う。

貸金業者は、貸金業規制法の規制のもと、金銭
貸借の媒介を行いうるところ<＊1>、銀行の貸
付けについては、媒介は可能としても代理がで
きない。これからの貸金業者は、いろいろな営
業形態の展開が考えられるべきであり、それに
より資金需要者のニーズに応え、融資事業の正
常化が図られる必要がある。その場合の形態と
して、貸金業者が貸付金を自己の資産としない
で代理業を行い手数料を取得する形態がある。
これは銀行にとっても貸付を拡大する手法とな
るし、不適切な者には委任しなければよいので
問題もない。本年６月、同要望に対して金融庁
から「代理店制度については、金融機関の健全
性や決済システムに与える影響等の観点を踏ま
えつつ、資本関係等について見直しを行うこと
とし、16年度中に検討を行い、措置することと
する。」と回答が示された。早急な措置を期待
する。

銀行法施行規則10条が引
用する同9条の3第2項8号
ﾛ

金融庁

5086 50860008 社団法人リース事業協会 8
信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

証券化のスキーム上倒産隔離性が
高く税制上も優遇性が確保できる
ビークルとして資産流動化法上の
特定目的会社（以下TMK）の制度
があるがTMKへの出資金を保有す
る者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特
定持分信託の制度は、左記の理由
からリーガル的には若干のリスク
が残ると解されており、複数のも
のを受益者にする必要があるなど
使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

上記の通り、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストに代わる仕組みとして、資産流
動化法上の特定持分信託や中間法人が利用され
ることがあるが、使い勝手などの理由からいま
だにケイマンSPCが使われるケースが多い。信
託法の見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国内完結
しやすくなる制度の創設を望む。本年６月、同
要望に対して金融庁及び法務省から「法務省に
おいて、平成１７ 年度中に信託法の全面的な
改正について関係法案を国会に提出することを
目途として作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の創設の
可否についても、その中で検討されるものと承
知。」との回答が示された。早急な見直しを期
待する。

信託法第1条、同法第58
条、資産の流動化に関す
る法律第31条の２

金融庁、法務省
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5086 50860009 社団法人リース事業協会 9 信託業法改正の早期成立

信託業務の改正を行い、事業会社の信託
業、信託代理店への参入を可能にする。
現在、信託業、信託代理店は、金融機関
に限られている。

信託業務について、競争が促進さ
れるとともに、顧客への提案等の
機会が増え、市場の発展、顧客の
利便性の向上に役立つ。

信託業法の改正案が、国会に提出されたが、未
だ成立していない。早期に成立され、信託業務
の市場の発展、顧客の利便性の向上が実現され
ることを要望する。

信託業法、金融機関の信
託業務の兼営等に関する
法律、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律
施行規則　第7条の2の2

金融庁

5086 50860010 社団法人リース事業協会 10
全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

信託子会社に処分型の不動産信託の取扱
いを認めることを要望する。

信託業務について、競争が促進さ
れるとともに、顧客への提案等の
機会が増え、市場の発展、顧客の
利便性の向上に役立つ。

従前に認可を受けた信託銀行には取扱いが認め
られている業務について、一定の時期以降に認
可を受けた信託銀行には認められていないのは
合理的な理由がない。本年６月、同要望に対し
て金融庁から「金融機関に課されている他業制
限や金融機関の業務との関連性等を踏まえ検討
することとする。」との回答が示された。処分
型の不動産信託は、顧客のニーズも高く、規制
を緩和することにより、子会社信託銀行の事業
機会を増やし、信託の市場が広がることにつな
がることから、早期に検討が開始され、措置が
とられることを期待する。

金融機関の信託業務の兼
営等に間する法律、金融
機関の信託業務の兼営等
に間する法律施行令第2
条の2

金融庁

352/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860011 社団法人リース事業協会 11
証券取引法上の適格機関投資家の範
囲拡大

現在、適格機関投資家は銀行等の金融機
関や一部の事業会社に限定されている。
このうち、事業会社については、以前は
貸借対照表の「有価証券」及び「投資有
価証券」の金額が100億円以上のもので金
融庁長官に届出を行ったものとされてい
る（過去は金額制限が500億円以上であっ
たが、金融審議会での議論を踏まえ引き
下げられた）。この範囲を、事業法人に
ついては保有有価証券の金額制限を更に5
億円程度へと引下げ、また個人投資家に
ついても資力に一定の制限（例：1億円以
上）をつけた上で、届出を行ったものに
ついては適格機関投資家の資格を付与す
るべき。

資本市場の活性化

本年６月、同要望に対して金融庁から「証券取引法のディス
クロージャー制度は、投資家が投資判断を行うために必要な
情報の開示を発行者等に義務づけ、投資家がその情報を元に
自己の責任において投資判断を行うための機会を与えること
により、投資家保護を図ろうとするものであり、こうした自
己責任原則に基づいた市場を構築することが最大の課題とさ
れている。このため、適切なディスクロージャーを確保する
ことが必要である。こうした観点から、適格機関投資家とし
ての事業会社の範囲の更なる拡大については、金融審議会で
の検討や米国での現状を踏まえ、平成１５ 年４ 月１ 日に
適格機関投資家の範囲を拡大したところであり、更なる適格
機関投資家の範囲の拡大は措置困難である。また、個人投資
者を「適格機関投資家」の範囲に加えることについては、平
成１４ 年１２ 月の金融審議会第一部会報告において、「従
来の適格機関投資家である金融機関等への対応と個人投資家
への対応は大きく異なることなどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への拡大の実情を評価することと
し、現時点において、個人投資家を適格機関投資家の範囲に
加えることは時期尚早と考えられる」とされたところであ
る。まず、ベンチャーキャピタル会社等への拡大について、
実情を評価することが先決であるが、昨年度から導入された
ものであり、今後の実績を考慮し、また、米国での現状を踏
まえながら評価する必要があるため、個人投資者について適
格機関投資家の範囲に加えることは措置困難。」との回答が
示された。しかしながら、わが国資本市場の一層の発展と経
済活性化のためには、様々なニーズに対応した金融商品の普
及が不可欠である。現行の公募ルールでは新しい商品に対す
る柔軟性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課題
と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテイクに限
界があり、資力とその意志ある投資家を増やすことが市場の
厚みに繋がる。届出制をとることで、自己責任原則は徹底で
き、また、法人については、事業を通じて様々なリスク判断
を行っていることから、私募であっても十分な情報開示がな
されなければ投資は行わない。なお、個人については米国で
も、資産規模等の制限をつけた上で適格機関投資家の範囲に
含めている。投資経験を加味したうえで一定の要件を満たし
た個人を適格投資家とすることは投資者にとっても投資機会
の拡大に繋がる。

証券取引法第2条に規定
する定義に関する内閣府
令第4条

金融庁

5086 50860012 社団法人リース事業協会 12
生命保険募集人が使用人に対して行な
う保険契約の申込をさせる行為の規制
の見直し

法人である生命保険募集人又は保険仲立
人が使用人に対して生命保険契約の申込
みをさせる行為をすることを可能にする
ことを要望する。

構成員契約規制については、1997年12月に行政
改革委員会が内閣総理大臣に提出した最終意見
の中で「①圧力募集の防止措置として過剰規制
である。②販売チャネルについて消費者の選択
を狭めるものである。③法的根拠が明確でな
い。したがって、構成員契約規制は妥当ではな
く、廃止すべきであると考える。」と指摘され
ていた。本年6月、同要望に対して金融庁から
「構成員契約規制のあり方については、規制改
革・民間開放推進3 か年計画において『金融審
議会において構成員契約規制の在り方につい
て、結論を得るべく、引き続き検討を進め
る。』とされているところであり、検討の方向
性及びスケジュール（結論時期）を示すことは
困難であるが、前回回答のとおり、引き続き検
討を行う。」との回答が示された。早急な見直
しを期待する。

保険業法第300条第1項第
9号、保険業法施行規則
第234条第1項第2号、平
成10年大蔵省告示第238
号

金融庁
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5086 50860013 社団法人リース事業協会 13
生命保険の自己契約及び特定契約に
係る規制の明確化

生命保険代理店が行なう、自己または自
己と密接な関係を有する法人の保険契約
の募集については、その募集が保険料の
割引、割戻しを目的としない限りは、代
理店手数料の支払が可能であることを明
示することを要望する。併せて、「保険
料の割引、割戻しを目的とする保険募
集」の判断基準を示すことを要望する。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とりわけ手
数料の取扱いについて、生損保間で規制内容に格差が存在す
る。２．損害保険では取扱いを全体保険料の５０％以下に制
限しているものの、手数料の支払いは認められているのに対
し、生命保険では一切の手数料支払いが禁止されている。
３．保険業法で規制している損害保険と比べてより厳しい制
限を、法令等の根拠がない事務ガイドラインで設けることは
問題がある。＜内容＞損害保険の自己契約に関しては、保険
業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱いが禁止
される一方で、５０％以内の範囲内においては手数料の支払
いが認められている。また、特定契約についても、事務ガイ
ドライン３－１－２（１）②で同様の規制がなされている。
これに対し、生命保険の自己・特定契約に関しては、保険業
法に明文の規定がなく、事務ガイドライン２－２（３）②ロ
で「生命保険会社は法人である生命保険募集人に対し、自己
又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を保険契
約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、割
戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導及
び管理等の措置を講じているか。」と記されているのみであ
る。　ところで、事務ガイドラインが定められる１９９８年
以前は、生命保険会社の業務運営に関しては蔵銀第５００号
により規制がなされていたが、自己・特定契約について「法
人である生命保険募集人が自己又は当該生命保険募集従事者
と密接な関係を有する者として以下に掲げる法人を保険契約
者とする保険募集を行った場合は、生命保険会社は当該保険
募集に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないものと
する。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当該事務
ガイドラインを蔵銀第５００号と照らし合わせると、表現の
差こそあれ、両者の規制内容は実質的に同一であると言わざ
るを得ず、これにより現在も自己・特定契約に係る手数料支
払いは禁止という規制が事実として存在している。以上によ
り、自己・特定契約に係る手数料の取扱いは生損保間で格差
があり、生命保険については法令等に拠らないで損害保険よ
り厳しい制限がなされ、一切の手数料支払いが禁止されてい
ることから、適用基準の明確化と規制の緩和を求めてきた。
当方の要望に対し、「自己・特定契約の規制は募集手数料を
支払う名目で、実質的に特定の保険契約者に対して保険料の
割引と特別の利益提供による不公平な保険募集等が行われな
いようにとの趣旨から設けられているものであり、こうした観

保険業法第２９５条第１
項、第２項，同法第３０
０条第１項第５号、事務
ガイドライン２－２
（３）②ロ，同３－１－
２（１）②、生命保険会
社の業務運営について
（蔵銀第５００号）

金融庁

5086 50860014 社団法人リース事業協会 14
銀行が販売する住宅ローン関連の長期
火災保険について事業の用に供する建
物も対象に含めること

平成13年４月、住宅ローン関連の長期火
災保険、債務返済支援保険、信用生命保
険、海外旅行傷害保険の銀行等による窓
口販売が可能になった。しかしながら、
住宅ローン関連の長期火災保険の販売に
ついては、居住の用に供する建物の建設
等に係るローン関連の保険は対象とする
が、賃貸住宅など事業の用に供する建物
については対象としていない。

事業の用に供する建物の取得にあ
たっても、居住用建物の取得と同
じく銀行の資金融資を利用する
ケースは多い。取得目的の如何に
関わらず住宅ローンの融資にあ
たっては当該担保物件の損害保険
金請求権への質権設定が必須とな
る場合がほとんどである。事業用
建物に関する火災保険についても
銀行が代理店となることで融資実
行と同時に保険付保が可能とな
り、事前に火災保険を手配する手
間が無くなり、銀行窓口でのワン
ストップ手続きが可能になる。

現在、一部の保険について「保険契約者等の保
護に欠けるおそれが少ない場合」として銀行に
よる販売が認められているが、その他の保険に
ついて銀行が販売することが「保険契約者等の
保護に欠ける」とは思われず、一方で、銀行の
収益機会を奪い、契約者にとっても得るべき利
便性が阻害されている。本年6月、同要望に対
して金融庁から「銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大については、規制改革・
民間開放推進3 か年計画（16 年3 月19 日）、
金融審議会金融分科会第二部会における報告
（16年3 月31 日）を踏まえて、前回回答のと
おり、引き続き検討を行っているところ。」と
の回答が示された。早急な見直しを期待する。

保険業法第２７５条、保
険業法施行規則第２１１
条第１項第１号

金融庁
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5086 50860015 社団法人リース事業協会 15
中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

中小事業者に対する債務保証制度を見直
すことを要望する。

中小事業者の資金調達の円滑化が
期待できる。

健全な経営を行う中小事業者や新規事業者の資
金調達の円滑化を図る施策は必要であるが、公
的機関の債務保証制度については、民間金融機
関のモラルハザードを防止するための措置を講
じる必要がある。また、資金の供給者を特定の
金融機関に限定する現行の制度は、金融サービ
スを提供する事業者のイコールフッティングと
いう観点から見直すべきである。本年6月、同
要望に対して経済産業省から「現在、信用補完
制度のあり方全体の検討の中で、部分保証の是
非、導入するとすればその具体的な手法、導入
時期についても検討しているところである。部
分保証については、金融機関との適切なリスク
分担を図る観点からその推進が求められてお
り、これまでも一部制度で部分保証を導入して
きたところであるが、中小企業者への影響にも
十分に配慮して検討を行う。また、譲渡対象先
の拡大についても、中小企業者への影響にも十
分に配慮しつつ検討を行う。」との回答が示さ
れた。早急な見直しを期待する。

中小企業信用保険法、中
小企業信用保険法施行令

経済産業省、中
小企業庁

5086 50860016 社団法人リース事業協会 16
機械類信用保険（リース信用保険）及び
信用保証協会保証付債権の譲渡対象
先の拡大

①機械類信用保険は、平成14年12月、「中小企
業総合事業団及び機械類信用保険法の廃止等に
関する法律」が成立し、新規保険契約の引受け
が停止し、廃止が決定した。廃止が決定してい
るにも拘らず、回収業務は以前実施しており、
業務効率化が阻害されている。機械類信用保険
付保先の債権売却を容認することにより、保険
関係を早期に終結させるとともに、不良債権処
理を促進する必要がある。②中小企業保険法に
より信用保証協会保証付債権の譲渡の相手方と
しては銀行等の金融機関と整理回収機構・産業
再生機構に限定されている。現在、金融庁策定
のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、金融再
生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基づき、各金融機関はﾃﾞｯﾄ型の
再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社などを活用し、債務者
の再生を図ることを積極的に企図しているが、
再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社に保証付債権の売却が
できないことが、金融機関の不良債権の早期処
理、債務者の再生にとって大きな阻害要因と
なっている。一方で、保証付債権が整理回収機
構・産業再生機構に譲渡された債務者に対して
は同じく中小企業保険法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ保証
の拡充が図られており、官民格差が大きい。
よって、法改正あるいは、一定の条件（ｅｘ.
再生支援協議会が認定した再生計画案に基づ
く、債権譲渡であれば認める）を付したうえで
の、信用保証協会保証付債権の譲渡対象先の拡
大を強く要望するもの。本年6月、同要望に対
して経済産業省から「金融機関の不良債権の円
滑な処理や債務者の再生については、今後とも
促進を図っていく必要がある。一方で、保証付
債権の譲渡対象先を広げることが、中小企業者
をはじめとした関係者にどのような影響を及ぼ
すのかについては、慎重に見極める必要があ
る。今後、関係機関との協議等を通じて、適切
な制度のあり方を検討してまいりたい。」との
回答が示された。早急な検討、措置を要望す
る。

①不良債権処理の促進、例えば、
債権売却により回収した額の50％
を回収金として中小企業金融公庫
に納付することで、保険関係を終
結させる。②債務者の再生を前提
とした信用保証協会保証付債権の
譲渡対象先の拡大により、金融機
関の不良債権の早期処理、債務者
の再生が加速化することが期待で
きる。

①機械類信用保険付保先の債権売却は容認され
ていないことから、リース会社の不良債権処理
の大きな阻害要因となっている。この取扱いは
サービサー法等債権回収業務が法的にも認知さ
れ、不良債権処理の有力な手段となっている現
状にそぐわないものと考える。本件を容認する
ことにより、リース会社及び中小企業金融公庫
にとっても現実的な回収の実現及び回収業務の
効率化が図れる。②具体的要望内容に記載。

①中小企業総合事業団法
及び機械類信用保険法の
廃止等に関する法律ほか
②中小企業保険法施行令
第１条の３ほか

①経済産業省、
②経済産業省、
中小企業庁
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5086 50860017 社団法人リース事業協会 17
不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙
される金融商品においては、読んで聞か
せる説明義務を課しておらず、不動産特
定共同事業法の説明義務の過度な規制を
緩和すべきである。

不動産特定共同事業商品の販売の
効率化とマーケットの拡大に寄与
する。

「説明」の概念の定義が法律上存在しないが、
現在の運用は宅地建物取引業法第３５条の重要
事項説明と同等と解釈されているのが一般的と
なっており、実務上のコストは多大なものであ
る。本年6月、同要望に対して国土交通省及び
金融庁から「不動産特定共同事業商品の契約の
申込者が、契約の内容等について十分知らない
ままに契約締結を行うと、後々のトラブルの原
因となる可能性があることから、適切に情報が
開示されていることが不可欠であり、契約成立
前にその内容等について書面を交付して説明す
ることが、消費者保護やトラブル未然防止の観
点から必要と考えられる。また、説明内容に関
しても不動産特定共同事業商品は不動産として
の性格が強い商品であることから、金融商品販
売法上要求される説明事項に加えて、不動産特
定共同事業法上要求される個々の対象不動産に
関する独自の説明（賃貸状況等）がなされるこ
とが消費者保護の観点からも不可欠である。と
の回答が示された。「金融商品の販売等に関す
る法律」においては説明義務を販売業者に課し
ているが、対面による説明まで要求しているも
のではない。REITを含めた投資信託や商品ファ
ンド等他の金融商品を販売する場合には書面の
交付義務こそあれ、読んで聞かせるような説明
義務までは課していない。多数の不動産をパッ
ケージしている不動産特定共同事業はREITを含
めた投資信託や商品ファンドと同様に金融商品
であり、同等の書面の交付義務を課すことで投
資家保護は図られる。

不動産特定共同事業法第
２４条第１項

国土交通省、金
融庁

5086 50860018 社団法人リース事業協会 18 特定目的会社の借入先制限の緩和
ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に
基づく貸金業者などを追加する措置が講
ざれることを要望する。

プレーヤーの増加により、資産流
動化が促進される。特に不良債権
処理に貢献するものと思われる。

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資者保
護措置と同様の保護を与える根拠はない。むし
ろ貸金業者にとっては事業機会の拡大に繋がる
メリットがある。本年6月、同要望に対して金
融庁から「特定目的借入は、他の特定資産取得
のための資金調達手段（特定社債、優先出資等
の証券発行）と異なり、証取法が適用されない
等、より高度なリスク判断・管理能力を要する
ものとなっていることから、その対象を適格機
関投資家に制限しているもの。適格機関投資家
については１５ 年４月にその範囲を拡大する
規制緩和が行われ、有価証券報告書を提出して
いる内国会社（貸金業者も含まれる）で貸借対
照表上の「有価証券」「投資有価証券」の合計
が100億円以上（従来は500 億円以上）のもの
も適格機関投資家に含まれることとされ、特定
目的会社の特定目的借入に応じることが可能と
なっている。零細な個人業者が少なくない等の
貸金業者実態に鑑みれば、特定目的借入先とし
て必要なリスク判断・管理能力を備えていない
者も含まれており、引き続き規制は必要。上記
適格機関投資家に関する規制緩和を踏まえた上
でのニーズについて十分調査した上で、１６
年度中に検討・結論。」との回答が示された。
しかしながら、業として貸付を行っている貸金
業者がまさに本業の貸付を行うことについて
「必要なリスク判断・管理能力を備えていない
者も含まれている。」という基本認識は妥当と
は思われない。また、ニーズというものは制度
が変わることで生まれることもあり、現段階に
おけるニーズの有無を判断したうえで制度改正
の必要性を見極めるのではなく、規制の必要性
がないのであれば、規制をなくす、あるいは緩
和するという考え方を採るべきではないかと思
われる。

資産の流動化に関する法
律第１５０条の６、施行
規則第４１条

金融庁
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5086 50860019 社団法人リース事業協会 19 特定目的会社の資金調達手段の拡大
匿名組合契約に基づく出資などを追加
し、その担い手を増やすべきである。

プレーヤーの増加により、資産流
動化が促進される。特に不良債権
処理に貢献するものと思われる。

金融機関、特定の事業会社が特定目的会社に貸
付を行なうことが認められていることに鑑みれ
ば、証券市場の発展への寄与を理由に匿名組合
出資を認めない理由にはならない。また、例え
ば、特定目的会社に貸付を行なう企業が匿名組
合出資を行なうことを認めることは、投資家保
護に欠けるものではない。本年6月、同要望に
対して金融庁から「本年６月の証取法改正で、
匿名組合出資を新たに有価証券とみなすことと
したのは、投資家保護の観点から証取法上の規
制を課す必要があることによるもの。同改正に
よって、匿名組合出資の法的性質が転々流通性
を有する有価証券に変化するものではない。他
方、特定目的会社は、原則として転々流通する
有価証券の発行により資金調達を行うという基
本スキームに基づくものであり、税制上の優遇
もこのようなスキームを前提に認められてい
る。仮に匿名組合出資を特定目的会社の資金調
達手段として追加することとする場合は、税制
上の優遇の前提となる現行のスキームの性格を
根本的に見直すことにつながるものであり、措
置困難である。」との回答が示された。資産流
動化促進の観点から、税制上の優遇範囲の拡大
も含めて再度検討願いたい。

資産の流動化に関する法
律第２条第２項

金融庁

5086 50860020 社団法人リース事業協会 20
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（年
金の運用制限緩和）

年金給付等積立金の運用方法として、商
品ファンド法上の商品ファンド（商品投
資受益件）による運用を明示的に認める
ことを要望する。具体的には、年金給付
等積立金の運用方法として、①厚生年金
保険法136条の３の三の投資顧問業者の定
義に商品投資顧問業者を加えること、な
らびに②同136条の３の四のイロハニに追
加、ホとして商品ファンド法上の商品
ファンド（商品投資受益権）による運用
を加えることを要望する。

年金資金の運用、商品ファンドの
運用に投資顧問の起用

多くの年金基金が株式相場の下落によって3期連続の
マイナス運用に苦しんでいる状況において、既存の
有価証券のみに運用対象を限定しておく根拠は無
い。商品先物投資は年金資金運用の選択肢を増や
し、リスク分散の観点から運用成績の安定化への寄
与も期待できる。本年6月、同要望に対して厚生労働
省から「厚生年金基金の運用は、専ら加入者等の利
益のために、受託者責任を遵守し、安全かつ効率的
に行わなければならないとされているところであ
る。また、厚生年金基金の積立金は、中長期的な視
点で、安定的な収益を確保できるよう運用される必
要がある。商品ファンドは、投資家から資金を集
め、専門家が農産物や鉱物など様々な商品に投資
し、その収益を投資家に還元するものである。その
運用方法は、商品先物・オプション取引を基本とし
ているため、少ない資金（証拠金）で非常に高い収
益を上げること（レバレッジ効果）が可能である一
方、投資元本をすべて失う可能性もあるハイリス
ク・ハイリターンの投資対象である。さらに、証券
市場との相関関係が低いことから短期的には効率的
な運用となる可能性はあるものの、リスク管理が難
しいこと、農産物や鉱物などの商品を投資対象とし
ているため長期的には経済成長に見合った収益を得
ることができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。」との回答が示され
た。商品ファンドの大半は、Modern　Ｐｏｒｔｆｏ
ｌｉｏ理論に基づき、総合的にリスクをコントロー
ルすることが特徴であり、「リスク管理が難しい」
という認識は改めるべきである。また、年金資金の
運用は、全てが一律に長期運用とするわけでなく、
年金受給者の人数等の状況やMarketの状況により、
期間の長短、リスクの大小等を組替えることが必要
となるのではないか。年金基金は、プロの投資家で
あり、証券投資信託においても金融先物や為替先物
で運用しているものやレバレッジを用いてハイリス
ク＆ハイリターンとなっているものも多く、各基金
の選択に委ねるべきである。

厚生年金保険法第136条
の3

厚生労働省
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5086 50860021 社団法人リース事業協会 21
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契
約成立時交付書面の撤廃）

「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要
望する。

バックオフィス業務の簡素化、商
品ファンドの運用コストの軽減

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報開示後
退と取られる可能性もあるために措置が難しい項目
であると考えられるが、この契約成立時書面を交付
する直前に、より詳細な目論見書（契約成立前書
面）を交付しており、同等以下の内容の書面を再度
交付することは、投資家に時間的・金銭的コストを
負担させるだけで、情報開示には役立っていない。
契約成立時の書面の交付義務は証取法など、他の類
似の法律においては存在せず、明らかに過剰規制で
ある。いち早く撤廃をすべきである｡本年6月、同要
望に対して金融庁・農林水産省・経済産業省から
「契約成立時交付書面（１７ 条書面）とは、商品投
資契約が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、成立し
た契約の内容を書面に記載し、顧客に対し交付する
ことにより、その明確化を図る趣旨から交付を求め
ているものである。また、契約成立前交付書面（１
６条書面）とは、投資家が商品投資契約を締結する
か否かを判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事前に交
付することにより、投資家の理解を促す趣旨から交
付を求めているものである。上記のとおり、これら
は各々が違う役割を持っており、投資家と販売業者
間の紛争を回避し、法目的である投資家保護を徹底
していると考えている。よって、契約成立時交付書
面（１７条書面）を撤廃することは、顧客が契約内
容を把握できなくなる等、投資家保護上問題があり
対応は困難である。」との回答が示された。しかし
ながら、実際には顧客は契約書によって契約内容を
把握しており、契約成立時交付書面（１７条書面）
を撤廃したとしても投資家保護上問題があるとは思
われない。早急な措置を要望する。

商品投資に係る事業の規
制に関する法律

金融庁、農林水
産省、経済産業

省

5086 50860022 社団法人リース事業協会 22
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値
が変動する資金運用には馴染まない概念
である。

バックオフィス業務の簡素化、商
品ファンドの運用コストの軽減

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資家
が能動的に判断する局面が多く、契約締結後、
投資を取りやめるケースは時折存在する。一
方、クーリングオフ制度を活用した資金払込後
の契約撤回は、ほとんど利用されていない現状
である。クーリングオフの規制を維持する合理
的理由は見当たらない。合理的理由が存在する
なら、投資信託にも即刻クーリングオフを適用
すべきである。本年6月、同要望に対して金融
庁・農林水産省・経済産業省から「商品投資契
約においてクーリングオフ規定を設けているの
は、商品投資の仕組みが複雑であるため一般の
投資者がそれを十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘によって冷静な判断
をしないまま契約締結に至る事態が想定される
ことから、投資家に対して契約締結後一定期間
は意思決定の再確認をしうる時間的余裕を与え
ることとするためである。このため、商品ファ
ンドの多くが一般の投資家に広く販売されてい
る現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃することは
困難である。なお、金融商品販売法に規定する
事業者の事前説明義務事項には、クーリングオ
フに関する事項も含まれており、同法の施行が
クーリングオフ制度を撤廃する合理的理由とは
ならない。」との回答が示された。しかしなが
ら、回答は投資信託には設けられていない制度
を商品ファンドに設けることに対する十分な説
明とは思われず、実際には、投資家が能動的に
投資の是非を判断する局面が多いことからクー
リングオフの規制を維持する合理的理由は見当
たらない。早急な措置を要望する。

商品投資に係る事業の規
制に関する法律

金融庁、農林水
産省、経済産業

省
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5086 50860023 社団法人リース事業協会 23
商品ファンドに関する投信法の規制に
ついて

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
下の商品ファンドにおいて、残余資産を
普通預金や定期預金で運用している商品
ファンドは投信法の規制が及ばないこと
を明確にすることを要望する。

投資家への多様な商品の提供

商品先物および商品オプションの組入れ比率が
全体の資産の１／３超で１／２以下の商品ファ
ンドにおいて、残余資産を当座預金、普通預
金、定期預金で運用しているファンドは商品
ファンド法の規定により商品ファンドと定義さ
れ、投資家保護を含めた商品ファンド法の様々
な規制の対象になっている。一方、上記構成の
ファンドを信託型で組成した場合、現行の投資
信託及び投資法人に関する法律の規定では銀行
預金が特定資産となっているため、投資信託に
も該当するという解釈が成り立ち、規制が二重
に掛かることになる。商品ファンドである限り
は、商品ファンド法の規制に従って組成および
販売が行われていれば投資家保護上問題はない
はずであり、さらに投資信託及び投資法人に関
する法律の規制が係るのは不合理であり過剰規
制である。従って、商品ファンドについては投
資信託及び投資法人に関する法律の規制の対象
外にすべきである。具体的には、先物取引、オ
プション取引では委託証拠金制度等によりレバ
レッジを効かせた運用が可能であることから、
残余資産を銀行預金でリザーブして置くことと
なる。主たる運用は、あくまで商品先物取引で
あるため、商品ファンド法のみの規制とすべき
である。

投資信託及び投資法人に
関する法律第2条

金融庁総務企画
局市場課、同庁
監督局銀行第2
課金融会社室

5086 50860024 社団法人リース事業協会 24
短期社債に対する支払い調書提出義
務化について

平成16年度税制改正要綱にある「平成18
年4月からの短期社債等の譲渡及び償還等
に係る支払調書の提出義務化」を見送る
こと。

発行体（リース会社等）、金融機
関、振替機関のいずれか又は全て
は、対応のための事務体制整備、
システム投資等の負担が新たに発
生する懸念がある。

・短期社債は手形CPを電子化したもので、流動
性が高まることが期待されているが、本件が導
入されるとディーラーである金融機関の負担が
多大となる可能性が高く、流動性が低下するこ
とが懸念される。・流動性の低下は発行残高の
減少や機動的な発行の妨げともなり、CPを主要
な調達手段とする会社の影響は大きい。

平成16年度税制改正の要
綱（平成16年1月16日）

財務省
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5086 50860025 社団法人リース事業協会 25
自社リース物件に係る動産総合保険の
取扱の容認

銀行持株会社の子会社が営むことができ
る保険業務は、銀行法施行規則第17条の3
第2項第3号の4に列挙されている保険契約
の締結の代理又は媒介に限定されている
が、取扱可能な保険契約に、自社リース
物件に係る動産総合保険を追加する。

自社リース物件に係る動産総合保
険の代理店業務の開始

銀行に対する保険業務の規制は、融資の見返り
や顧客に対する優越的地位の濫用等への懸念が
要因となっている。これに対し、リース会社に
おける動産総合保険は、リース会社が自社リー
ス物件に付保するものであり、また、銀行系以
外のリース会社では通常の業務として取扱って
いるにも拘らず、問題となる事態は発生してい
ないことから、そのような懸念はないものと思
われる。加えて、本取扱を容認することで、取
引先へのリースに係る、新たな保険を使った
サービス内容の充実が図られ、取引先の利便が
向上する。

銀行法施行規則第17条の
3第2項第3号の4

金融庁

5086 50860026 社団法人リース事業協会 26
従属業務を営む子会社の銀行からの
収入条項の廃止

銀行持株会社又はその子会社等の従属業
務を営む会社は、各事業年度においてそ
の営む各々の従属業務につき、当該銀行
持株会社の子銀行からの収入があること
が定められているが、銀行からの収入の
条項を廃止し、業務の自由度を高めるも
の。

銀行持株会社の子会社の事務受託
業務、福利厚生業務（本体の業務
を子会社にアウトソーシングする
ことにより、業務の効率化が図れ
る。又、同種業務を他社から受託
することにより事業拡大が見込ま
れ、雇用拡大等に寄与する。）

銀行持株会社の子会社（甲）は、銀行法で認め
られた銀行業以外の業務（リース業務等）を営
んでいる。甲にとっても、従属業務を営む会社
（乙）を活用した業務の効率化が求められてい
る。その従属業務は、銀行法上、甲にとって認
められた業務であり、乙はその一部を分担する
にも拘らず、甲にとっての兄弟会社である当該
銀行持株会社の子銀行からの収入を必要とする
ことから、リース固有の業務を分担することが
できず、業務の効率化及び適正は人員配置が図
れない。

平成14年3月29日金融庁
告示第34号第6条 銀行法
第16条の2第7項等の規定
に基づき、従属業務を営
む会社が主として銀行若
しくは銀行持株会社又は
それらの子会社のために
従属業務を営んでいるか
どうかの基準を定める件

金融庁
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5086 50860027 社団法人リース事業協会 27
銀行法第10条第2項に規定される「その
他の付随業務」の取扱範囲の拡大

「その他の付随業務」として列挙されて
いる、コンサルティング業務、ビジネス
マッチング業務、M&Aに関する業務、事務
委託業務については、銀行持株会社の子
会社においても、その取扱が容認されて
いる。しかし、その業務を取扱う際、そ
の対象は銀行の取引先企業と限定されて
いる。銀行持株会社の子会社が上記業務
を営む際は、その対象を当該子会社の取
引先企業とする。

ビジネスマッチング業務、事務受
託業務（設備投資に係るメー
カー・ディーラー等の紹介、他社
の事務受託等、業務の拡大に寄与
する。）

銀行持株会社の子会社が持つビジネスノウハウ
及び経営資源を有効活用することにより、事業
の拡大及び人員の適正配置等が可能となり、経
営の効率化等が図れる。

銀行法施行規則第17条の
3第2項第3号

金融庁

5086 50860028 社団法人リース事業協会 28
短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

証券取引法上の発行登録や情報開示の規
定を改正し、企業グループ内の金融子会
社が発行する公募CPについて、発行会社
の親会社が債務履行に関する保証を行う
社債について、連結ベースでの開示によ
り発行が可能となるようにすべきであ
る。

資本市場の拡大・活性化。

短期社債についても、原則として証券取引法上
の公募の概念が適用されるが、CPは日々の発行
が行われるため、届出書方式で対応することは
現実的でなく、発行登録方式で対応せざるを得
ない。一方で発行登録制度を利用できるのは、
原則として、有価証券報告書提出会社等である
ため、現状、継続開示を行っていない格付けの
高い会社がＣＰを事実上公募できない。日々発
行されるCPの商品特性、連結ベースでの決算・
企業情報開示、更に今後の金融業務の本体から
の金融専門子会社への移行の流れを鑑みると、
企業グループ内の金融子会社による公募を可能
とするよう措置が講じられるべきである。本年
6月、同要望に対して金融庁から「投資者保護
を図るためには、有価証券届出書、有価証券報
告書等により有価証券の発行者の財務内容、事
業内容等を正確、公平かつ適時に開示し、それ
を基礎として投資者がその責任において有価証
券の価値その他の投資に必要な判断をするため
の機会を与えることが必要である。」との回答
が示された。現在、有価証券報告書における連
結経営情報の開示内容が拡充されていることか
ら、100％出資の親会社が連結ベースでの決
算・企業情報を開示する場合は、当該発行会社
が個別の情報（個別企業の財務情報のほか、資
力、返済能力、デフォルトの可能性等を含
む。）を開示することは義務付けないとするこ
とに弊害はないと思われる。

証取法23条の３、社債等
の振替に関する法律2条

金融庁
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5086 50860029 社団法人リース事業協会 29
社振法における「短期社債」の要件見
直し

社振法第66条1項イにおいて　「契約によ
り社債の総額が引受けられるものである
こと」が短期社債の要件のひとつとして
挙げられている。本要件の削除および短
期社債における「社債申込証」の取得不
要措置を要望する。

ダイレクトＣＰの公募発行の普及
および発行手続の簡素化

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に

社債等の振替に関する法
律、商法、証券取引法

金融庁

5086 50860030 社団法人リース事業協会 30 登記情報の電子化促進
商業登記・不動産登記の電子化の拡大を
要望するもの。

閲覧可能範囲の拡大による時間的節約が図れ
る。

商業登記法、不動産登記
法

法務省
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5086 50860031 社団法人リース事業協会 31 サービサー法に関する改正要望

特定金銭債権に「売掛金」を含めるこ
と。平成13年9月1日施行改正法により、
貸金業者の有する貸付債権、法的倒産手
続中の者が有する金銭債権も扱えるよう
になったが、現存する債権で最も金額が
多い通常の売掛金がまだ認められていな
い。

特定金銭債権の範囲が拡大される
ことにより、依頼者（顧客）満足
度が向上する。

特定の企業グループ各社、取引先等が有する売
掛金（商品、資材等の売買代金等）の請求、集
金代行（口座振替）業務を各社から受託してい
るが、上記債権が扱えないため、業務拡大を行
うことができない。

債権管理回収業に関する
特別措置法

法務省

5086 50860032 社団法人リース事業協会 32 債権譲渡登記制度の拡充
①出頭による申請窓口を各出張所に広げ
ること。②オンライン申請のシステム拡
充、手続の簡素化を図ること。

・債権流動化市場の発展に寄与す
る。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」（2004
年3月19日）においては、「オンライン申請に
ついて、債権個数の上限は廃止し、情報量によ
る制限のみとする」とされている。しかし、情
報量による制限が維持される限り、オンライン
申請の利便性が改善するとは言いがたい。債権
個数の上限を撤廃するだけでなく、情報量によ
る上限を大幅に引上げるべきである。併せて、
申請窓口の拡充も行うべきである。また、本年
6月に提出した同要望に対する、規制改革・民
間開放推進室からの再検討要請に対し、「引き
続き検討することとなる」と回答しているが、
速やかに検討を行うこと。

債権譲渡の対抗要件に関
する民法の特例に関する
法律

法務省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860033 社団法人リース事業協会 33 信託受益権の有価証券化
信託受益件を有価証券指定し、流通性を
付与する。

・信託受益権の公募発行が可能と
なる。・特定目的会社が不要とな
るため、調達コストの削減効果が
ある。

流動化商品は広く投資家に浸透してきており、
ABSと比較してもその商品性にほとんど差はな
いものと考えられる。一方、投資家側にとって
も運用難の状況が続いており、流動化商品は投
資対象としてのニーズは高いものの、社内規程
あるいはB/S上の開示の問題から、受益権には
投資できないという投資家も存在する。

信託法、証券取引法第2
条

法務省、金融庁

5086 50860034 社団法人リース事業協会 34
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
に関する債権譲渡禁止特約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的
かつ早急に債権譲渡禁止特約の解除の対
象となる契約（リース契約等）及び譲渡
対象者の拡大（特定目的会社等）を望
む。

本年6月に同要望を提出したが、各省庁の対応
が異なり、統一的な対応が求められる。

全省庁、地方自
治体
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860035 社団法人リース事業協会 35
自動車の生産・販売・流通に伴って必
要となる諸行政手続の電子化の早期実
現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続（検査・登録～国、車
庫証明・納税～地方、自賠責保険確認～
国）等の電子化は、新車の新規登録につ
いては平成17年12月から稼動とされ、そ
の他の手続きは平成20年を目途に段階的
に進めるとされているが、早急に検討・
具体化していくこと。なお、試験運用を
行う際、大量の自動車を所有するリース
会社の事務手続等を考慮して、その運用
に当たっての検討等を行うこと。

 電子化により、申請項目の共通
化・統一化と申請に必要な添付書
類の削減化ができれば、自動車関
連業界の生産・販売・流通に係わ
る申請及び手続代行コストは大幅
に軽減され、その軽減分を直接部
門へ投入することで新たな自動車
リース市場の開拓が促進され、経
済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、その
手続を申請もしくは代行申請をする自動車関連
業界（自動車リース業界も含む）に多大な負担
を強いている。また、リース会社の税の申告・
納付事務等は膨大であり、これらの事務作業の
効率化、円滑化の観点から、電子化（書式の全
国統一化）を図る必要があると考えられる。
電子化の検討に際しては、利用者の意見を充分
に反映させることによって、電子化による混乱
等が生じないよう配慮する必要がある。

道路運送車両法、自動車
登録令、自動車の保管場
所の確保等に関する法
律、自動車重量税法、自
動車損害賠償保障法、地
方税法、地方自治体条例
等

国土交通省、財
務省、総務省、
警察庁 地方自

治体

5086 50860036 社団法人リース事業協会 36
変更登録及び移転登録に係る特例措
置の創設について

・大量の車両を所有する者が変更登録・
移転登録を行うことを前提として、「所
有者に係る自動車検査証の記載事項に変
更事由（所有者の合併、名称・住所変更
等）が生じた場合、特段の理由がある限
りにおいては、特例として大量一括処理
を効率的に行えるための申請手続きにつ
いて認める。」等の措置を講じること。

・厳しい経済環境に対応等するた
めの企業の組織再編等が容易とな
る。・リース会社の申請及び自動
車検査証を収集するための過重な
事務負担と経済的負担等が緩和さ
れる。

・リース車両数は急速に拡大※１しているが、
道路運送車両法における登録関係諸手続き等は
リース会社のような大量の車両を所有する者※
２を想定した手続きが講じられていない。・厳
しい経済環境の中、リース会社においても企業
の組織再編等が増加※３、また、経費削減等の
観点から本社移転が行われている。・これら経
済環境の変化が著しいなか、大量の車両を所有
するリース会社に合併、名称・住所変更等の変
更登録・移転登録の事由及び自動車検査証の記
載事項の変更事由が生じた場合、変更登録・移
転登録の申請及び自動車検査証を収集するため
過重な事務負担と経済的負担等がかかる。・自
動車の登録制度について高く評価するため、
リース会社のような大量の車両を所有する者に
変更事由が生じた場合、特段の理由がある限り
においては、特例として大量一括処理を効率的
に行えるための申請手続きについて認める等の
措置を講じること。※１ リース車両数（国土
交通省調査）    1966年 1,489台  1980年 18
万台  1990年 119万台  2003年 267万台※２
リース車両を１万台以上保有する会社数とシェ
ア（日本自動車リース協会連合会調査）
1992年 37社・71.3％  2003年 41社・82.7％※
２  社団法人リース事業協会の会員数    1998
年度末 370社  2003年度末 294社  減少（退
会）の要因は合併・営業譲渡等

道路運送車両法第12条、
第13条、第66条、第67条

国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860037 社団法人リース事業協会 37
自動車登録情報の電子的開示につい
て

自動車登録情報について、所有者に限定
して、電子的に開示すること。また、6月
に同要望を行った際の回答として、「16
年度中を目途に検討結果をとりまとめ
る」とされているが、電子的開示を行う
方向で検討されることが望まれる。

リース会社が自動車登録情報を活
用することにより、自動車に係る
環境対策・安全対策等の公益の増
進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」（平成
16年3月19日閣議決定）において、利便性の向
上、個人情報の保護の観点からその方法、範囲
について検討し、結論を得る（平成17年度中）
とされている。個人情報の保護の観点について
は、所有者自身が電子的な情報開示を望んでい
ること、使用者については、例えば、リース契
約と同時にユーザー＝使用者本人の同意を得る
ことができるなど懸念は極めて少ないと考えら
れる。また、本件が「自動車ワンストップサー
ビスシステム」の機能の一つとして盛り込まれ
ることにより、「自動車ワンストップサービス
システム」の利便性がさらに向上すると思われ
る。

道路運送車両法第22条 国土交通省

5086 50860038 社団法人リース事業協会 38 改正薬事法について

改正薬事法では販売業者及び賃貸業者に
「管理者」の設置を義務付けているが、
一定の取引については管理者の設置要件
を緩和等すること。

医療機器を直接取扱わない事業者においては、
例えば、設置の免除、他の営業所との兼務を認
めるなどの措置を要望する。

薬事法 厚生労働省
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要望事項
管理番号
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補助
番号
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5086 50860039 社団法人リース事業協会 39 放射線障害防止法について
放射線発生装置をリースする場合、リー
ス会社に使用の許可が求められている
が、当該規制を撤廃すること。

高額な医療機器（放射線発生装
置）等についてリースによる円滑
な導入が可能となる。

平成15年10月10日「放射線障害防止法に係る規
制改革要望について」に対する回答において、
一定レベル以上の放射線発生装置を賃貸する場
合は、リース会社は使用の許可を取得すること
が求められているが、本来、放射線発生装置の
販売及び賃貸に規制はないため、当該規制を撤
廃すること。

放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関す
る法律、平成15年10月10
日「放射線障害防止法に
係る規制改革要望につい
て」に対する回答

文部科学省

5086 50860040 社団法人リース事業協会 40
古物営業法の許可申請及び変更届出
の簡素化について

古物営業法の許可及び変更届出について
は、営業所所在地の都道府県公安委員会
宛に行うとされているが、①本店所在地
を所管する公安委員会の許可を得られれ
ば、他の都道府県に所在する営業所にお
いても古物営業が行えるようにするこ
と、②営業所などの人事異動に伴って変
更届を行う際、各々の公安委員会で手続
きを行うが、本店所在地の公安委員会で
一括して届出を行えるようにすること。

①各都道府県公安委員会の許可を得ることで、
変更届等は各々の公安委員会に行うことになり
煩雑である、②代表者・役員の変更について
は、一の公安委員会への届け出ることとされて
いるが、営業所の管理者についても同様の取扱
いとすることが望まれる。

古物営業法第3条、第7条 警察庁
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5086 50860041 社団法人リース事業協会 41 指定業者登録様式の統一化

地方自治体等への指名業者登録に関し、
様式の統一性が無く、登録を行う際、そ
の都度、登録を行う自治体等から所定の
申込書を購入しなければならない。業務
効率化を図るために登録様式を統一化す
ること。

各地方自治体の様式はそれぞれ異なっている
が、記載内容に大きな差異がない。様式統一化
により、登録に係る事務効率化が図れる。

総務省、地方自
治体

5086 50860042 社団法人リース事業協会 42 労働者派遣期間規制の撤廃

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2の規定を撤廃し、派遣期間
制限を完全に無くすことを要望する。仮
に同規定の撤廃について措置が難しい合
理的な理由があるとすれば、少なくとも
雇用対策臨時特例法による中高年労働者
に対する制限期間の延長措置を恒久化す
ることを要望する。

雇用流動化時代を迎え、失業率が
高止まりするなか、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力
の再配置、失業なき労働移動に寄
与する産業であるべき人材派遣業
において、多様化する雇用形態・
職種、柔軟な作業場・労働時間で
実現する多様なワークスタイルに
応えていくことが使命であり、業
界発展へのキーである。雇用機会
拡大の実現を確かなものにしてい
くには上記規制の緩和・撤廃を求
める。

現行は、指定された26業務以外の自由化業務に
派遣期間に制限が設けられている。また、45歳
以上の中高年労働者については業務内容に関わ
らず、3年までの派遣ができるが、平成17年ま
での時限措置になっている。派遣の業務ニーズ
は特に中高年において多様化しており、26業務
に当てはまらない職種も多く、制限が人材活用
の足かせとなっている。さらに、派遣期間経過
後に派遣先には派遣者の直接雇用の努力義務が
課せられている。直接雇用をするかどうかは当
事者間で決定されるべきであり、現行の義務規
定は優秀な派遣社員を失う派遣会社の立場を全
く考慮していないと思われる。

労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に
関する法律第40条の2

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号
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要望
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5086 50860043 社団法人リース事業協会 43 派遣社員の事前面接の自由化

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項を廃止し、事前面接を紹
介予定派遣以外でも可能にすることを要
望する。

雇用流動化時代を迎え、失業率が
高止まりするなか、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力
の再配置、失業なき労働移動に寄
与する産業であるべき人材派遣業
において、多様化する雇用形態・
職種、柔軟な作業場・労働時間で
実現する多様なワークスタイルに
応えていくことが使命であり、業
界発展へのキーである。雇用機会
拡大の実現を確かなものにしてい
くには上記規制の緩和・撤廃を求
める。

派遣登録者、派遣先がともに就業前の事前面接
を希望するケースが大半である。本年６月に提
出した同要望に対して、厚生労働省から「労働
政策審議会における建議（平成１４ 年１２ 月
２６ 日）及び「規制改革・民間開放推進３ か
年計画」（平成１６ 年３ 月１９ 日閣議決
定）を踏まえ、まずは、平成１６ 年３ 月に施
行された新制度の実施状況等を把握する必要が
あると考えている。このため、当該実施状況等
を勘案しつつ、平成１７ 年度中に検討を開始
することとしているが、現時点でその結論を得
る時期等を明確化することは困難である。」と
の回答が示された。検討を踏まえて早急に措置
がされることを期待する。

労働者派遣法第２６条第
７項、派遣元事業主が講
ずべき措置に関する指針
(平成１１年労働省告示
第１３７号）、派遣先が
講ずべき措置に関する指
針（平成１１年労働省告
示第１３８号）

厚生労働省

5087 50870001
有限会社 永愛ヒューマンリ
ソーシズ

1
一般労働者派遣事業の許可要件の緩
和・特例措置

労働者派遣業の許可要件のうち、一般労
働者派遣業の財産的基礎に関する以下の
規制緩和、特例措置を要望。
１）基礎的財産の金額的許可要件を撤廃
２）上記の代替要件として、事業の成長
性、事業主の評価などを追加

財産的基礎ができあがった企業だ
けでなく、財産的基礎は現状低い
が今後作りうる企業に対しても、
一般労働者派遣業の認可を行う。
これにより、新規参入事業者を広
げ、また、その事業者の財産的基
礎を作る間接的な助成とする。
このことで、現状問題となってい
るニートなどの未活性労働力の掘
り起こし、活性化を図る。

当資料の次項「根拠法令等」に示すように、現
状、一般労働者派遣を事業として行うために
は、10社に対して派遣する場合1億円以上の財
産的基礎が必要となる。このため、財産的基礎
の低い事業者は、特定労働者派遣業の認可しか
取得できず、自社の正社員のみしか派遣の対象
者として扱えない。派遣先から要望があるたび
正社員を無期限で雇用する必要があり、人件費
が収益を圧迫する要因となっている。(一般労
働者派遣事業は登録制によって、派遣者を費用
なく確保できる。)

労働者派遣法第7条第1項
第4号（財産的基礎に関
する判断）
現状の労働者派遣法で
は、第7条第1項第4号に
示されるように、「資産
の総額から負債の総額を
控除した額が1千万円に
当該事業者が一般労働者
派遣事業を行う事業所の
数を乗じた額以上である
こと」及び「事業資金と
して自己名義の現金・預
貯金額が8百万円に当該
事業者が一般労働者派遣
事業を行う事業所の数を
乗じた額以上であるこ
と」とされている。

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5087 50870002
有限会社 永愛ヒューマンリ
ソーシズ

2
有料職業紹介事業を行う事業所の認定
に関する緩和または特例措置

有料職業紹介事業の許可要件のうち、財
産的基礎に関する以下の規制緩和、特例
措置を要望。
１）基礎的財産の金額的許可要件を撤廃
２）上記の代替要件として、事業の成長
性、事業主の評価などを追加

現在、厚生労働省(各地方労働局
管轄の職業安定所・職業訓練校な
ど)が行っている職業紹介、職業
訓練事業を民間が主体または請負
で実施する。特に現状できていな
い、①ニートなどの浮動・未活性
労働力掘り起こしのための調査・
対象者の教育②既職業紹介者の追
跡調査(離職率など)③企業への
ワークシェアリング、トライアル
雇用、インターンシップなどの最
適な運営方法に関するアドバイ
ス・提案など④求職者の適性診
断・カウンセリング⑤求職者のモ
チベーションアップ、などの実
施。

現状では、雇用確保・労働力確保のバランスが
とれておらず、次のような問題があると思われ
る。
①今後おとずれる団塊世代定年後及び少子化に
よる労働力不足対策②企業の人的リストラ後の
技術力低下対策④ニートなど浮動・未活性労働
力の掘り起こし・活性化に関する対策⑤企業の
経営に踏み込んだ雇用確保(特に身体障害者・
若年者・高齢者など)に関する知的・経験的助
成（ワークシェアリング、トライアル雇用、イ
ンターンシップなどの最適な運営方法に関する
アドバイス・提案など）

職業安定法第31条第1項
第1号（次のいずれにも
該当し、有料職業紹介事
業を的確、安定的に遂行
するに足りる財産的基礎
を有すること。　(1)資
産(繰延資産及び営業権
を除く。)の総額から負
債の総額を控除した額
(以下「基準資産額」と
いう。)が500万円に申請
者が有料紹介事業を行お
うとする事業所の数を乗
じて得た額以上であるこ
と。　(2)事業資金とし
て自己名義の現金・預貯
金の額が150万円に申請
者が有料職業紹介事業を
行おうとする事業所の数
から1を減じた数に60万
円を乗じた額を加えて得
た額以上となること。）

厚生労働省

5088 50880001 イーレックス株式会社 1
廃止された事業のために行われた環境
影響評価の新規事業者への引き継ぎ

廃止された事業のために行われた環境影
響評価を新規事業者に引き継ぐことを可
能とする。

―

環境影響評価は引き継ぐことが可能である。同
様に廃止された事業のための環境影響評価を引
き継ぐことが可能であれば、新規事業者が事業
を行う場合、より効率的な環境影響評価が行え
るため。

環境影響評価法/発電所
の設置又は変更の工事の
事業に係る環境影響評価
の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価
を合理的に行うための手
法を選定するための指
針、環境の保全のための
措置に関する指針等を定
める省令

環境省・経済産
業省
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5088 50880002 イーレックス株式会社 2
廃止された事業のために行われた環境
影響評価の復活

廃止された事業のために行われた環境影
響評価を復活させ、そのまま用いて同様
な事業を実施する。

廃止された事業のために行われた
環境影響評価を用いて、環境影響
の程度が小さいことが明らかな発
電事業を同じ地区で実施する。

環境影響の程度は明らかに小さく、新たな環境
影響評価は不要と考えられるため。

環境影響評価法30条等
環境省・経済産

業省

5088 50880003 イーレックス株式会社 3
同一地区の環境影響評価データを利用
した環境影響評価の手順の短縮化

同一地区で過去に実施された環境影響評
価データを利用し、環境影響評価の手順
を短縮する。

廃止された事業のために行われた
環境影響評価データを利用して、
環境影響の程度が小さいことが明
らかな発電事業の環境影響評価の
手順を短縮する。

環境影響の程度は明らかに小さく、データの利
用は問題ないと判断できるため。

環境影響評価法/発電所
の設置又は変更の工事の
事業に係る環境影響評価
の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価
を合理的に行うための手
法を選定するための指
針、環境の保全のための
措置に関する指針等を定
める省令

環境省・経済産
業省
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制度の
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その他
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5089 50890001 社団法人　日本化学工業協会 1
危険物取扱者免状所有者の法定保安
講習周期延長

保安監督者等の現行３年毎の保安講習を
５年に変更

高圧ガス保安法での高圧ガス保安係員講習は３
年毎から５年毎に変更されているが、大きな問
題は発生していない。危険物についても同様に
周期延長してほしい。

消防法 総務省

5089 50890002 社団法人　日本化学工業協会 2
廃棄物焼却炉からのダイオキシン類等
排出実績報告の一本化

廃棄物焼却炉について廃棄物処理法とダ
イオキシン法と二本立てとなっている報
告を一本化してほしい。

ダイオキシン法施行に伴い、廃棄物処理法の改
正と重複する部分が多い。廃棄物焼却炉からの
ダイオキシン類などの排出実績報告は同じデー
タを様式をかえて数種類の報告を行っている。
提出する事業者も受け取る行政担当者も時間と
手間を要しており、一本化すれば効率があが
る。

廃棄物処理法、ダイオキ
シン法

厚生労働省、環
境省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号
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事項
補助
番号

要望主体名
要望
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
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5089 50890003 社団法人　日本化学工業協会 3
電気事業法溶接安全管理審査の合理
化

電気事業法施行規則７９条にて溶接安全
管理審査の対象となる容器・管を定めて
いるが、この対象範囲を見直し（縮小）
してほしい

溶接安全管理の対象となる容器・管の基準は３
０年以上前からほとんど変更されてない。しか
し、その間での溶接技術の進歩は目覚しく信頼
性も大幅に向上しているので緩和しても保安上
支障のない状況となっている。
現行、蒸気や熱水（100℃以上）の場合、口径
150㎜以上の配管では圧力980kＰａ（10ｋｇ
/cm2）以上が溶接安全管理審査の対象である
が、口径300㎜以上、5880kＰａ（60ｋｇ/cm2）
以上に緩和してほしい。

電気事業法 経済産業省

5089 50890004 社団法人　日本化学工業協会 4
化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併
記する。

法律に規制されているリスト等に掲載さ
れている化学物質の名称に必ずＣＡＳ番
号を併記すること。
対象の法律は化学物質名称を記載されて
いる全ての法律である。

ＣＡＳ番号併記により、化学物質
の調査と検索が容易になり、調査
時間の短縮とともに間違いが少な
くなる。
社内で化学物質一覧表等を作成し
管理する場合、ＣＡＳ番号を付与
することで管理がし易く、間違い
が少なくなる。

化学物質の名称表記は数文字の短い物質を除き
１通りではなく幾つもある場合が多い。現在は
化学物質名称だけで照合しており、化学物質の
同定等の調査に長時間を要する上に間違いも発
生している。
他社も同じで、ＣＡＳ番号併記ではないため調
査･検索に苦労している。
ＩＴ時代にＣＡＳ番号での検索は必須である。

化学物質の名称が記載さ
れている法律全部に記載
されている化学物質名
称：
化審法
安衛法
毒劇法
消防法
ＰＲＴＲ法
廃掃法
化学兵器法
海洋汚染防止法
航空法
船舶安全法
港則法
モントリオール議定書
ＰＯＰｓ
バーゼル条約

経済産業省
厚生労働省
環境省
総務省

国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5089 50890005 社団法人　日本化学工業協会 5
ソーダ工業における電力の石油石炭税
免税制度の創設

食塩の電気分解によって各種ソーダ製
品、塩素製品を製造するソーダ工業にお
いて、原料として使用する食塩電解用電
力への課税の免除。

①ソーダ工業では、電力によって食塩（塩化ナ
トリウム）をソーダ（ナトリウム）と塩素に分
ける製法（食塩電解法）が採られ、電力は水、
食塩とともに代替不可能な原料のひとつであ
る。原料である電力は製造コストの半分を占め
る。　② ソーダ工業は、さまざまな工業製品
の製造に用いられる基礎化学品、中間原料とし
て利用される苛性ソーダをはじめ飲料水、医薬
品、生活用品で幅広く活躍する塩素製品を供給
している。コスト上昇に基づく価格上昇の社会
的インパクトは小さくない。　③東アジアにお
いて益々の厳しい国際競争にさらされている。
国際競争力の維持、強化から、世界と同等の条
件で競争できる場の整備・確保が急務である。
鉄鋼におけるコークス、セメント製造における
石炭並みの免税措置を希望する。

・石油石炭税（特に、租
税特別措置法第９０条に
関連）

経済産業省

5089 50890006 社団法人　日本化学工業協会 6 エネルギー管理の一元化

省エネ法に基づき、エネルギー指定工場
では､定期報告書を各地産業局に提出して
管理を受けている。一方、環境省の指導
下各地方自治体は､地域推進計画を作り､
地域事業者に温室効果ガスの排出量の実
績を求めることを開始した。このエネル
ギー管理と温室効果ガス管理は、事実上
同一である、管理の一元化を求める。

事実上同じ内容のものを産業局と各自治体に提
出する必要があり､煩雑である。

省エネ法第11条､地球温
暖化対策推進法第20条

経済産業省、環
境省
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その他
（特記事項）

5089 50890007 社団法人　日本化学工業協会 7 汚染賦課金の過去分の見直し

汚染賦課金制度は導入から30年、’87年
の改訂からも17年が経過している。欧米
の事例、大気汚染に係る環境保健サーベ
ランス等の考え方も入れ、見直すことを
提案する。

汚染賦課金の過去分については制度の主旨から
見直しの時期にきていると考える。

公害健康被害の補償等に
関する法律

環境省

5089 50890008 社団法人　日本化学工業協会 8
「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」欠格要件該当の場合の許可取消し
に関する規定の見直し

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
に違反した訳でなくても、大気汚染防止
法、水質汚濁防止法等の環境関係法令違
反により罰金刑を受けた場合は、５年間
「欠格要件」に該当し、都道府県知事
は、産業廃棄物処理施設、処理業につい
て「許可を取り消さなければならない」
ほか、その間は施設新規設置許可、変更
許可、業の更新許可等同法に係る全ての
許可を受けられないこととなっている。
この規制を次のいずれかの形で緩和する
ことを要望する。
①環境関係法令違反を欠格要件から除外
②環境関係法令違反により許可を取り消
すケースを、故意の場合等著しく悪質な
ケースに限定
③自己処理のための産業廃棄物処理施設
については取消しの対象から除外

事業活動に伴って生じる排水等の廃棄物は、極
力事業所内で処理・減量した後に敷地外に排出
している。
事業所敷地内の各製造プラントから廃棄物処理
施設までは配管等で接続され、一連の流れに
なっているので、廃棄物処理施設が使用できな
くなった場合には川上の製造プラントまで停止
を余儀なくされる。
過失や事故により環境法令違反を引き起こし罰
金等の刑罰を受けるに至った場合に、廃棄物処
理施設の許可が取り消され、事業所内での廃棄
物の自己処理ができなくなり、その結果とし
て、事業活動自体の継続ができなくなることは
非常に不合理であり、何らかの法律上・制度上
の手当てをお願いしたい。

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第7条第5項第
4号
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令第4条
の6

環境省
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5090 50900001

1)三井物産株式会社
2)ヒューマンホールディング
ス株式会社
3)株式会社東京リーガルマイ
ンド
4)株式会社メディカルアソシ
ア

1

フィリピンにおける看護師養成所卒業
者乃至看護実務経験者への我が国の
看護師・介護福祉士国家試験の受験資
格付与

①フィリピンにおいて指定の看護師養成
所を卒業した者乃至一定期間看護実務を
経験した者につき、厚生労働大臣が、保
健師助産師看護師法21条第4項に基づき、
看護師国家試験の受験資格を認めるこ
と。②上記の者及びフィリピンにおいて
指定の介護士養成所を卒業した者乃至一
定期間介護実務を経験した者が、我が国
の介護福祉士試験の受験資格も認められ
るよう、社会福祉士及び介護福祉士法施
行規則第21条に「四　外国において看護
師免許、又は介護士資格に相当する免許
を受けた者で、厚生労働大臣が前3号に掲
げる者と同等以上の知識及び技能を有す
ると認めたもの」を付加すること

海外における看護師・介護福祉
士・訪問介護員養成及び受入れ事
業

少子高齢化の進展に伴い看護・介護労働力の不
足が見込まれるなか、東南アジア等諸国から看
護・介護の専門的知識・技術を持った人材を安
定的に受け入れていくシステムの構築が望まれ
る。そのためには、我国の看護師・介護福祉士
の資格を海外でも取得することを可能とし、右
資格を取得した外国人に在留資格を付与してい
くことが望ましい。しかし、現行の看護師国家
試験及び介護福祉士国家試験は、我が国の養成
施設の卒業や我が国における長期の実務経験を
受験資格とし、事実上外国人の受験を不可能に
している。そこで、これらの国家試験の受験資
格を、海外における同等の免許を有する者にも
幅広く付与し、日本語によるコミュニケーショ
ン能力を前提として、外国人の我が国における
看護師･介護福祉士資格の取得を可能化してい
くことを提案する。

保健師助産師看護師法21
条第4項、社会福祉士及
び介護福祉士法第40条2
項2号、社会福祉士及び
介護福祉士法施行規則第
21条

厚生労働省

5090 50900002

1)三井物産株式会社
2)ヒューマンホールディング
ス株式会社
3)株式会社東京リーガルマイ
ンド
4)株式会社メディカルアソシ
ア

2
海外における訪問介護員養成制度の
整備

介護保険法施行令第3条を改正し、海外に
おいて訪問介護員養成研修を実施する予
定の事業者についても、訪問介護員養成
研修事業者の指定を受けることができる
ようにすること。

海外における看護師・介護福祉
士・訪問介護員養成及び受入れ事
業

少子高齢化の進展に伴い介護労働力の不足が見
込まれるなか、東南アジア等諸国から介護の専
門的知識・技術を持った人材を安定的に受け入
れていくシステムの構築が望まれる。そのため
には、我国の訪問介護員の資格を海外でも取得
することを可能とし、右資格を取得した外国人
に在留資格を付与していくことが望ましい。し
かし、現行の訪問介護員養成制度は、都道府県
単位で研修事業者の指定を行う仕組みになって
いるため、海外で研修を実施することを予定し
ている事業者は、事実上いずれの都道府県でも
指定を受けられない状況となっている。そこ
で、介護保険法施行令第3条を改正し、海外に
おいて研修の実施を予定している事業者につい
ても、訪問介護員養成研修事業者の指定を受け
ることが可能となるよう、制度を再構築するこ
とを提案する。

介護保険法第7条6項、介
護保険法施行令第3条

厚生労働省

376/587
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5090 50900003

1)三井物産株式会社
2)ヒューマンホールディング
ス株式会社
3)株式会社東京リーガルマイ
ンド
4)株式会社メディカルアソシ
ア

3
我が国の看護師・介護福祉士・訪問介
護員の資格を有する者に対する在留資
格の付与

①出入国管理及び難民認定法別表第１の
２の表の「医療」活動に、「介護士、訪
問介護員としての業務」を含め、且つ②
我が国の看護師・訪問介護員の資格を取
得した者については、「研修目的で最大
４年」という在留制限を撤廃するよう、
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項
第2号の基準を定める省令」を改正するこ
と。

海外における看護師・介護福祉
士・訪問介護員養成及び受入れ事
業

来るべき高齢化社会において、充分な看護・介
護人材を確保していくためには海外からの人材
の受入れが不可欠である。しかし、介護分野に
ついては、現在の入国管理制度では該当する在
留資格がなく、介護を目的とする入国・就労は
認められていない。また、看護師についても、
日本の看護学校を出て看護師資格を得る必要が
あるうえ、在留資格は研修目的で最大４年しか
認めていない。そこで、①出入国管理及び難民
認定法別表第１の２の表の「医療」活動に、
「介護士、訪問介護員としての業務」を含める
とともに、②我が国の看護師・介護福祉士・訪
問介護員の資格を取得した者については、日本
語によるコミュニケーション能力を前提とし
て、「研修目的で4年以内」という現在の在留
制限を設けない形で、在留資格が認められるよ
う、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第
2号の基準を定める省令」を改正することを提
案する。

入国管理法別表第1の2、
同法第7条第1項第2号の
基準を定める省令

法務省

5090 50900004

1)三井物産株式会社
2)ヒューマンホールディング
ス株式会社
3)株式会社東京リーガルマイ
ンド
4)株式会社メディカルアソシ
ア

4 医療関係業務の労働者派遣の容認

現行法令上、「何人も、次の各号のいず
れかに該当する業務について、労働者派
遣事業を行ってはならない」（労働者派
遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関する法律第4
条）として、「三　・・・その業務の実
施の適正を確保するためには業として行
う労働者派遣により派遣労働者に従事さ
せることが適当でないと認められる業
務・・・」で、「保健師助産師看護師
法・・・に規定する業務」（同法施行令
第2条）とある。これについて、医療の提
供に際し支障をが生じない範囲におい
て、この制限の適用を除外し、通常の労
働者派遣を可能とする。

海外における看護師・介護福祉
士・訪問介護員養成及び受入れ事
業

高齢化に伴い介護や医療への需要は増大しつつ
ある一方、少子化に伴い労働人口は減少しつつ
あり、殊に介護・看護分野についてはその労働
力の不足が顕著なものとなることが予想され
る。
現状、看護業務の労働者派遣については6ヶ月
間の紹介予定派遣のみが認められているところ
（平成11年労働省告示第137号、138号）である
が、今後の医療分野における人材不足を見据え
ると、紹介予定派遣のみでは臨時的・一時的な
労働力需給のニーズに適切に対応することはで
きないと考える。
国内の看護師においては、例えば、結婚等の理
由で退職した人が、再び看護業務への従事を希
望しても、技術に優れ知識や経験が豊富である
にも関わらず、就労時間等の理由により、再就
労できすにいるケースが多く存在する。このよ
うな問題を解決するためには、雇用形態をこれ
まで以上に多様化、労働力の効率的活用を図る
ことが必須である。
病院等においても、派遣スタッフの活用によ
り、臨時的・一時的な労働力需給のニーズに適
切に対応することができるほか、人材研修や労
務等の事務等を外部委託することによりコスト
ダウンの効果も期待することができる。
海外からの看護師の受入という面では、スタッ
フの住居の手配やその他厚生面の管理は人材派
遣会社が得意とするところであり、効率的な管
理が期待できる。
また、責任の所在や派遣労働者のコミュニケー
ション能力等について派遣先の医療機関と合意
し、提携を結んでいれば、チーム医療は可能で
あり、適切な医療の提供に支障をきたすもので
はないと考える。

○労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等
に関する法律第4条第1項
第3号
○労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等
に関する法律施行令第2
条
○派遣元事業者が講ずべ
き措置に関する指針（平
成11年労働省告示第137
号　第二　派遣元事業者
が講ずべき措置　12
（１））
○派遣先事業者が講ずべ
き措置に関する指針（平
成11年労働省告示第138
号　第二　派遣先事業者
が講ずべき措置　18
（１））

厚生労働省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5091 50910001 日本テレコム株式会社 1
緊急通報機関への接続にかかるシステ
ム・対応の統一化

緊急通報機関（特に消防機関）につい
て、①電気通信事業者からの要望受付窓
口の全国化、②緊急通報システムの統一
化、③電気通信事業者から要請があった
場合の接続義務化、④接続にかかる費用
負担方法の統一化を要望します。

ＮＴＴ東西の交換機を利用しない
直収電話サービスの提供を準備中
（本年12月よりサービス開始予
定）

０ＡＢ～Ｊ番号を利用した電話サービスを提供
するにあたっては、緊急通報機関への接続が法
令上の義務となっている。このため、サービス
提供事業者は緊急通報機関との接続が必要とな
るが、下記の状況により準備に多大な労力・費
用を要する。このため、緊急通報機関への接続
が円滑に行われず、新規参入事業者にとって参
入障壁の一つとなっている。
具体的事例：①全国の消防本部と個別に協議及
び契約を行う必要がある、②各消防本部により
利用するシステムが異なり、複数の方式に対応
する必要がある、③消防本部によっては、ＮＴ
Ｔ東西以外の事業者からの接続に消極的であ
る、④接続に関する費用負担について消防本部
により考え方が異なる。

消防法第24条

電気通信番号規則
別表第二（指定要件）第
5欄

総務省
消防庁

5092 50920001 オリックス株式会社 1 労働者派遣期間規制の撤廃

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2の規定を撤廃し、派遣期間
制限を完全に無くすことを要望する。仮
に同規定の撤廃について措置が難しい合
理的な理由があるとすれば、少なくとも
雇用対策臨時特例法による中高年労働者
に対する制限期間の延長措置を恒久化す
ることを要望する。

雇用流動化時代を迎え、失業率が
高止まりするなか、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力
の再配置、失業なき労働移動に寄
与する産業であるべき人材派遣業
において、多様化する雇用形態・
職種、柔軟な作業場・労働時間で
実現する多様なワークスタイルに
応えていくことが使命であり、業
界発展へのキーである。雇用機会
拡大の実現を確かなものにしてい
くには上記規制の緩和・撤廃を求
める。

現行は、指定された26業務以外の自由化業務に
派遣期間に制限が設けられている。また、45歳
以上の中高年労働者については業務内容に関わ
らず、3年までの派遣ができるが、平成17年ま
での時限措置になっている。派遣の業務ニーズ
は特に中高年において多様化しており、26業務
に当てはまらない職種も多く、制限が人材活用
の足かせとなっている。さらに、派遣期間経過
後に派遣先には派遣者の直接雇用の努力義務が
課せられている。直接雇用をするかどうかは当
事者間で決定されるべきであり、現行の義務規
定は優秀な派遣社員を失う派遣会社の立場を全
く考慮していないと思われる。

労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に
関する法律第40条の2

厚生労働省
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管理番号

要望事項
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要望
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要望理由 根拠法令等
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その他
（特記事項）

5092 50920002 オリックス株式会社 2 派遣社員の事前面接の自由化

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項を廃止し、事前面接を紹
介予定派遣以外でも可能にすることを要
望する。

雇用流動化時代を迎え、失業率が
高止まりするなか、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力
の再配置、失業なき労働移動に寄
与する産業であるべき人材派遣業
において、多様化する雇用形態・
職種、柔軟な作業場・労働時間で
実現する多様なワークスタイルに
応えていくことが使命であり、業
界発展へのキーである。雇用機会
拡大の実現を確かなものにしてい
くには上記規制の緩和・撤廃を求
める。

派遣登録者、派遣先がともに就業前の事前面接
を希望するケースが大半である。本年６月に提
出した同要望に対して、厚生労働省から「労働
政策審議会における建議（平成１４ 年１２ 月
２６ 日）及び「規制改革・民間開放推進３ か
年計画」（平成１６ 年３ 月１９ 日閣議決
定）を踏まえ、まずは、平成１６ 年３ 月に施
行された新制度の実施状況等を把握する必要が
あると考えている。このため、当該実施状況等
を勘案しつつ、平成１７ 年度中に検討を開始
することとしているが、現時点でその結論を得
る時期等を明確化することは困難である。」と
の回答が示された。検討を踏まえて早急に措置
がされることを期待する。

労働者派遣法第２６条第
７項、派遣元事業主が講
ずべき措置に関する指針
(平成１１年労働省告示
第１３７号）、派遣先が
講ずべき措置に関する指
針（平成１１年労働省告
示第１３８号）

厚生労働省

5092 50920003 オリックス株式会社 3
金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止

金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律により貸金業者のみに課
せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
する発行会社に対して一律的な制度を構
築することを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業とし
て行うものではない貸付においても内在するリ
スクであり、金融業者の貸付業務に固有なもの
ではない。したがって、規制の目的が投資家保
護にあるのであれば、貸金業規制法に規定する
貸金業者等のみを規制の対象とする合理的な理
由はない。本年６月、同要望に対して、金融庁
から「本法制定前は、出資法において、貸金業
者等が「社債名義」を使って預金まがいの勧誘
を行うことを防ぐため、貸金業者等が貸付資金
に充てる目的で社債等を発行することが禁止さ
れていたところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至ったもので
ある。以上の経緯を踏まえ、社債の購入者等の
保護に資する観点から、金融業者の貸付業務の
ための社債の発行等に関する法律を廃止するこ
とは困難である。」と従前と同様の回答が示さ
れた。平成9年5月「ノンバンクに関する懇談
会」報告書　5.（2）「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」に
は、「社債を含む有価証券に係る投資家保護
は、証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰや公正取引
ルールによるのが基本」としており、さらに
「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの
義務づけについては、本来、証券取引法で行う
べきではあるが、･･･＜省略＞･･･当面、暫定的
に、貸金業規正法等の他の法令で手当てするの
でもよいのではないか、との意見があった。」
と「当面、暫定的に」と明記されている。上記
措置困難の回答は、報告書の内容に反するもの
であり、遺憾な回答である。すでに法施行から
5年が経過しており、見直しの時期となってい
る。

金融業者の貸付業務のた
めの社債の発行等に関す
る法律

金融庁

379/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5092 50920004 オリックス株式会社 4
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
整備

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会第
一部会中間整理(第一次)」東大･神田教授
意見発表資料『いわゆる悪質商品の取扱
いをどうすべきかという問題がある。こ
の点については、我が国におけるこれま
での歴史に鑑みると、その対応等の面に
おいて類型的に別物として取扱ってきた
面もあるので、基本的方向性としては、
金融関連の詐欺的行為を禁止する法律を
制定し、そちらで取締ることを検討する
ことが望ましい（現在では、いわゆる出
資法で一部取締りが可能であるが、出資
法のように預り金を一律に禁止するよう
な法律は、その立法論的な妥当性につき
再検討する必要がある）。』

・例えば、匿名組合契約による出
資受入などにおいて、出資金の全
部または一部について営業者が保
証する。・エスクロー事業（二当
事者の取引のクロージングにあた
り、第三者が資金を預かって管理
することにより、取引上の危険を
転換して取引を円滑にするもの）
<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではな
い。出資者の認識と保証者の支払能力の問題であ
り、不当表示規制や金融商品販売規制として整理さ
れるべきではないか。・金融庁は、「安全であると
誤信して出資した一般大衆が不測の被害を被ること
を防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与える
危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般
大衆に不測の損害を与える危険が多分にある」とす
る。しかし、誤信によるものであれば、誤信しない
ように表示、説明をさせるという規制であるべきで
あろう。また、誤解を与える危険が多分にあるとい
うのも、決して難しい話ではないのであって、おか
しい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生して
いない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対
象となるというのは、果たして制度として妥当であ
るといえるのであろうか。・一般大衆の被害・損害
というのは、実際は騙しによって起こっているので
あり、問題の捉え方を誤っている。つまり、禁止・
処罰の対象は、金融商品において約束された運用行
為等が現実に行われていないことであり、この点に
焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条
は、預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰が
あり、罪刑法定主義の観点から妥当性に疑問ある。<
＊3>・法務省は、「その意義が明確に規定されてお
り、その概念が不明確であるとは言い難い」とする
が、預金と同様の経済的性質を有するものというこ
との解釈の幅は相当広い。また、「無条件に許容し
た場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題で
ある。・戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引そ
の他サービスの発展に目に見えにくいが悪影響を及
ぼしている。・｢金融サービス法｣等の金融関連法制
と出資法との係わり合い、適用関係等が、経済社会
情勢の進展に対応し、その発展に貢献するものとな
るよう、引き続き制度整備の努力をしていくことが
必要である。

出資法１条、２条
金融庁、法務
省、警察庁

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。

5092 50920005 オリックス株式会社 5 貸金業規制法の抜本的見直し

昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1項
に規定された施行後3年を目途とする貸金
業制度のあり方の見直しについて、早急
に検討のための審議の場を設定すること
を要望する。

昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1項に規定
された施行後3年を目途とする貸金業制度のあ
り方の見直しについて、早急に検討のための審
議の場を設定することを要望する。

貸金業の規制等に関する
法律

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
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番号

要望主体名
要望
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5092 50920006 オリックス株式会社 6 貸金業規制法の法定書面の電子化
貸金業規制法１７条書面、１8条書面の電
子受送信を可能とするよう要望する。

貸金業規制法４３条のみなし弁済
規定の適用を受ける手段が多様化
する。

資金需要者に資金借り入れに関する簡易性・利
便性や秘匿性のニーズが強く、自宅宛の郵便物
は無断で送付できないことが多い。顧客が提携
ATMをご利用された場合、別途書面を郵送する
必要が生じている。

貸金業規制法
金融庁、経済産

業省

5092 50920007 オリックス株式会社 7
銀行法の代理店規制／貸付業務に限
定した代理店の貸金業者への解禁

【規制内容】銀行の業務の全部又は一部
を代理する者は、金融機関を除く法人に
あっては、委任銀行の100％子会社または
その銀行持株会社の子会社でなければな
らない。【改革要望内容】銀行業務のう
ち貸付業務に限り、貸金業者（貸金業規
制法の登録を受けた者）の代理を認め
る。

貸金業者が独自の営業店網で接触
する顧客に対し、銀行ローンの契
約の成約業務を行う。

貸金業者は、貸金業規制法の規制のもと、金銭
貸借の媒介を行いうるところ<＊1>、銀行の貸
付けについては、媒介は可能としても代理がで
きない。これからの貸金業者は、いろいろな営
業形態の展開が考えられるべきであり、それに
より資金需要者のニーズに応え、融資事業の正
常化が図られる必要がある。その場合の形態と
して、貸金業者が貸付金を自己の資産としない
で代理業を行い手数料を取得する形態がある。
これは銀行にとっても貸付を拡大する手法とな
るし、不適切な者には委任しなければよいので
問題もない。本年６月、同要望に対して金融庁
から「代理店制度については、金融機関の健全
性や決済システムに与える影響等の観点を踏ま
えつつ、資本関係等について見直しを行うこと
とし、16年度中に検討を行い、措置することと
する。」と回答が示された。早急な措置を期待
する。

銀行法施行規則10条が引
用する同9条の3第2項8号
ﾛ

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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5092 50920008 オリックス株式会社 8
信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

証券化のスキーム上倒産隔離性が
高く税制上も優遇性が確保できる
ビークルとして資産流動化法上の
特定目的会社（以下TMK）の制度
があるがTMKへの出資金を保有す
る者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特
定持分信託の制度は、左記の理由
からリーガル的には若干のリスク
が残ると解されており、複数のも
のを受益者にする必要があるなど
使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

上記の通り、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストに代わる仕組みとして、資産流
動化法上の特定持分信託や中間法人が利用され
ることがあるが、使い勝手などの理由からいま
だにケイマンSPCが使われるケースが多い。信
託法の見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国内完結
しやすくなる制度の創設を望む。本年６月、同
要望に対して金融庁及び法務省から「法務省に
おいて、平成１７ 年度中に信託法の全面的な
改正について関係法案を国会に提出することを
目途として作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の創設の
可否についても、その中で検討されるものと承
知。」との回答が示された。早急な見直しを期
待する。

信託法第1条、同法第58
条、資産の流動化に関す
る法律第31条の２

金融庁、法務省

5092 50920009 オリックス株式会社 9 信託業法改正の早期成立

信託業務の改正を行い、事業会社の信託
業、信託代理店への参入を可能にする。
現在、信託業、信託代理店は、金融機関
に限られている。

信託業務について、競争が促進さ
れるとともに、顧客への提案等の
機会が増え、市場の発展、顧客の
利便性の向上に役立つ。

信託業法の改正案が、国会に提出されたが、未
だ成立していない。早期に成立され、信託業務
の市場の発展、顧客の利便性の向上が実現され
ることを要望する。

信託業法　金融機関の信
託業務の兼営等に関する
法律　金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律
施行規則　第7条の2の2

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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その他
（特記事項）

5092 50920010 オリックス株式会社 10
全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

信託子会社に処分型の不動産信託の取扱
いを認めることを要望する。

信託業務について、競争が促進さ
れるとともに、顧客への提案等の
機会が増え、市場の発展、顧客の
利便性の向上に役立つ。

従前に認可を受けた信託銀行には取扱いが認め
られている業務について、一定の時期以降に認
可を受けた信託銀行には認められていないのは
合理的な理由がない。本年６月、同要望に対し
て金融庁から「金融機関に課されている他業制
限や金融機関の業務との関連性等を踏まえ検討
することとする。」との回答が示された。処分
型の不動産信託は、顧客のニーズも高く、規制
を緩和することにより、子会社信託銀行の事業
機会を増やし、信託の市場が広がることにつな
がることから、早期に検討が開始され、措置が
とられることを期待する。

金融機関の信託業務の兼
営等に間する法律　金融
機関の信託業務の兼営等
に間する法律施行令　第
2条の2

金融庁

5092 50920011 オリックス株式会社 11
証券取引法上の適格機関投資家の範
囲拡大

現在、適格機関投資家は銀行等の金融機
関や一部の事業会社に限定されている。
このうち、事業会社については、以前は
貸借対照表の「有価証券」及び「投資有
価証券」の金額が100億円以上のもので金
融庁長官に届出を行ったものとされてい
る（過去は金額制限が500億円以上であっ
たが、金融審議会での議論を踏まえ引き
下げられた）。この範囲を、事業法人に
ついては保有有価証券の金額制限を更に5
億円程度へと引下げ、また個人投資家に
ついても資力に一定の制限（例：1億円以
上）をつけた上で、届出を行ったものに
ついては適格機関投資家の資格を付与す
るべき。

資本市場の活性化

本年６月、同要望に対して金融庁から「証券取引法のディス
クロージャー制度は、投資家が投資判断を行うために必要な
情報の開示を発行者等に義務づけ、投資家がその情報を元に
自己の責任において投資判断を行うための機会を与えること
により、投資家保護を図ろうとするものであり、こうした自
己責任原則に基づいた市場を構築することが最大の課題とさ
れている。このため、適切なディスクロージャーを確保する
ことが必要である。こうした観点から、適格機関投資家とし
ての事業会社の範囲の更なる拡大については、金融審議会で
の検討や米国での現状を踏まえ、平成１５ 年４ 月１ 日に
適格機関投資家の範囲を拡大したところであり、更なる適格
機関投資家の範囲の拡大は措置困難である。また、個人投資
者を「適格機関投資家」の範囲に加えることについては、平
成１４ 年１２ 月の金融審議会第一部会報告において、「従
来の適格機関投資家である金融機関等への対応と個人投資家
への対応は大きく異なることなどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への拡大の実情を評価することと
し、現時点において、個人投資家を適格機関投資家の範囲に
加えることは時期尚早と考えられる」とされたところであ
る。まず、ベンチャーキャピタル会社等への拡大について、
実情を評価することが先決であるが、昨年度から導入された
ものであり、今後の実績を考慮し、また、米国での現状を踏
まえながら評価する必要があるため、個人投資者について適
格機関投資家の範囲に加えることは措置困難。」との回答が
示された。しかしながら、わが国資本市場の一層の発展と経
済活性化のためには、様々なニーズに対応した金融商品の普
及が不可欠である。現行の公募ルールでは新しい商品に対す
る柔軟性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課題
と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテイクに限
界があり、資力とその意志ある投資家を増やすことが市場の
厚みに繋がる。届出制をとることで、自己責任原則は徹底で
き、また、法人については、事業を通じて様々なリスク判断
を行っていることから、私募であっても十分な情報開示がな
されなければ投資は行わない。なお、個人については米国で
も、資産規模等の制限をつけた上で適格機関投資家の範囲に
含めている。投資経験を加味したうえで一定の要件を満たし
た個人を適格投資家とすることは投資者にとっても投資機会
の拡大に繋がる。

証券取引法第2条に規定
する定義に関する内閣府
令第4条

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5092 50920012 オリックス株式会社 12
生命保険募集人が使用人に対して行な
う保険契約の申込をさせる行為の規制
の見直し

法人である生命保険募集人又は保険仲立
人が使用人に対して生命保険契約の申込
みをさせる行為をすることを可能にする
ことを要望する。

構成員契約規制については、1997年12月に行政
改革委員会が内閣総理大臣に提出した最終意見
の中で「①圧力募集の防止措置として過剰規制
である。②販売チャネルについて消費者の選択
を狭めるものである。③法的根拠が明確でな
い。したがって、構成員契約規制は妥当ではな
く、廃止すべきであると考える。」と指摘され
ていた。本年6月、同要望に対して金融庁から
「構成員契約規制のあり方については、規制改
革・民間開放推進3 か年計画において『金融審
議会において構成員契約規制の在り方につい
て、結論を得るべく、引き続き検討を進め
る。』とされているところであり、検討の方向
性及びスケジュール（結論時期）を示すことは
困難であるが、前回回答のとおり、引き続き検
討を行う。」との回答が示された。早急な見直
しを期待する。

保険業法第300条第1項第
9号、保険業法施行規則
第234条第1項第2号、平
成10年大蔵省告示第238
号

金融庁

5092 50920013 オリックス株式会社 13
生命保険の自己契約及び特定契約に
係る規制の明確化

生命保険代理店が行なう、自己または自
己と密接な関係を有する法人の保険契約
の募集については、その募集が保険料の
割引、割戻しを目的としない限りは、代
理店手数料の支払が可能であることを明
示することを要望する。併せて、「保険
料の割引、割戻しを目的とする保険募
集」の判断基準を示すことを要望する。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とりわけ手
数料の取扱いについて、生損保間で規制内容に格差が存在す
る。２．損害保険では取扱いを全体保険料の５０％以下に制
限しているものの、手数料の支払いは認められているのに対
し、生命保険では一切の手数料支払いが禁止されている。
３．保険業法で規制している損害保険と比べてより厳しい制
限を、法令等の根拠がない事務ガイドラインで設けることは
問題がある。＜内容＞損害保険の自己契約に関しては、保険
業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱いが禁止
される一方で、５０％以内の範囲内においては手数料の支払
いが認められている。また、特定契約についても、事務ガイ
ドライン３－１－２（１）②で同様の規制がなされている。
これに対し、生命保険の自己・特定契約に関しては、保険業
法に明文の規定がなく、事務ガイドライン２－２（３）　②
ロで「生命保険会社は法人である生命保険募集人に対し、自
己又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を保険
契約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、
割戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導
及び管理等の措置を講じているか。」と記されているのみで
ある。ところで、事務ガイドラインが定められる１９９８年
以前は、生命保険会社の業務運営に関しては蔵銀第５００号
により規制がなされていたが、自己・特定契約について「法
人である生命保険募集人が自己又は当該生命保険募集従事者
と密接な関係を有する者として以下に掲げる法人を保険契約
者とする保険募集を行った場合は、生命保険会社は当該保険
募集に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないものと
する。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当該事務
ガイドラインを蔵銀第５００号と照らし合わせると、表現の
差こそあれ、両者の規制内容は実質的に同一であると言わざ
るを得ず、これにより現在も自己・特定契約に係る手数料支
払いは禁止という規制が事実として存在している。以上によ
り、自己・特定契約に係る手数料の取扱いは生損保間で格差
があり、生命保険については法令等に拠らないで損害保険よ
り厳しい制限がなされ、一切の手数料支払いが禁止されてい
ることから、適用基準の明確化と規制の緩和を求めてきた。
当方の要望に対し、「自己・特定契約の規制は募集手数料を
支払う名目で、実質的に特定の保険契約者に対して保険料の
割引と特別の利益提供による不公平な保険募集等が行われな
いようにとの趣旨から設けられているものであり、こうした観

保険業法第２９５条第１
項、第２項，同法第３０
０条第１項第５号　事務
ガイドライン２－２
（３）②ロ，同３－１－
２（１）②　生命保険会
社の業務運営について
（蔵銀第５００号）

金融庁
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5092 50920014 オリックス株式会社 14
銀行が販売する住宅ローン関連の長期
火災保険について事業の用に供する建
物も対象に含めること

平成13年４月、住宅ローン関連の長期火
災保険、債務返済支援保険、信用生命保
険、海外旅行傷害保険の銀行等による窓
口販売が可能になった。しかしながら、
住宅ローン関連の長期火災保険の販売に
ついては、居住の用に供する建物の建設
等に係るローン関連の保険は対象とする
が、賃貸住宅など事業の用に供する建物
については対象としていない。

事業の用に供する建物の取得にあ
たっても、居住用建物の取得と同
じく銀行の資金融資を利用する
ケースは多い。取得目的の如何に
関わらず住宅ローンの融資にあ
たっては当該担保物件の損害保険
金請求権への質権設定が必須とな
る場合がほとんどである。事業用
建物に関する火災保険についても
銀行が代理店となることで融資実
行と同時に保険付保が可能とな
り、事前に火災保険を手配する手
間が無くなり、銀行窓口でのワン
ストップ手続きが可能になる。

現在、一部の保険について「保険契約者等の保
護に欠けるおそれが少ない場合」として銀行に
よる販売が認められているが、その他の保険に
ついて銀行が販売することが「保険契約者等の
保護に欠ける」とは思われず、一方で、銀行の
収益機会を奪い、契約者にとっても得るべき利
便性が阻害されている。本年6月、同要望に対
して金融庁から「銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大については、規制改革・
民間開放推進3 か年計画（16 年3 月19 日）、
金融審議会金融分科会第二部会における報告
（16年3 月31 日）を踏まえて、前回回答のと
おり、引き続き検討を行っているところ。」と
の回答が示された。 早急な見直しを期待す
る。

保険業法第２７５条　保
険業法施行規則第２１１
条第１項第１号

金融庁

5092 50920015 オリックス株式会社 15
中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

中小事業者に対する債務保証制度を見直
すことを要望する。

中小事業者の資金調達の円滑化が
期待できる。

健全な経営を行う中小事業者や新規事業者の資
金調達の円滑化を図る施策は必要であるが、公
的機関の債務保証制度については、民間金融機
関のモラルハザードを防止するための措置を講
じる必要がある。また、資金の供給者を特定の
金融機関に限定する現行の制度は、金融サービ
スを提供する事業者のイコールフッティングと
いう観点から見直すべきである。本年6月、同
要望に対して経済産業省から「現在、信用補完
制度のあり方全体の検討の中で、部分保証の是
非、導入するとすればその具体的な手法、導入
時期についても検討しているところである。部
分保証については、金融機関との適切なリスク
分担を図る観点からその推進が求められてお
り、これまでも一部制度で部分保証を導入して
きたところであるが、中小企業者への影響にも
十分に配慮して検討を行う。また、譲渡対象先
の拡大についても、中小企業者への影響にも十
分に配慮しつつ検討を行う。」との回答が示さ
れた。早急な見直しを期待する。

中小企業信用保険法　中
小企業信用保険法施行令

経済産業省産、
中小企業庁
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5092 50920016 オリックス株式会社 16
信用保証協会保証付債権の譲渡対象
先の拡大

中小企業保険法により信用保証協会保証
付債権の譲渡の相手方としては銀行等の
金融機関と整理回収機構・産業再生機構
に限定されている。現在、金融庁策定のﾘ
ﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、金融
再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基づき、各金融機関は
ﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社などを活
用し、債務者の再生を図ることを積極的
に企図しているが、再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会
社に保証付債権の売却ができないこと
が、金融機関の不良債権の早期処理、債
務者の再生にとって大きな阻害要因と
なっている。一方で、保証付債権が整理
回収機構・産業再生機構に譲渡された債
務者に対しては同じく中小企業保険法に
よりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ保証の拡充が図られてお
り、官民格差が大きい。よって、法改正
あるいは、一定の条件（ｅｘ.再生支援協
議会が認定した再生計画案に基づく、債
権譲渡であれば認める）を付したうえで
の、信用保証協会保証付債権の譲渡対象
先の拡大を強く要望するもの。本年6月、
同要望に対して経済産業省から「金融機
関の不良債権の円滑な処理や債務者の再
生については、今後とも促進を図ってい
く必要がある。一方で、保証付債権の譲
渡対象先を広げることが、中小企業者を
はじめとした関係者にどのような影響を
及ぼすのかについては、慎重に見極める
必要がある。今後、関係機関との協議等
を通じて、適切な制度のあり方を検討し
てまいりたい。」との回答が示された。
早急な検討、措置を要望する。

債務者の再生を前提とした信用保
証協会保証付債権の譲渡対象先の
拡大により、金融機関の不良債権
の早期処理、債務者の再生が加速
化することが期待できる。

具体的要望内容に記載。
中小企業保険法施行令第
１条の３ほか

経済産業省産、
中小企業庁

5092 50920017 オリックス株式会社 17
不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙
される金融商品においては、読んで聞か
せる説明義務を課しておらず、不動産特
定共同事業法の説明義務の過度な規制を
緩和すべきである。

不動産特定共同事業商品の販売の
効率化とマーケットの拡大に寄与
する。

「説明」の概念の定義が法律上存在しないが、
現在の運用は宅地建物取引業法第３５条の重要
事項説明と同等と解釈されているのが一般的と
なっており、実務上のコストは多大なものであ
る。本年6月、同要望に対して国土交通省及び
金融庁から「不動産特定共同事業商品の契約の
申込者が、契約の内容等について十分知らない
ままに契約締結を行うと、後々のトラブルの原
因となる可能性があることから、適切に情報が
開示されていることが不可欠であり、契約成立
前にその内容等について書面を交付して説明す
ることが、消費者保護やトラブル未然防止の観
点から必要と考えられる。また、説明内容に関
しても不動産特定共同事業商品は不動産として
の性格が強い商品であることから、金融商品販
売法上要求される説明事項に加えて、不動産特
定共同事業法上要求される個々の対象不動産に
関する独自の説明（賃貸状況等）がなされるこ
とが消費者保護の観点からも不可欠である。と
の回答が示された。「金融商品の販売等に関す
る法律」においては説明義務を販売業者に課し
ているが、対面による説明まで要求しているも
のではない。REITを含めた投資信託や商品ファ
ンド等他の金融商品を販売する場合には書面の
交付義務こそあれ、読んで聞かせるような説明
義務までは課していない。多数の不動産をパッ
ケージしている不動産特定共同事業はREITを含
めた投資信託や商品ファンドと同様に金融商品
であり、同等の書面の交付義務を課すことで投
資家保護は図られる。

不動産特定共同事業法第
２４条第１項

国土交通省、金
融庁
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5092 50920018 オリックス株式会社 18 特定目的会社の借入先制限の緩和
ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に
基づく貸金業者などを追加する措置が講
ざれることを要望する。

プレーヤーの増加により、資産流
動化が促進される。特に不良債権
処理に貢献するものと思われる。

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資者保
護措置と同様の保護を与える根拠はない。むし
ろ貸金業者にとっては事業機会の拡大に繋がる
メリットがある。本年6月、同要望に対して金
融庁から「特定目的借入は、他の特定資産取得
のための資金調達手段（特定社債、優先出資等
の証券発行）と異なり、証取法が適用されない
等、より高度なリスク判断・管理能力を要する
ものとなっていることから、その対象を適格機
関投資家に制限しているもの。適格機関投資家
については１５ 年４月にその範囲を拡大する
規制緩和が行われ、有価証券報告書を提出して
いる内国会社（貸金業者も含まれる）で貸借対
照表上の「有価証券」「投資有価証券」の合計
が100億円以上（従来は500 億円以上）のもの
も適格機関投資家に含まれることとされ、特定
目的会社の特定目的借入に応じることが可能と
なっている。零細な個人業者が少なくない等の
貸金業者実態に鑑みれば、特定目的借入先とし
て必要なリスク判断・管理能力を備えていない
者も含まれており、引き続き規制は必要。上記
適格機関投資家に関する規制緩和を踏まえた上
でのニーズについて十分調査した上で、１６
年度中に検討・結論。」との回答が示された。
しかしながら、業として貸付を行っている貸金
業者がまさに本業の貸付を行うことについて
「必要なリスク判断・管理能力を備えていない
者も含まれている。」という基本認識は妥当と
は思われない。また、ニーズというものは制度
が変わることで生まれることもあり、現段階に
おけるニーズの有無を判断したうえで制度改正
の必要性を見極めるのではなく、規制の必要性
がないのであれば、規制をなくす、あるいは緩
和するという考え方を採るべきではないかと思
われる。

資産の流動化に関する法
律第１５０条の６、施行
規則第４１条

金融庁

5092 50920019 オリックス株式会社 19 特定目的会社の資金調達手段の拡大
匿名組合契約に基づく出資などを追加
し、その担い手を増やすべきである。

プレーヤーの増加により、資産流
動化が促進される。特に不良債権
処理に貢献するものと思われる。

金融機関、特定の事業会社が特定目的会社に貸
付を行なうことが認められていることに鑑みれ
ば、証券市場の発展への寄与を理由に匿名組合
出資を認めない理由にはならない。また、例え
ば、特定目的会社に貸付を行なう企業が匿名組
合出資を行なうことを認めることは、投資家保
護に欠けるものではない。本年6月、同要望に
対して金融庁から「本年６月の証取法改正で、
匿名組合出資を新たに有価証券とみなすことと
したのは、投資家保護の観点から証取法上の規
制を課す必要があることによるもの。同改正に
よって、匿名組合出資の法的性質が転々流通性
を有する有価証券に変化するものではない。他
方、特定目的会社は、原則として転々流通する
有価証券の発行により資金調達を行うという基
本スキームに基づくものであり、税制上の優遇
もこのようなスキームを前提に認められてい
る。仮に匿名組合出資を特定目的会社の資金調
達手段として追加することとする場合は、税制
上の優遇の前提となる現行のスキームの性格を
根本的に見直すことにつながるものであり、措
置困難である。」との回答が示された。資産流
動化促進の観点から、税制上の優遇範囲の拡大
も含めて再度検討願いたい。

資産の流動化に関する法
律第２条第２項

金融庁
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5092 50920020 オリックス株式会社 20
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（年
金の運用制限緩和）

年金給付等積立金の運用方法として、商
品ファンド法上の商品ファンド（商品投
資受益件）による運用を明示的に認める
ことを要望する。具体的には、年金給付
等積立金の運用方法として、①厚生年金
保険法136条の３の三の投資顧問業者の定
義に商品投資顧問業者を加えること、な
らびに②同136条の３の四のイロハニに追
加、ホとして商品ファンド法上の商品
ファンド（商品投資受益権）による運用
を加えることを要望する。

年金資金の運用、商品ファンドの
運用に投資顧問の起用

多くの年金基金が株式相場の下落によって3期連続の
マイナス運用に苦しんでいる状況において、既存の
有価証券のみに運用対象を限定しておく根拠は無
い。商品先物投資は年金資金運用の選択肢を増や
し、リスク分散の観点から運用成績の安定化への寄
与も期待できる。本年6月、同要望に対して厚生労働
省から「厚生年金基金の運用は、専ら加入者等の利
益のために、受託者責任を遵守し、安全かつ効率的
に行わなければならないとされているところであ
る。また、厚生年金基金の積立金は、中長期的な視
点で、安定的な収益を確保できるよう運用される必
要がある。商品ファンドは、投資家から資金を集
め、専門家が農産物や鉱物など様々な商品に投資
し、その収益を投資家に還元するものである。その
運用方法は、商品先物・オプション取引を基本とし
ているため、少ない資金（証拠金）で非常に高い収
益を上げること（レバレッジ効果）が可能である一
方、投資元本をすべて失う可能性もあるハイリス
ク・ハイリターンの投資対象である。さらに、証券
市場との相関関係が低いことから短期的には効率的
な運用となる可能性はあるものの、リスク管理が難
しいこと、農産物や鉱物などの商品を投資対象とし
ているため長期的には経済成長に見合った収益を得
ることができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。」との回答が示され
た。商品ファンドの大半は、Modern　Ｐｏｒｔｆｏ
ｌｉｏ理論に基づき、総合的にリスクをコントロー
ルすることが特徴であり、「リスク管理が難しい」
という認識は改めるべきである。また、年金資金の
運用は、全てが一律に長期運用とするわけでなく、
年金受給者の人数等の状況やMarketの状況により、
期間の長短、リスクの大小等を組替えることが必要
となるのではないか。年金基金は、プロの投資家で
あり、証券投資信託においても金融先物や為替先物
で運用しているものやレバレッジを用いてハイリス
ク＆ハイリターンとなっているものも多く、各基金
の選択に委ねるべきである。

厚生年金保険法第136条
の3

厚生労働省

5092 50920021 オリックス株式会社 21
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契
約成立時交付書面の撤廃）

「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要
望する。

バックオフィス業務の簡素化、商
品ファンドの運用コストの軽減

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報開示後
退と取られる可能性もあるために措置が難しい項目
であると考えられるが、この契約成立時書面を交付
する直前に、より詳細な目論見書（契約成立前書
面）を交付しており、同等以下の内容の書面を再度
交付することは、投資家に時間的・金銭的コストを
負担させるだけで、情報開示には役立っていない。
契約成立時の書面の交付義務は証取法など、他の類
似の法律においては存在せず、明らかに過剰規制で
ある。いち早く撤廃をすべきである｡本年6月、同要
望に対して金融庁・農林水産省・経済産業省から
「契約成立時交付書面（１７ 条書面）とは、商品投
資契約が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、成立し
た契約の内容を書面に記載し、顧客に対し交付する
ことにより、その明確化を図る趣旨から交付を求め
ているものである。また、契約成立前交付書面（１
６ 条書面）とは、投資家が商品投資契約を締結する
か否かを判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事前に交
付することにより、投資家の理解を促す趣旨から交
付を求めているものである。上記のとおり、これら
は各々が違う役割を持っており、投資家と販売業者
間の紛争を回避し、法目的である投資家保護を徹底
していると考えている。よって、契約成立時交付書
面（１７ 条書面）を撤廃することは、顧客が契約内
容を把握できなくなる等、投資家保護上問題があり
対応は困難である。」との回答が示された。しかし
ながら、実際には顧客は契約書によって契約内容を
把握しており、契約成立時交付書面（１７ 条書面）
を撤廃したとしても投資家保護上問題があるとは思
われない。早急な措置を要望する。

商品投資に係る事業の規
制に関する法律

金融庁、農林水
産省、経済産業

省
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5092 50920022 オリックス株式会社 22
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値
が変動する資金運用には馴染まない概念
である。

バックオフィス業務の簡素化、商
品ファンドの運用コストの軽減

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資家
が能動的に判断する局面が多く、契約締結後、
投資を取りやめるケースは時折存在する。一
方、クーリングオフ制度を活用した資金払込後
の契約撤回は、ほとんど利用されていない現状
である。クーリングオフの規制を維持する合理
的理由は見当たらない。合理的理由が存在する
なら、投資信託にも即刻クーリングオフを適用
すべきである。本年6月、同要望に対して金融
庁・農林水産省・経済産業省から「商品投資契
約においてクーリングオフ規定を設けているの
は、商品投資の仕組みが複雑であるため一般の
投資者がそれを十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘によって冷静な判断
をしないまま契約締結に至る事態が想定される
ことから、投資家に対して契約締結後一定期間
は意思決定の再確認をしうる時間的余裕を与え
ることとするためである。このため、商品ファ
ンドの多くが一般の投資家に広く販売されてい
る現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃することは
困難である。なお、金融商品販売法に規定する
事業者の事前説明義務事項には、クーリングオ
フに関する事項も含まれており、同法の施行が
クーリングオフ制度を撤廃する合理的理由とは
ならない。」との回答が示された。しかしなが
ら、回答は投資信託には設けられていない制度
を商品ファンドに設けることに対する十分な説
明とは思われず、実際には、投資家が能動的に
投資の是非を判断する局面が多いことからクー
リングオフの規制を維持する合理的理由は見当
たらない。早急な措置を要望する。

商品投資に係る事業の規
制に関する法律

金融庁、農林水
産省、経済産業

省

5092 50920023 オリックス株式会社 23
商品ファンドに関する投信法の規制に
ついて

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
下の商品ファンドにおいて、残余資産を
普通預金や定期預金で運用している商品
ファンドは投信法の規制が及ばないこと
を明確にすることを要望する。

投資家への多様な商品の提供

商品先物および商品オプションの組入れ比率が
全体の資産の１／３超で１／２以下の商品ファ
ンドにおいて、残余資産を当座預金、普通預
金、定期預金で運用しているファンドは商品
ファンド法の規定により商品ファンドと定義さ
れ、投資家保護を含めた商品ファンド法の様々
な規制の対象になっている。一方、上記構成の
ファンドを信託型で組成した場合、現行の投資
信託及び投資法人に関する法律の規定では銀行
預金が特定資産となっているため、投資信託に
も該当するという解釈が成り立ち、規制が二重
に掛かることになる。商品ファンドである限り
は、商品ファンド法の規制に従って組成および
販売が行われていれば投資家保護上問題はない
はずであり、さらに投資信託及び投資法人に関
する法律の規制が係るのは不合理であり過剰規
制である。従って、商品ファンドについては投
資信託及び投資法人に関する法律の規制の対象
外にすべきである。具体的には、先物取引、オ
プション取引では委託証拠金制度等によりレバ
レッジを効かせた運用が可能であることから、
残余資産を銀行預金でリザーブして置くことと
なる。主たる運用は、あくまで商品先物取引で
あるため、商品ファンド法のみの規制とすべき
である。

投資信託及び投資法人に
関する法律第2条

金融庁総務企画
局市場課、同庁
監督局銀行第2
課金融会社室
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5092 50920024 オリックス株式会社 24
短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

証券取引法上の発行登録や情報開示の規
定を改正し、企業グループ内の金融子会
社が発行する公募CPについて、発行会社
の親会社が債務履行に関する保証を行う
社債について、連結ベースでの開示によ
り発行が可能となるようにすべきであ
る。

資本市場の拡大・活性化。

短期社債についても、原則として証券取引法上
の公募の概念が適用されるが、CPは日々の発行
が行われるため、届出書方式で対応することは
現実的でなく、発行登録方式で対応せざるを得
ない。一方で発行登録制度を利用できるのは、
原則として、有価証券報告書提出会社等である
ため、現状、継続開示を行っていない格付けの
高い会社がＣＰを事実上公募できない。日々発
行されるCPの商品特性、連結ベースでの決算・
企業情報開示、更に今後の金融業務の本体から
の金融専門子会社への移行の流れを鑑みると、
企業グループ内の金融子会社による公募を可能
とするよう措置が講じられるべきである。本年
6月、同要望に対して金融庁から「投資者保護
を図るためには、有価証券届出書、有価証券報
告書等により有価証券の発行者の財務内容、事
業内容等を正確、公平かつ適時に開示し、それ
を基礎として投資者がその責任において有価証
券の価値その他の投資に必要な判断をするため
の機会を与えることが必要である。」との回答
が示された。現在、有価証券報告書における連
結経営情報の開示内容が拡充されていることか
ら、100％出資の親会社が連結ベースでの決
算・企業情報を開示する場合は、当該発行会社
が個別の情報（個別企業の財務情報のほか、資
力、返済能力、デフォルトの可能性等を含
む。）を開示することは義務付けないとするこ
とに弊害はないと思われる。

証取法23条の３、社債等
の振替に関する法律2条

金融庁

5092 50920025 オリックス株式会社 25
社振法における「短期社債」の要件見
直し

社振法第66条1項イにおいて　「契約によ
り社債の総額が引受けられるものである
こと」が短期社債の要件のひとつとして
挙げられている。本要件の削除および短
期社債における「社債申込証」の取得不
要措置を要望する。

ダイレクトＣＰの公募発行の普及
および発行手続の簡素化

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に

社債等の振替に関する法
律、商法、証券取引法

金融庁

390/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5093 50930001 （仮称）健康関連ＥＣ協議会 1
医薬品のインターネット販売の規制の
緩和もしくは撤廃

医薬品のインターネット販売を規制する
通知（昭和63年3月31日薬監第11号　厚生
省薬務局監視指導課長通知）の緩和もし
くは撤廃を要望いたします。

また、規制の緩和にあたっては、1)自治
体の指導の適正化・均質化のための措
置・2)事業者による自主的な秩序維持を
図るためのガイドライン制定、をあわせ
て講じるよう要望いたします。

○問題の所在は、家庭用の医薬品
を販売することが許されている薬
店であっても、インターネットを
利用した販売については厚生労働
省の通知によって範囲が著しく狭
められており、風邪薬、頭痛薬な
どの国民の健康管理のために家庭
に常備されているような重要な医
薬品の販売さえ認められていない
ところにあります。

○現在の厚生労働省の通知を緩和
もしくは撤廃し、豊富な情報提供
が可能であり、相互の情報交換が
自由にできるインターネットとい
う環境を活用することによって、
必要な医薬品を的確に消費者に届
けるとともにその医薬品に関する
正しい情報を国民に普及していく
ことによって国民自身の健康管理
（セルフメディケーション）の向
上を図ることを提案いたします。

○上記の提案と併せて、上記のよ
うな取組を国民の健康管理という
観点からさらに安定的・継続的に
行っていくために、セルフメディ
ケーションの向上を図っていくう
えで重要な役割を担うことになる
医薬品と情報を消費者に受け渡す
窓口となる事業者、セルフメディ
ケーションの当事者である消費者
の代表、客観的にリスクを評価で
きる専門家、薬事法の所管部署で
ある厚生労働省からなる委員会を
設立し、次のような活動を行うこ
とを提案いたします

【現状の問題点】
1）現在は昭和63年当時のカタログ販売を念頭に置いた通知
によって規制されています。ある時点の情報を限られた大き
さの紙面に印刷したカタログを用い、事業者から消費者へ一
方通行の情報提供を前提としたカタログ販売のための通達
を、紙面の制約がなく最新の情報を提供することができ、且
つ、相互に自由な情報交換を行うことができるインターネッ
ト販売にそのまま流用しているために、販売できる医薬品の
範囲が限定されているだけではなく、国民に対する正しい医
薬品の情報伝達という手段そのものの利用や普及にまで影響
を及ぼしています。

2）同規制では、例えば胃腸薬の通販は認められております
が、同じく一般的な家庭薬である例えば風邪薬、頭痛薬、解
熱鎮痛薬の販売は認められておりません。消費者にとって
は、どちらも常備薬でありながら、規制上の取扱に差異があ
るために、インターネットでの購入が妨げられてしまってい
ます。

3）また、以下のような消費者の方々には、現状では自らの
求める家庭品を薬店で購入することが難しくなっています。
利便性向上のため、インターネット販売を求める要望が少な
からずあがっています。
a) 富山の置き薬、関西地区のカイゲン、ケロリン、ヒヤキ
オーガン、九州地区の後藤散、ヘデクパウダーといった伝統
薬で、当該地域ではごく一般的だが他地域では入手が困難な
ものを求める方。
b) 過疎地等、薬店が少なく、商品の品揃えも乏しい地域に
お住まいの方。
c) お年寄り、育児中の主婦など、外出して薬店に出向くの
を避けたい消費者の方。
さらに、日本大衆薬工業協会による「第28回消費者意識調査
報告書」でも、かかりつけ薬局を持たない理由として3.5％
もの人が近くに薬局がないことを掲げており、インターネッ
トを利用した薬局・薬店による販売が確保されていることが
重要だと考えます。

4）同通知に基づいた解釈・運用は各自治体に委ねられてい
ますが、各自治体での解釈・運用が異なるために、インター
ネットを利用する事業者の同じホームページに対して、ある
自治体からは問題がないという指摘がなされる一方、他の自
治体から問題があるというような指摘がなされるなど指導の
一貫性が保てておらず、当の事業者としては最終的にどちら
の指導に従えばよいのか戸惑わせています。全国レベルで一
貫性を保った指導を行えるような仕組みが求められていま

昭和63年3月31日薬監第
11号　厚生省薬務局監視
指導課長通知

厚生労働省

参考資料
1)2004/10/2 週刊ダイヤ
モンド「ネット販売問題
で再燃する医薬品規制緩
和論争の行方」
2)2004/8/29 朝日新聞
「ネット薬局急成長」
3)2004/9/7 日経新聞
「医薬品のネット販売」
4)2004/9/ 16 毎日新聞
東京夕刊「薬ネット販売
規制へ」
5)2004/8/25 FujiSankei
Business i.「ネットで
の医薬品販売許可　英政
府、イングランド限定
で」

5093 50930002 （仮称）健康関連ＥＣ協議会 2
健康食品のインターネット販売に対する
広告表現規制の明確化

健康食品のインターネット販売に対する
広告表現規制の判断基準の明確化及び運
用の統一化、並びに業界による自主ガイ
ドライン制定の容認を講ずるよう要望い
たします。

○問題の所在は、広告表現規制を
適用するルールが明確でないた
め、新しい表現をしようとする場
合に事業者がどこまでの表現であ
れば許されるかを個別表現につい
て詳細にわたって都道府県の薬務
担当窓口に確認しない限り的確に
把握できない状態に置かれてお
り、さらに、表現規制違反に対し
ても監視指導が行き届いていない
ために、大多数の事業者が広告規
制を遵守していない状況のまま放
置されているところにあります。

○そこで、一例として、個々の広
告表現についてその一語一句を監
督指導するという現行の方策では
なく、ＩＳＯのように業界標準を
設け優良事業者の認証制度を導入
するなどして、各事業者が消費者
保護と事業者責任を理解し、自主
的に改善に取り組み、さらに事業
者間で相互に監視を図るような仕
組み（※）を採用することなどの
方策を講ずることを提案いたしま
す。（※：イメージについては添
付図参照）。

【現状の問題点】
1）健康食品のインターネット販売に対する広告表現に対す
る規制は、複数の法令、通達に基づいて指導・監督がなされ
ていますが、その解釈や適用の基準（ルール）があいまいで
あるためにごく一部の事業者を除いて、大多数の事業者が規
制を遵守できない状態のまま野放しとなっています。
2）例えば、健康食品は「効能・効果」を謳ったり、示唆す
ることが禁止されていますが、「美白」「血圧の気になる方
に」「きれいなお肌に」「お腹の中もスッキリキレイ」「血
液をサラサラ」「ドロドロ血」「肌荒れ防止」「脂肪燃焼」
「疲労回復」「バランスを整える」のようなテレビ等を通じ
て世の中に氾濫している表現について使用ができなかった
り、「肩こり」「冷え性」「○○症候群」「生活習慣病」の
ような疾病名を説明文に使うことができないなど、薬事法や
健康増進法などを充分に理解していない、（薬局・薬店以外
の）一般の事業者にとっては、 個別表現について一つ一つ
行政庁の担当課に相談しない限り判断ができない結果となっ
てしまっています。つまり、事業者は何を遵守すれば良いの
かわからない状態に置かれてしまっているということができ
ます。加えて、上記のような表現は行政庁内でさえ判断が分
かれるため、６者協（厚生労働省と主要５都府県の薬務担当
者の会議）で調整を行わざるを得ない実態が生じており、調
整がなされるまでの間は各自治体の各地の担当部署毎の判断
に委ねられている結果、全国をカバーしているインターネッ
ト販売を行う事業者は矛盾した行政判断の陥穽に落ちている
状況にあります。
3）何をもって「効能・効果」表現であると判断すべきか
は、一般に普及している言葉や表現の状況、使われ方などを
総合的に判断して初めてできることであって、実態を無視し
て「言葉狩り」を行っても、誰も守らないし、守ることがで
きないものだと認識しています。一方で、国民の健康や安全
を守るためには、正しい表現規制が行われ、それが徹底され
ることも不可欠だと考えます。
4）そこで、流動化する情報や氾濫する情報を社会全体の意
識を反映させてどのように基準を適用すべきかというルール
を明確化したガイドラインを作成するとともに、それらのガ
イドラインを事業者が遵守できるような仕組みを早急に用意
することが喫緊の課題であると考えます。
5）加えて、特にインターネットを活用した事業者数は急増
する一方で、各自治体の各地の担当部署の体制は限られたま
まであるため、、従来の仕組みでは行政の手が行き届かな
い、もしくは行き届いたとしても時間がかかり過ぎるような状
6）また、自治体の担当者の中には、既に効力を失ったはずの
7）こうした状況を踏まえ、事業者の自主的な取組みを促し適

薬事法第68条（承認前医
薬品等の広告の禁止）

食品衛生法

健康増進法第31条（栄養
表示基準）
同第32条の2（誇大表示
の禁止）

景品表示法第4条（不当
な表示の禁止）

昭和60年6月27日公取指
第130号（痩身効果等を
標榜するいわゆる健康食
品の広告等について）

昭和46年6月1日薬発第
476号厚生省薬務局長通
知「無承認無許可医薬品
の指導取締りについて」

厚生労働省　他

参考資料
1)2004年11月14日朝日新
聞「ダイエット広告規制
へ」
2)2004年10月24日日経新
聞「サプリメント人気の
背景は？　残る規制、市
場ゆがめる」
3）新体制の案（図：PPT
ファイル）
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5094 50940001 ソニー株式会社 1
輸出入申告の審査区分1のもののシス
テムによる許可

NACCSのシステムが稼働する時間であれば
いつでも入力できることとし、区分1で許
可されるものについてはシステムで許可
という選定をした時点で許可手続の運用
を完了させる。

　通関システム(NACCS)において、審査により
許可とされたもの（輸出）、または自動的に審
査が終了したもの（輸入）という審査区分の種
類(区分1)が設けられており、区分1として許可
された申告については必要に応じて事後点検を
実施するとされている。しかし、実際には審査
官が見る時間でなければシステムへの入力がで
きず、システムによって区分1になるもので
あっても審査官の執務時間でなければ許可され
ていない。
　区分１のものに関してそもそも審査官により
点検を必要としないですむようなものを選定す
べくプログラムされているのであるから、区分
1で許可されたものについてはシステムで許可
という選定をした時点で許可の手続を完了させ
ることが適当である。実際に事後点検で問題に
なることは稀であるが、いずれにせよ税関は許
可後に調査することができる権限を有してお
り、システムが許可していても必要な権限は担
保されている。これにより、区分1のものにつ
いてはNACCSのシステムが稼働できる時間（１
年３６５日、１日２４時間のうちメンテナンス
の時間を除く）であればいつでも許可すること
とする。（区分１のものについては臨時開庁を
必要としない。）税関の審査官の執務時間に関
わるのは区分２と区分３の場合だけとなる。

電子情報処理組織による
税関手続の特例等に関す
る法律第2、3条。同施行
令第4条。通達「システ
ム導入官署における輸出
通関事務処理体制につい
て」、「システム導入官
署における輸入通関事務
処理体制について」

財務省関税局

5094 50940002 ソニー株式会社 2
 プロバイダ責任制限法における発信者
情報開示請求制度の改善

　プロバイダ責任制限法に基づいて、開
示請求者が発信者情報の開示請求を行な
う場合、裁判所の許可を得た上で開示関
係役務提供者に発信者情報の開示請求を
行なうなど、同法第４条第１項の法定要
件を満たすか否かの判断を開示関係役務
提供者に課さない発信者情報開示請求制
度に改められたい。

　特定電気通信役務提供者対して発信者情報の開示請求が行
われた場合、その都度、役務提供者は自ら、①発信情報の権
利侵害の明白性、②開示すべき正当事由の有無について判断
せざるを得ない。この判断は憲法で保障された発信者の表現
の自由やプライバシーという、重大な権利利益に関する問題
である。いったん開示されてしまうと原状回復は不可能であ
る。したがって裁判所の判断を得ずに一企業の独断で開示・
非開示の決定を行うことは困難であるといわざるを得ない。
（仮に役務提供者の判断で開示をし、後に裁判でその判断が
誤りであったとされた場合、役務提供者は損害賠償責任を負
わねばならない。免責規定なし。）
　その為、免責規定が設けられているという消極的な理由か
ら、役務提供者は発信者情報の非開示を選択することになる
が、当然に要求が満たされない開示請求者によって、発信者
情報の開示を求める裁判が提起されることになる。役務提供
者は被告となるが、裁判上何の反論もできず、ただ形式的に
裁判に参加をすることになる（情報が発信された事実を知っ
ているのみで、上記①②の要件については当事者間の問題で
あり、役務提供者にとっては不知）。
　このように、個人の表現の自由に直接影響を及ぼす判断を
せざるを得ない点、仮に役務提供者の判断で開示をした場合
に免責されない点、紛争の当事者ではない役務提供者が過度
の応訴負担を負う点などに鑑みると、上記①②の要件を満た
しているかどうかの判断を役務提供者に課さない制度に改め
られることが切望される。
　その例として例えば、開示請求者が非訟事件手続きなどの
簡便な方法による裁判所の許可を得た上で、役務提供者に対
し開示請求を行うなどの制度を設けることが考えられる。
（この場合、裁判所において上記①②の判断がされ許可され
ている為、役務提供者が発信者情報を開示したことによる賠
償の責めは負わないと推論される）
  役務提供者に作為義務が生ずるのか否か明確でなかった状
況の中で、プロバイダー責任制限法の立法化により、役務提
供者の作為・不作為義務にかかる一定の指針が与えられたこ
とは評価されるが、一方で、上記①②の法定要件をあらかじ
め裁判所で判断しない限り、迅速な開示要求に積極的に応じ
ていくことは困難であり、プロバイダー責任制限法の立法趣
旨にもそぐわないものと考えられる。

特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関
する法律(プロバイダー
責任制限法)第4条

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5094 50940003 ソニー株式会社 3
2400MHz帯小電力データ通信システム
（Bluetooth）の完全相互認証の実現

各国、各地域のいずれかで認証を
取得すれば、他でそれが転用でき
るように、完全なる相互認証を実
現してもらいたい。

 Bluetoothはほとんどの国、地域で同一周波
数、同一規格で運用されているデータ通信シス
テムである。しかし各国、各地域で認証方法の
統一がなされていないため、同じ製品（搭載さ
れているBluetoothも同じ仕様）にもかかわら
ず個別に認証取得する必要が生じている。
 要望が実現によりコストが低減でき、
Bluetooth製品の普及にもつなげることが可能
となる。

電波法設備規則 総務省

5094 50940004 ソニー株式会社 4
小電力データ通信システムの無線局に
おける、占有周波数帯幅の許容値の緩
和

占有周波数帯幅の許容値を下記のように
緩和すべき。

①2.4GHz帯高度化小電力データ通信シス
テム　OFDM、DS : 40MHz
②5GHz帯小電力データ通信システム
40MHz

　無線LANシステム（小電力データ通信システ
ムの無線局）における技術基準において占有周
波数帯幅の許容値が下記のように定められてい
る。
　①2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
OFDM、DS : 26MHz
　②5GHz帯小電力データ通信システム　18MHz

　占有周波数帯幅の許容値が上述のように1
チャンネル相当分に制限されているため、通信
速度の高速化が図れない。また例えば諸外国に
は、米国等既に２チャンネル使用が認められ高
速化通信が実用化されている国もある。要望が
実現されることで高速化が図れると共に、次世
代の規格（IEEE802.11nなど）にも道を開くも
のであると考えられる。

無線設備規則 総務省
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5094 50940005 ソニー株式会社 5
小電力データ通信システムの無線局に
おける空中線の追加認証の廃止もしく
は認証番号変更の廃止

①一定の基準を満たす空中線（例
EIRP100mW以下）の追加の場合には、追加
申請自体を撤廃すべき

②①が改善されない場合には、空中線追
加申請毎に認証番号の変更を廃止とし不
変なものとすべき

①ノートＰＣ内蔵の空中線は機種毎にその形状
が異なっているのが実情であり、その都度変更
申請を行う事により時間的にも工数的にも損失
が発生する。多くの諸外国（アメリカ、韓国を
除く）ではこのような変更申請が必要ないと聞
く。

②空中線の追加申請毎に認証番号が変更される
ことは珍しく、上述のアメリカと韓国において
は追加申請が必要であるが認証番号は不変であ
る。さらに日本では認証番号の全桁表示を義務
付けられていることから機種ごとに異なった認
証番号ラベルを用意する必要があり、ノートPC
の量産性において大きな障害となっている。

・特定無線設備の技術基
準適合証明等に関する規
則
・無線設備規則第49条の
20（小電力データ通信シ
ステムの無線局の無線設
備）

総務省

5094 50940006 ソニー株式会社 6
小電力データ通信システムの無線局に
おける認証番号の表示の廃止

無線LANシステム（小電力データ通信シス
テムの無線局）における技術基準適合証
明の場合、認証番号の表示を廃止し、
マークだけの表示とすべき

　無線LANシステム（小電力データ通信システ
ムの無線局）における技術基準適合証明の場
合、証明ラベル（マーク及び認証番号）を表示
しなくてはならない。
　空中線の追加申請毎に認証番号が変更される
ことは珍しく、アメリカと韓国においては追加
申請が必要ではあるが認証番号は不変である。
日本では認証番号の全桁表示を義務付けられて
いることから機種ごとに異なった認証番号ラベ
ルを用意する必要があり、ノートPCの量産性に
おいて大きな障害となっている。

特定無線設備の技術基準
適合証明等に関する規則

総務省
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5094 50940007 ソニー株式会社 7
有線LAN（Ethernet）通信端末機器の電
気通信端末認証・認定対象からの除外

有線LAN（Ethernet）通信端末は電気通信
端末認証・認定機器の対象から除外する
べきである。

　パーソナルコンピューター等の有線LAN
（Ethernet）通信端末機器は電気通信事業者の
電気通信回線設備に接続される通信端末機器と
見なされ、電気通信端末認証・認定機器とし
て、各機種毎に書類等による審査を試験機関よ
り受けなければいけないとされている。
　有線LAN（Ethernet）通信端末は電気通信事
業者の電気通信回線設備に直接、接続される事
はなく、ADSLモデム等を介して電気通信回線設
備に接続される。従って、電気通信回線設備と
の分界点はADSLモデム側にあるとみなされる。
よって有線LAN（Ethernet）通信端末は電気通
信端末認証・認定機器の対象から除外されるべ
きである
　要望が実現されることで、電気通信端末機器
の認証・認定審査に必要な書類を作成するのに
要する工数、審査費用を削減する事が出来る。

電気通信事業法第52条
端末機器の技術基準適合
認定等に関する規則　第
3条

総務省

5094 50940008 ソニー株式会社 8
電気通信端末認証・認定におけるモデ
ムのモジュール認証・認定適用範囲拡
大

モデムを搭載している通信端末機器にお
いてモジュール認証・認定されているモ
デムを使用した時、ユーザーがモデムモ
ジュールを取り外し不可能な構造の場合
でもモジュール認証・認定適用範囲内と
見なし、モデムに関する審査を省略する
べきである。

　パーソナルコンピューター等モデムを搭載し
ている通信端末機器においてモジュール認証さ
れているモデムを使用した時、ユーザーがモデ
ムモジュールを取り外し可能な構造の場合は電
気通信端末認証・認定におけるモジュール認
証・認定が適用され、モデムに関する審査は省
略されるが、ユーザーが取り外し不可能な構造
の場合はモジュール認証・認定適用外と見なさ
れ、モデムに関する審査が必要であるとされて
いる。
　モジュール認証・認定されているモデムは、
そのモジュール単体で通信端末機器の技術基準
を満足して、技術基準適合認定を受けているの
で、ユーザーがモデムモジュールを取り外す事
の可、不可をモジュール認証・認定適用範囲の
条件にする事は適当ではない。
アメリカ、ヨーロッパ等の諸外国ではユーザー
がモデムモジュールを取り外す事の可、不可を
モジュール認証・認定適用範囲の条件にはして
いない（取り外しが不可能な構造でもモジュー
ル認証・認定が適用される）。
　要望が実現されることによって、電気通信端
末機器の認定・認証審査に必要な書類を作成す
るのに要する工数、審査費用を削減する事が出
来る。

電気通信事業法第52条
端末機器の技術基準適合
認定等に関する規則第3
条

総務省
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5094 50940009 ソニー株式会社 9
その他金融業を行う者の資金の貸付
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の
緩和

定められた施設以外での契約締結の媒介
（勧誘行為を含む）を認めていただきた
い（渉外業務を行うことを認める）。

保険会社が行うことのできる業務として、その
他金融業を行う者の資金の貸付けの業務の代理
が認められたにも拘わらず、定められた施設以
外での契約締結の媒介（勧誘行為を含む）を行
うことができないことは、渉外業務ができない
ことであり、事業促進において極めて大きな阻
害要因となる。よって、保険会社が、定められ
た施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為を含
む）を行うことが可能となれば、事業促進の向
上はもとより、顧客利便性の向上の観点からも
極めて有効である。

保険業法第98条第1項第1
号、保険業法施行規則第
51条第1項第3号、銀行法
第8条第1項、銀行法施行
規則第8条第1項、金融庁
告示第20号

金融庁

5094 50940010 ソニー株式会社 10 生命保険の構成員契約規制の廃止
生命保険の構成員契約規制を早期に廃止
すべきである。

当該規制は、従業員等への圧力販売を防止する
ための措置として講じられているものである
が、行政改革委員会「最終意見」（平成9年12
月）では、「今後、保険業法において、消費者
の意見を踏まえつつ、「圧力募集」に対処する
他の実効性のある透明なルールを検討するとと
もに、構成員契約規制の撤廃の可否を含めた検
討を行っていくべきである」と述べられてい
る。また、「規制改革推進3ヵ年計画（改
訂）」（平成14年3月29日閣議決定）では、金
融審議会において引き続き検討を進めることと
されているのに加え、平成16年3月19日に閣議
決定された「規制改革･民間開放推進3ヵ年計
画」でも平成16年において、“結論を得るべ
く、引き続き検討を進める。”とされている。
　募集代理店が自社ないしグループ企業の従業
員に保険を販売する際には常に圧力募集が行わ
れるというわけではない。むしろ、かかる販売
自体を制限することは、競争原理に反すること
といえる。
　かかる圧力募集は、商品に関する説明義務や
優越的地位の濫用禁止等にかかる規制の適用な
らびに、例えば公益通報者保護制度等のチェッ
ク機能の利用等により、防止可能と思われる。

保険業法第300条、保険
業法施行規則第234条第1
項第2号、平成10年大蔵
省告示第238号

金融庁

396/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5094 50940011 ソニー株式会社 11
事業系一般廃棄物（木くず）の処理方
法

事業系一般廃棄物（木くず）の処理方法
について、ある一定規模の排出がある場
合においては産業廃棄物とみなし、産業
廃棄物処理と同等の処理方法の適用が可
能なよう、規制改革を望む。

現在、木くずについては、“建設業”および
“木材又は木製品の製造業”を除き、一般廃棄
物として処理される。従って、木材パレットな
ど、事業所から出る木くずについて、産業廃棄
物処理業者による処理が不可能となっている。
この結果、当該廃棄物の処理には、①自治体の
運営する処理施設へ直接搬入する、②一般廃棄
物業者に廃棄を委託する、のいづれかの方法が
必要であり、自治体を越えた処理も困難である
などの制約もあって、業務遂行上のコスト要因
となっている。そもそも、同じ材質であるにも
かかわらず、排出業種による分類がなされるの
はおかしいく、また、一般廃棄物として処理さ
れる場合、行政によっては、単純な焼却処理
ケースもあり、資源循環という観点からも望ま
しくない。廃棄物の資源循環という観点も加味
した、規制改革が必要だと考える。

廃棄物の処理および清掃
に関する法律（廃棄物処
理法）、および施行令
（廃棄物処理法　第2条
第2項・第4項、施行令
2条）

環境省

5095 50950001
株式会社クレディセゾン・
ジェーピーエヌ債権回収株式
会社・株式会社富士通総研

1 地方税の徴収・回収業務支援

地方自治法243条（私人の公金取扱い
の制限）「普通地方公共団体は、法律
又はこれに基づく政令に特別の定めが
ある場合を除くほか、公金の徴収若し
くは収納又は支出の権限を私人に委任
し、又は私人をして行なわせてはなら
ない」の部分に関して規制緩和・規制
改革を講ずることが必要。また債権管
理回収業に関する特別措置法第一章第
二条（定義）についても弁護士法72条
に対する配慮をお願いしたい。

文書・電話催告、現地調査支
援、訴状作成支援等

債権回収業者（サービサー）は、さまざま
な回収に対し、確実な実績をあげるノウハ
ウを有している。公権力の行使の部分以外
の文書・電話催告、現地調査や訴状作成な
どのサポートを行うことで、徴収・回収業
務の効率化を図り、徴収率の向上と職員負
荷の軽減に寄与することができる。現在は
文書・電話催告、現地調査や訴状作成など
の支援を行いたくとも、地方自治法243条
において「公金の徴収もしくは収納は私人
に委任し、または私人をして行わせてはな
らない」となっており行うことができな
い。よって、私人も行うことができるよう
に緩和していただきたい。また、債権管理
回収業に関する特別措置法第一章第二条
（定義）についても現在定義にないので弁
護士法72条に対してご配慮いただきたい。

地方自治法243条（私
人の公金取扱いの制
限）、債権管理回収業
に関する特別措置法第
一章第二条（定義）

総務省、法務
省
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5095 50950002
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

2
クレジットカード決済による支払
業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入
などの支払いを職員による立替精算や
請求書支払でなく、クレジットカード
支払で行うことに対する規制緩和をし
ていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払
業務をクレジットカード払い
で行い、仮払・立替払や請求
書払いなどの業務処理を各職
員にクレジットカードを配布
し、業務を効率化・簡素化す
る。

これまで各職員が個別に行っていた精算業
務をクレジットカード支払で行うことで会
計処理の簡素化と事務の効率化を図ること
ができる。具体的には職員の精算業務の効
率化、仮払・立替等の出納業務の削減、決
算の簡素化、振込手数料の削減などが実現
できると考えているため、クレジットカー
ドによる支払業務を行いたい。現在の各省
庁の会計規則上問題があれば、行えるよう
に緩和していただきたい。制度上問題がな
ければ、その旨を明示していただきたい。
現在、内閣府、財務省、経済産業省、警察
庁で部分的に導入されている。したがって
実務的に問題がないと考える。

各省庁の会計にかかる
規則や運用

各省庁

5095 50950003
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

3 国税の支払（納付）代行業務

クレジットカードの立替払いによる支
払（納付）代行を行う上で、現行の法
令や制度において不可能であれば、緩
和して認めていただきたい。制度上問
題がなく、現在可能であるならば、そ
の旨を明示していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

国民の利便性や収納の確実性を考えると、
公金支払（納付）においてクレジットカー
ドの立替払いによる支払（納付）代行を行
いたい。現行の法令や制度において、これ
を妨げるものがあれば緩和を要望。もし制
度上問題がなければ、その旨を明示してい
ただきたい。国税通則法第４１条では、第
三者による国税納付が認められており、ク
レジットカードによる立替払いも一般的に
可能と考える。

現在想定される法令は
国税通則法第41条（第
三者の納付及びその代
位）であるが、その他
法令もあれば含む。

国税庁
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5095 50950004
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

4
社会保険料の支払（納付）代行業
務

クレジットカードの立替払いによる支
払（納付）代行を行う上で、現行の法
令や制度において不可能であれば、緩
和して認めていただきたい。制度上問
題がなく、現在可能であるならば、そ
の旨を明示していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

国民の利便性や収納の確実性を考えると、
公金支払（納付）においてクレジットカー
ドの立替払いによる支払（納付）代行を行
いたい。現行の法令や制度において、これ
を妨げるものがあれば緩和を要望。もし制
度上問題がなければ、その旨を明示してい
ただきたい。

現在想定される法令は
であるが、国民健康保
険法第７８条その他法
令もあれば含む。

社会保険庁

5095 50950005
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

5 国民年金の支払（納付）代行業務

クレジットカードの立替払いによる支
払（納付）代行を行う上で、現行の法
令や制度において不可能であれば、緩
和して認めていただきたい。制度上問
題がなく、現在可能であるならば、そ
の旨を明示していただきたい。国民年
金施行規則第72条において保険料の収
納を委託できるものとして「公共料金
に関する事務処理実績を有する者」と
規定していることから、既に電気/ガ
ス料金等の決済サービスを提供してい
るクレジットカード会社も対象となる
のではないかと考える。

クレジットカード決済による
立替払い

国民の利便性や収納の確実性を考えると、
公金支払（納付）においてクレジットカー
ドの立替払いによる支払（納付）代行を行
いたい。立替払いの導入は十分可能である
と考えるが、現行法令の規定が明確でな
い。国民年金施行規則第72条において保険
料の収納を委託できるものとして「公共料
金に関する事務処理実績を有する者」と規
定していることから、既に電気/ガス料金
等の決済サービスを提供しているクレジッ
トカード会社も対象となるのではないかと
考える。現行の法令や制度において、これ
を妨げるものがあれば緩和を要望する。も
し制度上問題がなければ、その旨を明示し
ていただきたい。

現在想定される法令は
国民年金法92条の3
（保険料の納付委
託）、国民年金施行規
則第72条及びこの規程
に基づく関係法令、で
あるが、その他法令も
あれば含む。

社会保険庁
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事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5095 50950006
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

6
雇用保険料の支払（納付）代行業
務

クレジットカードの立替払いによる支
払（納付）代行を行う上で、現行の法
令や制度において不可能であれば、緩
和して認めていただきたい。制度上問
題がなく、現在可能であるならば、そ
の旨を明示していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

国民の利便性や収納の確実性を考えると、
公金支払（納付）においてクレジットカー
ドの立替払いによる支払（納付）代行を行
いたい。現行の法令や制度において、これ
を妨げるものがあれば緩和を要望。もし制
度上問題がなければ、その旨を明示してい
ただきたい。

現在想定される法令は
労働保険の保険料の徴
収等に関する法律第２
９条であるが、その他
法令もあれば含む。

社会保険庁

5095 50950007
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

7
国立大学・高等専門学校等の受験
料・授業料の支払（納付）代行業
務

各国立大学の「財務及び会計に関する
事項についての基準」（会計規程）で
「クレジットカード決済も行う」と
いった追加をしていただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

学生及び学生の両親等の支払（納付）方法
の多様化による利便性と収納率の向上を図
るため、クレジットカードの立替払いによ
る支払（納付）代行を行いたい。各国立大
学等の「財務及び会計に関する事項につい
ての基準」において、クレジットカードの
立替払いを認めていただきたい。もし現行
制度上問題がなければ、その旨を明示して
いただきたい。

各国立大学で「財務及
び会計に関する事項に
ついての基準」（会計
規程）

文部科学省

400/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5095 50950008
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

8 反則金の支払（納付）代行業務

反則金のクレジットによる立替払いを
行いたいのでこれを可能とすることと
していただきたい。もし現在可能であ
るならば、その旨を明らかにしていた
だきたい。可能でない場合はこれを可
能とするように改めていただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

現在、反則金は滞納が数多く発生してい
る。したがって滞納の軽減と払込者の利便
性のため、クレジットカードの立替払いを
行いたい。道路交通法128条（反則金の納
付）や道路交通法施行令52条（反則金の納
付及び仮納付）2項において、クレジット
カードによる立替払いを可能とすることと
していただきたい。もし現在可能であるな
らば、その旨を明らかにしていただきた
い。可能でない場合、これを可能としてい
ただきたい

道路交通法128条、道
路交通法施行令52条2
項

警察庁

5095 50950009
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

9
税理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

税理士法施行規則第4条（受験手数料
等）「法第九条第一項 の受験手数料
又は同条第二項 の認定手数料は、そ
れぞれ第二条第一項の税理士試験受験
願書又は同条第三項の研究認定申請書
若しくは前条第二項の研究認定申請書
兼税理士試験免除申請書に収入印紙を
はつて納付しなければならない。 」
の部分を規制緩和していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

現在、税理士試験の受験手数料は印紙で払
うが、受験者の利便性を考慮しクレジット
カードによる立替払いを行いたい。した
がって税理士法施行規則第4条（受験手数
料等）「法第九条第一項 の受験手数料又
は同条第二項 の認定手数料は、それぞれ
第二条第一項の税理士試験受験願書又は同
条第三項の研究認定申請書若しくは前条第
二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申
請書に収入印紙をはつて納付しなければな
らない。 」の部分を規制緩和していただ
きたい。

税理士法施行規則第4
条（受験手数料等）

国税庁

401/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5095 50950010
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

10
特許・実用新案・商標・意匠の申
請手数料の支払（納付）代行業務

特許法１０７条（特許料）５項「第一
項の特許料の納付は、経済産業省令で
定めるところにより、特許印紙をもつ
てしなければならない。ただし、経済
産業省令で定める場合には、経済産業
省令で定めるところにより、現金をも
つて納めることができる。 」の部分
を規制緩和していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

現在、特許・実用新案・商標・意匠の申請
手数料は印紙で払うが、申請者の利便性を
考慮しクレジットカードによる立替払いを
行いたい。したがって特許法１０７条（特
許料）５項「第一項の特許料の納付は、経
済産業省令で定めるところにより、特許印
紙をもつてしなければならない。ただし、
経済産業省令で定める場合には、経済産業
省令で定めるところにより、現金をもつて
納めることができる。 」の部分を規制緩
和していただきたい。

特許法107条（特許
料）５項

特許庁

5095 50950011
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

11
司法書士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

司法書士法施行規則第３条３項（受験
手続）「法第六条第四項 に規定する
受験手数料は、受験申請書に受験手数
料の額に相当する額の収入印紙をはつ
て納付しなければならない。 」の部
分を規制緩和していただきたい。

クレジットカード決済による
立替払い

現在、司法書士試験の受験手数料は印紙で
払うが、受験者の利便性を考慮しクレジッ
トカードによる立替払いを行いたい。した
がって司法書士法施行規則第３条３項（受
験手続）「法第六条第四項 に規定する受
験手数料は、受験申請書に受験手数料の額
に相当する額の収入印紙をはつて納付しな
ければならない。 」の部分を規制緩和し
ていただきたい。

司法書士法施行規則第
３条３項（受験手続）

法務省

402/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5095 50950012
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

12
弁理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

弁理士法施行規則第７条（受験手数
料）「法第十五条第一項 に規定する
受験手数料は、受験願書に、特許印紙
をはって、これを納付しなければなら
ない。」の部分を規制緩和していただ
きたい。

クレジットカード決済による
立替払い

現在、弁理士の受験手数料は印紙で払う
が、受験者の利便性を考慮しクレジット
カードによる立替払いを行いたい。した
がって弁理士法施行規則第７条（受験手数
料）「法第十五条第一項 に規定する受験
手数料は、受験願書に、特許印紙をはっ
て、これを納付しなければならない。」の
部分を規制緩和をしていただきたい。

弁理士法施行規則第７
条（受験手数料）

特許庁

5096 50960001 社団法人信託協会 1
国・地方公共団体の保有する財産につ
いて流動化、証券化を目的とした信託
を可能とすること

・ 国が保有する財産は、行政財産、普通
財産、物品及び債権に分類される。ま
た、地方公共団体が保有する財産は、行
政財産、普通財産、物品及び債権並びに
基金に分類される。しかし、ともに、普
通財産である土地（及びその定着物）以
外を信託することは認められていない。
・ また、普通財産である土地（及びその
定着物）の信託についても、国・地方公
共団体自らが受益者となる場合しか認め
られておらず、また、地方公共団体の場
合は公用又は公共用に供するために必要
が生じたときは信託期間中であっても信
託契約を解除できるものとされている。
・ そこで、国・地方公共団体が保有する
財産のうち、普通財産である土地（及び
その定着物）以外の財産についても信託
を可能とすること、及び、その場合に
（普通財産である土地（及びその定着
物）の信託も含めて）流動化、証券化が
可能となるような法的手当てをあわせて
行うことを要望するもの。

・ 国及び地方公共団体いずれにおいても、早
期の財政健全化の必要性が叫ばれている現在に
おいて、保有する財産の売却を中心に財政の健
全化に向けた取組みがなされているところ、そ
の財産によっては、購入に多額の資金を必要と
するために、売却先が現れない場合も想定され
る。斯かる場合において、その保有する財産を
流動化、証券化のために信託することにより、
当該信託により生じる受益権を小口化し、多数
の投資家に売却することで資金調達が可能とな
り、早期の財政健全化が図られることとなる。
・ また、地方公共団体において、資金調達手
段の多様化が図られることは、地方分権の推進
という国家施策にも合致するものである。な
お、一部の地方公共団体においては、保有する
金銭債権をローン・パーティシペーション方式
で流動化した実例が存在する。

・ 国有財産法等
・ 地方自治法第２３７
条、２３８条の４及び２
３８条の５

・財務省
・総務省

403/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5096 50960002 社団法人信託協会 2
国内の年金ファンド等による海外ＲＥＩＴ
の組入れを容易にすること

・ 主として不動産に投資を行う海外ＲＥ
ＩＴ（米国ＲＥＩＴ、豪州プロパティ・
トラスト等）は、「投資信託及び投資法
人に関する法律」における外国投資信託
あるいは外国投資証券に該当するものと
解されている。なお、外国投資信託及び
外国投資証券については、発行者等によ
る内閣総理大臣への届出がない場合、国
内の証券会社は募集、売買、媒介、取次
ぎ等を行うことができないこととなって
いる。ここで、海外ＲＥＩＴについて
は、当該届出がなされていないものが一
般的であることから、国内の証券会社は
取扱いができない。
・ 例えば、以下のような場合について
は、投資家保護上、特段の問題は生じな
いと考えられることから、海外ＲＥＩＴ
で発行者による届出がないものについて
国内の証券会社による取扱いを可能とす
る手当てを要望するもの。
① 売買の発注者が適格機関投資家である
場合
② 海外の市場に上場されている等の一定
の基準を満たすものである場合
③ 設定された国の法令に基づき承認等を
取得している場合
なお、②③については、特定の国・地域
の市場に上場されている、あるいは特定
の国・地域の法令に基づき承認等を取得
しているＲＥＩＴに限定して、取扱いを
可能とする手当てもあり得る。

・ 海外ＲＥＩＴは、外国株式の主要インデッ
クスの構成銘柄として一定比率含まれており、
当該指標をベンチマークとするパッシブ型の信
託財産（特に年金資産）運用において、組み入
れが必須となっている。
・ ここにおいて、国内証券会社を通じた売買
の発注ができないため、運用実績がベンチマー
クと乖離する要因になっており、結果、投資家
の利益を害するものとなっている。

・ 投資信託及び投資法
人に関する法律第５８条
及び第２２０条

・金融庁

5096 50960003 社団法人信託協会 3
信託銀行による投資信託の効率的運
用を阻害する規制を撤廃すること（その
１）

・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、
委託者指図型投資信託あるいは投資法人より投
資信託財産の運用に係る権限の委託を受ける場
合において、当該信託銀行が自ら受託者となっ
ている投資信託財産については、「主として有
価証券」に運用することができない。
・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、
投資信託財産の運用に係る権限の委託を制約な
く受けられるようにすることを要望するもの。
・ 証券投資信託以外の投資信託、例えば不動
産投資信託については、斯様な規制はなく、制
度間の規制に論理的整合性がない。
・ 「主として有価証券」に投資する投資信託
財産の運用と管理を同一の者が行う場合は、有
価証券の値動きを利用して、受託者自らあるい
は当該投資信託の受益者以外の第三者を利する
ような行為を行うというような弊害の発生の蓋
然性が高いということであれば、当該弊害を防
止するための行為規制を課すことで対応は可能
である。
・ 但し、現在国会上程中の信託業法改正案に
おいて、受託者には忠実義務（第２８条第１
項）、善管注意義務（同条第２項）、分別管理
義務（同条第３項）が課されるとともに、信託
財産に係る行為準則（第２９条第１項）及び自
己取引に係る行為準則（第２９条第２項）が設
けられているところであり、加えての行為規制
は不要である。
・ なお、会社型投資信託において、証券業を
兼業する投資信託委託業者は、投資法人の資産
の運用と当該投資法人の資産の保管をあわせて
受任することができることからも、上記の規制
には理屈がないことが明らかであることから、
早期の撤廃を要望するものである。

・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、
「認可投資顧問業者」として、有価証券運用に
係る専門的な知識・経験を有する者である。当
該規制の撤廃により、斯かる知識・経験が存分
に発揮され、運用機関間の競争が一段と促進さ
れることにより、多様な運用サービスの提供、
多様な投資信託商品の組成が可能となり、商品
選択の選択肢の拡大等、投資家の利益に大いに
資するものである。
・ また、投資家による投資信託商品取引の拡
大により、有価証券取引が拡大し、有価証券取
引市場の活性化、安定的な成長も図られる。

・ 投資信託及び投資法
人に関する法律施行令第
２条

・金融庁

404/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5096 50960004 社団法人信託協会 4
信託銀行による投資信託の効率的運
用を阻害する規制を撤廃すること（その
２）

・ 委託者非指図型投資信託について、信
託銀行が信託財産を「主として有価証
券」に運用することができない。
・ 斯かる規制の撤廃を要望するもの。
・ 委託者非指図型投資信託の受託者たる
信託銀行は、信託法等の規律の適用を受
けるものであり、諸規律を遵守すべく十
分な運営・管理体制を整備・構築してい
る。
・ 「主として有価証券」に投資する投資
信託財産の運用と管理を同一の者が行う
場合は、有価証券の値動きを利用して、
受託者自らあるいは当該投資信託の受益
者以外の第三者を利するような行為を行
うというような弊害の発生の蓋然性が高
いということであれば、当該弊害を防止
するための行為規制を課すことで対応は
可能である。
・ 但し、現在国会上程中の信託業法改正
案において、受託者には忠実義務（第２
８条第１項）、善管注意義務（同条第２
項）、分別管理義務（同条第３項）が課
されるとともに、信託財産に係る行為準
則（第２９条第１項）及び自己取引に係
る行為準則（第２９条第２項）が設けら
れているところであり、加えての行為規
制は不要である。
・ また、そもそも信託財産の運用対象は
信託契約により決定されるべきものであ
り、法令による規制は多様な商品設計の
阻害要因以外のなにものでもないことか
ら、早期の撤廃を要望するもの。

・ 信託銀行は、有価証券運用に係る専門的な
知識・経験を有している。当該規制の撤廃によ
り、斯かる知識・経験が存分に発揮され、運用
機関間の競争が一段と促進されることにより、
多様な運用サービスの提供、多様な投資信託商
品の組成が可能となり、商品選択の選択肢の拡
大等、投資家の利益に大いに資するものであ
る。
・ また、投資家による投資信託商品取引の拡
大により、有価証券取引が拡大し、有価証券取
引市場の活性化、安定的な成長も図られる。

・ 投資信託及び投信法
人に関する法律第４９条
の３

・金融庁

5096 50960005 社団法人信託協会 5
財産の効率的運用に資するインターナ
ル・クロス取引に係る規制を緩和するこ
と

・ 投資一任契約に係る信託財産と他の投
資一任契約に係る信託財産との間のイン
ターナル・クロス取引を行うには、「あ
らかじめ個別の取引ごとに双方の顧客の
同意を得」る必要がある。
・ ここで、当該インターナル・クロス取
引を信託業法案第２９条第２項及び第３
項の規律を参考に、以下の要件により行
うことを可能とするよう、要望するも
の。
① 投資一任契約においてインターナル・
クロス取引を行う旨及び当該取引の概要
についての定めがあること
② 取引が公正なものであること
③ 取引後に当該取引に係る開示がなされ
ること
・ 特に、恣意的裁量の入る余地がなく機
械的に財産の運用が行われる、パッシ
ブ・ファンド、モデル・ドリブン・ファ
ンドについては、少なくとも上記の要件
により可能として頂きたい。

・ インターナル・クロス取引は、取引コスト
の削減、価格変動リスクの削減等を目的として
行われるものであり、顧客の利益に資するもの
である。しかし、現行の規制に従い、当該取引
を行う都度、事前にかつ個別に顧客の同意を得
ることは実務上困難であり、当該取引を禁止し
ているのに事実上等しく、無用な取引コストが
発生し、顧客の利益を害する結果を招来してい
る。
・ 当該取引は、同一の運用者が複数の投資一
任契約に係る信託財産間で有価証券の売買を行
うものであることから、利益相反を生む余地を
孕んでおり、一定の弊害防止措置を講じる必要
があることは事実であるが、当該取引を行うに
あたって、要望内容に記載の要件を課すこと
で、運用者の恣意の排除、取引の透明性の確保
は可能であり、利益相反という弊害が生じる惧
れは十分に排除できるものと考える。
・ 今後、信託銀行に運用裁量権のある信託
が、投資一任業者に運用裁量権がある信託に切
替わっていく可能性を勘案すれば、信託業法案
第２９条第２項及び第３項の規律を採用するこ
とが相当である。
・ なお、米国のＥＲＩＳＡ法においては、
パッシブ・ファンド及びモデル・ドリブン・
ファンドについて、一定の要件（トリガー・イ
ベントの特定による運用者の恣意性の排除、適
時の情報開示、記録の保管等）のもと、取引を
行う都度の顧客の個別の同意を要しないことと
しており、規制の国際的な整合性という観点か
らも取引条件が劣後することから、上記の対応
を求めるもの。

・ 有価証券に係る投資
顧問業者の規制等に関す
る法律施行規則第２９条
の２第１項第４号

・金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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管理番号

要望事項
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補助
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5096 50960006 社団法人信託協会 6
信託財産に係る議決権保有規制の緩
和（独占禁止法）

・ 独占禁止法では、銀行業を営む会社
は、同法第１１条第２項の認可を受ける
ことにより、信託財産として総株主の議
決権の５％を超える議決権を１年超保有
することができる。なお、その認可基準
は公正取引委員会ガイドライン「独占禁
止法第１１条の規定による銀行又は保険
会社の議決権の保有等の認可についての
考え方」に定められているところであ
る。
・ 同ガイドライン中、“信託財産として
所有等する議決権の増加割合が年１％以
下であること”という認可基準につき、
規制の緩和を求めるもの。

・ アクティブ・ファンドにおける運用計画に
沿った銘柄の新規組入れ、追加取得、あるいは
運用計画の変更に伴う新規組入れ等により、個
別銘柄によって議決権保有割合が短期間で大幅
に増加する実例が存在する。
・ 斯かる実例が存在するところ、“信託財産
として所有等する議決権の増加割合が年１％以
下であること”という基準により、信託財産の
効率的な運用を阻害し、投資家の利益を害する
結果を招来している。

・ 独占禁止法第１１条
・ 公正取引委員会ガイ
ドライン「独占禁止法第
１１条の規定による銀行
又は保険会社の議決権の
保有等の認可についての
考え方」

・公正取引委員
会

5096 50960007 社団法人信託協会 7

投資顧問業者の役員または投資顧問
業法施行令第3条に規定する使用人の
住所に関する公衆縦覧の廃止および住
所変更に伴う変更の届出の廃止

・ 投資顧問業者登録簿には、投資顧問業
者の役員または投資顧問業法施行令第3条
に規定する使用人（以下、「重要な使用
人」という。）の住所が記載されてお
り、それらは公衆の縦覧に供されてい
る。
・ また、役員または重要な使用人の住所
に変更が生じた場合には変更の届出を
行っている。
・ この「住所」に関する公衆縦覧の廃止
と、住所変更に伴う変更の届出を廃止し
ていただきたい。

・ 投資顧問業者の役員または重要な使用人と
して届け出ている以上、住所までを開示する必
要性は乏しく、住所などの個人情報を公衆の縦
覧に供することは、プライバシーおよびセキュ
リティ上の問題もあることから要望するもの。
・ また、住所に関する公衆縦覧が廃止される
ことにより、住所変更の届出も不要であると考
えるため、当該事由による変更の届出の廃止を
要望するもの。

・有価証券に係る投資顧
問業の規制等に関する法
律第6条および第8条

・金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5096 50960008 社団法人信託協会 8
投資顧問業法第8条第1項および第29
条第1項第6号に基づく変更届出書の提
出期限の緩和

・ 認可投資顧問業者は、投資顧問業者登
録簿に記載されている事項、投資判断者
等に異動が生じた場合および営業所に変
更があった場合などにおいては、変更の
届出を2週間以内に行うこととされている
が、この期限を弾力化していただき、例
えば1ヵ月としていただきたい。

・ 2週間以内に会社の登記簿謄本、個人の住民
票等の公的書類を準備し、変更届出書に添付す
ることは実務上困難な場合もあるため、緩和を
要望するもの。

・ 有価証券に係る投資
顧問業の規制等に関する
法律第8条第1項および第
29条第1項第6号

・金融庁

5096 50960009 社団法人信託協会 9
確定給付企業年金･厚生年金基金にお
ける制度設計の自由度向上

・ 確定給付企業年金では、適格退職年金
や退職一時金において認められている加
入資格、給付設計等の要件について適用
できないものがある。また、キャッシュ
バランスプランに係る要件、老齢給付金
支給要件、選択一時金支給要件等によ
り、円滑な制度移行や、高齢者に係る勤
労形態の多様化への対応に支障をきたす
ケースが生じている。
・ 退職一時金制度や適格退職年金からの
円滑な移行を促進するために、以下の項
目についての制限を緩和ないし弾力化す
ること。
① 加入者期間・加入待期期間に係る制限
の緩和
② 給付における完全調整の容認
③ キャッシュバランスプランに係る選択
肢の拡大（給付額に下限を設けない制度
の導入、下限を設ける場合の運営の弾力
化、再評価指標の拡大）
④ 確定給付企業年金法における老齢給付
金の支給要件の緩和（例えば、60歳以上
の退職を支給要件とすることを可能とす
ること。）
⑤ 選択一時金の支給上限に係る制限の緩
和（例えば、選択一時金の支給上限であ
る「保証期間に係る現価相当額」の計算
に用いる割引率として、「一時金選択時
に支給されている年金額または支給され
る予定の年金額の給付利率」を使用する
取扱いを認めること。）

・ ①・②顧客ニーズに合わせた柔軟な制度要
件による制度間の円滑な移行を促進し、公的年
金を補完する役割を負っている各企業年金制度
の普及、拡充への基盤を整備するもの。
・ ③キャッシュバランスプランは、運用リス
クの年金財政への影響軽減が可能となる有意義
な方式であり、確定給付型の企業年金の一層の
普及・充実のため更なる選択肢の拡充を求める
もの。
・ ④現状、老齢給付金支給要件は60歳以上65
歳以下の規約で定める年齢に達したときとされ
ている。高齢者に係る勤労形態が多様化するな
かで、年金か雇用かの選択肢を設けたい企業も
あり、年齢のみを要件とすると支障が生じるた
め、例えば60歳以上の退職を支給要件とする等
の措置を要望するもの。
・ ⑤現状、上記計算に係る割引率として、
「前回の財政計算の下限予定利率」を用いるこ
ととされており、今後これが給付利率を上回る
と一時金支給が年金支給に対し不利益となるた
め、一時金支給への制限緩和を要望するもの。

確定給付企業年金法、厚
生年金保険法、関連政省
令・通知

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5096 50960010 社団法人信託協会 10
確定給付企業年金･厚生年金基金にお
ける財政運営の自由度向上

・ 確定給付企業年金及び厚生年金基金に
ついては、制度間移行等の有無に関わら
ず、非継続基準の適用により一定期間内
の積立基準確保が求められている。
・ 代行返上等の制度間移行によって大幅
に掛金負担が増加することがないよう、
非継続基準に抵触した場合の積立期限を
弾力化していただきたい。

・ 企業年金制度は長期に亘って継続されるこ
とに鑑み、環境変動による制度運営負荷を軽減
する観点から、非継続基準抵触時の積立期限の
延長を求めるもの。

確定給付企業年金法、厚
生年金保険法、関連政省
令・通知

厚生労働省

5096 50960011 社団法人信託協会 11
確定給付企業年金における規約の承
認・認可申請手続の緩和

・ 確定給付企業年金制度では、規約（制
度）の制定・変更にかかる承認・認可申
請手続について、適格退職年金制度から
の移行の場合を含め、原則として、厚生
労働大臣へ申請書を提出し、事前に承
認・認可を受ける手続きを行わなければ
ならない。（届出で足りる範囲は限定的
である。）また、申請に要する書類は多
岐に亘っている。このため、円滑な規約
の制定・変更に支障をきたす恐れがあ
る。
・ 一定の要件を充たす場合（転籍の発生
に伴うポータブルペンションの実施等）
については、事前の承認・認可手続を緩
和し、事後の届出で足りる範囲及び届出
を不要とする範囲を拡大することを認め
ていただきたい。
・ また、事前の承認・認可手続を要する
場合においても、申請手続きに係る提出
書類の簡素化を図っていただきたい。

・ 現状の確定給付企業年金の承認・認可手続
においては、原則として事前の承認・認可手続
が必要とされており、過度の規制となっている
と考えられる。特に、適格年金では大多数が自
主審査を経て受託機関が国税庁へ届出を行って
いるのに対し、確定給付企業年金では事業主が
厚生労働大臣へ承認・認可申請を行わなければ
ならず、委託者の負担が大きく増加している。
・ また、厚生年金基金は最多でも1,800基金程
度であったため認可申請制度でも可能であった
と思われるが、現在の50,000件以上の適格年金
（100人以上でも10,000件超）が確定給付企業
年金へ移行するにあたっては、スムーズな許認
可運営のためにも、手続きの緩和が不可欠と考
える。
・ 上記を勘案し、かつ、現在の適格年金の運
営を鑑み、転籍の発生に伴うポータブルペン
ションの実施等一定の条件を充たす場合につ
き、事後届出制を導入すること、及び、届出不
要とする範囲を拡大することを要望するもの。
併せて、事前の承認・認可手続を要する場合に
ついても提出書類の簡素化を要望するもの。

確定給付企業年金法第5
条・第6条・第12条・第
16条

厚生労働省
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5096 50960012 社団法人信託協会 12
確定拠出年金法　災害時等の一時金
引出しの追加

・ ６０歳未満での一時金の引出しは、障
害になった場合の給付、死亡一時金を除
くと、脱退一時金しか認められていな
い。
・ 災害時等においては引出しを可能とす
る措置を設けていただきたい。

・ 確定拠出年金は、厚生年金基金、適格退職
年金等の従来の企業年金と異なり、各人毎の保
有資産・残高管理されており、随時これを知る
ことが出来る。そのため、各人は自身の資産と
の意識が高く、災害時等においてはその引出し
を希望する可能性が高いと考える。
・ また、こうした解約の道を作ることは、個
人型、企業型ともに、制度の普及にも資するも
のと考えられる。

確定拠出年金法 厚生労働省

5097 50970001 岐阜県多治見市 1
育児に係る部分休業の時間数の弾力
化

１日２時間まで取得できる育児のための
部分休業の時間数の弾力化

育児のための部分休業の時間数に
ついて、「勤務時間の始め又は終
わりにおいての２時間」を例えば
条例で定めるところにより「１週
間を通じて20時間を超えない範囲
内」などとし、制度の多様な活用
を図る。

①子を養育する職員の育児・託児の態様から、
１日２時間の部分休業形態は積極的な活用が図
りにくいとの意見があること。②育児は地方公
務員のみならず、国家公務員、民間企業労働者
にも共通する事項と認識している。したがっ
て、次世代育成支援の観点からも育児休業制度
を全国的な規模で活用しやすい制度にすべきこ
とが急務であること。③国との権衡を考慮し
て、国の育児休業制度に準じて定めるものとの
意見は理解できるが、平成16年６月９日に公布
された「地方公務員法及び地方公共団体の一般
職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改
正する法律（法律第85号）」においては、国家
公務員にない制度を地方公務員制度に導入され
た例（高齢者部分休業及び修学部分休業制度の
創設）もあることから、必ずしも国の育児休業
制度に準じなければならないとはいいきれない
こと。

①国家公務員の育児休業
等に関する法律（平成３
年法律第109号）第３
条、第４条、第11条　②
地方公務員の育児休業等
に関する法律（平成３年
法律第110号）第２条、
第３条、第９条　③人事
院規則19-0（職員の育児
休業等）第15条　④地方
公務員法（昭和25年法律
第261号）第24条第５項

総務省
構造改革特区第５次提案
（規制特例提案事項管理
番号16371010）
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5097 50970002 岐阜県多治見市 2 育児休業期間の弾力化
育児休業期間について、例えば１週間の
うち２日間や隔日勤務などを可能にする
育児休業形態の弾力化

　育児休業は子が３歳になるまで
の間で、「育児休業をしようとす
る期間の初日及び末日を明らかに
して承認の請求をするもの」とさ
れており、継続的な休業制度か
ら、例えば「１週間のうち２日間
勤務」や「隔日勤務」などに変更
するなど育児休業制度の多様な活
用を図る。

①承認された期間を継続的に休業する（断続的
な勤務が認められない）ことから、職場復帰へ
の不安が大きいとの意見があること。②育児は
地方公務員のみならず、国家公務員、民間企業
労働者にも共通する事項と認識している。した
がって、次世代育成支援の観点からも育児休業
制度を全国的な規模で活用しやすい制度にすべ
きことが急務であること。③国との権衡を考慮
して、国の育児休業制度に準じて定めるものと
の意見は理解できるが、平成16年６月９日に公
布された「地方公務員法及び地方公共団体の一
般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を
改正する法律（法律第85号）」においては、国
家公務員にない制度を地方公務員制度に導入さ
れた例（高齢者部分休業及び修学部分休業制度
の創設）もあることから、必ずしも国の育児休
業制度に準じなければならないとはいいきれな
いこと。

①国家公務員の育児休業
等に関する法律（平成３
年法律第109号）第３
条、第４条、第11条　②
地方公務員の育児休業等
に関する法律（平成３年
法律第110号）第２条、
第３条、第９条　③人事
院規則19-0（職員の育児
休業等）第15条　④地方
公務員法（昭和25年法律
第261号）第24条第５項

総務省
構造改革特区第５次提案
（規制特例提案事項管理
番号16371020）

5097 50970003 岐阜県多治見市 3

地方自治法第96条第1項第12号の和解
及び同項第13号の損害賠償の額を定
めることに関する議会の議決範囲の緩
和

地方自治法第96条第1項の議会の議決を受
けるべき事項のうち同項第13号の「法律
上その義務に属する損害賠償の額」につ
いては、「政令で定める金額以内で条例
で定める金額を除く｡」こととし、同項第
12号の「和解」についても、「法律上そ
の義務に属する損害賠償に関わるものに
ついては、政令で定める金額以内で条例
で定める金額を除く。」こととし、議会
の議決を得る事項の緩和を図る｡
　なお、政令で定める金額は、100万円以
内で条例で定める額とする｡

交通事故等による小額な損害賠償
については、保険で対応が可能で
あり、地方公共団体にとって異例
の支出義務を負うものでないにも
かかわらず、その都度同法180条
第1項の規定により専決処分し、
同条第2項の規定により議会に報
告しなければならない。
　したがって、事務の合理化を図
る観点から「政令で定める金額以
内で条例に定める金額」について
は地方自治法第96条第1項第13号
の議会の議決要件から除くことと
する｡
　また、「示談」に当たる同法第
96条第1項第12号の「和解」につ
いても同趣旨で、「法律上その義
務に属する損害賠償に関わるもの
については、政令で定める金額以
内で条例で定める金額」を除くこ
ととする。

地方自治法第96条第1項
第12号及び同項第13号

総務省

昨年本市において、地方
自治法180条第1項の規定
により専決処分し、同条
第2項の規定により議会
に報告した損害賠償の額
を定める件数は10件で、
1件当たりの平均額は
63,276円である。
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5097 50970004 岐阜県多治見市 4
勤務実績を反映した給与処遇制度の創
設

勤務評定結果に基づき、給料月額に一定
割合を加算し、又は減額することができ
る制度の構築を提案したい。一定期間、
一定割合の加算、減算を行うことによ
り、勤務成績を給料に柔軟に反映させる
ことを目的とする。現行の給料表、給与
体系を維持したうえで給料に勤務評定結
果を反映させたい。

勤務評定結果に基づき、特に成績
優秀であった者に対しては給料月
額に一定割合を加算、また、成績
が特に良くない者に対しては一定
割合を減額することとし、次の評
定期間の成績次第では本来受ける
べき給料月額に戻ったり、又はこ
れに加算、減算されたりする制度
を構築するよう提案したい。級・
号給を変更することなく、法又は
条例で定める一定期間、一定割合
の加算、減算を行うことにより、
勤務成績を給料に柔軟に反映させ
ることを目的とする。現行制度に
おいて同様の効果を求めようとす
ると、同一人に対して特別昇給や
降給を繰り返し行うこととなり現
実的ではない。あくまでも現行の
給料表、給与体系を維持したうえ
で給料に勤務評定結果を反映させ
たい。

①「働かなくても同じ給料」は是正すべき。②
職員が高い士気をもって働くためには、その
「働き」を適切に給料に反映させることが必
要。③民間においても成果主義の給与体系が導
入されつつあること。

①地方公務員法（昭和25
年法律第261号）第24条
②同法第25条第３項　③
同法第27条及び第28条

総務省

構造改革特区第５次提案
（規制特例提案事項管理
番号16381010）。本提案
の趣旨に鑑みれば一部の
地域においてのみ適用さ
れるより、むしろ全国的
に実施することができる
よう措置することが適当
であると考えられること
から、特区における規制
の特例措置の提案ではな
く、全国で実施すべき規
制改革・民間開放要望に
おいて提案を行うもので
ある。

5097 50970005 岐阜県多治見市 5 執行機関の条例による設置

地方自治法（昭和22年法律第67号）第138
条の4第1項によれば、普通地方公共団体
の執行機関の設置は、法律によることと
されている。
本提案は、普通地方公共団体の執行機関
を当該普通地方公共団体の条例により設
置することができるものとするものであ
る。

本市では、行政改革の観点から、
苦情処理に限らず、行政改善の手
法として、オンブズパーソンの設
置を検討していくこととしてお
り、市民からも設置すべきとの意
見を頂いているところである。
オンブズパーソンの実効性を高め
ていくには、高い独立性を持ち、
独自の権限を持つ機関として設置
する必要がある。
しかしながら、現行法の枠組みで
は、執行機関の附属機関として設
置するしかなく、条例により執行
機関として設置できることとする
よう提案するものである。

オンブズパーソンの設置手法として、執行機関
の附属機関と執行機関を比較すると次のとおり
である。
（1）執行機関の附属機関
附属機関は、執行機関に対して、拘束力を持た
ず、また、その運営についても、独立性が無
い。
また、その設置目的については、調停、審査、
諮問又は調査とされている。
（2）執行機関の設置
執行機関は、その権限の範囲内で、自ら意思決
定が可能であり、拘束力を持つことも可能であ
り、また、その運営についても、独立性が担保
される。
そもそも、執行権限が一の機関に集中されるこ
となく、複数の執行機関が設けられている趣旨
は、権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当
を期するとともに、住民の直接参加による機関
により行政の民主化を確保するためである。
本提案の趣旨も、これと異なるところはない。
　既に、多くの地方公共団体において、オンブ
ズパーソン制度が確立されている。これらにつ
いては、現行法の制限により、執行機関として
設置することができず、執行機関の附属機関と
して設置しているところであるが、独立性の確
保については、その任命に当たり、議会の同意
を要件とするなどにより担保してきているに過
ぎない。従って、執行機関に対する附属機関の
意見の拘束力については、自ずから限界があ
る。
　これらのことから、オンブズパーソンの実効
性を高めていくため、執行機関としての設置が
有効であると考える。

地方自治法（昭和22年法
律第67号）第138条の4第
1項

総務省
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5098 50980001 Ｈ．Ｃ．Ｇ．研究所 1
スクール・カウンセラーの業務独占資格
の廃止

スクール・カウンセラー（SCと略す）の
選考の基準の中、　　第４条の「ただし
書き」の全文（3行）を削除する。

日本各地の教育委員会は、この削
除により、学校のニーズ・学区の
教育予算にあった、SCとSCに準ず
る者を自由に採用することができ
る。これにより以下の効果が生ま
れる。　　　　　　　①教育委員
会の人事　　　は臨床心理士に限
定せず、広く人材を採用し、活用
することができる。　②準ずる者
に就職と活躍の機会と希望を与え
る　　　　　　③臨床心理学以外
の心理学（教育、学習発達、等）
を学ぶ多数の大学生に準ずる者に
なれる希望と就職の道を開く。
④退職教員、現場の教師の中に、
準ずる者を希望する有能なカウン
セラーが多い。

①SCに対する学校の要望は、不登校・いじめ、
学習不適、学級崩壊、反社会的行動、キャリア
相談等がある。これには臨床心理士よりも、教
育カウンセラー、学校心理士の方が適している
ことが実証されてきた。②臨床心理士は１対１
の対応は訓練されているが、小集団，学級集団
への対応は訓練されていない。③文科省がSCを
臨床心理士に事実上独占させているので、教育
現場心理学界・心理系の学部、大学院の文科省
に対する不満と差別感が大きい。④SCがスター
トして７年文科省は臨床心理士以外の資格者へ
の配慮を示すべきである

スクール・カウンセラー
活用事業補助　平成13年
4月2日初等中等局長裁定
第4条（ただし書き）

文部科学省　初
等中等局

＊資料1(初等中等教育局
長平成13年　　4月2日通
達)

5099 50990001 個人 1
氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要
な欧文表記を戸籍に記載する特例制度

氏名に関する国民の基本的人権がとりわ
けその欧文表記に関して侵害される事実
が認められ、その是正のために当人が特
定の欧文表記を以って正当な氏名として
生涯責任を負う旨の宣誓手続きを申し出
た場合には、戸籍にその個人の「氏名の
欧文表記」として記載する。かかる表記
は元来の和文表記を駆逐するものではな
い。記載後の変更には家裁による手続き
を要件とする。1. いわゆるローマ字諸派
の流儀により「当人が忌避する不正確な
呼称」や「性別錯誤など氏名として忌避
すべき価値の連想」を惹起する恐れが否
定できず、2.当人が定める欧文表記の
「当人にとり最重要な欧文言語」による
呼称が「戸籍に記載された和文氏名表記
の呼称」と一致又は最近似する場合にこ
れを認めるものとする。

国内外を問わず、氏名の人権侵害
を甘受せずに生活し活躍できる社
会基盤を構築する。1.報道(含外
国語放送等)2.医療(CTなど欧文入
力機器) 3. 保険・金融・通信等
事業や資本の国際化に伴なう顧客
のdata baseの欧文化 4.知的所有
権情報の国際化 5. 治安・税務情
報の国際的共有化 6. 電子的通信
網(Internet)による国際的な不特
定多数による情報流布 7. 旅券や
国際免許等、のすべてに亘り、故
意に当人の意思に反する表記を成
し流布する者に対し、不法行為法
をもって保護される欧文表記を明
示できるようになる。これによ
り、報道被害などの恐れから解放
されて大胆に行動の自由、表現の
自由を行使できるようになる。国
際的な取引、役務提供、補償・賠
償請求、婚姻、相続などで尊厳を
確保し易くなる。

1. 1988年2月16日最高裁判所第3小法廷は「人
はその氏名を正確に呼称されることについて不
法行為法上の保護を受けるべき重大な利益を有
する」と判決し、「出身国の内外を問わず」と
認めた一方、「正しく読めない表記なら仕方な
い」として賠償請求を棄却した。よって「欧文
においても正しく呼称される表記で名乗り記す
権利と責任があり、これを保証せず人権侵害を
放置・誘発する行政は判決の趣旨に反し違法」
である。2. 2004年7月28日の那覇地裁以来、性
同一性障害者に戸籍の性別変更を認める判決が
続く。然らば性別錯誤を防ぐ為に本要望を実現
することは緊要かつ妥当である。3. 1993年8月
からの「悪魔くん」命名事件は「尊厳を毀損し
うる名は受理を拒否してでも阻止」する前例と
なり、氏名の人権侵害防止のためには戸籍法の
施行に特例も有りうべきことを実証した。(右
欄へ続く)

4. 氏名に関して堅持すべき
伝統的価値とは「男に女の
名や愛玩動物まがいの名は
つけない」「国語正字法一
般則から外れても正しい呼
称と文化的付加価値を尊重
する」ことである。戸籍か
ら欧文を排斥するあまり、
ローマ字諸派の専横にまか
せ、珍奇で不正確な呼称と
性別錯誤、愛玩物・まがい
物的印象の欧文表記による
尊厳の毀損に対し無防備に
放置することを好とするこ
とは「倒錯した偽の伝統主
義」である。5. かかる事態
は「日本人ならそれでよ
い」とする侮りと差別によ
る。世界人権宣言第2条は人
種、出身国、出生上の地位
や社会的身分による差別を
禁じ、諸国政府にその防止
を義務付けている。現状は
そのすべてに違反する。6.
当人の意思に反する欧文表
記の流布を許容し、受忍と
服従を強いることは思想・
表現の自由と個人の尊厳、
幸福追求の権利をも侵害
し、日本国憲法に違反す
る。委細添付資料、根拠法
令は右欄参照

法務省民事局民
事第一課

(根拠法令は戸
籍法施行規則お
よび法務省民事
局長通達平成六
年十一月十六日
付法務省民ニ第
7005号第3「
名の傍訓の取扱
い」などが該当
する。戸籍の記
載事項の変更は
民事局長通達と
省令により変遷
してきたからで
ある。)

本要望は次項「内閣告示
第一号の改正」および住
民票、健康保険証に欧文
氏名を記載する特例制度
を求める要望と関連す
る。ただし、個別にすみ
やかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅
延をもって本要望の実現
を遅延させるべきもので
はない　　　　　資料と
して、本要請の詳細と各
種関連事例を添付する。
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5099 50990002 個人 2
内閣告示第一号を改め、氏名に関する
人権や知的所有権など文化的付加価
値と尊厳を優先すべきことを明記する。

内閣告示第一号及び内閣訓示第一号(共に
1954年12月9日付内閣総理大臣吉田茂名で
発令)を改め、次の通り加える。1. 氏名
の欧文表記については、不正確な呼称や
性別錯誤等忌避すべき連想の惹起など、
氏名に関する人権の侵害を防止するた
め、当人の意思に拠る表記を尊重するこ
ととし、本表をもってこれを侵害しては
ならない。2.　知的所有権等、当事者の
文化的資産としての固有名詞の欧文表記
についても、当事者の意思と尊厳を尊重
するものとし、本表をもって当事者の権
利を侵害してはならない。

少なからぬ国民が自ら欧文を使い
こなして表現し、文化的付加価値
を創造し享受する現代の日本にふ
さわしく、「特定のつづりに固有
の付加価値を宿す固有名詞の欧文
表記については、当事者の憲法上
の権利が何よりも優先されるべき
こと」を国の基本方針として明示
することにより、第三者による勝
手な書き成しによる国民の権利の
侵害を排除する根拠とする。氏
名、商標、社名、地名・自治体
名・駅等施設名などの欧文表記に
ついて当事者の基本的権利を侵害
する不当表記を防ぐために、戸
籍・住民票・保険証・各種登録登
記制度の施行規則にも優先する指
針として明示することにより、不
法行為法上の保護を確立する基盤
を整える。

1954年以来改正されぬままの告示と訓令は「事
務の効率化」のみを優先すべき価値としてあ
げ、当事者の権利尊重に触れないため、第三者
に対し、氏名など国民の文化的所産としての固
有名詞に関し当事者の権利を無視して差し支え
ないとの解釈を誘発している。例えばISO3602
は図書検索や各種名簿などのdata base、地図
などの作成にあたり、「正しく発音できないつ
づりでも効率化のためならよい」として当事者
の権利を無視するべきとしている。これは、欧
文を解せぬ被征服属民の氏名欧文表記と同じ扱
いであり、かかる人権侵害を放置する根拠とな
る告示と訓令の改正は緊要である。主権国の法
治の基本は氏名に関する人権の尊重である。氏
名等固有名詞に関し国として侵害から保護する
責務を負う価値とは「国語正字法の一般則から
外れても固有の表記と呼称に宿る文化的付加価
値を尊重する」ことである。

内閣告示第一号及び内閣
訓示第一号(共に1954年
12月9日付内閣総理大臣
吉田茂名で発令)

内閣府

本要望は次項「内閣告示
第一号の改正」および住
民票、健康保険証に欧文
氏名を記載する特例制度
を求める要望と関連す
る。ただし、個別にすみ
やかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅
延をもって本要望の実現
を遅延させるべきもので
はない　　　　　資料と
して、本要請の詳細と各
種関連事例を添付する。

5099 50990003 個人 3
氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要
な欧文表記を住民票に記載する特例制
度

氏名に関する住民の基本的人権がとりわ
けその欧文表記に関して侵害される事実
が認められ、その是正のために当人が特
定の欧文表記を以って正当な氏名として
生涯責任を負う旨の宣誓手続きを申し出
た場合には、住民票にその個人の「氏名
の欧文表記」として記載する。かかる表
記は元来の和文表記を駆逐するものでは
ない。1. いわゆるローマ字諸派の流儀に
より「当人が忌避する不正確な呼称」や
「性別錯誤など氏名として忌避すべき価
値の連想」を惹起する恐れが否定でき
ず、2.当人が定める欧文表記の「当人に
とり最重要な欧文言語」による呼称が
「住民票に記載された和文氏名表記の呼
称」と一致又は最も近似する場合にこれ
を認めるものとする。

国内外を問わず、氏名の人権侵害
を甘受せずに生活し活躍できる社
会基盤を構築する。1.報道(含外
国語放送等)2.医療(CTなど欧文入
力機器) 3. 保険・金融・通信等
事業や資本の国際化に伴なう顧客
のdata baseの欧文化 4.知的所有
権情報の国際化 5. 治安・税務情
報の国際的共有化 6.　世界的電
子通信網(Internet)よる国際的な
不特定多数による情報流布 7. 旅
券や国際免許等、のすべてに亘
り、故意に当人の意思に反する表
記を成し流布する者に対し、不法
行為法をもって保護される欧文表
記を明示できるようになる。これ
により、報道被害などの恐れから
解放されて大胆に行動の自由、表
現の自由を行使できるようにな
る。国際的な取引、役務提供、補
償・賠償請求、婚姻、相続などで
尊厳を確保し易くなる。

1. 1988年2月16日最高裁判所第3小法廷は「人
はその氏名を正確に呼称されることについて不
法行為法上の保護を受けるべき重大な利益を有
する」と判決し、「出身国の内外を問わず」と
認めた一方、「正しく読めない表記なら仕方な
い」として賠償請求を棄却した。よって「欧文
においても正しく呼称される表記で名乗り記す
権利と責任があり、これを保証せず人権侵害を
放置・誘発する行政は判決の趣旨に反し違法」
である。2. 2004年7月28日の那覇地裁以来、性
同一性障害者に戸籍の性別変更をも認める判決
が続く。然らば性別錯誤を防ぐ為に本要望を実
現することは緊要かつ妥当である。3. 1993年8
月からの「悪魔くん」命名事件は「尊厳を毀損
しうる名は受理を拒否してでも阻止」する前例
となり、氏名の人権侵害防止のためには戸籍法
はじめ諸法の施行に特例も有りうべきことを実
証した。よって戸籍には記載されない振り仮名
の記載も基本台帳法施行の通達で推奨する住民
票に欧文氏名表記を記載する(右欄へ続く)

特例新設は妥当かつ緊要で
ある。4. 氏名に関して堅持
すべき伝統的価値とは「男
に女の名や愛玩動物まがい
の名はつけない」「国語正
字法一般則から外れても正
しい呼称と固有表記の文化
的付加価値を尊重する」こ
とである。住民票から欧文
を排斥するあまり、ローマ
字諸派の専横にまかせ、珍
奇で不正確な呼称と性別錯
誤、愛玩物・まがい物的印
象の欧文表記による尊厳の
毀損に対し無防備に放置す
ることを好とすることは
「倒錯した偽の伝統主義」
である。5. かかる事態は
「日本人ならそれでよい」
とする侮りと差別による。
世界人権宣言第2条は人種、
出身国、出生上の地位や社
会的身分による差別を禁
じ、諸国政府にその防止を
義務付けている。現状はそ
のすべてに違反する。6. 当
人の意思に反する欧文表記
の流布を許容し、受忍と服
従を強いることは思想・表
現の自由と個人の尊厳、幸
福追求の権利をも侵害し、
日本国憲法に違反する。委
細添付資料、根拠法令は右
欄参照

総務省住民基本
台帳係

根拠法令は1967
年(昭和42年)10
月4日付け自治
省行政局長通知
「住民基本台帳
事務処理要項」
(振り仮名を記
載することが望
ましい、とする
項、および、振
り仮名は当人の
申し出どおり
に、とする方

針)

本要望は次項「内閣告示
第一号の改正」および住
民票、健康保険証に欧文
氏名を記載する特例制度
を求める要望と関連す
る。ただし、個別にすみ
やかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅
延をもって本要望の実現
を遅延させるべきもので
はない　　　　　資料と
して、本要請の詳細と各
種関連事例を添付する。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5099 50990004 個人 4
氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要
な欧文表記を健康保険証に記載する特
例制度

氏名に関する被保険者の基本的人権がと
りわけその欧文表記に関して侵害される
事実が認められ、その是正のために当人
が特定の欧文表記を以って正当な氏名と
して生涯責任を負う旨の宣誓手続きを申
し出た場合には健康保険証にその個人の
「氏名の欧文表記」として記載する。か
かる表記は元来の和文表記を駆逐するも
のではない。1. いわゆるローマ字諸派の
流儀により「当人が忌避する不正確な呼
称」や「性別錯誤など氏名として忌避す
べき価値の連想」を惹起する恐れが否定
できず、2.当人が定める欧文表記の「当
人にとり最重要な欧文言語」による呼称
が「住民票に記載された和文氏名表記の
呼称」と一致又は最も近似する場合にこ
れを認めるものとする。

CTやMRIなど欧文で氏名を表記し
出力する機器の受診を含む医療現
場をはじめ、保険証による身元確
認を伴なう諸領域で氏名の人権侵
害を甘受せずに生活し活躍できる
社会基盤を構築する。1.保険・金
融・携帯電話などの通信等、事業
や資本の国際化に伴なう顧客の
data baseの欧文化  2. 信用・税
務情報の国際的共有化 など現代
生活に不可欠な諸領域に亘り、故
意に当人の意思に反する表記を成
し流布する者に対し、不法行為法
をもって保護される欧文表記を明
示できるようになる。これによ
り、報道被害などの恐れから解放
されて大胆に行動の自由、表現の
自由を行使できるようになる。国
際的な契約・取引、役務提供、補
償・賠償・給付金請求、受取相続
などで尊厳を確保し易くなる。

CTやMRIなどの受診を必要とする事態の場合、
患者は自己の氏名に関する人権をはじめ患者と
しての権利を医療機関に強く主張しにくい状態
である可能性が高い。さらに、闘病生活は正常
の生活に比べひときわ自身の身辺の狭小な範囲
に意識が集中する。かかる状態において、自身
が忌避する欧文表記を氏名として記載した画像
診断を自己のものとして受け入れないと医療が
受けられない状況を生むことは極めて残酷な精
神的拷問である。医療はもとより身体のみなら
ず精神の衛生福祉をも旨とし、CTやMRIを必要
とする病状の場合、ことに緊要である。救急車
による入院の場合、保険証に記載が無ければ正
しい欧文表記を主張する能力が一時的に喪失さ
れたまま一方的にCTなどにかけられる場合もあ
る。たとえ、医療関係者にはどうでもいいこと
でも、患者本人には特に苦痛がひどい場合、
「こんな目にあってまで生きたくない」と思う
ほど重大な問題である。

本要請の根拠となる判例
や日本国憲法および世界
人権宣言に拠る必要性に
ついては、関連する要請
すなわち、戸籍ならびに
住民票に氏名に関する人
権侵害防止のために必要
な欧文表記を記載する特
例制度を求める要請
「1」「3」、および　内
閣告示第一号の改正を求
める要請「2」を必ず参
照されたい。

厚生労働省

本要望は次項「内閣告示
第一号の改正」および住
民票、健康保険証に欧文
氏名を記載する特例制度
を求める要望と関連す
る。ただし、個別にすみ
やかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅
延をもって本要望の実現
を遅延させるべきもので
はない　　　　　資料と
して、本要請の詳細と各
種関連事例を添付する。

5099 50990005 個人 5
氏名に関する人権侵害を防ぐ必要にか
んがみ非ヘボン式欧文表記のみを旅
券に記載する特例制度

氏名に関する国民の基本的人権がとりわ
けそのヘボン式ローマ字表記に関して侵
害される事実が認められ、その是正のた
めに当人が特定の欧文表記を以って正当
な氏名として生涯責任を負う旨の宣誓手
続きを申し出た場合には、旅券にその個
人の「氏名の欧文表記」としては当人の
定める表記のみを記載する。記載後の変
更には家裁による手続きを要件とする。
1. ヘボン式等ローマ字諸派の流儀により
「当人が忌避する不正確な呼称」や「性
別錯誤など氏名として忌避すべき価値の
連想」を惹起する恐れが否定できず、2.
当人が定める欧文表記の「当人にとり最
重要な欧文言語」による呼称が「戸籍に
記載された和文氏名表記の呼称」と一致
又は最近似する場合にこれを認めるもの
とする。片親が外国出身である者のみに
認めている同様の特例制度を両親とも日
本人の者に広げ、出生上の差別を解消す
る。

国内でもたとえばアメリカ大使館
での税務手続きなどに旅券は必要
となる。国内外を問わず、氏名の
人権侵害を甘受せずに生活し活躍
できる社会基盤を構築する。1.報
道(含外国語放送等)2.医療(CTな
ど欧文入力機器) 3. 保険・金
融・通信等事業や資本の国際化に
伴なう顧客のdata baseの欧文化
4.知的所有権情報の国際化 5. 治
安・税務情報の国際的共有化 6.
Internetによる国際的な不特定多
数による情報流布 7. 旅券や国際
免許等、のすべてに亘り、故意に
当人の意思に反する表記を成し流
布する者に対し、不法行為法を
もって保護される欧文表記を明示
できるようになる。これにより、
報道被害などの恐れから解放され
て大胆に行動の自由、表現の自由
を行使できるようになる。国際的
な取引、役務提供、補償・賠償請
求、婚姻、相続などで尊厳を確保
し易くなる。

現行制度は片親が外国出身の者と差別して、非
ヘボン式表記を括弧書きの通称扱いでずらして
表示し、戸籍にもない、不正確な呼称と性別錯
誤などを生むヘボン式表記を氏名として記載す
るため、違法である。1. 1988年2月16日最高裁
判所第3小法廷は「人はその氏名を正確に呼称
されることについて不法行為法上の保護を受け
るべき重大な利益を有する」と判決し、「出身
国の内外を問わず」と認めた一方、「正しく読
めない表記なら仕方ない」として賠償請求を棄
却した。よって「欧文においても正しく呼称さ
れる表記で名乗り記す権利と責任があり、これ
を保証せず人権侵害を放置・誘発する行政は判
決の趣旨に反し違法」である。2. 2004年7月28
日の那覇地裁以来、性同一性障害者に戸籍の性
別変更を認める判決が続く。然らば性別錯誤を
防ぐ為に本要望を実現することは緊要かつ妥当
である。3. 1993年8月からの「悪魔くん」命名
事件は「尊厳を毀損しうる名は受理を拒否して
でも阻止」する前例となり、(右欄へ続く)

氏名の人権侵害防止のため
には戸籍法をはじめ法の施
行に特例も有りうべきこと
を実証した。4. 氏名に関し
て堅持すべき伝統的価値と
は「男に女の名や愛玩動物
まがいの名はつけない」
「国語正字法一般則から外
れても正しい呼称を尊重す
る」ことである。公文書か
ら外来名を排斥するあま
り、ヘボン式ローマ字によ
り一方的に書き成し、珍奇
で不正確な呼称と性別錯
誤、愛玩物・まがい物的印
象を流布し、尊厳を毀損す
ることを好とすることは
「倒錯した偽の伝統主義」
である。5. かかる事態は
「日本人ならそれでよい」
とする侮りと差別による。
世界人権宣言第2条は人種、
出身国、出生上の地位や社
会的身分による差別を禁
じ、諸国政府にその防止を
義務付けている。現状はそ
のすべてに違反する。6. 当
人の意思に反する欧文表記
の流布を許容し、受忍と服
従を強いることは思想・表
現の自由と個人の尊厳、幸
福追求の権利をも侵害し、
日本国憲法に違反する。委
細添付資料、根拠法令は右
欄参照

外務省旅券課管
理班および総務
班　　　　根拠
法令は旅券方施
行規則第五条の
例外の対象に言
及した『法定受
託にあたっての
処理基準』

本要望は前諸項「内閣告
示第一号の改正」および
戸籍、住民票、健康保険
証に欧文氏名を記載する
特例制度を求める要望と
関連する。ただし、個別
にすみやかに実現するこ
とを目指し、他の要望の
実現遅延をもって本要望
の実現を遅延させるべき
ものではない
資料として、本要請の詳
細と各種関連事例を添付
する。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5100 51000001 （社）全日本トラック協会 1
高速道路における大型貨物自動車の
最高速度規制の緩和

高速道路における大型貨物自動車の最高
速度規制の緩和

高速道路における大型貨物自動車
の最高速度→８０km/h

高速自動車国道における最高速度は、大型ト
ラックと牽引装置により牽引状態にある車両の
みが８０㎞/hに抑えられており、同一の走行車
線に速度の異なる車両が混在して走行すること
は、車両の安全走行を妨げるばかりか、事故を
誘発する一因にもなりかねない。他の交通と合
わせ、高速道路の円滑な走行を確保する観点か
ら、高速道路における大型貨物自動車の最高速
度規制を現行の８０㎞/hから１００㎞/hに引き
上げるなど見直しをお願いしたい。

道路交通法施行令第２７
条の２第１項

警察庁

5100 51000002 （社）全日本トラック協会 2
「中型運転免許」創設に伴う各種規制
の見直しについて

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の
見直し

普通免許→車両重量５トン、車両
総重量８トン

道路交通法改正により、貨物自動車に係る運転
免許制度は、「大型免許」を車両総重　量１１
トン以上とし、同じく５トンから１１トンを
「中型免許」として創設されましたが、運転免
許制度の基準と同様にその他の規制及び有料道
路の通行料金区分等について、「大型」は車両
総重量１１トン以上とするよう見直しをされた
い。

国土交通省
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5100 51000003 （社）全日本トラック協会 3 駆動軸重の軸重規制緩和 駆動軸重の軸重規制緩和 自動車の軸重→最大１０トン

軸重規制については、今般フル積載対応海上コ
ンテナ用トレーラをけん引するトラクタのう
ち、必要な条件を満たす２軸トラクタについて
は、駆動軸重１１．５トン以下まで認められた
ところであるが、物流効率化の促進及び物流コ
ストの低減に資する観点から、フル積載対応海
上コンテナけん引以外の２軸トラクタの軸重規
制についても、「２軸トラクタの駆動軸重に関
する試験及び判定方法」による判定に適合した
トラクタについては、フル積載対応海上コンテ
ナけん引用２軸トラクタと同様の取扱いとして
いただきたい。

道路運送車両の保安基準
４条の２第１項、車両制
限令第３条第１項第二号
ロ

国土交通省

5100 51000004 （社）全日本トラック協会 4 高さ指定道路の延長拡充について 高さ指定道路の延長拡充について 指定道路については、4.1ｍまで

平成１６年３月２２日付車両制限令改正によ
り、主に今までの国際海上コンテナ陸　　上輸
送に係る通行指定経路（約２６００ルート）が
「高さ指定道路」として公表され、国際海上コ
ンテナ車両以外の車両についても通行が可能と
なった。しかし、新たに９フィート６インチ国
際海上コンテナを取り扱う港が増えており、国
際海上コンテナ陸送業者からは、更なる「高さ
指定道路」の延長が求められている。また、新
たな輸送ニーズの開拓に繋がるとして、他の陸
送業者も同様に延長を求めていることから、
「高さ指定道路」の延長・拡充を図られたい。

国土交通省　車両制限令
第３条第１項第３号

国土交通省
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5100 51000005 （社）全日本トラック協会 5
特殊車両の通行許可申請手数料の軽
減について

特殊車両の通行許可申請手数料の軽減並
びに許可期間の延長について

申請手数料→１,５００円/台、許
可期間→１年

平成１６年３月末より特殊車両通行許可の「オ
ンライン申請システム」が導入されたことによ
り、申請手続きの簡素化が図られたが、申請手
数料については道路管理者間協議の時間・費用
等の実態並びに手数料計算方法について調査を
実施し検討するとされている。この検討をでき
るだけ速やかに実施し手数料を軽減されたい。

道路法第４７条の２、車
両の通行の許可の手続等
を定める省令第６条

国土交通省

5100 51000006 （社）全日本トラック協会 6 ３軸車２５トンまでの規制緩和 ３軸車２６トンまでの規制緩和
軸重５.５m未満の自動車の車両→
総重量２０トン

公共事業等の建設資材等の運搬を行っているダ
ンプカー、コンクリートミキサー車等について
は、輸送の効率化等に資するため、車長、軸距
にかかわらず３軸車２５トンまでの車両総重量
規制の緩和を図られたい。

道路運送車両の保安基準
第４条、車両制限令第３
条第１項第二号イ

国土交通省
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5100 51000007 （社）全日本トラック協会 7
土砂等を運搬する大型自動車に係る規
制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規制
の緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使
用するものは、当該車両について
表示番号の指定を受け、また表示
番号を表示しなければならない。
土砂等を運搬する大型自動車を使
用するものは、当該車両に積載重
量の自重計を取り付けなければな
らない。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故
の防止等に関する特別措置法（ダンプ規制
法）」等に基づく以下の規制について、物流コ
ストの軽減等を図る観点から、早期に緩和され
たい。（１）貨物自動車運送事業法において営
業用貨物自動車には、使用者の名称等の表示が
義務付けらており、さらに、ダンプ規制法によ
る「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」
の表示番号制度の義務がなされており二重規制
となり、これの車体への表示に１台約数万円の
費用負担が必要となる。また、表示番号制度は
運転者・使用者の無謀な運転に対する自戒自粛
を促すことが主旨とされているが営業用ダンプ
カーについては、貨物自動車運送事業輸送安全
規則等による運行管理等が義務付けられ遵守を
していることから、営業用ダンプカーについて
は「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」
義務について廃止されたい。（２）ダンプカー
への「積載重量の自重計」の取付け義務につい
て、営業用については貨物自動車運送事業輸送
安全規則等による過積載の防止など運行管理等
の規程を遵守しており、また、物流コストの低
減を図る観点からも積載重量の自重計取付け義
務を早期に廃止されたい。
国土交通省よりダンプカーの過積載義務違反の
多さが指摘されているが、営業用、自家用別に
義務違反件数を公表されたい。

土砂等を運搬する大型自
動車による交通事故の防
止等に関する特別措置法
第３条第２項・第４条、
第６条

国土交通省

5100 51000008 （社）全日本トラック協会 8
フォークリフトの特定自主検査期間の
延長

フォークリフトの特定自主検査期間の延
長

フォークリフトの特定自主検査期
間→１年に１回

トラック運送事業者においては、労働安全衛生
規則等に基づき、日々の作業前点検、毎月の定
期自主点検等を適正に実施しているところであ
り、フォークリフトの特定自主点検期間につい
ては、道路運送車両法、自動車車検証の有効期
間と同様に１年から２年とされたい。
厚生労働省より、新車使用後１年目の特定自主
検査において、不良項目が多数発生したとの回
答であるが、不良箇所、メーカー名、特定自主
検査実施機関を公表されたい。

労働安全衛生法第４５
条、労働安全衛生規則第
１５１条の２１

厚生労働省
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5100 51000009 （社）全日本トラック協会 9 障害者雇用に係る「除外率」の見直し 障害者雇用に係る「除外率」の見直し
道路貨物運送業の障害者雇用除外
率→４０％（道路旅客運送業の障
害者雇用除外率→７５％）

トラック運送事業従事者の約８割は現場作業員
であり、貨物の集荷、集配作業等労働負担が多
い。この事は、厚生労働省所管の委員会におい
てアンケート、ヒアリング等により明らかであ
る。当協会としても、障害者雇用について今後
も業界内おいて啓発等々を実施しているが、少
なくとも、除外率を少なくともバス・タクシー
と同程度にしていただきたい。

障害者の雇用の促進に関
する法律第１４条

厚生労働省

5101 51010001
財団法人光和英学院（新名称
財団法人　国際福祉教育財
団）

1
不登校生徒の公教育の補完として教育
実践を認可してもらいたい。

①開設時、英語教育を主体の各種学校で
スタートしたが、現在、小学校・中学
校・高校の児童生徒で不登校生の学習補
完の学習指導の授業を行っている。
②インターネットテレビ電話会議（授
業）システムを用いている為、学生が自
宅にいながら指導を受けるので、施設が
不要なため学校教育法の施設に関する条
項に緩和を求めたい

①インターネットテレビ授業シス
テムを用いて、全国の小学生から
高校生の不登校の生徒を対象に、
双方向でリアルタイムで学習指導
を行い、学校の授業の補完教育を
行い、復帰後の学力の遅れ等が無
いように指導を行います。
②パソコンを所有していない場合
は、廉価でのPCレンタル制度を準
備し、保護者の負担がかからない
ようにしております。

①開設時の英語教育以外をやってはいけない、
又施設がないとやってはいけないという制度の
枠をはずしてもらうこと。②インターネットを
利用することで、施設が要らない。③また、通
学区域の規制が無いことから、県域を越えた指
導が可能な為、各種学校という枠をはずしての
教育を行うことの認可を受けたい。

学校教育法第83条　各種
学校の規定

文部科学省　県
教育委員会

419/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5102 51020001 松山市 1
厚生省告示による補助事業等により取
得した児童施設・高齢者施設の財産の
処分制限期間の緩和について

児童福祉施設・高齢者施設の建て替えに
よる施設整備を円滑に行うことができる
よう、厚生省告示による補助事業等によ
り取得した財産の処分制限期間の短縮を
する。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４
条第１項第２号の規定により、補助金等の交付
の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省
各庁の長が定める期間を経過した場合は、補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（昭和３０年法律第１７９号）第２２条に定め
る財産処分の制限を適用しないとされている。
その期間は（昭和４０年厚生省告示第３５０
号）により、大部分の高齢者・児童の社会福祉
施設等については鉄筋鉄骨コンクリート造又は
鉄筋コンクリート造で６５年とされている。な
お、平成１２年厚生省告示第１０５号により平
成１０年以後建設については５０年となってい
るが、相変わらず期間が長期間となっている。

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
施行令（昭和３０年政令
第２５５号）第１４条第
１項第２号

厚生労働省

添付資料１－１
補足説明
添付資料１－２
補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
施行令
添付資料１－３
補助金等により取得した
財産の処分制限期間を定
める告示の改正について
（通知）
添付資料１－４
減価償却資産の耐用年数
等に関する省令
添付資料１－５
概要説明

5102 51020002 松山市 2 都市計画決定主体の選択制の導入
都道府県決定のうち、市町村の意向を踏
まえ、都道府県が支障のないものと判断
した事業は、市町村決定とする。

計画手続が簡素化されることによ
り事業着手までの期間が短縮さ
れ、速やかな事業進捗を図ること
ができる。
都道府県の同意は必要であること
から、都道府県による広域的判断
は可能と考える。
平成１７年度都市計画決定予定の
松山駅周辺土地区画整理事業地内
の都市計画道路は、市施工となる
が、４車線以上ある４本の都市計
画道路を、県決定から市決定の県
同意とし、手続きの簡素化を図り
たい。

都市計画事業の円滑な推進を図るために、施工
者が市町村である都市施設については、市町村
決定とする。また、管理をしている施設の変更
決定も同様とする。

都市計画法第15条
第1項
同施行令第9条、第10条

国土交通省

添付資料２－１
都市計画法
添付資料２－２
都市計画法施行令
添付資料２－３
概要説明
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5102 51020003 松山市 3
道路内不法占用物件の簡易除却制度
の創設

道路管理者が、道路の構造に損害を及ぼ
し、又は交通に危険を及ぼしていると判
断した場合で、占有者等が撤去指導に従
わなかったとき、道路管理者自ら違法放
置物件を撤去できる簡易除却制度が必要
である。

違法放置物件の占有者、所有者そ
の他当該違法放置物件について権
限を有する者の氏名及び住所を知
ることができないときに限ってい
る道路管理者自らが撤去できる場
合を、道路管理者が違法放置物件
により道路の構造に損害を及ぼ
し、又は交通に危険を及ぼしてい
ると判断した場合で、占有者等に
撤去指導し、これに従わなかった
場合も道路管理者が自ら撤去でき
るよう規制を緩和する。

現行道路法では、違法放置物件に対し、占有者
等を知ることが出来ないときは、道路管理者自
ら当該違法放置物件を除去できるという規定が
ある。一方、占有者等の氏名及び住所を知るこ
とができた場合には、『交通への危険を防止す
るための緊急避難的に必要な措置を行うことを
妨げるものでないこと。』（課長通知）と、限
定的かつ必要最小限の行為を行うことしか認め
られていない。
氏名等が判明した場合は、弁明の付与後、除去
命令を行い、占有者等が撤去しない場合に行政
代執行法の手続にて除去することがはじめて可
能となる。
仮に代執行を行うとしても、違法放置物件が、
移動可能なものであれば、代執行後再度放置さ
れる可能性が高く、そうなれば、悪質で度重な
る違反行為への効果的対応ができない。
市民からの苦情に即応できず、適法に占用許可
を受けた者からは不満が発生し、現地指導に支
障が生じるなど、市民からの信頼を失うことと
なる。

道路法第４４条の２
国土交通省

添付資料３－１
道路法
添付資料３－２
概要説明

5102 51020004 松山市 4
建築基準法の規定による工作物への
準用規定の適用除外について

建築基準法施行令第138条第1項に定める
工作物の内、他法令により審査・検査等
の措置がなされるものについては、建築
基準法第6条から第7条の5まで、第18条
（第1項及び第14項を除く。）及び第89条
の適用を除外する。

現在、適用除外となる工作物は、
建築基準法第88条第4項に規定す
る宅地造成等規制法第8条第1項の
規定による許可を受けなければな
らない擁壁のみである。しかし、
都市計画法に基づく開発許可の擁
壁、労働安全衛生法の規定による
クレーン（鉄柱）、道路交通法に
基づく道路標識などが工作物の申
請対象となっている。他法令での
許可・規制等の対象となるものに
ついては、これらを適用除外とし
ても、安全性の確保は可能と考え
る。

申請者の負担や事務処理の軽減が図られる。
建築基準法第88条第1項
及び第4項、政令第138条
第1項

国土交通省

添付資料４－１
建築基準法
添付資料４－２
建築基準法施行令
添付資料４－３
概要説明
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5102 51020005 松山市 5
下水道処理汚泥等の産業廃棄物の運
搬および処分に関する委託の特例

汚泥等の運搬及び処分の許可を持ってい
ない運転・維持管理業者であっても産業
廃棄物処理業の許可業者に再委託するの
であれば、運転・維持管理に含めて汚泥
等の運搬や処分が委託できるようにする
特例。

下水処理場の運転・維持管理業務
の包括的民間委託の実施を検討し
ているが、汚泥等の運搬・処分に
ついても民間事業者の技術力や創
意工夫により改善される余地があ
る。汚泥処理・運搬も含めて、包
括的に委託できれば維持管理コス
トの軽減や業務の効率化がいっそ
う進むものと考えられる。

国土交通省が指導している、下水処理場の運転
管理を包括的に委託する場合、汚泥処理関係の
委託が包括的にできない。懸念されている排出
者責任については、下水道法において、下水処
理の責任は自治体にあると明記されている事か
ら、排出者責任は松山市にあり処理業者の指導
も松山市が行う。

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第１２条第３
項、第４項、第１４条第
１３項
施行令第６条の２第１
項、第２項

環境省

当提案は、構造改革特区
の2次提案、3次提案を実
施し、「C」、「D－１」
の案件である。経過は別
記のとおり。

添付資料５－１
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律
添付資料５－２
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令
添付資料５－３
過去における提案の経緯
添付資料５－４
第３次構造改革特区構想
提案書
添付資料５－５
第３次規制特例再提案書
添付資料５－６
概要説明

5102 51020006 松山市 6
２級河川及び準用河川などの小規模河
川の縦断占用許可基準の緩和

河川敷地占用許可準則第八－２－五で｢工
作物は,原則として河川の縦断方向に設け
ない｣としているが、河川管理上の支障と
住民生活の向上とを比較考慮し、一定条
件下で規制の緩和を要望する｡
できれば一定条件を例示していただきた
い。

河川管理用道路が唯一の管路(下
水道管渠等）接続経路となってい
る家屋へのサービスが可能とな
る｡

現状では管路(下水道管渠等)の縦断占用が基本
的に認められないため,河川管理用道路が唯一
の接続経路となっている家屋へのサービスが困
難となっている。公共下水道事業認可区域内で
あるにもかかわらず整備できない状況にあり苦
慮している。
そこで、下記のような一定条件を満たす案件に
ついて緩和を要望するものである。
（一定条件の例）
１.河川幅10～20ｍ以下等の中小河川
２.他に埋設場所がない
３．河川改修済み又は河川管理者の撤去命令に
応じる
４．無堤部河川（掘込河道等）
５．道路法上の道路である
　その他

河川法第２６条第１項、
第２７条第１項
河川敷地占用許可準則第
八－２－五

国土交通省

当提案は、再提出案件で
ある。
・今回は主に河川計画堤
防内への埋設の要望であ
ると共に、主に河川幅が
10～20ｍ以下の中小河川
について緩和を要望して
いる。
また、河川管理者側が許
可しやすい条件提示を要
望している。

添付資料６－１
河川法
添付資料６－２
河川敷地占用許可準則
添付資料６－３
河川縦断占用の参考図
添付資料６－４
概要説明
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5102 51020007 松山市 7
｢私道｣への公共下水道施設の保護規
定の創設

下水道法第１０条の規定により,私道への
下水道整備は個人施工が原則であるが、
松山市においては、私道所有者の承諾及
び隣接関係者の同意等を条件に、申請に
より下水道整備を公費にて実施している
ところであるが、私道の権利形態が一様
でなく私道所有者の同意が得られない箇
所があり、私道の隣接関係者が全員下水
道利用を希望しても下水道整備ができな
い状況が存在している。
私道への下水道整備を隣接関係者（排水
設備設置義務者を含む、いわゆる土地所
有者・家屋所有者・居住者）全員の同意
だけで整備できるように下水道事業者の
権原を強化し、私道所有者の了承がなく
ても公共下水道施設を設置し、公益施設
である下水道施設の保護の規定が適用さ
れるよう要望するものである。なお、下
水道施設の所有権は市にあり，下水道使
用者が存在している間は、敷設されてい
ることへの私道所有者の不同意は受けつ
けないものとする。

私道への下水道整備における保護
規定が適用されると、下水道の受
益を受け、下水道を使用する住民
の要望で下水道の計画、実施が可
能となり、水洗化率の向上に寄与
するものである。

（事例）私道への下水道整備を要望している地
区があり、隣接関係者の全員の同意が得られて
いるにもかかわらず、私道の共有所有者の中
で、２７人のうち２名の同意が得られず、下水
道の整備を断念している例がある。
私道の所有者が法人の場合で、承諾をしない場
合・所在不明で商業謄本に記載されている住所
に役員が不在の場合・私道所有者が故人となっ
ており、相続されておらず法定相続人が不明、
もしくは、多数存在しており、承諾が得られな
い場合等もある。

民法第２０６条、第２０
７条
下水道法第１０条第二項

法務省
国土交通省

添付資料７－１
民法
添付資料７－２
下水道法
添付資料７－３
イメージ図
添付資料７－４
概要説明

5102 51020008 松山市 8
河川管理計画による水利使用規則の
弾力的な運用緩和

水利使用規則で最大取水量のほか、月毎
の月平均取水量が定められている河川に
おいて、降雨による河川増水時には、最
大取水量を上限として月平均取水量を超
える取水を可能とする。

一級河川石手川からの大雨時の割
増取水が可能となる。

降雨による河川増水時には、最大取水量の範囲
内で月平均取水を超えた取水が可能となれば、
海に流れている河川水の有効利用が図られる。
事故時における水の相互融通や安価な水源の使
用による電力量の削減が期待できる。

河川法第２３条、第３５
条第１項、第３６条第１
項、第３８条

国土交通省

添付資料８－１
河川法
添付資料８－２
水利使用規則
添付資料８－３
概要説明
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5103 51030001 神奈川県小田原市 1 特許権取得の簡素化、迅速化

　特許権の取得に関しては、その審査の
中で客観的な証明を必要とするため、特
許出願から実際に特許権が認められるま
で長い時間を必要としている。
　そこで、実用新案登録と同様、所定の
書式どおりであれば特許権を付与する書
面審査方式に変更し、処理を迅速化す
る。

特許を前提とした、企業の国際的な産業競争力
の強化に資する。

特許法 経済産業省

5104 51040001 稲城市 1
身体障害者等のNHK受信料減免手続
の簡素化

身体障害者等に対して、NHKの受信料減免
の制度が用意されおり、当制度において
は障害者等がNHKに申請書を送付すること
になっているが、当該申請書に市町村の
福祉事務所長等の押印を必要としている
ため、身体障害者等は市町村窓口に出向
く必要が生じているので、これを例えば
身体障害者手帳のコピーや課税証明書の
コピーをNHKが直接受付することとし身体
障害者等の利便の向上を図られたい。

市町村などにおける確認、押印作
業を省略し、身体障害者等の利便
の向上と市町村の事務の簡素化に
よるコスト低減を図りたい。ま
た、個人情報の提供問題も解決し
たい。

NHKの受信料減免において要求している条件は
身体障害者手帳等の提示で概ね確認できるはず
であるにもかかわらず、NHKが直接に確認せず
市町村に確認を求めているが為に身体障害者等
は市町村に出向く手間が生じている。同様に市
町村においても本来ＮＨＫの事務といえるもの
を負担し全体として非効率とも考えられる。ま
た、市町村ではＮＨＫから身体障害者等の現状
を確認されることもあるが個人情報の提供に苦
慮するところである。

昭和43年4月11日、社更
第75号、厚生省社会局通
知

厚生労働省、総
務省（NHK）

424/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5104 51040002 稲城市 2
身体障害者等の有料道路割引手続の
簡素化

身体障害者等に対して、有料道路等の割
引の制度があるが、当制度においては身
体障害者手帳の中に市町村の福祉事務所
長等の確認印を必要としているために、
身体障害者等は市町村に出向く必要が生
じているので、これを不要とし、身体障
害者等の利便の向上を図られたい。ETC利
用の場合も前もって市町村の証明印を押
印した証明書を道路事業者に送付するこ
とを要しているが、手帳の写しなどを証
明書に添付するのみで要件を満たすよう
にされたい。

市町村などにおける確認、押印作
業を省略し、身体障害者等の利便
の向上と市町村の事務の簡素化に
よるコスト低減を図りたい。

有料道路の通行料の割引制度の要件は、料金所
における身体障害者手帳などの提示と車検証の
提示などで確認できるにもかかわらず、市町村
での確認を条件としているために身体障害者な
どは市町村に出向く必要が生じている。これに
より利便が悪くなっており、また市町村の負担
がその他福祉事務の負担になっている。

平成15年11月6日、障発
第1106002号　厚生労働
省社会・援護局障害保健
福祉部長通知

厚生労働省、国
土交通省（日本
道路公団等）

5105 51050001 株式会社ノヴァ 1 業者登録制度の緩和

民間事業者が地方自治体の事業を請負う
ためには、事前の業者登録により参加資
格を得なければなりません。この業者登
録制度の集約化、または資本金・従業員
数・キャッシュフロー等の基準を設け、
基準以上の企業については登録免除とし
ます。

【具体的な提案】
各自治体が必要とする登録情報を
1つにまとめたものを「業者登録
共通ﾌｫｰﾑ」とし、全国の自治体の
業者登録の際に使用します。
※各自治体が必要とする登録の情
報については添付の資料を参照く
ださい。各自治体に共通する割合
が高い情報については＊をつけて
おります。
※添付の資料のように、各自治体
が求める情報のうち、共通する割
合が高いものを「業者登録共通
ﾌｫｰﾑ」に盛り込みます。
※事情によりどうしても特定の情
報が必要である場合に限り、例外
措置を認めることにすれば、地域
の実状を踏まえる事も可能です。

現状の業者登録は、官民ともに非常に手間とコストがかかる
仕組みになっており、実質的に登録の制限につながっており
ます。具体的には、①各市区町村ごとに必要な書類が異な
る、②書類の書式が異なる、③自治体によっては、申請書を
現地に購入に行かねばならない、④申請書交付時期、提出期
間が各市区町村ごとに異なり、企業自ら常に確認しなければ
ならない、⑤約半数の自治体は、申請書を現地に提出に行か
ねばならない、⑥多くの自治体は当日の書類提出に、半日を
要する、⑦以上を2年に一度行わなければならない――とい
う現状です。先々（向こう2年間）の受託の可能性を考えれ
ば、すべて登録を行いたいところですが、手間とコストを考
えると登録を見合わせる結果となります。地方公共団体によ
る事業は、全て公益的な事業であり国民の税金を有効に活用
するためにも、入札等において、それぞれの事業に適した企
業がより容易に参加できるよう登録の仕組みを改善すべきで
あると考えます。

東京都下では次年度より、49自治体が参加する協議会で業者
登録情報の共有が行われます。企業は、同時に複数の自治体
へ業者登録の申請を行うことができます。その場合、複数の
自治体の中から１つ、「審査担当自治体」が選ばれるので、
企業はその自治体にのみ必要な情報を送ります。他の自治体
は、「審査担当自治体」に送られた情報を元に、登録の可否
を決定します。
結果として、企業は、実質的には１つの自治体へ登録する手
間で複数の自治体への登録作業が行えるため、より多くの自
治体への登録が可能となります。自治体も、情報の収集・審
査にかかるコストを削減することができる上、入札等に際し
てはより多くの企業の中から、最も費用対効果のよい企業が
選定されることが期待できます。

こうした取り組みが既に行われている現状をふまえ、仮に全
国規模で業者登録の管理業務を集約化すれば、、現在、各市
区町村個別に行っている業者登録管理コストが激減します。
仮に1市区町村平均で2人･年分の経費が削減できるとして計
算すると、400万円×2×約3000自治体＝240億円のコスト削
減となります。また、企業側にも同様の経費削減効果が見込
め、公共事業への参加が容易になることから、ビジネスの活
性化が見込めます。

地方自治法施行令（第１
編　普通地方公共団体）
第167条の5

総務省

（株）ノヴァ調査
『業者登録内容の調査』
（2004.6.29）
を添付。

425/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5106 51060001 鳥取県 0
特定非営利活動促進法に係る申請書
類の簡素化について

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）にお
いて規定される、特定非営利活動法人
（ＮＰＯ法人）の設立認証申請・役員変
更届出・合併認証申請の手続きに必要と
なる「各役員の住所又は居所を証する書
面として内閣府令（一つの都道府県のみ
に事務所を設置する法人の場合は都道府
県の条例）で定めるもの」（＝住民票の
写し等）（ＮＰＯ法第10条第1項第2号ハ
ほか）については、所轄庁が住民基本台
帳ネットワークシステムによる役員の本
人確認情報を利用する場合には当該書類
の提出を不要とすることができる旨の条
項を同法に加える。

現行では、所轄庁が住民基本台帳ネットワーク
システムによる役員の本人確認情報を利用する
ことが可能である場合においても、当該書類の
提出は必要となっており、役員は住民票の写し
の交付を所在市区町村で受けて申請の際に添付
しないといけない。
しかし、当該書類の提出を求める意味は、役員
名簿にある各役員の居住地等の確認であること
から、住民基本台帳ネットワークシステムによ
る本人確認情報で十分である。
したがって、旅券法施行規則（平成元年十二月
八日外務省令第十一号）第二条第二項のような
条項を加える（「都道府県知事が住民基本台帳
法の規定により当該役員に係る本人確認情報を
利用するときには、ＮＰＯ法第10条第1項第2号
ハ等に規定する書類の提出を要しないものとす
ることができる。」）ことにより、ＮＰＯ法人
の設立認証等の書類提出に係る役員及び申請者
の負担を減らすことが出来ると考えることによ
る。

特定非営利活動促進法第
十条第一項第二号ハ、同
法第二十三条第ニ項、同
法三十四条第五項

内閣府

5107 51070001 農林中央金庫 1 証券業務にかかる規制緩和

金融機関の証券仲介業務について，金融
機関以外の証券仲介業者と同様に，国債
証券，投資信託受益証券等を含めた全て
の有価証券について証券仲介業務を行う
ことができるよう措置する。

金融機関が行う証券業務については，国債証
券，投資信託受益証券等にかかる証券業務の取
扱い，およびそれ以外の有価証券にかかる証券
仲介業務が規定されており，金融機関において
は，国債証券，投資信託受益証券等について
は，証券仲介業務の取扱いの対象外となって
る。
国債証券，投資信託受益証券等についても証券
仲介業務の対象とすることで，証券会社からフ
ルラインで商品の提供を受けることが可能とな
り，証券業務にかかるインフラの統一化等，金
融機関における証券業務の効率的な運営が確保
できる。

証券取引法第６５条第２
項，金融機関の証券業務
に関する内閣府令　等

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070002 農林中央金庫 2
独立行政法人の余裕金の運用にかか
る制限緩和

独立行政法人（国立大学法人・水資源機
構・福祉医療機構）の余裕金の運用先に
「農林中央金庫」を追加指定する。

独立行政法人通則法において，独立行政法人が
銀行・郵便貯金・信託業務を営む銀行・または
信託会社以外の金融機関で余裕金の運用を行な
うためには，主務大臣の指定が必要なことか
ら，農林中央金庫を主務大臣の指定する金融機
関に追加することを要望する。

独立行政法独立行政法人
通則法第４７条２号

総務省

5107 51070003 農林中央金庫 3 信託業務にかかる規制の緩和

①農林中央金庫本体，信託銀行子会社お
よび信託代理店における信託業法第５条
に定める併営業務（とりわけ「遺言執
行・遺産整理業務，不動産関連業務」）
の開放。
②農林中央金庫本体，信託銀行子会社お
よび信託代理店における信託業務にかか
る規制（「処分型」不動産信託にかかる
規制）の撤廃。

①系統組合員においては，高齢化の進展が著し
く，また個人の資産は農地をはじめとする土地
が主体であることから，既に相続対策や土地有
効活用の相談が数多く寄せられている。しかし
ながら，農林中央金庫本体，信託銀行子会社お
よび信託代理店においては，遺言関連業務およ
びこれに付随する不動産関連業務を営むことが
できず，組合員のニーズに応えていくうえでの
大きな制約となっている。また，都銀等の専業
信託の子会社化や専業信託をグループ内に有す
る都銀グループ等が，専業信託と同等の業務を
全国展開できることと比較すると，これら業務
を系統金融機関において取扱えないことは公平
でないとともに，利用者利便（とりわけ農村地
域）の均霑を図る観点において問題がある。加
えて，専業信託および外銀信託とそれ以外の信
託との間で業務範囲に差を設けることは，法的
根拠がなく合理性に欠ける。
②不動産の流動化については，投資信託法改正
等の法整備が進められ，顧客や取引手法が多様
化しているにも拘わらず，現行のように「処分
型」不動産信託にかかる制限を設けることは，
不動産の流動化への取組みを阻害するものであ
り，利用者利便の観点から緩和を要望する。

金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律，同施
行令，同施行規則

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070004 農林中央金庫 4 優先出資の自己取得の緩和

協同組織金融機関の優先出資に関する法
律（以下優先出資法）第２７条１項に定
める自己の優先出資の取得を、平成１３
年度に改正された商法２１０条になら
い、一定の範囲内で自由に行えるよう措
置する。

優先出資法第２７条１項は施行当時の商法２１
０条の規定にならい優先出資の自己取得の限度
を発行済出資口数の２０分の１と定めたが、平
成１３年に改正された商法２１０条では、株式
会社では定時株主総会の決議により、配当可能
利益の範囲内で自由に自己取得（金庫株）がで
きることとなった。
優先出資法の施行当時は、協同組織金融機関の
優先出資自己取得による協同組織金融機関債権
者の利益侵害、ならびに優先出資の価額操作の
防止等が目的とされたが、現在では株式会社と
同様に協同組織金融機関の資本にかかる流通市
場の活性化ならびに協同組織金融機関の資本政
策の機動化による経営の自由度向上が必要な状
況になっているものと考えられる。
また、商法２１０条では買い受け以外の自己株
式の取得について「別段の定」により規定して
おり、合併・営業譲渡・代物弁済取得・質受け
などは定時株主総会決議によらずに自己株式取
得ができるものとされている。商法と同様、こ
れらの買い受け以外の自己取得が優先出資につ
いても自由にできることとなれば、経営の自由
度が拡大するものと考えられる。

優先出資法第２７条第１
項、商法第２１０条

金融庁

5107 51070005 農林中央金庫 5
証券取引法における「子法人等」「親法
人等」の定義の改正

証券取引法上の「子法人等」「親法人
等」の定義を財務諸表等規則における定
義と同一にする。

財務諸表等規則における「子会社」は，支配力
基準に基づいて定義されている一方で，証券取
引法における「子法人等」は「証券会社が過半
数の株式を所有していること，その他の当該証
券会社と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者」と規定
されているほか，「親法人等」についても政令
で10％以上の株式を保有しているもの（主要株
主）とするなど，支配力基準に基づいていな
い。このため，証券取引法の規定により実質的
に支配力・影響力のない先であっても，「子法
人等」「親法人等」に定義される結果，同法に
基づく届出事務負担は過大なものとなってお
り，証券取引法上の「子法人等」「親法人等」
の定義を財務諸表における定義と同一にするよ
う要望する。

証券取引法第32条第5
項，第6項

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070006 農林中央金庫 6
ノンバンクの貸金債権譲渡時における
債務者への通知要件の緩和

債務者保護に適切な配慮がなされている
場合において，貸金業による貸金債権譲
渡時における債権譲受人の債務者への通
知を不要とする扱い。（貸金業法第１７
条の債権譲受人への準用の適用除外）

本規制は，債務者の関知しないところで不良業
者等に債権が譲渡されるリスクから債務者を保
護するためのものであり，その趣旨は首肯でき
るものである。一方で債務者保護を図りつつ，
貸金債権売買市場の活発化を促すためには，債
務者保護に適切な配慮がなされている場合につ
いて通知を不要とすることが考えられる。
具体的には，譲受人が兼営認可を受けた金融機
関である場合や譲受人である特別目的会社が一
定以上の格付けを有する有価証券を発行する場
合については，通知を不要とするよう要望す
る。

貸金業の規制等に関する
法律第２４条第２項

金融庁

5107 51070007 農林中央金庫 7 確定拠出年金制度における規制緩和

①確定拠出年金運営管理機関登録事務の
簡素化
②金融商品営業と運営管理業務の兼務禁
止ルールの見直し

①協同組織金融機関など非常勤役員が多い業態
の法人については，登録変更にかかる事務負担
が非常に大きいことから，常勤役員や業務担当
役員のみの登録とする，非常勤役員の住所，兼
職先などの軽微な事項については登録事項から
除外する等，登録にかかる事務の簡素化を要望
する。
②体制整備上，専門の運営管理業務担当者の配
置は負担が大く，このため加入者への全国均等
なサービス展開の阻害要因となってることか
ら，金融商品営業者であっても運営管理業務を
行いうるよう兼務禁止ルールの見直しを要望す
る。

①確定拠出年金法第89
条，同法第92条，同運営
管理機関命令第2条
②確定拠出年金法施行規
則第10条

金融庁・厚生労
働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070008
全国農協中央会・農林中央金
庫

8
信託代理店における遺言関連業務の
解禁

信託代理店の取扱業務に遺言関連業務を
認める。

○兼営法改正（平成14年２月１日施行）によ
り、都銀等本体での信託業務の取扱いが認めら
れたときに、信託代理店の取扱業務についても
拡大されたが、遺言関連業務が認められていな
い。

○ＪＡ組合員においては、高齢化の進展が著し
く、また組合員の資産は農地等の土地が主体で
あり、組合員からの相続・遺言関係のニーズが
高い。一方で農中信託銀行には遺言信託の取扱
いが認められておらず、当然代理店としても取
扱いすることができない。信託代理店において
遺言信託業務を取扱うことができれば、組合員
等利用者への利便性の一段の向上につながる。

・金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律第１
条第１項
・同施行令第２条の２
・同法施行規則第7条の
２

金融庁

5107 51070009
全国農協中央会・農林中央金
庫

9
コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象となる借主の範囲を拡
大し、①中小企業（資本金３億円以
下）、②地方公共団体、③特別法で定め
られた地方公社等をその範囲に含める。

○コミットメントライン契約に係る手数料が利
息制限法及び出資法上のみなし利息の適用除外
となるのは、借主が①資本金５億円以上又は負
債総額が200億円以上の大会社、②資本金３億
円以上の株式会社、③特定債権等譲受業目的会
社、④特定目的会社等に限定されている。

○コミットメントライン契約の適用対象を拡大
することにより、中小企業、地方公共団体等の
資金調達の安定的・機動的な対応が可能とな
る。

特定融資枠契約に関する
法律第２条

金融庁・法務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070010
全国農協中央会・農林中央金
庫

10
地方道路公社等における資金運用先
範囲の拡大

地方道路公社及び地方住宅供給公社の２
地方公社の資金運用先としてＪＡ及び信
連を追加する。

○それぞれの根拠法において、余裕金の運用方
法が国債・地方債の取得及び銀行への預け金又
は郵便貯金に限定されている。

○組合の貸出適格先であり、かつ残高を有して
いるにもかかわらず、貯金の預かりができない
ことにより、債権保全上問題があることに加
え、貸出元利金の実行・償還事務が煩雑となり
非効率的な処理となっており、実務上の支障も
大きい。

・地方道路公社法第31条
・地方住宅供給公社法第
34

国土交通省

5107 51070011
全国農協中央会・農林中央金
庫

11
備え付け議事録等の電磁的方法による
対応

主たる事務所、従たる事務所での定款・
規約・規程・議事録、組合員名簿等及び
事業報告書等の備え置きについて、電子
的記録の作成をもって対応が可能となる
ようにする。

○理事は、定款、規約、信用事業規程等を各事
務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置
かなければならない。また、総会、理事会及び
経営管理委員会の議事録を10年間主たる事務所
に、その謄本を５年間従たる事務所に備え置か
なければならないが、農協法上、電磁的記録の
作成についての定めがない。

○農協法上必要とされる書類の作成を電磁的方
法によることができれば、書類作成及び管理費
等のコスト削減が期待できる。

・農業協同組合法第35条
第1項及び第2項、第36条
第1項及び第８項、第39
条第３項、第47条、第50
条の４

農林水産省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5107 51070012
全国農協中央会・農林中央金
庫

12
確定拠出年金制度における運営管理
機関の登録事項の変更に関する期限
の緩和

確定拠出年金運営管理機関の登録事項に
変更があったときは、その日から２週間
以内に届け出なければならない期間制限
を緩和する。

○役員が変更となった場合については登記簿謄
本、住民票、履歴書等が、出資の総額が変更と
なった場合については登記簿謄本を添付書類と
して期限内に提出する必要があるが、取得に手
間がかかる上、期限が短いことから事務負担が
大きくなっている。

・確定拠出年金法第89
条、第92条第１項
・確定拠出年金運営管理
機関に関する命令第２
条、第３条

金融庁・厚生労
働省

5108 51080001
ソフトバンクBB
株式会社

1
緊急通報(１１９番)機能の設置に関する
情報の一元管理

緊急通報（１１９番)機能の設置に関する
次の情報を一元的に管理し、通信事業者
に提供していただきたい。例えば消防庁
が情報を一元的に管理し、通信事業者か
らの照会に応える部署を設ける等してい
ただきたい。

１．折衝担当部署の名称、住所、電話番
号、ファックス番号
２．全国の緊急通報先となる消防機関ご
との管轄エリア
３．これらが変更された場合の変更情報

通信事業者がOAB～J番号を使ったサービスを提
供する為には、法令（電気通信番号規則 別表
第二（第15条第2項関係））により緊急通報へ
の対応を義務付けられている。現在、緊急通報
（１１９番）機能を設置するためには、通信事
業者は消防機関（消防本部・分署・消防団）と
の間で個別に折衝を行わなければならない状況
にある。その際、消防機関ごとの折衝担当部
署、管轄エリア、およびそれらが変更された場
合の変更情報を、全国の約1,300の消防機関に
ついて個別に把握する必要があるため、通信事
業者にとって多大な労力と費用の負担となって
いる。

消防法第24条

電気通信番号規則
別表第二　第5欄

総務省
消防庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5108 51080002
ソフトバンクBB
株式会社

2
通信事業者との間で緊急通報(１１９番)
機能を設置する際の消防機関における
統一基準の作成

次の事項について、通信事業者との間で
緊急通報(１１９番)機能を設置するため
の消防機関における統一基準を国のルー
ルとして整備していただきたい。

１．通信事業者と消防機関の間の費用負
担
２．使用する回線種別
３．必要書類と様式

通信事業者がOAB～J番号を使ったサービスを提
供する為には、法令（電気通信番号規則 別表
第二（第15条第2項関係））により緊急通報へ
の対応を義務付けられている。現在、緊急通報
（１１９番）機能を設置するために、通信事業
者は消防機関（消防本部・分署・消防団）との
間で個別に折衝を行わなければならないが、次
に示す事項について①合意基準や、②授受すべ
き書類の形式等が消防機関によって異なってお
り、また場合によってはこれらが定められてい
ない場合がある。

１．通信事業者と消防機関の間の費用負担をど
うするか（消防機関建物内のＭＤＦ（配線架）
から内部は消防機関の資産設備となるため、消
防機関が費用負担することが原則であると考え
るが、現実には通信事業者が負担することが多
い)
２．緊急通報（１１９番）用の回線として、ア
ナログ専用線とするのか、既設のＩＮＳ回線と
するのか、緊急通報用ＩＮＳ回線とするのか
３．通信事業者から消防機関への緊急通報機能
設置の申入書や合意書等の書類の要否および様
式

そのため、一消防機関ごとに５～１０回の交渉
が必要となり、交渉の開始から運用の開始まで
に半年ないし一年の長期間を要している。これ
を全国約1,300箇所の消防機関と行うため、通
信事業者にとって多大な労力と費用の負担と
なっている。

消防法第24条

電気通信番号規則
別表第二　第5欄

総務省
消防庁

5108 51080003
ソフトバンクBB
株式会社

3 周波数割当て方針の透明性の確保

次の事項を実現することにより、周波数
割当審査の透明性を確保願いたい。

１．周波数割当方針を電波法の必要的諮
問事項に追記し、割当方針を電波監理審
議会に諮問するべき
２．将来的には周波数割当審査業務を総
務省とは独立した中立性を担保できる新
組織に移行するべき

電波法第９９条の１１（必要的諮問事項）に周
波数割当て方針についての記載が含まれていな
いため、総務省総合通信基盤局の担当部署が行
政裁量の範囲内で周波数を割当てる事業者を事
実上内定している。この制度を改め、電波監理
審議会で審議の上、電波割当て方針を決定する
仕組みに変更するべきである。また、中長期的
に考えると、周波数割当審査業務全体を総務大
臣の諮問機関である電波監理会審議会から切り
離し、行政とは独立した中立性を担保できる新
組織に移行するべきである。

電波法第99条の11
総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5109 51090001 社団法人  全国信販協会 1 債権譲渡登記制度の拡充

①オンライン登記申請　オンライン登記
申請について、現行の送信データサイズ
の上限１,５００ＫＢの見直しを図ってい
ただきたい。
②出頭または郵送による債権譲渡登記等
の申請に際して提出する磁気ディスクに
記録する債権個別事項（債権数）の上限
（１０万個以下）の緩和を図っていただ
きたい。

①オンライン登記申請に関して、上限１,５０
０ＫＢでは、債権件数にして１,０００件程度
しか対応できず、ほぼ全ての流動化案件に対応
できない。また、光磁気ディスク（ＭＯ）、フ
ロッピーディスク（ＦＤ）等の磁気ディスクに
ついては、常に紛失のリスクが伴うため、個人
情報の適切な保護という観点からも、オンライ
ン登記申請に移行することが望ましい。
②出頭または郵送による債権譲渡登記等の申請
に関して、債権譲渡登記等の申請時に、登記申
請書等とともに提出する申請データのうち個別
債権事項（債権数）の上限が１０万個以下と定
められているが、当該個数では、光磁気ディス
ク（ＭＯ）、光ディスク（ＣＤ－Ｒ）等の磁気
ディスクの領域が残されている状態にある。そ
のため、本条件の緩和を行うことにより、１０
万個以上の債権譲渡を行う場合、ディスクに空
き容量があるにもかかわらず複数枚のディスク
に分けて申請することに伴うコストの削減、及
び事務処理負荷の軽減が図られ、債権流動化市
場の更なる発展に寄与することとなる。また、
個人情報保護法では、適正な取扱いとともに、
安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる
ことが求められている。このため、債権譲渡登
記等の申請時に提出する磁気ディスクの個数を
減らすことが同法の措置を図ることにつながる
と考えられる。

債権譲渡登記制度 法務省

5110 51100001 イー・アドバイザー株式会社 1
公的年金制度を中心とした
「年金制度の
基礎知識」セミナーの開催

●公的年金制度を中心とした「年金の基
礎知識」を、広く一般の生活者に周知徹
底させるための「年金制度の基礎知識
（仮称）」セミナーの実施要望。

●弊社セミナー講師が、広く一般の生活
者向けに「年金の基礎知識」についてや
さしくわかりやすく説明し、「年金」に
ついての理解と関心を高めていただく。

●「年金」を理解することにより、社会
保障制度の必要性、世代間扶養の考え
方、年金の社会的役割等認識を深めてい
ただく。社会的・経済的にも個人が自ら
を高める場と、セミナーにおいて最適な
情報・知識をお伝えし、よき社会人・よ
き家庭人・賢い生活者になるための機会
の提供。

内容
タイトル：「年金制度の基礎知識
（仮称）」セミナー
目的：「年金」の土台である公的年
金制度を中心に、年金制度のしくみ
や全体像、年金額の計算方法、退職
後に向けた資金準備　　　　等の基
礎知識を習得する。
講師：弊社ファイナンシャルプラン
ニング（FP）講師を派遣
教材：弊社オリジナル作成テキスト
所要時間：ご要望に応じ対応可能
実施日時：平日・休日の開催や日
中・夜間の時間帯などご要望に応じ
対応可能、全国各地対応可能
期待される効果
●「年金制度の基礎知識」をよりわ
かりやすく理解いただくことによ
り、最低限の知識を習得し、公的年
金等に関するより一層の関心度向
上。
●過去10年間、年間約800回、職域
（企業・団体）向けにライフプラン
（人生設計）支援事業を展開してき
た経験から、一般の生活者が真に求
めている知識や情報など、現場の
ニーズに対応したセミナーでのノウ
ハウをサービス業務として提供で
き、セミナー参加者満足度の向上。
●「年金」への理解だけに留まら
ず、個人や家族のライフプラン（人
生設計）全体について検討するきっ
かけ作りと、個人の新たな夢や目標
設定の一助となるよう具体的行動へ
の誘導。

民間開放の必要性・根拠
●社会保険庁では2002年までの3年間で約16.6
億円の費用をかけ、各新聞・テレビなどのメ
ディアで公的年金について理解を深めるPRを展
開してきたが、期待ほどの成果は得られていな
い。社会保険庁2002年度「国民年金被保険者実
態調査」によると、公的な年金の受給資格期間
について「基本的なルール」を理解していない
人が約40％に達している。一方で、平成16年度
年金改革法における国会論議において、国民年
金の「未納・未加入」が国会議員にもみられる
など、公的年金制度のしくみについて理解が浸
透していないことが露呈されています。
●年金改革法が2004年10月に一部施行され、社
会保険庁は保険料未納者に過去の納付履歴を通
知するサービス等加入者への便宜や制度への理
解促進を図ろうとしている。その一方で、「国
民年金被保険者実態調査」結果が示しているよ
うに、広く一般の生活者が「年金の基本ルー
ル」について周知し、公的年金制度をはじめと
した、年金制度の理解と関心を高める取り組み
が急務に求められていると考えます。
●従来の取り組みのように、新聞・テレビ・広
告等のマスメディアで広く周知させる方法は基
より、伝え手と参加者がフェイス・トゥ・フェ
イスで心を通わせながら、やさしくわかりやす
く基礎知識を中心に知識や情報提供できるセミ
ナーを開催していくことにより、複雑でわかり
にくい「年金の基本ルール」を周知し、年金制
度への理解促進と不信感の払拭、個人や家族全
体のライフプラン（人生設計）を考え、よりよ
く自己実現していくきっかけとなるものと考え
ます。

１．会社案内パンフレッ
ト

２．社会保険庁ホーム
ページ「平成11年国民年
金被保険者実態調査～国
民年金制度に関する各種
周知度～」
（要望理由欄には2002年
度調査について記載）
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その他
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5111 51110001 （社）不動産協会 1
都市再生特別地区の区域設定につい
て

当該地区において、隣接地の所有者の意
向も踏まえ、地形地物や区画道路の境を
区域設定としてこだわらず、早期に事業
実施できる範囲で、一定要件がみたされ
ているのであれば、行政手続きを進めて
いくよう自治体に指導することを要望す
る。

区域の設定を弾力的に設定するこ
とにより、事業推進に同意してい
る関係権利者の意向を反映し、早
期の事業化を推進できる。

緊急整備地区は、殆どが従来からの既成市街地
となるため、限られた時間の中で関係権利者の
合意を得ていくことは、個々の資産の共有化に
関して、相互の価値観の差などから合意形成ま
でに時間がかかってしまうことが多い。また、
必ずしも、隣接地を含めることで、事業性が上
がらない場合もあり、早くできるところから実
行し、隣地については、状況次第で段階的に整
備することも考えられる。

都市計画法施行令第8条
他

国土交通省

5111 51110002 （社）不動産協会 2
市街地再開発事業における施行区域
要件について

市街地再開発事業の目的に鑑み、施行区
域要件である耐火建築物から旧耐震建築
物を除く

防災面を配慮した再整備促進 都市再開発法第3条 国土交通省
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制度の
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5111 51110003 （社）不動産協会 3 特定建築者について

東京都など自治体は、第二種市街地再開
発事業において、民間のノウハウを活用
し、事業の円滑な推進を図るため、事業
協力者を選定している地区が多い。事業
協力者は、特定建築者になることを目
標・前提として、事業に参画し、施設計
画へのノウハウの提供に留まらず、自治
体ではなかなか対応が困難な、代替地の
斡旋や移転先ビルの建設、権利者の対応
などを行い、事業の推進に協力している
が、その地位は不安定である。
事業協力者がさらに積極的に事業に関わ
ることを可能とするため、管理処分（権
利変換）の決定時期によらず、施行者や
権利者の同意（意向）により、弾力的に
決められるようにするべきである。

事業を確実に実現するためには、
運営者などの早期事業参画が必要
であり、特定建築者をできるだけ
早期に確定することにより、事業
の目途をつけ、また魅力的な施設
計画とすることができる。

事業を推進するにあたり、事業協力者の積極的
な参画は欠かせないものであり、また第二種市
街地再開発事業においては、事業推進段階にお
いて、民間と自治体および権利者の信頼関係が
構築されていくものである。施行者である自治
体と権利者の意向により、事業協力者が特定建
築者になることを可能とすることが事業を円滑
に進めていくために必要である。

都市再開発法第99条２，
３　118条の28

国土交通省

5111 51110004 （社）不動産協会 4
管理処分計画時の資産評価の早期確
定について

再開発事業において権利変換計画および
管理処分計画を円滑に作成するために、
土地調書・物件調書を早期に確定できる
よう、吏員立会い等を早期に実施する仕
組みを作っていただきたい。

工区が分かれる事業においては、
最後の工区の管理処分時期を待た
ざるを得ないケースもあり、一部
の権利者の権利を著しく制限する
こととなっているため、改善が望
まれる。

第二種事業では、土地調書・物件調書が作成で
きない時の吏員立会いの実施について、収用手
続の保留解除後でなければ、実施できないとい
う運用がされている。このため、土地調書にお
いては、隣接権利者の権利も確定しないケース
が多発し、転出したい権利者は買収してもらう
こともできない。従って、権利者の権利を確定
する基本である土地調書・物件調書の確定につ
いては、早期に吏員立会を実施するようにすべ
きである。

国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
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その他
（特記事項）

5111 51110005 （社）不動産協会 5
都市計画事業に伴う道路の新設・廃止
の場合の議会承認の見直しについて

都市計画事業によって道路を新設・廃止
する場合の議会承認について廃止を含め
見直す。

手続事項の簡素化と事業のスピードアップ 道路法第7、10条 国土交通省

5111 51110006 （社）不動産協会 6
低層住居専用地域内での自動車車庫
面積制限の緩和について

第一種第二種低層住居専用地域で制限さ
れている自動車車庫面積（600㎡以下）
を、戸数や面積に応じた制限に緩和す
る。

建築床面積を無視した不合理な規制であるため
建築基準法第48条、同法
施行令第130条５

国土交通省
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要望事項
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制度の
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5111 51110007 （社）不動産協会 7
共同住宅のエレベータシャフトの容積
不算入について

共同住宅においてエレベータ設置面積（実面
積）以外の床面積を容積率不算入とする。

エレベータ設置率向上とバリアフリーへの配慮 建築基準法第52条第5項 国土交通省

5111 51110008 （社）不動産協会 8
中心市街地整備促進のための融資シ
ステムの改善等について

中心市街地活性化基本計画策定区域内・
都市再生緊急整備地域内での高度化資金
導入に関して、次の要望をする。
①共同出資会社方式等の制度適用条件
（中小企業要件）の第３セクター方式な
みの緩和を図る
現況要件は、出資者が入居者であること
が原則で、入居者の人数・利用面積とも
2/3以上が中小企業であることが中小企業
要件であるが、都市再生緊急整備地域等
を前提とした場合、出資者が入居者であ
る必要はなく、
中小企業要件は、入居者の人数で2/3以上
かつ利用面積で1/4以上が中小企業であれ
ば適用可とする。（⇒第３セクターを利
用した場合の適用要件と同じ）
②融資審査手続のスピードアップと審査
基準の明確化・透明化を図る
・ 融資を受けるための協議において、保
留床１坪あたりの投資額や借入額を縮減
すべきとの指摘はあるが、立地条件や事
業スキーム、収支計画等の事業性と関連
付けて指摘されることが少なく、審査す
る側が適正水準をどこに置いているかが
明確でない面がある。このことから事業
者側としてどこまで縮減すれば診断・認
定を受けられるのかがわからない状況を
改善すべきである。
・ 法制度にはないが、高度化融資の債権
保全策の１つとして役員個人保証が慣行
化しているが、原則として個人保証は無
くし、事業性と従後土地建物への担保設
定のみで対応すべきである。

・第３セクター方式と同様の要件
（入居と出資をリンクさせない）
とすれば、融資の活用が進み、地
方都市でのまちづくりが推進され
る。
・地方都市における中心市街地活
性化は、地元中小小売業者の育成
が不可欠だが、合わせて、大企業
のノウハウを導入することも不可
欠である。（店舗経営、資金調
達、施設運営等）

①共同出資会社方式の場合、入居と出資がリン
クしており、所有と経営の分離が図れないな
ど、一定規模以上の中心市街地案件では、高度
化資金の導入がしにくい制度となっている。

②判断基準が明確でなく、指摘される内容につ
いてどのような改善を図ればよいかが見えな
い。

中心市街地における市街
地の整備改善及び商業等
の活性化の一体的推進に
関する法律/中小小売商
業振興法

経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5111 51110009 （社）不動産協会 9
再開発等促進区における「整備計画」
の段階的策定について

再開発等促進区のエリア内での部分的・
段階的な開発手続推進を可能にすべき。

低未利用地の早期活用が可能になり、土地の高
度利用と都市機能の更新に寄与できる。

都市計画法第12条の5第3
項、建築基準法第68条3

国土交通省

5111 51110010 （社）不動産協会 10
都市再生緊急整備地域等に属する都
市計画公園・緑地指定区域の建築規制
緩和について

都市再生緊急整備地域等に属する都市計
画公園・緑地指定区域の建築規制を緩和
する。

地権者の土地の有効利用を促進し、地域全体の
整備促進が図れる。

都市計画法第53・54条 国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5111 51110011 （社）不動産協会 11 「空中権」の評価について

再開発の検討段階において、隣接地にお
ける余剰容積率利用権（＝空中権）を先
行取得した場合の登記設定や再開発事業
の権利変換時において従前資産として評
価できる仕組みの創設が望まれる。

隣接地の余剰容積がこれまで以上
に取引し易くなり、隣接地も含め
て、一体的な街づくりが可能とな
る。

都心における再開発の推進段階において、隣接
所有者の要望により、空中権を取引するケース
が、今後一般化すると思われる。事前に取引さ
れた空中権および地益権等について、都市再開
発法における評価基準日時点に存する権利とし
て、権利変換を受けられることとすることによ
り、メリハリのある都市の整備が可能となる。

都市再開発法第73条1項
3,11,12号、第80条　登
記法

国土交通省

5111 51110012 （社）不動産協会 12 開発行為における公園提供の緩和

総合設計や特定街区以外の一般の開発行
為についても開発区域内に公開空地が確
保され、引き続き管理されることが確実
な場合には公園の提供は不要とされた
い。

事業者が一体管理することで自治体の負担がな
くなる。

都市計画法施行令第25
条、開発許可制度運用指
針など

国土交通省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5112 51120001 行政法務協同組合 1 道路運送車両法１１条 『封印』について
道路運送車両法２８条の３にいうところ
の『封印取り付け代行者』として委託を
受けた者　として当組合は受託したい

道路運送車両法１１条及び２８条
の３にいうところの『封印取り付
け代行者』の甲種受託者として認
めて頂くことにより、取り扱いの
範囲が広くなります。本来私たち
の持っている機動力とを併せれば
国民へのサービスは格段に向上す
るものと確信します。私たち組合
において、封印の取り扱い方法に
ついての研修を実施し、一定水準
の知識を有するものに対して『認
定書等』を交付し『甲種受託者団
体』の正式な団体員であることを
認定しその者だけに出張封印受託
業務を行わせる。

現在行政書士は乙種受託者として封印業務の一部を
担っています。『出張封印』が認められていること
により国民に対してのサービスは向上すべきはずで
す。しかしその一方で、取り扱い範囲は個人間取引
の場合のみに限定され、大変制約されています。Ｉ
Ｔが普及し、個人間取引が活発化したとはいえ自動
車の売買においてはその大半は新車ディーラー又は
中販店が仲介しています。その為取引の一方(譲渡人
または譲受人)が法人であることがほとんどです。結
果、実情我々行政書士が取り扱える封印業務はきわ
めて少なく、陸運支局によっては１ヶ月に１件もな
いところもあります。　　　　　　　　　　また、
民間に対して委託事業が進んでいるとはいえ任され
ている団体に所属する事業者は少数です。また、ま
ずその団体に属するための条件を満たすことが要求
されるため、本来の封印業務だけを受託するに足り
うる資質以外の要素も求められるので、純粋な封印
受託とは乖離しているように思います。その点、私
達組合は自動車の登録を専門とし業をなしています
ので、封印を取り扱うことをお願いするのは、ごく
自然の流れだと考えます。更にナンバー交付の際は
その都度車両を各支局に持ち込むことを必要とされ
ている現状は、多大な時間と労力を要し、いたずら
に各支局の混雑を招いています。更に年末や年度末
においては、登録業務が集中するために周辺の交通
渋滞をも招き、支局によっては近隣住民の生活に支
障をきたしているのが現状です。私達組合が甲種受
託者として出張施封することで、国民の負担は軽減
され、混雑も緩和されます。また一極集中している
封印委託の現状を変えることで競争原理が生まれ、
これから始まるワンストップサービスにおいてもナ
ンバープレートの交付までを一元化でき、登録業務
だけを行う陸運支局を交通の便のよい場所に設ける
ことも可能になります。

道路運送車両法１１条及
び２８条の３

国土交通省

5113 51130001
（株）LEC東京リーガルマイン
ド

1 学童保育の民間開放に関する提案

国が学童保育の適正な最低設置基準と学
童保育指針を策定するとともに、それに
見合う財政措置を行うことで、学童保育
事業への民間事業者の参入を容易にする
こと

株式会社による学童保育運営事業

　女性の社会進出が進む現在、保育所の延長と
して、学童保育への需要が増えています。しか
し、小学校数の6割程度しか学童保育は設置さ
れていないため待機児童が多く、これに対応す
るため、各学童保育所とも無理に収容人員を拡
大し、保育環境が悪化している場所が多く存在
します。その結果、保育指導員の労働環境が劣
悪となっているほか、利用者の要望に柔軟に応
えるところまでサービスが行き届かない状況と
なっています。今後、子育てをする親を支えて
いくためには学童保育の数を増やし、質も向上
させていかなければなりません。それには、公
設公営等の形態を用いて、柔軟性と効率性の点
で優れている民間企業の活力を利用することが
有効です。
　しかし、学童保育に関する国の適切な最低基
準の設定とそれに見合う財政措置の欠如が民間
事業者等の運営を困難にしています。また保育
指針がないため、各保育所は手探りの運営を強
いられ、運営者に大きな負担がかかっていま
す。これらの事実は、民間企業が学童保育事業
に参入するにあたっての障害となっているもの
です。
　政府には、学童保育を子育てサービスとして
保証し、制度を整えて民間の参入を促し、量と
質の拡充をはかることが求められます。

厚生労働省
添付資料あり(『学童保
育事業の民間開放推進に
関する提案』)
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要望事項
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5113 51130002
（株）LEC東京リーガルマイン
ド

2
求職者からの職業紹介手数料徴収を
可能とする

職業安定法３２条の３では、職業紹介手
数料については、原則として求職者から
の徴収を禁止しています。この例外とし
て、芸能家・モデル・科学技術者・経営
管理者（科学技術者と経営管理者の場
合、賃金の額が就業後１年間において７
００万円を超える者又はこれに相当する
もの）の職業に紹介された求職者から
は、就職後6ヶ月以内に支払われた賃金の
100分の10.5以内に相当する額以内の手数
料の徴収が可能です。これを以下のよう
に改正すべきであると考えます。

（改正の案）
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関
し、適切な実費その他手数料又は報酬を
受けることができる。

求職者からの手数料徴収による付
加価値の高い職業紹介サービスの
実現

希望する求職者に、キャリア・コンサルティン
グや職業訓練、積極的求人企業開拓等を含めた
総合的な職業紹介サービスを提供していくため
には、企業からの紹介手数料のみに収益性を求
める現在のスキームでは限界があります。求職
者に様々な有料・無料のサービスオプションを
与えることにより、求職者が自分の志向にあわ
せてサービスを選択できる環境が整備されま
す。

職業安定法第32条の3 厚生労働省

5113 51130003
（株）LEC東京リーガルマイン
ド

3
指定管理者団体に対する企業会計原
則の義務付け等に関する提案

指定管理者に対して、法人の種類・規模
を問わず、以下の２点を義務付けること
を通達として指示されることを要望いた
します。
①企業会計原則の導入
②公認会計士による定期的な会計監査の
導入
③監査結果の住民への公表

左記事項を導入した場合、以下の
効果が期待できます。
①税制優遇や補助金を受けている
公益法人のアカウンタビリティが
より明確になる
②貸借対照表を活用して財政状況
を把握することで借金の状態を明
らかにしたり無駄な投資を排除し
たりすることが可能になる
③公的部門の会計につき株式会社
との比較が容易になる
④公認会計士が入ることで監査の
有効性が高まり適正な会計を担保
することができる
これにより、地方財政の健全化と
いう指定管理者制度の趣旨を実現
することができると考えます。

　現在、指定管理者に関して多くの場合、従前
の委託先である公益法人が引き続き指定管理者
として指定されていますが、指定後についても
指定を受けた公益法人が企業会計基準を適用す
る例が殆どないため、事業が効率的に運営され
ているかチェックしたり、適正な会計が行われ
ていることを担保する制度が存在しないため問
題です。このように異なる会計基準が適用され
るのであれば、株式会社と公益法人とのサービ
スや事業の効率性を通した真の競争の実現から
遠ざかってしまいます。

地方自治法244条の２ 総務省

添付資料あり(『指定管
理者団体に対する企業会
計原則の義務付けにする
提案書』)
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5113 51130004
（株）LEC東京リーガルマイン
ド

4
株式会社と学校法人の競争条件の同
一化の実現

株式会社大学にも学校法人と同様の私学
助成と優遇税制を適用するべく、構造改
革特別区域法第12条を改正すること

株式会社大学と学校法人大学の競
争条件同一化による学校教育の活
性化

現在株式会社大学は、「株式会社」であるがゆ
えの義務の上に「大学」であるがゆえの過大な
義務が課せられ、かつ、「大学」であるがゆえ
に「株式会社」としての権利・自由を制限さ
れ、かといって「大学」であるが故の権利と自
由を殆ど享受できず、教育理念の実現を大きく
阻害されているのが現状です。最終的には学校
法人大学がその質的向上を目指すためには、株
式会社と同様、自由競争原理の下に置かれなけ
ればなりません。しかし、その実現にはかなり
の時間がかかることが予想されます。とするな
らば、現段階で、可及的に学校法人大学と株式
会社立大学とを同じ土俵で競争させるよう、暫
定的な措置を講じる必要があると考えます。

構造改革特区法12条等 文部科学省
添付資料あり(特区法12
条改正提言書、特区法12
条改正案、税制比較表)

5113 51130005
（株）LEC東京リーガルマイン
ド

5
専修学校経営への株式会社の参入促
進にかかる提案

株式会社が専修学校経営に参入できるよ
う、以下の2点につき提案いたします。
１．専修学校は、①株式会社も設置主体
となりうること、及び②設置にあたり校
地・校舎の自己所有は必ずしも要しない
こと、の2点を法律に明記すること。
２．専修学校の認可にかかる私立学校審
議会への諮問手続きを不要化すること。

左記のような措置をとった場合、
認可権者である都道府県の規制や
私立学校審議会の同業者による民
民規制を受けることなく、専修学
校経営への株式会社の参入が容易
になります。その結果、多くの専
修学校によって競争が行われ、ま
た様々な経営主体によって多様な
教育が提供されることによって、
教育サービスの質が全体として向
上していくことが期待されます。

現在、株式会社が専修学校を開設することは非
常に困難となっています。それは、株式会社が
専修学校を設置する主体となりうるという文部
科学省の見解を無視し、都道府県が、学校経営
の安定性・継続性を問題として株式会社による
専修学校開設を認めていないこと、そして競合
相手である私立学校関係者を構成員とした私立
学校審議会の諮問手続きを経なければ開設でき
ないこと、の2点に理由があります。今回の提
案は、それらの規制を緩和あるいは廃止するな
どして、株式会社の専修学校経営を容易にし、
学生に多様な教育サービスを提供できるように
するものです。

学校教育法第82条の5
専修学校設置基準第22
条、23条
私立学校法第8条

文部科学省
添付資料あり(『専修学
校への株式会社の参入促
進にかかる提案書』)
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5114 51140001 日本クレジットカード協会 1
国庫金（国税）のクレジットカードによる
立替え払い納付

国税の納付について、国民（納税者）が
クレジットカードによる立替え払い納付
（インターネットによるクレジットカー
ド決済を含む。以下同じ。）を希望する
場合、これを可能とすることとしていた
だきたい。（もし現在可能であるなら
ば、その旨を明らかにしていただきた
い。可能でない場合、これを可能とする
ように改めていただきたい）。国税通則
法においては、第41条で第三者による国
税納付が認められており、クレジット
カード会社による立替え払い納付を一般
的に許容することは十分合理的なものだ
と考えます。【添付資料①参照】また、
個別税法においては、例えば自動車重量
税法第10条2（電子情報処理組織による申
請又は届出の場合の納付の特例）の財務
省令に定める方法として、電子納付が認
可されており、現在はインターネットを
利用した口座振込のみが実施されている
が、クレジットカードによる納付も認め
ることとしていただきたい。その他所得
税・法人税・関税等などの個別税法にお
いても、同様に個別の方法を定める場面
で、クレジットカードによる納付を（認
められていない場合には）認めることと
していただきたい。

基本的には、国税全般につきクレ
ジットカードによる立替払い納付
の実現を希望するものです。中で
もとりわけ強く希望するのは、消
費者に密着した自動車重量税等の
クレジットカードによる立替え払
い納付を含めて納付手続のワンス
トップサービスのビジネスモデル
を構築することを目指すもので
す。平成17年度からマルチペイメ
ントネットワークを活用したイン
ターネットでの口座振込が開始さ
れていますが、今回のビジネスモ
デルにおいては、この仕組みも活
用したいと考えます。

①クレジットカードによる立替え払い納付を可能とすること
で、国民としては選択肢が広がり、電子的な納付により利便
性が向上し、ポイントサービスやクーポン等カードに付随す
るサービスを享受することができ、事業者としては新たな市
場機会の拡大となりビジネスチャンスを得ることができ、行
政としては現金処理のリスクや事務コスト削減、収納督促業
務等の事務経費削減等にもつながり、社会的意義が極めて大
きいと考えます。②クレジットカードによる立替払い納付を
可能とすることにより、クレジットカード固有の機能である
分割払いやボーナス払い等も可能となれば、国民の利便性向
上とともに納付率向上にも寄与すると考えます。なお、クレ
ジットカード会社は、まず国庫に対して極力速やかに納付金
額を払い込み、その後、納税者（立替え払い依頼者）から後
払い（必要に応じ、長期分割払いやボーナス一括払いなどに
より決済）を受けるため、国の国庫収納事務には支障を来し
ません。③現在民間市場におけるインターネット決済の方法
としては、クレジットカードによる決済（カード番号などを
コンピューター端末から入力して電子的に処理する方法）が
最も利用されており、インターネットを活用したクレジット
カードによる国税の立替え払い納付に対する国民的ニーズは
非常に高いと考えます。【添付資料②参照】④ワンストップ
サービスについては、国税や国への各種料金支払い（別途要
望中）以外に、地方税や地方自治体への各種料金支払いも同
時に納付できることが求められるが、地方税については平成
16年度構造改革特区第5次提案に対する総務省回答により地
方税のクレジットカード立替払い納付が法制的に可能とさ
れ、また地方自治体への各種料金支払いについては研究会を
開催するなどして早急に検討を開始する旨の回答がなされて
います。ここでは、地方税と同様、国税についてもクレジッ
トカードによる立替え払い納付をできることとし、ワンス
トップサービスへの条件を整えていきたい。⑤従来はクレ
ジットカード会社毎に国庫金の納付を検討していたが、今回
業界団体として要望することで複数のクレジットカードでの
立替払い納付を可能とし、国民に向けて広く選択肢も用意し
公平性を期すものです。⑥海外においては公金のクレジット
納付が既に一般化してきており、わが国においてもぜひ導入
をご検討いただきたい。【添付資料③】

国税通則法第41条、自動
車重量税法10条、財務省
令（国税関係法令に係る
行政手続等における情報
通信の技術の利用に関す
る省令、平成十五年七月
十四日財務省令第七十一
号）

国土交通省、財
務省

①国庫金のクレジット
カード決済実現に向けた
見解、②公金決済市場で
のカード決済重要度Ｗｅ
ｂ調査結果概要、③海外
での公金クレジット決済
実施状況

5114 51140002 日本クレジットカード協会 2
国庫金（料金）のクレジットカードによる
立替え払い納付

使用料、手数料など「料金」全般につい
ては、クレジットカード会社等の第三者
が立替払いを行うことについては、現行
法の規定が明確でなく、導入例がない
が、禁止規定もないことから、立替払い
の導入は十分可能であると考える。特に
国民年金保険については、国民年金施行
規則第72条において保険料の収納を委託
できるものとして「公共料金に関する事
務処理実績を有する者」と規定している
ことから、既に電気/ガス料金等の決済
サービスを提供しているクレジットカー
ド会社は、国民年金保険料の納付受託資
格者としては十分要件を満たしているも
のと考える【添付資料①参照】。この
点、必要に応じ国民年金保険に関する法
令の改正等を通じ、国民年金保険料のク
レジットカードによる立て替え払い納付
を可能とすることを要望する。ついて
は、①国民年金保険料におけるクレジッ
トカードによる納付の実現、および②そ
の他「料金」全般に関するクレジット
カードによる納付のための所要の規制緩
和・民間開放を要望する。

国民年金保険料においては、平成
16年度よりマルチペイメントネッ
トワークによる電子納付が開始さ
れており、第１段階としてクレ
ジットカードによる電子納付を実
施するとともに、現行の口座振
替・コンビニエンスストアでの収
納に加え、クレジットカードによ
る登録形式（電気/ガス料金等公
共料金・携帯電話料金と同様の方
式）での年払い・月払い納付を追
加する。

①クレジットカードによる立替え払い納付を可
能とすることで、国民としては選択肢が広が
り、電子的な納付により利便性が向上し、ポイ
ントサービスやクーポン等カードに付随する
サービスを享受することができ、事業者として
は新たな市場機会の拡大となりビジネスチャン
スを得ることができ、行政としては現金処理の
リスクや事務コスト削減、収納督促業務等の事
務経費削減等にもつながり、社会的意義が極め
て大きいと考えます。②クレジットカードによ
る立替払い納付を可能とすることにより、クレ
ジットカード固有の機能である分割払いやボー
ナス払い等も可能となれば、国民の利便性向上
とともに納付率向上にも寄与すると考えます。
なお、クレジットカード会社は、まず国庫（/
社会保険特別会計）に対して極力速やかに納付
金額を払い込み、その後、納税者（立替え払い
依頼者）から後払い（必要に応じ、長期分割払
いやボーナス一括払いなどにより決済）を受け
るため、国の国庫収納事務には支障を来しませ
ん。③現在民間市場におけるインターネット決
済の方法としては、クレジットカードによる決
済（カード番号などをコンピューター端末から
入力して電子的に処理する方法）が最も利用さ
れており、インターネットを活用したクレジッ
トカードによる国税の立替え払い納付に対する
国民的ニーズは非常に高いと考えます。【添付
資料②参照】④従来はクレジットカード会社毎
に国庫金の納付を検討していたが、今回業界団
体として要望することで複数のクレジットカー
ドでの立替払い納付を可能とし、国民に向けて
広く選択肢も用意し公平性を期すものです。⑤
海外においては公金のクレジット納付が既に一
般化してきており、わが国においてもぜひ導入
をご検討いただきたい。【添付資料③】

国民年金法第９２条の
３、国民年金法施行令第
６条の１４、国民年金法
施行規則第７２条

社会保険庁

①国庫金のクレジット
カード決済実現に向けた
見解、②公金決済市場で
のカード決済重要度Ｗｅ
ｂ調査結果概要、③海外
での公金クレジット決済
実施状況
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5115 51150001
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合会
有限会社シャトーティーエス

1
ワイン（果実種）定義における熟成工程
での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液
使用の許可

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟成工程で
の貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液が使
用されている。日本では酒税法により当
該行為が実施されるとﾘｷｭｰﾙの定義に該当
することになる。当該作業はﾜｲﾝ製造にお
ける熟成工程で樽容器を使用するのと類
似であり、その効果もほぼ同等である。
当該行為のためにわざわざﾘｷｭｰﾙ製造の免
許を取得しなければならず、その煩雑さ
があり、かつ、6kl以上の生産要件ｸﾘﾔが
困難であるため、当該行為規制の除外を
提案する。同法の適用除外によりﾜｲﾝ品質
向上など農業振興の一助となる。

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟
成工程での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉
末、抽出液が使用されている。日
本では酒税法により当該行為が実
施されるとﾘｷｭｰﾙの定義に該当す
ることになる。当該作業はﾜｲﾝ製
造における熟成工程で樽容器を使
用するのと類似であり、その効果
もほぼ同等である。当該行為のた
めにわざわざﾘｷｭｰﾙ製造の免許を
取得しなければならず、その煩雑
さがあり、かつ、6kl以上の生産
要件ｸﾘﾔが困難であるため、当該
行為規制の除外を提案する。同法
の適用除外によりﾜｲﾝ品質向上な
ど農業振興の一助となる。

日本では酒税法により当該行為が実施されると
リキュールの定義に該当することになる。同法
の適用除外によりﾜｲﾝ品質向上など農業振興の
一助となる。

酒税法 財務省
当該許可対象はﾜｲﾝ製造
許可者（約300）

5116 51160001
社会福祉法人恵泉会
株式会社メディカルアソシア

1
滋賀県における「外 国籍看護師・介護
士の教育・受 入・人事管理・就業構想」

問題点を踏まえ特区で2名程度を皮切り
に、看護師を一年勤務させ、そこで浮か
び上がる問題点を当法人で整理する。
２）当初質の高いと評判のフィリピンの
看護師をターゲットに候補者を数名面接
し日本に入国させる。
３）募集の方法、日本への招聘はメディ
カルアソシアが担当する。
４）各種社会保険、税等に関してもメ
ディカルアソシアが担当する。
５）規制緩和としては　　2年程度のワー
クビザの発給（本人が希望すればビザの
更なる延長）　　介護保険配置基準にお
ける看護師カウントの承認
６）当法人では当該看護師の能力、内部
での人事問題等に関して検討する。以上
のことより、社会福祉法人恵泉会とメ
ディカルアソシア（株）の共同提案と
し、特区構想で問題点をあらいだし全国
展開の礎にしたい。

各国の各分野を業とする法人が、
全国又は特区の自治体において外
国人看護師・介護士の教育、人事
管理（派遣・職業紹介）等の事業
者指定を受け、フィリピンなど東
南アジア諸国において、日本国看
護師国家資格受験準備講座、介護
士養成講座（日本型介護施設での
OJTを含）を受託する。日本語能
力については、現地の日本語学校
の受講生で、かつ日本語検定試験
の２級（一般的なことがらについ
て会話ができ、読み書きができる
能力）又は3級以上に合格した者
を、研修生として受け入れる。比
国での看護師養成所卒業者、看護
実務経験のあるものは看護師・介
護福祉士国家資格受験の権利を付
与する。訪問看護員については日
本又は比国内で同等の教育を実
施。これらの条件を満たしたもの
が、人事管理法人より管轄省庁又
は自治体へ申請のあった医療機
関・社会福祉施設へ派遣、紹介、
紹介予定派遣で斡旋し、「正看護
師、介護福祉士、訪問介護員」と
して送り出す。日本滞在中は、人
事管理法人が生活や文化指導を行
う。在留期限が来たら、人事管理
会社が責任を持って帰国あるいは
在留資格の更新手続きを行う。

地方に位置する特別養護老人ホームにおいて
は、看護師の確保が大きな問題となっている。
特別養護老人ホームでは入居者が重度化し看護
師の夜勤を考えるべき状況になっきている。介
護士に関しても同様の問題がある。海外の看護
師資格では在留資格・就労資格がない。介護労
働者の在留資格がない。海外の看護師資格を取
得していても訪問介護員研修の簡易化ができな
い。海外で訪問介護員養成研修を受けることは
認められない。看護業務の労働者派遣は紹介予
定派遣以外認められていない。全国の介護施設
では高齢者人口の拡大、働く若者の減少を受
け、十分な介護サービスを提供し続けられるか
危機感をもっつている。特に過疎化が進行する
農村部では切実である。さらに、定着しない若
者の介護職の問題、取り合いになっている看護
師の問題など、多くの問題がやまずみでありそ
の解決の一助になるとかんがえる。 

・出入国管理及び難民認
定法第７条
・出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２号
の基準を定める省令：法
別表第１の２の表の医療
の項
・介護保険法施行令第3
条

厚生労働省
法務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5117 51170001 東京都 1 保育所制度における規制緩和
大都市住民のニーズに即した新たな保育
所として、都が創設した認証保育所を制
度的に認めること。

・現在の認可保育所では応えきれていない、大
都市の保育ニーズに対応できる。
・多様な事業者の参入とサービスの競い合いを
促す制度に改めることにより、多様化する保育
ニーズに応えることができる新しい保育所設置
が可能となる。

児童福祉法 厚生労働省

5117 51170002 東京都 2 保育所制度における規制緩和

現行の認可保育所制度について、多様な
事業者の参入を促進し、利用者本位の制
度となるよう改革すること。

①保育所利用方法について、利用者が施
設と直接契約できる制度とすること

②保育料を一定の基準の下に、保育所が
自由に設定できるようにすること

③施設整備について、民間事業者も補助
対象とすること

④保育所設置基準を緩和すること

①、②保育所の入所の決定権が区市町村にある
ため、利用者の選択権に実効性がなく、施設の
努力とは関わりなく児童が入所するしくみと
なっている。利用者本位のサービス提供を実現
するため、事業者が競い合いを通じてサービス
向上していくしくみとする必要がある。
③認可保育所は、設置主体に制限はなく、株式
会社等でも設置できることとされているが、社
会福祉法人と同様の施設整備費補助は受けられ
ない。
④保育所の設置認可権限は都道府県知事にある
ものの、その基準は全国一律の最低基準を必ず
満たさなければならないこととなっている。そ
のため、利便性の良い市街地での保育所整備が
進みにくい。また、職員定数のすべてに保育士
資格を求めており、保育士以外の資格者の活用
による柔軟なサービス提供ができないほか、調
理員について常勤職員配置が原則とされている
ため、短時間勤務職員の導入ができない。

児童福祉法

児童福祉施設最低基準

憲法

厚生労働省

446/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5117 51170003 東京都 3
痴呆性高齢者グループホームの設置
促進を目的とした規制の緩和

・厚生労働省令に定める、指定に係るユ
ニット数の制限（２ユニット）や、平成
１７年度から予定されている整備費補助
対象のユニット数の制限（２ユニットか
ら１ユニット）など、痴呆性高齢者グ
ループホームに関する規制を緩和し、地
域特性を考慮した柔軟な対応を図るこ
と。

これらの規制は全国一律であり、地域特性を考
慮したものとなっていない。

指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営
に関する基準（厚生労働
省令第２８号）

厚生労働省

5117 51170004 東京都 4 介護休業時の勤労者及び事業主の負
担軽減

介護休業時の勤労者及び事業主の負担軽
減のため、介護休業中の健康保険料、厚
生年金保険料を免除すること。

・社会保険の被保険者資格は、育児休業、介護
休業ともに、休業中も継続される。
・社会保険料については、育児休業中の場合で
あれば、申出により事業主・労働者負担分とも
に免除されるのに対し、介護休業中の場合は、
事業主・労働者負担分とも免除されない。
・仕事と家庭を両立させるために、介護休業期
間中においても労働者に対する支援が必要。

健康保険法第１５９条
厚生年金法第８１条の２ 厚生労働省
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5117 51170005 東京都 5
特別養護老人ホームの設置促進を目
的とした規制等の緩和

老人福祉法に定める特別養護老人ホーム
の設置主体に関する規制を緩和し、多様
な事業者の参入を促進する。

・構造改革特区等で民間事業者による特別養護
老人ホーム運営が行われているところである
が、いわゆる公設民営方式のみという状況であ
り、多様な事業者の参入が図られるものとなっ
ていない。

老人福祉法 厚生労働省

5117 51170006 東京都 6
障害児施設における調理業務の外部
委託の容認

障害児施設における調理業務の外部委託
を認めること

・身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施
設等の調理業務については第三者への委託が可
能とされているが、障害児施設においては施設
の職員により行われるものとされている。
・肢体不自由児施設及び知的障害児通園施設に
ついては、構造改革特別区域法に基づく計画の
認定を受けた場合、調理業務の外部委託が可能
となっている。
・しかし、運営面でのより一層の効率化を図る
ため、構造改革特区の対象事業にかかわらず、
障害児施設について成人施設と同様、第三者へ
の委託を認められたい。

児童福祉法第４５条、児
童福祉施設最低基準、保
護施設等における調理業
務の委託について（昭和
62.3.9社施策38）、構造
改革特別区域における
「肢体不自由児施設等に
おける調理教務の外部委
託事業」について（平成
15.3.27障発第0327015
号）

厚生労働省
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5117 51170007 東京都 7
社会保険診療報酬支払基金が取り扱う
審査支払業務の範囲拡大

都が実施している「心身障害者医療費助
成制度」並びに区市町村が実施している
「ひとり親家庭医療費助成制度」及び
「乳幼児医療費助成制度」（以下「医療
費助成制度」という。）の審査支払業務
を社会保険診療報酬支払基金が取り扱え
る業務範囲とすること。

・支払基金の業務範囲は法令等で定められてお
り、医療費助成制度の審査支払業務は対象外の
ため、社会保険分はレセプトで支払基金に、医
療費助成分は国保連合会に請求。そのため下記
の問題が発生。
①医療機関は、社会保険分のレセプト作成に加
え医療費助成分の請求書作成の事務処理を負
担。
②レセプトの査定減等があっても、医療費助成
分と連動できず、公費の過払いが発生。
③高額療養費は、実施主体が一旦全額立替払
後、保険者や患者本人と連絡調整して精算して
おり、事務処理が煩雑化。

社会保険診療報酬支払基
金法第１３条及び同条第
３項の規定による告示及
び局長通知

厚生労働省

5117 51170008 東京都 8
中小企業の事業用資産相続時の抜本
的な軽減措置の導入

中小企業者が相続するにあたり、引き続
き事業を継続していく場合には、我が国
の「農地に関する相続税猶予制度」や欧
州先進諸国の制度に準じた包括的な軽減
制度を設けるなど、抜本的な軽減措置を
講ずること。

本年６月の本要望において、「税制は規制の対
象外」との回答があったが、税制に関する措置
は地域住民の生活や生産活動に大きな制約をも
たらすため、本要望の対象とすべきである。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に事業の
円滑な承継に大きな影響を与えているため、事
業用資産相続時の負担軽減措置を強化する必要
がある。

租税特別措置法（相続税
法関係）第７０条４～６

財務省
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5117 51170009 東京都 9
中小企業の事業用資産相続時の土地
の減額評価の実施

中小企業承継税制で評価減をしている特
例を、400㎡を超える部分にも拡充するこ
と。

本年６月の本要望において、「税制は規制の対
象外」との回答があったが、税制に関する措置
は地域住民の生活や生産活動に大きな制約をも
たらすため、本要望の対象とすべきである。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に事業の
円滑な承継に大きな影響を与えているため、事
業用資産相続時の負担軽減措置を強化する必要
がある。

租税特別措置法（相続税
法関係）第６９条の４

財務省

5117 51170010 東京都 10
中小企業の事業用資産相続時の自社
株評価方法の見直し

①同族会社の株式評価における類似業種
批准価格の減額率を引き上げること。

②全ての会社に類似業種批准方式のみに
よる評価の選択適用を可能とすること。

本年６月の本要望において、「税制は規制の対
象外」との回答があったが、税制に関する措置
は地域住民の生活や生産活動に大きな制約をも
たらすため、本要望の対象とすべきである。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に事業の
円滑な承継に大きな影響を与えているため、事
業用資産相続時の負担軽減措置を強化する必要
がある。

財産評価基本通達（相続
税法関係）１７８－１８
６

財務省
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5117 51170011 東京都 11
中小企業の特許関係の料金減免措置
の拡充

①　研究開発型中小企業に限定すること
なく、全中小企業を減免の適用対象とす
ること

②　出願手数料も減免の対象とすること

本年６月の本要望において、「特許料等の減免
は規制措置ではなく、実質上従来型の財政措置
にしか過ぎないため対応不可」との回答があっ
たが、特許料等の減免は地域住民の生活や生産
活動に大きな制約をもたらすため、本要望の対
象とすべきである。
・特許法の改正により１件当りの総費用が引き
下げられ、資力に乏しい法人の減免期間が設立
５年以内から10年以内に緩和されるなどの措置
が講じられた。
・しかし、依然として減免制度を受けられる対
象者が限定されており、また、減免措置の内容
も審査請求料や一定期間の特許料に限られてい
る。
・中小企業における知的財産の取得を促進させ
るため、特許関係料金の更なる減免措置の拡充
が必要である。

特許法第107条、109条及
び195条の２
産業技術力強化法

文部科学省
経済産業省

5117 51170012 東京都 12
女性の坑内労働の禁止に係る労働基
準法の見直し

女性の雇用機会均等と職域拡大を図るた
め、トンネル工事の監督業務などに従事
する女性が、坑内に入ることが出来るよ
う、法改正等の必要な措置を講じるこ
と。

女性技術系職員のシールド工事な
どトンネル工事における監督業務
への従事

・東京都では、女性技術職員が様々な工事の監
督業務に就いているが、労働基準法第64条の２
により女性の坑内労働が禁止されているため、
トンネル工事による監督業務に従事できない。
・女性の雇用機会均等と職域拡大を図るため、
法改正等の措置が必要である。

労働基準法第64条の２ 厚生労働省
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5117 51170013 東京都 13 カジノ実現に必要な法整備
カジノを実現するために、必要な法整備
を行うこと。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源でもあり、新たな
ゲーミング産業として、経済波及効果や雇用創
出効果が大いに期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博および富
くじに関する罪で規制されており、実施するこ
とができない。

刑法第１８５条～１８７
条（賭博および富くじに
関する罪）

内閣府

5117 51170014 東京都 14
外国人旅行者に対する査証手続きの
緩和

外国人旅行者の拡大を図るため、一定の
要件の下での観光目的で来訪する旅行者
に対する査証の免除、査証申請の際の提
出書類の簡素化や発給日数の短縮化など
査証発給手続き等を一層推進すること。

・訪日外国人数は、日本人海外旅行者数の３分
の１に過ぎず、国際旅行収支は大幅な赤字に
なっている。
・都は「観光産業振興プラン」を策定し、外国
人旅行者を倍増する目標を掲げている。
・しかし、現在の外国人に対する訪日査証制度
が、海外からの旅行者増大にとって障害になっ
ている。

出入国管理及び難民法
外務省設置法

外務省
法務省
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5117 51170015 東京都 15 来日外国人・組織犯罪の防止

在留資格審査の一層の厳格化を図るとと
もに、既にアメリカで実施されているバ
イオメトリックス（生体認証技術）を活
用した入国審査の実施など、入国審査を
厳格化すること。

退去強制した不法滞在者の水際で
の再入国阻止などによる来日外国
人犯罪の抑止

・留学・就学、研修、興行、日本人配偶者等の
資格で入国するものの中には、在留資格は名目
だけで、当初から不法就労等を目的としている
者が数多く存在しており、その手段も偽変造旅
券、学校ぐるみでの受け入れ、偽装結婚等、よ
り悪質巧妙化している。
・出入国管理法の改正により、在留資格取消制
度の創設や不法残留罪の罰金額引上げが行わ
れ、不法滞在者に対する取締りは一定の措置が
講じられた。
・しかし、退去強制した不法滞在者を再入国さ
せないための制度は未だ構築されていない。

出入国管理及び難民認定
法施行規則

法務省

5117 51170016 東京都 16 脱法ドラッグ対策の推進
乱用薬物の麻薬への追加指定について積
極的な運用を図ること。

・脱法ドラッグの乱用は、拡大･深刻化が懸念
されており、乱用実態や危険性、青少年に及ぼ
す広範な悪影響などは看過できない状況にある
ことから、脱法ドラッグ規制の実効性を上げる
ための対策が必要である。

「麻薬及び向精神薬取締
法」第２条別表第１第７
５条及び別表第２号第４
号及び　「麻薬、麻薬原
料植物、向精神薬及び向
精神薬原料を指定する政
令」第１条及び第２条

無承認無許可医薬品の指
導取締りについて(昭和
46年6月1日　薬発第476
号)各都道府県知事あて
厚生省薬務局長通知

厚生労働省
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5117 51170017 東京都 17
ディーゼル車の使用過程車対策の抜本
的な見直し

①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では車検制度に
よって、違反車両は対策地域に登録する
ことができなくなるが、当該地域の環境
改善のため、地域外からの流入車を規制
の対象とするなど、抜本的な使用過程車
対策を実施すること。

②車検の時の使用過程車規制について、
実効性ある対策を実施するため、大気汚
染防止法に基づく基準値を設定するこ
と。

・都における深刻な大気汚染の根本的な原因
は、国の自動車排出ガス規制の遅れにある。
・大気汚染を改善し、都民、国民の生命と健康
を守るためには、国の責任で使用過程車対策の
抜本的な見直しを行う必要がある。

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
大気汚染防止法

環境省
国土交通省

5117 51170018 東京都 18 不正軽油対策

不正軽油による環境悪化を防止するとと
もに、流通形態の多様化に伴う脱税、滞
納などの問題に対処するため、不正軽油
の製造を禁止するなど、抜本的な対策を
早急に講じること。

・平成16年度の廃棄物処理法の改正では硫酸
ピッチの保管基準等の強化等がなされ、平成16
年度の地方税改正では、軽油引取税の脱税にか
かる罰則の引き上げ及び不正軽油の譲受に関す
る罰則の創設等が盛り込まれた。
・しかし現行法では不正軽油を製造する行為や
硫酸ピッチの不法投棄を根絶することは極めて
困難である。

地方税法
廃棄物処理法

総務省
経済産業省
環境省
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5117 51170019 東京都 19
ディーゼル排出微小粒子の環境基準の
設定

大気汚染の原因であるディーゼル排出微
粒子など微小粒子（ＰＭ2.5）についての
環境基準を設定すること。

・微小粒子については、その濃度と呼吸器や循
環器系疾患などと強い関連性を示す報告があ
る。
・ディーゼル排出微粒子のほとんどが微小粒子
と言われている。
・微小粒子についての環境基準の設定を行うな
ど、微小粒子状物質等による大気汚染から都民
の健康と生命を守る実効性のある対策をとる必
要がある。

大気汚染防止法 環境省

5117 51170020 東京都 20 船舶からの排出ガス対策
使用燃料の良質化や陸上電源の利用等、
有効な船舶排出ガス対策について積極的
に検討し早期に対策を講じること。

・東京港周辺の二酸化窒素や二酸化硫黄の大気
環境濃度は、長期間継続して高い状況にある。
これは港湾地域が抱える共通の問題であり、本
年、マルポール条約の批准に伴い海洋汚染防止
法の改正が行われたところであるが、国の責任
において、船舶からの排出ガスについてより抜
本的な対策を講じる必要がある。

海洋汚染防止法
国土交通省
環境省
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制度の
所管官庁
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（特記事項）

5117 51170021 東京都 21 行政財産に対する制限の緩和

①自治体が所有する公有財産のうち、行
政財産については法律により私権の設定
が禁止され、民間への貸付け、容積率の
移転等ができないなどの制約がある。

②公有財産の管理等については、各自治
体がそれぞれの状況に応じ、更に有効活
用できるよう、地方自治法の規定を改正
し、法律による一律の規制を見直すべき
である。

①民間事業者に対する庁舎の空床
の貸付け
　組織の統廃合により、未利用・
低利用の施設も多く見られ､行政
需要もない空床も増加している。
これらの空床を民間事業者に貸し
付けて、財産的収入を確保する。

②余剰容積率の有効活用
　低利用の行政財産については、
容積率に余剰が生じている｡こう
した余剰容積率について、隣接地
に移転するなど有効活用すること
により、財産的収入を確保する。

①例外的に行政財産の貸付けが認められる場合
として、①PFI事業における選定事業者に対す
る行政財産の貸付けや②地方公営企業法による
民間事業者に対する行政財産である土地の貸付
けがあるが、自治法では行政財産を民間事業者
に貸し付けることは認められておらず、行政財
産をその目的外に使用する場合は、使用許可と
して処理されている。この目的外使用許可は、
行政目的を妨げない範囲に限られ、使用は最小
限に留められるため､財産を有効活用する手段
としては限界がある。

②したがって、庁舎の一部の空床を民間事業者
に対して貸付けするには法律の規定の整備を要
する｡

③また、余剰容積率を隣接地に移転するなどの
方法で有効活用するためには、行政財産に対す
る制限を緩和するなど法律の規定の整備を要す
る。

地方自治法 総務省

5117 51170022 東京都 22
地方公共団体の基金の運用に関する
規制の緩和

地方公共団体の基金に属する有価証券に
ついて、信託銀行等に対する信託を可能
とすること。

運用有価証券信託による基金の運
用

・運用有価証券信託は、保有する国債等の有価
証券から金利収入を得ることに加え、当該有価
証券を貸出し、手数料を得ることを目的として
信託するものである。
・現状では、地方自治法により基金に属する有
価証券を信託することは認められていないが、
より効率的な運用を図るため、これを信託銀行
等に対して信託することを可能とするよう法改
正を要望する。

地方自治法第237条第3
項、第238条の5第2項
地方自治法施行令第169
条の3

総務省

本有価証券信託は、機関
投資家における運用方法
として増加傾向にある。
（別添資料）

456/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5118 51180001 埼玉県草加市 1 社会福祉主事の吏員資格要件の廃止

地方公務員法上の吏員で、かつ定数条例
に定める常勤職員でなければならない社
会福祉ケースワーカーの資格要件を緩和
し、民間経験者、再任用職員を活用でき
るようにする。

社会福祉法第１４条は、都道府県
及び市に対して、生活保護法等に
定める援護、育成または更生の措
置の関する事務をつかさどる組織
として「条例で、福祉に関する事
務所を設置しなければならな
い。」と定めている。
　また第１５条においては、当該
福祉事務所の組織として、
一、 指導監督を行う所員
二、 現業を行う所員
三、 事務を行う所員
を置くことを義務づけ、一、二の
所員については「社会福祉主事」
でなければならないことしてい
る。さらに第１６条以降で、社会
福祉主事は、地方自治法第１７２
条に規定される吏員であり、かつ
職員定数条例で定められた常勤職
員であることを必要としている。
この社会福祉主事の「吏員」資格
要件と、定数条例での「定数職
員」でなければならない現行規制
を廃止することにより、
① 更生（就業支援等）活動や調
査分野に経験、ノウハウを持つ人
材を登用し、これに重点をおいた
ケースワークを推進する。
② 多様な勤務形態を組み込み、
ニーズに対応した機動的なケース
ワークを行う。

社会経済環境の急激な変化に伴い、生活保護等
の現業活動は著しく多様化、複雑化しており、
特に就労支援等の更生活動には、社会福祉行政
分野以外の専門知識や社会経験、情報力等を必
要とすることが多い。この点から、福祉事務所
の現業事務、すなわちケースワークに、民間等
の人材や再任用職員の活用をはかることは、極
めて有意義と思われる。
従って、広く人材を求め、かつ多様な勤務形態
を保障することによって、複雑化し、かつ増大
するニーズに的確に対応し、かつ就業支援、更
生活動等、受給者数の抑制につながる取組みを
強化する。また調査能力の向上を通じて、不正
受給の抑制をはかろうとするものである。

地方自治法第１７２条、
社会福祉法第１５条～１
９条

総務省・厚生労
働省

5118 51180002 埼玉県草加市 2 消防用無線機の型式検定基準の緩和

業務用無線機として、消防用無線機に義
務づけられている防水・耐震・耐衝撃性
能等の技術基準をアマチュア無線機と同
程度に緩和する。

① 消防用無線機について、その
型式上の技術基準をアマチュア無
線機と同程度のものまで規制緩和
することにより、機器本体を量産
品とする。
② これに消防用無線機の周波数
帯を組み込むことにより、廉価に
消防用無線機を調達する。
③ 無線機購入単価を下げること
により無線機配備台数を増やし、
消防活動の機動性を高める。

消防無線機は、無線機器型式検定規則別表に定
められる特別の基準を満たすこととされている
ため、アマチュア無線機の３～４倍の価格と
なっている。しかし、一般のアマチュア無線機
の機能、耐久性の向上は著しく、この面で消防
活動上の不都合はないと考えられる。従って、
機器本体はアマチュア無線機器と共用化し、別
途、周波数帯のみ消防使用周波数帯を使用でき
る機能を持たせることにより、十分、長期の使
用に耐えられると考えられる。限られた予算の
もとで、機動的消防活動に必要な無線機器を整
備するため、規制緩和を要望するものである。

総務省
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5118 51180003 埼玉県草加市 3
国委託事務の精算を廃止（渡しきり交
付金制度の導入）

国による市町村への委託事務に係る委託
金（交付金）について、市町村の経費節
減努力に報い、かつ国費の有効活用をは
かるため、これを精算なしの「渡しきり
交付金」へと改めることを提案する。

国指定統計調査事務、国政選挙事
務等、国の委託事務については、
国が標準的な仕様、単価等をもと
に算出した委託金を、受託市町村
等に渡しきるものとする。市町村
等は、この仕様の範囲内で受託事
務を遂行し、残余が生じたとき
は、当該年度または翌年度に繰り
越して、別途の費目に充当するこ
とができるものとする。
これにより、
① 受託市町村の経費節減努力を
促し、当該事業の効率的な執行が
期待できる。
② 「使い切り主義」による冗費
の発生を抑止でき、残余金を市町
村が有効活用することを通じて結
果として国費の有効活用となる。
③ 市町村の創意工夫を通じて、
国は委託事務の仕様等を改善する
ことができる。
④ 国､都道府県、市町村それぞれ
に生じる精算事務をなくせる。

国による市町村への委託事務は、国政選挙や各
種の統計調査事務等、多数にのぼる。その経費
を国が交付しているが、事務終了後に精算する
方式をとっているものが多い。特殊な場合を除
き、不足した場合に交付金が増額されることは
ないが、使い残しが生じたときは全額を返還し
なければならない。このため節減意欲が働きに
くく、委託事業の限定された使途の範囲で、全
額を使い切ることが慣行化している。
この点について、委託事務の効率的執行を促
し、かつ国費の有効な活用をはかる観点から、
「渡しきり交付金制度」への転換を提案する。
「渡しきり交付金」については、中央省庁等改
革の推進に関する方針（平成１１年４月２７
日、中央省庁等改革推進本部決定）の中で、独
立行政法人の事業運営のための交付金制度とし
て導入がはかられたところであり、使途の内訳
を細かく特定せず、かつ予定以外の使途に充て
ることや、翌年度繰越を認めたものとなってい
る。
この方式を市町村への委託事務にも適用するこ
とにより、節減努力を促し、結果として国費の
最有効活用がはかれる。またこのことは、市町
村、都道府県、国それぞれに生じる精算等事務
の合理化にもつながる。間近に迫った国勢調査
には巨額の国費が投入される。国政選挙に投じ
られる国費も大きなものがある。これらを有効
に活用し、かつ地方のコスト意識や創意工夫力
を高めるためにも、「渡しきり交付金方式」へ
の転換を実現したい。

総務省

5119 51190001
特定非営利活動法人　福祉交
通支援センター

1
国旅自第240号通達の４（２）、「運送の
対象」における福祉有償運送の対象者
拡大

国旅自第240号通達の４（２）、「運送の
対象」の福祉有償運送において、乳幼
児、児童、短期間のけが人や妊産婦を含
めるべきである。

乳幼児、児童の下校後の移動のサ
ポートによる子育て支援や通学支
援、妊産婦、短期間のけが人を含
む通院支援としての福祉有償運送
事業の実施

利用対象者に乳幼児、児童が含まれていない
が、乳幼児や保護者のいない児童は単独では移
動が困難であり、通園・通学はもちろん、子育
てやこどもの安全を確保する点からも、利用対
象者として認められるべきである。特に、少子
高齢化対策として各地でNPO法人等が受託実施
している「ファミリーサポート」事業は、車両
を使った送り迎えを実施している例が多く、自
治体も推進している。にも拘らず、法抵触問題
によって実施に踏み切れない、あるいは慎重に
ならざるを得ないというの矛盾が生じているた
め。

道路運送法第80条１項及
び、国自旅240号通達

1 特になし

458/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200001 欧州委員会（ＥＵ） 1 対日外国直接投資の促進策の強化

1. EUは、日本政府に対して、政府の政策
立案全般に投資を促進するための措置を
一層組み入れていくよう推奨する。これ
は、例えば規制改革・民間開放推進会
議、｢対日投資促進プログラム｣、対日投
資会議を通じた取り組みととに、3カ年規
制改革推進計画の下で投資に関する広範
な分野横断的アプローチの採用によって
達成され得るだろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置

による。

内閣府
内閣官房

5120 51200002 欧州委員会（ＥＵ） 2 企業再編の促進に資する施策の容認

2. EUは、日本政府に対して、企業再編の
促進およびすべての場合において税に対
して中立的な株式交換を通じた外国企業
による合併・買収を認めるよう要請す
る。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置

による。

財務省
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5120 51200003 欧州委員会（ＥＵ） 3 反買収措置導入の是非について

3. 敵対的Ｍ＆Ａ防衛策を導入することに
伴う、国境を越えた合併・買収を困難と
するような規制の制定の動きについて説
明を求める。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置

による。

5120 51200004 欧州委員会（ＥＵ） 4 連結決算制度の改善

4. EUは、日本政府が産業界の関心事項に
対応し、企業が連結納税制度を効果的に
活用できるよう、以下の措置を取ること
を要請する。
a  100％出資子会社のみが連結納税の対
象となるという要件を50％にまで引き下
げること。
b. 連結グループに入る際、会社の連結前
の欠損金は通算されないとする制度を廃
止すること。
c. 連結グループ加入のためには課税対象
資産の再評価を受けなければならないと
いう要件を廃止すること。
d.  連結納税制度を採用するためには
100％子会社のすべてを連結の対象としな
ければならないという要件を廃止するこ
と。
e.  連結には地方税も含めること。法人
住民税と法人事業税関連の税制は可能な
限り簡素化され、それにより関連地方税
申告の準備に要する行政負担が軽減され
ること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置

による。

財務省
総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200005 欧州委員会（ＥＵ） 5 パブリックコメント制度の見直し

１.　パブリックコメント制度に関し、EU
は日本政府に実行面での前進を求め、さ
らに以下を要請する。
a.　各省庁による同制度の活用を徹底
し、監視すること。特に30日の意見募集
期間が全省庁で有効に適用されるように
すること。
b.　および必要に応じて審議会に対して
も、コメントの内容が規制案および報告
書案に適切な形で反映されるよう十分な
時間を確保するよう徹底すること。パブ
リックコメントはすべて公表すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.2透明性と予測可能性

による。

総務省

5120 51200006 欧州委員会（ＥＵ） 6
ノーアクションレター制度の見直し（法
的拘束力の付与等）

２.   「ノーアクションレター」（ＮＡ
Ｌ）制度（そして同様に国税庁の「回答
文書」制度）に関して、EUは日本政府に
以下のことを要請する。
①要請の受け入れ体制、適用範囲などに
関して、一貫した基準が用いられるよう
同制度の実施状況を国が監視すること。
②「ノーアクションレター」に、それを
発行した機関に対する法的拘束力を持た
せるようにすること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.2透明性と予測可能性

による。

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200007 欧州委員会（ＥＵ） 7
ノーアクションレター制度の見直し（標
準的慣行としての一般への提供）

３.  特に、「ノーアクションレター」制
度の行政慣行について、EUは2004年3月の
改正が実際に実施され、またそうして明
確化されたものが匿名を前提に標準的慣
行として一般に提供する計画があるかど
うか、についての情報を求めたい。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.2透明性と予測可能性

による。

総務省

5120 51200008 欧州委員会（ＥＵ） 8 年金制度の見直し

1. 年金について、EUは、日本政府に対し
て以下を奨励する。
①すべてのEU加盟国との間で、二国間社
会保障協定を早急に締結すること。
②第1段階として、離日する外国人駐在員
に対する強制的公的年金保険料の全額払
い戻しに向けた第1歩として、同制度の上
限を5年に延長すること。
③外国を拠点とする年金制度への保険料
を、日本の年金制度に支払われた保険料
と同等に、税金控除の対象とすること。
④確定拠出型年金で税金控除の対象とな
る拠出金の上限を引き上げ、マッチング
拠出を認め、年金加入者が年金資金を担
保に資金を借り入れることを許可するこ
とによって、同年金制度の向上を図るこ
と。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.3人的資源

による。

厚生労働省
財務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200009 欧州委員会（ＥＵ） 9
入国、在留資格に関する規制、手続の
緩和

2. 入国と在留資格に関する規則と手続き
の緩和を検討すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
1.3人的資源

による。

法務省

5120 51200010 欧州委員会（ＥＵ） 10 政府調達の透明化の推進

①国土交通省の認定制度に加えて、EUは
経審の評価の一環としてまた資格審査段
階において、発注機関が外国における経
験を直接認定できるようにすることを提
案する。国内･国外の経験を一切区別せ
ず、平等に考慮すべきである。
②経営事項審査制度において、主要な財
務および技術に関する能力について、下
限指標の導入をEUは提案する。EUは、企
業が入札に先んじて経営事項審査を受け
る義務を撤廃し、発注機関自体が各々の
調達手続において、企業能力の評価を行
うことを提案する。
③EUは、登録義務を撤廃するか、MLITに
おける統一登録に代替し、それを日本全
国の発注機関において有効とすることを
提案する。
④EUは、現行の予定価格制度を廃止する
か、EUで適用しているものと同様の制
度、すなわち各契約のために指定された
予算の提示、に切り替えることを提案す
る。いずれにせよ、異常に低い価格の応
札を自動的に拒絶すべきではない。その
代わりに、入札者にそのような低価格で
応札した理由と正当性を説明する機会を
与えるべきである。

（具体的要望内容より続き）

e. EUは、技術仕様の設計あるい
は記述的特性に合致してはいない
が、その要件に明らかに適合して
おり、発注の目的とニーズを満た
しているような「同等性のある」
手法に基づく応札については、発
注機関がそれを考慮できるように
すべきと提案する。EUは、日本に
対して、硬直的な技術仕様への代
替案として、革新的な技術手法を
考慮することを奨励する。
この観点において、EUは日本が環
境物品の調達に係る技術的要件を
見直し、「同等性のある」生産手
法を受け入れることを要請する。
f. EUは、日本では事業所を設立
してはいないが、公共調達への参
加を希望しているような企業のた
めに、政府調達セミナーの際に全
省庁から配布および説明が行われ
るその年度に予定されている調達
の全リストを、外務省･総務省の
ホーム・ペ－ジに掲載することを
提案する。
また、このセミナーの対象範囲を
拡大し、当該年度内に実施される
すべててのインフラ事業を対象と
するよう提案する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.1政府調達

による。

総務省
国土交通省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200011 欧州委員会（ＥＵ） 11 ＮＴＴ法の廃止

a. 電気通信規制当局は事業の供給者から
完全に独立し、公正であるべきである。
そして日本市場における競争の促進に専
念すべきである。規制当局は規制（競
争、ユニバーサルサービス、ライセンシ
ングの促進）にのみ関わり、事業者の経
営管理に関して干渉しない、ということ
を法的文書に明記することが重要であ
る。それゆえ、EUは、電気通信事業法
（適宜改定）に鑑みてユニバーサルサー
ビスの支配的な供給者に対してあらゆる
必要な規制管理が行われるべきなので、
NTT法は廃止されなければならず、国家も
しくは公的な株式保有者が通信分野にお
いて他の分野とは異なる扱いを受けては
ならない、と考える。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省

5120 51200012 欧州委員会（ＥＵ） 12
接続料金に関するＬＲＩＣモデルの見直
し

b. 接続料金に関するLRICモデルの適用
は、NTT西日本・東日本の競合他社にとっ
て結果としてより高いコストにつながる
ような、通信量に関係しない要素（NTS）
の不適当な配分を是正する方向で、見直
されるべきである。同様に、トラフィッ
クの減少によって生ずる収入の潜在的損
失を補填するために確立された清算メカ
ニズムを撤廃すべきである。EUの昨年の
規制改革提案と一貫して、EUは、料金モ
デルからNTS要素を撤廃し、最新の通信量
情報に基づいて計算を行うことを提案す
る改正を全面的に支持する。さらに、NTT
西日本・東日本には、NTS要素を完全に吸
収することを要請し、そのコストを加入
者線を通じて提供される小売業務から回
収することを許可することで、NTTの非能
率がその競争相手に引き継がれないよう
にすべきである。このようなNTS要素の撤
廃は、現在の市場の歪曲をさらに悪化さ
せないために、1年以内に実施されるべき
である。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200013 欧州委員会（ＥＵ） 13
電気通信サービスの技術的に中立な規
制枠組みの確立

c. ローカルおよび／もしくは長距離の有
線市場および無線市場事業における指定
事業者が、特に非競争的な行為や接続の
防止に関して、同等な権利と義務を得る
ようにするために、電子通信サービスの
技術的に中立な規制枠組みを確立する。
まさしく支配的事業者の指定はすべての
サービス市場（長距離有線市場を含む）
で技術的に中立に行われるようにすべき
である。市場参入条件への影響の有無を
基準とし、事前に設定される特定の基準
に基づくべきではない。EUは、日本にお
ける指定事業者（固定有線市場を除く）
のための現在の規制枠組みの基本的構造
はいまだに、透明、客観的かつ非差別的
条件に基づいていないと考える。「市場
の失敗」を是正するためのあらゆる手段
が、あらゆる関連市場における支配的事
業者を律する法によって、利用できるよ
うにすべきである。また、この点に関し
て、法はあらかじめテクノロジーによる
差別をしてはならない。「市場の失敗」
を是正するための規制政策はこのような
「失敗」に実質的に対応すべきである。
そのために、提案された競争評価の枠組
みについては、反競争的状況を効果的に
改善するための政治的措置、関連市場に
おける競争状態、およびビジネス政策の
関係という側面において、解明が待たれ
ている。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省

5120 51200014 欧州委員会（ＥＵ） 14
電気通信事業における共同支配の概
念の取込み

d. 現在は改正電気通信事業法には含まれ
ていないが、共同支配の概念も日本の規
制枠組みにおいて考慮されるべきであ
る。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200015 欧州委員会（ＥＵ） 15
第Ⅰ種指定事業者の卸および小売料
金告知用件の存続

e. 市場において重要な力をもち、かつ／
あるいは基本的設備を管理する事業者に
対しては、卸しおよび小売料金告知要件
を存続すべきである。最近のＴＢＬ改正
は、第Ｉ種指定事業者が卸しおよび小売
料金を告知する義務を撤廃したことに
よって、規制当局が、支配的事業者の料
金行為を監視し、略奪的料金行為を行う
ことのないよう確保することを妨げるも
のである。日本の新たな改正枠組みにし
たがって、第Ｉ種指定事業者は、こうし
て例えば、選択的に競合他社に損害を与
えるために、値引きをしたり、あるいは
料金圧縮戦略をとったりすることができ
るのである。料金告知と会計分離の義務
は、非支配的事業者も含むあらゆる事業
者の「ユニバーサルサービス」として分
類されるサービスに対して、継続して適
用されるもの、とEUは理解している。
非対称規制および比例の原則に沿って、
非支配的事業者もしくはユニバーサル
サービス提供者として選ばれていない事
業者には、これらの義務が撤廃されるべ
きである、とEUは考える。なぜなら、そ
のことが、これらの事業者が指定事業者
と有効的に競争する能力に影響を与え、
不当なコストの発生を招くからである。
また、このことは公正かつ効果的な競争
環境を損なうような不必要な手続きをも
巻き込むものである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省

5120 51200016 欧州委員会（ＥＵ） 16 東西ＮＴＴ間での平均システムの見直し

f. ユニバーサルサービスは、通常の商慣
習によって網羅されないコストに対応す
るために、必要に応じてのみ実施される
べきである。日本国内における単一料金
設定の目的は、ユニバーサルサービス基
金の確立によって達成されるべきであ
り、特に、透明性、非差別および競争的
中立の原則を充足しなければならない。
EUは、日本全国で均一料金を維持するこ
とは、政治的に微妙な問題をはらむこと
を十分認識しているが、現在行われてい
るように、接続料の適用を通じてこの目
標が達成されていることは、不適切であ
るとみなす。国内に（収益の少ない地域
も含む）単一料金を確保するためのユニ
バーサルサービスを提供するためのコス
トは、それよりもLRICに基づくべきであ
り、ユニバーサルサービスを提供する上
での便益（ネットワーク外部性、ブラン
ド名およびプレゼンス）は、費用の計算
に十分考慮されるべきである。現行の東
西NTT間での平均化システムは、NTT東日
本とNTT西日本間内部の相互補助につなが
り、憂慮すべき問題である。NTT東日本と
NTT西日本は組織的には分離されいる。
十分は会計分離を確保するために、双方
が競争的保護を課す形でがそうした行為
に走ることは原則的に妨げられている。
こうした状況の結果、接続料金はもはや
コスト指向ではなくなっている。これ
は、WTO/GATS参照文書に定められている
コスト指向の原則に反するものである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省
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要望事項
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その他
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5120 51200017 欧州委員会（ＥＵ） 17 周波数帯割当ての見直し

g. 第3世代移動体通信システムにIMT-
2000帯域を割り当てる補足的な周波数帯
の分配は、差別を防止するため、競争に
対して中立的に、そして、世界無線通信
会議で達成された合意に基づいて行われ
るべきである。そのために、将来的に周
波数帯の割り当てに関する提案は、800
MHz帯のみに焦点を当てるのではなく、複
数の選択肢（例えば1.7 GHzなど）を検討
すべきである。周波数帯の追加は、すべ
ての第3世代移動通信システム事業者によ
る今後の要請を考慮して行われるべきで
ある。従って、800 MHz帯を自動的に
DoCoMoとKDDIに再分配するという現在の
提案は、競争を歪曲し、他の事業者を不
当に冷遇するものであり、放棄すべきで
ある。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省

5120 51200018 欧州委員会（ＥＵ） 18
供給者規格適合性宣言制度の適用拡
大

h. 市場アクセスの規制を可能な限り貿易
を制限しないものにするという、TBT協定
の義務を満たすため、日本はその供給者
規格適合性宣言（SDoC） 制度をすべての
種類の無線機器にも適用することを検討
すべきである。それによって、日本は、
他の経済圏に対しても、同種の製品の市
場アクセス改善の先例を作ることにもな
り、それは日本と欧州双方の製造業者の
利益となる。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200019 欧州委員会（ＥＵ） 19 プリペイド携帯電話の容認

i.  EUは、プイペイド携帯電話を禁止す
ることを目的としたいかなる提案にも反
対する。その種の電話は全世界に存在
し、顧客の適切な身元証明により、加入
契約による使用と同じように確実に、利
用者の身元を明らかにすることが可能で
ある。また、プリペイド携帯電話は低所
得者による携帯電話の使用を可能とさせ
るという意味でも、社会的役割を果たし
いる。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.2情報社会

による。

総務省

5120 51200020 欧州委員会（ＥＵ） 20
規制当局と自主規制機関の重複機能
の除去

１ａ.  銀行業務および資産運用の分野に
おいて、規則ならびに規制の適用は一貫
性を高めるべきであり、規制当局と自主
規制機関の重複する機能は除去されるべ
きである。これらのさまざまな機関への
報告義務の負担全体を合理化するべきで
ある。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200021 欧州委員会（ＥＵ） 21
検査と処分過程における守秘と信頼性
の確保

1ｂ. 銀行業務分野では、検査と処分過程
における守秘と信頼性を確保し、処分は
違反と比例したものでなければならな
い。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁

5120 51200022 欧州委員会（ＥＵ） 22
在日資産運用者がグループ内系列企
業に代わり証券売買を可能とする投資
顧問業法の改正

1ｃ. 多くの主要な金融市場では、海外に
あるグループ内系列企業に代わって資産
運用者が国内市場で注文を出すことが認
められている。日本では証券業免許がな
ければ代理者として注文を出せない。垣
根を設けるための費用を所与とすれば、
これは資産運用者にとって非実用的な解
決策である。日本で免許を受けた資産運
用者がグループ内系列企業に代わって日
本の証券を売買できるようにするため
に、日本政府は投資顧問業法を改正すべ
きである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200023 欧州委員会（ＥＵ） 23
ノーアクションレターのより効果的利用
の確保

1ｄ. ＦＳＡは「ノーアクションレター」
のより効果的利用を確保すべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁

5120 51200024 欧州委員会（ＥＵ） 24 証券取引法第65条の撤廃等

2ａ. ＥＵは、金融機関がすべての業務、
すなわち、銀行業務、保険および証券業
務が行えるようにすることを再度要請す
る。これは、日本における健全な統合さ
れた金融産業を確保するために必要な行
政上の要件が伴わなければならない。
従って、銀行業務と証券業務の統合した
運営を禁止している証券取引法第65条は
廃止されるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200025 欧州委員会（ＥＵ） 25 保険商品販売の完全自由化
2ｂ. 保険商品販売の完全自由化は、3年
という期間を待たずに、できるだけ速や
かに行われるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁

5120 51200026 欧州委員会（ＥＵ） 26
共済への民間保険会社と同様の規制
制度の適用

3ａ.   共済は、免許を受けた民間保険会
社と同じ規制制度を適用すべきであり、
新規引き受け業務を展開するために規制
および課税に関する特権的な地位を利用
することを控えるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200027 欧州委員会（ＥＵ） 27 保護基金制度の見直し

3ｂ.  保護基金により顧客が保護される
会社だけが保護基金に貢献するように、
保護基金制度の長く懸案であった見直し
を、日本政府が直ちに開始することをEU
は主張する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁

5120 51200028 欧州委員会（ＥＵ） 28
外国銀行在日支店における信託業務と
銀行業務の兼営

3ｃ. 外国銀行在日支店も信託業務と銀行
業務を兼営できるよう、信託銀行業務に
関して外国銀行の支店と国内銀行の支店
との間に差を設けるべきでない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証券）

による。

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200029 欧州委員会（ＥＵ） 29
同一の監督体系の適用、郵便サービス
に関する独立規制当局の設置等

1. 公正な競争の場を作るために、同一の
監督体系が新会社と民間事業者に適用さ
れるということを日本政府は保証すべき
である。総務省から分離した、郵便サー
ビスに関する独立規制当局の設置が必要
である。加えて、参入が自由化されては
いるがユニバーサルサービスが義務化さ
れている分野においては、日本郵政公社
によるユニバーサルサービスを確保する
上で必要となること以上に、新規参入者
に義務を負わせるべきでない。独立した
規制当局が相互補助を妨げ、透明な市場
参入制度を確保するために、異なる事業
活動に対してそれぞれの会計を分離する
ことが必要である。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.4郵便サービス－日本郵政公社

による。

内閣官房

5120 51200030 欧州委員会（ＥＵ） 30
簡保の移行期間中等における新商品
分野への進出について

2ａ. 昨年の規制改革対話協議の最中に生
命保険分野の新商品を導入する簡保の申
請が認められたことをEUは遺憾に思う。
この認可により、いわゆる終身保険に関
して、初めて民間の中核商品と競合する
状況が発生した。簡保は、移行期間中、
ならびに法的および規制上の公正な条件
が整うまでは、その特権的立場を利用し
て新商品分野に進出することが許されべ
きではない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.4郵便サービス－日本郵政公社

による。

内閣官房
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200031 欧州委員会（ＥＵ） 31
民間部門と同一の監督体系ならびに法
的および規制用件の適用

2ｂ. 公正な競争の場を確保するために、
新会社は、民間部門と同一の監督体系な
らびに法的および規制要件に従うべきで
ある。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.4郵便サービス－日本郵政公社

による。

内閣官房

5120 51200032 欧州委員会（ＥＵ） 32 相互補助の禁止

2ｃ. 相互補助ができないようにすべきで
あり、新会社は、公社承継法人との緊密
な組織上のつながりから生じる金銭的あ
るいはその他の便益を受ける立場にあっ
てはならない。この原則に対するいかな
る違反に関しても、監督当局による独立
した調査、および透明かつ公開の抗議手
続きによって、すべての利害関係者が抗
議する可能性が与えられるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.4郵便サービス－日本郵政公社

による。

内閣官房
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200033 欧州委員会（ＥＵ） 33
投資顧問業者の選定プロセスに関する
客観的かつ透明な基準の確保

2ｄ. 自由かつ透明な競争入札を保障する
ために、次回の投資顧問会社の選別プロ
セスが客観的かつ透明な基準に基づくこ
とを日本郵政公社が保証することを我々
は奨励する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.4郵便サービス－日本郵政公社

による。

内閣官房

5120 51200034 欧州委員会（ＥＵ） 34
航空会社による航空券の販売に関する
規制の見直し

a.  航空運賃および航空券の販売につい
て、たとえばインターネットを介した 販
売などについて、航空会社による航空券
の販売に関する不要な制限を、日本政府
当局が除去することを歓迎する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

国土交通省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200035 欧州委員会（ＥＵ） 35
各種航空料金の見直しに関する施策の
実施

b.  各種空港料金について、東京および
その周辺は、自然な競争が制限され、数
少ない空港が地域のすべての便を吸収す
るという状況下にある。自然な競争が限
定的である場合、国には支配的な地位の
乱用がないよう保障する役割がある。日
本政府は、空港当局が設定した価格水準
がもはや投資と航空サービスの供給の阻
害要因とならないようにするため行動す
ることが出来る。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

国土交通省

5120 51200036 欧州委員会（ＥＵ） 36
成田空港における発着枠割当て方法
の見直し

c.  空港インフラおよび発着枠割り当て
について、成田空港における割り当て方
法が、他のOECD加盟国の最善の慣行に
沿って見直されることを要求したい。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

国土交通省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200037 欧州委員会（ＥＵ） 37
港湾サービス等に係る事前協議制度等
の見直し

① 透明、公平かつ迅速な事前協議および
代替方式による事前協議手続きを確保す
ること。
② 日本における港運サービスの供給につ
いて、自由競争への不当な影響を一掃す
るために、 船会社の事業計画変更申請の
取り扱いに関する日本港運協会の役割を
さらに見直すこと。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
2.5.2運輸／海上輸送（国際海運）

による。

国土交通省

5120 51200038 欧州委員会（ＥＵ） 38 医薬品承認に係る質と効率性の改善
a.   新薬申請の登録プロセスの質と効率
性を改善し、また新薬承認にかかる手数
料に見合ったサービスを提供すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.1医療・化粧品市場の規制／医薬品

による。

厚生労働省

477/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200039 欧州委員会（ＥＵ） 39 ＩＣＨ　Ｅ５ガイドラインの活用
b.   ICH E5ガイドラインの一貫性があり
かつ科学的根拠に基づいた実施を確保す
ること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.1医療・化粧品市場の規制／医薬品

による。

厚生労働省

5120 51200040 欧州委員会（ＥＵ） 40 新薬に係る知的所有権保護の確立
C.  革新的な新薬に関し、データ保護期
間の延長を図り、適切な知的所有権の保
護をすること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.1医療・化粧品市場の規制／医薬品

による。

厚生労働省

478/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200041 欧州委員会（ＥＵ） 41
医療機器の承認に係る国際整合性の
確立

a. GHTFガイダンスに従って、世界的に認
知されているデータを受け入れ、製品の
承認手続きの合理化かつ透明性の向上を
図ることによって、そして確固とした科
学的かつリスク便益評価を適用すること
によって、規制改革を実施すること。
b. 医療機器分野において、追加的な国内
要件を付することなく、国際的に認知さ
れた基準(ISOおよびIEC基準)を早期に採
用し、活用することを奨励する。この政
策は、基準の役割に関するGHTF勧告と一
致するものである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.2医療・化粧品市場の規制／医療機器

による。

厚生労働省

5120 51200042 欧州委員会（ＥＵ） 42
新医療技術の市場投入に要する時間
の短縮

c. 規制と払い戻しのための承認の同時審
査により、新医療技術の市場投入までの
時間を短縮し、海外の臨床試験のデータ
に基づく費用対効果の高い情報の受け入
れによって、新製品のアクセスをさらに
改善すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.2医療・化粧品市場の規制／医療機器

による。

厚生労働省

479/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200043 欧州委員会（ＥＵ） 43 血液製剤の輸入に関する規制の見直し

EUは日本に対し、血液新法の需給に関す
る規定が基盤としている、国産血漿の利
用が好ましいとする前提を再考し、輸入
業者を差別しない規則を策定するよう促
すものである。
従って、EUは、日本に対して、国産の血
漿由来製剤を不公正に優遇する暗示的お
よび/かつ明示的な規定と慣習を撤廃し、
また薬価および払い戻し制度に関しての
詳細な説明をするよう要求する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.3医療・化粧品市場の規制／血漿

による。

厚生労働省

5120 51200044 欧州委員会（ＥＵ） 44
日本で医薬部外品とされ、海外で化粧
品とされている製品の日本における区
分の見直し

a. EUは、脱臭剤、染髪料、パーマ製品、
脱毛剤など一般的な製品が化粧品として
規制されることを要請する。そして、
「医薬部外品」ですでに承認されている
活性成分について完全な透明性を確保す
るよう日本政府に要請する（染髪料、
パーマ製品においては既に発表済み）。
専門名称リスト、仕様書、服用量の公表
が新医薬部外品登録簡便化の第一歩とな
るだろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.4医療・化粧品市場の規制／化粧品

による。

厚生労働省

480/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200045 欧州委員会（ＥＵ） 45
化粧品に係る品目リストの国際整合性
の推進

b. EUは日本政府がポジティブリストとネ
ガティブリストの国際調和を図り、また
こうした品目リストに新成分を追加する
場合の試験および承認基準の相互承認を
目指し、EUの規制当局と協議を進めるこ
とを改めて奨励する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.4医療・化粧品市場の規制／化粧品

による。

厚生労働省

5120 51200046 欧州委員会（ＥＵ） 46
化粧品に係る非動物代替試験データ受
入基準の明確化

c. 化粧品について非動物代替試験データ
の受け入れ条件（その具体的根拠も含
む）に関する情報の提供を要望する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.1.4医療・化粧品市場の規制／化粧品

による。

厚生労働省

481/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200047 欧州委員会（ＥＵ） 47
大店立地法の施行に関するガイドライ
ンの明確化等

EUは大店立地法の施行に関するガイドラ
インの明確化および日本全国での公正で
一貫した同法の適用を確保するべく地方
自治体が実施する申請処理手続きを監視
することを要請する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.2.1流通／大規模小売店の免許

による。

経済産業省

5120 51200048 欧州委員会（ＥＵ） 48
「酒類の小売業者の経営の改善等に関
する緊急措置法」における「緊急調整地
域」の廃止

a. 「緊急調整地域」を廃止し、2005年8
月の失効日後は更新しないこと。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.2.2流通／酒類販売免許

による。

財務省

482/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200049 欧州委員会（ＥＵ） 49
大規模店舗酒類販売免許取得後の新
たな酒類販売免許申請に係る規制の
見直し

b. 大規模店舗免許の失効を待たずして、
企業による新しい免許制度に基づく酒類
販売免許の申請を可能とすること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.2.2流通／酒類販売免許

による。

財務省

5120 51200050 欧州委員会（ＥＵ） 50
酒類卸売販売免許に係る規制の見直
し

c. 酒類小売免許の自由化を卸売りまで拡
充すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.2.2流通／酒類販売免許

による。

財務省

483/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200051 欧州委員会（ＥＵ） 51
建築材料に係る大臣認定作業の加速
化

 a.   大臣認定の申請が出されていて、
未だ認定を受けていない製品について、
その作業を加速化するために努力を続け
ること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材料の
ホルムアルデヒド発散基準

による。

国土交通省

5120 51200052 欧州委員会（ＥＵ） 52
建築材料の大臣認定制度におけるＥＵ
試験機関による下請けの促進

　b.  日本の性能評価機関が大臣認定制
度に沿って試験の実施をする時、EUの試
験機関を下請けとして使うことを促進さ
せるよう努力を続けること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材料の
ホルムアルデヒド発散基準

による。

国土交通省

484/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200053 欧州委員会（ＥＵ） 53
ＥＵの認定機関による建築材料に係る
試験および性能評価の実施

　ｃ.　EUの能力がある認定機関は、日本
の行政機関による受け入れが可能な試験
および性能評価を実施し、その証明書を
発行することが出来るとするEUの理解を
確認すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材料の
ホルムアルデヒド発散基準

による。

国土交通省

5120 51200054 欧州委員会（ＥＵ） 54
ＣＥマークが付与された建築材料に係
る基準の見直し

d.   CEマーク付きの製品の受け入れの可
能性を探るために、CEマーク制度と日本
の規則の相違を説明すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材料の
ホルムアルデヒド発散基準

による。

国土交通省

485/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200055 欧州委員会（ＥＵ） 55 ＵＮ規則の採択の推進

EUは、長い間日本がUN規則の採択を加速
することを求めている。特に、EUは次の
点を要望する。
①2004年以後、年間の規則採択を大幅に
加速すること。
②採択の決定には、以下の優先リストに
考慮すること。すなわち、日本が未採択
の照明関係規則　(R4、R53、R74、R87、
R98、 R99、 R112)すべての採択。安全を
優先させる論理的結果として、Ｒ13,
R16, R43, R44およびR46の包括的採択。
さらに、他の重要な規則として,R51、
R59、 R90、 R97 および R103の採択を望
む。最後に、R14、 R37 およびR113が予
定通り2004年度に採択される事を望む。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.2国際基準の促進／自動車－ＵＮ規則の採
択

による。

国土交通省

5120 51200056 欧州委員会（ＥＵ） 56
タンクコンテナに係る届出制度の確実
な実施

a.  短期的には、港を所管する各消防署
が改正規則の文言と精神を実施すること
を確実にするよう、EUは消防庁に要請す
る。つまり、書類の物理的な提出を求め
ず、ファクスや電子メールのみによる真
の意味での届け出のみの制度(必要あら
ば、受領を知らせる返信を伴う)の実施。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.3国際基準の促進／タンクコンテナ

による。

総務省

486/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200057 欧州委員会（ＥＵ） 57 タンクコンテナに係る届出制度の廃止

b.  中期的には、届出制度を撤廃するこ
と。必要あらば、タンクコンテナがIMDG
への順守を示す正式書類を携帯している
ことを確認する無作為検査を実施するこ
ともできる。IMDGコードへの順守に加え
て、追加的な要件(例えば、届け出)は不
要である。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.3国際基準の促進／タンクコンテナ

による。

総務省
経済産業省
厚生労働省

5120 51200058 欧州委員会（ＥＵ） 58 食品包装に関する規制の見直し

EUは、日本政府に対し、現行の安全基準
および健康基準を満たしながらも、同じ
結果を得るために別の方法を採用してい
る食品包装を受け入れられるよう、日本
の食品衛生法を近代化することを、強く
求める。 従って、試験要件は、この分野
における最新技術に応じて修正されるべ
きである。日本の関係当局は、技術革新
を考慮し、新しい製品が市場に登場する
ことを可能にすべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.3.4国際基準の促進／食品包装

による。

厚生労働省

487/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5120 51200059 欧州委員会（ＥＵ） 59
認可食品添加物に係る基準の国際整
合性の推進

EUは日本政府がコーデックス規格に沿っ
て認可食品添加物のリストを近代化し、
食品添加物に関するFAO・WHOの共同専門
家委員会（JECFA）、ECの食品に関する科
学委員会または欧州食品安全機関のよう
な評価機関によって安全であると認可さ
れた香料を受け入れることを強く要望す
る。これらの機関の活用は、当局が短期
間に申請に対する判断を下すことを可能
とし、それにより貿易環境も向上させよ
う。より具体的には、EUは日本政府に対
してEUが提案している38物質を含む46の
優先物質の評価・認可手続きを加速化さ
せることを奨励する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.4.1食品安全および農産物／食品添加物およ
び香料

による。

厚生労働省

5120 51200060 欧州委員会（ＥＵ） 60 非検疫生物リストの拡充

EUは日本側の非検疫生物リストが拡大さ
れ、切り花、承認済培養土で成育された
鉢植植物、果実および野菜に付着するす
べての無害生物を含むようになることを
要請する。第1段階としてEU側から特にリ
クエストのあった9生物がリストに追加さ
れるべきである。同時に非検疫リストに
含まれていないクオリティーウィルスに
対する許容レベルも引き上げられるべき
である。これらの許容レベルはすべての
EU加盟国に便益をもたらすものでなけれ
ばならない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.4.2食品安全および農産物／切り花、承認済
培養土で成育された鉢植植物、果実、野菜の輸
入－日本の非検疫生物リスト

による。

農林水産省
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5120 51200061 欧州委員会（ＥＵ） 61
ＥＵにおける動植物製品の単一市場の
存在の容認

EUは、EUにおいて届け出るべき疾病が発
生した場合には、日本が地域主義に関し
て欧州レベルで取られた法的な決定を信
頼することを要請する。このようなEU決
定において認められたいかなる疾病・害
虫清浄地域は、25のすべての加盟国にお
ける精査を経たものである。この分野に
おける決定はEUからの産品を輸入する際
の措置の適用をする際に認められるべき
でもある。少なくとも、日本政府と欧州
委員会は早い時点で、このような認識に
到達するための、実務的なプロセスを構
築すべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.4.3食品安全および農産物／動植物製品に関
してＥＵを単一市場と認知すること

による。

農林水産省

5120 51200062 欧州委員会（ＥＵ） 62 ＳＰＳ認証の迅速化

EUは、日本に対して、IPPCに基づき、非
検疫生物リストを拡大し、果実、野菜、
切り花および鉢植植物に見られるすべて
の無害生物を含めることを要請する。よ
り詳細には、特にいくつかの未解決の現
要望（イタリア産の果実と野菜-特にオレ
ンジのタロッコ種と、ハンガリーおよび
ギリシャ産の果実と野菜）および他の未
解決のケースに関して過度に遅延するこ
となく、輸入要請の手続きを進めること
を要望する。SPS認証は、今後速やかに、
遅滞なく行われるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表部）
3.4.4食品安全および農産物／生鮮果実および
野菜の輸入を承認する規制手続き

による。

農林水産省
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5121 51210001 オーストラリア 1 国家貿易機関の役割の見直し

オーストラリアは、日本の消費者価格が
市場力をできる限り制約しない形で決定
されるような対策を日本が採用すること
を希望する。そのため、我々は、日本に
対し下記の件を要望する。
① 食料市場への歪曲化された影響を検討
し、そうした影響を消滅させる見通しを
探るべきである。
② 食料消費者が、世界価格に近い価格で
輸入品と国内産品を自由に選択出来るこ
とにより、食料品の自由貿易による恩恵
を確実に受けられるようにするべきであ
る。
③こうした見直しの結果を公表するべき
である。

オーストラリアは、日本の規制緩
和推進計画のもとで、これまです
べての要望書で国家貿易機関の問
題を提起してきた。オーストラリ
アは、今日までに日本政府から受
け取った回答により、提起された
問題の幾つかに対し日本政府が取
り組んできたことを認識してい
る。しかしながら、オーストラリ
アは、国家貿易機関の運営、特に
こうした機関が日本の消費者がよ
り低価格の食料品から受けられる
恩恵を剥奪していることに、依然
として懸念を持っている。低価格
は消費者に利益をもたらし、改革
をさらに支援し、経済効率を促進
する。

農林水産省食糧部のような国家貿易の独占輸入
機関は、価格設定（輸入のマーク・アップを含
む）の権限を有し、貿易自由化により消費者が
享受できる潜在的利益を否定している。さら
に、農林水産省食糧部や、関与の度合いは少な
いものの農畜産業振興機構（ALIC）は、ウルグ
アイ・ラウンド合意後も広範な裁量権を持って
関税割当を管理し続けている。農林水産省食糧
部によるコメ、小麦、その他穀物を含む全ての
主食に対してや、農畜産振興機構を通じて行わ
れる輸入割当（例えば乳製品）による直接的な
管理を行う権力が及んでいる。

こうした機関が市場に介入することは、外国の
供給業者と消費者との間に不必要な障壁を設
け、しばしば国内の消費者価格と国際価格との
間に大きな価格差を生み出している。

農林水産省

5121 51210002 オーストラリア 2
関税暫定措置法における自動的セーフ
ガード条項発動の削除

もし、BSEにより市場が混乱し、その後市
場が回復するといった通常でない事情に
よって輸入がトリガーレベルを超過した
場合、関税暫定措置法を改正し自動的な
セーフガード発動条項を削除すべきであ
る。これにより、日本の国会が裁量権を
発揮し、そのような異常な状況において
セーフガード条項を発動するかどうかを
決定できるようになる。

日本の国会は､毎年、様々な物品の関
税を譲許税率から実行税率に引き下
げるための法律（関税暫定措置法）
を可決している。これに関連するの
が、輸入が一定のセーフガード水準
を越えると、関税が譲許税率に自動
的に戻るという条件である。
輸入牛肉の場合、輸入量が前年度の
輸入量の117パーセントというレベル
を超えると、日本は38.5パーセント
の実行税率から50パーセントの譲許
税率に引き上げる権利を有する。も
しこのレベルを超えると、関税は自
動的に50パーセントに引き戻され
（“スナップバック”され）、その
税率は日本の年度末である3月31日ま
で、あるいは次年度の第一四半期ま
で継続する。
セーフガードは冷蔵・冷凍牛肉に対
し別々に適用され、トリガー・レベ
ルは四半期ごとの累計で計算され
る。即ち、当該年度の第一四半期と
前年度の第一四半期の数字が比較さ
れ、当該年度の前半と前年度同期の
数字が比較される。
牛肉セーフガードの条項は、WTOウル
グアイ・ラウンド交渉の結果に（付
属書として）含まれた。この条項は
すべての供給国からの輸入牛肉に適
用され、1995年度（1995年4月1日）
より施行された。これは、牛肉の実
行税率を50パーセントから38.5パー
セントに引き下げるという合意の一
部として受け入れられ、日本の国内
牛肉産業を輸入の急増から守るため
の措置として立案されたものであ
る。

日本の家畜牛にBSEが発見されたため、2002年に日本での牛
肉消費が落ち込み、牛肉の輸入量が急激に減少した。2002年
末から2003年初めにかけて、このような落ち込みから市場が
回復し、牛肉の輸入も日本の消費者による需要の回復（特に
冷蔵牛肉需要の回復）に呼応し、その結果輸入が117パーセ
ントのトリガー・レベルを超えた。これにより、2003年8月1
日に冷蔵牛肉に対してセーフガードが発動され、2004年3月3
１日までセーフガードが継続された。
2002年にABARE（オーストラリア農業資源経済局）が実施し
た調査によると、牛肉セーフガードの発動は日本経済に140
億円あるいは1億1500万米ドルの純損失、消費者に対しては
310億円あるいは2億5700万米ドルの純損失をもたらすという
試算がされた。日本の業界は損失覚悟でマージンを大幅に減
らしたため、この数字は日本のビジネスに及ぼされる影響を
含んでいない。
2003年末にはカナダと米国でBSEが発見され、それにより日
本が両国からの牛肉輸入を停止したため、2004年を通して牛
肉の対日輸入量が再び大幅に落ち込んだ。
米国産並びにカナダ産牛肉の輸入が停止されたため、2005年
度のセーフガードのトリガー・レベルは例外的に低くなる
（第一四半期のトリガー・レベルは冷蔵牛肉ので61,467ト
ン、冷凍牛肉で64,859トン）。もし、米国ならびにカナダ産
牛肉の輸入が2005年5月以前に再開すると、2005年度に冷
蔵・冷凍牛肉のセーフガードが発動されるかも知れない。も
し、米国ならびにカナダ産牛肉の輸入が2005年5月に開始さ
れると、2006年度の第一四半期に冷蔵・冷凍牛肉のセーフ
ガードが発動される可能性が有る。
オーストラリアの牛肉産業は、米国・カナダ産牛肉の輸入禁
止により、日本の牛肉需要の増大に合わせて牛肉を供給でき
るよう努力してきた。オーストラリアは、日本政府による具
体的な要求に十分応えるために、高級牛肉を日本の消費者に
確実に供給できるように務めてきた。しかしながら、オース
トラリア産牛肉（そしてその他の輸入牛肉）に対して自動的
にセーフガードが発動されることが予測されており、結局こ
のことは供給を混乱させ、消費者が支払う価格に影響を及ぼ
すこのになる。
そのような「異常な」状況のもと、セーフガードを発動する
ための法律の運用は、明らかに日本にとっても牛肉供給国に
とっても利益にならない。セーフガード条項は輸入の急増か
ら守るためのもので、米国・カナダ産牛肉の輸入再開による輸

関税暫定措置法 農林水産省
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5121 51210003 オーストラリア 3
第三国法の助言に関する外国人弁護
士に対する規制の見直し

登録された外国法事務弁護士が、第三国
の法律に関しては日本の弁護士と同じ基
準で助言することを認め、第三国で許認
可を行う機関や専門機関あるいは規制機
関が、能力を判断するのに適切な機関で
あること認識すべきである。オーストラ
リアは、この問題が司法制度改革の議題
として取り上げられることを希望する。

日本では、登録された外国法事務弁護士は、そ
の第三国の外国人弁護士からの書面による助言
によってのみ、第三国の法律に関する助言を行
うことが認められている。反対に、日本の弁護
士は、外国の法律についての資格の有無に関わ
らず、全ての国の法律に関する助言が許されて
いる。外国法事務弁護士は、法律の資格を取得
した国の法律についてのみ助言することが可能
になっている。オーストラリアの2002年、2003
年の規制改革要望書提出に対して日本側は、登
録された外国法事務弁護士が第三国法の助言を
行うために該当国の外国人弁護士から書面によ
る助言を受け取ることは、顧客を守る上で必要
であると回答した。しかし、双方とも第三国の
法律に関して資格が無いにもかかわらず、日本
の弁護士が第三国法の法律事務に関して規制の
対象にならないのに、何故外国人の弁護士だけ
が規制を受けなければならないのかが明らかで
ない。オーストラリアは、日本での法律学習の
課程にアメリカやイギリスの法律の要素が含ま
れていることは理解しているが、その何れもが
必修ではないと理解している。オーストラリア
の法律学習課程についても同様のことが云え
る。オーストラリアは、第三国法の助言に関す
る外国法事務弁護士の条件は、日本人弁護士に
対する条件と同一にされるべきであると考え
る。更に、第三国で許認可を行ったり、専門的
な、あるいは規制を行っている機関が、その国
の法律についての能力や経験を判断するのに適
した機関であることを認識すべきである。

厚生労働省

5121 51210004 オーストラリア 4
外国法事務弁護士の職務経験要件の
見直し

① 日本は、外国人弁護士が自国で法律事
務を行って得た職務経験を、日本でその
当該原資格の法律に関する事務を行う目
的で登録するために、充分であるとして
認めるべきである。
② 日本で外国の法律に関する事務を行う
ために登録の申請をする場合、その外国
の弁護士の監督の下で、日本で得た全て
の職務経験を認めるべきである。

  

日本は、外国法事務弁護士として自国の法律に関す
る法律サービスを行うために登録しようとする外国
人弁護士に対して、最低3年間の原資格法の職務経験
を有することを要求している（2年間の当該原資格の
管轄で職務を経ねばならない）。しかしながら、自
国の法律に関して日本で助言を行うのに、外国の当
局がその国の法律に関する助言を行うのに要求する
よりも厳しい要件を日本政府が課すことには基本的
に正当性がない。例えば、オーストラリアで法律事
務を行える資格者は、経験に関して、日本の別の追
加的要件を満たさなくても、日本でオーストラリア
法に関する助言を行えるべきである。オーストラリ
アの2002年、2003年の規制緩和要望書に対して日本
側は、日本において外国弁護士の下で活動したこと
と、原資格の管轄において外国人弁護士の下での法
律事務活動で得た職務経験とは異なっているとし、
現行の制度においてこうした一年間の活動を3年間の
職務経験の一部と見なすことは、例外的措置として
認めていると回答した。オーストラリアは、この要
件が外国人の弁護士に充分な能力があることを確認
するためであることを承知しているが、こうした能
力もまた、受け入れ国ではなく、外国人弁護士の自
国の所管当局が最も良く判断できる。日本の弁護士
は、オーストラリア法の基でこのような職務要件に
煩わされることなく、オーストラリアで日本の法律
に関して助言することができる。
日本がこうした不必要な追加的な職務経験の要件を
廃止しないのであれば、日本は、少なくとも外国法
事務弁護士となることを希望する外国弁護士が、当
該原資格国の弁護士の監督下でどこの国で働こうと
も、3年間の職務経験要件に関して、そのような監督
の下で働いて得た期間を認めるべきである。外国法
事務弁護士の資格を得ようとする日本にいる人達
に、外国の弁護士の監督下で働いて得た全ての職務
経験を認めるべきで、たとえその全てが日本で得ら
れたものであっても、日本の当局は認めるべきであ
る。

司法制度改革推
進本部
法務省
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5121 51210005 オーストラリア 5
外国法事務弁護士の法務事務所法人
化の容認

日本は、外国法事務弁護士が法務事務所
法人を設立し、日本でこの様な法人を通
じて外国法や国際的なサービスを提供が
出来るように、同様の法人化の権利を外
国法事務弁護士に認めるべきである。

オーストラリアは、2002年4月に法務事務所の
法人化が認められるように成ったと理解してい
る。2003年1月では、71の法務事務法人が登録
された。しかし、この制度は日本弁護士のみに
適応され、外国法事務弁護士の法務事務所を法
人化することは認められていない。

司法制度改革推
進本部
法務省

5121 51210006 オーストラリア 6
外国法事務弁護士にかかる在留要件、
並びに商業施設要件の撤廃

日本は、a）国境を超える､ｂ）海外での
サ－ビス、ｃ）一時入国、というサービ
ス様式で外国の弁護士が外国法の業務提
供を行うことが出来るように､現在課され
ている6ヶ月の在留要件や商業施設の要件
を撤廃すべきである。

日本は、次のようなサービス様式で外国法の業
務を行おうとする外国法事務弁護士に最低180
日の在留と商業施設(例、支店の開設)の要件を
課している。
• 国境を越えるサービスの提供：　オーストラ
リアの弁護士が電気通信を通して、サ－ビス提
供者と顧客が夫々オーストラリアと日本に居な
がら、オーストラリア法に関するサービスを提
供する場合。
• 海外でのサービス提供：　日本の顧客がオー
ストラリアの弁護士からオーストラリアでオー
ストラリア法に関するサービスを受ける場合。
• 自然人の一時入国：　オーストラリアの弁護
士が日本に来て、顧客にオーストラリア法に関
するサービスを提供し、短期間の後にオースト
ラリアに帰る（主に、顧客と同伴で一時入国し
オーストラリアに帰る）。
オーストラリアは、6ヶ月の在留要件や商業施
設の要件は、上記のサービス提供様式で、オー
ストラリアの弁護士がオーストラリアの法律に
関するサービスを提供するために、負担が大き
く不必要であると考える。

司法制度改革推
進本部
法務省
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5121 51210007 オーストラリア 7
使い捨てコンタクトレンズの個人輸入に
関する量的規制（2ヶ月）の見直し

①電子商取引の発達に伴って、使い捨て
コンタクトレンズのような医療器具の直
接マーケティングが成長する可能性が高
いことを考慮すると、オーストラリア政
府は、日本政府が、この新しい貿易分野
を制限し、禁止するような現在のガイド
ラインによって起きている問題に対処す
る必要があると考える。
②オーストラリア政府は、日本政府が、
医薬品や医療器具の輸入に関し、特に、
個人使用のために電子メールやその他の
手段で、1回に１２ヶ月分まで、日本での
使用を承認された使い捨てコンタクトレ
ンズを輸入出来るよう、厚生労働省のガ
イドラインの個人輸入規定を改正するこ
とを要望する。更に、輸入書類の作成を
要求することにより起きる負担を消費者
に負わせるべきではない。もし、日本政
府が12ヶ月分までの輸入許可を我々の要
望を受け入れられなければ、我々は2ヶ月
分から4ヶ月分まで増やすことを提案す
る。

2003 年にコンタクトレンズに関
して提出した政府の要望書に対
し、厚生労働省は薬事法の規約を
繰り返し述べるに留まった。我々
は依然として、厚生労働省がこの
要望書を再度検討することを望ん
でいる。この種類の製品に関する
薬事法の個人輸入の規定を改正す
ることによって、選択の幅が広が
り、より安価な製品が入手でき、
眼の健康のためになることで、日
本の消費者は大きな恩恵に浴する
ことになる。また条項の改正に
よって、電子取引を拡大させよう
とする日本政府の要望を促進する
ことになると同時に、日本ですで
に承認された製品のみの使用を認
めることにより、健康問題に関す
る厚生労働省の懸念にも答えるこ
とになる。

使い捨てコンタクトレンズの輸入は、日本の薬事法により規制されて
いる。 この法律は、規定された最大量までは正式な許可無く、日本へ
の医療器具（使い捨てコンタクトレンズを含む）の個人輸入を認めて
いる。使い捨てコンタクトレンズに対しては、個人使用の量が２ヶ月
分と定められている。この限度は、その他の医療器具に対して定めら
れているものとも一致している。日本はこの限度を健康と衛生の理由
から規定しているが、これは医薬と医療器具を同一の法律に含めた結
果である。
２ヶ月分以上を輸入するには、個人は、医師の処方箋を入手し、輸入
報告書やその他厚生労働省から個人輸入の許可を得るために必要な書
類を作成して、その処方箋と厚生労働省の許可証を税関に提示しなけ
ればならない。このような書類の入手は、幾つかの他の国と違って、
日本では検眼医に処方箋の発行を法律で義務づけていないので、通常
日本の消費者は、眼鏡やコンタクトレンズなどを夫々特定の業者から
購入している。
オーストラリアは、特別の許可を要しない2ヶ月分という個人輸入によ
る現在の量的制限が日本で使い捨てコンタクトレンズを直接マーケ
ティングする際の不公正な障害になっていると考えている。 オースト
ラリアは、厚生労働省が日本の消費者の利益を保護しようとしている
ことは理解するが、保健と衛生の理由で2ヶ月分の制限を課さなければ
ならないとする懸念には根拠がないと考える。日本の個人は、既に電
子メール等により、2ヶ月毎の医師の処方箋無しに、国内的に12ヶ月分
までの使い捨てコンタクトレンズを購入することが可能である。
日本は、薬事法の個人輸入規制の改正を行って、ビタミン剤の輸入を
2ヶ月分から4ヶ月分に増加することを認めた前例をすでに作ってい
る。我々は、過去に、日本が個人使用のためのコンタクトレンズの輸
入期間を2ヶ月から12ヶ月まで規定を緩和するように要求した。この要
望は我々が最も希望する解決策であるが、日本からの回答を受け、
我々は2ヶ月分から4ヶ月分まで増やすことを提案する。
使い捨てコンタクトレンズの直接マーケティングを行おうとしている
オーストラリアの会社が提案しているのは、コンタクトレンズの国内
小売店に適用される保健・衛生基準を回避しようとするものではな
い。取替用のサービスとして、日本で既に使用を承認されたコンタク
トレンズのみを供給しようとしている。また、医薬品と異なり、特定
の人に処方された使い捨てコンタクトレンズを、他の人が使用するこ
とは事実上不可能である。
量的購入を勧めることは、消耗しているコンタクトレンズを取り替える
米国や、幾つかの欧州諸国、オーストラリアを含む他の国々は、コンタ
この種の製品の4ヶ月分までの供給を認めるように薬事法の個人輸入規

厚生労働省

5121 51210008 オーストラリア 8
国外の医薬・医療製品の承認プロセス
の迅速化

①PMDAは、今後も許認可の見直しプロセ
スの一環として、他のGHTF加盟国で認め
られた規制当局や審査機関による適合性
の実質的証拠を引き続き認めるべきであ
る。
② 日本が以前の製品承認申請書の参照を
許可し、規制に対する以前の類似した技
術の申請作業を評価すべきである。
③ 日本が今後もAPECやその他のプロセス
を介し同等の規格の相互承認を引き続き
促進させるべきである。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）
は、少なくともリスクの高い医療機器におい
て、日本の適合審査機関による外国の製造会社
の監査で満足な結果が得らることを、市場参入
条件とする意向を発表した。しかしながら、
オーストラリアの企業はPMDA監査の大幅な遅滞
を報告している。海外の製造業者に対するこれ
以上の監査の遅滞は、海外の対日輸出業者に
とって日本の製造業者よりも不利に働く可能性
が有る。
改正薬事法（2005年度第2四半期より施行予
定）の基で、製品承認の前に、また潜在的に許
可の更新を受ける必要のある製品に対して、海
外製造所の場で日本政府機関による監査を求め
られている。これは、特にリスクが高い処方さ
れた医薬品に対するPMDA監査を更に増やす結果
となる。このような日本の要件は、オーストラ
リア、欧州医薬品庁(European Medicines
Agency) やアメリカ食品・医薬品行政(United
States Food and Drug Administration)のよう
な同様の規制基準を有する他の国によるGMP審
査の相互承認に向けた動きに反するものとな
る。
更に、現行制度の下では、外国企業が以前の製
品承認申請書を参照することが出来ない。つま
り、すべての申請書は新規のものとして扱われ
るので、産業ならびにPMDAの双方にとって仕事
が増えることになる。

厚生労働省
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5121 51210009 オーストラリア 9 医薬品における国際規格の準用
医薬品医療機器総合機構は、日本薬局方
に加えて国際規格を認めるべきである。

日本は、英国薬局方や欧州薬局方等の他の国際
的に認知された規格を認めると言うより、日本
が定めた日本薬局方（JP）に医薬品が準拠する
ことを義務付けている。これには、JPへの準拠
を証明するためにさらなる製品試験を必要とす
る。（日本も参加国である）日米ＥＵ医薬品規
制調和国際会議（ICH）のプロセスによりICHの
ガイドラインが推進されるなか、JPへの準拠に
固執することは、結果として、企業が異なる市
場で異なる規格に対し製品試験を行う必要にな
るため、非効率な生産という結果と成ってい
る。

厚生労働省

5121 51210010 オーストラリア 10
分解試験・医薬品間の生物学的同等性
を実証するための国際規格や手法の
準用

医薬品医療機器総合機構が、分解試験や
医薬品間の生物学的同等性を実証するた
めの国際規格や手法を認めるべきであ
る。

医薬品間の生物学的同等性を実証する分解試験
の日本の要件は、追加試験を義務付ける他国の
ものを上回る。例えば、日本の規制は、医薬品
に対し四つの異なる手法を使用することを義務
付けている。

厚生労働省
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5121 51210011 オーストラリア 11
アジア系民族での臨床研究義務の簡
素化

オーストラリア政府は、医薬品医療機器
総合機構が民族の変化性が実証された場
合にのみ、追加的な民族試験を義務付け
る決定を歓迎する。

日本でアジア系民族での臨床研究が義務付けら
れていることは、日本での製品承認や登録申請
を提出する際に遅延を起こしたり、もしくは制
限を課している。幾つかのケースでは、企業の
臨床研究プログラムで、米国やEUなど主要市場
での製品登録に向けた中核的臨床プログラムが
完了するまで、アジア系民族での試験を行うこ
とが出来ないが、日本のこの要件を満たすため
の臨床試験を特に行う必要性が有る。

厚生労働省

5121 51210012 オーストラリア 12
機密保持のドラッグマスターファイルの
使用

日本は、２００２年７月に国会で薬事法
の改正が承認され、２００５年４月に施
行される予定の、機密性保持のドラッグ
スターファイルの使用を認めるプロセス
の創設にあたり、機密情報の交換を促進
させるよう取り図るべきである。

他の国では、活性成分(API)の製造業者は、規
制当局に直接、ドラッグマスターファイルとい
う形で、機密の情報を提出することが出来る。
これにより、企業は機密性に違反することな
く、APIを使うことが出来る。しかし、日本で
は、所管当局にドラッグマスターファイルを送
るプロセスが存在しなので、その結果、機密性
保持の要件に違反するかもしれない。オースト
ラリアは、ドラッグマスターファイルの使用を
認めるために薬事法が改正により、2005年4月
に施行されることを歓迎する。

厚生労働省
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5121 51210013 オーストラリア 13 ジェネリック医薬品に関する規制緩和

①日本政府が、ジェネリック医薬品代替
調剤を許可するために、ジェネリック医
薬品の推進政策を加速させるべきであ
る。
② ジェネリック医薬品企業がジェネリッ
ク医薬品の適合性と類似性を実証する互
換性試験を実施することを許可するよ
う、日本の法律が改定されるべきであ
る。
③日本は、日本のジェネリック医薬品の
開発と登録に関するガイドラインや情報
を提供するべきである。

日本ではジェネリック医薬品代替調剤は認めら
れていない。欧州の”essential
similarity(本質的類似性)”の概念は、注射用
ジェネリック医薬品の成分組成のわずかな違い
は安全性や有効性に影響しないということに基
づいているのと対照的に、日本の法律は、ジェ
ネリック医薬品が日本の先発メーカーの医薬品
と同一性を有することを義務付けている。日本
の規制は、ジェネリック医薬品の全てのサンプ
ルを提示するために「三重」の試験を実施する
ことを求めている。他国の規制当局では一サン
プルの提示につき、より少ないバッチの試験
（例：米国の場合、2回もしくは1回）を認めて
いる。また、製品の適合性を証明するためにひ
とまとめにする戦略も認めている。

厚生労働省

5121 51210014 オーストラリア 14
日本国外における有害動植物処理に
関する監督行為の見直し

①オーストラリアの輸出基準の信頼性
や、法的に実行可能な性質を有すること
や、日本の輸入検査の基準を考慮する
と、日本政府は、オーストラリア国内で
日本の植物防疫官が輸出前に立ち会うこ
とを要求するという行政上の措置を見直
すべきである。特に、商業上の選択次第
で、我々は下記の選択肢の内どちらでも
受け入れることが出来る。
日本の植物防疫官による検査監督要件
は、日本到着時に農林水産省の植物防疫
官が行う検査に相当するものとし、この
監督行為を以って完全な事前承認の手続
へ移行すべきである。これにより日本の
到着地での重複した検査の必要性が解消
されるであろう。例えば、この手続きは
日本の二十世紀梨がオーストラリアに輸
出される際に取られている。
または、②オーストラリアの輸出管理法
に基づいて実施される検査や認証を、現
在日本で実施されている規制と同等のも
のとして行政上認めるべきである。

幾らかの果物・野菜の対日輸出対し、日本の植
物防疫官による輸出前処理の監督が行われる行
政上の要件に関して、オーストラリアは農林水
産省と引き続き討議が行われていることを歓迎
する。
オーストラリアは、日本政府が動物・植物およ
び人の健康の保護に必要な範囲の措置を実施す
るため、世界貿易機関（WTO）の「衛生植物検
疫措置の適用に関する協定」(SPS Agreement)
に準拠した主権を有することを承知している。
しかしながら、オーストラリアは、日本政府か
ら派遣される植物防疫官による輸出前処理の監
督行為と、オーストラリア検疫検査局（AQIS）
がオーストラリアの輸出管理法に基づいて行う
検査や認証が重複していると考える。オースト
ラリア連邦法が規定する任務を遂行するAQIS検
査官の能力と信頼性に対する日本側の欠如が対
応に現れているのではないかと懸念している。
人の健康と安全に関する日本政府の要件を満た
すために行われている肉・乳製品の輸出検査は
日本植物防疫官による輸出前確認の対象ではな
く、これは日本の規制を確実に遵守するための
効果的なシステムがオーストラリアにおいて満
足に実施されているためである。

農林水産省
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5121 51210015 オーストラリア 15 植物防疫法の見直し

植物検疫に関する研究会報告書を受け、
日本は、
①上記の点も含め、SPS協定の履行義務に
反する植物防疫法の条項について広範な
見直しを開始するべきである。
②有害動植物が既に日本国内に存在し、
国際植物防疫条約で定義された"official
control" (公的防除)が行われていない場
合は、輸入産品に対し水際で何らの措置
も講じないことを正式に発表する政策声
明を出すべきである。

オーストラリアは、日本政府が引き続き国際条
約や協定の締約国としての権利を行使し、義務
を果たそうとしていることを認識している。ま
た、オーストラリアは、植物検疫に関する研究
会においてこれらの問題に関する研究が行われ
たことを認識している。しかしながら、オース
トラリアは日本の植物防疫法は不完全と考える
ので、日本はSPS協定に基く履行義務に違反す
るのではないかと懸念している。日本は、日本
固有種で日本国内に広く分布する有害動植物に
ついての輸入品に対する処理は技術的に正当化
できず、技術的な貿易障壁となっていることは
明白である。オーストラリアが植物防疫法につ
いて特に懸念しているのは以下の点である。
- "quarantine pest" (検疫有害動植物)につい
ての定義が、国際植物防疫条約(IPPC)と植物防
疫法の間で明らかに異り、関連法令においてさ
らに矛盾があること。
- 国際的に同意された"official control" (公
的防除)の定義が、植物防疫法に含まれていな
いことや、また、植物防疫法において “指定
有害動植物”（designated pests）について定
めた現在の条項はこの定義に不適合で、繁殖目
的で輸入される植物を除いても、国際基準で裏
付けられるものではない。
- 非検疫有害動植物(non-quarantine pest)の
リストは不十分なものであり、新しく有害動植
物を非検疫のリストに加えるための方法が煩雑
であること。確認に必要とされる有効な記録が
科学的・学術的文献に含まれているのに、63種
の有害動植物の現在リストには日本で自然に発
生する多くの昆虫や病害が認められていない。

農林水産省

5121 51210016 オーストラリア 16
接続料にかかる長期増分費用（LRIC）
モデルの見直し（NTSコストの除外）

(i) 日本は、接続料が適切なコストに基
づいて算定され、無差別な方法で、競争
する電気通信事業者に課されることを明
確にすべきである。LRICモデルにおい
て、NTT東会社とNTT西会社の接続料の中
で多くを占めているNTSコストを接続料の
計算から除外すべきである。
(ii) 更に、総務省は、下記のように、幅
広い接続や卸のサービスについて、日本
と国際的な接続料金を比較する接続料基
準に関する研究を毎年行い、公表すべき
である。
a. 固定間の接続
b. 固定と移動の接続
c. 移動と移動の接続
d. 地域回線のアンバドル
e. 距離による45Mbpsと155Mbpsの専用線
• 100Kms
• 500Kms
この様な接続料基準の研究で比較根拠を
明確に定めることは重要である。例え
ば、もし東京のデータ　サービスが一般
的にバンド幅・スピードがニュウヨーク
よりも増していれば、スピードの増して
いる分の価値を説明すべきである。

過剰に高い接続料は、依然として日本の電気通信分
野に残る心配事である。日本の接続料は、日本の電
気通信市場には規制された卸売り接続料というもの
がないので高額である。その結果、事業者は他の事
業者から小売りベースでの容量の購入を余儀なくさ
れている。その上、接続料は世界水準を遥かに上
回っている。現在の料金は効率的費用モデルを基準
にすると正当とは認められない。
我々は、WTOの義務に関連して、日本の過剰に高い接
続料を懸念している。1997年に、日本は電気通信基
本サービスについてのWTOのリファレンス・ペーパー
に含まれた規制原則に従うことを合意している。リ
ファレンス・ペーパーの第2.2項は、主な供給事業者
との接続は、透明性があり、無差別かつ合理的な、
コストに基づいた料金で行わなければならないとし
ている。
2002年に、情報通信審議会は長期増分費用(LRIC)モ
デルの見直しを行ったが、その結果、2003年度と
2004年度に適応される平均接続料が約5%上がった。
また、情報通信審議会が、NTT東会社とNTT西会社間
の競争を促進させるために､夫々のコストに基づく異
なった接続料を適応すべきであるとした以前の提言
にも拘わらず、総務省は市場を支配する両社に対し
同じ接続料を導入することを決めた。総務省は、ユ
ニバーサル　サービスとして国民に等しく電気通信
サービスを提供すべきであると主張している。これ
らの動きは電気通信産業の競争を促進させる日本の
政策を逆行させるものである。
更に、接続料金を設定する際にユニバーサル　サー
ビスを考慮に入れることが出来るのはリファレン
ス・ペーパーの第３項の要件を満たしている場合の
みである。オーストラリアは、日本の現在の取り決
めが十分な透明性を持って、リファレンス・ペー
パーの要件に合致しているいるかどうかについて疑
問を持っている。接続に関する取り決めの際、ユニ
バーサル　サービス条項に影響する不透明な施策を
取り入れることは好ましくないとする、WTO(2004)メ
キシコ　－　電気通信サービスに影響する施策：
2004年４月２日のパネルレポート（WT/DS204/R）の
結論に、日本は注目すべきである。

総務省
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5121 51210017 オーストラリア 17
電気通信事業におけるエッセンシャル
施設のサービス宣言制度の導入

(i) 地域回線以外のボトルネック回線機
能やサービスをアンバンドル化させれ
ば、サービス提供における競争が高ま
る。また、日本も、ボトルネック　サー
ビスの適正な価格を定め、それを明確に
する規制体制を導入すべきである。

NTTは、他の電気通信事業者に対して地域回線
へのアクセスをアンバンドル化しているが、そ
の他のボトルネック回線機能やサービスもアン
バンドルする必要が有る。もし満足出来るよう
な商業上の取り決めが電気通信事業者間で果た
されなければ、規制により、買い手に対する標
準的な条件を定めたサービス制度(declared
service regime)も必要である。規制において
は、地域回線や電話通信の問題を越えて、その
他の競争的なボトルネックが有るかどうかの判
断も必要である。規則に関しては、ボトルネッ
クが単に技術的なインターフェイスでなく、運
用上のプロセスの問題で有りうることも認識し
なければならない。オーストラリアは、運営上
のボトルネックに関する多くの問題を解決する
ために、産業機関であるオーストラリア電気通
信産業協議会（ACIF -
http://www.acif.org.au）のような、産業界と
の協議や自主規制の仕組みを、適切に利用する
ことを奨励している。
競争する事業者がエッセンシャル施設へアクセ
ス出来ることは、自由な競争体制にとっての基
本原則である。例えば、オーストラリアでは、
競争推進の公的機関であるオーストラリア公正
取引委員会により、エッセンシャル　サービス
であると“宣言” (declaration) する制度が
ある。"宣言"されたサービスは、本質的にボト
ルネックや独占的なサービスで、それらにアク
セス出来なければ、新たに参入する事業者は競
争的なサービスを供給することが出来ないもの
である。これらのサービスがエッセンシャルと
"宣言"されると、電気通信事業事業者やその
サービスを中継する電気通信事業事業者は、"
宣言"されたサービスを求めている電気通信事
業事業者やプロバイダーに供給する義務があ
る。

総務省

5121 51210018 オーストラリア 18
電気通信市場における競争政策の推
進（CPS制度とNP制度の普及促進）

①携帯電話の番号ポータビリティの在り
方に関する研究会の提言と同じく、我々
は、第３世代向けのNPを導入することに
より、第３世代の携帯電話サービスでの
競争が高められるように、日本が携帯電
話の番号ポータビリティを出来早く導入
することを要望する。
②更に、日本はNTTが非競争的な行為をし
ないように、NTTに対し料金登録要件を復
帰させるか、類似した効果的なメカニズ
ムを確立すべきである。

電気通信市場における競争拡大を図るための主
要な前提条件の一つは、消費者に負担を掛けず
に、消費者の能力をもって選択を可能にさせる
ことである。従って、固定やフリーダイアル
（１８００）や携帯電話にとって、電話会社事
前登録制（優先接続：CPS）と電話番号の移動
制度(Number Portability: NP)の二つの主要な
選択肢が存在する。CPSは現在日本では「マイ
ライン」サービスとして提供されている。しか
し、NPは導入されていない。NPにより、多くの
費用や不便をかけないで、消費者が電話会社の
変更が出来るので、NPは同様に重要である。NP
により、事業者が製品のマーケット・シェアを
競うので、より競争を促進させる。NPはより大
きな革新や製品開発を促す。
更に、NTTは最近料金の登録義務を免除され
た。これらの登録によって確保されていた料金
の透明性が欠如し､NTTが非競争的な行為に携
わっていないことを明確にするメカニズムが不
明である。

総務省
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5121 51210019 オーストラリア 19
電気通信に係る規制機関の独立性の
担保

日本は、電気通信を所管する規制当局
が、公平かつ迅速に行動できるように法
的な責任を持ち、法的にも機構的にも独
立するべきである。もし日本が総務省の
中で現在の政策と規制機能を統合したア
プローチを継続するのであれば、外国の
電気通信事業者が内国民待遇を受けられ
るように、総務省は国内の電気通信事業
者に対しての独立性を確保する明確な施
策が行われていることを概説すべきであ
る。

市場参入を援助し、競争や末端消費者の利益を
保護する制度的に独立した電気通信機関を持つ
ことは、他の市場で電気通信部門の促進に成功
した際の主要点になっている。事実、国際電気
通信連合(ITU)の「世界電気通信開発報告；テ
レコムの再発見2002年」(World
Telecommunications Development Report;
Reinventing Telecoms 2002)は、民営化、競
争、および独立した規制を改革の3つの基本的
要素として挙げている。
日本では、電気通信の政策と規制機能の両方が
総務省の所管となっている。最近の改革によっ
て日本市場はある程度開放されてはきたが、今
でも総務省は、国内の電気通信市場を厳しく規
制し、間接的に、NTT(東と西）や KDDI、日本
テレコム、ドコモのような既存の電気通信事業
者が市場を継続的に支配出来るようにさせてい
る。ほとんどのOECD加盟国は、独立した規制機
関が電気通信分野の競争を促し、競争を確かな
ものとする最も有効的手段であると考えてい
る。
無差別で透明なプロセスを確保するためには、
完全に独立した規制機関が必要である。日本で
は、サービスの提供は政策の促進や規制から分
離しているが、規制部門の能力を持って、政策
部門から独立して運営されていることが明らか
になっていない。このことは公平性についての
疑問を提起する。
WTOリファレンス・パーパーの５条には、規制
機関はあらゆる基本電気通信サービスの供給者
から独立し、それらに対し説明責任が無いとう
義務原則を設定している。規制機関による決定
や行使される手続は市場に参加する全ての事業
者に対し公平でなければならない。

総務省

5121 51210020 オーストラリア 20
電気通信政策の見直しにかかる審議
会等の透明性・開放性の改善

日本政府は、政府の見直し、特に電気通
信分野の見直しへの参加を、影響を受け
る関係者に拡大すべきであり、総務省
は、提案されている改革により影響を受
ける関係者からのより積極的にコメント
を集めることにより､より大きな透明性と
影響を受ける関係者の参加を可能にすべ
きである。

日本政府は、折に触れて電気通信政策の様々な
観点からの規制を見直している。見直しに関す
る多くの情報は情報通信審議会を通じて流れ、
審議会への参加は制限されている。アメリカ、
イギリス、オーストラリアなど他の国では、潜
在的に影響を受ける関係者が見直しの過程で有
益な意見を提出出来るような、開放的な取り組
みを行っている。例えば、オーストラリアでは
規制制度の詳細を進展させるために、全ての関
係者は意見を述べることが出来る。

総務省
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5121 51210021 オーストラリア 21

救命ボートの輸出に関するSOLASや国
際海事機関が許可した”型式許可・承
認”の採用およびSOLASテストの簡素
化

① 日本は、SOLASや国際海事機関が認め
ている“型式許可・認証”を認めるよう
に規制を改正すべきである。
② 日本は、全てのSOLASテストが日本の
調査官の立会いで行われなければならな
いという要件を撤廃すべきである。

国際船舶安全を規制する“1974
海上人命安全国際条約”
（SOLAS）によれば、国際航路で
運航する客船に関する全ての安全
規制はSOLASの要件に基づかなけ
ればならない。SOLASは、内国航
路で運航する船舶の安全性に関し
ては現地の行政に委ねている。日
本の規制は、日本の内国航路で運
航する日本の船舶に適用されてい
るが、SOLASの要件に合致して製
造された海上避難システムや大き
な収容能力を持つ救命ボートを日
本に輸出することが出来るオース
トラリアの企業に影響を与えてい
る。

日本政府は、内国航路を運航する日本国籍船に
装備が出来る海上避難システムや大きな収容能
力を持つ救命ボートの国際的な許可・認証を受
け入れていない。それとは対照的に、EUを含む
他の多くの国はSOLASや国際海事機関が許可し
た“型式許可・承認”を受け入れている。
日本の規制の結果、オーストラリアの企業は
SOLAS基準に従ってデザイン、製造、テストさ
れ許可を受けた救命ボートにも拘わらず、１０
０人の乗船能力を持つ救命ボートを日本に輸出
することが出来ない。
更に、日本政府は、オーストラリア企業が内国
航路を運航する日本国籍船に救命ボートを設置
するためには、日本の調査官の立会いでSOLAS
が求めている全てのテストを行う必要が有ると
通知している。幾つかのケースにおいて、日本
政府が求めるテストを行うためにはコストが非
常に高く掛かり、終了するために一年近くかか
る。これは日本に救命ボートを輸出しようとし
ているオーストラリア企業にとって更なる障壁
となっている。

国土交通省

5121 51210022 オーストラリア 22
オーストラリアン　サイプレスのJAS認
定化

①日本がサイプレス集成材への最近の需
要に応じるために、現行制度の下で提出
された申請書の手続きを促進させる措置
を考えるべきである。
② 日本が現行のJAS規格見直しの枠組み
の中で、JAS認定のための申請手続きを進
展させる新しい措置を導入するべきであ
る。
③ 日本が現行のJAS規格の見直しの成果
として、JAS認定のための手続きの概要を
示した明確なガイドラインを作成するべ
きである。

オーストラリアは、JAS規格を見
直す際に、集成材と単板積層材の
JAS規格問題について重要な議論
が進められると認識している。
2004年6月に見直し手続きの一環
として、オーストラリアはオース
トラリアン　サイプレスを建築用
土台として認定することを農林水
産省が検討するよう要望書を提出
した。

日本市場における建築用土台としてのサイプレ
スへの需要は多い。しかし、オーストラリアの
サイプレス関連企業は、日本市場に向け製品を
提供したいものの、JASの認定がされてないた
めにそれが出来ないでいる。
2003年10月の農林水産省との協議に基いて、
オーストラリアは、建築用土台としてオースト
ラリアのサイプレスのJAS認定を取得するた
め、2004年3月に申請書を提出した。
2004年6月に発表されたJAS規格の見直による新
しい手続において、申請書を再提出しなければ
ならないという要件が手続きの一部として有る
ために、オーストラリアのサイプレスに関する
申請の状況が2007年3 月末まで多分明らかにさ
れない状況にある。
日本での需要が多い中で、申請検討期間が3年
間にも及ぶことは、この製品を必要とする日本
の企業に損失をもたらし、サイプレス製品を供
給しようとするオーストラリアの企業にも多大
な潜在的損失をもたらす。

農林水産省
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5122 51220001 米国 1
電気通信における規制の独立性の強
化

日本が規制の独立性を強化するために以
下の措置を取ることを提言する。
①規制機能を政治的に直接コントロール
されやすい省庁の権限から切り離し、完
全なる独立機関へ移行する計画を策定す
る。
②日本政府が特定数のNTT株を保有するこ
と、外国資本による株式保有、あるいは
経営参加への制限等の要件を廃止する。
③事業計画や人事決定を含むNTTの運営に
関する政府の干渉を排除する。
④反競争的行動を処罰するための有意義
な制裁権限（罰金を科し、損害の支払い
を命じ、免許を差し止めるなど）を確立
し、実行する。
⑤１）日本の電気通信事業紛争処理委員
会の運営、実効性及び権限が強化される
よう、紛争処理を行う際の透明性の最大
化を含め、方策を講じる。２）総務省の
産業振興プログラムの恩恵を受けている
企業が、規制の特権的な待遇を受けるこ
とがないよう、産業振興と規制措置を明
確に分け隔てる垣根を設定する。

総務省は長年、規制決定プロセスから党派的な
影響力を排除することに苦慮してきた。政府と
のつながりを長年維持してきた大企業を優遇
し、新規参入企業を犠牲にした過去の決定案件
は、規制の独立性及び説明責任を改善する方策
が必要であることを裏付けている。

総務省

5122 51220002 米国 2
電気通信における規制の説明責任の
強化

規制の説明責任を強化するために、米国
は日本に、決定された規制の再検討と法
的側面からの見直しに向けて具体的に取
り組み、規制と司法の両機関が適切な時
間内に問題に効果的に取り組めるよう資
源の確保を保証することを提言する。
①決定及び決断事項を裏付ける全ての公
開される記録が存在する事及び特別な利
益団体が法規制の構築プロセスに接近を
許される様なことのないことを保証する
ために、透明性ある手続を導入かつ公表
する。
②関心を有する全ての利害関係者が参加
の機会を与えられるように、総務省が主
催する作業部会のメンバー選出プロセス
を公開する。

総務省は長年、規制決定プロセスから党派的な
影響力を排除することに苦慮してきた。政府と
のつながりを長年維持してきた大企業を優遇
し、新規参入企業を犠牲にした過去の決定案件
は、規制の独立性及び説明責任を改善する方策
が必要であることを裏付けている。

総務省

501/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5122 51220003 米国 3
電気通信分野における支配的事業者
規制及び競争セーフガード

支配的事業者規制および競争セーフガード　米国は改
正電気通信事業法下の規制や省令で、日本市場におい
て支配的な地位を保持する事業者に特定の義務を課
し、適当な機関にこれらの義務を守らせる権限を与え
ることを保証するよう提言する。特に米国は日本に以
下の措置を取ることを提言する。
①2005年3月までに、その市場支配力と妥当な改善措
置について再考すべき全ての市場と下位市場を特定
し、例えばＥＵのような他市場の政策立案者及び規制
当局者の経験を参考に、かかる調査が迅速に実施され
るよう計画を策定する。
②電柱、管路、とう道、線路施設権への非差別的でコ
ストに基づいたアクセスを法律あるいは規則、あるい
はその双方により保証し、それらのアクセスに透明な
価格設定方法を提供する。
③データサービス同様、音声サービスについても、支
配的事業者による価格設定の濫用を評価する方法
（例：インピュテーションテスト）を確立する。
④毎年、ＮＴＴ東西が新規ビジネスへの展開の規定条
件を満たしているか否かを見直す際、ネットワークア
クセスや優遇措置が施された競合する事業者に関する
定量的データを公開する。
⑤競合する事業者が利用するＮＴＴ東西の専用回線が
妥当かつ競争的な料金によって提供されているか否か
を、公表される情報に基づいて評価する、透明な方法
を確立する。
⑥支配的事業者が、規制を受けていないサービスを補
てんするために、規制を受けているサービスからの収
入を反競争的に利用することがないよう、規則（例え
ば、関係会社との分離取引ルール）を設ける。
⑦報告義務を含め、競争関係実施測定基準および基準
不履行に対する金銭的罰則を整備する。このような基
準は、必要なすべてのネットワークサービスおよび施
設の提供、サービスの質および修理や保守において、
支配的事業者が自社あるいはその関係会社への扱いと
競合事業者への扱いを同等にすることを確保するため
のものである。
⑧支配的事業者が従来から独占的に提供するサービス
の他に新たなサービス展開を試みる場合、適当なセー
フガードの実施によりその市場での独占的な立場を利
用して反競争的な効果が望めないよう保証する。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

5122 51220004 米国 4
電気通信分野における固定系相互接
続

固定系相互接続 情報通信審議会は2004年7月に、
2005年度から3年間適用されるよう改定された相互接
続料金算定モデル（長期増分費用方式或いはLRIC ）
の提案書へのパブリックコメントを募集した｡米国は
提案書を相互接続料金が受け入れ可能なレベルまで引
き下げられる為の適当な措置として歓迎し、様々な利
害関係者の意見を反映した上で2004年10月に発表され
る改定された提案書に期待している。米国は総務省が
改正されたモデルの実施省令を起草する際に次の提案
を真摯に検討するよう提言する。
①ＮＴＳコストの除去　米国は日本に、移行期間を設
けないで2005年度の従量接続料金からNTSコストを取
り除く事を提言する。
②ＮＴＴ基本料の見直し　ＮＴＴ東西の月額基本料を
最大490円まで値下げする決定を受けて、総務省はＮ
ＴＴ東西に以下の項目を透明で検証可能な方法で文書
化し公開するよう求めることを提言する。１）正確に
どのコストが月額回線使用料から回収されているの
か。２）先頃発表された小売サービスの月額基本料の
値下げと卸売料金（相互接続料金）の値上げの動きが
侵略的、排他的と目されない理由。３）卸売サービス
（ドライカッパー）の月額使用料が小売料金の値下げ
分に比例して引き下げるべきではない理由。４）月額
基本料のコストがどのように特定され、異なるサービ
ス間（ISDN、ＤＳＬ、専用回線等）でどのように配分
されているのか。５）基本料のコスト回収の前提、特
に既に施設設置負担金で回収されているコスト（加入
権利もしくは施設設置負担金）、減価償却率と償却方
法、許容範囲の利益マージンはなにか。
③ＮＴＴ東西間の交付金の廃止　米国は日本に以下の
措置を提言する。
１）ＮＴＴ東西が日本のＷＴＯ義務に従って、各地域
によって異なるコストを考慮しつつ、コストに基づい
た相互接続料金を設定し、反競争的な値下げの危険性
（及び防止する手段）を検討しつつ、必要に応じて、
各社が異なる料金を設定する事を許可する。２）接続
料収入をＮＴＴ東西間の交付金の収入源とする現在の
用途を廃止し、必要と目された交付金は競争上の中立
性を保持するユニバーサルサービス基金から拠出す
る。
④新しい市況への適用　競争と技術革新の促進によっ
て日本の固定系通信分野の構造が著しく変化する中
で、米国は日本に以下の措置を提言する。１）「ビ
ル・アンド・キープ」コスト回収方法への移行を、出
来る限り広範囲のネットワークアクセス機能について
検討する ２）アナログシステムとＩＰネットワークを

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

502/587
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5122 51220005 米国 5
電気通信分野における携帯着信料金
について

携帯着信料金　米国は日本に以下の措置
を提言する。
①支配的な無線ネットワークへの競争的
な接続料金を保証する日本の電気通信事
業法と2002年の取り決めに従い、携帯電
話の着信料金がコストに基づく水準に設
定されているか否かを評価する為に客観
的で透明な方法を規定し、また交渉が妥
結されない場合はこれを仲裁手段の根拠
とする。
②携帯電話事業者との相互接続を求める
固定通信の事業者のために、小売料金の
設定時における携帯電話事業者による差
別的な扱いを許している現在の慣行を排
除することで競争上の中立性を確保す
る。
③携帯電話市場におけるＮＴＴドコモの
支配的な立場を分析すると同時に、全携
帯電話事業者が下位市場において携帯着
信料金に対してどの程度の市場力を発揮
しているのかを分析する。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

5122 51220006 米国 6
電気通信：携帯電話市場における競争
の促進

非常に普及率が高く、小売料金の高い日
本の携帯電話市場において、2010MHz及び
800MHzの周波数帯を含めた市場へ新規事
業者が参入できる機会を広げることを検
討するように米国は日本に提言する。既
存事業者が周波数の有効利用を怠ってい
たり、利用者を異なる周波数帯の新サー
ビスへ移行させる過程に在ったりする場
合、総務省は移行する周波数帯を他の利
用者へ技術の中立性を保ちつつ割当てる
ことを考慮すべきである。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

503/587
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5122 51220007 米国 7 電気通信：道路工事規制の緩和

パブリックコメントを経て、通信インフ
ラの新規設置に要するコストと時間を削
減するために緩和或いは廃止可能な規則
を特定する目的で、全ての道路工事規制
の見直しを実施する。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

5122 51220008 米国 8 電気通信：アンハンドル化について

アンバンドル要件の廃止に先駆けて、市
場力とボトルネック管理に関する事例を
評価するために、パブリックコメントの
結果を盛り込みながら競争原理の政策に
則り市場を再調査する。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

504/587
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5122 51220009 米国 9
電気通信：サービスの質における非差
別化

アンバンドル化が求められる施設におい
ては、米国は日本がＮＴＴ東西に対し
て、以下の措置を取ることを提言する。
①ＮＴＴ東西がサービスの混乱や質の悪
化に対応しなければならない期間を特定
して、小売顧客へ提供されているサービ
スと同様のサービス水準合意（ＳＬＡ）
を、その接続約款に盛り込むこと。
②施設への適切なアクセスを条件とし
て、卸売顧客が自ら施設を保守する選択
権を容認する。

電気通信事業法が2004年4月に改定されたこと
により、競争的通信事業者の規制緩和において
日本は大きな成果をあげた。しかしながら、施
設ベース・サービスベースの競争促進のために
は、ボトルネック設備へ競合事業者がアクセス
出来る事が今もって必要不可欠であって、それ
が日本政府の主要な目標である。総務省は、支
配的事業者への規制を強化し、固定系通信サー
ビスの相互接続料金を低く抑え、更にその他の
競争的環境を改善する事によって電気通信分野
における競争を保証する措置を講じる事をすべ
きである。

総務省

5122 51220010 米国 10
電気通信分野における免許登録が必
要な周波数帯の柔軟な利用

免許登録が必要な周波数帯の柔軟な利用
効率的で革新的な電波利用を更に促進す
る為、米国は日本へ以下を提言する。
①免許を付与された事業者に賃貸、転貸
及び他サービス事業者との周波数帯の交
換を促進する方策を講じる。
②免許付与の政策は技術的に中立な立場
をとるよう明確に規定し、事業者が選択
する技術が可能な限り周波数の割当て及
びサービス免許付与手続きに左右されな
いよう設定する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

505/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220011 米国 11
電気通信分野における新規技術への
周波数割り当て

米国は日本へ以下の措置を提言する。
①革新的な無線ＬＡＮ技術、固定系及び
移動系ＭＡＮサービス、その他標準化さ
れていない技術に供する周波数帯の特
定、割当てを開始する。
②可能であれば、このような技術に供さ
れる周波数帯は、免許不要とする。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

5122 51220012 米国 12
電気通信分野における新規技術の試
験手順

予備免許付与手続きを手順の合理化と透
明性の向上に向けて見直し、既存事業者
が競合技術の試験を妨害しないよう手続
上のセーフガードを規定する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

506/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220013 米国 13
電気通信分野における電波利用料制
度

総務省が電波有効利用政策研究会の報告
書を見直し、最終決定を行う際、米国は
総務省に以下を提言する。
①免許不要局やサービスに利用料を課さ
ないようにする。
②免許不要局の新しい形態として帯域占
用型を導入する前に、帯域非占用型とし
て取り扱えるか否かを十分かつ透明性を
持って検討する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

5122 51220014 米国 14
電気通信における小電力無線システム
による周波数利用

既存利用者の利益に配慮しながらも小電
力無線ＩＣタグが免許不要局として電波
を利用できるよう、2004年度及びそれ以
降の規制改革の審議過程が時宜にかなっ
た、客観的且つ透明性あるものであるよ
う保証する事を、米国は日本政府に提言
する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

507/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220015 米国 15
電気通信分野における民間部門からの
情報提供

米国は、電気通信作業部会に講演者とし
て政府及び民間部門から専門家を招き見
解を共有することで、協議が一層促進す
ることを歓迎する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡がる
ユビキタスネットワーク社会の構築」におい
て、日本でブロードバンド技術および無線技術
が融合し、「いつでも、どこでも、誰でも情報
を自由に交換できるユビキタスネットワーク」
が実現しつつある現状を説明した。その上で、
2004年8月に総務省は、2005年度のＩＣＴ政策
が「u-Japan構想」に 焦点をあわせると発表し
た。これらの目標と一貫して、日本が技術革
新、競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制に取
り組むよう米国は提言する。

総務省

5122 51220016 米国 16 電気通信：通信機器の貿易促進

通信及びIT機器の分野でより効率的な貿
易が促進されるよう米国と日本は試験及
び認証の要件を相互に承認する方策を講
じてきた。この精神の下、米国は日米両
政府が2004年度末までに電気通信作業部
会を通して電気通信機器の具体的要件及
び電磁両立性（ＥＭＣ）の一般的要件に
関する相互承認協定（ＭＲＡ）を締結す
るよう提案する。

通信及びIT機器の分野でより効率的な貿易が促
進されるよう米国と日本は試験及び認証の要件
を相互に承認する方策を講じてきた。この精神
の下、米国は日米両政府が2004年度末までに電
気通信作業部会を通して電気通信機器の具体的
要件及び電磁両立性（ＥＭＣ）の一般的要件に
関する相互承認協定（ＭＲＡ）を締結するよう
提案する。

総務省

508/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220017 米国 17
IT分野：電子商取引を妨げる規制の撤
廃

対面および書面取引要件といった電子商
取引を阻害する既存の法律および規制
や、その他電子商取引やオンライン・
サービスの発展を妨げている障壁を除去
する。現在、電子通知および電子取引が
禁止されている分野において、電子通知
や電子取引が可能となるよう必要に応じ
法律や規制を改正する。
①貸金業法の下、電子通知を許可する。
②大量の自動車の登録所有者が、電子政
府のオンライン制度を通して、自動車登
録の変更および所有権移転登録を、自動
車検査証記載事項変更の申請とは別途行
えるようにすると同時に、これらの変更
がより妥当な期間で行えるよう道路運送
車両法を改正する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画 2004）
は電子商取引の促進が日本の優先課題であるこ
とを明らかにしている。日本は、民間および公
的部門での手続のオンライン化に向けて大幅な
前進を図ったが、法的あるいはその他の規制障
壁のため、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改革の推
進が、日本経済の健全性を取り戻すための一つ
の鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱である
ことを確認すると同時に、政府が自由かつ公正
な競争の促進を通して民間部門を適切に支援す
べきことを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講ずるこ
とを米国は要請する。

内閣官房

5122 51220018 米国 18
IT分野：重点計画２００４における技術
的中立性

民間部門に最大限の柔軟性を与えイノ
ベーションを奨励するために、中央およ
び地方政府でのＩＴ利活用やＩＴ戦略の
国際的連携といった政策を含む重点計画
2004を実施するにあたり、新しく制定さ
れる法、政省令、ガイドラインが過度に
特定技術を推進、又は、強制しないこと
（技術的中立性）を確保する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画 2004）
は電子商取引の促進が日本の優先課題であるこ
とを明らかにしている。日本は、民間および公
的部門での手続のオンライン化に向けて大幅な
前進を図ったが、法的あるいはその他の規制障
壁のため、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改革の推
進が、日本経済の健全性を取り戻すための一つ
の鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱である
ことを確認すると同時に、政府が自由かつ公正
な競争の促進を通して民間部門を適切に支援す
べきことを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講ずるこ
とを米国は要請する。

内閣官房

509/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220019 米国 19 IT分野：民間自主規制の原則の確保

重点計画 2004に盛り込まれた電子商取引
に関する施策を実施するにあたり新たに
制定される法、政省令、ガイドラインの
内容が国際的慣行に整合し、民間自主規
制の原則に則ることを確保する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画 2004）
は電子商取引の促進が日本の優先課題であるこ
とを明らかにしている。日本は、民間および公
的部門での手続のオンライン化に向けて大幅な
前進を図ったが、法的あるいはその他の規制障
壁のため、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改革の推
進が、日本経済の健全性を取り戻すための一つ
の鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱である
ことを確認すると同時に、政府が自由かつ公正
な競争の促進を通して民間部門を適切に支援す
べきことを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講ずるこ
とを米国は要請する。

内閣官房

5122 51220020 米国 20 IT分野：ｅ－文書法について

e-文書法案およびその実施規則を成立さ
せ、医療サービスを含む多分野における
文書の電子保存やデータの電子的交換に
関する柔軟な法的枠組みを構築する。米
国は、日本政府が継続して下記の措置を
講ずることを提言する。
①e-文書法に関連して関係省庁が規制や
ガイドラインを作成するにあたり、それ
らが統一性のある形で作成され実施され
る。
②最低30日間のパブリックコメント期間
を設け、提出された意見を真摯に検討
し、それらを最終的に実施される措置に
適切に反映させることで、透明性を確保
し民間のインプットを活用する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画 2004）
は電子商取引の促進が日本の優先課題であるこ
とを明らかにしている。日本は、民間および公
的部門での手続のオンライン化に向けて大幅な
前進を図ったが、法的あるいはその他の規制障
壁のため、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改革の推
進が、日本経済の健全性を取り戻すための一つ
の鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱である
ことを確認すると同時に、政府が自由かつ公正
な競争の促進を通して民間部門を適切に支援す
べきことを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講ずるこ
とを米国は要請する。

内閣官房

510/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
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要望
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補助
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220021 米国 21 ＩＴ分野：ＩＴ戦略本部の機能の強化

民間部門の要請に対応した有効かつ協調
的ＩＴ政策を策定するというＩＴ戦略本
部の機能の強化に向けて下記の措置を講
ずる。
①重点計画2004に盛り込まれた改革を推
進するにあたり、ＩＴ戦略本部は、規制
改革・民間開放推進本部および規制改
革・民間開放推進会議と緊密に連携を図
ることを確保する。
②ＩＴ戦略本部および評価専門調査会へ
の民間の参加を促す。これには、新たに
確立されたe-Japan施策や計画の評価制度
（ＰＤＣＡサイクル）において、日本の
団体以外の団体からの専門家を含む民間
部門の専門家からのインプットを積極的
かつ透明性の高い形で募ることを含む。
③各府省庁がＩＴ政策を体系的、協調
的、包括的に実施することを促すため
（関係府省庁の）ＩＴ連絡会議が十分な
資源を有することを確保する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画 2004）
は電子商取引の促進が日本の優先課題であるこ
とを明らかにしている。日本は、民間および公
的部門での手続のオンライン化に向けて大幅な
前進を図ったが、法的あるいはその他の規制障
壁のため、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改革の推
進が、日本経済の健全性を取り戻すための一つ
の鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱である
ことを確認すると同時に、政府が自由かつ公正
な競争の促進を通して民間部門を適切に支援す
べきことを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講ずるこ
とを米国は要請する。

内閣官房

5122 51220022 米国 22
知的財産権保護の強化：著作権保護期
間の延長

一般的な著作物については著作者の死後
70年、また生存期間に関係のない保護期
間に関しては著作物発表後95年という、
現在の世界的傾向と整合性を保つよう、
音声録音および著作権法で保護されるそ
の他の著作物の保護期間を延長する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

文部科学省

511/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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その他
（特記事項）

5122 51220023 米国 23 知的財産権保護の強化：法廷損害賠償

侵害行為に対する抑止力となり、侵害に
より被った損失に対し権利者が公平に補
償されることを確保し、また、実際の損
害・利益を算出・立証するという困難か
つ費用のかかる負担を解消することで司
法の効率を向上させる法定損害賠償制度
を採用し、知的財産の侵害に対する執行
制度を強化する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

5122 51220024 米国 24
知的財産権保護の強化：デジタル・コン
テンツの保護

以下の措置によって、デジタル・コンテ
ンツの保護を強化し、オンライン上の著
作権侵害を防ぐため日本政府が達成して
きたことをさらに積み重ねていく。
①政府の効果的監視・すべての政府機関
および公的機関が、不正複写、海賊版を
入手可能な状態および送信、あるいは、
政府支援のＩＴ資源上におけるその他の
侵害行為を効果的に防止し罰することを
確保する措置を取る。
②ＩＳＰ責任・インターネット・サービ
ス・プロバイダー責任制限法等のデジタ
ル・コンテンツの著作権侵害を防止する
ための現行の措置を包括的かつ積極的に
モニターし強化する。
③オンライン上の海賊行為・オンライン
環境上での著作権の一層の効果的行使を
図る。
④私的利用に関する例外・私的利用の例
外範囲を明確にし、ピア・ツー・ピアの
ファイル共有といった家庭内利用の範囲
を超える行為を示唆する行為が、権利者
の許諾なしには認められないことを明ら
かにする。
⑤一時的複製・確実性と明確な指針を与
えるため、「一時的蓄積」は複製権を含
意するとの日本政府の重要な認識の適用
状況について利害関係者に引き続き助言
を与える。
⑥技術的保護措置（ＴＰＭ）・デジタル
上の著作権侵害の急増を阻止するため、
ＴＰＭの保護範囲を拡大する。
⑦エンドユーザーの著作権侵害・エンド
ユーザーによるあらゆる形の著作権侵害
を阻止するため、侵害の定義範囲を拡大
する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。
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5122 51220025 米国 25 知的財産権保護の強化：偽作版

偽作版　特に大学構内において違法に書
物が複製されることを防止するため、日
本の著作権法の効果的執行に向け措置を
講ずる。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

文部科学省

5122 51220026 米国 26
知的財産権保護の強化：著作権法にお
ける改正教育例外条項の適切な解釈

日本の著作権法第35条の教育例外条項
が、著作物の通常利用の解釈と矛盾せ
ず、権利者の合法的利益を不当に侵さな
いことを確保する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

文部科学省
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5122 51220027 米国 27
知的財産権保護の強化：知的財産推進
計画および知的財産政策

知的財産戦略本部は「知的財産推進計画
2004」を2004年5月27日に発表した。同推
進計画およびその他の知的財産政策の実
施にあたり、知的財産戦略本部および日
本政府が以下の措置を取ることを米国は
提言する。
①知的財産推進計画、「知的財産政策大
綱」の政策目標およびその他の知的財産
関係措置を実施するために準備されるい
かなる政令、省令、通告、指針等も、パ
ブリックコメントの対象とする。最低30
日間のパブリックコメント期間を設け、
提出された意見が真摯に検討され、最終
的に実施される措置や行動に適切に反映
されることを確保する。
②措置および政策目標の実施において、
国際的義務や標準、そして規範を順守す
る。
③政令第45号に基づき重要な知的財産政
策案件を検討し議論するための「専門調
査会」に、日本の団体以外の団体からの
専門家を含める。
④関係府省庁が措置を講ずるにあたり、
それらの措置がうまく管理され調和の取
れた形で実施されるよう、知的財産戦略
本部に必要な資源、サポート、調整メカ
ニズムを提供する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

内閣官房

5122 51220028 米国 28
知的財産権保護の強化：知的財産権保
護の強化に向けた日米の連携

世界、特に、アジアにおける知的財産権
の一層の保護を促すため、二国間、地域
内、多国間協議の場において米国と連携
する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並びに
知的財産の経済的重要性を認識しており、知的
財産推進計画を通じて知的財産の創造、活用、
保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に
沿って、米国は日本が以下の措置を取ることを
提言する。

内閣官房
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5122 51220029 米国 29
官民による電子商取引の利用の促進
におけるプライバシー

2003年５月23日、国会が個人情報保護法
を成立させたことを受け、いくつかの省
庁は、同法の2005年４月の施行を前に公
表すべき施行指針を策定した。米国は以
下の措置を日本が取ることを提言する。
①最低30日間のパブリックコメントに付
すとともに、指針が最終決定される前に
提出された意見を検討する適切な期間を
設ける等、これから策定される個人情報
保護法の施行指針が、透明性が高く一貫
性のある形で策定されることを確保す
る。
②全ての指針が、電子事業や「Ｂ to
Ｂ」および「Ｂ to Ｃ」電子商取引を阻
害せず、過度の負担を課さず、既存の国
際規制を補完する、一貫した指針となる
ことを確保する。
③医療におけるプライバシー問題に関す
る対話を深めるため、2005年の冬にプラ
イバシー問題の専門家を招集しテレビ会
議を共催する。一貫性を高めるために、
多省庁からプライバシー問題の専門家を
招聘する。
④個人情報保護法の施行指針を策定して
いる省庁が、それら指針を一貫性があり
公正な形で施行するとともに、政府規制
や指針あるいは周知目的で作成される事
例集の公表なども含め、是正措置および
違反行為に関する情報を公表する制度の
構築を確保する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画2004はと
もに、個人に恩恵をもたらし、高付加価値を生
み出す事業活動の促進を目指し、日本経済全体
にわたってのＩＴの利活用や電子商取引を促し
ている。インターネットのスピード、利便性、
低価格は、国境を超えて行われる電子商取引と
いう国際貿易に有利に働く反面、貿易国家間で
の一貫した政策や規制を必要とする。プライバ
シーを保護し、電子商取引のための裁判外の紛
争解決手続（ＡＤＲ）を推進し、ネットワー
ク・セキュリティーを向上させ、スパムを取り
締まるといった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献し、国
内外での電子商取引を促進する。これらの政策
は、民間部門のリーダーシップや自主規制メカ
ニズムの原則に重点を置き、国際的慣行と整合
すべきである。

5122 51220030 米国 30
官民による電子商取引の利用の促進：
裁判外の紛争処理手続（ＡＤＲ）の促進

e-Japan 重点計画 2004は、電子商取引に
関するＡＤＲの推進を掲げている。
①米国はＩＴ戦略本部がオンライン紛争
処理を推進する措置を採用し、それらの
措置を、電子商取引に関するＡＤＲが、
ＡＤＲ手続で用いられる規則、プロセ
ス、基準を一般的に当事者が決定できる
ことを認める自主規制の原則に則ること
を許すような形で講じることを確保する
よう要請する。
②ＡＤＲの発展のために柔軟性が高く開
かれた法的環境の整備を目指す法案の策
定という日本政府の取組みに関して、米
国は、日本が、本要望書の商法に係る箇
所において提言していることを取り入
れ、国境を超える性質を持つ電子商取引
に対応するＡＤＲ制度を採用することを
要請する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画2004はと
もに、個人に恩恵をもたらし、高付加価値を生
み出す事業活動の促進を目指し、日本経済全体
にわたってのＩＴの利活用や電子商取引を促し
ている。インターネットのスピード、利便性、
低価格は、国境を超えて行われる電子商取引と
いう国際貿易に有利に働く反面、貿易国家間で
の一貫した政策や規制を必要とする。プライバ
シーを保護し、電子商取引のための裁判外の紛
争解決手続（ＡＤＲ）を推進し、ネットワー
ク・セキュリティーを向上させ、スパムを取り
締まるといった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献し、国
内外での電子商取引を促進する。これらの政策
は、民間部門のリーダーシップや自主規制メカ
ニズムの原則に重点を置き、国際的慣行と整合
すべきである。
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5122 51220031 米国 31
官民による電子商取引の利用の促進：
ネットワーク・セキュリティー

2004年2月に発表されたe-Japan戦略II加速化パッケー
ジおよびe-Japan重点計画2004は、日本政府が多様な
措置を講じて、政府内および民間部門における情報セ
キュリティー政策を強化することを提言している。米
国は、この分野における日本の取組みを引き続き支持
するとともに、日本政府が全ての利害関係者がこれら
の取組みに参加するよう奨励することを提言する。
2003年９月９日のグローバル・サイバー・セキュリ
ティーの促進に関する日米共同声明（2003年共同声
明）は、重要インフラの大半が民間部門によって所有
されていることに鑑み、官民の協力が特に重要である
ことを確認した。
①日本政府は、現在、中央政府システムに関するネッ
トワーク・セキュリティー基準を策定している。これ
らの基準を策定するにあたり、米国は日本に下記の事
項を要望する。１）基準を民間部門と協力し策定する
ことで、民間部門の自発的順守を促し、政府と同様な
基準と指針を採用する確率を高める。２）透明性が高
い形で、基準を策定し実施する。（国内外の）すべて
の利害関係者が意味あるパブリックコメント過程に参
加できるよう基準草案を最低30日間のパブリックコメ
ントに付すことを確保する。日本政府は提出された全
ての意見を考慮し、最終決定事項に反映させる。３）
全府省庁を通じて基準に一貫性があることを確保す
る。2003年共同声明の中で、日本政府は、国家のサイ
バーセキュリティー政策や計画が中央集権化された機
構によって策定される重要性を確認した。府省庁間に
おける一貫性を確保するために、日本政府は内閣官房
の情報セキュリティー対策推進室が政府内の連携を促
すことを可能とするよう適切な資源をもってサポート
する。
②米国政府は日本政府が民間部門のネットワーク・セ
キュリティー基準の策定を考慮していることを理解し
ている。米国は日本に下記の事項を要望する。１）
ネットワーク・セキュリティー基準が民間企業にとり
強制力を持つものでないことを確認する。２）日米両
国の共通認識である民間の自主規制の原則に則り､民
間企業のニーズに沿った最も適切な基準を民間企業自
身が自発的に選択することを認める。３）民間部門と
協力し、ネットワーク・セキュリティーに関するベス
トプラクティス（最優良事例）集を作成し広く周知す
る。４）国際的な業界標準化任意団体によって策定さ
れた基準の使用を促進し推奨する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画2004はと
もに、個人に恩恵をもたらし、高付加価値を生
み出す事業活動の促進を目指し、日本経済全体
にわたってのＩＴの利活用や電子商取引を促し
ている。インターネットのスピード、利便性、
低価格は、国境を超えて行われる電子商取引と
いう国際貿易に有利に働く反面、貿易国家間で
の一貫した政策や規制を必要とする。プライバ
シーを保護し、電子商取引のための裁判外の紛
争解決手続（ＡＤＲ）を推進し、ネットワー
ク・セキュリティーを向上させ、スパムを取り
締まるといった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献し、国
内外での電子商取引を促進する。これらの政策
は、民間部門のリーダーシップや自主規制メカ
ニズムの原則に重点を置き、国際的慣行と整合
すべきである。

5122 51220032 米国 32
官民による電子商取引の利用の促進：
スパム

迷惑メールいわゆるスパムは、多くの場
合、オンライン詐欺行為に関連し、悪質
なコードを拡散し、企業や消費者に負担
と経費を強いている。拡大するスパム問
題に対処しなければ、電子商取引の発展
は脅かされる。米国はスパム問題に効果
的に対処するには、消費者や企業に対す
る啓蒙活動、効果的な法律の執行、技術
的基準、ベストプラクティス等を組み合
わせた総合的な取組みが必要であると確
信する。よって米国は、日本に下記の事
項を要請する。
①スパム問題の解決に向け、技術革新を
通じて民間が中心的役割を果たし、また
民間が独自に技術選択することを確認す
る｡
②消費者意識を高め、効果的に法律を執
行する手段を明らかにし、スパム対策の
中に自主規制の原則を取り入れる。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画2004はと
もに、個人に恩恵をもたらし、高付加価値を生
み出す事業活動の促進を目指し、日本経済全体
にわたってのＩＴの利活用や電子商取引を促し
ている。インターネットのスピード、利便性、
低価格は、国境を超えて行われる電子商取引と
いう国際貿易に有利に働く反面、貿易国家間で
の一貫した政策や規制を必要とする。プライバ
シーを保護し、電子商取引のための裁判外の紛
争解決手続（ＡＤＲ）を推進し、ネットワー
ク・セキュリティーを向上させ、スパムを取り
締まるといった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献し、国
内外での電子商取引を促進する。これらの政策
は、民間部門のリーダーシップや自主規制メカ
ニズムの原則に重点を置き、国際的慣行と整合
すべきである。
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5122 51220033 米国 33 情報システムの調達改革促進

2004年3月30日に各省庁が採択した了解覚
書に列挙されている措置の実行と効果を
モニターし評価する。特に、米国は以下
のことを日本に提言する。
①了解覚書に沿って実施されている情報
システム調達手続の改善方法に関して、
2004年度内にパブリックコメントを通じ
て民間の意見を聴取する。知的財産権の
所有権や損失に対する責任の明確化と
いった検討中の事項もこのパブリックコ
メントの対象とする。
②極端に低い価格の入札やその他の反競
争的行為を防止するための措置の効果を
客観的に評価する方法を整備する。
③2004年4月に構築された情報システムに
係る政府調達事例データーベースの拡充
に向け、全省庁は情報システムの調達に
係る落札の具体的事例情報を提供する。
米国政府は、日本政府がこれらの情報を
分析し、情報システム調達の全体的傾向
を示す統計を公表することを推奨する。
それには、以下の事項を含む。１）一般
入札と随意契約の比率。２）ライフサイ
クル・コストやOGVMといった新しい評価
方法の採用。３）複数年契約といった新
しい契約方法の採用。

日本政府は、2001年より、電子政府の構築に向
け、情報システム調達手続を改革するための具
体的な措置を講じてきた。それは、反競争的行
為を防止し、高品質な電子政府システムを妥当
な価格で調達し、業者間の技術革新や競争を促
進し、中央政府の調達における透明性を高め、
技術的中立性を確保するといった目標の達成に
は、これらの措置が不可欠であるとの認識の下
に行われた。2003年に各府省情報化総括責任者
（ＣＩＯ）連絡会議が決定した電子政府構築計
画および重点計画 2004においても繰り返し強
調されているこれらの目標を米国は支持する。
これらの改革が意図する成果を生むことを確実
にするため、米国は日本政府に下記の提言をす
る。

5122 51220034 米国 34
情報システムの調達改革促進の追加
的措置

政府の情報システム調達に関するさらな
る改革を断行するため、以下の措置を含
め、追加的措置を実行する。
①調達にかかわる落札情報を、透明性が
高く、また、誰でも入手できる形で時宜
を得て公開する。
②外国企業や中小企業に対する障壁を除
去するため、資格審査制度を改革する。
③調達機関は、適切な場合、（例えば、
ハードウエア、ソフトウエア、ソフトウ
エア開発といったそれぞれの調達に対し
独立した入札採用し、）一括契約を減ら
すよう努力する。一括契約が必要となる
場合、元請負業者を決定するために行わ
れる一括入札の反競争的影響を緩和する
ための措置を講ずる。

日本政府は、2001年より、電子政府の構築に向
け、情報システム調達手続を改革するための具
体的な措置を講じてきた。それは、反競争的行
為を防止し、高品質な電子政府システムを妥当
な価格で調達し、業者間の技術革新や競争を促
進し、中央政府の調達における透明性を高め、
技術的中立性を確保するといった目標の達成に
は、これらの措置が不可欠であるとの認識の下
に行われた。2003年に各府省情報化総括責任者
（ＣＩＯ）連絡会議が決定した電子政府構築計
画および重点計画 2004においても繰り返し強
調されているこれらの目標を米国は支持する。
これらの改革が意図する成果を生むことを確実
にするため、米国は日本政府に下記の提言をす
る。
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5122 51220035 米国 35 エネルギー：規制当局の人員について

経済産業省の人員が「電気事業法及びガ
ス事業法の一部を改正する等の法律」
（以下、「法律」）において規定してい
る監視・施行責任の規模と一致するよう
具体的な方策を取る。

日本の電力・天然ガス分野において効果的で競
争促進的な規制改革を行なうためには、強力な
執行メカニズムが鍵となる。「日米間の『規制
改革及び競争政策イニシアティブ』」に関する
日米両国首脳への第３回報告書」（以下、「両
国首脳への第３回報告書」）の中で、日本政府
は、この目標を達成するための十分な人員、専
門性および独立性を確保する重要性を認めた。
従って、米国政府は日本政府に下記の実行を求
める。

5122 51220036 米国 36 エネルギー：規制当局の予算について
適切な実施と監視を可能にするよう、十
分な独立した予算を配分する。

日本の電力・天然ガス分野において効果的で競
争促進的な規制改革を行なうためには、強力な
執行メカニズムが鍵となる。「日米間の『規制
改革及び競争政策イニシアティブ』」に関する
日米両国首脳への第３回報告書」（以下、「両
国首脳への第３回報告書」）の中で、日本政府
は、この目標を達成するための十分な人員、専
門性および独立性を確保する重要性を認めた。
従って、米国政府は日本政府に下記の実行を求
める。
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5122 51220037 米国 37 エネルギー：規制当局の所掌について

経済産業省における関連する規制担当部
署と政策策定部署との間の規制権限と責
任の範囲・分担を、「法律」の施行省令
等の中で明確に定義する。

日本の電力・天然ガス分野において効果的で競
争促進的な規制改革を行なうためには、強力な
執行メカニズムが鍵となる。「日米間の『規制
改革及び競争政策イニシアティブ』」に関する
日米両国首脳への第３回報告書」（以下、「両
国首脳への第３回報告書」）の中で、日本政府
は、この目標を達成するための十分な人員、専
門性および独立性を確保する重要性を認めた。
従って、米国政府は日本政府に下記の実行を求
める。

5122 51220038 米国 38
エネルギー：規制当局への出向者につ
いて

経済産業省内のエネルギー分野の規制、
監視を担当する部署が、エネルギー又は
エネルギーサービス提供者からの出向者
受け入れを控えるよう約束する。

日本の電力・天然ガス分野において効果的で競
争促進的な規制改革を行なうためには、強力な
執行メカニズムが鍵となる。「日米間の『規制
改革及び競争政策イニシアティブ』」に関する
日米両国首脳への第３回報告書」（以下、「両
国首脳への第３回報告書」）の中で、日本政府
は、この目標を達成するための十分な人員、専
門性および独立性を確保する重要性を認めた。
従って、米国政府は日本政府に下記の実行を求
める。
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5122 51220039 米国 39
エネルギー：規制当局の独立性につい
て

経済産業省内のエネルギー分野関連の規
制、監視担当部署の職員の行動規範が、
意思決定の独立性を効果的に保証するよ
う確保する。

日本の電力・天然ガス分野において効果的で競
争促進的な規制改革を行なうためには、強力な
執行メカニズムが鍵となる。「日米間の『規制
改革及び競争政策イニシアティブ』」に関する
日米両国首脳への第３回報告書」（以下、「両
国首脳への第３回報告書」）の中で、日本政府
は、この目標を達成するための十分な人員、専
門性および独立性を確保する重要性を認めた。
従って、米国政府は日本政府に下記の実行を求
める。

5122 51220040 米国 40 エネルギー：規制の監視及び査定

需要家の選択肢を拡大し、供給者間の競
争を促進し、市場参入の新しい機会を創
造するために行われている電力・天然ガ
ス分野における規制改革には、これらの
改革が市場にもたらす競争促進的な大き
な影響の実現を確保するため、慎重な監
視および査定も必要である。不備は時間
と共に査定を通して指摘されていくが、
改革プロセスは、新規参入に開放された
完全に競争的な市場の実現のために、新
規の構造改革を含む追加的な規制改革の
ステップの議論を開始することにつなが
るべきである。従って、米国政府は日本
政府に、実際の市場競争の発展を追跡す
るための監視・査定計画を策定し、その
計画を実施するために必要な資源を用意
し、2005年夏までに電力、天然ガス分野
の計画を準備するよう求める。その方策
には、競争状況を査定するため様々な分
野に基準を設定し、実際の市場状況や動
向について独立した分析を行なう市場モ
ニターを任命し、そして、より活発な競
争を実現するためのさらなる方策の必要
性を考えるために、関連する経済産業省
の研究会などで市場情報の定期的な調査
を行なうことなどが含まれる。

需要家の選択肢を拡大し、供給者間の競争を促
進し、市場参入の新しい機会を創造するために
行われている電力・天然ガス分野における規制
改革には、これらの改革が市場にもたらす競争
促進的な大きな影響の実現を確保するため、慎
重な監視および査定も必要である。不備は時間
と共に査定を通して指摘されていくが、改革プ
ロセスは、新規参入に開放された完全に競争的
な市場の実現のために、新規の構造改革を含む
追加的な規制改革のステップの議論を開始する
ことにつながるべきである。従って、米国政府
は日本政府に、実際の市場競争の発展を追跡す
るための監視・査定計画を策定し、その計画を
実施するために必要な資源を用意し、2005年夏
までに電力、天然ガス分野の計画を準備するよ
う求める。その方策には、競争状況を査定する
ため様々な分野に基準を設定し、実際の市場状
況や動向について独立した分析を行なう市場モ
ニターを任命し、そして、より活発な競争を実
現するためのさらなる方策の必要性を考えるた
めに、関連する経済産業省の研究会などで市場
情報の定期的な調査を行なうことなどが含まれ
る。
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5122 51220041 米国 41
エネルギー：パブリック・インプットと改
革のプロセス

電力と天然ガス分野の規制改革プロセス
が前進する中で、米国政府は日本政府に
対し、引き続き（パブリックコメント手
続きなどを通して）意見を述べる有意義
な機会を設けるよう、また、これらの意
見が関連省令、規則およびガイドライン
等の最終版に反映されるよう求める。

電力と天然ガス分野の規制改革プロセスが前進
する中で、米国政府は日本政府に対し、引き続
き（パブリックコメント手続きなどを通して）
意見を述べる有意義な機会を設けるよう、ま
た、これらの意見が関連省令、規則およびガイ
ドライン等の最終版に反映されるよう求める。

5122 51220042 米国 42 エネルギー：事業情報の機密性
送電事業者および導管が、エネルギーお
よびマーケッティング関連事業より独自
性をもって機能する要件を拡大する｡

機密性と事業情報の交換に関わる厳格な行動規
範は、送電事業者と/または導管のエネルギー
関連事業者およびマーケッティング関連事業者
が、関連の無いマーケッターやエネルギー事業
者よりも不公正な競争上の優位性を持つことを
防ぐのに役立つ。そのような基準の欠如は、送
電事業者や導管が、関連性の無いマーケッター
やエネルギー事業者に提供する通常の託送業務
を通じて入手した機密扱いの情報を、関連する
マーケッターやエネルギー事業者に流すことを
可能とするため、公平な取り扱いに対する投資
家の信頼を揺るがしかねず、結果的に必要なエ
ネルギー基盤への投資を思いとどまらせること
になりかねない。従って、米国政府は日本政府
に対して、適切な行動規範を策定し、天然ガス
導管と電力送電事業者に統一的に適用するよう
求める。また、次の原則も含めるよう求める。
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5122 51220043 米国 43 エネルギー：事業情報の規制
共有が可能な情報の種類、また、共有で
きる社員、コンサルタントおよび契約者
の種類を規制する。

機密性と事業情報の交換に関わる厳格な行動規
範は、送電事業者と/または導管のエネルギー
関連事業者およびマーケッティング関連事業者
が、関連の無いマーケッターやエネルギー事業
者よりも不公正な競争上の優位性を持つことを
防ぐのに役立つ。そのような基準の欠如は、送
電事業者や導管が、関連性の無いマーケッター
やエネルギー事業者に提供する通常の託送業務
を通じて入手した機密扱いの情報を、関連する
マーケッターやエネルギー事業者に流すことを
可能とするため、公平な取り扱いに対する投資
家の信頼を揺るがしかねず、結果的に必要なエ
ネルギー基盤への投資を思いとどまらせること
になりかねない。従って、米国政府は日本政府
に対して、適切な行動規範を策定し、天然ガス
導管と電力送電事業者に統一的に適用するよう
求める。また、次の原則も含めるよう求める。

5122 51220044 米国 44
電力卸売における競争を支援するため
の適正な市場構造

米国政府は、連系した送電網を通して多数の電
源への接続を可能にするために、経済産業省が
下記の方策を取るよう提言する。①大小の発電
事業者を含むすべての市場参加者に対して、透
明性のある送電設備への接続手順と料金体系を
提供し、効率的な電力取引と送電網関連施設の
タイミングの良い建設を可能にするため、ロー
ドバランスやロードフォロー等の送電補助ネッ
トワークサービス（アンシラリー・サービス）
の価格設定と規定に関する規則を定める詳細な
省令・規則等を発令する。
②競争的な全国規模の電力市場を支えるために
必要な連系容量に不備が無いかを探る調査を行
ない、経済的に可能な限りそのような不備を是
正する具体的な措置を策定する。
③効率的な基本市場設計と公平で透明な参加規
則を確保し、参加のための量と資格の規制が最
小限になるよう、提案されている電力取引所の
構造を公正取引委員会と共同で監視する。
④詳細な経済産業省の省令・規則等を発令する
とともに、提案されている電力取引所における
取引に関して公正取引委員会と共同でガイドラ
インを作成する。
⑤執行管轄省庁が違反の察知を行なえるように
するため、電力取引所のメンバーに対して取引
量と条件に関わる報告を義務づけ、取引の事後
監視を行なう詳細な省令・規則等を発令する。
⑥提案されている電力取引所の会社に「市場監
視員」という職分を新設することを義務づけ
る。市場監視員は、どの会社にも所属しない独
立した専門家で、市場が競争的であるかを確認
し、また取引所の規則や手続きが可能な限り最
大限に市場メカニズムに基づくよう確保するた
めに定期的に市場を監査する。さらに、市場の
競争状況について少なくとも年に一度は経済産
業省へ報告書を提出する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性のある整
備と効果的な実施は、健全で競争的で安定的な
電力市場にとって鍵である。競争的な市場は、
適正な基盤、燃料供給と発電・送電設備があっ
てはじめて可能になる。さらに、発送電一貫の
業界では、必要な資本投資を促すためや、顧客
が自由化の利益を完全に享受できるよう確保す
るために、競合会社、料率、送電運営に対する
電力会社の行動に関わる効果的で透明性のある
規則が必要である。従って、米国政府は日本
に、追加的な方策を取ると共に、「法律」の目
的を実現するための具体的で詳細な施行省令お
よび規則等を早急に発令するよう求める。
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要望主体名
要望
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要望事項
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具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220045 米国 45 送配電設備への接続条件

送配電設備への接続条件　電気事業分科
会は、中立機関（ＮＳＯ）の設立とその
サービスの提供にあたり、「公平性と透
明性」の確保の重要性を確認した。分科
会ではさらに、この目標を達成するため
に具体的な関連提言を行なった。米国政
府は、経済産業省が次の分野で具体的で
詳細な省令・規則等を策定するよう求め
る。
①「両国首脳への第３回報告書」で合意
されたとおり、経済産業省が中立機関を
監督し、是正の必要があれば中立機関に
対し命令を発令するための手続きを整備
する。
②「両国首脳への第３回報告書」で確認
されたとおり、「設備形成、系統アクセ
ス、系統運用および情報開示」に対して
中立機関ルールを実行する手続きを整備
する。これには、送電線の空き容量の開
示の義務づけを含む。
③中立機関の既存会社が中立機関を支配
できないようにするため、経済産業省が
中立機関の組織と意思決定について公平
性と透明性を確保できるよう手続きを整
備する。
④中立機関の効力を定期的に見直し、中
立機関がタイミング良く明確な決定を下
せないと判明した時には、それを解散
し、市場参加者を含まない真に独立した
組織に代える手続きを導入する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性のある整
備と効果的な実施は、健全で競争的で安定的な
電力市場にとって鍵である。競争的な市場は、
適正な基盤、燃料供給と発電・送電設備があっ
てはじめて可能になる。さらに、発送電一貫の
業界では、必要な資本投資を促すためや、顧客
が自由化の利益を完全に享受できるよう確保す
るために、競合会社、料率、送電運営に対する
電力会社の行動に関わる効果的で透明性のある
規則が必要である。従って、米国政府は日本
に、追加的な方策を取ると共に、「法律」の目
的を実現するための具体的で詳細な施行省令お
よび規則等を早急に発令するよう求める。

5122 51220046 米国 46 送配電線への第三者アクセス

送配電線への第三者アクセス　「法律」
のもと、第三者アクセスのための公平で
透明な会計および料金を効果的に実施す
るために、米国政府は経済産業省が次の
目的を達成するために具体的で詳細な省
令・規則等を採択するよう求める。
①内部相互補助を防止するための送配電
機能と他の電力機能の分離、また、会計
規則や分離会計の詳細の公表。
②送電料金のパンケーキ方式（供給区域
をまたいで送電するごとに課金する方
式）の廃止と、そのような料金をパブ
リックコメント手続きを経て採用された
送電料金算出方法に代える。
③市場参加者の受益と負担の関係を踏ま
え、送電設備増強のための費用を配分。

「法律」の施行省令、規則等の透明性のある整
備と効果的な実施は、健全で競争的で安定的な
電力市場にとって鍵である。競争的な市場は、
適正な基盤、燃料供給と発電・送電設備があっ
てはじめて可能になる。さらに、発送電一貫の
業界では、必要な資本投資を促すためや、顧客
が自由化の利益を完全に享受できるよう確保す
るために、競合会社、料率、送電運営に対する
電力会社の行動に関わる効果的で透明性のある
規則が必要である。従って、米国政府は日本
に、追加的な方策を取ると共に、「法律」の目
的を実現するための具体的で詳細な施行省令お
よび規則等を早急に発令するよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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5122 51220047 米国 47 行為規制の実施

行為規制の実施　電力業界における差別
禁止を実行するための行為規制は、経済
産業省と、独占禁止法の観点から公正取
引委員会の継続的な監督を必要とする。
施行のための具体的な省令等や救済策
は、市場への新規参入を考える者の信頼
性を高める。米国政府は、次の目的のた
めに、経済産業省が具体的で詳細な省
令・規則等を採択するよう求める。
①託送業務において知り得た情報の目的
外利用を禁止する。
②一般電気事業者の送配電部門による、
他の電気事業者に対する不当に差別的な
取扱いを禁止する。
③一般電気事業者所有のＬＮＧ施設への
無理のないアクセスを拒否することに
よって競合する電気事業者に対して不当
に差別的な取り扱いをすることを禁止す
る。
④厳正な市場の事後監視を行い、規制に
係る紛争を中立かつ公平な方法で解決す
る。
⑤行為規制と事後監視の有効性の調査を
実施する。
⑥もし行為規制や事後監視が不十分であ
ると証明された場合は、不当に差別的な
取り扱いを禁止するためのより構造的な
方法（例えば、多数の送電システムの管
理を独立した中立機関に移すなど）を規
定する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性のある整
備と効果的な実施は、健全で競争的で安定的な
電力市場にとって鍵である。競争的な市場は、
適正な基盤、燃料供給と発電・送電設備があっ
てはじめて可能になる。さらに、発送電一貫の
業界では、必要な資本投資を促すためや、顧客
が自由化の利益を完全に享受できるよう確保す
るために、競合会社、料率、送電運営に対する
電力会社の行動に関わる効果的で透明性のある
規則が必要である。従って、米国政府は日本
に、追加的な方策を取ると共に、「法律」の目
的を実現するための具体的で詳細な施行省令お
よび規則等を早急に発令するよう求める。

5122 51220048 米国 48
工業企業により自家発電とコジェネレー
ション

①分散型電源を使用する企業に、法外な
料金や接続料金を課すことを禁止する。
②余剰出力のある工業企業が自己または
一般電気事業者が所有する送電線を使っ
て電力を他の需要家に販売することが出
来るよう、接続に関する透明性のある仕
様書と手続きを義務づける。

工業企業による自家発電とコジェネレーション
は、日本の電力システムの供給性と信頼性を効
果的に高めると同時に、それをより競争的にす
ることができる。規制改革・民間開放推進会議
の2004年8月の報告書では、このような電源に
対して系統接続を行なう方法について議論する
重要性を強調している。水蒸気を発生させる産
業や他の小規模な発電設備が余剰電力を販売で
きる市場を促進するため、米国政府は日本に、
下記を目的とする具体的で詳細な省令・規則を
策定するよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220049 米国 49 電力の小売自由化範囲の拡大

日本の電力市場において需要家の選択肢
と投資家の信頼を拡大するため、米国政
府は日本に対して、「両国首脳への第３
回報告書」で定められた自由化スケ
ジュールと一致する具体的で詳細な省
令・規則等を制定するよう求める。これ
には、家庭用需要のための更なる小売自
由化範囲の拡大の可能性を含む。

日本の電力市場において需要家の選択肢と投資
家の信頼を拡大するため、米国政府は日本に対
して、「両国首脳への第３回報告書」で定めら
れた自由化スケジュールと一致する具体的で詳
細な省令・規則等を制定するよう求める。これ
には、家庭用需要のための更なる小売自由化範
囲の拡大の可能性を含む。

5122 51220050 米国 50 電源開発株式会社の民営化について

米国政府は日本に対して、電源開発株式
会社（またはJ-Power）の民営化が市場原
理に基づいて行われるよう確保し、民間
競合社と比べて電源開発株式会社に特別
な優遇措置が与えられないよう、また独
占禁止法に適法な形で行われることを確
実にする。

米国政府は日本に対して、電源開発株式会社
（またはJ-Power）の民営化が市場原理に基づ
いて行われるよう確保し、民間競合社と比べて
電源開発株式会社に特別な優遇措置が与えられ
ないよう、また独占禁止法に適法な形で行われ
ることを確実にする。
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5122 51220051 米国 51 天然ガス分野の公平性と透明性

米国政府は、日本のガス市場の公平性と
透明性を確保するため、日本政府に対
し、経済産業省が料金認可の査定・監査
を一層厳格に行い、市場での自由な競争
の結果として生じる紛争を迅速に処理
し、高度な専門性と独立性を持った中
立・公正な事後監視・紛争処理の仕組み
を確立、強化するための具体的で詳細な
省令等を実施するよう求める。

「法律」が日本における健全で競争的で安定し
たガス市場の発展に有効であるためには、施行
省令等の透明性のある策定と効果的な実施に大
きく依存する。ガスは日本における新規発電用
燃料の大半を供給しているため、ガス市場の自
由化の成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な施行省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求める。

5122 51220052 米国 52
天然ガス分野における中立性とアクセ
ス

米国政府は、以下の項目を達成するよう
な具体的で詳細な省令等を公布するよ
う、経済産業省に求める。
①原則として、ガス供給用導管を保有又
は運営する者すべてに対し、託送供給約
款及び料率の作成・届出・公表を義務付
ける。
②規制当局に対し、通知およびコメント
の後、会計分離を規定する施行規則等の
作成を義務付ける。
③競合するガス供給者からの接続要請に
対応するため、「法律」が導管網に課し
ている義務を明確化する。
④情報遮断を確立し、特定の託送供給利
用者に対する差別的な扱いを禁止し、違
反に対する明白ではっきりした罰則や救
済を規定する。
⑤行為規制及び事後監視の有効性の調査
を実施する。
⑥もし行為規制や事後監視が不十分であ
ると証明された場合は、不当に差別的な
取り扱いを禁止するための構造的な方法
を規定する。

「法律」が日本における健全で競争的で安定し
たガス市場の発展に有効であるためには、施行
省令等の透明性のある策定と効果的な実施に大
きく依存する。ガスは日本における新規発電用
燃料の大半を供給しているため、ガス市場の自
由化の成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な施行省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求める。
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5122 51220053 米国 53
天然ガス分野における導管インフラの
拡張

①米国政府は、日本政府が、日本のガス
輸送システムの柔軟性を高めるため、費
用効果がある場合は、地域間を結ぶ基幹
導管を含む追加的導管建設に積極的な環
境を作り出すことを奨励する。これは、
以下の事項をもたらす。１）国内におけ
る天然ガスのより経済的な配送を奨励
し、ガスをより商品化し、やがては末端
消費者の費用負担を減らす。２）より少
数の（しかしより大きい）液化天然ガス
ターミナルによって本質的に国内全般へ
の配送が可能になるので、「地方」の
ターミナルへの投資の必要性を減らす。
②米国政府は、日本政府に対して、既存
導管の保有者が必要な新規導管の建設を
妨害したり延期させる手段として当該規
定を利用しないよう、新規導管敷設にあ
たり既存導管の有効利用に関する意思決
定過程を用心深く監視するよう要請す
る。

「法律」が日本における健全で競争的で安定し
たガス市場の発展に有効であるためには、施行
省令等の透明性のある策定と効果的な実施に大
きく依存する。ガスは日本における新規発電用
燃料の大半を供給しているため、ガス市場の自
由化の成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な施行省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求める。

5122 51220054 米国 54 天然ガス分野における料金の決定

米国政府は、日本政府に対して、工業用
需要企業へガスを送るために必要な輸送
導管の長さや、業務用需要企業及び家庭
用需要へガスを届けるために使われる配
送導管の密集度のような要因を考慮し、
より柔軟でコストに基づいた輸送・配送
サービス料金の決定方法を促進するよう
提案する。

「法律」が日本における健全で競争的で安定し
たガス市場の発展に有効であるためには、施行
省令等の透明性のある策定と効果的な実施に大
きく依存する。ガスは日本における新規発電用
燃料の大半を供給しているため、ガス市場の自
由化の成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な施行省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求める。
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5122 51220055 米国 55
天然ガス分野のLNGターミナル保有者
について

①ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
ルの容量、特に余剰容量に関する情報を
作成し、時機を逸することなく第三者に
提供する事を義務付ける。
②ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
ル利用の条件と手続きを明瞭に説明する
文書を作成し、すべての利用希望者に対
して提供する事を義務付ける。
③ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
ル利用の申し込みを拒否した場合は、そ
の拒否事由を文書により相手方に通知す
る事を義務付ける。
④導管網とＬＮＧターミナルの利用状況
の情報開示に関するガイドラインを策定
する。
⑤ＬＮＧターミナル保有者による潜在的
な利用者への差別を防止するために必要
な政府の責務を明記し、執行メカニズム
を明確に定義する。

日本は、ガス需要に対応するために液化天然ガ
ス（ＬＮＧ）の輸入に依存している。その結
果、広範囲なオープンアクセス導管システムを
有する国々の状況とは対照的に、真に競争的な
ガス市場を構築するためにはＬＮＧ施設への真
に自由なアクセスが導管の第三者アクセス（託
送供給）と同様の方法で確保されている事が不
可欠である。米国政府は、日本政府に対して、
全ての市場参加者がガス導管システムおよびＬ
ＮＧ基地へ確実で信頼性のあるアクセスを構築
する支援として、次の方策を取るよう提言す
る。

5122 51220056 米国 56
天然ガス分野におけるLNGターミナル
について

①ターミナリング（ＬＮＧの貯蔵等）と
再ガス化費用を考慮に入れるために費用
配分し料金設定を行なう、コスト・オ
ブ・サービス料金体制を各ターミナルに
設定する。
②ＬＮＧターミナルが提供するサービス
の条件を詳述する標準化された料金表
（タリフ）を採用する。そのような料金
表は、適切な費用及び技術の変動幅を見
込んだうえで、必要に応じて標準を逸脱
することができる。
③標準化された料金表が、第三者が容量
を得るために入札することを可能とする
オープンアクセス手続き、及び落札者
（最大ネット現在価値）を決定するメカ
ニズムを確立することを保証する。

発送電一貫体制のエネルギー会社によるＬＮＧ
ターミナルの所有は、これらの既存会社が競争
相手になる可能性のある会社と時機を逸しない
で、効率的にターミナルアクセスの契約を結ぶ
可能性を制限する。従って、米国政府は、日本
政府に対して、そのようなアクセスの提供を怠
るエネルギー会社に対して公平で透明なアクセ
ス規制を課すために、経済産業省による詳細で
具体的な省令等の採択を通して行なう措置を含
む追加処置を遂行するよう求める。特に、米国
政府は、経済産業省に対して、以下の項目の実
行を求める。
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5122 51220057 米国 57
天然ガス分野におけるLNGターミナル
への第三者アクセスについて

第三者アクセス（託送供給）が可能な導
管との接続がある新規のＬＮＧターミナ
ルは、第三者アクセス（託送供給）に開
放すべきである。

第三者アクセス（託送供給）が可能な導管との
接続がある新規のＬＮＧターミナルは、第三者
アクセス（託送供給）に開放すべきである。

5122 51220058 米国 58
天然ガス分野における規制当局につい
て

米国政府は、ＬＮＧターミナルへの有意
義な第三者アクセス（託送供給）が確保
されることを保証するために必要な規制
及び監視機能を担う経済産業省の人員が
適切に確保されるよう求める。

米国政府は、ＬＮＧターミナルへの有意義な第
三者アクセス（託送供給）が確保されることを
保証するために必要な規制及び監視機能を担う
経済産業省の人員が適切に確保されるよう求め
る。
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5122 51220059 米国 59 天然ガス分野の更なる自由化

①2007年までに、年間契約ガス使用量が
10万m3以上の需要家を含めることによ
り、小売自由化の範囲を市場の約50％ま
で拡大する。
②年間契約ガス使用量が10万m3未満の家
庭用及び小規模業務用需要の自由化の時
期及び方法については、早い時期に検討
を開始する。

米国政府は、日本がガス分野の更なる自由化の
ために、下の項目を含む必要な処置を引き続き
講じることを奨励する。

5122 51220060 米国 60
医療機器・医薬品の価格算定改革と関
連事項

産業ビジョンの実施を迅速化する。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。
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5122 51220061 米国 61
医療機器・医薬品：価格算定の政策変
更の検討

価格算定の政策変更の検討、また、その
影響を判断するにあたり、米国業界を含
む業界に対し、相談をする意味のある機
会を与える。厚生労働省が相談をする外
部専門家に、米国業界を含む業界が、意
見を述べる意味のある機会を与える。以
下の措置により、価格算定の過程におけ
る業界の意見提供及び参加を促進する｡
①中医協における、米国業界を含む業界
の代表枠を拡大する。
②薬価算定組織及び保健医療材料専門組
織の一回目の会合において、申請者に償
還価格に関して意見表明をする機会を与
える。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。

5122 51220062 米国 62 医薬品について

日本の患者や医療制度に提供される革新
的な医療機器及び医薬品の価値が正確に
評価されるように、価格算定ルールを改
善する。価格算定ルールの変更が、厚生
労働省の認識する革新性の価値と相反し
ないことを保証する。価格設定をするに
あたり、薬事承認の遅れや新薬事法を順
守するために掛かる日本での経済活動を
行なうためのコストを考量する。そし
て、以下の措置を講じるよう求める。
①原価計算方式の代替案として、メー
カー希望価格をつける価格設定方式を採
用する。
②類似薬効方式を採用する場合、類似薬
につけられた最初の価格を使用する。
③さらに加算枠を十分に適用する。
④類似薬選定及び加算ルール適用に利用
されるデータの出所及び種類を拡大す
る。
⑤市場拡大に基づく再算定基準を廃止す
る。
⑥医薬品の外国平均価格調整が、米国業
界に不利益を与えるよう変更されないこ
とを保証する。
⑦革新的な製品の開発コストを償う必要
性を考慮する。
⑧バイオロジック製品については、その
特異な性質を考慮し、メーカー希望価格
に基づく新たな価格設定方式を採用す
る。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。
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5122 51220063 米国 63 医療機器について

①医療機器の外国平均価格調整ルールを
見直す。他の市場のコスト構造とは異
なった日本市場特有の側面を考慮し、外
国平均価格調整ルールにおける倍率その
他の要素を変更する。
②価格データ採集方法について, 米国業
界を含む業界と相談する。
③政府の専門家と米国業界を含む業界の
代表者による組織を創設し、対話の強化
及びＲ幅方式の過程やＣ１、Ｃ２保健医
療用具区分の改善に関わる提言を作成す
る。
④薬事審査が終了する以前に、Ｃ１、Ｃ
２保健医療区分に関する拘束力を持った
事前相談を提供する。
⑤Ｃ１製品の暫定価格を、薬事承認後に
希望があった際、又はその直後に与え
る。
⑥Ｃ１，Ｃ２保健医療区分を希望する保
険適応手続きに関する主要な質問や問題
は、希望書が提出されてから２週間以内
に指示をする。
⑦Ｃ１保健医療区分の適応資格や補正加
算の基準を公表することにより、Ｃ１製
品の取り扱い決定を早め、予見可能性を
向上させる。
⑧治療、診断や疾病の管理、コンプライ
アンス、使用の安易性、回復時間や長期
的な結果などを著しく改善する製品に
は、Ｃ１保健医療区分の適応をする。
⑨経済的な結果、生活の質、安全性、有
用性その他の要素を考慮し、製品個々の
価値を判断する価値基準方法をＣ２保健
医療区分製品に適応する。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。

5122 51220064 米国 64
予防医学における承認済みの医薬品
の保険適用

予防医学において、承認済みの医薬品の
保険適応を認める。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。
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5122 51220065 米国 65 特許保護期間の延長

新たな投与用量・用法の追加、追加の投
与計画、複数の医薬品の投与（併用療
法）又は新効能効果について、これらの
治療方法が承認された後、再審査期間中
に意味のあるインセンティブを製造業者
に与えるために、特許保護期間を延長す
る。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。

5122 51220066 米国 66 診断機器について

診断機器（例えば体外診断薬や画像診断
機器）について、透明性を向上し、米国
業界を含む業界と相談する。診断機器の
価格設定をする際に、診断機器の価値を
考慮する。対外診断薬については、価格
データ採取方法の透明化を計り、院内検
査の臨床的価値を評価する方法を確立す
る。中医協に、対外診断薬の委員会を設
ける。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。
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5122 51220067 米国 67 DPCについて
特定機能病院医療包括制度(ＤＰＣ)にお
いて、革新的医療機器や医薬品の導入が
確保されるよう措置を取る。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。

5122 51220068 米国 68 治療ガイドラインの導入について
適切な患者ケアと革新的な医療機器の入
手を確保する為に、治療ガイドラインを
導入する。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。
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5122 51220069 米国 69 医薬品の知的財産保護強化について

医薬品の知的財産保護強化の提案につい
て、知的財産戦略本部による考慮に関
し、在日外資企業を含む医薬品企業と綿
密に相談する。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争力に関
する「産業ビジョン」として知られている政策
文書では、革新性の価値と償還価格が革新的な
研究開発投資に重要な関わりを持つことを認識
している。厚生労働省は、医薬品・医療機器産
業の国際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが重要で
あることを認識した。そして、革新的製品の迅
速な保険導入を推進することに同意した。米国
政府は、これらの取り組みを支持し、日本に以
下の措置を講じるよう求める。

5122 51220070 米国 70 薬事審査と承認の迅速化

薬事審査と承認を迅速化し、総合機構の
業務目標を達成する。医薬品について
は、開発段階における総合機構との相談
について、初回相談の80%を申込後から60
日以内に行なうという新たな業務目標を
追加する。医療機器については、MOSS合
意の目標を超えるべく努力をする。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220071 米国 71
総合機構の業務目標の達成度につい
て

総合機構の業務目標の達成度について、
年次報告書の詳細と透明性をさらに良く
するために、総合機構の業績を評価する
数的指標を、米国業界を含む業界と相談
して構築する。以下の数的指標を含む年
次報告書を公表する。
①医薬品については、審査件数と種類
（例えば、優先審査など）、事務処理期
間及び総審査期間の平均値と中央値、製
造管理及び品質管理規則（ＧＭＰ）査察
件数及びそれらの査察を完了するのに費
やした時間。
②医療機器については、申請件数（合計
及び承認件数）、申請書あたりの指示事
項の回数、審査の各段階で費やされた時
間、審査側の審査に要した時間。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220072 米国 72 薬事規制改革の透明性の向上

透明性を向上させるために以下の措置を
取る。
①米国業界を含む業界と総合機構、厚生
労働省及び総合機構又は厚生労働省から
相談を受ける外部専門家との会合の機会
を増やす。米国業界を含む業界と、業界
の提案に関して十分に相談する。
②総合機構において、要求があった場
合、申請者に審査進捗状況について説明
をする制度を設ける。面談希望の要望か
ら実際の面談までの期間を短縮する。
③総合機構と申請者の事前相談の内容に
ついて、両者が確認できるようメモを作
成し、事前相談と申請後の審査の一貫性
を確保する。
④特定の企業に係わる事柄（例えば、有
害事象）について、外部専門家と相談す
る際には、その旨をその企業に通知す
る。そして、その企業に外部専門家や安
全対策担当官らと情報交換をする十分な
機会を与える。外部専門家の意見を求め
る際には、問題となっている医療機器及
び医薬品について、十分に適切な臨床経
験のある専門家を選定する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220073 米国 73
海外監査、工場査察による新製品の承
認の遅延について

海外監査や工場査察が新製品の承認を遅
らせることがないようにする。監査や査
察の過程や要求事項を明確にする。医療
機器については、認められた規制当局又
は第三者認証機関による品質システムの
認証又は監査結果を、市場導入前要求事
項を満たしているとういう十分な証拠と
して受け入れる。厚生労働省又は総合機
構による査察は、例えば、規制当局や第
三者認定機関が証明書又はレポートを発
行していない場合に限定する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220074 米国 74
医療機器の要求事項及びガイダンスの
作成について

医療機器の要求事項及びガイダンスを作
成するに際しては、その要求事項に費用
を賄う十分な利点があることとする。審
査及び市販後の安全対策においては、既
に公表されているガイダンスの利用を拡
大する。新たなガイダンスが適用される
前に、その案について業界が十分に意見
を述べる機会が与えられるような管理規
則を採用する。規制は科学に基づくこと
を確保する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220075 米国 75 審査について

審査にさらに一貫性をもたせるため、臨
床治験相談に係わった外部専門家が、そ
の製品の審査に関わることを約束する。
総合機構の審査官の専門性を継続教育そ
の他の方法で強化する。職員の異動は、
職員の専門性の強化の観点から行なわれ
ることを確保する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220076 米国 76
医療機器の承認審査の合理化につい
て

既存品目との同一性のある新製品につい
ては、資料概要（STED）の簡略化を認め
る、クラスⅠからクラスII及びそれ以上
に分類が変更される製品を自動的に「新
規」として取り扱わない、そして、製造
工程及び製品デザインの変更は、それら
の変更が安全性・有用性を変えない限
り、薬事承認をせず認めるなど、医療機
器の承認審査を合理化する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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要望
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要望
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具体的
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220077 米国 77 審査過程の明確化
業界と相談して、優先相談及び優先審査
の効率性を評価し、これら審査の過程を
明確にする。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220078 米国 78 承認基準の簡素化
併用療法及び配合剤の承認基準を簡素化
する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220079 米国 79 対外診断薬の業績評価指標について

2005年4月までに対外診断薬の業績評価指
標を、米国業界を含む業界からの有意義
な意見に基づいて設ける。疾病別の標準
検査基準のガイドラインに関する政府の
勉強会に、米国業界を含む対外診断薬業
界の参加を認める。既に承認を受けてい
る対外診断薬について、医師の要求が
あった場合は、そのような対外診断薬の
使用制限を差し控える。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220080 米国 80
統合機構の承認及び安全対策関係の
不服申し立ての過程の明確化

総合機構の承認及び安全対策関係の不服
申し立ての過程を、米国業界を含む業界
と相談して明確にする。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月1日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

540/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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要望事項
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要望
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220081 米国 81
市販後安全対策システムの構築につい
て

利害のバランスの取れた、科学、統計及
び国際的に整合した方法に基づいた市販
後安全対策システムを構築する。有害事
象に関する報告された事態の重大性に相
応し、そして、有害事象の評価とその後
の対策を検討する際に、業界が関与する
ことが出切るような仕組みを構築する。
有害事象をめぐる論争については、デー
タや業界と厚生労働省及び相談を受けた
専門家との有意義な相談に基づく不服申
し立ての過程を経て、迅速かつ効率よく
解決をする。医薬品については、厚生労
働省と総合機構のデータ・マイニング分
析を含む安全性データベースの本質と使
用目的を明確にする。また、製品の安全
性に関するプロファイルについて、安全
対策担当官と製品開発者とのやり取りの
過程についても明確にする。医療機器に
ついては、医療機器規制国際整合化会議
（GHTF）の調和された安全対策文書の利
用を取り入れ、重要でない又は既知の事
態には四半期毎のサマリーレポートでの
報告を認める。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月2日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220082 米国 82 医療機器の国際基準の採用について

GHTFやＩＳＯ等の組織により作成された
医療機器の国際基準やガイダンス文書を
大幅な変更無しに採用する。国際基準が
存在しない場合、国際的に受け入れられ
た性能基準を受け入れ、不適切な設計要
求を避ける。作成過程において、米国業
界を含む業界が、有意義に意見を提供す
る機会を与える。パブリックコメントの
機会を与え、基準を導入する前にＷＴＯ
に通達を行なう。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月3日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220083 米国 83 GCPについて
臨床試験実施に関する基準（ＧＣＰ)に順
守している事が実証されている場合、海
外の臨床試験データを受け入れる。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月4日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220084 米国 84
国内管理人制度の製造販売業制度へ
の変更について

国内管理人制度の製造販売業制度への変
更について、米国業界を含む業界と引き
続き有意義な意見交換を行なう。制度変
更による日本市場からの撤退が起こらな
いような措置を取る。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月5日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220085 米国 85 血液製剤について

①米国業界を含む業界と、血液製品の規
制及び保険償還に関する事項について、
十分な意見交換を行なう。2004年の第3回
報告書にある、2004年に全ての関係団体
を集め、患者のケア、減少する需要その
他関連事項を協議するという公約を実行
する。
②政策及び規制を公平かつ透明性をもっ
て適用する。需給計画の実施が外国製品
を差別せず、日本の国際貿易の義務と完
全に一致していることを確保する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月6日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。

5122 51220086 米国 86 栄養補助食品の自由化

米国政府は、日本に以下の措置を講じる
よう求める。
①米国への輸出用に日本で製造されてい
る成分や補形薬の日本国内での販売を認
める。
②栄養補助食品のラベルや宣伝広告に教
育或いは情報提供目的の文の表示を認め
る。
③栄養補助食品の関税を同じ成分を含む
医薬品と同等のレベルまで下げる。
④国際貿易推進のため国際的指針や基準
の確立に向けコーデックス委員会の栄養
問題に関する活動への参加を増やす。
⑤リスク評価を基にポーテンシーリミッ
トを決定する。

厚生労働省は、安全でより効果的な製品の迅速
な市場導入を確保することにより、日本の医療
機器・医薬品の産業と市場の国際競争力を改善
するという産業ビジョンの目標の達成を希望し
ている。2004年4月7日に設立された総合機構
（PMDA)は、薬事承認のプロセスと市販後安全
対策システムの透明性、速度及び予見可能性を
向上させると期待されている。米国政府は、日
本に以下の措置を講じるよう求める。
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管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220087 米国 87 金融サービス：国内銀行との立場

兼営法第一条第一項に従って、外国銀行
の支店が信託と銀行業務に同時に従事す
ることを認め、国内銀行と対等の立場に
置く。

米国は、金融サービス分野の規制改革が日本で
可能な限り早期に実施されることを歓迎する。

5122 51220088 米国 88
投資顧問及び投資信託の活動に関わ
る規制について

投資顧問および投資信託の活動に関わる
規制の枠組みを一本化し、矛盾点や重複
を解消する。

米国は、金融サービス分野の規制改革が日本で
可能な限り早期に実施されることを歓迎する。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220089 米国 89 投資信託契約の統合

投資家にリスクやコストの削減をもたら
す投資の統合や分散を投資マネージャー
に認めるために、投資信託契約の統合を
許可し、早期償還の障害を削減する。

米国は、金融サービス分野の規制改革が日本で
可能な限り早期に実施されることを歓迎する。

5122 51220090 米国 90 ディスクロージャー

貸金業者からはっきりと明白な通知の
後、ディスクロージャーに対して顧客の
同意があれば、電子的通知により貸金業
法が定めるディスクロージャーの要件を
具備することを貸金業者に認めることに
より、消費者に有意なディスクロー
ジャーを確保し、消費者のプライバシー
を保護する。貸金業者や借金取りの悪質
な取立て行為から消費者を守るため現行
の規則を強力に順守させる。

米国は、金融サービス分野の規制改革が日本で
可能な限り早期に実施されることを歓迎する。
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要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220091 米国 91 確定拠出年金について

被雇用者にとって確定拠出年金が退職後
の本当に有望な貯蓄手段となるよう、そ
して被雇用者に確定給付年金と確定拠出
年金の選択肢を与えている企業におい
て、確定給付年金の本当の代案となるよ
う、確定拠出年金の限度額をさらに引き
上げる。 事業主の拠出に相応する被雇用
者の拠出を認める。

米国は、金融サービス分野の規制改革が日本で
可能な限り早期に実施されることを歓迎する。

5122 51220092 米国 92 ノーアクションレター制度について

金融庁が日本の金融法や規則の一連の書
面での解釈を拡充させる方法として、金
融庁のノーアクションレター制度を順調
に推し進めることを米国政府は提言す
る。 書面での解釈は、どんな金融商品や
サービスが日本の法律で禁止されている
かどうかに関しての不確実性を除くため
に不可欠なものである。また、それに
よって金融サービス提供者による革新の
領域が広がる。そのためには、本要望書
の 「透明性およびその他の政府慣行」
の VIIIで説明されている提案を参考にし
て、金融庁がノーアクションレター制度
の効率性を高めるために、さらなる措置
を講じることを米国政府は提言する。
①日本の金融法や規則の解釈を求める口
頭で受けた要望に書面で回答するため
に、金融庁のウェブサイトに 「よくある
質問」 のページか、同等な媒体を創設す
る。
②日本の金融法の書面での解釈を提供す
るための手段として、口頭又は書面での
要望に答えるためにあるいは金融庁が佐
紀を見越して行動し、金融庁のガイドラ
インの発行を増やし、使われる用語を明
確にする。

金融分野での規制、監督業務に関する透明性を
改善するため、米国は以下の措置が可能な限り
早期に実施されることを歓迎する。
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要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220093 米国 93
個人情報を守るガイドラインの作成につ
いて

パブリックコメントの受け入れ期間を設
けることにより、個人情報保護法に関連
するガイドラインの透明性を高める金融
庁の努力を米国政府は歓迎する。 金融庁
が、金融機関および業界団体の意見や懸
念を慎重に検討し、新商品やサービスを
効果的に日本の消費者に提供する金融機
関の能力を妨げることなく、確立された
プライバシー保護システムに合致する方
法で、個人情報を守るガイドラインを作
成することを米国政府は提言する。

金融分野での規制、監督業務に関する透明性を
改善するため、米国は以下の措置が可能な限り
早期に実施されることを歓迎する。

5122 51220094 米国 94 規則策定手続の透明性について

米国政府は、規則策定手続きの透明性を
高めるための金融庁の最近の動きや、新
たな又は改正された金融庁の法令の実施
を歓迎し、また当事者からその過程でイ
ンプットを求める更なる努力を歓迎す
る。そうした方法には公聴会の一層の活
用や、既存および新たな規則やガイドラ
インと関連した行政手続法の下でのパブ
リックコメントのプロセスを引き続き活
用することを含む。

金融分野での規制、監督業務に関する透明性を
改善するため、米国は以下の措置が可能な限り
早期に実施されることを歓迎する。
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要望事項
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補助
番号

要望主体名
要望
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要望事項
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具体的
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具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220095 米国 95 自主規制機関について

自主規制機関の補足として、日本の金融
当局が、会員の見解や専門知識を十分に
示す民間の金融業界団体、例えば在日米
国商工会議所や国際銀行協会などと引き
続き密接に仕事をすることを米国は要望
する。

金融分野での規制、監督業務に関する透明性を
改善するため、米国は以下の措置が可能な限り
早期に実施されることを歓迎する。

5122 51220096 米国 96 課徴金制度の強化

①全種類の違反者に対する課徴金を２倍
に引き上げる。
②10年以内にカルテルまたは談合活動を
繰り返す会社に対して通常よりもはるか
に高い課徴金を科す。
③課徴金をカルテルまたは談合の違反行
為が行われた期間、あるいは最低でも現
在の上限３年よりもはるかに長い期間に
発生した企業の共謀による全売上を対象
にする。
④課徴金命令の対象活動の範囲を生産
量、市場占有率または顧客数を制限する
共謀協定および不法購入カルテルに拡大
する。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。
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所管官庁
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（特記事項）

5122 51220097 米国 97 法人措置減免制度の導入

①公取委の捜査前にカルテルの存在を公
取委に自主申告した最初の会社は課徴金
を免除し、同社および、公取委に全面協
力した同社の従業員をカルテルに係る刑
事告発から除外する。
②公取委の捜査に決定的な支援を提供し
た最初の企業のみまたは２社まで課徴金
額を減免する。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。

5122 51220098 米国 98 公正取引委員会の捜査効果の向上

①刑事告発をするために公取委に犯則調
査権限を与える。
②公取委の捜査を妨害する会社およびそ
の従業員に対する刑罰を強化する。
③公取委が発する排除措置命令の法定期
限を不法行為の終了後３年間に延長す
る。
④明らかに競争過程を損なう行為に対
し、公取委の捜査に優先権を与える。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。
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5122 51220099 米国 99 犯罪の量刑の改善

刑事上の独禁法違反の量刑の改善を目指
して、量刑が国際慣習および独禁法の根
本的な目的に合致しているかを決定する
ために、法務省または他の関係政府機関
が最高裁判所に独禁法違反を犯した個人
の量刑の検討に着手するよう奨励する。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。

5122 51220100 米国 100 独禁法の適用除外の減少

独禁法の適用除外を可能な限り制限する
ことを目指して、範囲の制限や削除がで
きないかを決定するために、公取委に独
禁法の適用除外を見直させる。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。
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5122 51220101 米国 101 公正取引委員会の強化

①高等経済学位のための職員の派遣およ
び外部の経済学者の公取委職員、または
特定の捜査案件の顧問としての臨時雇用
を通したものを含む大学卒業後の経済研
修を受けた職員の数を増やす。
②公取委の職員および予算を実質的およ
び安定的に増やし続ける。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。

5122 51220102 米国 102 独占禁止法遵守の促進

①経済団体および同業者組合と共に、会
員会社が社職員が独禁法違反行為を防止
する効果的プログラムを採用するよう奨
励する公取委の試みを強化する。
②引き続き会社が独禁法を順守するのを
奨励するために、引続き独禁法の新たな
指針を発布するか、または既存のものを
更新あるいは拡大する。

日本経済における競争の保護および促進の成功
は、反競争的行為を効果的に抑止するため 厳
しい制裁を制定し、反競争的慣習を暴くための
最新捜査手段を公正取引委員会（公取委）に与
える強力な独占禁止法（独禁法）に掛かってい
る。独禁法の施行が最も効果的になることを保
証するため。
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5122 51220103 米国 103
公正取引委員会の施行活動の手続き
の公平性の向上

①審判官を務める裁判官および弁護士の
数を増加することにより、審判手続きに
おける信頼を強化する。
②公取委の警告対象となる会社が、警告
への反論を可能にする機会を与える。

施行行為が公平に適用されているという確信を
経済界が持てば、経済界における公取委の権威
および信頼性を最も確保できる。公取委の施行
活動における信頼を向上させるために、米国は
日本に要望する。

5122 51220104 米国 104 官製談合対応策の強化

①政府の事業に関して談合を扇動したま
たは扇動を試みた政府職員に対して、必
要に応じ新たな刑事規定を含むより厳し
い制裁を打ち出す。
②公取委が、扇動した、または扇動を試
みた、あるいは談合活動に関与した疑い
のある政府職員の氏名を公取委のけん疑
の根拠となった証拠と共に、検察庁およ
び関係機関に報告する。

談合は、日本経済において、引き続き重要な問
題である。談合は、必要な改革の基礎を危うく
し、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札
者の利害を損なうものである。官製談合は、政
府職員が日本における法の愚弄および競争文化
の創造の基礎を危うくすることに直接関与する
ので、特に有害である。談合に効果的に対応す
るために、米合衆国は日本に以下のことを要望
する。
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5122 51220105 米国 105 行政措置減免制度の導入

談合活動の自主報告の奨励を目指して、
国土交通省（国交省）および他の関係政
府機関の下で行われる下記の対策を含む
制度を採用する価値を検討する。
①関係省庁または公取委に進み出て談合
の存在を報告した最初の会社に対して、
指名停止を含む行政制裁を免除する。
②措置減免の自己申告者の身元が明るみ
に出ないようにする適切な処置を講じ
る。

談合は、日本経済において、引き続き重要な問
題である。談合は、必要な改革の基礎を危うく
し、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札
者の利害を損なうものである。官製談合は、政
府職員が日本における法の愚弄および競争文化
の創造の基礎を危うくすることに直接関与する
ので、特に有害である。談合に効果的に対応す
るために、米合衆国は日本に以下のことを要望
する。

5122 51220106 米国 106
地方自治体レベルでの談合への取り組
み

地方自治体レベルで談合と戦うために、
総務省に談合疑惑情報を公取委に伝える
ことを義務付ける政策の採用を含め、地
方政府の契約の談合を減らすための付加
的処置を講じさせる。

談合は、日本経済において、引き続き重要な問
題である。談合は、必要な改革の基礎を危うく
し、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札
者の利害を損なうものである。官製談合は、政
府職員が日本における法の愚弄および競争文化
の創造の基礎を危うくすることに直接関与する
ので、特に有害である。談合に効果的に対応す
るために、米合衆国は日本に以下のことを要望
する。
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5122 51220107 米国 107 制裁の透明性の向上

国交省、総務省および他の関係政府機関
が前年中に談合に従事したと確定した各
社を載せた、またそれら各社に課された
行政制裁および各社が談合活動による損
害に対して政府へ支払った賠償額を明記
した報告書を毎年公表すべきである。

談合は、日本経済において、引き続き重要な問
題である。談合は、必要な改革の基礎を危うく
し、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札
者の利害を損なうものである。官製談合は、政
府職員が日本における法の愚弄および競争文化
の創造の基礎を危うくすることに直接関与する
ので、特に有害である。談合に効果的に対応す
るために、米合衆国は日本に以下のことを要望
する。

5122 51220108 米国 108 入札制度の改革

①談合を更に困難にする新たな入札手続
きを検討する。
②そのような目的のために、パブリック
コメント手続の下、提案された新たな入
札手続きについてパブリックコメントを
求める。

談合は、日本経済において、引き続き重要な問
題である。談合は、必要な改革の基礎を危うく
し、消費者、納税者ならびに最も効率的な入札
者の利害を損なうものである。官製談合は、政
府職員が日本における法の愚弄および競争文化
の創造の基礎を危うくすることに直接関与する
ので、特に有害である。談合に効果的に対応す
るために、米合衆国は日本に以下のことを要望
する。
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5122 51220109 米国 109 競争的方法による民営化

①日本郵政公社の民営化に関するものを
含む民営化を提案または監督業務を課さ
れた日本政府の機関に、最も競争的な方
法で民営化を進める方法について公取委
の意見を求めることを奨励する。
②それらが反競争的な排他的行為に従事
しないことを保証するために、公取委が
民営化の過程にある政府の所有機関を入
念に監視することを保証する。

競争は、独禁法の施行行為を通してのみでな
く、他の諸官庁による親競争規制や処置の採用
の支援を通しても最も促進できる。日本経済を
通して競争の促進を最大にするために、米国は
日本に以下のことを要望する。

5122 51220110 米国 110 規制改革において競争を促進

①公取委が、分野別改革を検討する規制
官庁によって召集された検討委員会の活
動に関与する。
②とりわけ、規制された分野において競
争を促進する方法についての公取委の分
析および勧告を伝えることにより、公取
委に積極的に規制改革・民間開放推進会
議を援助させる。

競争は、独禁法の施行行為を通してのみでな
く、他の諸官庁による親競争規制や処置の採用
の支援を通しても最も促進できる。日本経済を
通して競争の促進を最大にするために、米国は
日本に以下のことを要望する。
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5122 51220111 米国 111 パブリックコメントの手続について
緊急を要する案件以外は60日間の意見募
集期間を標準とするか、最低30日間の意
見募集期間を義務付ける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

5122 51220112 米国 112 パブリックコメントの手続について

緊急を要する案件の場合、なぜ意見募集
期間を短縮しなければならないか、急を
要する理由を公表するよう省庁に義務付
ける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

556/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220113 米国 113 パブリックコメントの手続について

草案をできるだけ早急に公表することを
義務付け、問題を分析し意義ある意見を
準備するための充分な時間を関係者に与
える。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

5122 51220114 米国 114 パブリックコメントの手続について

意見をきちんと反映できるよう、省庁が
意見募集期間の締め切りと規制の最終決
定までの間に充分な時間を設けることを
確保する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。
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5122 51220115 米国 115 パブリックコメントの手続について

一般市民が容易に（パブリックコメント
手続きの適用対象の当否にかかわらず）
審議会、研究会、勉強会およびその他の
検討会による意見募集案件を含む、すべ
ての省庁からの意見募集案件と結果を１
カ所で知ることができる中央システムを
構築する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

5122 51220116 米国 116 パブリックコメントの手続について
外国の業界団体が専門家あるいは関係者
として審議会で見解を表明する機会を増
やす。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。
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5122 51220117 米国 117 パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの提出にあたり、枚
数の制限や80字以内の要約等の過度に厳
しい要件ならびに同手続きの趣旨に反す
るその他の要件を課すことを禁止する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

5122 51220118 米国 118 パブリックコメントの手続について

政府設立機関や認可された自主規制機関
によって提案された規制・規則等はすべ
てパブリックコメントに付され、提出さ
れた意見が最終案に適切な限り反映され
るよう義務づける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。
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5122 51220119 米国 119 パブリックコメントの手続について

各省庁に提出された意見の全文、それに
対する公式回答と提出者名、ならびにど
のように意見が取り入れられたのか、ま
た取り入れられなかった場合はその理由
を公表しウェブサイトに掲載するよう義
務づける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。

5122 51220120 米国 120 パブリックコメントの手続について
パブリックコメント手続きを、行政手続
法に取り入れ、単なる指針から法制化し
て強化する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年に導
入されたが、本来の趣旨である透明性と、より
公平で開かれた規制制度の推進を支える形で実
施されていないことが度々ある。総務省が2004
年8月に再び公表した実施状況調査では、依然
として同手続きの活用に問題があることが明ら
かになった。同調査によると、2003年度のパブ
リックコメントの案件で、閣議決定を要する規
制の改訂の約半数は意見募集期間が28日未満
で、1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示された
意見を取り入れていないことが調査で明らかに
なっている。同手続きを有益かつ効果的な規制
メカニズムにするため、米国は、日本政府がパ
ブリックコメント手続きの欠陥を除去すること
を求める。したがって、パブリックコメント手
続きの改善にむけて2004年度に提案を検討する
ことを含んだ規制改革・民間開放推進3ヶ年計
画の閣議決定を米国は歓迎する。 米国は、日
本がパブリックコメント手続きの改正を進める
にあたり、下記のような措置を講ずることを提
言する。
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5122 51220121 米国 121 APEC透明性基準

APEC首脳たちは貿易・投資の分野にわた
り一連の透明性基準に合意した。米国は
日本と協調してこれらの基準の設立に取
り組んできた。よって米国と日本は、ア
ジア太平洋地域諸国の法体制における
APEC透明性基準の完全実施に向け協力し
ていくべきである。

APEC首脳たちは貿易・投資の分野にわたり一連
の透明性基準に合意した。米国は日本と協調し
てこれらの基準の設立に取り組んできた。よっ
て米国と日本は、アジア太平洋地域諸国の法体
制におけるAPEC透明性基準の完全実施に向け協
力していくべきである。

5122 51220122 米国 122
特区により日本中の地域経済活性化に
ついて

この取り組みが日本中の地域経済活性化
を引き続き支援するよう米国は以下のこ
とを提言する。
①今後も特区の取り組み全面において透
明性が基盤となること。
②市場参入機会の拡大に焦点を当て、国
内外の企業双方が、特区内で事業展開で
きるよう差別のないアクセスを確保す
る。
③構造改革特区推進本部は、成功した措
置を迅速に全国規模での適用を引き続き
優先する。
④構造改革特別区域推進本部は、米国企
業を含む外国企業が特区創設提案の提
出、既存の特区への参加、および特区設
立に関わるすべての過程に参加するにあ
たり、引き続き協力する。
⑤外国企業の参加を奨励するため現存の
特区の全一覧表、ならびに特区申請状況
と最新情報を英文でインターネット上で
公開する。

構造改革特区の設置を通じた日本における規制
改革を米国政府は引き続き支援する。2003年4
月に最初の特区が認定されて以来、特区の数も
合計386まで伸び、2004年9月に閣議決定により
26の特例措置が全国展開することとなったこと
を米国は歓迎する。
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5122 51220123 米国 123
米国の事業者による特区への参加奨
励

米国は、特区の取り組みにおいて米国の
事業者による参加を奨励しており、米国
参加に関わる特区の提案を熟考するよう
日本国政府に求める。下記に事例を挙げ
る。
①外国の大学の分校キャンパスに対する
教育と行政上の規制緩和特区提案。
②一年を通してポテトチップス用のジャ
ガイモの安定した供給をはかり、日本の
製造者と消費者が恩恵を受けることとな
るポテトチップス用のジャガイモの輸入
に関する特区提案。現在日本のポテト
チップス製造者は国内のポテトチップス
用ジャガイモの入手が出来ない春期に製
造の削減を強いられている。この提案は
厳しい管理の下、製造者へ直接輸送する
という手続きで、植物衛生上の問題を回
避できる。
③将来高度医療の民間提供を許可するた
めのあらゆる提案ならびに医療サービス
分野における他の特区提案。

構造改革特区の設置を通じた日本における規制
改革を米国政府は引き続き支援する。2003年4
月に最初の特区が認定されて以来、特区の数も
合計386まで伸び、2004年9月に閣議決定により
26の特例措置が全国展開することとなったこと
を米国は歓迎する。

5122 51220124 米国 124 生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構（生保ＰＰＣ）
の改革にかかわる論点を扱う金融審議会
の保険の基本問題に関するワーキング・
グループが、現行の財政的仕組みが2006
年3月に失効するのに先立ち、2004年の早
い時期に議論を開始した。米国は日本に
対して、現在の仕組みが失効する前に、
より効率的で持続的なセーフティネット
制度を整備するための法整備を確実にす
るべく迅速に行動するよう要望する。実
行可能なセーフティネット制度は、国内
生保および外資系生保の双方の財政基盤
と運営を保証し、また生保業界に対する
国民の信頼を確保するために必要不可欠
であり、その制度の大幅な変更は業界と
顧客に等しく多大な影響を及ぼす。従っ
て、米国は日本政府に、パブリックコメ
ント手続きを最大限に利用・実施するよ
う求め、生保業界（国内生保および外資
系生保）とすべての利害関係者が、保険
業法の改正案、生保ＰＰＣの改革法、ま
たは、生保ＰＰＣに係る他の既存の法律
や規制に関し、それらが国会に提出され
たり実施される前の段階で情報を入手
し、コメントし、政府関係者と意見交換
を行なう有意義な機会が確保されるよう
求める。これらの機会には、金融審議会
のワーキング・グループや日本政府が召
集する可能性のあるその他のグループの
審議に貢献する等、生保ＰＰＣを改革す
るための審議に積極的に貢献することを
含む。

日本の省庁が、法案の国会提出前の作成段階
で、一般市民に意見表明機会を提供する頻度が
増えつつあることを米国は評価する。米国は、
日本の省庁がこの慣行を引き続き実施すること
を奨励し、法案が作成される初期の段階で、一
般市民が法案に関する意見を表明できる機会が
さら増えることを期待する。法案作成に対する
一般市民の意見提出の機会が必要とされる具体
的事例２件は以下の通り。
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5122 51220125 米国 125 損害保険契約者保護機構

米国政府は、損害保険契約者保護機構
（損保ＰＰＣ）への資金提供に関する法
律が検討される場合には、日本政府に対
し、上記A.　の生保ＰＰＣにおいて提案
したものと同様のアプローチで取り組む
よう求める。

日本の省庁が、法案の国会提出前の作成段階
で、一般市民に意見表明機会を提供する頻度が
増えつつあることを米国は評価する。米国は、
日本の省庁がこの慣行を引き続き実施すること
を奨励し、法案が作成される初期の段階で、一
般市民が法案に関する意見を表明できる機会が
さら増えることを期待する。法案作成に対する
一般市民の意見提出の機会が必要とされる具体
的事例２件は以下の通り。

5122 51220126 米国 126 郵便金融機関の透明性

簡保商品および日本郵政公社による元金
無保証型の「郵貯」投資商品の販売また
は元受けにかかわる法律の改正案の策定
につき、米国政府は、日本政府の関係省
庁等が、関連分野における民間企業の運
営に影響を及ぼしうるあらゆる面につい
て、国民一般　(外国保険会社も含む)）
への十分な情報提供および意見の収集を
行う方策を取ることを求める。それは、
保険業界や他の民間利害関係者(国内外の
両方)が､以下の事項に関し意見を述べ、
また関係する日本政府の職員と意見交換
を行なう有意義な機会を提供する事を含
む。
①国会提出前の提案プランや法案。
②パブリックコメント手続きの最大限の
活用と実施を伴う、実施段階前のガイド
ライン原案や他の規制措置。

郵便金融機関（郵便貯金「郵貯」、簡易保険
「簡保」）が日本の金融市場の効率的な運営に
与える影響について、日本経団連やその他の機
関が表明している懸念を米国政府は引き続き共
有する。
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5122 51220127 米国 127
郵便金融機関の同一基準及び拡大抑
制

米国は日本に対し、民営化の章のII.A.1.
で挙げている措置に従い、郵便金融機関
に民間の競合会社と完全に同一の競争条
件を確保するよう求める。さらに、米国
は日本に対し、同一の競争条件が確保さ
れるまでは、民間が提供可能ないかなる
新規または変更された保険商品の引き受
け、或いは新規の元金無保証型の投資商
品の元受けを、郵便金融機関が提供する
事を禁ずるよう求める。

郵便金融機関（郵便貯金「郵貯」、簡易保険
「簡保」）が日本の金融市場の効率的な運営に
与える影響について、日本経団連やその他の機
関が表明している懸念を米国政府は引き続き共
有する。

5122 51220128 米国 128 保険の窓販売

金融審議会の保険の基本問題に関する
ワーキング・グループが2004年3月に提案
したとおり、原則として完全自由化を達
成するべく、3年以内に銀行窓口チャネル
の一律の自由化を実施する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販売の自
由化は、日本版「ビッグバン」の改革に沿った
形で消費者の選択肢とアクセスを拡大する。
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5122 51220129 米国 129 保険の窓販売

保険の基本問題に関するワーキング・グ
ループが提案した3年以内に行われる部分
的自由化のいかなる段階も、米国系会社
が不利にならないよう、バランスのとれ
た公平な形で実施されるよう保証する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販売の自
由化は、日本版「ビッグバン」の改革に沿った
形で消費者の選択肢とアクセスを拡大する。

5122 51220130 米国 130 保険の窓販売

保険商品の他のチャネルでの販売と整合
性がとれるよう、また保険販売を行なう
銀行が持てる販売手法のすべてを利用す
ることを可能にするべく、保険業法施行
規則の第211条を早期に廃止または改正す
る。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販売の自
由化は、日本版「ビッグバン」の改革に沿った
形で消費者の選択肢とアクセスを拡大する。
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5122 51220131 米国 131 保険の窓販売

利害関係者（外資系を含む）に保険の窓
販と（保険業法施行規則）第211条につい
て関係省庁職員と意見交換を行なう有意
義な機会を提供し、また、パブリックコ
メント手続きを十分に活用する事によっ
て透明性を確保する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販売の自
由化は、日本版「ビッグバン」の改革に沿った
形で消費者の選択肢とアクセスを拡大する。

5122 51220132 米国 132 共済について

全ての共済に民間競合会社と同一の法
律、税水準、セーフティネット負担条
件、責任準備金条件、基準および規制監
督を適用することにより、共済と民間競
業会社の間に同一の競争条件を整備す
る。

共済は、民間と直接競合する各種の保険商品を
提供し、日本の保険市場において相当な市場
シェアを有している。共済には、保険の監督官
庁である金融庁以外の省庁が規制をしているも
のがある。また、全く規制を受けていない共済
（無認可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対する弱い
規制制度は、健全かつ透明な規制環境を企業並
びに保険契約者に提供する日本政府の能力を損
なうものであり、また、共済がビジネス、規制
及び税の観点から民間の競合会社に対し大幅に
有利に立つ要因となっている。
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5122 51220133 米国 133 共済について

米国政府は、現在、金融審議会の保険の
基本問題に関するワーキング・グループ
において、無認可共済にかかわる議論が
行われていることを歓迎するとともに、
根拠法を有する共済に関しても早い時期
に同様の見直しが開始されるよう求め
る。米国政府はさらに、これらの議論お
よび関係省庁間の議論がオープンで透明
性のある形で行われ、また利害関係者
（外資系を含む）が議論に積極的に貢献
し、関係省庁職員と意見交換をする機会
が提供されるよう求める。

共済は、民間と直接競合する各種の保険商品を
提供し、日本の保険市場において相当な市場
シェアを有している。共済には、保険の監督官
庁である金融庁以外の省庁が規制をしているも
のがある。また、全く規制を受けていない共済
（無認可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対する弱い
規制制度は、健全かつ透明な規制環境を企業並
びに保険契約者に提供する日本政府の能力を損
なうものであり、また、共済がビジネス、規制
及び税の観点から民間の競合会社に対し大幅に
有利に立つ要因となっている。

5122 51220134 米国 134
法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

閣議決定の下で制定された日本のノーア
クションレター制度の要件を行政手続法
に組み込み､同制度に法的拘束力を与え
る。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求める
機会を制規企業に与える日本のノーアクション
レター制度の効率性を高め、活用を増やすため
に、日本がさらなる措置を講じることを米国は
提言する。より効果的なノーアクションレター
制度に寄与する対策は以下の事項を含む。
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5122 51220135 米国 135
法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

暫定的な措置として、行政機関の各々の
ノーアクションレター制度に適用される
要件に関して、より詳細な省庁横断的な
ガイドラインを閣議決定により規定し、
それらのノーアクションレター制度を設
ける期限を定める。具体策として以下の
事項を含む。
①ノーアクションレターの要望を受ける
単一の「窓口」を各機関に開設する。
②ノーアクションレター制度のより積極
的な活用を促進させるため以下に挙げる
ものを含む方策を採用する。１）ノーア
クションレター制度を通じて日本の法律
や規則の明確化を求めることができるこ
とを規制業界の企業に知らせる行政機関
のアウトリーチの努力。２）企業グルー
プおよび業界団体は、特定企業に代わっ
てノーアクションレターを提出する事が
できる旨を公表する。３）定まった政策
の事柄の問題についての法律や規則の非
公式な口頭解釈を求める個々の企業や関
係団体からノーアクションレターを積極
的に求めるよう、行政機関の職員を促す
内部システムを構築する。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求める
機会を制規企業に与える日本のノーアクション
レター制度の効率性を高め、活用を増やすため
に、日本がさらなる措置を講じることを米国は
提言する。より効果的なノーアクションレター
制度に寄与する対策は以下の事項を含む。

5122 51220136 米国 136
法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

さまざまな政府行政機関のノーアクショ
ンレター制度をどのように改善させるか
に関して、民間からのインプットを求め
るための省庁横断的なものと行政機関ご
との両方のフォーラムを構築する。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求める
機会を制規企業に与える日本のノーアクション
レター制度の効率性を高め、活用を増やすため
に、日本がさらなる措置を講じることを米国は
提言する。より効果的なノーアクションレター
制度に寄与する対策は以下の事項を含む。
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5122 51220137 米国 137 検疫有害動植物の防除

米国は日本が輸入農産品を差別なく取り扱うこ
とを確保するため、非検疫有害動植物の枠組み
を広げることを要請する。例えば、現在の慣行
ではレタスのような輸入品を遅滞なく市場に出
すには（不必要でコストのかかる）燻蒸消毒が
必要とされているが、同じ病害虫を持つ国内産
のものは日本中自由な配送が可能である。この
現在の慣行と既存の国際定義・指針の間に生じ
た矛盾に対応するため、米国は農林水産省に対
し、検疫有害動植物の防除に関する植物検疫制
度を国際植物保護会議の定義・指針に基づき、
少なくとも下記の原理を含むよう求める。
①輸入国において既存の検疫有害動植物のまん
延を防ぐため公的防除をしなくてはならない。
②公的防除の定義は、検疫有害動植物の根絶ま
たは抑制を目的とするか、あるいは規制された
非検疫有害動植物の管理のための義務的植物衛
生規制の積極的な実施と、義務的植物衛生手続
の適用とする。
③公的防除とは、病害虫がまん延する区域内で
の撲滅または封じ込め、危険区域内での監視、
保護区域での動きの管理を含む。
④公的防除をするにあたり差別ない扱いをしな
ければならない。同じ病害虫に関して、国産品
よりも輸入品に課せられた条件が厳重であって
はならない。
⑤公的防除の条件は透明性がなくてはならな
い。輸入品および国産品に課せられた条件は記
録され、求められた場合情報公開されるべきで
ある。
⑥国産品と輸入品に課せられた条件は技術的根
拠（リスク分析）に基づき差別のないリスク管
理につながるようにする。

最近公表された日本の植物検疫に関する独立し
た包括的な調査によると、農林水産省はＷＴＯ
のＳＰＳ協定（衛生植物検疫措置の適用に関す
る協定）に基づいた国際基準の制定ならびに技
術的根拠がない場合、各国の植物検疫措置をこ
れらの国際基準に合わせることを提言した。本
調査により日本が「国際基準に基づく植物検疫
措置の適用の必要性を認識している」ことを確
認した。しかし米国は日本が国際基準の適用を
度々怠っていると見ている。例えば、数多くの
行為の累積により燻蒸消毒と同等の効果がある
と実証されている体系的アプローチなど、農薬
に代わる防虫策を日本は検討していないと思わ
れる。米国政府は、日本が公的防除ならびに科
学的なリスク分析と安全な貿易を確保する上で
最小限の制限措置を適用するよう、国際植物保
護会議の基準に基づき、より国際的に認められ
ている植物検疫制度を導入することを奨励す
る。

5122 51220138 米国 138 病害虫のリスク分析と管理

米国は日本の衛生植物検疫措置が、既存
の検疫規制に対し危険性に応じた代替手
段を考慮し、病害虫の危険に対し充分な
科学的根拠を提供するリスク分析をした
上で講じられるよう日本に要請する。リ
スク分析をする際、国際植物保護会議の
指針や基準を取り入れるよう米国は日本
の農林水産省に下記の事項を含むがそれ
に限らず求める。
①病害虫のリスク分析は病害虫の侵入、
定着、まん延の可能性を含むべきであ
る。
②病害虫のリスク分析の開始から危険防
除方法の選択まで、リスク分析の全経過
が透明で且つよく記録され、求められた
場合情報公開されるべきである。

最近公表された日本の植物検疫に関する独立し
た包括的な調査によると、農林水産省はＷＴＯ
のＳＰＳ協定（衛生植物検疫措置の適用に関す
る協定）に基づいた国際基準の制定ならびに技
術的根拠がない場合、各国の植物検疫措置をこ
れらの国際基準に合わせることを提言した。本
調査により日本が「国際基準に基づく植物検疫
措置の適用の必要性を認識している」ことを確
認した。しかし米国は日本が国際基準の適用を
度々怠っていると見ている。例えば、数多くの
行為の累積により燻蒸消毒と同等の効果がある
と実証されている体系的アプローチなど、農薬
に代わる防虫策を日本は検討していないと思わ
れる。米国政府は、日本が公的防除ならびに科
学的なリスク分析と安全な貿易を確保する上で
最小限の制限措置を適用するよう、国際植物保
護会議の基準に基づき、より国際的に認められ
ている植物検疫制度を導入することを奨励す
る。
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5122 51220139 米国 139 公社・公団の民営化

①再編および民営化を透明な形で行な
う。
②改革の影響を受けるか、あるいは受け
る可能性のある国内および外国民間会社
に対して、パブリックコメント手続きの
利用等によって意見を述べる有意義な機
会が与えられることを確実にする。

米国は、小泉首相による日本の公社・公団の再
編と民営化の取組みに関心を持ち続けてきた。
米国はさらに、この改革の取組みが精力的に実
施された場合、競争を刺激し、資源のより有効
的な利用につながるなど、日本経済に大きな影
響を及ぼす可能性があると認識している。公
社・公団の改革が進行する中で、米国は引き続
き日本に対して次のとおり要望する。

5122 51220140 米国 140 郵便保険と郵便貯金

日本郵政公社の民営化が、経済財政諮問
会議の求める民間企業との間の「イコー
ルフッティング」を完全に達成し、また
日本の保険および銀行分野に公正な競争
をもたらすために、米国政府は日本政府
に以下の方策を取るよう求める。
①民間企業と完全に同一の競争条件を整
備する。それには次のものを含む。１）
郵便保険と郵便貯金事業に、民間企業と
同様の法律、規制、納税条件、責任準備
金条件、基準、および規制監督を適用す
ること。２）特に郵便保険と郵便貯金事
業の政府保有株式の完全売却が完了する
までの間、新規の郵便保険と郵便貯金商
品に暗黙の政府保証があるかのような認
識が国民に生じないよう、十分な方策を
取る。３）新規の郵便保険、郵便貯金お
よび他の関連業務との間の取引がアーム
スレングスであることを保証するため、
完全な会計の透明性を含む適切な措置を
実施する。また、日本郵政公社の金融事
業と非金融事業の間の相互補助の可能性
を排除する。４）新規の郵便保険と郵便
貯金が、その市場支配力を行使して競争
を歪曲することが無いよう保証するた
め、独占禁止法の厳格な施行を含む適切
な措置を実施する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

570/587



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 51220141 米国 141 郵便保険と郵便貯金

新しい貸付業務や郵便保険事業による新
規または変更された保険商品の導入、ま
たは郵便貯金事業における元金無保証型
投資商品の元売りを、（上記で提案した
とおり）真に同一の競争条件が整備され
るまでは一時停止する。また、同一の競
争条件の実現後には、このような商品や
サービスがバランス良く導入されること
を保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

5122 51220142 米国 142 郵便保険と郵便貯金

日本政府が、民間で元受けをする元金無
保証型投資商品を日本郵政公社で取り扱
うことを許可する計画を進めるにあた
り、それらの商品の選択が公平で透明性
のある形で行われるよう保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。
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5122 51220143 米国 143 郵便保険と郵便貯金
日本郵政公社において販売される民間企
業元受けの保険商品の選択が、公平で透
明性がある形で行われるよう保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

5122 51220144 米国 144 郵便保険と郵便貯金
日本郵政公社の民営化の過程で、郵便保
険および郵便貯金事業に新たな優遇が与
えられないよう保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。
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5122 51220145 米国 145 郵便保険と郵便貯金

郵便保険と郵便貯金事業の民間企業に対
する競争の状況を定期的に調査するため
の独立した委員会を設置し、民営化の過
程において一貫して、同一の競争条件の
継続を保証することを目指す。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

5122 51220146 米国 146 宅配便サービス

日本郵政公社と宅配便業者間の公正な競
争を促進するため、米国政府は日本国政
府に対して、下記の方策を取ることを要
望する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。
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5122 51220147 米国 147 独立した規制機関

郵便業務に関する規制当局は日本郵政公
社から完全に切り離されかつ独立した機
関であることを確実にし、日本郵政公社
あるいは公社の管轄下にあるどのような
組織であれ、非競争的な方法で事業を展
開しないことを確保するための十分な権
限を持てるようにする。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

5122 51220148 米国 148 非差別的な処遇

税金や他の料金免除など競争条件を変更
するような特別な便益や、物品の運送に
関して政府機関による特別な取り扱い
や、関税業務にかかるコストの免除など
が、政府政策により競争サービスのある
ひとつの提供者のみに与えられないこと
を必要に応じて確実にする。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。
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5122 51220149 米国 149 相互補助

競争サービス条件下で、全国一律サービ
スの提供から得られた収益を用い非競争
的な相互補助が行われることの防止監督
をする。ひとつの監督方法は、日本郵政
公社および全ての関連会社の会計が分
離、独立でありかつ完全に透明性のある
ものとすることであろう。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。

5122 51220150 米国 150 透明性について

米国政府は、日本郵政公社の民営化の過
程において、下記の方法により、透明性
が継続的に確保されるよう求める。
①日本郵政公社民営化の準備期および移
行期において、民間の利害関係者（外資
系を含む）の要請に基づき、民間企業に
影響が及ぶ可能性のある論点について、
総務省、郵政民営化準備室、金融庁を含
む関係省庁の職員と意見交換をする有意
義な機会が提供されるようにする。
②日本政府が開催する委員会やそれら委
員会の構成要素の中で、日本郵政公社民
営化の準備期および移行期において民間
企業に影響が及ぶ可能性のある論点につ
いて、民間の利害関係者（外資系を含
む）が積極的にその議論に貢献する有意
義な機会が提供されるようにする。
③民営化に関する施行規則および省令等
の準備も含めて、パブリックコメント手
続きが十分に利用され、また最終判断を
行なうにあたり、そのコメントが考慮さ
れるようにする。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経
済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市
場原理に基づいて行なわれなければならない。
真に市場原理に基づいたアプローチというもの
は、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に
付与されている民間競合社と比べた優遇面の全
面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便
市場において歪められていない競争を確保する
ことを含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方にとって
同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮
問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の
基本方針」において、「イコールフッティン
グ」の確立および日本郵政公社と民間企業との
間の「競争条件」の均等化の重要性を確認する
ことにより、重要な一歩を踏み出した。経済財
政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営
化開始当初から（民間企業と）同様に納税義務
およびセーフティネットへの加入義務を負うこ
とや、郵便保険および郵便貯金商品について政
府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。
米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、
それが日本郵政公社の民営化のための法律に反
映されるよう求める。
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5122 51220151 米国 151
外国弁護士に対する提携の自由の確
保

2003年の改正法を2005年4月1日までに、
完全に実施する。

2003年の「外国弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法」の改正は、外国法事務弁
護士（外弁）と日本弁護士（弁護士）間の提携
の自由を供与するための重要な一歩であった。
2003年の法改正によって規定された提携の自由
は、改正法が施行され、その文言と精神に則り
実施されれば、日本の消費者による適時かつ効
率的な統合された法務サービスの利用に大きく
貢献する。この目的のために、米国は、日本が
以下の措置を講ずることを要望する。

5122 51220152 米国 152
外国弁護士に対する提携の自由の確
保

特に以下の点を担保することにより、日
本弁護士連合会（日弁連）による会則並
びに規則の運用が、2003年改正法の文言
及び精神に則ったものとなるよう必要な
措置を講ずる。
①日弁連の会則並びに規則が、自身と異
なる業務範囲をもつ外弁アソシエイトを
雇用する外弁パートナーが、その外弁ア
ソシエイトにより取り扱われる法務事件
を受諾することを束縛するような形で適
用されない。
②倫理及び機密性に関する会則並びに規
則は、弁護士や外弁が外国法共同事業の
メンバーであるか、あるいは国内の法律
事務所のメンバーであるかに関わり無
く、両者に対して平等に適用される。
③弁護士、外弁それぞれの権限及び法律
業務についての依頼人に対する説明義務
は、近代的かつ国際的慣行に沿ったもの
であり、不合理に負担となるものとしな
い。

2003年の「外国弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法」の改正は、外国法事務弁
護士（外弁）と日本弁護士（弁護士）間の提携
の自由を供与するための重要な一歩であった。
2003年の法改正によって規定された提携の自由
は、改正法が施行され、その文言と精神に則り
実施されれば、日本の消費者による適時かつ効
率的な統合された法務サービスの利用に大きく
貢献する。この目的のために、米国は、日本が
以下の措置を講ずることを要望する。
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5122 51220153 米国 153 専門職法人及び支所の設立の容認

支所の開設を含め、外弁が、弁護士と同
等に、また同等の利益を享受出来る形で
専門職法人を形成することの容認に向け
て、法務省の検討を2004年度末までに完
了する。

外弁は、専門職法人を形成し、その支所を設立
することを含めて、弁護士と実質的に同じ権利
が与えられるべきである。米国は、法務省が外
弁に対して専門職法人の形成を認めるかについ
て検討を進めていることを歓迎する。米国は、
日本が以下の措置を講じることを要請する。

5122 51220154 米国 154 専門職法人及び支所の設立の容認

日本において活動する外国法律事務所並
びにそれらの外弁パートナーが、別個に
日本の法務専門職法人を形成することを
義務付けられることなく、日本において
彼らの支所を設立することを認める。

外弁は、専門職法人を形成し、その支所を設立
することを含めて、弁護士と実質的に同じ権利
が与えられるべきである。米国は、法務省が外
弁に対して専門職法人の形成を認めるかについ
て検討を進めていることを歓迎する。米国は、
日本が以下の措置を講じることを要請する。
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5122 51220155 米国 155
外国弁護士に対する最低資格基準の
緩和

日本における業務に長期的関心を有する
外国弁護士が外弁資格を取得することを
奨励するために、米国は日本に対し、日
本において外国弁護士が原資格国法に関
する実務に費やした全ての期間を、３年
の職務経験要件に算入することを認める
ことを要請する。

日本における業務に長期的関心を有する外国弁
護士が外弁資格を取得することを奨励するため
に、米国は日本に対し、日本において外国弁護
士が原資格国法に関する実務に費やした全ての
期間を、３年の職務経験要件に算入することを
認めることを要請する。

5122 51220156 米国 156 ＡＤＲに関する基本的枠組みの採用

ＡＤＲのための柔軟かつ開かれた法務環
境を創出するため、ＡＤＲのために導入
される法体系は以下の点を担保する。
①国連国際商取引法委員会の国際商務調
停に関する規範法を含め、国際的基準、
慣行に合致する。
②現在の仲裁手続で認められているもの
と同程度に国際的側面が存する全ての形
式のＡＤＲプロセスにおける関係者を代
表するために、外弁及び外国弁護士が日
本を訪れることを認める。
③ＡＤＲ関係者が適用される規則、プロ
セス、基準について合意することを一般
的に認めることにより、ＡＤＲプロセス
が柔軟に個別の状況に即した最適なもの
となることを可能にする。
④アドホックの自己管理された国際仲裁
及び調停、また、国際商工会議所、アメ
リカ仲裁協会、ロンドン国際仲裁裁判所
などの国際機関が、日本法の基において
明確に合法かつ正当であること、さら
に、それらが日本政府あるいは日本政府
によって指名されたものによる許可なし
に、日本において活動を継続できること
を確保する。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカニズム
は、個人や企業が効果的かつ廉価に紛争を解決
することを助ける上で重要な役割を果し得るこ
とを理解し、日本におけるＡＤＲ手続を強化、
再活性化するための措置を検討中である。米国
は、日本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に向けた
日本のコミットメントを歓迎する。
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5122 51220157 米国 157
非弁護士がADRプロセスにおいて中立
者として活動することの容認

①仲裁、調停、仲介その他のＡＤＲプロ
セスにおいて報酬のために中立者として
活動する紛争処理組織、外弁、非弁護士
は、法律業務を行っているのではなく、
従って弁護士法第72条、あるいは 外弁法
（適用される場合は）に違反するもので
ないことを、新しい立法措置を通じて明
確にする。
②非弁護士が、自身であるいは中立者と
して取り扱うＡＤＲプロセスは、弁護士
の監督を受けるとする要件は、一般的
に、課せられないこととする。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカニズム
は、個人や企業が効果的かつ廉価に紛争を解決
することを助ける上で重要な役割を果し得るこ
とを理解し、日本におけるＡＤＲ手続を強化、
再活性化するための措置を検討中である。米国
は、日本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に向けた
日本のコミットメントを歓迎する。

5122 51220158 米国 158 ADR免許制の制限

ＡＤＲプロセスに対する障害が生み出さ
れることを防ぐため、導入されるいかな
るＡＤＲ免許制度も以下の点を満たすこ
とを確保する。
①仲裁サービスには適用されない。
②完全に自主的なものである。
③報酬のためにＡＤＲサービスを提供す
る非免許の組織あるいは請負人は、なん
ら弁護士法に違反するものではないこ
と、また、非免許の組織あるいは請負人
によって提供されたＡＤＲサービスによ
る紛争の解決は、ＡＤＲ提供者の非免許
資格を理由とする法的告発の対象とはな
らないことを明確にする。
④日本人及び日本の組織と同等の基準
で、外国人及び組織にも開かれたものと
する。
⑤免許制並びに免許取得後の全ての報告
義務について、妥当かつ過度に負担とな
らない手続及び基準を設定する。

日本は、裁判外紛争処理（ＡＤＲ）メカニズム
は、個人や企業が効果的かつ廉価に紛争を解決
することを助ける上で重要な役割を果し得るこ
とを理解し、日本におけるＡＤＲ手続を強化、
再活性化するための措置を検討中である。米国
は、日本におけるＡＤＲサービスの発展を促進
する柔軟かつ開かれた法務環境の創造に向けた
日本のコミットメントを歓迎する。
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5122 51220159 米国 159 近代的合併手法の採用

以下の措置を含め、日本の会社法に近代
的合併手法を導入するための法案を次期
通常国会に提出する。
①三角合併、キャッシュマージャー、外
国株式を使った株式交換を認めるために
必要な合併対価の柔軟性をはかる。
②ショートフォーム（スクイーズアウ
ト）・マージャーを認める。

日本において近代的合併手法の利用が可能とな
れば、企業再構築や投資の拡大を通じて日本経
済の再活性化を促進する。米国は、近代的合併
手法の導入や企業再構築及び投資促進に向けた
その他の措置の検討を含め、日本がその会社法
の近代化のために行っている努力を歓迎する。
これらの目的を達成するため、米国は、日本が
以下の措置を講ずることを要請する

5122 51220160 米国 160 近代的合併手法の採用

2003年3月に対日投資会議が発表した「対
日投資促進策の推進について」,並びに
2004年8月に内閣府経済社会総合研究所Ｍ
＆Ａ研究会が発表した「わが国企業のＭ
＆Ａ活動の円滑な展開に向けて」に沿
い、近代的合併手法に対する適切な税制
措置を提供することを含め、Ｍ＆Ａ及び
企業再構築を促進するためのその他の措
置を講ずると同時に、日本における新し
いＭ＆Ａ手法の有効性を不合理に制限し
かねない特異な条件を新たな手法に課す
ことを排除する。

日本において近代的合併手法の利用が可能とな
れば、企業再構築や投資の拡大を通じて日本経
済の再活性化を促進する。米国は、近代的合併
手法の導入や企業再構築及び投資促進に向けた
その他の措置の検討を含め、日本がその会社法
の近代化のために行っている努力を歓迎する。
これらの目的を達成するため、米国は、日本が
以下の措置を講ずることを要請する
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5122 51220161 米国 161
年金基金による健全な委任投票政策
の促進

①厚生労働省は、それぞれの公的年金基
金運用責任者が委任投票政策を公開する
ことを支援する。
②国際的傾向並びに日本の年金受益者の
利益保護の必要性を考慮し、民間基金の
運用責任者に対して受益者利益のために
委任投票を行使する受託者義務を導入す
るか否かについて検討を開始する。

大規模な機関投資家による株主権利の積極的な
行使は、企業業績の改善につながるより良い企
業統治システムの発展のために極めて重要であ
る。米国は、年金基金や信託基金による積極的
な委任投票を奨励するために、日本が既に講じ
てきた諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置を講ず
ることを要請する。

5122 51220162 米国 162
信託基金による委任投票記録の公開
の奨励

信託基金及び投資信託の投資収益を改善
するために、投資信託協会が委任投票に
関する規約を改正し、会員企業に対して
実際の委任投票の記録を公開することを
義務付けることを奨励するための必要な
努力を行う。

大規模な機関投資家による株主権利の積極的な
行使は、企業業績の改善につながるより良い企
業統治システムの発展のために極めて重要であ
る。米国は、年金基金や信託基金による積極的
な委任投票を奨励するために、日本が既に講じ
てきた諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置を講ず
ることを要請する。
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5122 51220163 米国 163 外国株主による委任投票の促進

企業統治を強化するため、金融庁並びに
法務省は、海外の受益所有者による委任
投票の効果的な行使の促進に向けて、代
理保管人及び国際的保管人による代理権
行使に関する商法上あるいはその他の規
則に必要な変更を加えることを検討す
る。

大規模な機関投資家による株主権利の積極的な
行使は、企業業績の改善につながるより良い企
業統治システムの発展のために極めて重要であ
る。米国は、年金基金や信託基金による積極的
な委任投票を奨励するために、日本が既に講じ
てきた諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置を講ず
ることを要請する。

5122 51220164 米国 164 空港使用料及び手数料

日本の消費者と業界に益をもたらすよ
う、成田国際空港と関西国際空港の着陸
料およびその他の航空会社の空港使用料
を速やかに引き下げる。

米国政府は日本国政府に対してビジネスおよび
観光を取り巻く環境を改善し、それにより経済
に活気をもたらすために、下記のことを要望す
る。
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5122 51220165 米国 165 空港使用料及び手数料

中部国際空港（セントレア）の着陸料お
よびその他の航空会社の空港使用料を世
界的に競争力のあるもとし、国際線の使
用料により国内線の使用料が補助される
ことを避けるため、透明性の高い交渉が
行われることを確実にする。

米国政府は日本国政府に対してビジネスおよび
観光を取り巻く環境を改善し、それにより経済
に活気をもたらすために、下記のことを要望す
る。

5122 51220166 米国 166 空港使用料及び手数料
日本の国際空港の着陸料計算に使用され
ている計算方法を公表し、パブリックコ
メントの機会を設ける。

米国政府は日本国政府に対してビジネスおよび
観光を取り巻く環境を改善し、それにより経済
に活気をもたらすために、下記のことを要望す
る。
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5122 51220167 米国 167 空港使用料及び手数料

着陸料計算は国内線および国際線の双方
とも透明性のあるもとのとし、国際航空
運送協会（IATA）の指針に従い、空港滑
走路と施設利用に関連したコストのみに
より構成されるものとする。

米国政府は日本国政府に対してビジネスおよび
観光を取り巻く環境を改善し、それにより経済
に活気をもたらすために、下記のことを要望す
る。

5122 51220168 米国 168 航空会社による航空券の販売

日本は、航空会社により販売される航空
券に対して、IATA運賃の70％割引下限を
実施している数少ない国の一つであり、
これは、航空会社が競争力のある割引運
賃を提供する妨げとなっている。この慣
行をなくすことにより、旅行の選択を旅
行者がより自分でコントロールでき、多
種類の運賃へアクセスが可能になること
で、旅行に対する需要が喚起され、海外
から日本への旅行を増加させたいという
目標を支援することとなる。航空券の
IATA運賃70％割引下限を強いる慣行を排
除することにより、インターネットや航
空会社による他の公示航空券販売の競争
市場を作り出すことになるだろう。米国
政府は日本国政府に対して、この慣行を
排除し、関係当局間の航空サービス交渉
の場で、この目的に向けさらなる話し合
いを行うことを提案する。

日本は、航空会社により販売される航空券に対
して、IATA運賃の70％割引下限を実施している
数少ない国の一つであり、これは、航空会社が
競争力のある割引運賃を提供する妨げとなって
いる。この慣行をなくすことにより、旅行の選
択を旅行者がより自分でコントロールでき、多
種類の運賃へアクセスが可能になることで、旅
行に対する需要が喚起され、海外から日本への
旅行を増加させたいという目標を支援すること
となる。航空券のIATA運賃70％割引下限を強い
る慣行を排除することにより、インターネット
や航空会社による他の公示航空券販売の競争市
場を作り出すことになるだろう。米国政府は日
本国政府に対して、この慣行を排除し、関係当
局間の航空サービス交渉の場で、この目的に向
けさらなる話し合いを行うことを提案する。
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5122 51220169 米国 169 ３０日前の運賃届出制

現行の国土交通省の規則では、航空会社
による全ての航空運賃変更は、30日前ま
でに届け出なければ「ならない」ことに
なっている。実際には、この規則は運用
されていないうえ、インターネットやコ
ンピューター申告制度が利用可能な時代
に、旧態依然としている。世界における
ビジネスのペースは、日々変化する競争
市場において航空会社が航空運賃の設定
を行えるよう、より短期間の運賃事前届
出を認めることを日本に迫っている。現
行制度は消費者と航空会社のコストを高
くしている。さらに、日本はIATA運賃下
限設定の場合と同じように、30日前の運
賃届出を求める数少ない国の一つであ
る。それゆえに、米国政府は日本国政府
に対して、関係当局間の航空サービス交
渉の場で、この件に関してさらなる話し
合いを行うことを提案する。ダブルアプ
ルーバル（両当時国承認）制度からダブ
ルディスアプルーバル（両当事国不承
認）制度への変更に関しても、航空サー
ビス交渉で討議されるべきである。

現行の国土交通省の規則では、航空会社による
全ての航空運賃変更は、30日前までに届け出な
ければ「ならない」ことになっている。実際に
は、この規則は運用されていないうえ、イン
ターネットやコンピューター申告制度が利用可
能な時代に、旧態依然としている。世界におけ
るビジネスのペースは、日々変化する競争市場
において航空会社が航空運賃の設定を行えるよ
う、より短期間の運賃事前届出を認めることを
日本に迫っている。現行制度は消費者と航空会
社のコストを高くしている。さらに、日本は
IATA運賃下限設定の場合と同じように、30日前
の運賃届出を求める数少ない国の一つである。
それゆえに、米国政府は日本国政府に対して、
関係当局間の航空サービス交渉の場で、この件
に関してさらなる話し合いを行うことを提案す
る。ダブルアプルーバル（両当時国承認）制度
からダブルディスアプルーバル（両当事国不承
認）制度への変更に関しても、航空サービス交
渉で討議されるべきである。

5122 51220170 米国 170
小額商品の課税計算に関してＣＩＦ価格
（運賃保険料込み価格）からＦＯＢ価格
（本船積み込み渡し価格）への移行

日本が国際配送商品の課税計算にＣＩＦ
価格を使用していることにより、配送商
品に保険料と運賃が足されている。これ
により、免税輸入限度額である１万円を
超える配送商品の数が増加する。ＦＯＢ
価格方式は小額商品の課税額を決定する
最も公正な評価方法であり、その採用は
税関および関税局職員の作業を軽減し、
日本への輸入コストを低減する。米国政
府は日本国政府に対し、通関の際に小額
商品の課税計算にＦＯＢ価格方式を採用
するよう要望する。

日本が国際配送商品の課税計算にＣＩＦ価格を
使用していることにより、配送商品に保険料と
運賃が足されている。これにより、免税輸入限
度額である１万円を超える配送商品の数が増加
する。ＦＯＢ価格方式は小額商品の課税額を決
定する最も公正な評価方法であり、その採用は
税関および関税局職員の作業を軽減し、日本へ
の輸入コストを低減する。米国政府は日本国政
府に対し、通関の際に小額商品の課税計算にＦ
ＯＢ価格方式を採用するよう要望する。
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5122 51220171 米国 171 免税輸入限度額

米国政府は日本国政府に対し、関税定率
法による免税輸入限度額を1万円から3万
円へ引き上げることを要望する。この変
更により、税関およびエクスプレス会社
双方の作業が軽減され、通関手続きが合
理化される。

米国政府は日本国政府に対し、関税定率法によ
る免税輸入限度額を1万円から3万円へ引き上げ
ることを要望する。この変更により、税関およ
びエクスプレス会社双方の作業が軽減され、通
関手続きが合理化される。

5122 51220172 米国 172
国際物流特区における時間外手数料
のさらなる低減

2003年4月から開始された国際物流特区に
おける通関にかかる手数料の削減によ
り、日本の国際港の競争力は強化され
た。また引き続き、2004年4月より全国的
に手数料を50%削減するという日本国政府
の決定を米国政府は高く評価する。米国
は日本に対し、成長へ向け、通関手数料
をゼロにするようアクションを取り続け
ることを要望する。

2003年4月から開始された国際物流特区におけ
る通関にかかる手数料の削減により、日本の国
際港の競争力は強化された。また引き続き、
2004年4月より全国的に手数料を50%削減すると
いう日本国政府の決定を米国政府は高く評価す
る。米国は日本に対し、成長へ向け、通関手数
料をゼロにするようアクションを取り続けるこ
とを要望する。
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5122 51220173 米国 173 通関情報処理システム（NACCS）

米国政府は通関情報処理センターが利用
者にとってより良い料金体系を設定した
過去１年の努力を歓迎するとともに、
NACCS料金体系の将来のいかなる更改に関
しても、通関情報処理センターが利用者
のコメントを考慮に入れることを確実に
することを求める。

米国政府は通関情報処理センターが利用者に
とってより良い料金体系を設定した過去１年の
努力を歓迎するとともに、NACCS料金体系の将
来のいかなる更改に関しても、通関情報処理セ
ンターが利用者のコメントを考慮に入れること
を確実にすることを求める。

5122 51220174 米国 174
クレジット/デビットカードおよびＡＴＭ
サービスと受け入れの促進

①ビジネスによるクレジット/デビット
カードの利用と、政府サービスへの 支払
いに対するカード利用を促進。
②国際ＰＩＮセキュリティーおよび日本
のＡＴＭネットワークでネットワーク暗
号化標準に強制的に準拠するようにす
る。
③クレジットカード不正利用に関する
法・規制を厳しく施行する。

世界的に見て、クレジットカード､デビット
カードおよびＡＴＭカードの利用は急速に増加
している。米国、欧州、カナダにおいて全店舗
の90%はクレジットカードあるいはデビット
カードを取り扱い、全購入の3分の１以上がこ
れらのカードでなされる。日本では昔からの店
舗やＡＴＭでのカードの受け入れが低い率であ
ることは、日本に居住する人々にとって不都合
であり、また海外から日本を訪問する人たちの
共通の不満である。米国は約100の日本の公立
病院がクレジットカードおよびデビットカード
の支払いを受け付けている、あるいはその準備
中であると聞いている。E-Japan戦略IIイニシ
アティブおよび小泉首相の海外から日本への旅
行者を2010年までに倍増するという精神に鑑
み、米国政府は日本国政府に対して以下を要望
する。
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